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第１章：本論文の問題関心と分析枠組み 

 

 

１．ＦＡＯをめぐる問題関心 

 

1.1 世界の食料・農業分野におけるＦＡＯの存在感 

 国連世界食糧農業機関（ＦＡＯ）は、第二次世界大戦終結後の１９４５年１

０月に、国際連合そのものにも先駆けて設立された。その目的は、「世界各国国

民の栄養水準及び生活水準の向上、食料及び農産物の生産及び流通の改善、農

村住民の生活条件の改善、並びにこれらを通じた世界経済の発展及び人類の飢

餓からの解放」1であり、国際連合システムの中で食料・農業分野2における専

門機関と位置づけられている。このように戦後、文字どおり最優先の位置づけ

でＦＡＯが設立されたことについては、戦争直後の荒廃から欧州などを一刻も

早く復興させるために食料や農業復興が喫緊の課題であったという事情もあっ

た。しかし、そのような当時の事情を抜きにしても、ＦＡＯには戦後の平和で

繁栄する世界を構築していく上で、食料や農業という人間にとって最重要な分

野の一つを担当する国際機構として大きな役割を果たしていくことが期待され

たのである。創設当初のＦＡＯに期待されていた具体的な役割は、米国などの

近代的な農業技術を世界の貧しい諸国･地域に普及し、このために世界の先進国

と低開発国が協力し、多数の栄養不良に悩む人々を救い、食料･農産物の生産及

び分配を改善し、農村住民の状態を向上させ、拡大する世界経済に寄与すると

いうものであって、ＦＡＯはまさに「大いなる」理念を掲げて船出をしたので

あった3。 

そして「食料・農業」は現在でも、先進国・開発途上国を通じ、各国各々の

文脈において、極めて重要な分野であり続けていることに変わりはない。そこ

には人々の生活や地域社会の維持、国民の食料安全保障、輸出産業、国の安全

を守る生命線などさまざまな意味がある。そして近年の食料・農業分野では、

世界経済全体のグローバル化の進展とともに、ますます世界的な規模での生産

や流通が進展し、農業技術の世界的普及や農産物貿易や国際食料市場の重要性

が増している。 

 このような中では、食料・農業分野において現在でも第一の国際機構4である

と認識されているＦＡＯには世界的に高い重要性が付与されていても不思議で

                                            
1 FAO (2013) p. 3。 
2 ＦＡＯが取り扱う分野には、林業及び水産業の分野も含まれているが、ＦＡＯではこれらも含めて「食料・

農業」という言葉で代表させている。なお、本論文では林業、水産業分野の問題は取り扱わない。 
3 イエーツ（1959）pp. 56-62。 
4 Phillips (1981) pp. 5-7。Hopkins (1990) p. 179, p. 182。Karns ら (2004) p. 82。 
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はない。しかし残念ながら現在、ＦＡＯのこの分野での存在感は、決して高い

とは言えないのである。世界の食料・農業に関する主要な出来事は、むしろＦ

ＡＯの外部で起こっているようにさえ見える。この分野に関する世界的な取り

決めが行われ、開発援助などの事業が実施され、技術や研究の進展が達成され

るのは、ＦＡＯ以外の国際機構の場においてであることが極めて多いのである。 

そのような例として第一に挙げられるものは、世界貿易機関（ＷＴＯ）農業

協定である。この協定は､従来のガットにおける農業・農産物に関する国際的ル

ールや貿易自由化を大きく超えるものであった。すなわち同協定は、国境保護

について関税のみを認める規則を農業にも拡大し、新規の輸出補助金を禁止し、

国内政策を容認されるものと貿易を歪めるため禁止され又は削減対象とされる

ものとに区分し、衛生植物検疫基準の行使に関する規則を作った。また非関税

障壁を関税に切り替え、これをその他一般の関税とともに譲許の対象とした。

このようなウルグァイ・ラウンド農業協定における輸入障壁の関税化は、農業

をガット・ＷＴＯの領域に完全に統合する長いプロセスの中での飛躍的な前進

と評価されている5。 

第二に挙げられる例は、農業関係の開発援助における世界銀行の存在の大き

さである6。ＦＡＯはその創設当初、食料・農業の分野で「世界的な協力を推進

するための機関」と位置づけられていた7。確かにＦＡＯの最初の 10 年は、Ｆ

ＡＯが核となって世界的見地から専門家を開発途上諸国に派遣し、開発途上国

の農業の発展を助け、一部の途上国は既にその恩恵に与り、これら諸国はＦＡ

Ｏに対して大きな期待を持っていたと言えるであろう8。しかしその後、1960

年代に世界銀行が戦後復興から途上国援助にその軸足を移したとき以来、米国

のサポートの下で急速に増大する世界銀行の援助規模と影響力に比して、ＦＡ

Ｏの農業開発援助における存在感は急速に低下していった。それどころか、国

連システムの中においてさえ、開発援助を分野横断的に統合しようとする国連

開発計画（ＵＮＤＰ）の存在の下で、また開発途上諸国への農業開発金融を専

門とする国際農業開発基金（ＩＦＡＤ）が 1970 年代に設立された流れの中で、

ＦＡＯの開発援助業務はその自律性を失い、またその活動領域の縮小を余儀な

くされていったのである。 

第三に挙げられるものは、国際農業研究協議グループ（ＣＧＩＡＲ、1972

年設立）である。この組織は、各国政府、国際機関や民間財団などが集まって

形成された戦略的連合体で、国際とうもろこし・小麦改良センター（ＣＩＭＭ

ＹＴ）や国際稲研究所（ＩＲＲＩ）、国際熱帯農業センター（ＣＩＡＴ）、さら

                                            
5 ジョスリンら（1998）pp.267-268。 
6 稲田（2013）pp.40-41。 
7 イエーツ（1959）pp. 57-62。 
8 イエーツ（1959）pp. 129-167。 
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に国際食糧政策研究所（ＩＦＰＲＩ）など１５の国際農業研究センターを支援・

調整・監督している9。毎年の予算及び計画のレビュー会合は世界銀行がホスト

しており、ＦＡＯには技術助言委員会が置かれている10。国際的な農業の研究

は経済発展に不可欠なものであり、国際的な農業界でも極めて重要な要素11で

あって、創設当初のＦＡＯにも農業研究を取り扱う部門は存在した。しかし

1960 年代にロックフェラー財団及びフォード財団がＩＲＲＩ、ＣＩＭＭＹＴな

どを設立し「緑の革命」を推進して以来現在まで、これらの統合体と位置づけ

られたＣＧＩＡＲが国際農業研究の中心的役割を果たしている。 

第四に挙げられるものは、国連世界食糧計画（ＷＦＰ）である。この機関は

食料援助を多国間の枠組みで行うものとして 1962 年に設立された。その後長

らく実質的にＦＡＯの傘下に置かれたが、援助の実務に優れ、世界各地で危機

状況が生起する度に着実に援助実績を上げる中で､1991 年に遂にＦＡＯから独

立した。現在ではＦＡＯの 5 倍以上の財政規模を有して、食料を活用した開発

や、緊急食料援助などの業務を行っている。 

以上のように、食料・農業の分野を取り扱う国連の専門機関であるＦＡＯが、

国際的な食料・農業問題を取り扱うことにおいて高い存在感を持ち得ていない

のは､如何なる理由によるものであろうか。 

 

1.2 ＦＡＯ批判 

 存在感が低下しているのみならず、ＦＡＯに対しては多年に亘ってさまざま

な方面から批判がなされ、それは特に米国をはじめとする先進諸国からのもの

が強かった。とりわけ強かった批判は、1970 年代後半から 1990 年代前半まで

事務局長を務めたサウマの時代のＦＡＯに対してであり、ＦＡＯの公式会合の

場における、組織活動の成果や効率性に関する批判のほか、先進国の政府内や

シンクタンク、一般の学者やジャーナリストなどからも、その強権的な手法や

事業・人事の恣意的な采配、資金の開発途上諸国への「ばらまき」、組織の腐敗

などが強く批判された12。このようなＦＡＯの組織運営批判は、1980 年代には

米国の分担金支払い凍結という事態も招き、その打開に当たってはＦＡＯの機

能に関する大規模な評価も行われた13。 

 その後も現在に至るまで、ＦＡＯの運営に対して開発途上国寄りであること

                                            
9 農林水産省国際協力課（2011）pp. 227-228。 
10 Hopkins (1990) pp. 180-181。なお、この体制は 2011 年の CGIAR の大規模な改革で変更されたが、

世界銀行と FAO がそれぞれ CGIAR に対して持つ基本的役割は、1990 年当時と基本的に変わっていない

とみてよい。 
11 Karns ら (2004) p. 83。 
12 例えば、Heritage Foundation (1988)、Hancock (1989)、Bolton (1990)、The Ecologist (1991)などがあ

る。 
13 Saouma (1993), pp. 145-149。 
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や、非効率性、予算の無駄遣いといった観点から､先進諸国を中心とした批判が

繰り返されている。このような批判を受けて、最近では 2005 年から 2008 年に

かけて、米国及び英国のイニシアティブにより大規模な独立外部評価が実施さ

れた14。その結果としてＦＡＯに対して出されたＦＡＯに対する 17 の「全体的

メッセージ」は、強烈な批判と改革要求に満ちている。そのいくつかを挙げれ

ば、(1)ＦＡＯは深刻な危機に直面しており組織の将来は危うい 、(2)存在意義

が消え去る前に再構築が必要 、(3)開発パラダイムを根本的に変化させなけれ

ばならない 、(9)「知識機関」として加盟国を支援するのが役割であり自ら取

組を行う役割はない 、(11)効率性・効果性を高め公的資金の責任ある管理者で

なければならない 、(14)組織のガバナンスが弱い 、(17)大規模で持続的な改

革のプログラムがなければ前途は期待できない 、といったものである15。 

 このようなＦＡＯ批判をみると、その内容は組織の目的に関するもの、組織

活動の効率性に関するもの、組織のガバナンスに関するものと広範にわたって

おり、ＦＡＯに対して世界の各方面からの多様な不満が蓄積してきた事情があ

ることは否定できないであろう。例えば、①世界の栄養不足人口16はＦＡＯの

活動にも関わらずむしろ増大している17など成果が上がらず組織の効率が悪い

こと、②多額の予算と大きな組織を抱えている割に非効率かつ運営が途上国寄

りであること、③1980 年代のアフリカにおける飢饉など危機への対応がＷＦＰ

などに比べて見劣りすること、④農業における援助についても実績が少なく世

界銀行などに比べて大きく見劣りすること、⑤組織運営のガバナンスが悪くし

ばしば独裁的あるいは恣意的な運営が見られること、⑥農業に関する世界的な

規範やルールに関しても既にＷＴＯが主導権を握っていることなど、枚挙に暇

がないほどである。 

他方、ＦＡＯに対する賞賛の声は少ないと言わざるを得ない。例えば、サウ

マ事務局長の時代（1980 年代）に行われたＦＡＯの機能に関する評価（専門家

グループの検討）の結論18は、ＦＡＯという機構そのものについて「健全で革

新的かつダイナミックな組織であり、その目的、役割及び活動は正当で適切か

つ重要なもの」とし、このレビューを最終決定した 2 年後のＦＡＯ総会でも、

「ＦＡＯは国連システムの中で食料及び農業の開発に関する領域で支援を提供

                                            
14 農林水産省国際協力課（2008）ＦＡＯの改革について。 
15 農林水産省国際協力課（2007）ＦＡＯ独立外部評価（IEE）について。 
16 「飢餓」人口などの表現も多用されるが､本論文では通常使われる undernutrition の訳語としては「栄

養不足」を用いることとする。 
17 ＦＡＯは 2012 年 11 月、世界の栄養不足人口の測定法を過去にさかのぼって見直した。この結果、それ

まで少なくとも 1990 年代後半以降に増加を続けていたとされていた世界の栄養不足人口は、1990 年代

以降ほぼコンスタントに減少していたとの、それまでとは真反対の結論が導き出された（農林水産省国際

協力課資料『ＦＡＯの栄養不足人口測定法の見直しについて』 2012 年 11 月）。 
18 ＦＡＯ（1987）ＦＡＯ総会報告書。 
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することについて､先導的役割を果たすべき」とされている19。これらはＦＡＯ

に対する良い評価のようにも見えるが、その決定は途上国の数の力を恃んで行

われた面が多分にみられ、かつこの後もＦＡＯに対する批判が止むことがなか

ったことを見ると、加盟国の総意に基づく良い評価であったと素直に受け取る

ことは難しい。現に、2008 年にまとめられた独立外部評価では、サウマ時代の

ＦＡＯに対する好意的な評価は消えているのである。 

 

1.3 問題関心 

 上で述べたように、ＦＡＯは、戦後の食料・農業という分野において食料の

世界的需給問題、近代的な農業技術の普及、開発途上諸国の農業開発など、さ

まざまな重要問題に取り組むという大きな期待を背負って誕生したにもかかわ

らず、現在その存在感は低く、むしろ国際機構としての存在すら脅かされるほ

どの批判を受けている。なぜ、ＦＡＯはこのように変わってしまったのか、こ

れが本論文の中心的な問題関心である。 

 この一見単純な問いは、実際にＦＡＯにはさまざまなアクターが関与し、時

代の流れの中で、国際政治の背景も変化し、世界の食料・農業のありようや経

済情勢も変化しているので、容易には答えられない問題である。この複雑性を

解きほぐすために、まず問題を大きく分解して考えるならば、第一の課題は、

実際に創設後 70 年近いＦＡＯについて時代の流れの中で「何が起こったのか」

を明らかにすること、第二の課題は、その変容が「なぜ起こったのか」という

疑問に答えることに分けられるであろう。 

 第一の「何が起こったのか」に関しては、まずＦＡＯの歴史を明らかにする

必要がある。ＦＡＯの歴史はこれまで、断片的かつ書き手によって異なる立場・

見方から書かれたものはあるが、信頼に足る客観的な通史は見当たらないので、

いくつかあるＦＡＯの歴史に関する文献を比較検討しながら、可能な限り客観

的にＦＡＯ史を把握しなければならない。その中で、ＦＡＯの変容は何がどの

ように変わったものであるかを理解する必要がある。そのために、この「変容」

をさらに細分して考えるならば、ＦＡＯ自体の変化（役割における質的変化、

活動実績における量的変化など）と、ＦＡＯの位置づけの変化（先進及び開発

途上国におけるＦＡＯの受け止め方の変化、他の国際諸機構とＦＡＯとの関係

の変化など）、さらに変容の性格（法的、実態的など）があろう。 

 第二の「なぜ起こったのか」に関しては、例えば、主要アクター（例えば米

国）の何らかの意図によって、又は複数のアクター間の集合的な作用によって、

あるいはＦＡＯや国際機構自体に内在する組織上の問題によって、起こったこ

となどが考えられよう。したがって、ＦＡＯの変容に影響を与えた可能性の高

                                            
19 ＦＡＯ（1989）ＦＡＯ総会報告書。 
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い米国のような重要なアクターや、変容に関連すると思われる国際問題を念頭

に置きながら、ＦＡＯを変容させた要因について考えていく必要があろう。そ

のような国際問題としては、例えば途上国と先進国が対立した南北問題、開発

途上国に対する援助や開発の問題、食料が国際政治上持っている戦略性の問題

などが考えられる。 

 たしかに 1980 年代に盛んだったＦＡＯ批判に見られるように、ＦＡＯは開

発途上諸国が多数を握りその前近代的なマネジメントが非効率で腐敗し、その

ために国際的な信頼を失い自壊したのだと説明できる可能性を、初めから排除

することはできない。しかし、国際労働機関（ＩＬＯ）やユネスコ（ＵＮＥＳ

ＣＯ）など他の国際機関の例にみられるように、ＦＡＯもむしろ、組織内部の

要因よりは国際政治的な何らかの作用の影響をより大きく受けて変容していっ

たと考える方が自然であるように感じられるので、本論文もかかる視点を中心

にして進めることとしたい。 

 本論文は以上のようにして、戦後国際社会における主要な国際機構の一つで

あるＦＡＯにおいて起こった変容の実態とその原因を明らかにしようとするも

のである。しかしながらこの問いに答えることは、この問いを取り巻く戦後の

国際政治経済上のさまざまな問題を、逆にＦＡＯという具体的な地平から照射

するかもしれない。そのような期待の一つは、国連機関あるいはより一般に国

際機構についての新たな知見が、ＦＡＯという事例を通じて得られる期待であ

る。その二つ目は、ＦＡＯの実質的な生みの親であり戦後の覇権国である米国

の国際機構に対する行動様式、あるいはより一般に米国の国際戦略に関する知

見が、ＦＡＯという事例を通じて得られる期待である。そして三つ目には、Ｆ

ＡＯと米国という鍵になるアクターの戦後史を通じて、食料・農業という分野

が米国の世界戦略あるいは戦後の世界において有した意味が見えてくるという

期待である。更に四つ目には、その変容の原因を探ることを通じてＦＡＯ自体、

あるいはより一般に国連（専門）機関の今後に関する何らかの処方箋が得られ

る期待である。 

 本論文ではこのように、ＦＡＯと米国との関わり合いを調べること通じて、

ＦＡＯについて「何が起こったのか」、「それは何故起こったのか」、そして「そ

のことが何を意味するのか」を探っていきたい。 

 

 

２．国際機構と国際レジームに関する関連研究 

 

2.1 国際政治経済理論と国際機構 

 現代における国際関係の見方は、リアリズム（現実主義）、リベラリズム（自
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由主義）、そしてコンストラクティビズム（構成主義）という 3つに分類される

のが普通である20。このような中で、リアリズムの見方は国際的な力の分布と

戦争を主テーマとし、主たる視点が国家のレベルにあり、国際機構の役割は重

視されていない21。またコンストラクティビズムは、国際機構の変容の説明が

可能とも考えられるアプローチではあるが、国際関係において行為主体の主観

的なアイディアが構成的作用を持つとみてこれが説明の中心となるため、国家

のパワーや利益は二次的な取扱いとなる。本論文では、後に述べるようにＦＡ

Ｏの変容が米国の世界戦略や自らの利益の影響をより大きく受けたと考えられ

ることから、従来、国際機構に関する多くの研究の手法となっているリベラリ

ズムのアプローチを採りたい。相互依存論などの中でリベラリズムが国家間の

協調22追求する中で、その重要な手段として注目されたのが国際機構であった23

こと、さらに以下に述べるように国際機構は覇権国をはじめとする国家の影響

や外的な環境の変化によって変容するという研究の豊富な蓄積を有しているか

らである。 

 リベラリズムの中で特に国際機構と関係の深いアプローチは、国連や国際通

貨基金（ＩＭＦ）、ＷＴＯなどの国際機構を国際的な制度とみる「制度的リベラ

リズム」である。このような考え方の萌芽は戦前の国際連盟に見られる24が、

戦後になると国際連合やＩＭＦなどが設立され、国際関係理論の中で「制度的

リベラリズム」は重要な位置を占めた25。この考え方は、戦後の国際関係構築

で用いられた後も今日まで、自由主義的な価値の一致、経済交流の深化、国家

間の制度によるリベラルな平和論として、大国間だけではないグローバルな国

際政治の一つのイメージとして持たれるようになっており26、安全保障分野や

経済分野などの国際機構あるいは多国間の制度の研究が多数なされてきた。こ

のような立場を代表する研究業績としては、コヘインとナイによる『パワーと

相互依存』（2001、邦訳 2012）があり、国際的に複雑な相互依存の中で国際組

織あるいは国際機構が果たしている重要な機能が強調されている27。また、リ

                                            
20 例えば、山本吉宣（2008）pp. 2-22、山田ら（2011）pp. 24-90。 
21 山田ら（2011）p. 53。 
22 リベラリズムに代表される国際協調的な秩序を推進する先頭には多国籍企業があったと考えられている。

また、このようなことを背景に持つリベラリズム的秩序への批判として、国連における UNCTAD（国連

貿易開発会議）の設立や NIEO（新国際経済秩序）の主張、さらに国連各機関における途上国グループ（Ｇ

－７７）の活動などが展開された（Karns ら 2004、pp. 360-363）。 
23 リベラリズムを支持する人々は、一般に国際機構や国際法に対して肯定的である。そして、国際協調的

な最初の国際機構として国際連盟を作る原動力となったのは、米国のウッドロー・ウイルソン大統領であ

った（Karns ら 2004、pp. 36-37）。 
24 山本吉宣（2008）p. 2。ただし、国際連盟は第二次世界大戦の勃発を防ぐことができなかったことから、

リアリストの論者からの批判を浴びることとなった（Karns ら 2004 p. 37）。 
25 山田ら（2011）pp. 58-60。 
26 山本吉宣（2008）pp. 15-18。 
27 コヘインら（2012）pp. 46-49。Karns ら 2004 p. 38 
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アリストではあるがグリエコ（1993）も、アナーキーな世界の中でも諸国家は

国際機構の助けによって協働することができていると論じている28。 

 

2.2 国際レジームの形成と変容 

1970年代に入った頃から、それまでの国際制度の根幹を支えてきたＩＭＦや

ガットが動揺したことに起因し、改めて国際制度が成立し安定する条件あるい

はそれが動揺する条件が問い直され、それに応えたのが「国際レジーム論」で

あった29。ＦＡＯのような国際機構や国家その他のアクターを含む「国際レジ

ーム」をクラズナーは、「国際関係における特定の領域で行為主体の期待が収斂

するような明示的もしくは暗黙的な原則、規範、規則及び政策決定手続きのセ

ット」と定義し30たが、これは、特定領域における国際機構を含む国際的シス

テムの形成・変容を記述・分析・説明するために、以後数多く使われる手法31と

なった。ＦＡＯという国際機構の変容をテーマとする本論文にとっても、この

手法は問題関心に適していると考えられる。 

 国際レジーム論の中では、レジームの生成・変容32の原因について、①覇権

国の力や影響力33とする見方、②利益（に基づく交渉）とする見方、そして③

規範（あるいは期待の収斂）とする見方がある34。ＦＡＯは戦後すぐに米国の

多大な関与によって作られた国際機構35であるので、ＦＡＯが含まれる「食料・

農業レジーム」の形成に対する覇権国米国の関与は極めて大きかったと考えら

れる。覇権国の圧倒的な力によって国際秩序が設定されるとの考えを 1968年に

示したオルガンスキーは、「この秩序によって行動様式や国家関係についての一

定のルールが全ての参加者にとって明らかになる」と、この時点で実質的に、

支配的国家によって作られる国際レジームの存在を論じている36。また山田

（2011）は代表的な国際レジームとしてＩＭＦを中心とする金融分野の国際レ

ジーム、世界銀行を中心とする戦後復興・開発分野の国際レジーム、そしてガ

ットを中心とする国際貿易レジームを挙げ、これらは米国の強い関与のもとで

作られたとしている37。 

                                            
28 Grieco (1993) p. 117。Karns ら 2004 p. 38 
29 山田ら（2011）p. 60。 
30 Krasner (1983)。 
31 Karns ら（2004）pp. 42-43。 
32 Karns ら（2004）p. 35。 
33 レジーム論は、単にリベラリズム、特にネオ・リベラリズムの伝統の上だけで作られたものではなく、

リアリズムやネオ・リアリズムの考え方も取り入れていた。レジーム論におけるいくつかの理論は、レジ

ーム形成における国家間のパワー関係、特に米国などの覇権国の役割に焦点を当てていた（Karns ら 2004、

p. 42）。 
34 山本吉宣（2008）pp. 70-104。 
35 Martin (2001) p. 55。 
36 Organski (1968)。 
37 山田ら（2011）pp. 134-135。 
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このような覇権国によるレジーム作りの特徴についても、いくつかの論点が

ある。その一つは、覇権国あるいは少数の支配的な諸国の利益が重要になると

いうことである。アイケンベリー（2001）は、「力の巨大な国は、国際レジーム

を形成し、そのルールによって他の国の行動を（自国の利益に合うように）コ

ントロールするとともに、覇権国自身の行動をその国際レジームのルールに縛

り付け、もって他の国の疑心を解除し、国際システムの安定を図る」38として

いる。一方、このように覇権国が自国の利益を重視しつつも、レジーム作りを

通じて国際公共財を提供することも指摘されている39。このため覇権国が衰え

ると、国際公共財が提供できなくなり、レジームが動揺するというのが、覇権

国によって作られたレジームの一般的な特徴であると考えられた40。しかしコ

ヘインはこれに対して、いったんレジームが形成されれば、覇権国が衰えても

諸国やその他のアクターによって支持されるレジームは維持され、国際的な安

定は保たれると論じた41。以上のように、覇権国である米国が強い力によって

創設したＦＡＯやそれを含む食料・農業にかかわるレジームを取り扱う本論文

においては、覇権国の力・利益や国際公共財の提供などの要素に関するこれら

の研究成果は、重要と考えられる。 

 実際、レジーム論の手法を用いて国際機構あるいは国際制度の変容を扱った

研究は、我が国だけとっても数多くある。例えば山田（2011、2007）42は、国

際開発援助レジームの例を引きながら、世界銀行を持続可能な開発の方向に動

かしたのは市民社会が米国を通じて世界銀行に圧力をかけたことによるとし、

山本（2008）はガット・ＷＴＯレジームはその創設が「覇権国による」もので

あったとしつつ、米国の相対的な力が衰えた後も崩壊せず、その後も実体経済

とのフィードバックの中で変容しながらＷＴＯへ発展していった43とする。ま

た小川（2008）は開発分野におけるレジームの変容に米国が大きな影響を及ぼ

していることを論じている44し、太田（2011）は国際環境レジームを見つつ、「国

際環境レジームは固定的なものではなく、当該レジームの有効性を左右する参

加国（大国）の行動によって大いに変化し、レジームは強化あるいは弱体化す

る」と論じている45。さらに宮脇（2003）は、レジーム形成時に既に実質的期

待の存在がアクター間で非対称である「非対称型レジーム」におけるアクター

の「脱退」などの現象を取り上げつつ、「レジームの従来の議論とは違った角度

                                            
38 アイケンベリー (2004)。 
39 山本吉宣（2008）p. 72。 
40 山本吉宣（2008）pp. 73-75。 
41 Keohane (1984)。 
42 山田ら（2011）pp. 197-208。また山田（2007）pp. 78-94。 
43 山本吉宣（2008）pp. 191-198。 
44 小川（2008）pp. 122-139。 
45 太田（2011）pp. 12-25。 
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で、アクターの破約の可能性とレジームの状態との関係をレジーム論の枠内で

論じ」ている46。加えて、多数のレジームの並立状況の中で、レジーム相互間

に重複や空白、矛盾が生じ、それを調整する動きが生ずるとの研究もある47。 

 

2.3 国連研究を中心とする国際機構論 

 上記の国際政治経済分野の諸研究とは別に、「国際機構論」と呼ばれる諸研究

がある。これは国際政治学と国際法学との中間に生じた学問領域であり、「政府

間国際機構（ＩＧＯ）を中心に種々の国際機構の活動を記述し、分析し、制度

構造の特性を明らかにする」ものであると理解されている48。具体的には、国

際機構を理解する一般的なアプローチとして、その構造、機能、意思決定方式

などに関する整理がある。例えば横田（2006）は国際組織の組織構造や意思決

定、国際機構相互の関係を論じ、その中で国際機構の組織構造の変容の例とし

て、設立当時には想定していなかったような事態への対応などのため、その役

割が変更されたり、権限が縮小・拡大されたりすることを具体例で示している49。

また、最上（2006）は、同様に国際機構の構造・機能・意思決定について論じ

る中で、国際機構の機能の中にはフォーラム、情報、基準設定、規範創設、規

則実施・監視、司法、そして現業の機能があると整理し50、横田と同様、意思

決定の勧告性、票決制度（1国 1票と加重票制）、コンセンサス方式などについ

て整理し、さらに意思決定に反映される「大国のヘゲモニー」や「小国の機構

内ヘゲモニー」及びこれらの対抗についても論じている51。また、カーンズら

（2004）も上記と同様の票決制度の重要性に言及しつつ、多国間の意思決定に

おいてはリーダーシップや個々のアクターの戦略の在り方も意思決定における

重要な要素であるとしている。このように、本論文に関係する国際機構論の重

要な視点には、国際機構の意思決定方式の在り方や国際機構の中での大国と小

国の関係、さらに当該国際機構が果たすべき役割などがあろう。 

 他方、国際機構の中でも特に国連システムに属する諸機構について、その発

                                            
46 宮脇（2003）pp. 36-57。 
47 山田は、国際社会には内戦や貧困、テロ、地球環境の悪化など、複雑に絡み合う多くの課題があること

を指摘しつつ、「そうした課題に対処するには、既存の国際レジームを活かしつつも、国際レジーム相互

間の矛盾を調整し、また国際レジームを欠く空白領域については、補完する必要がある。問題対応を確実

にするには、各国政府だけでなく、多国籍企業や商社、労働組合、ＮＧＯなど、多様な行為主体が効果的

に連携し、役割を調整する非いつ用もある」としている（山田ら 2011、p. 62）。また、山本（2008）は、

知的所有権問題に関するＷＩＰＯ、ＷＴＯ、ＦＴＡ、人権レジームなどがかかわるレジーム複合体におい

て、レジーム間の矛盾・競合がみられることを例に引きつつ、同じ問題がどのレジームで議論されるかに

よってその意味が異なって来る「フォーラム・シフティング」や、紛争をその紛争処理に訴えるかの選択

を可能にする「フォーラム・ショッピング」の現象があることを指摘している（山本吉宣 2008、pp. 

149-150）。 
48 最上（2006）p. 9。 
49 横田（2006）pp. 85-86。 
50 最上（2006）pp. 256-268。 
51 最上（2006）pp. 268-287。 
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祥、組織体制、機能、各国との関係などを研究する「国連研究」と呼ばれる分

野がある。そしてこの分野にも、本論文の問題関心と関係の深いいくつかの重

要な知見がある。まず挙げられる論点は、同じ国連システムに属するとされな

がら、ブレトンウッズ諸機構とその他の国連諸機構の間にある違いである。現

在の国連システムは、1944年のブレトンウッズ会議とダンバートン・オークス

会議をその発祥とし、それぞれからＩＭＦ・世界銀行というブレトンウッズ機

構と、国際連合及びその一連の専門機関などが誕生している52。本論文の大き

な問題関心は、同じ国連システムの中でも国際機構によってその存在感に何故

大きな差が生じたのかということであるが、その手がかりの一つは国際機構の

意思決定方式の差であろう。すなわち世界銀行が属するブレトンウッズ機構は

当初から大国中心の加重投票制であった。また 1945年のサンフランシスコ会議

で設立された国際連合も、その中心となった安全保障理事会は少数の大国（常

任理事国）に権限が集中する構造を持っていた。しかし、ＦＡＯなどの専門機

関は 1国 1票の票決制度を持っていたという違いがある。この理由について最

上（2006）は、「国連（安保理）は迅速で実効的な集団安全保障体制を備えねば

ならず、そのためには少数の大国に権限を集中することが不可欠だという、連

盟の失敗から得た教訓」53があると説明している。しかし東西冷戦の発生とと

もにこの安全保障理事会も拒否権の応酬という形で機能が麻痺してしまった54。

この時代以降について最上は、中小国が問題提起の中心となる中で、国連が「総

会中心的な国連」に変貌した55とし、そこで当時の国連の 2 つの側面、すなわ

ち「規範定立」56と「現業」57の２つの活動が始まったと説明している。このよ

うな国連とブレトンウッズ諸機関の体制の違いや、安保理から総会への重心の

移転などの論考は、本論文におけるＦＡＯの変容という問題を考えるに当たっ

て、何らかの示唆を与えるかもしれない。 

 次に重要な参考となり得るものとしては、米国と国連の関係に関する諸研究

が挙げられよう。周知のように米国は戦後の国際機構の多くを設立する上で極

めて重要な役割を果たした。カーンズら（1990）が指摘するように、米国は国

際諸機構に対して、レジームを作り、自らの政策に正当性を与え、ルールを実

施させ、問題解決活動を行うなどさまざまな目的を託した58。しかし他方、1960

                                            
52 ＦＡＯの設立は、ダンバートン・オークス会議が淵源ではない。 
53 最上（2006）p. 67。 
54 最上（2006）pp. 79-80。 
55 最上（2006）pp. 86-87。 
56 規範定立機能とは、国際社会が目指すべき方向を指示する、広い意味の規範を提示する機能である。こ

れは安保理が「規範執行」的な機能を失ったことに対応するものである（最上 2006、pp. 86-90）。 
57 現業的な活動とは、国連が単なる討議機関の枠を超え、行動主体として世界各地で人々のニーズの充足

を図ることを指し、開発援助、教育援助、食料援助、技術指導、保健衛生事業、家族計画の実施、戦争被

災者や難民の救援など多岐にわたる（最上 2006、p. 89）。 
58 Karns ら（1990）pp. 6-8。 
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年代以来、米国はそれら国際諸機構のいくつかから脱退するなどの動きを見せ

るようになった。カーンズらはそのような例として、ＩＬＯ、国際電気通信連

合（ＩＴＵ）、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）、海洋法条約、ユネスコなどに対す

る米国の行動を挙げ59、それを米国の国際機構におけるリーダーシップや影響

力が減退したことに伴うものと説明している。またサック（1986）は、米国の

ユネスコからの脱退を取り上げ、これはこの国際機構にもともと存在した組織

的矛盾が長期間にわたって蓄積し一度に吹き出したものだとし、その矛盾はこ

の機関の財政的運営に何ら責任を持たない（開発途上）諸国がこの機関におけ

る意思決定の法的な多数を得たことにあると論じている60。 

このように、いわゆる国連とブレトンウッズ諸機構の双方の特徴や機能、さ

らにこれらと米国との関係に関しては多くの研究があるが、国連とブレトンウ

ッズ諸機構という 2つのタイプの国際機構の変容の関係やこれに対する米国の

関与を分析したものは見当たらない。 

 

2.4 米国外交研究：多国間主義と単独主義 

 米国の外交に関する研究は幅広いが、それらの中で、米国が多国間の枠組み

を重視するのか、自国の力や影響力を背景に単独主義的に自らの意思を貫徹す

るのかという点に関する諸研究もある。 

 また、多国間主義はラギー（1993）によれば「３以上の国家の間の関係を一

定の原則の下で調整すること」であるが、これはカーンズら（2004）の言うよ

うに国際機構を通ずるものを含む合意されたルールや原則を基礎とするのであ

り、諸国家はこれを通じて互いに等価な利益が得られることを期待する61。し

かしカーンズらは同時に、米国と政府間の国際機構との間の関係を整理する中

で、米国の国際機構に対する態度は、国内政治の状況やスーパーパワーとして

の米国の政治的文化に深く関係し、これらに起因する単独主義的傾向を特徴と

しているとしている62。これは同著者らが 1990年の論文で指摘しているように、

戦後多くの国際機構が米国によって作られ、それらが米国の政治的・経済的利

益につながったにもかかわらず、米国の意思は時代が下るにつれて必ずしもこ

れら国際機構の中で貫徹できなくなってゆき、特に 1970年代の国連諸機構に対

しては米国の防御的な姿勢が強まってきたことと表裏の関係にあることを示唆

する。さらに滝田（2003）63や最上（2005）64も同様に、安全保障面における米

                                            
59 Karns ら（1990）p. 2。 
60 Sack (1986) p. 112。 
61 Karns ら (2004) p. 26。 
62 Karns ら (2004) p. 255。 
63 米国ではその覇権の相対的低下に伴い、多国間協調主義が米国の主権を侵害しかねない「負担の重い制

度」であるとの認識が高まり、孤立主義的主張や国連への批判につながった（滝田 2003、p. 14）。 
64 すなわち、ベトナム戦争が本格化し世界的な米国批判が高まるとともに、米国は国連との距離を置くよ
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国の行動なども参照しながら、米国の多国間主義からの疎隔を指摘している。

一方、リサ・マーチン（1992）は、米国のような大国にとって、自らの持ちう

る意思決定の力を小国にも分け与えるような多国間主義の機関には、小国を満

足させチャレンジを予防し、諸国のパワーに相対的な変化があっても組織が安

定しているので、結局世界的な安定をもたらすことを通じて自らの利益になる

と論じている65。 

 以上のように、国際機構の活用という意味での米国の多国間主義の建前と、

実際の米国の行動のかい離などについて論じられた文献は多いが、それが国際

機構の機能の変容とどのように関係しているのかに関する研究は見当たらない。 

 

 

３．食料・農業分野における国際的諸問題に関する研究 

 食料・農業分野における国際問題の範囲は広大であり、国際政治・政策66、

国際経済67、外交政策などさまざまな領域で研究されているし、研究の対象と

なる事項も食料の需給問題、貿易、農業生産・流通・加工、飢餓・栄養不良68、

開発、食料援助、科学技術、食料安全保障など多岐にわたっている。さらにこ

の問題に関わるアクターも、国家はもとより、国際機構、穀物メジャーに代表

される多国籍アグリビジネス、農民組織、市民社会組織、ＮＧＯなど多様であ

る。 

また、近年のグローバル化の進展が食料・農業の分野でも顕著である中で、

この分野の諸問題を世界的に捉えて論じる諸研究もある。例えば、リベラルな

政治経済学の立場から 1978年に International Organization 誌が特集した「食

料のグローバルな政治経済学」は、世界食料危機を経験した直後に食料に関連

する国際関係を、食料輸出国・輸入国の食料政策、途上国の食料不足、食料市

場と規制、食料外交、食料に関する国際機構、食料に関する国際レジームなど

さまざまな視点から捉えて論じている69。また、農業関係の研究者においても、

例えばタンゼイは世界の食料に関する極めて広範な諸側面を概観してこれを

「食料システム」と称して論じている70し、ガウルらは同様に「世界の食料シ

ステム」についての新しい側面として、アグリビジネスなどの私企業と公的政

策の関係にかかる諸問題を論じている71。このように、食料・農業に関する国

                                                                                                                                
うになり、多国間主義よりも単独主義に偏るようになったというのである（最上 2005、pp.156-161）。 

65 Martin (2001) pp. 55-58。 
66 例えば、Gittinger ら（1987）。  
67 例えば、Southgate ら（2007）。  
68 例えば、Leathers,ら（2004）。  
69 Hopkins ら（1978）。 
70 Tansey ら（1995）。 
71 Gaull ら（1993）。 
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際問題の研究は多岐にわたり、国際機構や国際レジーム、さらに多様なアクタ

ーを含む食料・農業の国際システムを論じたものがあり、本論文の参考として

有用と考えられる。 

食料・農業分野におけるレジーム研究は多くないが、何人かの研究者がレジ

ームの規範面の特徴やその成立要因、さらにレジームの変遷といった観点から

の研究を行っている。まず、フリードマン72は、19 世紀から現在に至る食料レ

ジームの変遷を論じ、第一次大戦の開戦までの「移住植民地レジーム」、第二次

大戦後に出現した「重商主義・工業的レジーム」、そして今後出現が予想される

「企業・環境レジーム」という流れがみられるとしている。また、バーンスタ

イン73は概ねフリードマンの考えに沿いつつ、第一次から第三次の食料レジー

ムの変遷がみられるとしているが、今後出現するレジームは「多角的貿易・企

業レジーム」であろうとしている。さらにホプキンスら74は、戦後の世界的な

食料システムをレジームの視点でとらえ、その規範的な特徴を整理し、さらに

このレジームの米国との強いつながりや、レジームにおける国際機構の役割、

さらにアグリビジネスの役割などを論じるとともに、1970年代の世界的な食料

危機を経た当時、このレジームが変容しつつあることも指摘している。 

 これらの先行研究は、「食料・農業レジーム」の変容・変遷やそれらの特徴を

描き出し、当該レジームとの関係の中でＦＡＯの変容をとらえようとする本論

文にとっても有用と考えられるが、レジームの中の国際機構の役割や、特に国

際機構間の相互作用や役割の変化といった観点からの分析はなされていない。 

 

 

４．分析枠組みと本論文の構成 

 上記のように、国際レジーム論の手法は、食料・農業など特定の領域におい

て、国際機構を含めて成立している国際協調や国際制度の成立あるいは変容を

分析する上で優れており、本論文の手法として適していると考えられる。 

そこで本論文においては、第一に、ＦＡＯという国際機構を含む食料・農業

分野における国際レジーム（以下、「食料・農業レジーム」と呼ぶ）が戦後のい

ずれかの時点で成立したこと、及びその特徴を明らかにするとともに、以後そ

のレジームが国際環境の中でどのように変容していったのか、そしてそのレジ

ームの変容の中でそこに含まれるＦＡＯがどのように変容していったのかを明

らかにしたい。第二に、この食料・農業分野におけるレジームの変容、及びこ

のレジームに含まれるＦＡＯの変容に対して、米国及びその背後にあると思わ

                                            
72 フリードマン（2006）。 
73 バーンスタイン（2012）。 
74 Hopkins ら (1978) pp. 581-616。 
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れる穀物メジャーがどのような影響を与えたのかを明らかにしたい。そして第

三に、ＦＡＯの変容が食料・農業分野におけるレジームの変容の中においてど

のような意味を持ったのか、そこに覇権国でありＦＡＯの生みの親でもある米

国のどのような意図が働いたのかを明らかにしたいと考える。 

 

本論文の基本的なモデル 

－食料・農業分野におけるレジームとＦＡＯの変容－ 

 

 

 

 

             

             

                                                 

                                                 

         影 響 

 

          

 

                       

⇒           ⇒ 

                    

 

 

 

                      ＜移転した           ＜残留した 

                         サブ分野＞           サブ分野＞ 

 

 

                                   

                    

 

 

（注）事例研究の「サブ分野」は、①食料援助、②開発援助、③国際フォーラム 

 

 

サブ分野ごとの変容と 

米国の関与（事例研究） 

 

アグリビジネス 

（穀物メジャー） 

他の国際機構 現在の FAO 

米国 

政府 

創立時の FAO 

 

Ｆ 

Ａ 

Ｏ 

の 

変 

容 
 

レ 

ジ 

ー 

ム 

の 

変 

容 
 

食料・農業レジーム 
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このためにまず、ＦＡＯと米国について歴史的に概観する。ＦＡＯの歴史に

関する客観的な通史はないし、入手可能な資料は各々の著者の立場を反映した

断片的なものであるが、それらを比較しながら可能な限り客観的なＦＡＯの歴

史を描きたい。米国についての歴史的概観の主体は食料・農業に関する国際的

な戦略や政策となるが、その背景には米国のよりより大きな世界的戦略もある

ことから、それらも視野に入れて見ていくこととする。また、米国の食料・農

業戦略に密接に関係するものとして、2 つの要素、すなわち穀物メジャーの米

国に対する影響と、米国が主導したと考えられる世界的な「食料・農業レジー

ム」の変遷についても同時に見ていくこととしたい。 

次に本論文で行うのは、「食料援助」、「開発援助」、及び食料・農業に関する

「国際フォーラム」という 3つのサブ分野についての事例研究である。これら

の事例研究においては、各々のサブ分野に関係するＦＡＯの変容を明らかにし、

それに対する米国の関与が具体的にどのようなものであったのかを見ていくこ

ととし、さらにこれら 3つの分野におけるＦＡＯの変容を比較検討することを

通じて、ＦＡＯの変容の意味や米国の関与の意図を探っていくこととしたい。

なお、これら 3つのサブ分野を設定した理由は、「食料援助」についてはこれが

戦後成立した食料・農業レジームの中核となった政策であること、「開発援助」

についてはこれがそもそもＦＡＯを創立したときの核心的役割と考えられてお

り、その後もこれが米国の極めて重要な世界戦略であったこと、そして「国際

フォーラム」75についてはこれが戦前からの伝統的かつ最もオーソドックスな

国際機構の機能であったことである。なお、ここにサブ分野として掲げた 3つ

の機能のほかにも、ＦＡＯには例えば技術の開発・普及機能や規範設定機能な

どがあると考えられるが、技術の普及については広い意味で開発援助に含まれ、

規範設定機能については広い意味でフォーラム機能に含まれるので、このよう

な意味合いも含めてこれら３つのサブ分野を事例に取り上げたのである。 

 

本論文の構成は、次の通りである。 

 

 第２章ではＦＡＯを取り扱う。戦後真っ先に設立され、世界の全ての人々に

とって重要な食料の生産・流通の改善を目指すＦＡＯが、どのような経緯で設

立され、どのような活動領域を持ち、そしてその後の歴史の中でいかに活動を

進め、またどのような困難に遭遇したのかを明らかにしたい。 

                                            
75 「国際フォーラム」機能とは、本論文では、「国際的な食料・農業という分野に関して、(i) 統計データ

や技術・政策などの情報を収集・分析・配布する機能、 (ii) 生ずる問題を議論する場としての機能、そ

して (iii) 特定の諸問題について世界的な規範を設定したりガイドラインを作成し順守を促したりする機

能、の少なくとも 3 つの機能を総称したもの」としている。 
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 続く第３章では、戦後の覇権国であり、同時に世界最大の農産物供給国であ

った米国が、国家として、また食料・農業分野において、どのような国際的戦

略・政策をもち、どのように行動したのかを明らかにしたい。また、米国の食

料・農業戦略を形作るうえで重要な役割を果たしたといわれる穀物メジャー（あ

るいは多国籍アグリビジネス）が米国とどのような関係を持ち、どのように影

響力を及ぼしたのかについても考察したい。さらに、食料・農業分野における

レジームが、米国の関与の下でどのように形成され変容していったのかについ

て、既往の諸研究の成果を基に明らかにしていきたい。 

 第４章から第６章までは、ＦＡＯの変容を具体的に検証するために、３つの

事例を取り上げて分析する。これらの事例はそれぞれ、ＦＡＯの創設当初から

ＦＡＯが果たすべきと想定されていた、「食料援助」、「開発援助」、そして「国

際フォーラム」という３つの機能（本論文ではこれらの機能が果たされる分野

を、食料・農業分野の下にある分野との意味で、「サブ分野」と呼ぶことにする）

に関するものである。これら３つの章では、各々のサブ分野における米国の戦

略上の関心の強さ、ＦＡＯに対する関与、そしてＦＡＯの具体的な変容につい

て明らかにしていきたい。 

 そして最終の第７章では、第６章までの諸事実の観察やそれらに関する考察

を総合的に捉え直して、本論文によって明らかになったことを取りまとめ、そ

のことが持つ意味を考察し、さらにその政策的含意を示す。 
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第２章：ＦＡＯの創立・活動とその変容 

 

 この章では、1945年のＦＡＯ創立前後から 2010年ごろまで、約 65年にわた

るＦＡＯの歴史を、主要な出来事を中心に概観する。後に第４章から第６章に

かけて、「食料援助」、「開発援助」及び「国際フォーラム」という３つのサブ分

野に焦点を当てて、改めてＦＡＯにまつわる主要な出来事を詳しくみていくの

で、この章では、ＦＡＯの戦後の国際的な政治・経済・社会の中での誕生・発

展及び変容の大筋を明らかにしたい1。 

 

 

１．ＦＡＯ創立までの経緯 

 

1.1 前史及び創立に至る考え方 

 第二次世界大戦直後に創立されたＦＡＯは、食料・農業分野全般2を任務とす

る初めての本格的な国際機構として画期的なものであったが、第二次世界大戦

中あるいはそれ以前においてもこれに繋がる形でさまざまな国際的取組が行わ

れているので、ＦＡＯの前史としてまずこれらを概観する。 

 

【20世紀以前の国際諸機構】 

 20世紀以前においても、すでに世界各地の農業科学・技術者の交流が見られ

ている。これらの中には国際的な獣医の交流や、農業生産性の向上を目指した

さまざまな技術問題についての欧州中心の国際農業会議や、国際的な商品協定

及び協同組合同盟も含まれていた。さらに 19世紀末期に繰り返された深刻な農

                                            
1 ＦＡＯの活動や歴史を記述した主要文献は 5 つあり、各々の特徴や性格は次のとおりである。①

Hambidge (1955) ：著者は雑誌編集者、米国農務省を経てＦＡＯの創立準備を行った臨時委員会の事

務局長を務め、そののちＦＡＯ情報部長、ＦＡＯ北米地域事務所長を歴任。ＦＡＯの創立に至る経緯や

ＦＡＯの初期の活動について詳しく記録している。②イエーツ（1959）：著者はＦＡＯの創立以来の職

員で経済部及び事務局長官房に在籍し（計約 5 年）、その後英国の植民地開発公団に勤務している。こ

の文献はＦＡＯ創立 10 周年記念図書としてイエーツ氏に委嘱されたもので、ＦＡＯの理念と実践につ

いての公式の解釈を与えたものである。③Phillips (1981) ：著者は 1978～1981 年にＦＡＯ次長を務め

た米国人で、戦中から戦後にかけて米国農務省とＦＡＯでの勤務を 2 度ずつ経験している。この文献は

ＦＡＯの誕生の経緯及びその後のＦＡＯの 40 年弱にわたる発展・変容を、組織や関係者の動きを丹念

に追いながら記録している。④Walton (1985)：ＦＡＯ創立 40 周年を記念してＦＡＯが出版した記念誌

で、ＦＡＯの創立経緯とともに 40 年間の主要活動をハイライトしており、著者は 1986～1987 年にＦ

ＡＯ次長を務めたアイルランド出身の Walton である。⑤Saouma (1993)：著者は 1974 年の世界食糧

会議の 2 年後から 18 年にわたりＦＡＯ事務局長を務めたサウマであり、ＦＡＯ創立以来の簡単な歴史

とともに、自らが事務局長職にあった 18 年の出来事を記述している。サウマ自身が述べるとおり、こ

の文献は中立性よりは、サウマがその信念に従って在任中に行った「戦い（combat）」の記録という性

格が強い。 
2 実際には林業及び水産業の分野も含まれている。このことはＦＡＯ憲章の第 1 条 1．に「「農業」の用

語には、水産業、水産物、林業及び一次林業生産物が含まれる」と規定されているとおりである。（Phillips  

1981,  p. 9）。 
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業不況を受けて、農業の内在的な経済的弱点に対処し世界の農業者の共通問題

を処理することを意図した国際農業委員会なども成立していた3。 

 

【万国農事協会】 

 これらよりも一般的な付託事項を持った最初の政府間機関が万国農事協会

（International Institute of Agriculture ： ＩＩＡ）である。この設立者であ

るルービン（David Lubin）は米国の商人であったが、19世紀末期の経済不況

によって苦しめられる農民の困窮を救うために主要国政府、特にイタリア国王4

を説得して 1905年、ローマにおいてＩＩＡを具体化した。ルービンが着目した

のは、農民の弱点である技術的知識や経済的取引能力の獲得であり、この目的

のためにＩＩＡは恒久的国際事務局を設置して、資料の刊行や会議の招集を行

うとともに、一部の国際的問題への対処のために政府間の共同行動を行うこと

まで視野に入れていた5。ただし、ＩＩＡの活動には種々の制約や困難も伴った。

会員は欧州諸国が圧倒的でその他の大陸諸国（アジア、アフリカ、ラテンアメ

リカ）の数はわずかであったし、会員からの財政的貢献や公式の援助が滞るこ

ともしばしばで、慢性的な資金難に悩まされた。他方、刊行物用の情報を収集

することに関しても、各国の統計情報技術の未熟から非常な困難に遭遇したし、

低開発国の援助という発想にいたっては、先進国はこれになんら利益を認めず、

「援助」の思想的成熟には未だ時を待たなければならなかった6。しかし、ＩＩ

Ａはその 1908 年から 1940 年までの活動によって、食料・農業分野における国

際的協力活動の基礎を築いたと評価されている。その業績の一部を挙げれば、

国際農業センサス（1929－1930）、毎年の農業作柄レポート、農業法制年報、

熱帯農業年報などの刊行、砂漠バッタや小麦に関する国際会議の招集などがあ

る7。 

 

【国際連盟をめぐる動き】 

 第一次世界大戦後に創設された国際連盟（League of Nations：1919-1946）

は、政治的問題に集中し、農業については特別な事業を行わなかったと評価さ

れている。連盟事務局は生産や貿易に関する統計編集は行ったが、加盟諸国を

含めて、ＩＩＡが扱わなかった畜産関係の統計以外はＩＩＡに委ねるべきもの

                                            
3 20 世紀以前の取組としては、国際獣医会議（1863 年第 1 回開催）、砂糖生産者のための商品協定（1864

年調印）、欧州中心の国際農業諸会議（農業、園芸、葡萄、造林、飼禽、蚕糸、酪農、動植物病害虫防

除、動植物育種等）、国際協同組合同盟（1895 年発会式）、国際農業委員会（1889 年成立）などがある。

(イエーツ 1959、pp. 32-33)。 
4 King Victor Emmanuel III of Italy （Phillips 1981, pp. 3-4、及び、Walton 1985, pp. 3-5）。  
5 イエーツ（1959）pp. 33-36。Phillips (1981), pp. 3-4。Walton (1985), p. 3。 
6 イエーツ（1959）pp. 36-38。 
7 Walton (1985) p. 5。 
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と考えていたのである8。 

 1929 年の世界大恐慌後には、農業分野は世界不況の甚大な影響を受けた。財

政的な困難に直面して、食料輸入各国は関税障壁を高くして国内生産を強化し

たため、国際貿易は崩壊し9、食料輸出国には余剰が蓄積10することとなった。

このような情勢の中で国際的に強まってきたのが栄養分野の重要性という考え

方であった。健康のために食料・栄養が大切であること、そして先進国におい

てさえ栄養不良が広範に存在しているということが明らかにされ、国際的に流

布された11。このような科学的発見の先駆的な研究を行ったのが、後に初代の

ＦＡＯ事務局長になる、英国のジョン・ボイド・オアだったのである12。 

また当時は、農産物の在庫が累積し輸出価格が低下して農民が苦境に陥るな

どの問題も深刻化していたが、このような状況下で「余剰農産物を健康の増進

に利用できる」という考えを打ち出したのが、ロンドンのオーストラリア高等

弁務官（ブルース：後出）の経済顧問、マクドゥーガル（Frank McDougal）

であった。彼のこの考え方は、いわゆる「マクドゥーガル覚書」（McDougall’s 

memorandum）と呼ばれる文書にまとめられており、その内容は、「農村の繁

栄は都市の消費者の栄養と景気を増進すれば回復できるので、「保健と農業との

結婚」がなされれば、すなわち世界的な栄養改善が農産物市場の拡大に至れば

農業の経済的利得は大きく、これが農業人口の工業製品に対する需要の増加と

なって跳ね返ってくるので、「世界経済の発展に寄与する」13ことができる」と

いうものであった14。 

このような考えの下、1935 年に国際連盟において、保健・農業・経済問題に

対する栄養の関係という一般問題が提起された。この提起を行ったのは、ロン

ドンのオーストラリア高等弁務官かつジュネーブの代表を務めていたブルース

（Stanley Bruce）15であり、マクドゥーガルの「保健と農業の結婚」という考

え方を国際連盟の場を通じて実現することを訴えた。そしてこれに非常な関心

が喚起されて、科学者の委員会と科学者・農学者・経済学者の合同委員会とい

                                            
8 イエーツ（1959）pp. 40-41。 
9 例えば1929年から1933年までに欧州先進諸国による小麦輸入は60％も減少した（Walton 1985, p. 6）。 
10 何百万袋のコーヒーが焼却され、腐りやすい食品は市場を失って農場で大量に腐敗し、小麦は動物飼

料用に回されて食用防止の染色（「変性」）がなされた。その同じ時に、世界中の貧困・失業の人々は食

品を十分に摂ることができず、「餓えのさなかにおける豊潤」が現出した。（イエーツ 1959、p. 45） 
11 20 世紀初頭のビタミンの発見以来栄養分野への関心が高まり、栄養不良の測定が試みられ、あるいは

食料と栄養・保健の関係に関する研究報告などが注目を集めるようになった（イエーツ 1959、pp. 42-43）。 
12 Walton (1985), p. 6。ボイド・オアは彼の『食糧、保健、所得』（Food, Health, and Income）という

著書の中で、英国民の 3 分の 2 は栄養不良であるとの主張を行い世間の注目を浴びた（イエーツ 1959、

p. 43）。 
13 後のＦＡＯ憲章の前文に取り入れられた。 
14 イエーツ（1959）p.46。Phillips (1981)、p. 4。Hambidge (1955) p. 45。 
15 国際連盟における演説時にはオーストラリアの元首相であり、後に Viscount Bruce of Melborne とな

った（Walton 1985, p. 6、Phillips 1981, p. 4、Hambidge 1955, p. 45）。 
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う 2 つの委員会の設置要請がなされたのである16。1937 年の合同委員会報告17

では、その要約を、「現在あらゆる国々に存在する栄養不良は、直ちに我々が対

処することを求めているし、また今はその機会でもある。それはまた経済的繁

栄を増大する方法によって、社会悪を根絶するために人間の良心に対して訴え

ており、今はその好機会である」と結んでいる18。そしてこの出版物は、国際

連盟の刊行物の中でベストセラーの一つとなった。 

こうして、それまでの経済学が専ら生産の問題に集中してきた中で、栄養の

問題やこれに連なる消費の経済への着目が現れ、新しい科学的知識すなわち栄

養の保健に対する関係についての知識が得られ、そして「公平な分配」の追究

という新しい考え方が生まれたとき、何らかの目的的な活動、即ち相互に関連

する何らかの栄養及び農業政策が必要なことが、当時明白になろうとしていた。

この時に既に、少なくとも考え方の上では、ＦＡＯの舞台は事実上築かれてい

たのである19。しかしこのような考えも、やがて始まった戦争とこれによる農

産物余剰の解消という事態によって、すぐに実現に向かうことはなかった20。 

 

1.2 ＦＡＯ創立の動きと米国 

 第二次世界大戦によって中断されたが、食料・農業の問題、特に農産物の過

剰生産という問題に栄養という観点を加え、世界中の栄養不良問題を科学の力

と国際的な協力によって解決し、よりよい世界を作ることができるとの考え方

は、戦後に引き継がれてＦＡＯという具体的な国際機構の創立につながってい

く。ここでは戦後の状況、特に新たな覇権国として登場した米国が果たした顕

著な役割に留意しつつ、ＦＡＯの創立につながる状況や考え方がどのように生

まれ、それがどのように国際的な流れとなり（「マクドゥーガル覚書き」の作成、

この覚書の米国大統領への伝達、米国大統領によるホット・スプリングス会議

の招集、ＦＡＯの創立を準備する臨時委員会の活動）、そして最終的にどのよう

にＦＡＯがカナダ・ケベックで誕生したかを概観する。 

 

【国際的組織化をめぐる考え方】 

 大恐慌のもとでスタートした 1930年代の米国農業は、1934年と 1936年に干

ばつ被害の教訓を生かして集約農法が広範に導入され、新品種・新農法の導入

                                            
16 すなわち、①栄養上の必要条件の生理学的問題を研究する科学者の委員会と、②各国が栄養政策を採

用した場合に保健・農業発展・国際貿易にどういう効果があるかの報告作成のための科学者・農学者・

経済学者の合同委員会であった（イエーツ 1959、pp. 46-47）。Hambidge (1955) pp. 5-6。 
17  Hambidge (1955) pp. 5-6。 
18 イエーツ（1959）p. 49。 
19 イエーツ（1959）pp. 50-51。 
20 イエーツ（1959）pp. 51-53。 
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や機械化の進展などによって「米国の農業革命」ともいうべき変化を遂げた21。

そして第二次世界大戦中、戦時下の統制経済下ではあったが軍隊のための膨大

な食料需要が生じ、米国とカナダでは農業生産量が劇的に増加し、これが英国

や米国軍隊への膨大な食料供給を担うこととなった。また戦争終結以降には、

米国は飢えに瀕した欧州に大量の援助を供給した22。このような米国に対する

強い需要は、大規模な農場再整備を行い、また最高度の農法を迅速に採用する

という機会を米国に与えた23。そしてこの結果は、農業に対する科学と技術の

適用が、工業におけると同様に大きな成果をもたらすという確信を米国人の中

に作り出した24。戦争の終末期には飢餓からの救済要望が米国に集中し、財政

援助・技術援助も含めて、米国の農業専門家は、科学によって人間の生業の最

も古く遅れた部門である農業のありようを、世界中で変更させることができる

との情熱的な確信を持ったのである25。 

 「国際機構」については、当時さまざまな見方があった。一方にはネガティ

ブな見方として、国際機関は納税者の金を浪費し、失業官僚に気楽な閑職を与

え、何ら成果のない会議を開催し、誰も読まず役に立たないものを出版してい

るとの辛辣な見方があり、また世界政府がない以上国際機関は執行権限がなく

当然失敗するので無用の長物だという見方もあった26。また、特定の大国にと

って国際機構の設立が自らの行動の自由の制約となる場合に国際機構の設立が

失敗することは、戦後のハバナ憲章から国際貿易機関（ＩＴＯ）構想及びその

失敗という一連の流れの中で極めて鮮明に例示されている27。しかし他方ポジ

ティブな見方として、国際機構は国家的な段階にある組織の一つの延長であり、

各国が共通の利益あるいは目的のもとで国家としての自由な行動を制限・統制

され調整される場面があり得るとの考えもあった28。このことは現在において

も、国際機構の存在意義として、国家間の外交を展開する場、一国では実現で

                                            
21 服部（2010）pp. 56-64。 
22 1935～1939 年の生産量と 1945～1949 年の生産量を比較すると、小麦は 59％、とうもろこしは 32％、

大豆は 280％の増加となっている（服部 2010、p. 70）。米国はマーシャル・プラン等によってかつて

ない大量の穀物を欧州やアジアに送った。米国の主要輸出農産物であった小麦と小麦粉の輸出量は、

1944 年の 4800 万ブッシェルから、1948 年には 5 億 300 万ブッシェルに跳ね上がった（バーバックら 

1987、p. 222）。1948 年から 1952 年にかけて実施されたマーシャル・プランを通じて米国は欧州に大

量の余剰穀物を輸出したが、これは欧州の食料需要に応えるとともに、余剰穀物の解消と長期的な輸出

戦略にかなうものであった。…この時期に世界の穀物市場における米国のシェアは、4 分の 1 から約 2

分の 1 まで高まった（ギルモア 1982、p. 100）。 
23 これらの進展の典型としては、農場の大型化の急進展、単収の上昇による生産の増大、畜産における

技術革新、そして南部における「農業革命」が挙げられる（服部 2010、pp. 65-75）。 
24 戦中戦後、米国軍人は多くの国々に駐屯したが、農村出身の人々は一部の欧州諸国や低開発諸国の素

朴な農業実態に驚き、「近代化」によって何ができるかを示す最上の機会がここにあり、これらの人々

を近代化する仕事が得られればそれができると考えた。（イエーツ 1959、pp. 56-57） 
25 イエーツ（1959）pp. 53-58。 
26 イエーツ（1959）p. 15。 
27 ジョスリンら（1998）pp. 16-18。 
28 イエーツ（1959）pp. 15-18。 
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きない外交目的の実現を図る場、あるいは国益を超えた国際公共目的の実現を

図る場などが挙げられることと軌を一にしている29。そしてこのような後者の

考え方が当時生まれてきていたことが、農業においてそのような諸機能を実現

するためにＦＡＯのような国際機構が必要だという考えに繋がるものだったの

である。 

 食料・農業の分野における国際機構の是非についての考え方を、ここでやや

詳しく見る。前述のように、食料・農業の分野においてはそれまで、国際的な

組織化の進展は緩慢であった30。しかし各国間の人、モノ及び思想の交流が頻

繁になり、世界の経済的相互依存が高まる流れの中で、第二次世界大戦の終結

前後になって漸く、経済社会分野で恒久的事務局を持つ常設国際機関の必要を

各国が感じるに至った。そしてここでその動機として挙げられるものは大別し

て、①科学的知識や能率の高い方法の国際的な採用を促進すること、及び、②

先進国は後進国を助け、経済的その他の恩恵を「持たざる者」に与え、国際的

に公平な分配を行う倫理的な善を追求することであった31。 

 しかし当然のように、このような国際的組織化の促進については抵抗面も生

じた。すなわち、国家的統合によって生ずる組織には利害関係や責任が伴うた

め、国際的機関への参加に伴う責務を受け入れるには困難が伴うのである。例

えば当時においても、各国政府が輸入税、割当制、為替管理等を国家政策とし

て採用した場合、それらの諸国政府が国際貿易の自由の拡大、差別的待遇の廃

止、弱小国の経済自立等を進捗させるために、これらを直ちにあるいは漸次放

棄するように期待する国際機関に加盟することは、極めて困難であった。また、

特に外国との競争からその農民を保護するような義務を負わされている各国政

府は、農産物の貿易の制限をするよりむしろ拡大するように仕組まれた国際商

品協定や国際貿易協定に同意することは困難だった。当時は、国際機構の拡大

の必要を認める人々は未だごく一部に過ぎなかったのである32。 

 さらに指摘できることは、国際的組織化を進めようとする場合に食料・農業

という分野はきわめて難しい特殊性を有していたということである。すなわち、

農業は近代の工業の発展に伴ってその生産や資本投下の効率性が劣る状況に置

かれたので、農民の取引上の立場が弱まり、経済活動の他のどの部門よりも特

別の援助や支持の必要が生じた。低い所得、技術・知識の普及面での不利、小

                                            
29 横田（2006a）pp. 39-40。 

 最上（2006）pp. 221-229。 
30 産業革命以降の人間社会の組織化が進んできた背景について、イエーツは新たに獲得した技術をより

能率的に操作できるための技術的革命という面と、共同社会の各部門に対して公平な分け前を与えよう

とする倫理的革命の両面について論じているが、これら両面の組織化が国民国家の中では積極的に進ん

だ一方、国際的な組織化の進展は緩慢であったとしている（イエーツ 1959、p. 17）。 
31 イエーツ（1959）pp. 16-19。 
32 イエーツ（1959）pp. 19-22。 
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規模分散の農場などの現状から、農業の経済面での弱さの是正のために農業研

究の組織化、全国的な農業の組織化、政府の農業保護などが早くから欧州諸国

の経済制度に取り入れられ、世界中に広まったのである。同時に、外国との競

争に対抗する防衛措置が不十分であることから、多数の国々で補助金や価格支

持や販売計画などの援助計画を、各国政府が展開することになった。このよう

な状況の下で、農業は当時、経済の中で最も配慮を加えられ保護を受ける部門

となっていた33。 

 このように、国際的組織化の是非については、これを支持する考えと困難と

する考えの両面があったのであるが、食料・農業の分野における国際的組織化

は、他分野に先駆けて概略以下のように進み、ついにはＦＡＯが創立されるこ

ととなったのである。 

 

【マクドゥーガル覚書き】 

 上記のような農業分野の国際的組織化という問題意識の誕生を受けて、ＦＡ

Ｏの創立は具体的にどのように進んでいったのであろうか。以下、順を追って、

「マクドゥーガル覚書き」の作成とそのルーズベルト米国大統領への伝達、米

国ホット・スプリングスにおける食料農業会議の米国大統領による招集、2 か

年にわたる「臨時委員会」でのＦＡＯの組み立て、そして 1945年 10月のカナ

ダ・ケベックでのＦＡＯの誕生の経緯を、それぞれの場面における米国の役割

に留意しながら記述していく34。 

 「マクドゥーガル覚書き（McDougall memorandum）」は、ＦＡＯ誕生につ

ながる具体的な最初の動きとして重要である。前に見たように、マクドゥーガ

ルはオーストラリア出身で元オーストラリア首相のブルースの経済顧問であり、

国際連盟における 1937年の「栄養に関する合同委員会」報告作成にかかわった

中心人物であって、「保健と農業の結婚」という考え方を打ち出している。この

報告書が出版され世界的なベストセラーとなったことを通じて、1930年代終わ

りまでに世界的な食料運動がスタートしたのである35。 

 このマクドゥーガルらの考え方、すなわちジュネーブにおいて食料・農業・

栄養という 3つの要素が結びつけられたことを実現に移す上で、今度は米国が

その体験を生かして科学・技術の最新の成果を農業に適用する役割を果たした
36。この米国の寄与については、1941 年 1 月 6 日に行われたフランクリン・ル

ーズベルト大統領の一般教書演説の中の三番目の項目、すなわち「欠乏からの

自由」で表現されているとおり、あらゆる国、あらゆる人々に満足な食料を供

                                            
33 イエーツ（1959）pp. 23-28。 
34 Hambidge (1955) pp. 44-54。 
35 Hambidge (1955) pp. 45-47。 
36 イエーツ（1959、pp. 59-60。 
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給することは農業の近代化により完全に達成しうる目標であると言及していた
37。そしてこれによって、重点はジュネーブの中心問題であった余剰処理から

食料増産に移行した。単に先進諸国の栄養不良の人々のみならず、アジア、ア

フリカ、ラテンアメリカのはるかに多数の栄養不良に悩む人々、即ち世界の最

貧困の、従来一向に関心を向けられなかった人々に初めて焦点が合わされた。

こうして米国人は栄養的目標が一定期間内に達成出来ること、またそのために

は新しい政府間機関の協力によって農業革命を世界中におし広げるべきだと固

く信じ、大勢はＦＡＯの創設に向かっていたのである38。 

 そして 1941年と 1942年に、マクドゥーガルは国際小麦協定の交渉のために

オーストラリア代表として米国を訪れる。ボイド・オアもまた、ほぼ同時期に

米国を訪れている。そしてこの交渉の期間中、主として米国農務省の人々から

なる小グループが折に触れてマクドゥーガルと会い、国際食料問題を議論した。

このようにして出来たのが「マクドゥーガル覚書」39であり、この中には戦争

終結後できる限り早期に、食料と農業に関する国際機構を設立すべきであると

して、その提案を記述していたのである40。彼は、世界の労働者の 60％が農民

であることを引きつつ、「食料と農業のための連合国の機構」を、平和と完全雇

用と生活水準の向上のための世界的機構の創設の第一歩として提案した。彼に

よれば、この機構の大まかな 3つの機能は、①農業と食料消費に関する統計の

収集・編纂・解釈をすること、②農業に影響を与える諸科学について世界的な

サービスを企画･運営すること、そして、③低開発諸国に対する技術的ガイダン

スと援助を農業専門家の派遣等によって提供することであった41。 

 やがてマクドゥーガル覚書は、大統領夫人のエレノア･ルーズベルトの手元に

渡り、彼女は 1942年 9月、マクドゥーガルと昼食を共にする。そして彼女はマ

クドゥーガルのアイディアが大統領の注目を引く価値があると考えたため、程

なくしてマクドゥーガルはホワイトハウスでの小グループによるディナーに招

待される。そこで大統領は国際連合の創設について語り、マクドゥーガルは人

類にとっての食料の最高度の重要性に鑑み、この分野をこの国際機構創設の開

始点としてはどうかとの考えを披瀝したという。大統領はその時点ではこの提

                                            
37 いわゆる、「4つの自由」演説であり、4つの自由とは、①言論と表現の自由、②全ての個人がそれぞ

れの方法で神を礼拝する自由、③欠乏からの自由、そして、④恐怖からの自由であった（イエーツ 1959、

p. 60）。  
38 イエーツ（1959）p. 60。 
39 McDougall (1942)。 
40 その要点を引用すれば、「・・・連合国の復興計画の中では、よりよい栄養状態と食料の生産・流通の

改善に、高い優先順位が与えられるべきである。もし連合国が「欠乏からの自由（freedom from want）」

を達成しようとするなら、その最初のステップとして必要とされるのは、あらゆる国における国家の行

動、及び食料生産を改善するための技術的知識や財政的手段を欠く諸国を支援する国際的な行動」なの

だとされている（Hambidge  1955、pp. 48-49）。 
41 Hambidge (1955) p.49。 
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案に対する彼の態度を明らかにしなかったが、その後 1943年 5月、バージニア

州ホット･スプリングスに連合国諸政府の代表を招いて食料と農業に関する会

議を開催することにしたのである42。 

 

【ホット・スプリングス会議】 

 ルーズベルト大統領の招集になる「ホット・スプリングス会議」は、戦争の

さなか、44 か国の代表が集まって開催された43。軍事優先で交通手段もままな

らない事情の下ではあったが、生命や健康のための食料供給という人類の最も

基本的で重要な問題を扱うもので、戦後世界における国際協力の始まりを示す

ものの一つであった。この議論の中では、いくつかの面で各国間の利益の衝突

が見られた44。しかし、各国代表団は、このような不一致よりもむしろ一致点

の方をより多く見出した。このことについては、集まった人々が外交官や政治

家よりは栄養や農業の専門家が多かったことが、おそらく幸いしたのだろうと

いう45。 

 会議では 3つの主要な議題に焦点が当てられた。食料の必要量に対する実際

の食料消費量、消費者のニーズに対応するための食料の増産、そしてより良い

流通のあり方の3つである。ここで設けられた11の小委員会での議論は、生産、

消費及び流通という 3つの最終レポートの中で 33の勧告にとりまとめられた。

幾つかの勧告は戦前の国際連盟の業績から拾われたが、新たな貢献はその多く

が米国によってこの会議のために用意された広範なドキュメントに発するもの

であった。このような会議の成果に普通のこととして、これら諸勧告はいずれ

も拘束力のない、道義的責任のみを伴うものであったが、ただ一つ拘束力のあ

る決議は、食料と農業に関する恒久的な国際機構の設立計画を更に探究すると

いうこと、そしてその具体化のために連合国の枠組みで、「食料・農業に関する

臨時委員会」を設立するということであった46。 

 この会議で合意されたことの要点は、およそ次のようなものである。すなわ

ち、①農業生産は大幅に拡大されなければならない、②必要な技術的知識は入

手可能である、③消費者の購買力を広範に引き上げて市場を拡大することなく

                                            
42 Hambidge (1955) p. 49. 
43 この会議の正式名称は「食料および農業に関する連合国会議（United Nations Conference on Food and 

Agriculture）」であり、1943 年 5 月 18 日から 6 月 3 日まで、44 カ国の正式代表とデンマーク（個人

の資格）の参加によって開催され、後に国連を表す「United Nations」が用いられた（Phillips 1981, pp. 

11-12）。 
44 例えば、食料輸入諸国は余剰が生じた場合の生産者保護措置については価格の上昇につながるとして

懐疑的であったし、食料の大輸出諸国は食料不足に備えて消費者のために国際的食料備蓄（緩衝在庫）

を設けることには乗り気ではなかった（Hambidge  1955, p. 50）。 
45 Hambidge (1955) p. 50。 
46 Hambidge (1955) pp. 50-51。Phillips (1981) pp. 11-12。Walton (1985) pp. 8-9。イエーツ（1959）p. 

59。 
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して食料の増産は無意味である、④各国は自国の人々が必要とする食料を確保

するための責任を有するが、この目的を完全に達成するためには他国との協力

が必要である、⑤広範な技術的機能と義務を有する食料と農業に関する恒久的

な国際機構を、可能な限り早く設立しなければならない、の 5つであった。そ

してこのような考えが、後のＦＡＯ組み立てのための臨時委員会、ＦＡＯが創

立されたケベック会議、そしてＦＡＯの初期の諸活動に繋がっていったのであ

る47。 

 

【臨時委員会】 

 ホット・スプリングス会議の決定にしたがって、時を経ずして、「（連合国）

食料と農業に関する臨時委員会（(United Nations) Interim Commission on 

Food and Agriculture）」（以下、「臨時委員会」）が作られ、恒久的国際機構の

設立計画を作成することとなった。カナダのピアソンが議長に選出され、この

後 2 年にわたるこの仕事を成功に導いた48。小さな技術的事務局が設けられ、

ワシントンの民家であるマクギル・テラス（McGill Terrace）がその本部とな

って、この臨時委員会とともにその小委員会や助言パネルが諸会合を開催した
49。 

 この臨時委員会には、3 つの小委員会が設けられた。一つ目は憲章起草のた

めのもの（インド議長）、二つ目は後に憲章の前文になった宣言を用意するため

のもの（ブラジル議長）、そして三つ目はＦＡＯの機能と義務を規定するための

もの（イラク議長）であった。3 つ目の小委員会の下には 5 つのサブコミティ

ー（農業、栄養、林業、漁業、経済・統計）が、また別に 3つの専門家パネル

（科学、経済、評価調整）が設置された。そしてこれらの検討結果はいくつか

の報告書50にまとめられ、ＦＡＯの骨格が整えられた。 

 この臨時委員会では、後にＦＡＯ憲章の前文になるＦＡＯの目的に関する記

述も作成された。これは世界的な栄養水準を高め、農業生産と農産物の流通を

効率化し、農村住民の生活を高め、そして世界経済の拡大に貢献するという格

                                            
47 Hambidge (1955) p. 51。 
48 ピアソン（Lester B. Pearson）は当時、カナダの駐米大使であり、後にケベックでのＦＡＯ第 1 回総

会（ＦＡＯが創立された会議）で議長を務めた（Walton  1985,  p. 9）。 
49 Walton (1985) p. 9。Hambidge (1955) pp. 51-52。Phillips (1981) p. 13。イエーツ（1959）p. 59。 
50 Interim Commission on Food and Agriculture (1945a). これは「食料・農業に関する 5 つの技術的

レポート」（1945 年 8 月 20 日、ワシントン D. C.）と称されている。 

  Interim Commission on Food and Agriculture (1945b). これは「ＦＡＯの任務（The Work of ＦＡＯ）」

（1945 年 8 月 1 日、ワシントン D. C.）と称されている。 

  Interim Commission on Food and Agriculture (1944-1945).  これは 3 つの報告から成り、第 1 報告

（1944 年 8 月 1 日、ワシントン D. C.）にはＦＡＯの憲章草案が記され、第 2 報告（1945 年 7 月 16

日、ワシントン D. C.）には戦前からある IIA が適切にＦＡＯに合流すべきことが記され、第 3 報告（1945

年 4 月 25 日、ワシントン D. C.）には林業分野の取り扱いが記されていた（Hambidge  1955, p. 54、

p. 271）。 
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調の高いものであった。しかしこの段階で、すでにＦＡＯの国際機構としての

在り方について 2つの異なる見方、すなわち一つはこの機構に強い執行力を与

えて経済拡大や危機の防止に当たらせようというもの、いま一つはこの機構を

情報収集や各国への助言という機能に局限して強い執行力を与えないというも

のという意見の相違が生じていたことには留意が必要である51。 

 

【ケベック会議】  

 戦時状況の中、ＦＡＯ創立に必要な憲章受諾の 20か国分の通知を受けるには

予想外の時間を要したが、その最初の総会は 1945年 10月 16日にカナダのケベ

ックで開催された52。ケベックでは、ピアソンが議長に選出された。ソ連は、

ホット・スプリングス会議にも、臨時委員会のプロセスにも参加していたが、

ケベックでのＦＡＯ創立には本国からの正式参加の指示がなく、オブザーバー

として参加し、結局創立後のＦＡＯには加盟しなかった53。スコットランドの

栄養専門家であり農民でもあるジョン・ボイド・オアは政府代表団ではなく英

国代表団の技術アドバイザーとして参加し、この国際機構の最初の事務局長に

選出された54。彼はその就任演説で、「もし諸国が、全ての国に利益となるよう

な食料政策にすら合意する意思を持たなければ、およそどのようなことも成し

遂げられない。だから我々は早い時期に諸国の前に、合意可能ですぐに実行に

移せるような食料政策を提示しようと思う。そしてそれが実行されるならば世

界の困難な経済問題も解決されるであろうし、この世界規模での国際協力の技

術は他の分野にも容易に応用されるであろう」と世界の諸国の団結を説いてい

る55。しかしこのボイド・オアの希望は、皮肉なことにそのわずか 2年後の 1947

年、ＦＡＯ加盟諸国によって打ち砕かれることになる。この年の第 3 回ＦＡＯ

総会は、ボイド・オアが食料の余剰と不足という困難な問題解決のために作成

した「世界食糧局」の提案を退けたのである56。 

ケベック会議によって、国際連合食糧農業機関（Food and Agriculture 

Organization of the United Nations: 略称ＦＡＯ）の名称も正式決定された。

こののち国際連合（United Nations）が創立されたときにＦＡＯは国連と「関

連付けされる（be related）」こととなるが、この名称はこのＦＡＯという機関

                                            
51 Hambidge (1955) p. 53。 
52 ＦＡＯの創立記念日は 10 月 16 日（「世界食糧デー」でもある）とされているが、実際のケベックでの

第 1 回総会は 10 月 16 日から 11 月 1 日まで開催された。場所はケベックの、シャトー・フロンテナッ

ク（Chateau Frontenac）であった（Phillips 1981, pp. 13）。 
53 Hambidge (1955) p. 59。 
54 ボイド・オアは、ＦＡＯ初代事務局長に選出される前には、この会議ではたった一つのスピーチを行

っただけだった（Hambidge 1955、p. 59）。 
55 Hambidge (1955) pp. 59-60。 
56 イエーツ（1959）pp. 95-99。 
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の独立性をあらかじめ強調したものである57。 

この会議の結果は、次のように要約されている58。 

①  44 の政府が、新たな国際連合機関の最初のものとして、国連食糧農業

機関（ＦＡＯ）を設立した。 

②  彼らは、臨時委員会が準備した憲章を受け入れ、その事業計画を承認し

た。 

③  彼らはＦＡＯの臨時本部をワシントンに設置することを決定し、ジョ

ン・オアを初代事務局長に選出した。 

④  農林水産業、栄養、経済、統計の各分野を代表する専門家達は、ＦＡＯ

が行うべき詳細な多くの活動勧告を作成した。 

 ケベック会議の議長を務めたピアソンは、この会議の終結に臨んでＦＡＯの

意義について述べ、科学の進歩による成果を活用すること、そしてそのために

世界が各々の国の立場を超えて国際社会として協力することができれば、我々

がケベックで行ったことは価値があり、人類が長年努力してきた憎悪や懐疑や

利己性の克服のために貢献したことになるであろうと結んでいる59。 

 

 

２．創立時のＦＡＯ 

ここまでＦＡＯの創立が米国中心で行われてきたことを具体的な歴史的経緯

の中で見てきたが、ここで改めて、「ＦＡＯ創立の理念・目的」ともいうべきも

のを確認するとともに、創立時点で描かれていたＦＡＯの「活動領域と果たす

べき機能」がいかなるものであったかについて見ておきたい。それは、米国が

中心となって構想したＦＡＯの当初の目的や機能を明らかにすることによって、

その後のＦＡＯの役割の実質的な変化や、そのような変化に対する米国の関与

あるいはその考え方という、本論文の中心課題に密接にかかわる重要な情報と

なるからである。 

このＦＡＯの創立期の世界農業の特徴は、戦争で大きな被害を受けた欧州や

アジア諸国の農業生産が落ち込む中、近代的な技術革新を果たし戦災を受けな

かった米国が世界最大の穀倉として出現したことである。世界はこのような米

国の農産物の恩恵に与るとともに、米国の先進的な農業技術に対する期待も高

く、ＦＡＯはこのような中で誕生したのである。 

 

 

                                            
57 Hambidge (1955) p. 54。 
58 Hambidge (1955) p. 60。 
59 Hambidge (1955) p. 60。 



30 

 

2.1 創立の背景にある画期的変革とＦＡＯの理念・目的及び組織 

 

【ＦＡＯ創立の背景にある画期的変革】 

 前項でみたように、ＦＡＯの創立の直接的な動きは、オーストラリア人であ

るマクドゥーガルの考えを米国のルーズベルト大統領が取り上げたことから始

まっている。その後米国大統領の招待により、米国バージニア州のホット・ス

プリングスで連合国としてＦＡＯ創立の準備を進めることを決定し、米国のワ

シントンにおける臨時委員会でカナダのピアソンを議長に 2 年間にわたる創立

準備を行っている。そして準備が整い、第二次世界大戦も終結すると、1945

年 10 月に早くもカナダのケベックで創立会議すなわち第 1 回ＦＡＯ総会を開

催し、初代ＦＡＯ事務局長に英国のボイド・オアを選出し、さらに臨時的なＦ

ＡＯの所在地を米国の首都であるワシントンに置いた。このような経緯を振り

返ってみると、ＦＡＯの創立は米国に近しい西側諸国が関与しながら、明らか

に米国主導で進められたことがわかる。 

 そのような背景の中で、ＦＡＯ創立総会であるケベック会議でのピアソン議

長の締めくくりの言葉にも表れているように、ＦＡＯの創立には「科学の進歩

による成果の活用」と「世界各国による国際社会としての協力」という 2 つの

大きな変革が生まれており、これは米国が主導する第二次世界大戦後の新たな

国際秩序の一環をなすものであったといえよう。後に第 3 章で見るように、こ

れらの変革の方向性は、米国の戦後の国際戦略あるいは覇権戦略に沿ったもの

であった。そのような意味合いからは、この二つの変革は戦後の米国による、

「科学における革命」60であり、かつ「思想における革命」61であったとも解釈

できる。 

 しかしながら、当時としても国家間に国際的な共同社会の観念が発達してい

たわけではなく、むしろ大きく所得を割いて恵まれない人々に富を再分配する

など、国際社会はおろか国民国家の内部ですら人は喜んで賛成するものではな

かった。そのような中で、米国の国際的な経済援助計画が開始されたという事

実はそれ自体注目に値することであり、ＦＡＯに始まる国連の「専門機関」が

技術援助活動を通じて、同国人を越えて地上の最果ての地にまで助けを送ると

                                            
60 科学的革命は、欧州に発する科学技術によって人間の自然に対する支配力が大いに増強され、大量の

物質生産力の獲得をもたらしたが、それが生じたのは主として欧州、欧州人の植民地属領及び日本であ

り、その他の諸国･地域では未だ科学技術の恩恵が及ばないため貧困生活が続いているとする（イエー

ツ 1959、pp. 8-10）。 
61 思想的革命は 18世紀の欧州の哲学者、特にジャン・ジャック・ルソーに発するもので、①全ての人間

は平等であるということと、②「善」は公的制度の機能として確認されたものとならなければならない

ということの、2つの教義をもち、これらが組み合わせられて社会立法や経済的努力が生じるのであっ

て、この経済的努力とは後進国を助けて、今日までただ先進国のみが享受した機会と物質とを作り与え

ようとする試みであるとする（イエーツ 1959、pp. 10-11）。 
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いうことは、まさに米国がその「道徳的欲求」によって主導した「革命」と称

しうるものだったのである62。 

 このようなＦＡＯ創立の「道徳的革命性」といった諸文献の説明に関しては、

しかし、それだけでは単純に理解できないのではないかという疑問も生ずる。

その根拠の一つは、戦前において繰り返された農産物の余剰問題の厄介さと、

その解決のための「保健と農業の結婚」として鮮やかに提示されたマクドゥー

ガルの新たな考えとの間の微妙な一致である。そこには単なる道徳的欲求では

済まされない、経済的な困難克服のための現実的・経済的な国際的仕掛けがあ

るのではないかと想像できるのである。 

現に、ＦＡＯの創立準備を行った「臨時委員会」の報告書、「ＦＡＯの任務（The 

Work of ＦＡＯ）」に散見されるのは、そのような現実的・経済的な動機であ

る。この報告では、ＦＡＯはそもそも、人類の「欠乏からの自由（freedom from 

want）」の必要性と、「平和」の必要性とから誕生するものだと位置づけている。

食料などへの欲求から自由になれば、平和が訪れるというのである。そしてそ

のための基礎として、ＦＡＯは生産者の福祉と消費者の福祉を橋渡しするとい

う基本的な方針で創立されるべきという。そしてここで登場するのが、戦間期

の不況の中でほとんどの先進諸国の悪夢となっていた農産物の余剰であり、こ

の解決のためには農産物の有効需要を拡大することが必要で、ＦＡＯをはじめ

とする経済関係の国際機構はこの目的に向けて活動を行うべきとの考えが率直

に披瀝されている。そのためには、低開発諸国の慢性的な貧困や栄養不足状態

を解消することが有効で、そのように人間の福祉を改善することが農産物の需

要拡大に繋がるのだという。低開発諸国には産業革命が農業に及ぼした成果が

十分に伝わっていないので、技術やその専門家の派遣を通じて低開発諸国の産

業の大宗を占める農業を発展させれば、先進諸国の農産物や工業製品への需要

が高まるとの目論見が、明らかに記されている63。そしてこのような現実的・

経済的な動機が明るい希望が世界に満ちる戦後の時代に、新覇権国の崇高な「理

念」という形をとって世界に流布されたと考えてもあながち間違いとはいえな

いであろう。 

 

【ＦＡＯ創立の理念と目的】 

 食料・農業という分野において、国際的にいかなる行動が求められ、あるい

は実際に実行可能なのかという問題は、ＦＡＯ創立当時、食料難によって大混

乱した終戦後の国際社会を構築していく上で最重要課題の一つであった。そし

て戦後、新覇権国として登場した米国にとって、戦後構想を作成する中でこれ

                                            
62 イエーツ（1959）p. 11。 
63 Hambidge (1955) pp. 54-59。 
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が最重要問題に含まれていたことは、想像に難くない。実際、ルーズベルト大

統領夫妻をも巻き込んだ形でのＦＡＯの設立構想が、第二次世界大戦の終結よ

りもかなり以前から、周到に練られていたようにみえることは、その証左と言

ってもよいであろう。 

 農業は、人類の生命の維持に不可欠な食料を生産する極めて重要な産業分野

である。加えてそれは、経済活動の他のどの部門よりも特別の援助や支持の必

要が痛感されるものであった。実際、工業の発展によって農業は資本や労働者

を工業側に引きつけられ、農民の立場は弱まり、農業社会は永久に不利な立場

に置かれてしまう惧れがあった。低い所得、知識の普及の困難性、規模の小さ

さや分散性、研究や組織化の不十分さ、そして自由貿易に対する保護や防衛の

不十分さといったさまざまな特徴を背景に、農業は経済の中で最も配慮を加え

られ保護を受ける分野であることは疑いなかった。農業は依然として、ほとん

どの国で最も恵まれない、近代技術を具備することの極めて不十分な、所得の

最も低い部門であった64。 

 さらに農業には本来、自給的生産の余剰を消費者に販売するという性格をも

つため、農産物の流通が国際的に、より大規模かつグローバルになっていくに

したがって、農産物生産の豊凶などに伴う余剰や不足が生じる。このような場

合に備えて、世界的レベルでの生産者の利益と消費者の利益が衝突するのを防

ぎ、生産者と消費者がともに利益を得られるような大きな枠組みが必要と考え

られるようになっていった。このような食料・農業がもつ特別の事情を踏まえ、

その克服への強い意志を表したものの一つが、米国ルーズベルト大統領の「4

つの自由」の演説の三番目、「欠乏からの自由」であり、これを具体的に実現し

ようとした最初の国際機構がＦＡＯだったのである。 

 ＦＡＯの第一回総会の議長ピアソンは、「総会報告」の序文で「ＦＡＯの目的」

に関連して、次のように述べている65。 

   新しい常設の国連機関のうち最初の機関が今や開設された。それには見ならうべき

先例というものはほとんどない。目的や事業がもっと制限された機能的な国際機関は

今までも存在した。しかしＦＡＯは、欠乏からの自由を達成するために各国民を助け

るという、この大いなる目的を持って創立された最初のものである。諸国民がこのよ

うな目的のために団結したことは今までになかった。 

   ＦＡＯは科学の成果を、至るところの食料農林水産業の従事者に与え、至る所にお

いて彼らの現実的問題について科学者の注意を喚起する。一国たると国際的たるとを

問わず、政策の樹立の基礎として役立つような情報をＦＡＯは収集・消化し、またそ

れを伝達する。ＦＡＯは実行方法についても示唆を与えようが、しかしその目的は究

                                            
64 イエーツ（1959）pp. 23-28。 
65 イエーツ（1959）、pp. 63-64。 
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極的には各国政府自身の活動によって達成されるべきものである。 

 すなわちこのピアソンの第 1回総会報告序文は、ルーズベルト大統領が宣言

した「欠乏からの自由」の達成のために、「科学の成果を世界の農業者に与える

こと（科学的革命）と、「各国民を国際社会として助けること」（思想的革命）

という、ＦＡＯ創立の中心的理念を述べていると見ることができる。 そして、

創立されたＦＡＯの憲章（Constitution）の前文、すなわちＦＡＯの「目的」

に該当する部分は、次のようなものとなった66。 

この憲章を受諾する諸国は、次のような目的のために各々が個別の、及び集合的な

行動を進めることによって、共通の福祉を増進する決意をもって国際連合食糧農業機

関を創立し、この機関を通じて加盟諸国は互いに、この目的に沿った活動の分野にお

いてとられた措置及び達成された進展を報告するものとする。 

・ 世界各国国民が、各々の管轄下にある人々の、栄養水準及び生活水準を向上させ

ること 

・ すべての食料及び農産物について、その生産及び流通の効率改善をもたらすこと 

・ 農村住民の状態を改善すること 

・ 以上を通じ、拡大する世界経済に貢献すること67 

 なお、以上のようなＦＡＯの理念や目的については、ＦＡＯ創立当初の諸文

献、すなわち米国を中心とした先進諸国の考えが反映されたとみられる諸文献

に基づいて記述したが、先進諸国と開発途上諸国が鋭く対立した時代にＦＡＯ

事務局長を務めたサウマも、その著書の冒頭で同様の理解を示している。すな

わち彼は、ＦＡＯの目的についてマクドゥーガルやボイド・オアの名を引きつ

つ、「ＦＡＯは「保健と農業の結婚」において誕生し、ＦＡＯの使命はその創立

者たちの精神にしたがって、食料の生産と流通を最適化し人類に十分かつバラ

ンスのとれた食生活を確保して空腹と貧困の根本原因を除去すること」である

と述べている68。このことからみて、ＦＡＯの理念や目的についての考え方は、

創立以来サウマ事務局長までの間、変化していないと考えられる。 

 

【ＦＡＯ創立時の基本的組織構造】 

 創立時からＦＡＯの組織の中心は、最高の管理主体でありかつ審議機関であ

る総会である。ここでは加盟国政府ごとに一議席が設けられ、1 国 1 票の投票

権が割り当てられ、その主な機能は加盟申請の処理、理事会メンバーの選出、

                                            
66 Hambidge (1955), pp. 52-53。なお、技術援助については第 1 条 3 項（a）に「各国政府が要請するこ

とあるべき技術援助を供与することもまた、ＦＡＯの機能たるべきものとする」と、特別の扱いで記載

された。 
67 この第 4 ドットには後に「人類の飢餓からの自由の確保（and ensuring humanity’s freedom from 

hunger）」が追加され、現在は「以上を通じ、拡大する世界経済に貢献し人類の飢餓からの自由を確保

すること」となっている（Hambidge 1955 pp. 52-53、イエーツ 1959 pp. 61-62、ＦＡＯ 2013 p. 3）。 
68 Saouma (1993) p. 1。 
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ＦＡＯの事業計画予算の決定、分担金の決定、食料農業情勢のレビュー、組織

運営・憲章上の問題の処理、その他の話題の審議、そして事務局長の選出など

であった69。 

 現在では総会に次ぐＦＡＯの管理主体となっているＦＡＯ理事会は、創設当

初は「執行委員会」（Executive Committee）と呼ばれていたが、1947年の第 3

回ＦＡＯ総会で 18の加盟国によって構成される理事会（Council）となった70。 

 ＦＡＯ事務局を率いる事務局長（Director General）について創立時のＦＡ

Ｏ憲章は、「この機構に事務局長を置き、事務局長は総会によって指名される」

としたが、事務局長の任期についての規定71は設けなかった。そして事務局長

は、「総会72の全般的な監督の下で、この機構の任務遂行を指揮するすべての権

能を有する」こととされた73。 

 

2.2 ＦＡＯの活動領域と機能 

 

【曖昧さが残った活動領域の規定】 

ここで、ＦＡＯが創立に至るまでの過程で、その活動領域としてどのような

ものが想定されていたのかについて、経時的に想起しておく。以下に見るよう

に、ＦＡＯの「活動領域」の表現形は実にさまざまである。それはＦＡＯとい

う新たな国際機構に対する各方面の期待や懸念がないまぜになったものと言っ

てもよく、後でみるように爾後、国際社会はいわば、ＦＡＯの活動領域の拡大

又は縮小、あるいは強化又は無力化のためのせめぎ合いを展開していくのであ

る。 

ＦＡＯの活動領域をめぐる考え方の経時的な変化をみていくと、第一に、1942

年の「マクドゥーガル覚書」では、統計の収集・編纂・解釈、科学的なサービ

スの企画・運営、低開発諸国に対する技術的ガイダンスと援助（専門家の派遣）

であった74。 

第二に、ＦＡＯ創立の理念を掲げその具体化作業を始める契機となった 1943

年の「ホット・スプリングス会議」の決議には、各国の共同行動の目的あるい

は対象として、雇用と生活水準の向上、生産と購買力の増大、農工間の公平な

バランス、資本・設備・技術の供与、国際収支のバランスと通貨管理、国際貿

                                            
69 Phillips (1981) p. 19。 
70 Phillips (1981) pp. 22-23。 
71 その後、事務局長の任期についての規定が憲章の中に挿入され、さらに改正されてきた。1981 年時点

では「1 期 6 年で再選可能」というものであった（Phillips 1981、p. 35）。2013 年版のＦＡＯの Basic 

Text によれば、ＦＡＯ事務局長の任期は 4 年であり、1 回に限り再選可能となっている。 
72 1947 年に理事会が設置されて以降は、「総会及び理事会の全般的な監督の下で…」とされている。 
73 Phillips (1981) p. 35。 
74 Hambidge (1955) p. 49。 
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易における障壁の削減とあらゆる差別的制限の撤廃といった項目が掲げられた
75。また、そのために必要なこととして、農業生産の大幅な拡大、技術的知識、

消費者の購買力、各国の食料供給力とそのための他国との協力、恒久的な国際

機構が挙げられている76。 

第三に、1943～1945年に行われ、ＦＡＯ創立の具体的計画を作成した「臨時

委員会」においては、ＦＡＯの技術的機能と任務を検討した第 3小委員会の下

に分野別の 5つのサブコミティー（農業、栄養、林業、漁業、経済・統計）が、

また別に 3つの専門家パネル（科学、経済、評価調整）が設置され、検討が進

められている77。そして前出の報告書「ＦＡＯの任務」においては、生産・加

工・流通に関する知識の実際の場面への適用、農産物余剰を吸収できるような

有効需要の拡大、低開発国の開発による人間の福祉の向上と需要の拡大、各国

農業システムの世界的専門家による調査と包括的改善計画の策定、農業信用シ

ステムや農地所有システムの確立、大規模開発プロジェクトの実施、農業の大

規模化と農村の余剰人口の都市産業への吸収、土壌資源の有効利用など多彩な

任務が挙げられていた78。 

第四に、ＦＡＯ創立に至った「ケベック会議」では、採択された憲章前文で

その目的に関し、世界の人々の栄養水準の向上、食料・農産物の生産・流通の

効率改善、農村住民の状態の改善、拡大する世界経済への貢献（及び人類の飢

餓からの自由）という、大括りで抽象的な文言が掲げられた79。また、前文の

目的達成のためのより具体的なＦＡＯの任務・機能は憲章の第 1条に掲げられ

ている。それらは第一に食料・農業・栄養に関する情報の収集・分析・解釈そ

して配布、第二に国家及び国際的な行動の促進で、その対象分野は科学技術・

社会経済的研究、教育や知識の普及、天然資源の保全や農業生産技術の改善、

加工・流通販売の改善、農業信用政策の採用、農産物に関する国際的政策の採

用、第三に諸政府が要請する技術援助やその他それまでの国際的合意に基づく

義務を果たすために必要な行動であった80。 

 このように経時的に見ると、ＦＡＯの具体的な活動領域については、当初か

ら非常に多岐にわたるものが想定されてきている一方で、創立時に最終的に合

意された憲章という法文規定は相当程度の抽象化・曖昧化がなされたものとな

っており、その解釈については諸国間で見解が分かれていたことを窺い知るこ

                                            
75 Walton (1985) p. 10。 
76 Hambidge (1955) p. 51。 
77 第一小委員会はＦＡＯ憲章の起草、第二小委員会は後にＦＡＯ憲章の前文となる宣言の起草を担当し

た（Hambidge 1955、p. 52）。 
78 Hambidge (1955) pp. 54-59。 
79 イエーツ（1959）pp. 61-62。Hambidge (1955) pp. 51-60。 
80 ＦＡＯ（2013）pp. 3-4。 
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とができる81。そのような曖昧さの典型が、貿易あるいは農産物需給にかかわ

る問題であり、これらがＦＡＯの活動領域に含まれているのかどうかというこ

とである。農産物貿易の促進は輸出国及び輸入国双方の農業生産や農産物流通

に大いに関連するし、農産物の需給問題に国際機構が関わって国際的な仕組み

やルールができれば、ＦＡＯの任務である栄養や農産物の生産・流通に多大の

影響力を持つので、そのような理由からこれらがＦＡＯの活動範囲であるとも

考えられるが、逆にこれらの問題の国際的な影響力が大きいので、はたして諸

国がＦＡＯにそこまでの活動を委ねたのかどうかについては疑問が残り、結局

この点は曖昧なままだったのである。 

 実際、ＦＡＯ創立後の動きを若干先取りすれば、創立当初にＦＡＯに対して

実践が大いに期待され、1946 年から 1948 年にかけてＦＡＯが多大の精力を集

中した「国際貿易問題」への取り組みは、結果からみてことごとく挫折し、困

難であった82。他方、「情報サービス」の確立や「技術援助活動」の展開は、創

立後の 10年間でその端緒が開かれつつあった83。 

また、ＦＡＯ創立以後 10年間に生じてきた新しい方向性として、国際的に強

まってきた人口問題への関心と、低開発国への国際的な援助という問題があっ

た。この 2つの分野は相互に関係の深いものであり、両者を包含する意味での

国際援助分野の大きな変化はＦＡＯにとって深い意味を持つものであった。そ

してその中でＦＡＯは、自らの技術活動に対して大きな支持があることを見出

した。ＦＡＯを国際貿易・国際商品問題を取り仕切る国際機構とする試みは挫

折したが、その技術分野における活動は、物的・人的資源さえあればますます

成長してゆくとみられていた84。 

                                            
81 イエーツ（1959）p. 66。 
82 このような例としては、①ホット・スプリングスにおいて将来のＦＡＯに期待されていた商品協定の

機能が、ケベックの時点では米国が国際貿易機関（ITO: International Trade Organization）構想を公

表したために注目をひかなくなったこと、②初代事務局長のジョン・ボイド・オアが国際貿易面でＦＡ

Ｏを実施機関たらしめる努力を行い、貿易及び金融分野まで含む更に野心的な「世界食料局（World Food 

Board）」を提案・研究したが、第三回総会で否決されてしまったこと、③第二代事務局長のノリス・Ｅ・

ドッドは、国際貿易機関の設置が難航する中で「国際商品清算所（International Commodity Clearing 

House）」を提案したが否決され、「商品問題委員会（CCP：Committee for Commodity Problems）」の

設置でこの問題をはっきり棚上げにしたこと、④世界的な食料の不足と余剰の問題を取扱う上で商品の

購入・貯蔵・販売を通じて問題解決を図る政府間協定はほとんど不可能であることが実証されたことが

挙げられる(イエーツ 1959、pp. 67-71)。 
83 「情報サービスの確立」や農業・栄養等の分野での「技術活動の展開」の例としては、穀物貯蔵など

の専門家の国際会議の組織化、牛疫防除などにおける各国政府の協働的活動、各国政府がワクチンや殺

虫剤のような材料や施設を入手する手助け、各国政府に助言を与える使節団を送り、あるいは長期間

個々の専門家を派遣するなどの活動が挙げられる。このような技術的活動は明らかに、①堅実に発展し

ＦＡＯの事業計画の主要特色となるべきものであり、②非常に広範囲の問題を包括する一方でほとんど

政治的問題には触れないものであった。さらにＦＡＯを新しい方向に動かしたものとして、①1955年ま

でに関心が高まった人口問題（食料増産問題）と、②貧困やこれに伴う低開発国への国際的援助の問題

もあった（イエーツ 1959、p. 71）。 
84 イエーツ（1959）pp. 72-88。 
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【ＦＡＯの機能に関する異なる見解】 

 上記のように、ＦＡＯが持って生まれた科学技術の世界的普及や低開発国援

助の思想は従来になく大きく、その付託事項はそれまでになく積極的であった。

戦前の国際機関は、政府間の論議に便宜を供与する一方、具体的な成果や発見

の報告を刊行物にして配布するといった活動が常であったが、戦後の新機関で

あるＦＡＯは、各国政府が自ら活動するための手段として各国政府によって利

用されるという特徴があった85。  

 ＦＡＯはこのような意味で「実施機関（action agency）」であるべきと考え

られた。それは連邦政府でもなければ同盟政府でもなく、立法権限や執行権限

もなく強制はできなかったが、加盟国によって利用されるという意味での実施

機関という位置づけが与えられようとしたのである86。 

 しかし、ケベック会議の議長であったピアソンは、この点に若干の不安を感

じ、同会議の締めくくりで次のように述べた87。 

最後まで分析してみると、ＦＡＯとは人間と政府である。であるからこのＦＡＯを

成功させるか否かは我々、即ち人間によって決まることである。偉大なる事務局長の

許にあるＦＡＯ自体の能力と熱意について私は何ら疑いを挟むものではない。しかし、

冷淡であるためか、認識を欠くためか、各国政府がＦＡＯに対してそれが是非必要と

する支持を与えなかったり、ＦＡＯの勧告を実施しなかったり、あるいはその助言を

受容れなかったりすることがあるのではないかという、若干の危惧が私にはある。望

むらくは、この危惧が全く根拠のないものであることを…。 

創立されたＦＡＯによって実現された国家間の協力を、イエーツは次の３つ

に分類している88。すなわち、第一に、国家間の共同的活動、すなわち政府間

技術的管理計画（動植物病虫害防除に対するもの）や経済統制計画（商品協定

や余剰農産物処理計画）、第二に、各種の媒介手段を用いる情報の蒐集公布・国

際会議・出版・各国訪問、そして第三に、低開発国が先進国から専門家を招聘

することであった。このうち、とりわけ第一の国家間の共同的活動については、

国際機構と国家の間の微妙な関係が反映して、ＦＡＯの機能あるいは利用法に

ついて異なる見解が生じることとなった。 

 実際、各国政府が果たしてＦＡＯを支持し受容するかとピアソンが危惧した

ように、ＦＡＯの利用方法について諸政府間には一致がなかった。一方には、

                                            
85 活動は一般に二つの主な種類、すなわち、①ある特定の活動を行うように自らに対し、また相互に対

して行われる勧告、②各国の国家的計画の進展を助ける専門家及び施設の獲得に分けられ、この新しい

施設を大いに活用するかしないかはなお各国政府の決定するところとしていた（イエーツ 1959、pp. 

64-65）。 
86 イエーツ（1959）pp. 64-65。 
87 イエーツ（1959）pp. 65-66。 
88 イエーツ（1959）pp. 28-29。 
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ＦＡＯは一つの情報機関に過ぎず、情報を集めそれを消化し刊行すれば事足り

るとの見解に立っているものもあったし、また他方には、立法機関と交易所を

組み合わせたような、強力な実施権限を有するものにしようという考えもあっ

た。そしてこれら両極端の間にあらゆる傾向の意見が並んでいたのである89。 

 上でみたように、ＦＡＯが一つの実施機関であるべきだという点においては、

ＦＡＯ創立時点で大まかな一致を見ていた90にせよ、ＦＡＯの利用方法につい

てのこのような見解の相違は、その後ＦＡＯで論議されたさまざまな問題に、

たびたび姿を現わした。それはとりわけ、国際的な商品協定や貿易ルール、さ

らに国際的な食料備蓄や食料援助など、国際的な食料市場に影響する問題で顕

著であった91。そしてこれらの重要な諸問題においてＦＡＯがどのような機能

を発揮し、どのように関与するかについては、爾後、米国が大きな影響力を行

使していくことになるのである。 

 

 

３．先進国中心のＦＡＯ：創立後の 10年間（1945～1955） 

 創立の経緯からも容易に想像できるように、初期のＦＡＯは先進国主導で、

なかでも米国の影響力は非常に大きかった。ＦＡＯの加盟国の多数を占めてい

たのは欧米先進諸国であり、この頂点に立つ米国は、加盟国の大半を占める先

進諸国を西側先進国グループとして掌握していたので、ＦＡＯの財政面や人事

面をはじめとしてその運営に対する影響力の大きさは揺るぎなかった。そして、

そのような背景の中で米国はＦＡＯを通じて、先進技術の世界的普及を進め、

世界的な食料・農業情報の整備も進めていった。他方、初期の事務局長たちが

熱心に進めた食料の不足と余剰、換言すれば食料の世界的需給や貿易に関する

取り組みについては、米国は常にその規制的な提案内容に不満であり、反対に

回ってそれらを実現させなかった。 

 したがって、この時期のＦＡＯの取り組みのうち最も大きく進んだものは技

術援助であり、世界銀行など援助で競合する機関の活動もまだ低調であったこ

とから、ＦＡＯの存在感は非常に高かった。一方、最も進まなかったのは米国

の反対が強かった食料の不足と余剰の問題への取り組みであり、情報事業はそ

の中間に位置した。 

 この時期の世界農業は、戦後の食料難に発する復興・食料増産がいち早く強

調されたのが始まりであるが、戦前の経験に照らしても増産はいずれ過剰にた

どり着くことは多くの人が理解しており、事実、手厚い価格支持政策を通じて

                                            
89 イエーツ（1959）p. 66。 
90 イエーツ（1959）p. 64。 
91 イエーツ（1959）pp. 95-107。 
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1950 年代半ばには穀物の過剰が急速に明らかになっていった。 

以下ではこのような状況の中でＦＡＯが行った「不足と余剰」、「情報事業」

及び「技術援助」のそれぞれの取り組みに分けて、ＦＡＯの最初の 10 年を概

観する92。 

 

3.1 不足と余剰 

第二次世界大戦後の食料不足によって、戦前の農産物過剰問題はひとまず表

舞台から去ったが、後に再び起こってくる過剰の恐怖が消え去ったわけではな

かった。事実、ホット・スプリングス会議では戦後に予想される一時的な食料

不足もさることながら、それがいずれ余剰に道を譲るであろうことも予期して

おり93、決議の中に「潤沢の経済の達成（achievement of an economy of 

abundance）」という項目を設けて、食料生産の増強と並べて購買力の向上と

国際貿易の促進を図ることを高く掲げている94。また、臨時委員会が作成した

「FAO の任務」においても同様に、食料の余剰を需要の拡大で予防・解消する

ことが大きく取り扱われた95。 

終戦直後は世界的な食料不足であり、これに対応する食料物資の割当などが

重要であった。この業務に関わった米国、英国及びカナダによる合同食料局は、

この業務に利害関係を持つすべての国に拡大されて国際緊急食糧理事会

（International Emergency Food Council: ＩＥＦＣ）として活動していたが、

食料の緊急的な割り当ての必要性が減じてきたため、1948 年初めにＩＥＦＣは

解散し、その機能をＦＡＯ理事会が受け継ぐことになった96。このことは、緊

急時の食料分配においてＦＡＯの目的に役立つ国際行動における協力の型を発

展させたと評価されている97。 

1946 年にボイド・オア事務局長は、食料の長期問題を処理するための新し

い国際的機能として、自らの見解を提案にまとめた。それは「生産者は、市場

の不安定性と消費者の購買力の不足によって生産意欲を阻害されているが、食

料は貿易商品以上のもの、すなわち生命の要素である」との考えの下に、「世界

                                            
92 ＦＡＯに関しては、これら 3 つの機能のほかに、「政策対話の場（フォーラム）の提供」及び各国政府

に向けた「助言・規範作成」の機能もあると考えられる（Saouma 1993, pp. 2-3）が、ここでは最初の

10 年における重要性の高い上記 3 機能に限って記述する。 
93 すなわち、不足については過少な供給を割り当てるための国際的代表機関の必要性（決議 13）、過剰に

ついては国際的な検討と協議に基づいて組み立てられた国家的農業調整計画の必要性（決議 15）、さら

に国際商品協定（決議 25）とより広い食料の分配のための特別の国際方策（決議 27）が主張されてい

るのである。（イエーツ 1959、pp. 89-90）   
94 決議 24（Walton 1985 pp. 9-10、Phillips 1981 p. 12）。 
95 Hambidge (1955) pp. 54-56。 
96 イエーツ（1959）pp. 93-94。 
97 第 2回ＦＡＯ理事会報告（イエーツ 1959、p. 94）。 
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食糧局」を創設すべきというものであった98。そしてその機能は、緩衝在庫計

画による価格の安定や世界的食料備蓄、財政的余剰処理計画などであった99。

しかしこれは諸政府に対する要求としては過大であり、諸政府は、ＦＡＯは短

期の危機ないし商業政策・商品政策にはタッチすべきでなく、長期の栄養、生

産及び国内分配の問題に集中すべきと主張した。結局、1947年のＦＡＯ第 3回

総会ではＦＡＯ理事会（又は「世界食糧理事会」100）を設立するなどの成果101は

見られたものの、ボイド・オアの大きな構想は、この総会で米国代表を務めた

米国農務省のノリス・ドッドの反対意見表明などによって丁重に棚上げされ、

終わってしまったのである102。 

 ボイド・オアの辞任103を受けてＦＡＯ事務局長は 1948 年にドッドに交代し、

翌 1949年のＦＡＯ理事会では、特に国際的な通貨の交換性に係る問題、すなわ

ちドル地域に食料の余剰が蓄積する一方で、弱い不換通貨国が必要な食料を十

分輸入できないという問題を背景として、輸出国から不足国への信用供与や余

剰の特別価格での売却などを内容とする「国際商品精算所（International 

Commodity Clearing House: ＩＣＣＨ）」の設立が提案された104。しかし、諸

政府はこの提案についても、先のボイド・オアの提案よりも実行可能なものと

は見ず、同年の第 5回ＦＡＯ総会で退けたのである。このとき、総会は通貨問

題によって生じる余剰について救済方法がないことを明らかにし、その他の原

因によるものについては廃棄されたＩＴＯ（International Trade Organization）

の制度的遺物であるＩＣＣＩＣＡ（Interim Coordinating Committee for 

International Commodity Arrangements）を更に強力に利用すべきことを勧

告した。そしてこのとき総会は、国際収支の困難から生じる農産物余剰状態に

対して勧告するため、理事会の下に商品問題委員会（Committee on 

Commodity Problems: ＣＣＰ）を設立した105。その機能は、①供給不足国の

必要条件を検討してこれを余剰国に伝えること、②余剰国がこれを特別条件で

処分する提案を検討すること、③情報一般を検討し、望ましいとみられるとき

は国際行動を起こすことという、いわば「検討の場」との位置づけを与えられ、

この一年後には委員会の付託事項の国際収支問題のみという制約が除かれて、

                                            
98 Hambidge (1955) pp. 66-68。 
99 イエーツ（1959）p. 95。Hambidge (1955) p. 66。Walton (1985) p. 15。 
100 これは、後に 1974 年の世界食糧会議を契機に設立された「世界食糧理事会（WFC）」とは異なるも

のである。 
101 Phillips (1981) pp. 22-23。 
102 イエーツ（1959）pp. 95-99。Hambidge (1955) pp. 67-68。Walton (1985) pp. 15-17。 
103 ボイド・オアは自らの提案と行動が否定され、ＦＡＯの機能が助言や出版などに限定されようとして

いるのを見て辞任を決意し、その苦衷を「人々はパンを求めているのに、我々は彼らにパンフレットを

与える」との言葉で表わした（Saouma 1993, pp. 1-2）。 
104 Hambidge (1955) pp. 71-72。 
105 Phillips (1981) pp. 30-31。 
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全ての商品問題を検討する権限を有することとなった106。 

 1952年にＣＣＰは、ＦＡＯ総会の要求によって、飢饉に脅かされる諸国が使

用できる緊急食料備蓄を設ける可能性を検討し、国際機関が運営する備蓄や基

金など 3つの可能性を提示した。しかし、翌年のＦＡＯ総会はそれ以上の行動

を取ることに反対した。その後、1954年 2月にＦＡＯ事務局長は米国農務省出

身の農業技術者、カードンに交代し107、その下でＣＣＰは、米国がその保有す

る大量の農産物ストックの一部を特別条件で輸出しようとしたために 1954～

1955年に再び問題となった余剰処理問題に注力し、ワシントンに設置されたＣ

ＣＰの作業部会の作成になる「余剰処理原則」がＣＣＰ及びＦＡＯ総会によっ

て認められることとなった108。この原則は、余剰処理計画を実行する政府が、

その計画が生産及び国際貿易の通常の形態に有害な影響を引き起こさないよう

に保証するため注意すべき事項を規定しようとし、ＦＡＯ理事会は加盟国がこ

の原則に正式に従うよう勧告し、大多数の国はそれに従った。このことは偶然

にも、行動準則の受諾を得るについて有益な新しい技術、すなわち正式の政府

による批准に比べて面倒の少ない技術の実例を示すことになった109。 

 以上のように、食料の不足と余剰という厄介な問題についてＦＡＯは創立以

来の 10年、懸命に取り組んだように見えるのであるが、初代及び第 2代ＦＡＯ

事務局長の野心的な提案はことごとく退けられ、結局第 3代事務局長カードン

の下で「余剰処理原則」だけが強制力のない行動準則として、米国の食料援助

政策の開始と軌を一にして成立したのみであった。何故、このようにこの問題

についての収穫が少なかったのかという点については、「各国政府機関と国際的

な機関が並立することに伴うディレンマ」が指摘されている。つまり、多くの

政府が商業政策及び商品政策の点で行動の自由を束縛されるかもしれないよう

な国際的協約に慎重であることは不思議ではなく、特に最も統制を受ける産業

である農業について、諸国政府は農業社会の所得を保護し支持することに重大

な責任を負わされているため、この保護や支持の修正を要するかもしれない国

際的取極めに参加することが困難だったというのである110。ただし、後に見る

ように食料の需給問題について、国家や国際機構によるあらゆる規制を嫌う食

料関係の多国籍企業（穀物メジャーなど）の根強い考え方にかんがみれば、国

家の農業保護という要素と並んで、この多国籍食料資本の意向という要素も、

決して無視はできないであろう。 

 

                                            
106 イエーツ（1959）pp. 99-101。 
107 Phillips (1981) pp. 37-38。 
108 Walton (1985) pp. 18-19。 
109 イエーツ（1959）p. 102。 
110 イエーツ（1959）pp. 105-107。 



42 

 

3.2 情報事業 

 1943年のホット・スプリングス会議では国際的情報活動の規定に関する決議

は行われなかったが、その後の臨時委員会の検討を経て、同委員会の報告書「Ｆ

ＡＯの任務」ではＦＡＯがその基礎を置くところの科学について、「科学そのも

のは基本的に知識の蓄積であり、…国際機構が世界中の科学的知識の増進とそ

の人間活動への応用に関して、これを緊急に加速する時がやってきた。ＦＡＯ

は、食料及び農業というこの大きく重要な分野についてその役割を果たすべき

ものである」と強調している111。さらに 1945 年のケベックでのＦＡＯ創立総会

では、各国政府が行うべき情報活動について規定することに特別な注意が払わ

れた。この総会では「統計に関する委員会」が設けられ、栄養、食料、農村福

祉、農業生産、水産、林業、販売などの分野のさまざまな統計が具えるべき必

要条件が規定された。同時に栄養、農業、水産、林業など各々の専門分野の活

動に携わる委員会でも、当該分野における広範な技術刊行物を出すよう要請し

た112。 

 そして更にＦＡＯ事務局は、各人の資格や経験が詳細に記してある専門家の

リストを保存し、専門家達の会合を招集して情報の交換を行い、科学者・教育

者・学生などの交流について各国政府を援助し、講習用・研究用の専門的計画

を促進しなければならないとされた。各国政府はＦＡＯを、第一に記録機関で

あると考えていたし113、農業生産や食料の貿易、農林水産物の消費、さまざま

な技術的研究などについて、ＦＡＯが果たすべき情報面での役割を疑問視する

者はいなかった114。創立後の 10年、情報活動についてどのようなことがなされ

たのか、これを便宜的に 3つの部門、すなわち、①統計的・経済的活動、②技

術的・科学的情報活動、③アブストラクト・摘要・図書館活動に分けてみてい

く。 

 まず、統計的・経済的活動については、ＦＡＯは業務を始めるのが遅く、初

めの 2 年間は何も出されなかった115。しかしやがてＦＡＯにおいても統計部門

                                            
111 Hambidge (1955) pp. 58-59。 
112 例えば、「農業の技術委員会」の報告は、「ＦＡＯは食料及び農業の分野における技術やその他の情報

の国際的清算所の役割を果たすべきもので、ＦＡＯ刊行物中には、特定の地域又は広く世界的な諸問題

についての調査成果や重要な科学技術のサマリー等が含まれねばならない。またＦＡＯは食料や農業に

関する法規や政策についての世界中のサマリーを集め、各国が利用できるようにしなければならない。

また、解題文献集やアブストラクトなどを刊行したり、刊行できるように準備したりするとともに、要

求に応じて重要な記録類の写真複写やマイクロフィルムが提供利用できるようにしなければならない」

と規定している（イエーツ 1959、pp. 110-112）。 
113 イエーツ（1959）pp. 112-113。 
114 Saouma (1993) p. 2。 
115 その理由は主に、（i）戦時中から米国・英国において配給や救済計画のために作成されていた統計が

あり、戦後もその流れを汲むＩＥＦＣ（国際緊急食料理事会）などが統計を編集し各国の利用に供して

いたこと、（ii）ＦＡＯが戦前からある万国農事協会（International Institute of Agriculture: IIA）の

統計収集・刊行の伝統や方法を引き継ぐのに時間を要したこと115、そして（iii）ＦＡＯ憲章上規定さ

れている各国からの情報の定期報告が非常に煩雑であり、便法を編み出すのに時間を要したことであっ
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が整備され、また各国に対しても食料・農業に関する統計の技術援助116を行っ

たりする中で、次々と重要な資料が作成・提供されるようになった117。 

 次に、技術的・科学的情報活動については、そこに含まれる主題の範囲が著

しく広く、資料の形式も多種多様であるが、主題別の研究・報告書などの刊行

物のほかに、技術的会議の報告書、ＦＡＯ理事会や総会のために作成された資

料、他の諸機関に提出された文書などがあった118。さらに、刊行物のみならず

各種会議や研究部会なども重要な情報広布の手段であり、先進諸国から低開発

諸国までの行政官や研究者たちが、知識や経験を互いに交流することができた
119。 

 最後に、アブストラクト・摘要・図書館活動については、ＦＡＯがどのよう

な所に重点を置いて資料を整備すべきかについて多くの議論がなされた120。そ

して結局、ＦＡＯは他の機関によってなされ得ない分野においてのみ、この仕

事に入るべきと整理された。このような議論を経ながら、文献目録、ダイジェ

スト、技術的な定期刊行物・公報類がＦＡＯによって次々と刊行され、またロ

ーマの本部にはＦＡＯ職員と全世界の研究者に奉仕するための図書館も作られ、

運営されるようになった121。 

 このように、活動の開始が遅れ、また個々の課題ごとに克服すべき問題は存

在したものの、統計や科学技術の面での食料・農業に関する情報の整備・提供

については、ＦＡＯが行うべき活動であるとして加盟諸国の見解が概ね一致し、

またＦＡＯ自身もその期待に応えて順次情報活動の質を高めてきたと見ること

ができる122 。 

 

3.3 技術活動 

 農業に係わる科学的知識や技術的な方法の普及にＦＡＯを利用すべきだとい

う技術援助の構想は、ＦＡＯ創立の過程で順次具体化されていったように見え

る。1943年のホット・スプリングス会議では、ただ新しい構想に対して朧げな

                                                                                                                                
た（イエーツ 1959、pp. 113-115）。 

116 Phillips (1981) p. 123。 
117 それらの代表的なものとしては、1940年代の終わりごろから、農業生産や貿易に関する統計年鑑、統

計月報、商品広報及び年報、世界食糧農業事情（The State of Food and Agriculture）、ケベックで要請

された 1950年の「世界農業センサス」、さらに生産・貿易・価格・消費の各側面で 1年後あるいは 5年

後どのようなことが起こるか予測する「アウトルック報告書」などがあった(イエーツ 1959、pp. 

113-118)。 
118主題の例を挙げれば、世界の原種、米と米食、トウモロコシ、牛疫ワクチン、養魚と内水面漁業、農地

改革、農業開発、肥料、土壌保全等々さまざまで、年とともに新たな分野に拡大しながらその内容を充

実させていった。 
119 イエーツ（1959）pp. 118-123。 
120 例えばアブストラクトはその作成に多大の人手と資金を要することに加え、既に諸国のレベルでも行

っていたからである。 
121 イエーツ（1959）pp. 123-126。 
122 イエーツ（1959）pp. 126-128。 
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希望が示されているにすぎず、各国が国内で行うべきことにのみ触れ、ＦＡＯ

を通じて各国が何をなすべきかには触れていなかった123。 

 ところがこの機能は、ＦＡＯ憲章においては特別に、「各国政府が要請するこ

とあるべき技術援助を供与することもまた、ＦＡＯの機能たるべきものとする」

（第一条第三項(a)）124と記載された。この憲章が決められた 1945 年のケベッ

ク会議では、技術援助はこのように非常に異なる調子で位置づけがなされ125、

農業資材や機材に関する情報の提供、優良な農法の展示普及、土壌改善、灌漑、

畜産、作物改善、信用制度、協同組織など、ＦＡＯが各国国民に与えるべき技

術援助の性格が詳細に打ち出された126。 

 これは、既にその当時において各国政府がＦＡＯに対し、広範な問題に亘っ

て技術援助の供与を期待していたことを示している。それは特に低開発諸国に

向けた援助であり、また「急速に膨張する世界人口」に関連した援助であった。

現に、ケベック会議である国の代表は、「戦闘は終わったが、今、貧困や飢饉と

戦う技術者、農学者、科学者そして労働者の新しい軍隊が出現してきた」と述

べ、ＦＡＯの技術活動への期待を表現している127。ＦＡＯの初代事務局長であ

ったボイド・オアは、ＦＡＯ最初の主要刊行物となった『世界食料調査』（1946）

で「問題の核心」が何処にあるかについて端的に説明している。それはすなわ

ち、先進国に極端に偏った食料の生産を、低開発国における農業の科学技術応

用による改善（低労働力・大量生産）を通じて是正することによって、低開発

国の食料需要も満たされるし、農業生産のための資材・機材への需要も膨大に

なるということであった。しかしこのような資本や技術（知識や用具）につい

て大きな投資をしつつこれらを多くの人類の駆使に任せることは大きな勇気と

洞察がいるので、農業及び工業開発のための強い協力的な方策が必要とされる

                                            
123 同会議における技術援助の取り扱いは「自然科学は国際協力にとって効果の多い部門である。…共同

計画とか情報資料、人員の交換も各国が農業活動を拡大する…ような風に行い得るし、また行うべきで

ある。」とされていた（イエーツ 1959、pp. 129-131）。 
124 憲章第 1 条３の原文（英文）は次のとおり。3. It shall also be the function of the Organization: (a) to 

furnish such technical assistance as governments may request; （以下略）（ＦＡＯ 2013, p. 3） 
125この背景には、科学の応用によって農業は恐らく一世紀以内には革命化され得るとの、米国国民及び政

府の抱いていた特別の信念が、十分に表明されまた強力な支持を得たことがある（イエーツ 1959、p. 

131）。 
126 A 委員会の報告（導論）には次のように記載されている。「栄養におけると同様、農業には低開発国、

特に人口稠密な諸国において最も緊急な問題が若干ある。ＦＡＯは種子、肥料、農薬、機械、手動器具

に関する情報を与え、農民に勧告し、優良な方法を展示する普及事業を発達させるように援助して、こ

れら諸国の直接的必要に奉仕しうる。同様に重大ではあるが、発展に長期間を必要とするものに土壌改

善の事業計画－急速に膨張する世界人口に食料を提供するために非常に重要である－、灌漑、畜産、作

物の改善、信用制度及び共同組織がある。」（イエーツ 1959、pp. 131-132） 
127 ケベック会議の報告書に記載されたピアソン議長から加盟諸国に宛てたレターによれば、この原文（英

文）は次のとおり。“The armed forces have ceased to fight; but now a new army is appearing, an 

army of technicians, agriculturalists, scientists , laborers, which is commencing a fight against 

poverty, a fight against famine, uncertainty, and evil”（ＦＡＯ 1945, Report of the Conference of Ｆ

ＡＯ） 
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ことを述べている128。前述のように、ボイド・オア事務局長は「不足と余剰」

に関わる経済・金融問題のその精力の大半を注いだのであるが、この「問題の

核心」で彼は、金融と技術によって後進国を援助する責任を先進国が負うこと、

農業開発と同様に工業開発にも力を入れること、財とサービスに対する世界的

需要を増大させることによって開発投資の利潤を上げることなどを仄めかして

おり、技術活動は最初からＦＡＯの構造の中に組み込まれることが予定されて

いたことが分かる129。 

ＦＡＯの初期の技術活動の例としては、技術援助計画のための調査団の派遣、

穀物貯蔵の事業、小麦と稲の原種カタログ作成、連合国救済復興機関（United 

Nations Relief and Rehabilitation Administration: ＵＮＲＲＡ）の農業関係

の未完の復興計画のＦＡＯへの引渡し（1947）、政府間の米穀研究グループの設

置、戦争で中断していた研究機関に対する技術的出版物の配布、センサス統計

員の養成、食料バランスシートの作成、栄養のトレーニング・コースの開催、

世界保健機関（ＷＨＯ）と協力しての常設のＦＡＯ／ＷＨＯ共同専門家委員会

の設置（後にＦＡＯ／ＷＨＯ合同食品規格委員会）などがある130。 

1949年までに、技術活動は総会に対する事務局長報告（「ＦＡＯの事業」）の

3 分の 2 を占めるほどに成長したが、その一方で援助要請の急激な増加をうけ

てＦＡＯは財政的な窮屈さを感ずるようになっていた。技術援助に関わる戦後

の国際的な財源の設立は、1949年の米国トルーマン大統領の「ポイント・フォ

ア」演説131に沿って、米国の国連代表が技術援助資金について提案し、拡大技

術援助計画（Expanded Technical Assistance Program: ＥＴＡＰ）が始めら

れたことを嚆矢とする。1950年には拠出金も集まり始めてＥＣＯＳＯＣを通じ

                                            
128 ボイド・オアの当該書における記述の要点は、次のようである。「問題の核心とは個々人の生産性を向

上させることである。…食料の生産は先進国が貧窮国よりも 10 倍も多い。世界に供給する食料は、も

っと労働力を減らしてもっと大量に生産できる、との結論は必ず成り立つ。…食料以外の財貨やサービ

スを生み出すのに、近代科学や技術を応用して、人間の熟練を利用する機会は非常に大きい。その機会

を発展させれば、土地に踏みとどまる人々にも同時にその能率を何倍にもする機会は開かれる。…その

目的のためには、資本と技術との両方の大きな投資が必要である。…低開発国における農業の改善は、

それ自体、もっと繁栄している農業人口の必要を賄う消費物資に対しても、また用具、機械、肥料、輸

送施設、加工施設及びその他の原料に対しても、膨大な需要を生ずるに至るであろう。…人口問題に真

剣に取り組んだ人々は多く、人口増加率を徹底的に阻止しなければ人類の多くは暗澹たる運命に陥ると

予言する。個々人が近代的科学知識と近代的技術の用具とを駆使してその生産を高めることにこそ、問

題の根本的解決が存在するのだ、とはここに繰り返す価値があろう。…この知識や子の用具を、未だか

つてその経験のない何百何千万の人類の駆使に任せるということは、どうみても最大の勇気と洞察とを

必要とする。…中途半端なやり方は何の役にもたたない。…工業及び農業開発のための強い協力的な方

策を打ち立て実施する場合にわだかまる諸問題は極めて巨大なものであるが、それは解決しなければな

らない。さもなければ世界は、普遍的な生活水準の後退かその問題を強行せんとする戦争と革命に将来

直面する。」（イエーツ 1959、pp. 132-135） 
129 イエーツ（1959）pp. 135-136。 
130 イエーツ（1959）pp. 136-139。 
131 トルーマンはこの演説で、「世界の低開発地域の人々の経済的努力を成功させるのに不可欠なことは、

海外からの援助であり、これなしには幾億幾千万の人々の赤貧と経済的機会の欠如への挑戦という大事

業における彼らの役割を始めることができないであろう」と述べた（イエーツ 1959 p. 132）。 
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て割り当れてられ、その 29％強がＦＡＯに与えられた。かくしてＦＡＯの財源

は一挙に 2倍となり、加盟国への派遣専門家の増員が履行されたのであった。

ＥＴＡＰ基金のＦＡＯ経費はその後も膨んでいった132。 

 この時期の個々の技術援助プロジェクトの実例は、ハンビッジの『ＦＡＯの

話（The Story of FAO）』に詳しいが、創立されたばかりのＦＡＯは連合国の

救済復興機関であるＵＮＲＲＡとの多くの共同事業を通じて中国、アフリカ、

東欧諸国、東南アジア、南米などでの貴重な技術協力の経験を積んでいった133。

当時の技術援助要請の大部分は農業生産に関するものであり134、ＦＡＯの援助

経費は加速度的に増加し、適当な専門家又は資金が手当てできないために多く

の援助要請を断る状況となった135。技術援助の内容の典型は、専門家の派遣に

加え、先進国における研究機会を与えるフェローシップや、単一または複数の

国を対象としたトレーニング・センターの設置を有機的に組み合わせたもので

あった。また、技術援助に分類可能なものの中には、地域の事業計画の立案や、

アウトルックなどの会議もあった136。 

 このほかにもＦＡＯの技術活動では、ＥＴＡＰと他の専門機関との共同事業

活動137、先進国が行う二国間の事業の補足138などが行われている。このように

多くの機関が同時に関係している場合でも、これら機関は常に連絡をとって互

いにその活動を補足し合う場合が極めて多かった。 

 以上のように、ＦＡＯは技術活動について、当時幾種類もの活動の芽を作り

出したが、そのうちすぐに成果を出したものは少なく、技術援助の効果あるい

は得られた利益がどの程度のものかは、当時未だ不明であった139。ＦＡＯによ

る技術援助は、1955 年までの 10 年間の経験で多くの課題が明らかになった。

諸国政府の要請の調整における短期のプログラムと長期のプログラムのバラン

                                            
132 イエーツ（1959）pp. 139-145。 
133 Hambidge (1955) pp. 73-78。 
134 当時のＦＡＯのＥＴＡＰ資金のうち 60％が農業生産分野に費やされていた（イエーツ 1959、p. 152）。 
135 イエーツ（1959）pp. 144-145。 
136 イエーツ（1959）pp. 146-156。 
137 例えば、ＦＡＯは、ＷＨＯとの共催で栄養講座を開き、ＩＬＯと共同して協同組合の指導者訓練にミ

ッションを派遣し、ＵＮＩＣＥＦと協力して牛乳加工・殺菌施設を運営するための専門家を供給した（イ

エーツ 1959、p. 156）。 
138 例えば米国国際協力局（ＩＣＡ）はイランに対して大規模灌漑計画の財政援助を与えていたが、ＦＡ

Ｏはこれに対して水利・作物の専門家を派遣した（イエーツ 1959、p. 157）。 
139 ＦＡＯの第 2代事務局長であるノリス・ドッドはＦＡＯを去る直前に、「達成した成果を測定すること

より、現在進行中の仕事を書き記すことの方がやさしいのが常である。・・・総会の…目的は、やたら

と決議を採択したり、次々と勧告をまとめあげたりすることよりも、個々の国でなしとげられた進歩の

事例を振り返ることによって、より効果的に達成されるであろう。隣の畑に出来のよい穀物を見、隣の

庭に丈夫で多産な家畜を見る農民は、そういう実例によって自分のやり方を改善しようという刺戟を強

く受けるものであって、それは到底、議論のやりとりやレポート、パンフレットその他の印刷物から受

ける刺戟の比ではない。それと同様に、隣国が享有している技術援助の利益を認識している国家は自国

の将来の事業計画を作成し、ＦＡＯが、そのような計画を実現にうつすに当たって常に提供する用意の

ある援助と勧告を、求めたいと考えるであろう。」と述べている（イエーツ 1959、pp. 158-159）。 
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ス、国別のバランス、技術分野相互間のバランス、科学技術的なものと経済社

会的なものとのバランス、国際機関によって各国ごとに有効に与えられる技術

援助の量、計画の運営の改善などであったという140。 

 

 

４．ＦＡＯにおける途上国の台頭：食料援助と緑の革命（1956～1975） 

 この時期の世界農業の特徴としては、1954 年に米国の本格的な途上国向け食

料援助が始まったこと、これに伴い「選択的拡大」の標語の下に食料生産にお

ける国際分業を正当化したともいえる「国際農業調整」推進されたこと、さら

に 1960 年代を中心に世界的な近代農業技術の普及を行う「緑の革命」が進展

したことが挙げられる。 

 ＦＡＯにおいては、増加する開発途上諸国の数の力を背景に初めての開発途

上国出身の事務局長が誕生し、その運営方針を巡って先進国と開発途上諸国の

間の綱引きが激しくなっていった。 

 

4.1 センの挑戦：途上国出身事務局長の現場指向（1956－1967（インド）） 

 第 3 代のＦＡＯ事務局長カードンは、病気のため 1956 年 4 月に辞任した141。

変化の風は、開発途上国出身の初めての事務局長がこの年に選出された時に吹

き始めた。彼は、著名なインド人、ビネイ・ランジャン・セン博士で、政治的

な職務に携わるようになる前は、危機に際してのインドでの緊急援助とその供

給オペレーションに携わっていた。そのような背景を持つ彼は、ＦＡＯにおい

て 3つの大きな仕事を行い、少なくともこの時点ではＦＡＯの方向性を定めた

といえるであろう142。 

 その第一は、1959 年の「飢餓解放キャンペーン（Freedom from Hunger 

Campaign）」の開始であった143。これは人々の自覚を促し人々の参加の下に具

体的な行動を喚起するためにＦＡＯが自律的に行った最初の取組であった。

1963年の食料事情の悪化の時、このキャンペーン自体は十分な対応を喚起する

ことができなかったのであるが、しかしこれを契機に通常予算の外側で、信託

基金（trust funds）による現場での活動を可能とすることができたのである144。

彼はまた 1963年に米国のワシントンＤＣで最初の「世界食糧大会（World Food 

                                            
140 イエーツ（1959）pp. 159-163。 
141 Phillips (1981) p. 38。 
142 Saouma (1993) pp. 5-6. 
143 Phillips (1981) p. 38。Walton (1985) p. 127。 
144 これは「一人の空腹はあらゆる人々の空腹」という言葉に表わされる集団的自覚をもたらし、ＮＧＯ

の役割を認め、開発における人間のファクターの重要性を知らしめるものであった（Saouma 1993、 p. 

5）。 
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Congress）」を開催145し、また、「人類を飢餓から解放する（humanity’s freedom 

from hunger）」という理念を掲げ、これが最終的にＦＡＯ憲章の前文に取り入

れられた146事においても、多大な貢献をなしたといえよう。 

 第二に、彼はＦＡＯの組織の脱中央化（decentralization）を推進した147。こ

れにはＦＡＯの地域総会を開催すること、ＦＡＯの地域事務所を設立してＦＡ

Ｏから高いレベルの地域代表を派遣し、地域の問題や経験を比較し、議論し、

その結果としての勧告を共有することを可能にしたことが含まれている。 

 そして第三に、セン事務局長は 1961年に世界食糧計画（ＷＦＰ）の設立を決

定する上で先導的な役割を果たした148。このことについては後に事例として詳

述するが、この設立は、当時問題になっていた世界的な食料余剰を、緊急援助

のみならず、開発の目的に対しても活用することを可能とするとの性格を持つ

ものであった。 

 このように、セン事務局長の考えは、ＦＡＯの創立者達の持っていた考え、

つまりＦＡＯは要請を受けて栄養あるいは農業の未開発という問題に積極的に

関与すべきであるとの考えに、新たな勢いを与えることとなった。実際、この

時代にＦＡＯは、開発途上諸国の現場に新たな農業技術や農業開発の仕組みを

導入する、重要な仕事を行っている。いくつかの例を挙げれば、1957 年に 79

か国が参加して開始された世界種子キャンペーン149、そしていずれも 1950～

1960年代にかけて行われた、水資源の大規模な開発のための諸調査150、途上国

に適した農業機械化の在り方の検討151および世界各地域に次々と作られた地域

的植物保護組織の設立や農薬・植物防疫の普及152などがある。これらの活動は、

この時代に目覚ましい世界的展開を見せた、いわゆる「緑の革命」の推進にも

大いに貢献した。 

 このような現場の開発に対するＦＡＯの指向は、1965年にはじめてＦＡＯ加

盟国の過半数を開発途上諸国が占めるという情勢変化も受けて、新たな多数派

から大幅な予算の増額153がセン事務局長に与えられることにもつながった。そ

して同時にこのことが、ＦＡＯにおいて北と南の諸国の間の深刻な対立を招く、

最初の兆候ともなった154。 

                                            
145 Phillips (1981) p. 38。Walton (1985) pp. 127-129。 
146 ＦＡＯ (2013) p. 3. 
147 Saouma (1993) p. 6。 
148 Saouma (1993) p. 6、Walton (1985) pp. 19-20。 
149 Walton (1985) p. 38。 
150 Walton (1985) p. 35。 
151 Walton (1985) p. 40。 
152 Walton (1985) pp. 41-44。 
153 1956/1957 年予算から 1966/1967 年予算にかけて、予算総額は 4 倍と大幅に増加した（Saouma 1993, 

p. 6）。 
154 Saouma (1993) p. 6。 
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4.2 ボーマによる技術特化と現場遊離への反転（1968－1975（オランダ）） 

 1968年にオランダ人のアデク・Ｈ・ボーマが事務局長に就任したことで、Ｆ

ＡＯの路線は大きく転換された。彼は農業経済学の専門家で、自国において農

業省などの要職を歴任した後、欧州の地域事務所長としてＦＡＯ入りし、後に

ローマ本部の経済担当課長や計画・財政担当局長を経て、1962年に世界食糧計

画（World Food Programme: ＷＦＰ）の初代事務局長に就任している155。ボ

ーマは開発途上国の諸問題に直接の経験を持たなかったが、食料援助の活動を

行ったことを契機に、食料・農業生産の増大の必要性を強く認識するようにな

ったという。当時、開発途上諸国における農業生産は年率 4％で増加する必要

があるとされたが、技術の進歩によって「緑の革命」が現出しており、ボーマ

事務局長は技術に関して楽観的で、環境や社会への悪影響なしで十分な量の食

料生産を達成することは可能と考えていた。このため、現場指向のセン事務局

長の時代とは打って変わって、ボーマ事務局長の重点政策は研究と新技術の普

及に置かれ、ＦＡＯの仕事は技術的調査研究の分野に整理統合されていった156。 

 ボーマは確かに、国際農業調整や食料安全保障の推進に熱心に取り組んだ。

「国際農業調整」の概念は、1969年のＦＡＯ総会の開会挨拶でボーマにより提

示されたものである157。その中心的な考え方は、豊かな国も貧しい国も、その

生産や計画の野心を国際貿易の現実に合わせるべきというものであり、このよ

うなラインでの 6年間の検討の末、1975年のＦＡＯ総会において「国際農業調

整ガイドライン」が策定された。これは当初、貿易の文脈のみのものであった

が、後に世界的に望ましいと考えられる農業政策全般に関わるものにまで拡大

された158。 

 また、「食料安全保障」の取り組みは、1972 年に発生した世界各地での不作

とソ連の大量輸入による穀物パニックが起こり、世界的な食料危機が発生した

ことによって喚起されたものである。1950年代以来それまでは、北米に大量の

穀物在庫があるのがいわば世界的な了解事項になっていたので、この不足のシ

ョックは大きく、ＦＡＯも国際的肥料供給スキーム159を作るなどの食料安全保

障への取り組みを行った。中でも 1974年に開催された世界食糧会議については、

その技術的な準備作業はほとんどがＦＡＯによって行われた。1974年に再び起

こった不作のさなかで開催されたこの会議の中で、ボーマは世界的食料供給に

                                            
155 Phillips (1981) pp. 38-39。 
156 Saouma (1993) pp. 6-7。 
157 Walton (1985) p. 21。 
158 このガイドラインは、1983 年のＦＡＯ総会で改定されている（Walton 1985, p. 21）。 
159 Walton (1985) pp. 37-38。 
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関する緊急会議を行い、食料輸出国と輸入国の橋渡しを試みた160。世界はこの

ような食料不足がその後も長く続くことを懸念し（実際には起こらなかった）、

1960年代に既に食料自給に近くなっていたアジア諸国以外の諸国でも、食料危

機の教訓を生かして自給政策へと舵を切る国が多かった。この一連の展開の中

で、ＦＡＯは 1973年から世界的な食料安全保障を達成するための国際的行動に

ついての検討を始め、1974年に「世界食料保障のための国際的取極め」161を作

成し、同年の世界食糧会議もこれをエンドースしたのである162。 

 しかし、ボーマのこれらの取り組みも、ＦＡＯにおける国際的な会議の中で

ガイドラインを取り決め、その順守を加盟各国に慫慂するというもの163であり、

実施機関としてのＦＡＯが各国とともに行動するという内容からは大きくかけ

離れているといえよう。実際、比較的中立の立場で書かれたと思われるウォル

トンのＦＡＯ 40 年史をみても、途上国の農業生産の増大や農業インフラの整

備といった内容の取り組みはボーマの時代にはほとんど見当たらず164、反面、

農業研究に関する事項は、各国の農業研究能力向上のための支援の強化165、フ

ォード財団やロックフェラー財団の資金提供による国際農業研究協議グループ

（ＣＧＩＡＲ）の形成への側面支援166、国際植物遺伝資源委員会（ＩＢＰＧＲ）

の設立167など、盛んに行われている。 

 このような傾向をみると、後にサウマ事務局長が前任のボーマ事務局長の政

策を、「研究には役立っても実践には役立たない」と酷評168したのは言い過ぎで

あるにしても、ボーマの時代のＦＡＯが極めて技術研究指向の学術的色彩に転

換していたことは間違いないであろう。 

 以上みてきたように、セン事務局長の時代とボーマ事務局長の時代は、それ

                                            
160 その結果、世界的な穀物供給は十分にあるがそれを不足国が買うための資金がないことが問題である

と明らかになり、結局これはその後、食料援助と商業的買付の拡大で解決されることとなった（Walton 

1985, p. 22）。 
161 当時の邦訳資料では、food security を「食料保障」と訳しているので、現在普通に使われている「食

料安全保障」とは異なるが、ここではあえて当時の訳語のままとした（国際食糧農業協会 1975、pp. 

100-101）。 
162 Walton (1985) pp. 21-24。 
163 国際農業調整や食料安全保障のほかにも同様のものとして、農地改革に関する特別委員会報告（1971）、

農業教育・訓練世界会議（1970）及び国連人間環境会議（1972）への参加がある（Walton 1985, p. 82, 

p. 88, p. 95）。 
164 Walton (1985) pp. 35-36。 
165 Walton (1985) p. 47。 
166 Walton (1985) p. 47。 
167 Walton (1985) p. 48。 
168 サウマが自らの前任者に下した評価は、「マスタープラン作りや数理経済学研究といった仕事を優先し

た。しかし、いかにこれらを素晴らしく作ったにせよ、せいぜい大学の研究者の役に立つものに過ぎず、

実践家の役には立たない」というものであった。またサウマは同時に、フィールドにおける効果的なプ

レゼンスのための地域事務所の役割も徐々に縮小し、地域事務所はさながらミニＦＡＯのように各々が

勝手に活動するようになって、これでは「脱中央化」ではなく衛星組織を沢山持つ「封建制度」のよう

だと嘆いている（Saouma 1993、p. 7）。 
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ぞれ逆の方向に激しく揺れ動く、ＦＡＯの激動の 20年だったと評価することが

出来よう。セン事務局長は米国主導で創立され、その後より大きな国連組織に

取り込まれようとするＦＡＯを、自立し、開発途上国のための具体的なサービ

スを提供しうる組織に変えようとする努力をしたと考えられるのに対し、ボー

マ事務局長は逆に、ＦＡＯをいわば「知識の殿堂」に戻し、政治的な動きや途

上国の現場への影響力を抑制するような運営を図ったと見受けられるのである。

そしてＦＡＯは、このボーマ事務局長の任期の最後に、世界的な食料危機とこ

れを受けた世界食糧会議という、激動の嵐に巻き込まれることになった。 

 

 

５．食料危機と世界食糧会議（1972～1975） 

 1970 年代前半は、食料・農業をめぐる戦後の歴史の中で特異かつ画期的な時

期であったと言えよう。1972 年に発生した世界的な食料危機は、ソ連による米

国穀物の突然の大量買い付けを契機に始まり、世界中の人々の生活に多大の影

響を与えた。またこの衝撃は各国の食料・農業政策を変え169、また食料危機対

応のために開催された世界食糧会議を通じてＦＡＯを含む国際的な体制を変化

させた。さらにこの危機と東西の緊張緩和（デタント）を契機として穀物の世

界市場は大きく拡大し、食料・農業をめぐる国際的なレジームも変質していっ

たのである。 

 ここではこの激動の時期に、ＦＡＯ及び米国などの関係諸国がどのように行

動し、ＦＡＯに関連してどのような変化が生まれたのかについて概観する。 

 

5.1 食料危機の発生と世界食糧会議の準備 

 世界的な食料危機は 1972年、世界のいくつかの産地で同時に発生した穀物の

不作が引き金となって起こった。食料輸入のニーズはソ連をはじめとして急拡

大し、それまで当然視されていた北米の余剰穀物は瞬く間に消え去り、穀物買

いのパニックは世界的な穀物価格を 3倍以上に、肥料価格を 4倍以上に押し上

げた。購買力の低い貧しい食料輸入国は必要な食料の供給を確保することが難

しくなり、世界は大規模な食料危機に陥った170。翌 1973年は世界的な豊作であ

ったが引き続き堅調な貿易需要によって在庫水準は回復せず、1974年には天候

不順によって国際需給は一層引き締まり、インド、バングラデシュ、サハラ砂

漠周辺諸国などでは「石油危機」の追い打ちから外貨準備も底をついて、飢餓

が迫り、人道食料援助や食料増産が焦眉の急となった171。 

                                            
169 食料価格の突然の高騰で甚大な影響を受けた食料輸入諸国や開発途上諸国では、自国での食料の増産、

食料の備蓄、食料輸入先の多角化など、将来の食料危機に予め備えて自衛する動きが多々見られている。 
170 Walton (1985) p. 21。 
171 国際食糧農業協会（1975）p. 3。 
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 世界食糧会議(World Food Conference)は、1974年 11月に国連主催の第 4番

目172の世界規模の国際会議として開催された。これは 1972年の食料危機が契機

となったものであり、ローマにおける会議には 133か国、2000人余が参加した
173。この会議には 2 つの面、すなわち危機対応とより長期的な世界的食料問題

対応があって、その議論は重要かつ複雑な性格を有するものとなった174。 

 この会議の開催は、米国のキッシンジャー国務長官によって提唱され、国連

総会の決議175に依っている。その目的は「十分な食料供給を維持するために国

際社会のすべての資源を動員する」ためであり、このことに関しては、あるＦ

ＡＯの課長は秘密の内部政策メモで、それまで 25年のＦＡＯの歴史の中で、備

蓄であれ援助であれ食料に関する国際的な管理には米国は常に反対し挫折させ

てきたことに言及しつつ、この会議の提案が米国国務長官から出たことに驚き

と期待を記している176。 

 世界食糧会議の準備委員会は、1974年に 3回（2月、6月、9～10月）行われ

た。第 1回では本会議の開催日や準備会議の議事日程・提出文書が検討され、

第 2回では暫定的議題、手続き規則、会議の運営組織や食料情勢に関する評価

報告書が検討され、第 3回では世界食料情勢の評価の改訂版、本会議で予想さ

れる提案についてのヒアリングや事務局文書（提案）についての討議が行われ

た177。そして、これらの準備過程における主導権は米国が握りつつ、技術的準

備のほとんどはＦＡＯにおいて行われたのである178。 

 このように、米国の提案になる世界食糧会議の開催についての受け取り方は

複雑な様相を示していた。この会議の後、先進国の仲間入りをしていた日本を

含めて先進諸国はおおむね肯定的な評価179をした反面、1976年にＦＡＯ事務局

長となったサウマは、彼の開発途上国の立場からの見方を示している。すなわ

ち当時、食料危機を受けてＦＡＯに対する見方は分かれており、先進諸国はＦ

ＡＯの無能力に対する不信感を強めていた一方、開発途上諸国はＦＡＯに対す

る落胆と愛着、つまりＦＡＯが象牙の塔に籠って現場の自分たちのニーズに対

                                            
172 第 3 番目までの国際会議は、第 3 次海洋法会議（1973－）、国連資源特別総会（1974）及び世界人口

会議（1974）であった（国際食糧農業協会 1975、p. 1）。 
173 国際食糧農業協会（1975）p. 1。 
174 Weiss ら(1976) p. 9。 
175 UN General Assembly Resolution 3180 (XXVIII) on 17 December 1973 （Weiss and Jordan 1976, p. 

12） 
176 Weiss ら (1976) p. 11。 
177 国際食糧農業協会（1975）pp. 10-14。 
178 Walton (1985) p. 21。 
179 日本の首席代表を務めた倉石農林大臣は会議後の出版物の序の中で、「会議提唱者であるキッシンジャ

ーの演説は、…輸出国及び開発途上国における増産、食料援助、備蓄等の問題を中心に詳細かつ包括的

な提案を行い、会議提唱国として積極的姿勢を示したのが印象的」、「今回の会議が成功したのは、世界

最大の食料供給国である米国が積極的かつ柔軟な態度で臨んだこと、我が国を含め他の先進国も協力的

態度であったこと、開発途上国が最終的には具体的かつ現実的な解決を望むという態度で臨んだこと等

による」と述べている（国際食糧農業協会 1975、pp. 4-5）。 
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応していなかったことと、やはり自分たちはＦＡＯを必要としているとの感情

を有していたという。そしてこのような中で、ＦＡＯは二つの相矛盾する対応

をしたという。それは、一つには世界食糧会議の提案を歓迎しつつ受け入れた

こと、二つには 1975年予算の大幅な増額を票決して、本部ポストの大幅増設と

地域事務所の予算倍増に踏み切ったことであった180。 

 世界食糧会議の開催提案とその準備過程については、以上のように各国の極

めて複雑な思惑が混じり、しかもＦＡＯの取り扱いについては不可解な点が多

い。そもそも米国が中心となって創立し、食料及び農業についての第一の国際

機構であるはずのＦＡＯが、世界的な食料危機の発生という事態において主導

的に活動できず、米国がＦＡＯではなく国連の場での世界的な会議の開催を提

案したこと自体に、ＦＡＯをめぐる世界の潮流の大きな変化が感じられるので

ある181。 

 

5.2 世界食糧会議の開催とその「成果」 

 世界食糧会議は、ＦＡＯという国際機構の議論の場があるにもかかわらず、

国連によって招集された閣僚レベルの世界会議で、参加国は 133を数えた。開

催地はローマだったが、国連はこの会議をＦＡＯとは別個に開催するという決

定をした。ＦＡＯは会議開催の助力をしたが、この会議自体については何の責

任も持たないという立場に置かれた182。日本の首席代表として参加した倉石農

林大臣（当時）はこの会議について、「世界のすべての国が参加したといっても

過言ではなく、…ほとんど農業または開発担当大臣が首席代表となって参加し

ており、「世界農林大臣会議」の感さえ」あったと回顧している183。 

開会演説においてワルトハイム国連事務総長は、「本会議に課せられた仕事は、

今やわれわれの文明の存続そのものにとって決定的であるといっても過言では

ない」ことを強調し、会議提唱者として演説したキッシンジャー米国国務長官

は「これまで燃料、食料及び原材料の余剰が神の恵みというより重荷とさえ考

えられていた時代は終わり、今や人類の基本的需要を満たすことができるか否

                                            
180 Saouma (1993)、pp. 7-8 
181 サウマはこの点について、「大規模で長期の干ばつを契機として非常に深刻な食料危機が起こった。そ

こで国際社会は本来ならば、ＦＡＯをリーダーとしてこれと戦い、また将来の再発防止策を練って然る

べきであった。ところが 1973年に国連は、もう 30年近くもこの問題に関わってきたＦＡＯがあたかも

存在すらしていないかのように、食料に係る全般的な問題を検討する世界会議の開催を大急ぎで決定し

てしまった」と述べ、さらに、「世界食糧会議の準備は数か月の期間で大急ぎに、しかし整然と進めら

れ、そして会議のために用意された諸提案は、単にＦＡＯの活動領域に「不法侵入（trespassing）」す

るに留まらず、この会議の性格があたかも、最初から（ab ovo）既存の機関を完全に置き換える「世界

食糧機関（world food organization）」の創設を目的とするもののようであった。このときのＦＡＯは、

死文化機関（a dead letter）と見なされていた」、「ＦＡＯはかくして、完全に辺境に追いやられ格下げ

された自らを見出すことになった」と述べている（Saouma 1993、p. 8）。 
182 Phillips (1981) p. 75。 
183 国際食糧農業協会（1975）p. 4。 
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かが問題となっている」としつつ、詳細かつ包括的な提案を行った184。その具

体的な提案内容は、農業が自給から技術産業となり、かつ多くの国民の生命が

少数国の食料輸出にかかっていることから、①生産増大のための輸出国グルー

プ会合の開催、②途上国の生産増大のための援助増大と投資効率化、③食料援

助量の増大と産油国資金の食料援助への振り向け、④ＷＨＯとＦＡＯ等による

栄養改善監視システムの設立、⑤通常在庫＋6000万トンを目指した主要国間の

在庫保有協定の交渉であった185。また米国のバッツ農務長官は、食料増産のイ

ンセンティブ付与、食料援助、食料備蓄、食料確保のための情報整備を訴えた186。

日本の倉石農林大臣は、食料はすべての人の生存の基礎であり平和と繁栄のた

めの基本的条件であるとしつつ、世界の食料の増産と一時的な食料不足への備

えのための国際協力を主張した187。 

 会議は 11月 5日に開会し、11月 16日まで行われた。討議は、総会における

一般的討議と、3 つの委員会に分かれた実質的討議（議題９：国家的及び国際

的行動計画）188が行われた。各委員会における討議の概要は、次のとおりであ

った。 

 第 1委員会では、先進国の食料増産は開発途上国の輸出等に影響を与えない

形とすべきこと、国際的肥料計画（特に途上国での肥料プラント建設など）の

必要性とＦＡＯの既存の肥料供給スキームの拡大検討189、産油国代表からの国

際農業開発基金（ＩＦＡＤ）190の設立提案の合意などが行われた191。第 2 委員

会では、日本提案になる世界食料情報システムの設置、「世界食料保障に関する

国際的取極め」、備蓄については各国が任意に行う備蓄への全般的支持があり、

さらに米国が主要輸出入国による国別備蓄義務量の交渉開始を提案したが結局

各国による検討、食料援助については安定的な食料援助が各国の増産に悪影響

を与えないこと及び援助量（1000万トン）の合意、さらにフォローアップにつ

                                            
184 国際食糧農業協会（1975）p. 4。 
185 国際食糧農業協会（1975）p. 23。 
186 国際食糧農業協会（1975）p. 23。 
187 倉石農林大臣の発言要旨は、「第一は食料増産の問題であり、先進国、開発途上国を問わず、それぞれ

の国の自ら置かれている社会的経済的条件を踏まえつつ、その生産能力もできる限り発揮することが必

要である。特に緊要度の高い開発途上国の生産増強のためには、その自助努力が第一義的に必要であり、

このような努力とあわせて、援助能力を有する国による技術的、資金的援助が必要である。第二は、一

時的食料不足に対処する、いわゆる食料保障の問題であり、情報整備、備蓄、食料援助についての国際

協力が必要である。とくに、我が国は、「情報なくして食料保障なし」という観点から、世界食料情報

システムの確立を提唱する」というものであった（国際食糧農業協会 1975、pp. 4-5）。 
188 第 1 委員会では開発途上国の食料増産対策、先進国における食料増産対策、消費パターン改善のため

の政策と計画が、第 2 委員会では早期警報及び食料情報システム、国家的・国際的在庫保持政策、緊急

救済と食料援助の取り決めの改善、フォローアップが、第 3 委員会では食料に関連する国際貿易及び調

整が、それぞれ議題とされた（国際食糧農業協会 1975、p. 20）。 
189 Weiss and Jordan (1976) pp. 58-59。 
190 International Fund for Agricultural Development＝IFAD 
191 国際食糧農業協会（1975）pp. 48-49。 
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いては国連総会の下に「世界食糧理事会（ＷＦＣ）」を設けることとＦＡＯに「食

料安全保障委員会（ＣＦＳ）」を設けること、及びＷＦＰに「食料援助委員会」

を設けることが合意され192、これら以外にもさまざまなフォローアップのメカ

ニズムが作られた193。更に第 3 委員会では、開発途上諸国がこの貿易及び国際

調整の分野が彼らの将来の農業開発にとって必須であり重要と主張したのに対

して、先進諸国を中心としてそもそも世界食糧会議よりはＧＡＴＴの方がこの

議論を行う適切な場であるとの大方の見方もあり194、結局妥協の形で、農産物

貿易の安定的拡大、投機の防止、開発途上国に対する貿易上の追加的利益の付

与、開発途上国の国際収支支援等を各国・各国際機関に要請するとの内容で合

意された195。 

上記のような経過を経て、世界食糧会議はさまざまな「成果」をもたらした。

国連事務総長はこの会議の閉幕に当たり、その成果を、①飢餓と栄養不良につ

いて広範な人々の興味と関心を呼び起こしたこと、②食料情勢の深刻さを認め

たこと、③三つの重要な面での調和ある行動の必要性、すなわち開発途上国に

おける食料増産、食料の消費・分配の改善及び食料安全保障制度の創設、④食

料増産のための国際農業開発基金の設立、⑤食料情報及び食料安全保障につい

ての決定、⑥毎年の食料援助量の勧告の 6つに総括した196。 

 

5.3 世界食糧会議の影響 

 上記のように、1974 年の世界食糧会議においてはさまざまな合意がなされ、

さまざまなメカニズムが創設された。未曾有の世界的な食料危機が引き金だっ

たものとはいえ、その「成果」のインパクトも非常に大きかった。現に、当時

のベテランＦＡＯ職員はこの会議の結果に驚嘆して、「30 年近い歴史の中でＦ

ＡＯから生まれた食料・農業に関する創造的なアイディアは余りに少なかった。

これに対して世界食糧会議は、たったの 14日間で少なくとも 14の新しい制度

的アイディアを打ち出した」と語ったという197。このような制度的アウトプッ

トの主要なものをみると、第１委員会からは「世界食料保障に関する国際的取

極め」、「国際的肥料計画」、及び「国際農業開発基金（ＩＦＡＤ）」、第 2委員会

からは「世界食料情報システムの設置」、「食料援助量に関する合意」、「国連総

                                            
192 国際食糧農業協会（1975）pp. 49-52。 
193 これらの他のフォローアップ・メカニズムとして合意されたものとしては、IFAD はその活動報告を

WFC に対して行うこと、ECOSOC は栄養政策の調整メカニズムを検討すること、優先的研究課題の提

案については CGIAR が主導して検討すること、関係国際機関によって協同農業信用計画を検討するこ

と、世銀・ＦＡＯ・UNDP は WFC に対する検討材料として途上国の食料生産と農業投資に関する協議

グループを作ることがあった（Weiss and Jordan 1976, p. 70。） 
194 Weiss and Jordan (1976) pp. 71-72。 
195 国際食糧農業協会（1975）pp. 47-54。 
196 国際食糧農業協会（1975）pp. 56-57。Phillips (1981) p. 75。Saouma (1993), pp. 8-9。 
197 Weiss ら (1976) p. 70。 
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会の下に世界食糧理事会（ＷＦＣ）を設置」、「ＦＡＯに世界食料安全保障委員

会（ＣＦＳ）を設置」、及び「ＷＦＰに食料援助委員会（ＦＡＣ）を設置」、そ

して第 3委員会からは特段の制度的アウトプットはなし、という結果となって

いる。 

 世界食糧会議の開催経過とその結果を詳細に研究したワイスら（1976）は、

この会議の成果を 3 つに分けて評価198しており、その第一はＩＦＡＤという農

業開発金融の専門機関を創設して開発途上諸国の農業開発の資金的裏付けを作

ったことである。既に世界銀行にはいわゆる第二世銀（ＩＤＡ）があって同様

の目的の途上国開発金融を行っていたので、やや重複感はあるものの、米国よ

りもアラブなどの産油諸国が大きな後ろ盾となったこの国際機構の出現は、確

かに画期的なものであった。第二は食料安全保障の増進に向けたいくつかの重

要な取り組みの開始である。これらの中には情報システムに関するもの（決議

16）199と備蓄を含む国際取極めに関するもの（決議 17）200が含まれ、この時点

での文言の弱さはあるものの将来の交渉の基礎となっている。また、食料援助

に関するもの（決議 18）201も特に重要で、ドナー諸国が将来の食料援助を予め

約束したこと（年間 1000万トン）は画期的であった。さらにこの会議ではＦＡ

Ｏの食料安全保障に関わるいくつかのプロジェクトが注目され促進されること

になったし、ＦＡＯの世界食料安全保障委員会やＷＦＰの食料援助委員会とい

う組織の設立によって、食料安全保障への取り組みが支援されることになった。

第三はこの会議がその合意事項のフォローアップ・メカニズムの一つとして、

さまざまな取り組みの調整を任務とする世界食料理事会（ＷＦＣ）を創設した

ことである（決議 20）202。その役割は実施の閣僚レベルの「見張り番（watchdog）」

となって各国においても国際社会においても食料の問題が再び低い位置づけに

落とし込まれないようにすることであり、閣僚レベルとしたのは各国において

財政的・政治的な優先度が十分に高まることを期待したからであった。しかし

早くも第 65回ＦＡＯ理事会では、このＷＦＣの重要な 2つの恒久ポストに不必

要に性急に米国人203が任命されたことに対して、開発途上諸国からの大きな不

満が提起されるなど、ＷＦＣはいわば南北対立の要素をはらむ「波乱の船出」

をしたのである。なお、ＷＦＣの枠組みでは各国政府のみならず、国際機構レ

ベルでも調整された取り組みが必要であるとの考えの下、1975年 2月にはニュ

                                            
198 Weiss ら (1976) pp. 75-80。 
199 国際食糧農業協会（1975）pp. 97-100。 
200 国際食糧農業協会（1975）pp. 100-101。 
201 国際食糧農業協会（1975）pp. 101-104。 
202 国際食糧農業協会（1975）pp. 108-113。 
203 ＷＦＣの長（Executive Director）には世界食糧会議事務局次長を務めた John Hannah が、食料生産・

投資協議グループの長には世界食糧会議における米国のコーディネーターを務めた Edwin Martin が、

それぞれ就任した（Weiss ら 1976、p. 78）。 
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ーヨークで、関係国際諸機構204によるフォローアップのための会合が開催され

ている。 

 ここで特に注目すべきことは、この会議が合意事項のフォローアップを行う

メカニズムに合意したことで、この点はそれまでの国際会議が往々にして合意

事項の実行力に欠けていた点を是正するものとして高く評価されている205。そ

してこのフォローアップ措置を検討したのが、米国人であるモレー206が議長を

務めた第 2委員会であったことは象徴的である。すなわち、米国が主唱して開

催されたこの会議の最も重要な部分を米国が采配するということは、きわめて

自然なことだからである。無論、シエラレオネの議長207が手腕をふるった第 1

委員会においても、ＩＦＡＤの設立など、きわめて重要な成果を出しているの

であるが、第 2委員会が作り出した国連総会の下のＷＦＣ、ＦＡＯの下のＣＦ

Ｓと情報システム、ＷＦＰの下の食料援助委員会などは、後述するようにその

後の国際的な食料・農業のシステムを規定していく重要な機能を持つと考えら

れたもので、その影響において、やはり第 1委員会の成果とは比べられない大

きさを持ったと考えられるのである。 

 それでは、世界食糧会議の開催とその成果は、ＦＡＯにとってどのような意

味をもったであろうか。まず、開催の経過から言えることは、ＦＡＯがもはや

食料・農業に関する唯一の国際機構ではなくなったということである。無論、

この時点でも 1962年に設立されたＷＦＰは、まさに食料・農業に関する国際機

構の一つではあったが、この会議を通じて作り出された食料・農業に関する国

際機構やそのメカニズムの多さはやはり顕著であり、ＩＦＡＤとＷＦＣは明ら

かにＦＡＯの外部に作られている。ＦＡＯはこの時点で、形式上は食料・農業

に関する「第一の国際機構」であり続けたかも知れないが、少なくとも多数の

機構のうちの一つになったことも間違いないのである。そして、会議のフォロ

ーアップを監視する機能を持つＷＦＣが国連総会の下に設立されたことによっ

て、ＦＡＯはこのような監視の対象の一つになった。このことは、創立時にＦ

ＡＯがその加盟国のみによって拘束される独立の国際機構の位置づけを持った

ことに鑑みれば、国際機構の位置づけとして大きな変化と言えよう。ただしＷ

ＦＣ自体も、その後の歴史の中でその機能が衰退し、結局消滅してしまうので、

ＦＡＯがこの時点で完全にＷＦＣの下位に置かれてしまったとも言い切れない

ことに留意する必要がある。 

                                            
204 関係国際機構としては、国際連合、UNCTAD, UNEP, UNIDO, UNDP, UNICEF, WFP, ILO, ＦＡＯ, 

UNESCO, WHO, IBRD, IMF, WMO, GATT が参加した（Weiss ら 1976、pp. 78-79）。 
205 この会議に対する米国のマーティン首席代表は、「この会合は成功であった。それはこの会議が、しば

しばみられるように良い内容のある決議を採択するところにとどまらず、効果的なフォローアップのた

めの責任を明確にするところまで踏み込んだからだ」と語っている（Weiss ら 1976、p. 4）。 
206 Roy D. Morey 
207 S. A. Jabati 
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 反面、この世界食糧会議を通じてＦＡＯの機能が拡充され、あるいはそれま

でのＦＡＯの活動や検討事項が是認されたという面があることも見逃すことは

できない。例えば、この会議を通じて食料・農業問題に関する世界的な注目度

が急上昇したこと、食料安全保障問題を議論する場としての「世界食料安全保

障委員会」がＦＡＯの下に作られたこと、ＦＡＯが検討していた「世界食料保

障に関する国際的取極め」や既存の「ＦＡＯ肥料供給スキーム」が是認され拡

充される流れとなったこと、そして「世界食料情報システム」がＦＡＯの下に

作られることとなったことは、それぞれＦＡＯの機能の拡充に繋がったといえ

るであろう。 

しかしやはり世界食糧会議は、その中でＦＡＯの生みの親ともいえる米国代

表が「ＦＡＯ不要論」を展開したとされるように、大きく見ればＦＡＯにとっ

てはその歴史の重要な「暗転」の契機となったものとみることができる。この

会議の約 1年後から 18年間、ＦＡＯ事務局長を務めたサウマは、世界食糧会議

の結果について彼の立場から批判的に評価している208が、彼が指摘するように、

いずれにせよ当時のＦＡＯ事務局は、その立場の弱さから、自らのマンデート

を侵害するＷＦＣ209のような組織の創設に反対することが出来ず、ボーマ事務

局長はこの問題に立ち向かうよりは妥協することを選んだのである210。 

 

 

６．途上国中心のＦＡＯ：①サウマの時代（1976～1993） 

 1970 年代の世界的な食料危機とこれに伴う世界食糧会議、そしてこの会議の

成果として生まれたさまざまな国際的機構や合意の背景で先進諸国と開発途上

諸国の思惑が錯綜する中、レバノン出身のサウマがＦＡＯ事務局長に選出され

た。前事務局長でＷＦＰの初代事務局長でもあったボーマは、自らの後任には

やはりＷＦＰの第 2 代事務局長であったエルサルバドル出身のアキノを推薦し

自らの路線の継承を目指したが、これに対抗してＦＡＯ部内から出馬したサウ

マが選挙に勝利したのである211。そしてサウマは、1976 年から 18 年にわたる

長期間この地位にとどまって、その評価は分かれるものの、ＦＡＯを開発途上

                                            
208 第一に、空腹と栄養不良を根絶するとの厳粛な宣言は、高貴な考えや善意に満ち溢れているが現実に

は空疎な幻想にすぎなかった、第二に、この会議によって創設された世界食料理事会はＦＡＯ理事会の

複製、食料生産投資協議グループもＦＡＯ投資センターの複製にすぎない（ＩＦＡＤはＦＡＯと緊密に

協力して有益）、第三に、ＦＡＯ理事会の下に設立された世界食料安全保障委員会はＦＡＯが行動する

ために不可欠な組織である、という内容である（Saouma 1993、pp. 8-9）。 
209 サウマは世界食糧理事会のことを、「明らかにＦＡＯに対する「戦争マシン（war machine）」として

考え出されたものであり、ＦＡＯを破壊するところまではできなかったが、ＦＡＯの信用を大きく傷つ

ける役割は果たした」と述べている（Saouma 1993、p. 9）。 
210 その格好の事例として、サウマはＦＡＯがＷＦＣに自らの施設を無料で使用させ、さらに 1976－1977

予算では補助金まで出していたので、自分が事務局長に就任後これを是正したと述べている（Saouma 

1993、p. 9）。 
211 Abbott (1992) p. 42。 
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国寄りに運営しＦＡＯに多大の影響を与えていった。 

 彼は就任時の心境として、世界食糧会議がＷＦＣの創設などによって外部か

らの刺激をもたらしＦＡＯ改革の機会となったとの好影響も認め、また、ＦＡ

Ｏが持っている良質の資産として多くの加盟諸国の支持、財政の健全さ、大勢

の一流のスタッフを挙げつつ、「大きく傷ついたＦＡＯという組織を完全にオー

バーホールすることが必要」だったとする212。 

 ここでサウマは、この難局から脱出するために、ＦＡＯは加盟諸国に、①会

合・対話・共同行動の場、②問題・ニーズ・アイディアを提起できる場、③専

門家の助言を得ながら直面する困難への個別・集団的な対応を探求する場、を

提供すべきであると考えた。そして最も優先すべきことは「人間の顔（human 

face）」をもつ開発というスタンスを崩さないことであり、それがＦＡＯ憲章の

掲げる「共通の福祉の増進」に繋がるのだと決意したと述べている213。 

 こうして始まったサウマのＦＡＯは、開発途上国の現場に即した開発を進め

ようとし、ＦＡＯにさまざまな「改革」や制度的枠組みをもたらす214が、やが

て彼の任期には特に多くの先進諸国からその強権的かつ無原則ともいえるＦＡ

Ｏ運営を強く批判されることになる215。その批判の矛先は、同時にサウマのＦ

ＡＯ事務局長としての力の源泉をも指し示していた。その一つである「技術協

力プログラム」（Technical Cooperation Programme）は、事業の質や成果より

も事業執行を最優先にして、開発途上諸国への資金配分そのものが目的となり、

サウマの開発途上諸国への影響力行使の手段となっていたとみられている216。

また、ＦＡＯにおける権力構造の特徴は、「法治」よりも事務局長を頂点とする

「人治」とも言えるものであって、あらゆることが最終的には事務局長の全権

的な裁量に任された。そしてそのような中でサウマが国連システム全体（ＵＮ

ＤＰが代表）に対抗して設置したＦＡＯ国別事務所（いわゆるＦＡＯＲ）は、

まさにサウマの選挙のための組織として機能し、多くの人にその存在意義すら

疑われた。実際、サウマ以前にもＦＡＯ事務局長が再選を目指して精力を注ぐ

ケースは見られたが、サウマはその 1期目から開発途上諸国に働きかけて事務

局長の再選の制限を取り外すことがこれら諸国の利益になると説得した。2 期

目の事務局長を無競争で勝ち取ったサウマは、3 期目には「飴と鞭」の戦略に

よって、当初アフリカ諸国が一致して推していた事務局長候補への支持を切り

崩して三選まで果たしたのである217。そして彼はこのような支持取り付けの負

                                            
212 Saouma (1993) pp. 9-10。 
213 Saouma (1993) pp. 10-11。 
214 Phillips (1981) p. 40。 
215 例えば、The Ecologist (1991)。 
216 The Ecologist (1991) p. 51。 
217 Abbott (1992) pp. 42-43。 
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債の清算として、ＦＡＯの局長ポストに専門知識や経験からして相応しくない

人物までも登用し、職員や加盟国の信用を落とすことにもなっていった218。こ

のような中でサウマ事務局長のＦＡＯは、ＦＡＯ40周年を過ぎた辺りから、米

国の分担金滞納問題や先進諸国からの「改革」圧力、さらにサウマ本人に対す

る攻撃の激化を含めて大きく揺れ動く。 

 この時代の世界の食料・農業に関しては、世界市場の拡大やより自由な食料

の生産・供給を反映して、ブラジルやアルゼンチン、欧州、中国など米国以外

の新たな穀物供給地が生まれるという大きな変化があった。またその一方で、

1980 年代の干ばつなどに伴うアフリカの飢饉では数多くの人々が飢餓のため

命を失った。さらに共に農業保護政策をとって穀物の過剰を抱え、それを海外

に処分していた米国と欧州との間で、補助金付き輸出競争といった事態が展開

した。 

 次ではこのサウマの 18年の任期について、彼の第 1期から第 3期の任期ごと

に、ＦＡＯをめぐる主要な出来事を記述していく。 

 

6.1 第 1期：サウマのビジョンとＦＡＯの再方向転換（1976～81） 

 1976年にＦＡＯ事務局長に就任したサウマは、前任者ボーマ事務局長によっ

て既に策定されていた1976－1977の2か年分の事業計画予算を徹底的に見直し、

自らのビジョンにしたがって多彩な新機軸（ＦＡＯのビジョンの革新）を打ち

出した219。その内容は多岐に亘るが、基本的な方向としては、ＦＡＯの自律性

を高め、開発途上国の現場に直接的に貢献することを目指したと言えよう。以

下、事務局長就任後にサウマが手掛けた彼のＦＡＯ「革新」の主要な事項を概

観する。 

 

【事業計画予算の修正】  

 世界食糧会議の結果を受けて、ボーマ前事務局長は 1976－1977事業計画予算

において、組織体制から途上国現場の事業に至るまで広範な予算の増額を提案

し、加盟諸国はこれを支持して、この予算はいったん決定していた220。しかし

サウマ新事務局長は、これを自らのビジョンに合致しないとしてＦＡＯ総会に

対し、決められた予算の限度内で自らの修正提案を行うことを求め、数か月に

亘る精力的な作業の後、既存の事業計画予算案のうち廃止・削減する部分221と

                                            
218 The Ecologist (1991) p. 55。 
219 Saouma (1993) pp. 15-28。 
220 Phillips (1981) p. 75。サウマによれば、ボーマがこのような大幅予算増を試みたのは、世界食糧会議

の結果を受けてＦＡＯの役割が失われることを恐れたためであるという（Saouma 1993、p. 15。）。 
221 廃止・削減の対象となった予算・事業は、例えば、新規の多くのポスト、会合・文書・出版物、経済

学分野の諸活動（例えば世界農業開発の展望研究）、国際農業調整関連の事業などであった（Phillips 

1981、pp. 75-77）。 
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増額・拡充する部分222の明確化を行い、自らの方針に基づくＦＡＯの新たな方

向性を明確に打ち出した223。 

 

【スリム化】 

 総会において加盟諸国が示した懸念、すなわち組織定員の大幅拡充が継続的

な予算の肥大に繋がるという点はサウマも共有しており、組織の拡充を抑制し

て新規事業の予算を捻出した224。 

 

【投資】 

 こうして捻出した予算の使い道として、サウマはまず最も緊急に要請される

のは途上国の貧困対応であり、そのためには投資によって農業開発に弾みをつ

けることが必要と考えた。しかし、必要な資金は膨大で、投資を必要とする諸

国が資金源を見つけることは非常に困難であったし、数々のドナーも適切な農

業投資案件を見つけ出すことが非常に難しい状況にあった。そこで、当時ＦＡ

ＯはＵＮＤＰの筆頭実施機関であり、開発途上諸国の農業状況に最も精通して

いたことから、サウマは農業投資プロジェクトの案件形成や計画作成について、

各国政府を支援する上でＦＡＯが貢献できると考え、ＦＡＯが「投資に投資す

る」ことを提案した225。このような考えに基づいて既存の投資センターの拡充

が行われ、農業開発投資についてさまざまな国際開発金融機関、地域開発金融

機関、さらには世界食糧会議で設立されたＩＦＡＤなどとの協働を進めていっ

た226。この結果、ＦＡＯの投資センターの実績は最初の 10 年で 50 億ドルだっ

たものが、30年で累計 400億ドルと大きく伸びた。 

 

【技術協力プログラム】  

途上国の農業開発における問題の一つとして、ＵＮＤＰなどによって資金が

手当てされるＦＡＯ通常予算外の事業はいずれも長い準備期間が必要で、予期

せず生起した緊急状況に迅速に初動を起こすことが難しかったという事情があ

                                            
222 拡充・新規の主要事業としては、技術協力プログラム（ＴＣＰ）、ＦＡＯ国別事務所設置経費、そして

農業投資関連事業があった（Phillips 1981、pp. 75-77））。 
223 Saouma (1993) pp. 15-16。 
224 サウマは、新ポストを 330減、会議数を 155減、出版数を 94減とするなどによって、総予算額 1億

6700万ドルのうち2000万ドル分を新たな取組に使える予算として捻出した（Saouma 1993, pp. 16-17）。 
225 ＦＡＯは 1964年以来すでに、投資センター（Investment Center）を持ち、世界銀行や地域開発銀行

その他の融資機関からの長期ローンによる農業プロジェクトの形成に係わり、1964－1975年の間に総額

50億ドル分のプロジェクト形成を支援してきていたが、この額は増大する必要額には全く届く水準のも

のではなかった。加えて当時、新設のＩＦＡＤやその他のアラブ諸国系のファンドも出来ていたため、

ＦＡＯが効果的に農業投資案件を見出し準備する点で貢献することが重要であり、投資センターの強化

が必須であると考えたサウマは、ＦＡＯ内の農業エコノミストなどの資源を有効活用しながら徐々にこ

れを拡充していった（Saouma 1993、pp. 17-18）。 
226 Phillips (1981) p. 76。 
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った。このため、サウマは軽量で柔軟で迅速に実施できるＦＡＯ独自の技術協

力プログラム（ＴＣＰ227）を考案して提案し、理事会の承認を得てその実施に

こぎつけた228。このような技術協力の提供がＦＡＯの任務の一つであることに

ついては、すでにＦＡＯ憲章第 1条 3(a)に根拠があった229。しかし、その後の

ＦＡＯをめぐる国際政治の中で、このＴＣＰはサウマによる開発途上諸国への

資金のばらまきであるとして、強い批判を受けることになる。 

 

【脱中央化】  

 サウマが 1976年に提案した脱中央化（decentralization）の提案も、大胆か

つ議論の多いものであった。前任者のボーマもＦＡＯの地域レベルの出先を拡

充する提案をしていたのであるが、サウマは加盟諸国が国レベルの出先の充実

を要望したことを重視した。この背景には、ＦＡＯは他の同様の国連専門機関

とは異なり、ＵＮＤＰの国別代表（Resident Representative）に同居して上級

農業アドバイザーの位置づけに留まっていたという事情があった。ＵＮＤＰと

専門諸機関の関係を規定したいわゆる「1970コンセンサス」230を離脱すること

なくこの不確かな状況を抜け出す方法として、サウマはＦＡＯ事務所を各国に

置き、国のレベルでのプレゼンスを高めることを考えたのである。確かにＵＮ

ＤＰの国別代表は「同輩中の第一人者」の地位を有しており、この意味ではそ

の上級アドバイザーとしてのＦＡＯの地位も「同輩中の第一人者」とも考えら

れたが、他の諸国際機関の代表達は各国政府とともに自律的に活動し、同時に

国別代表に報告・調整・助言していた。サウマは、国別事務所のネットワーク

を持つことはＦＡＯ地域事務所の機能に取って代わるのではなく、むしろ地域

的活動を強化する方向に働くとの考えを示している231。サウマの脱中央化の提

案は、ＵＮＤＰ国別代表に同居している上級農業アドバイザーのポストを段階

的に廃止して、それをＦＡＯの国別代表に移行させていくというものであった
232。ただし、このようにして設置されたＦＡＯ国別事務所又は国別代表も後に、

彼らはサウマの個人的代弁者であり、彼らにはサウマの指示に従う以外に全く

                                            
227 Technical Cooperation Programme 
228 サウマによれば、この提案に対して「特定の先進諸国」から留保や警告や、敵意さえも表明されたの

であるが、ＦＡＯ理事会はこれを承認したという。サウマは自ら、この承認について、疑いなく最もダ

イナミックで最も価値の高いＦＡＯ改革であったと位置づけている（但し、最も議論の多いものでもあ

ったとも言っている）（Saouma 1993、p. 18）。 
229 “It shall also be the function of the Organization… to furnish such technical assistance as 

Governments may request”（Phillips 1981、pp. 75-76） 
230 1970 年の国連総会決議 2688（ＸＸＶ）であり、この中には「国連開発システムを構成する諸要素を

より緊密に統合するための、国、地域、本部レベルでの機構改革。中央での強力な管理と、現地レベル

への最大限の分権化およびそれに伴う常駐代表の権限強化」という「ジャクソン報告」の指針６を含ん

でいる（大平 2008、 pp. 12-16）。 
231 Saouma (1993) pp. 19-20。 
232 Phillips (1981) p. 76。 
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選択肢のない傀儡的存在であると強い批判を受けることになる233。 

 

【その他】 

 サウマが就任後に打ち出したその他の主要な取組は次のとおりであるが、こ

こでは項目を挙げるに留める234。 

・ 世界食料農業情報・早期警報システム 

・ 世界農地改革・農村開発会議 

・ 西暦 2000年の世界農業 

・ 世界食料デー 

・ 使用言語問題 

・ スタッフ・組織構造 

・ 評価・内部監査 

 

6.2 第 2期：グローバルな諸問題とＦＡＯ40周年（1982－87） 

 

【グローバル社会に向けて】 

 サウマの 2期目に当たる 1982年から 1987年の 6年間は、冷戦が続く中でグ

ローバルな国際問題を討議する主要な国際会議が 1981 年に相次いで開かれた

ことに象徴されるように、国際化の流れが顕著な時期であり、ＦＡＯにとって

はグローバルな食料安全保障の問題が特に重要となった。サウマはそのような

中で、彼の 2期目の重要課題・優先事項として、食料安全保障およびこれと繋

がる農産物価格・貿易問題、水産、そして農業投入資材・投入エネルギー問題

を取り上げた235。また彼は国際社会に対して、これら諸問題に取り組む途上国

を多年にわたって継続的に支援するコミットメント（例えば食料援助、小農や

女性に公平な農地改革、途上国間の経済・技術協力など）を求めている。 

 こうして始まったサウマの 2期目であるが、以下に、この時期に起こった重

要な諸問題とそれらに対するＦＡＯの対応を概観していく。 

 

【アフリカ危機】 

 1980年代のアフリカは、域内においても、それを取り巻く国際環境について

                                            
233 The Ecologist (1991) p. 55。 
234 Saouma (1993) pp. 20-28。 
235 サウマが冒頭演説で取り上げたのは、①軍事的な安全保障問題への取組と比べると取るに足らないコ

ストで対応可能な食料安全保障への取組が重要、②国際的な農産物価格の低迷や途上国の輸入の増大、

さらに先進諸国の輸入障壁などの問題が顕著であり、途上国の窮状を打開するためには食料安全保障と

農産物貿易をつなぐ課題への取組が重要、さらに、③食料に密接に関係する水産資源の管理の問題や、

農業の投入資材・動力さらに途上国で重要な薪などエネルギー問題への取組が重要、といった諸点であ

った。（Saouma 1993、pp. 63-66）。 
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も、深刻な懸念を抱えていた。先ず、アフリカの厳しい自然条件があり236、ま

たこれに加えて、農業のためのインフラの貧弱さがあり237、加えて、頻繁に起

こる内戦や政治紛争は住民の土地や生産財を失わせ、飢餓・病気・人の死は共

同体の存続や生産活動を妨げた。輸出する一次産品（農産物を含む）の価格低

迷と、輸入する先進国産品（穀物を含む）の増大によって、アフリカの国際収

支と経済は低迷し、加えて累積債務やこれを契機とする厳しい「構造調整」政

策の強制によって、最も貧しく脆弱な人々が直撃を受けた238。 

 このような状況の中で、アフリカは食料に関しては輸入や援助に大きく依存

するようになっていた。確かに、緊急援助としての食料援助の有用な役割は、

誰も否定出来ないが、食料援助は地元の農産品では代替できない食生活嗜好を

持ち込み、また国内農業生産との間で有害な競争を惹起する負の側面も有して

いたし、これに加えて、近代的な農業生産資材への依存もみられた239。 

 ＦＡＯはそれまでに、サハラ以南のアフリカ（サブサハラ・アフリカ）に対

して広範な援助活動を行ってきていた240。しかしながら、1968 年以来 15 年以

上にわたりサハラ砂漠南縁地帯（サヘル地方）で発生し続けた干ばつによって、

ＦＡＯは従来以上の集中的な活動を求められることとなった。まず 1972年に小

雨による大規模・急激な干ばつで始まり、1973年には食料事情が危機的状況と

なった。このためＦＡＯは現地に実情評価ミッションを派遣し、その結果を受

けてボーマ事務局長が国際社会に対するアピールを行った241。国連事務総長は

救援活動に関する中心的役割をＦＡＯに任せ、ＦＡＯは救援に関する専門の組

織242を設けて、財源・物資の調達と最も困難を極めた現地への運搬を行った243。 

 にもかかわらず、1983年末には空前のアフリカ飢饉がやってきた。同年 1月

                                            
236 アフリカには農業生産の難しい乾燥地域や砂漠地帯が多く、また植生の豊かな熱帯雨林などの地域も、

その多くがいったん破壊するとたちまち不毛化しかねない脆弱な土壌である。そして度々広域に発生す

る干ばつ、砂漠バッタ、動物の疫病などの自然災害は農業の難しさに輪をかける（Saouma 1993、pp. 

69-70）。 
237 アフリカにおける農業インフラは一般に同地域の低い人口密度を背景に貧弱で、生産物や投入資材や

援助物資の輸送、灌漑施設、市場、農業サービスなども行き届かないことが多かった（Saouma 1993、

p. 70）。 
238 Saouma (1993) p. 70。 
239 サウマはこの件に関しては、農業生産資材の援助の重要性、南南貿易あるいは地域内貿易の重要性、

更に農業に関する教育・訓練の重要性に言及している（Saouma 1993、pp. 71-72）。 
240 世界人口の 12％を占めるに過ぎないこの地域に、ＦＡＯの国別事務所の 60％、ＦＡＯのプロジェク

ト・専門家・活動の半分近くが投入されていた。そしてその活動分野は土壌保全、病害虫管理、草地管

理、砂漠化対策、栄養改善などと広範に亘っていた(Saouma 1993、pp. 72-73)。 
241 Walton (1985) p. 32。 
242 Office for Special Relief Operations (OSRO)（Walton 1985、p. 32）。 
243 ＦＡＯが行った救援等の体制作りについては、ＦＡＯ内部のサヘル地域救援活動部局（ＯＳＲＯ、Ｃ

ＬＩＳＳ）の整備、他の国連機関（ＷＦＰ、ＵＮＩＣＥＦ、ＷＨＯ等）やドナー諸国及びＮＧＯとの連

携体制整備、さらに早期警報体制（ＧＩＥＷＳ）の整備や、アフリカの食料農業状況を国際社会に発信

するためのＦＡＯ／ＷＦＰ特別タスクフォースの設置が挙げられている（Saouma 1993、pp. 73-74）

（Walton 1985、p. 32）。 



65 

 

にＧＩＥＷＳは早くも情勢の悪化を警告していた。しかし、食料援助は増加し

たが最悪の事態を避けるにはまだまだ支援の取組が十分ではない中、既にそれ

までに厳しい食料不足を何とか耐えしのいできた 30 か国を超えるアフリカ諸

国が食料不足あるいは厳しい飢饉に陥り、死にゆくエチオピアの人々の姿がテ

レビで世界に流されて、歴史上初めての「メディアが報道した飢饉」となった。

サウマ事務局長は繰り返し国際的支援を求めるアピールを発出し、国連総会や

ＥＣＯＳＯＣにおいてこの危機の深刻さを国際社会に訴えた。このため、世界

から援助資金、医薬、毛布やテントなどありとあらゆる支援が集まり、1985年

のＦＡＯ総会では、2 年間で 700 万トンという必要量を満たす食料援助が集ま

ったことに感謝の念が表明される。同時にＦＡＯは、アフリカで将来、同様の

危機を起こさないための計画、すなわちアフリカの食料生産の回復を狙い、農

業施設や井戸、灌漑、種子、ワクチンなどを内容とする小規模プロジェクトを

中心とした計画をたてていた。しかしそのために集まった資金は 2億ドルに留

まり、しかも貧しい諸国が最貧諸国を助けるという構図を表すものであった。

食料援助のためにドナー諸国がアレンジした三角援助も、穀物不足国が周辺諸

国から輸入をするための資金をドナー国が供給するというものに過ぎず、問題

の根本的な解決には程遠い内容であった244。 

 最も重要なのはアフリカでの長期的な食料生産の増大であった。このためＦ

ＡＯは、アフリカ農業開発の将来像を描いた記念碑的な報告『アフリカ農業：

次の 25年（African agriculture: the next 25 years）を作成し、1986年のＦＡ

Ｏアフリカ地域総会に提出した245。 

 国連総会は 1986年 5月、アフリカの経済状況の悪化に対処し、「実践的な共

同措置」を推進するために閣僚級による特別総会を開催し、ＦＡＯの『アフリ

カ農業：次の 25年』はその基本文書の位置付けをなされ、国連総会はこの成果

として『アフリカの経済回復及び発展のための国連行動計画 1986-1990』を採

択した。これは国際諸機関とドナー諸国に行動への参加を呼び掛けたものであ

ったが、実施に要する資金や資源は、当事国や国連機関に対して十分に供給さ

れることはなかった。そこで彼は、『アフリカ農業：次の 25年』に基づき、ボ

ランタリーな資金提供を受けて肥料・農薬や農機具、ポンプなどあらゆる種類

                                            
244 Saouma (1993) pp. 74-75。 
245 その内容は、①現在（当時）の食料生産の伸び率を放置したのでは行き詰まるだけである、②アフリ

カは食料自給を達成する潜在力があり、アフリカ自身の努力に加え国際社会全体の努力も必要であるが、

離陸のためにはインセンティブ、投入資材、機構制度、インフラの 4点において改善が必要である、そ

して、③農業に真に重点を置く国内政策の採用を基礎に、国際環境の改善とドナーの努力を加えた着実

な成長路線を採らなければならない、というものであった。サウマはこれに関して、アフリカにおける

農業生産の増大は負債や国際貿易、人口移動、援助の流れといった外的要因を考慮して進めるべきもの

であり、また何よりアフリカの農業や土壌が持つ自然的な脆弱性に留意すべきと特記している（Saouma 

1993、pp. 75-76）。 
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の投入資材をアフリカに提供し、農業生産の増大を目指す現物援助プログラム

を提案した。しかしこの提案は 1987年のＦＡＯ総会で最重要課題として審議さ

れたにも拘らず、ドナー諸国の「慇懃な無視（polite indifference）」に会い、

放棄せざるを得なかった246。かくしてアフリカの食料生産は当時も増大してい

たものの、伸び率は年 1.5％と依然として人口の伸びの 3％に遠く及ばず、先行

きの見通しは暗いままであった。 

 以上のように、このアフリカ危機という国際的な大きな事件のさなか、国際

世論の同情や少なからぬ個人的あるいは途上国からの支援が、世界中からアフ

リカあるいはＦＡＯに対して集まった。そして国連総会や国連経済社会理事会

（ＥＣＯＳＯＣ）も、ＦＡＯが目指した長期的なアフリカの食料増産に理解を

示し、ＦＡＯの報告書の方向性を是認し、その実施を慫慂した。にもかかわら

ず、ＦＡＯからの具体的援助の呼びかけに対するドナー諸国の現実的反応は鈍

く、冷淡ともいえるものであった。このことは、この時期のＦＡＯが表向きは

食料・農業問題についての国連システムの全面的支援を受けながら、その背景

では既に主要ドナー諸国がＦＡＯの役割や能力に疑問を感じ、次第にＦＡＯに

対する共感を失いつつあったことを示唆していると見られる247。 

 

【世界食料安全保障コンパクト】 

 第 2期目のサウマの業績として、ＦＡＯの国際規範策定機能に係る 1985年の

「世界食料安全保障コンパクト」は重要である248。サウマは、ＦＡＯ事務局長

就任の直前である 1974年に国連特別総会で採択された「新国際経済秩序（ＮＩ

ＥＯ）」の文脈で食料安全保障は主要な目的の一つであると考えており、ＦＡＯ

事務局長に就任の後、彼の第 1 期にさまざまな具体的行動を試みている249。ま

                                            
246 Saouma (1993)、pp. 76-77。 
247 サウマは自らが率いたＦＡＯのアフリカ危機への対応を振り返りつつ、「食料増産や食料安全保障を達

成することができたとは決して言えないが、30～40年前に人々が希望を失っていたアジアやラテンアメ

リカが長足の改善を果たしたこと思い起こすと、アフリカにおいても同じことが起こらない訳がない。

そしてアフリカの回復の前提条件は、まず政治的意思、特に農業こそがアフリカ経済離陸の出発点なの

だという強い決意を持って、農業への予算配分や新たな開発戦略の策定を行う必要がある、しかし、自

らのＦＡＯにおける努力は、結局十分な財源・資源が得られなかったことで十分な成功には導けなかっ

た」と述べている（Saouma 1993、pp. 78-79）。 
248 その証左のように、彼は彼の任期中の出来事を書きとめた『開発の最前線に立つＦＡＯ』（1993）の中

の 1つの章をこのテーマに充てて、この規範の持つ意味、決して平坦ではなかった策定過程、コンセン

サスで採択できなかった事情、そしてその後の評価についても記述しており、ＦＡＯの歩みを辿る中で

貴重な記録となっている（Saouma 1993、pp. 81-87）。 
249 ＦＡＯ事務局長就任直後の 1976年に、食料備蓄の造成や貯蔵庫のインフラ建設を行う「食料安全保障

援助スキーム（Food Security Assistance Scheme: FSAS）」を開始し、1977年には開発途上諸国におけ

る作物収穫後のロスを減らすための「食料ロス防止のための特別行動計画（Special Action Programme 

for the Prevention of Food Losses: PFL）」、1979年には低所得食料不足諸国のために食料輸入ニーズに

対応しつつ国内の生産・貯蔵能力を高め国家備蓄の造成を助け、全体として食料の輸入や援助への依存

を軽減するための「食料安全保障行動計画（Food Security Action Programme）」をそれぞれ開始した

（Saouma 1993、pp. 81-82）。 
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たサウマは、彼の第 1期の終わりごろの 1980年に、サヘル地帯の８か国で食料

安全保障のための政策協力を行うことを目的に、フィージビリティー・スタデ

ィーを開始し、穀物倉庫や食料安全保障備蓄センターを設立しようとしたが、

ドナー諸国や国際金融機関はこれを拒絶してしまった250。 

 食料安全保障のための計画を行動に移そうとする、これらさまざまな経験を

経て、ＦＡＯは、「食料安全保障」の概念について、より広くより精確な定義を

作る必要があると考えるようになった。この結果、1983年のＦＡＯ総会におい

て作られたのが、「全ての人々があらゆる時に、自らが必要とする基礎的食料を、

物理的および経済的に入手できることを確保すること251」との食料安全保障

（Food Security）の定義であった。そしてこの目的を達成するための 3つの要

素は、食料生産の増大、供給の安定、食料へのアクセスの確保であると明確化

された。これらのうちはじめの 2つは政治的・技術的な諸措置を動員して行わ

れるべきものであり、他方 3番目は問題の倫理的な側面を最大限に持ちだした

ものであった。そしてこの拡大された食料安全保障の定義が、「行動の基準」の

萌芽を含んでいた。 

 このことは更に、倫理的なルールを、諸国家、諸機関、市民レベルなど様々

なレベルが遵守すべきものとして行動規範（code of conduct）あるいはコンパ

クト（compact）の形に体系化するというアイディアに繋がり、サウマは同年

の世界食料安全保障委員会（ＣＦＳ）において初めてその提案を行った252。そ

の趣旨は、食料安全保障という問題が各国政府に留まらず個々の人に係わるだ

けに、国際社会がより決然とした行動を取る前提として「国際世論」が形成さ

れ各国当局を動かすことが重要であり、このためには明確に定義され、だれに

も受け入れられるような一連の方針と目的が提示されなければならないという

ものであった。当然のように、このコンパクトは法的・財政的な拘束力のない

ものとして構想されたのであるが、それでも結果的にＣＦＳでは激しい議論が

繰り広げられることとなり、それが個人レベルでも集団レベルでも、食料安全

保障問題に対する自覚を高める効果を有した。議論は 1984年と 1985年のＣＦ

Ｓでも続けられ、国によっては留保を付け、あるいは正面から拒絶するものも

見られた253。 

                                            
250 ドナー諸国や国際金融諸機関が拒絶した理由は、優先すべきは農業生産増大のための融資であるとい

うものであった。サウマによれば、先進諸国等は、生産拡大の前提条件として適切な穀物価格政策や備

蓄保持が必要であるという議論を理解しなかったという。このほかにも、例えば 1981年のＯＰＥＣ諸

国による「国際緊急食料備蓄（International Emergency Food Reserve: IEFR）」の提案など、国際的

に食料備蓄を整備・拡充する提案があり、サウマ自身もＦＡＯやＷＦＰが国際的な食料援助・食料備蓄

を整備し効率化する努力をしたが、いずれも成功しなかった（Saouma 1993、p. 82）。 
251 “all people at all times have both physical and economic access to the basic food they need” 
252 それは実際、個人レベルでも国家レベルでも、豊かさに満ちた世界の中に飢餓や空腹が存在するとい

う恥ずべきパラドックスを拒絶するということを意味していた。 
253 サウマはこの議論における主要対立点をいくつか挙げている。第一は、既存のあれこれの国際的コミ
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1985年のＦＡＯ総会で最終的に採択されたコンパクトの内容は、第一は単純

かつ基礎的な原則254、第二は各国政府への示唆255であった。世界食料安全保障

の究極の目的は、1983年の総会で決められた「全ての人々があらゆる時に、自

らが必要とする基礎的食料を、物理的および経済的に入手できることを確保す

ること」であり、そのためのより具体的な目標は、特に低所得食料不足諸国に

おける農業生産であり、食料供給の流れの安定性の確保であり、また特に貧し

い諸国や脆弱な人々が食料の供給を受けられるアクセス問題の改善であった256。 

このコンパクトを作成した 10年後、サウマはその効果ははかばかしくないこ

とを正直に告白している257。しかし確かにそのような状況であっても、食料安

全保障に関する国際的認識の向上・収斂や、国際社会の連帯感・共同行動の機

運の醸成などはポジティブな効果として認められるので、食料安全保障の概念

やその達成のための行動を明確化して見せたこの食料安全保障コンパクトは、

やはりこの時代のＦＡＯの一つの記念碑的業績と評価できるであろう。 

 

【農産物貿易に関するいくつかの問題258 】 

 そもそもＦＡＯ構想の元になったルービンの最初のアイディアは、農民のた

めに公正な農産物価格と貿易の条件を実現しようというものであり259、農産物

                                                                                                                                
ットメントと重複するなど、その有効性が疑問とする意見、第二は、ＦＡＯはそもそも技術に関する国

際機関であって倫理的なコミットメントや政治的な意思を表明する権能を持たないという意見、第三は、

上記と密接に関連する、人権問題あるいは食料武器論・食料政治圧力利用論の観点から留保を付する意

見、さらに第四は、提案は骨抜きで臆病で歯切れが悪すぎるという意見であった。そのような中でサウ

マは、このコンパクト案を一切の留保なしに全会一致で採択することは、現実的ではないと判断した。

飢饉や栄養不足が蔓延する中、如何なる言葉、いかなるサインであろうとも、食料安全保障の理想に向

けて少しでも近づくことを可能にするものを出すことが必要であり、議論を続けることはこのコンパク

トを弱める危険をはらむとの判断から、サウマはこのコンパクト案を皆が賛成しやすい形に修正した上

で、ＦＡＯ理事会に提出した。結局、理事会を経て 1985年のＦＡＯ総会に提出されたコンパクト案は、

3か国が留保する中で採択されたが、留保の理由は、①協議プロセスが不備、②任意で拘束力がないと

の保証が不明確、③不必要なまでに現場での行動指向で、先進国と途上国ＮＧＯ等の義務のあり方が不

明確又は不均衡、というものであったが、圧倒的多数の加盟諸国がこれら留保した諸国の主張には正面

から反対していたという（Saouma 1993、pp. 84-85）。 
254 例えば、人の食料を得る権利を妨げるものは貧困であり誰もこれに無関心ではいられないこと、直近

の悲惨を緩和し長期の経済社会の発展を図ることは食料安全保障達成の必須の要素である、といった事

柄である。 
255 開発途上諸国に対しては、農民の啓発によって食料生産を増加させること、早期警報のメカニズムを

作ること、備蓄を整備すること、貧農・小農を優先すること、地域協力を進めることなどであり、先進

諸国に対しては、生産・貯蔵・輸入などの政策において国際社会とりわけ立場の弱い諸国の利益を考慮

すること、農業生産資材や食料の十分な援助を行うこと、また貿易に関しては商業関係における倫理の

側面を重視すること（この点に関してはアピールを発出）などであった。 
256 Walton (1985) p. 24。Saouma (1993) pp. 85-86。 
257 人々は依然、空腹と栄養不良に苦しみ、農業生産の伸びは停滞し、食料安全保障の政策目的は後退し、

貧困は依然根強く、国際貿易は強い者が支配し続け、開発途上諸国からの輸出はますます利益を生まな

くなり、輸入資金を調達することは困難になり、食料はなおも政治的圧力あるいは武器として多くの国

が使っていると語っている（Saouma 1993、p. 86）。 
258 Saouma (1993) pp. 101-109。 
259 Walton (1985) pp. 3-5。 
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の国際貿易問題の解決を図るための国際機構というのがＦＡＯの元々の性格で

あったともいえる。しかし既にみたように、初期のＦＡＯはさまざまな形で貿

易問題に取り組んだが、国際的な農産物需給問題や価格の安定など、貿易に関

連する取り組みは加盟諸国の反対に遭ってことごとく失敗に終わった。 

 しかしもとより、農産物貿易は特に開発途上諸国の農業振興や国民経済、さ

らに自国の食料安全保障にとって極めて重要であり、ＦＡＯの目的や任務を達

成するうえでは欠くべからざる重要な要素なのである。そこで、ＦＡＯの創立

から 30年以上経過して始まったサウマの時代に、ＦＡＯと貿易問題の関係がど

のようなものだったかを概観しておきたい。 

 1970年代の食料危機発生の一つの大きな原因は、食料輸入開発途上諸国が国

際市場から食料を調達する際に困難に遭遇するようになったことが挙げられる。

このような状況を打開し、開発途上諸国の食料安全保障を向上させるために期

待がかかった国際穀物協定の交渉も、1979年に小麦に関する交渉が失敗した260。

1980年代初頭のアフリカ危機では、農産物の輸出に外貨収入を依存するアフリ

カの開発途上国の交易条件が大きく悪化した261。 

 このような貿易に関連する悪条件の中、ＦＡＯは確かに農産物貿易の状況を

克明にモニターはしていたものの、貿易問題の実質的な交渉はガット（ＧＡＴ

Ｔ）や国連貿易開発会議（ＵＮＣＴＡＤ）といった貿易の専門機関において行

われ、ＦＡＯの役割は一般的な交渉支援分野に限られていた262。農産物問題単

独を取り上げた場合でも、ＦＡＯの役割は、貿易に関する国際合意を司ること

ではなく、むしろそれら合意に向けた事前準備や交渉に向けて、諸国からの要

請に応じて技術援助を行い、あるいは必要な統計データや分析を貿易に責任を

持つ機関に提供するなどを通じて、貢献することだった263。さらに農産物の国

際貿易秩序は細分化されて、産品の種類ごとに多数の協議体や組織が作られて

いた。したがって、ＦＡＯの貿易に関連する役割は、重要ではあったが極めて

厳しく制限されたものにならざるを得なかった264。 

創立以来のＦＡＯ自身の変貌も、その貿易問題への取組に影響を及ぼした。

当初は特定少数の先進諸国が生産するか大きな影響力を有する一次産品265に関

                                            
260 この交渉の構図は次のようであった。商業的輸出国は他の諸国が変動する国際市場条件に即応して国

内の価格政策及び在庫を調整し、同時に開発途上国に対する食料援助費用をもっと分担するような協定

を望んでいた。他方、先進輸入国は小麦の供給保障を望んでおり、また、低開発輸入国は供給保障に加

えて高価格に対する保護や増大した食料援助量の維持を求めていた。この状況について、米国の首席交

渉官は「これらの目標の何れか一つを達成するのさえ大変な仕事であり、それを全部実現することはと

ても無理だった」と語った（ジョスリンら 1998、pp. 116-117）。 
261 Walton (1985) p. 103。 
262 Walton (1985) p. 103。 
263 Saouma (1993) p. 101。 
264 Saouma (1993) p. 101。 
265 穀物、食肉、油脂類など。 
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する活動が中心だったＦＡＯは、次第に開発途上諸国が生産する産品266をカバ

ーするようになり、この傾向は新たな独立国が増えるにしたがって、これら諸

国が国際市場に参入することを助ける仕事に力点が移っていった。すなわち、

ＦＡＯの貿易に関するミッションは、基本的に農業国である開発途上諸国が食

料の自給を目指す事情や、純食料輸入国・食料不足国と呼ばれる諸国の重荷・

困難に精通したパートナーとして、色濃く特徴付けられていく。貿易交渉・貿

易問題に責任を持つガットやＵＮＣＴＡＤのような諸機関に対して、これら開

発途上諸国の実情に関するよりよい認識や理解を促進し、可能な解決方法を示

唆し、最も貧しい諸国の利益に対して然るべき認識を求めるというのが、ＦＡ

Ｏの役割になっていったのである267。 

1980年代当時、開発途上諸国が貿易に関して有していた問題は、先進諸国と

の貿易不均衡の問題、そしてそれに関連する負債問題によって特徴付けられる。

開発途上諸国の輸出産品である一次産品の価格が低迷する中で、逆に食料を含

めた先進諸国からの輸入が増大していた。だが、一部例外的な国を除いて必要

な輸入品を買うための資金は、やはり一次産品輸出に頼らざるを得ないのが現

実であった268。そしてこの一次産品についてさえ、先進諸国が使っている農業

補助金や国際市場に出てくるダンピング的な農産物価格に対して、開発途上諸

国がまともに競争するには、開発途上諸国は力が足りなかった。加えて、先進

諸国は開発途上諸国から来る農産品に対して関税・非関税・検疫などの輸入障

壁を設けており、さらに熱帯産品価格は外国市場のディーラーによって固定さ

れていて生産国の介入や許されなかった。加えて国際的な投機による農産物価

格の不安定と長期に亘る価格低落傾向は、先進諸国のインフレ押さえ込みには

役立っても、開発途上諸国の国際収支や負債問題を悪化させるだけだった269。 

熱帯産品の輸出国がこのような利益の浸食を防ぐためには、生産を拡大する

こと、さらには加工によって高付加価値化を図ることが考えられた。しかし前

者については、投入資材をより多く要することでコスト高になり、熱帯産品の

増加によって食料生産がさらに弱体化し、土地の過開発を招き、そして何より

も需要の増大なしに増産すれば価格の更なる下落を招くので、結局解決策たり

得なかった。また、後者の加工・高付加価値化については、多かれ少なかれど

のような国でも試みられたものの成功するケースは少なく、しかも開発途上諸

国の場合は必要なインフラも技術も人材も不足していた。その一方で多くの先

                                            
266 米、砂糖、茶、コーヒー、バナナ、ココアなど。 
267 Saouma (1993) pp. 101-102。 
268 この問題は、つづめて言えば開発途上諸国はいったい何を輸出すればいいのかという問題であった。

輸出品となり得るものは鉱物資源、農産品（食料、非食料）特に熱帯産品であり、さらに繊維など軽工

業品や製造業製品、さらにはサービスが考えられた（Saouma 1993、p. 102）。 
269 Saouma (1993) pp. 102-103。 
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進国では、自国産業を守るために加工品の輸入を妨げる保護主義的な障壁があ

って、彼らが受け入れるのは一次産品かせいぜい半加工品までなので、やはり

加工品の輸出も解決策にならなかった270。 

一方、開発途上諸国の輸入については、まず、製造業製品や資本財であり、

これらの価格は常に上昇する傾向にあり、その中で武器の占める割合も高く、

国家としての大きな負担となっていた。次に輸入が増大していたのが食料品で

あり、その原因としては構造的な食料不足、あるいは換金作物を生産するため

に食用作物を犠牲にしている場合が多いことがあり、さらに都市化その他の要

因によって食生活が変化し輸入によってしか賄えない食料需要が創出されてい

ることがあった。以上のような輸出･輸入の構造の中で、非常に多くの開発途上

諸国が負債の罠にはまっていったのである271。 

それでは上記のような状況の悪化と厳しく制約を受ける活動の範囲の中で、

実際にＦＡＯが行った、あるいは行おうと努力したことは何だったのであろう

か。その第一は情報提供で、開発途上諸国の状況やその分析を『世界食料農業

白書（The State of Food and Agriculture）』のような形で示すことであった。

第二は政策助言で、貿易に関する問題についてもやはりＦＡＯはこの機構とし

て必須の助言機能を発揮することであった。そして第三には、貿易に関する開

発途上諸国の苦境の多くに先進諸国の利己的ともいえる貿易政策・国内政策等

が関係しているとしても、ＦＡＯはただそれを途上国の立場から非難するとい

うのではなく、先進国に対し対話と理解を求め、貧しい諸国が貿易を通じて自

立しようとする努力を先進諸国が助けるように仲介することであった272。 

無論、先進諸国へのアピール以上に開発途上諸国の側からの努力が重要であ

ることは論をまたないところであり、ＦＡＯもそのために農業と農業投資に重

点を置く政策の採用、食用作物と換金作物のより良いバランスの達成、小農へ

のサポート、また輸出産品に関しては価格面での競争力に加え品質面や供給の

安定性の面での努力などについて、途上国への支援を行っている273。 

                                            
270 Saouma (1993) p. 103。 
271 Saouma (1993) pp. 103-104。 
272 そのようなサポートが、如何なる形を取りうるかについて、先ず想起される選択肢は、開発途上国の

農産品の貿易を制約している豊かな諸国の保護主義的なシステムを除去し、これら諸国の市場に途上国

の産品が入るのを妨げている障壁を引き下げ、又は撤廃することであるが、このようなシステムそのも

のは先進諸国が強い決意を持って、市場を歪曲する補助金を使って国内の特定の農業セクターを守ろう

としているものなのである。その帰結は生産過剰や余剰の売り払いであり、これによる途上国産品の壊

滅的被害になり得る。サウマのＦＡＯは先進諸国にこのような保護主義的政策をやめるよう説得を試み

た。それは単に倫理的なアピールであるのみならず、直近の利益から見れば気が進まなくとも、長い目

で見れば先進諸国自身の利益とともに国際社会の利益にもなること、また途上国の債務問題の解決も同

様の発想で行うべきということであったが、一部先進諸国の努力は認められつつも、全体的な効果とい

う点で問題の解決に繋がるようなものは見られなかった（Saouma 1993、pp. 106-107）。 
273 途上国サイドには資源･財源が限られ、また各種の障害もあるので、貿易問題、特に世界的な余剰と欠

乏の併存状態の解決に向けては、やはりグローバルなサポートが必要としている。そしてこの上で、ガ

ットやＵＮＣＴＡＤが農産物市場の安定化のために行っていたいくつかの取組（“実質的に崩壊”した
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さらに開発途上国の側あるいはＦＡＯの側で具体的に行いうる貿易問題対応

については、第一に、開発途上諸国が団結することにより力を発揮できるとし

て、1981年に途上国の間での経済協力の実現をＦＡＯが唱道し、以来、南南貿

易の展開や開発途上国間の特恵関税システムの形成を通じた開発途上世界の経

済統合、熱帯産品の輸出国同士の生産･投資計画の調整、開発途上国間の技術･

経済協力といった取組を行った。また第二に、ＦＡＯの貿易問題に関する具体

的な役割･貢献として、ガットの多角的貿易交渉においてＦＡＯは農業及び熱帯

産品に関するグループに参加することとなった274。 

 

【ＦＡＯ40周年】 

 1985 年 10 月 16 日、ＦＡＯは創立 40 周年を迎えた。この日、世界中で行わ

れた多数のイベントに加え、ＦＡＯ本部で行われた特別式典には世界中の 80

の諸国から元首、大臣、個人のメッセージが寄せられ、イタリア大統領からは

ホスト国としてのコミットメントと本部施設の拡充が表明された。更にこの年

11 月のＦＡＯ総会においては、ペルーのアラン・ガルシア・ペレス大統領275、

ローマ法王ヨハネパウロ 2 世276、フランスのミッテラン大統領277、インドネシ

アのスハルト大統領278がそれぞれ講演あるいは演説を行い、ＦＡＯのサウマ事

務局長279はこれらを大いに歓迎した280。 

 ＦＡＯはその 40周年に当たって、それまでＦＡＯが達成し得た業績と、更に

残されている諸問題について短いまとめを残している。これによれば、最大の

達成は、世界が 40年間で 2倍の人口を支える食料を、主に技術の進歩による単

位当たり作物収量の飛躍的な伸びによって生産していることであった。これは

先進国のみならず開発途上世界においても倍増以上を達成し、開発途上諸国全

                                                                                                                                
商品協定の再活性化、1981年に提起された商品共通ファンド）をＦＡＯとして歓迎している(Saouma 

1993、pp. 106-107)。 
274 だが時が経過し交渉が進展しなくなるにつれ、完全な落胆とまでは言わないものの、当初の希望は懸

念と失望と苦渋に変わっていったとする。しかしサウマはそれでも、国際貿易の世界における農業の重

要性についての認識が高まっていること、また衛生植物検疫措置（sanitary and phytosanitary 

measures）の世界における紛争調停者としてＦＡＯの積極的な役割が認められつつあることに、貿易

分野におけるわずかな将来展望を見出している(Saouma 1993、pp. 107-108)。 
275 ＦＡＯ総会恒例のマクドゥーガル記念講演を行った。 
276 司教ミサで多国間協力への支持と国際関係における社会正義・公平を各国に訴えた。 
277 開発途上国問題の解決に向けた決意と、そのための 3つの行動、すなわち国際通貨システムの改革、

多国間貿易交渉への開発途上諸国の参加、そして負債及び開発の問題へのグローバル・アプローチを挙

げた。 
278 インドネシアが如何にして 15年間で食料生産を倍増し食料自給を達成し、さらに輸出国にまでなった

のかを語り、併せて、インドネシアの農民たちが飢餓に苦しむアフリカにＦＡＯを通じて 10万トンの

コメを贈ることを表明した。 
279 このような偉大な政治家たちがかかる世界的連帯の言葉を表明したことに、このＦＡＯという国際機

構の創立の理念、すなわち正義、飢餓・貧困からの解放、そしてより良い世界を作り出す決意を見ると

した。 
280 Saouma (1993) pp. 125-127。 
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体の生産量は初めて先進諸国の合計を超えた281。地域別には、最も人口稠密な

アジアにおける成果が著しく、他方アフリカの農業問題のみは未だ解決されて

いなかった。このような成果についてサウマ事務局長は、各国やその農民たち

の貢献を称えつつ、ＦＡＯが各国の農民から政策立案者まで幅広くトレーニン

グを提供したことによる功績も同時に誇りであるとした282。 

 一方、ＦＡＯ及びサウマ事務局長は同時に、これらの成果は未だ成功である

とは言えないと率直に認めている283。確かに 1970年代には栄養不良人口の比率

は減少したが、その総数は人口増加に伴って増加を続けていた。依然として膨

大な食料不足人口、アフリカの危機、環境に対する圧力の危険性、そして貧し

い諸国がますます貧しくなっていく現実は否定すべくもなかった。そしてＦＡ

Ｏは更なる目標として、次の 6つを掲げたのである284。 

① 世界の飢餓・栄養不良人口の絶対数及び比率を減少させること 

② 低所得食料不足諸国の食料生産の加速を助けること 

③ 農林水産業の基盤を提供する天然資源を保全・保護すること 

④ 農村における公平の水準を高めること 

⑤ 世界貿易における開発途上諸国の地位を強化すること 

⑥ 地球全体に亘る食料安全保障を達成すること 

 この 1985年時点での 6つの課題をみると、いわゆる「緑の革命」など技術の

進歩によるアジア諸国を中心とした作物生産の飛躍的な増加という科学的な成

果の陰に、地域的な偏りや社会の中の不公平、環境・資源上の不安要因、さら

に先進諸国と開発途上諸国の間の不均衡といった社会・経済・政治的な諸問題

が大きく取り残されていたことが感じられる。 

 

【財政逼迫その他の諸問題】 

 ＦＡＯ創立 40周年を祝った 1985年頃が一つの頂点とすれば、その後次第に

ＦＡＯの進路には暗雲が垂れ込めてくる。この年を境に、ＦＡＯの運営方法285に

関して、「いくつかの加盟諸国」（実質的に先進諸国）とその他大勢を占める諸

国（実質的に開発途上諸国）との間の見解が異なってきたのであった286。 

 この変化の直接的なきっかけは世界的な経済危機に伴う国際社会の変化であ

ったが、同時に国連や多国間主義に対する不満の増大もあった。そのような中

で、多くの先進諸国がＦＡＯの予算編成に関して、「実質ゼロ成長」あるいは「ゼ

                                            
281 しかし穀物貿易量の面からみると、その 80％以上が先進諸国によるものであった。 
282 Saouma (1993) p. 127。 
283 Saouma (1993) pp. 127-128。 
284 Walton (1985) pp. 149-152。 
285 ここでいう「運営方法」には、ＦＡＯが行う行動、その計画の編成方法、他の国連諸機関との関係、

そして活用する資源・財源などが含まれる。 
286 Saouma (1993) p. 129。 
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ロ成長」を主張し始めたのである287。 

 これとは反対に、ＦＡＯ加盟諸国の大勢の考え方は、援助の必要量の増大に

伴いＦＡＯの活動の実質ベースでの増大が必要というものであった288。そこで

サウマは、1985年のＦＡＯ総会で 1986／87年の予算を決定した際には、「実質

ゼロ成長」の主張に対抗して、食料・農業分野の第一の国際機構としてのＦＡ

Ｏの重要性に鑑みて、活動量の 1.1％純増を提案し、加盟諸国の大勢もこれを

支持して「実質ゼロ成長」の考え方を拒絶したのであった289。しかしそしてそ

の際に 12の先進諸国が棄権するという事態に至り、これが後にＦＡＯのキャッ

シュフロー危機（運営費不足）の伏線となったのである290。 

 ＦＡＯにおける運営費不足は、1987 年 11 月の時点で 9400 万ドルと、1985

年の 2500万ドルから急増している。しかも重要なことは、この不足分のうちの

大半を占める 6740万ドルは唯 1か国、すなわち最大の分担金負担国である米国

の滞納分であったことである。1987 年のＦＡＯ総会の記録は、これについて、

「最大の分担金負担国の支払いが、国内財政状況の影響を受けた」としている

のであるが、当の米国はこの滞納金問題が近い将来に解決するよう望むＦＡＯ

側の思惑を真っ向から否定する如く、「滞納金の支払いは極めて困難（highly 

unlikely）」という声明を発している291。 

 かくして 1986－87年のＦＡＯ予算は、滞納金問題とドルの大幅な下落によっ

て、事業活動の削り込みと予備費の急速な損耗を惹起し、加盟諸国に対するサ

ービスは削減され、ＦＡＯとして果たさねばならない機能の実行さえ危ぶまれ

る事態となった292。 

 このような財政的困難が決定的な対立を生んだ背景には、この時期に先立つ

10 年程度の間にＦＡＯの役割や方向性について先進諸国などに不信感が生ま

れてきたことがある。それは 1985年以来、これら諸国からＦＡＯが将来に亘っ

て保有すべき役割について本格的に再検討すべきとの考えが生じていて、これ

                                            
287 これは後に一つの教条ともなってゆく考え方であり、当初は「実質ゼロ成長」で、プログラム（活動）

の量を増やさずインフレ等のコスト上昇分のみ増加を許容するというもの、次いで「ゼロ成長」で、コ

スト上昇分は既存予算の一部を削って充てる（すなわち活動の量は減少）というものであった（Saouma 

1993、p. 129）。 
288 しかしこの主張は、このように言っている多くの途上国が自らのＦＡＯへの分担金支払いで困難を抱

えているという矛盾をはらんでいた。 
289 したがってサウマは、ＦＡＯが行うべき活動は効率的に行いつつ、分担金支払い能力の低い諸国には

無理を求めないという綱渡りの運営を余儀なくされ、結局このための妥協として、活動量の純増は維持

しつつ、その財源は可能な限り事務管理・支援経費の削減で賄うこととした。 
290 Saouma (1993) pp. 129-131。 
291 Saouma (1993) p. 131。 
292 このとき先進諸国が提唱したのが「柔軟な」（elastic）事業実施、すなわち予算をどうしても実施しな

ければならない「コア活動」（core activities）と、財源の状況によって実施・不実施が決まる「待機活

動」（stand-by activities）に分けるという方式であった。しかしこの「選択的予算」（alternative budgets）

に対して、加盟国の多数は支持をしなかった。それは、あたかも分担金の支払いを遅らせてＦＡＯの事

業計画・予算を混乱させるだらしなさを誘うかのようだと見られたのである。 
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ら諸国は 1987年のＦＡＯ総会の議題に、ＦＡＯの役割・機能に関する徹底的な

見直しを上げようとした。これには加盟国の多数が賛成しなかったが、同総会

の議題には「事業計画予算策定過程の改革の必要性を含め、ＦＡＯの目的と運

営の特定の側面に関する見直しの検討」という議題が盛り込まれた293。 

 サウマによれば、この議題の総会での議論は、「ヒートアップ」どころのもの

ではなかったという。対立する立場の間の調停は全く不可能な状況で、総会期

間中のコンセンサスは達成できなかった。そしてこの件はその後、一つの妥協

提案294で打開が図られた。検討の焦点は、ＦＡＯの役割、優先事項、目的そし

て戦略とされ295、遂にこの提案が多数で採択されたのである296。 

 なお、サウマは、この採択及び自らの 3期目の事務局長当選を受け、これが

かくも強力な反対が存在する中での自身への信任であり、加盟諸国の圧倒的多

数の支持を背景に、更に自らの使命を果たしていく決意を固めたとしている297。 

 

6.3 第 3期：政治的・財政的問題の噴出（1988－93）298 

 

【世界政治の激動とその影響 299 】 

 1990年代の世界については、冷戦が終結を迎えた中で全般的な政治的・経済

的覚醒が予想され、「この世の春」の訪れが期待されていた。ＦＡＯを始めとす

る国際諸機構にも「ソ連」の参加が予期され、ベルリンの壁や鉄のカーテンが

消え去ってドイツが統合され、東欧諸国が民主化するなど、東西の政治的緊張

緩和が進んだ。このような中で、莫大な資金を要する軍備拡張競争は不要とな

り、その資金を開発や援助、途上国の経済的離陸のために使えるとの期待が持

たれた300。 

しかし、先進国と旧社会主義国の軍事費は多少削減されたが、節減された資

源が開発途上諸国の成長に向けられたわけではなかった。民主主義の原則、統

治への民衆参加及び経済自由化を表明する政府は増加したが、1990年代前半に

はこれとは別の動き、すなわち政治、経済、宗教、民族に関する古い問題が新

                                            
293 Saouma (1993) pp. 132-133。 
294 すなわち計画委員会と財政委員会の合同会議に専門家の小グループ（専門分野や地理的なバランスを

考慮）を加え、事務局長に協議しつつ検討すること 
295 更に詳細には、加盟諸国への最も有効な貢献の方法、内部機構や手続きの変更の要否、ＦＡＯ内での

優先事項の決定プロセス、他の関係する諸機構との連携関係、ＦＡＯの戦略・行動の計画・予算等への

反映手法などの事項が特記された。 
296 Saouma (1993) pp. 133-134。 
297 Saouma (1993) p. 134。 
298 Saouma (1993) pp. 135-155。 
299 Saouma (1993) pp. 137-139。 
300 Saouma (1993) p. 137。 
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たに掘り起こされて民族主義が出現し301、小国が続々と誕生する中で開発途上

地域では暴動、内戦、戦争が引き続いた。国家間の戦争は比較的少なく、各地

で発生した国内の騒乱は食料の生産、分配、流通、消費に混乱を生じさせた。

多くの国内の武力紛争の主因は社会的困窮であり、また武力紛争は深刻な食料

不安をもたらし、人命の損失、難民、飢餓、緊急食料援助という事態を生み出

した302。こうした動乱は世界の安定の脅威となったが、援助疲れが現実化して

いた中で援助国が必要な援助を実施する能力は損なわれていった。外部から途

上国への資金援助の流れは減少し、低所得国への資金流入の 3分の 2を占める

ＯＤＡは過去 20年で最低の水準に落ち込んだ303。そして援助資金の減少によっ

て、農業分野は特に大きな打撃を受けたのである304。 

 このように、国連システムが真の意味で平等な多国間の議論の場になると思

われた矢先、事態は希望を打ち砕く方向に展開した305。平和や自由、繁栄への

希望は、迫害や憎悪、虐殺そして飢餓へと道を譲り、これら全ての政治的激動

は国際社会の全くの無力をも示していた。破壊や混乱を修復し、難民の食料を

手当てし、破壊された農業分野や環境を回復し、国際貿易を再始動しより公平

化するためには多大の資金や資源が必要であった。しかし、このような活動分

野でＦＡＯには十分な予算が確保できず、最も必要とされる時期に、求められ

る役割を十分に果たし得なかったのである306。 

 

【財政危機】 

 ＦＡＯの財政危機あるいはキャッシュフロー危機307については既に、1987年

のＦＡＯ総会において、米国の分担金不払いを背景に、予算の増額の可否をめ

                                            
301 ボスニア・ヘルツェゴビナ及びチェチェンなどの内戦は、民族主義の出現を示す当時の劇的な事例で

ある。 
302 典型的な事例としては、ルワンダとソマリアの内戦がある。1994 年には、アフリカの約 14 か国が戦

争状態にあり、さらに 18 か国で組織的な武力攻撃が発生した。 
303 具体的には、1983 年の供与国ＧＤＰの 0.35％から、1994 年には 0.29％へと大きく減少した。 
304 ＦＡＯ編（1998a）pp. 186-188。 
305 サウマはこのような例として、旧ユーゴスラビアなどでの民族紛争、カンボジア、アフガニスタン、

近東の紛争、モザンビーク、リベリア、スーダン、ソマリアなどアフリカ諸国の紛争、更にペルシャ湾

における破壊、飢餓、暴力を挙げている（Saouma 1993 pp. 137-138）。 
306 サウマは、このような状況下で十分な予算があれば、多くの活動分野でＦＡＯはより決定的な役割が

果たせたはずだと悔恨を露わにしている。この時期、ＦＡＯはその限られた予算を技術協力プログラム

（ＴＣＰ）の機能を維持することのために集中せざるを得ない状況にあった。無論、新しく出来た諸国

をＦＡＯのメンバーとして迎えることや、環境・持続可能な開発そして栄養などの重要課題に取り組む

といった努力ないしそれらの成果は認められるものの、世界が混乱する事態の重大さに比して、ＦＡＯ

の活動は不十分であった（Saouma 1993 pp. 138-139）。 
307 この件についてのサウマの考え方は一貫しており、これは構造的な「財政危機」というよりは深刻な

キャッシュフローの問題、しかも全て特定の国が分担金を全額、或いは期限を守って払わなかったこと

に起因したものであると述べている。実際、歳入不足（滞納金）額は、1987年の 9400万米ドルから、

1989年には 1億 7000万米ドルまで急増しその 5分の 4は米国分、さらに 1989年には 1億 9700万米ド

ルでうち 1億 5100万米ドルが米国分であった（Saouma 1993、p. 141）。 
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ぐって激論が戦わされたことに触れた。そしてこの事態を受けて執行された

1988～1989年予算においては既に予算の無駄を省くだけでは追い付かず、ＦＡ

Ｏの基本的な役割を担う予算さえも切り込まざるを得なかった308。そして更に

1990～1991年には、滞納金の更なる増加と予測せざる出費の必要から、ついに

外部の商業セクターからを含め、初めて予算の借り入れを行う事態に立ち至っ

た309。 

 この財政難の極めて特徴的かつ異例なところは、いつ、どの程度の滞納金が

支払われるのか、全く予想がつかなかったことであった。すなわち、最大の滞

納国である米国は、一度ならず一定額を特定期日までに支払うと約束したにも

拘わらず、最終的には突然、議会の承認が得られなくなったなどの理由で支払

いをしなかった。このため、1992～1993 年の予算を審議した 1991 年のＦＡＯ

総会においては、承認された事業計画予算と実際の予算措置の間にギャップが

生じる事態となり、これを埋めるために特別の決議、すなわち「ＦＡＯの最大

の分担金負担国に対し、今期の分担金及びこれまでの滞納金の支払いについて、

その額と時期に関する具体的なコミットメントを求める」、「来期の予算編成上

やむを得ず採られた解決策、すなわち前期比マイナス 4％の予算編成は例外的

なものであり、前例としない」との決定をしたのである310。 

 この最悪の状況は、1991年から米国が分担金の一部の支払いを再開したこと

により若干改善する。しかし、一部の事業が再開される中でも、他の多くの事

業を犠牲にする状況は恒常的に続いた。この状況の下で、ＦＡＯが加盟諸国に

対し十分なサービスを提供できない事態が続き、十分な予算措置を実現するこ

とに組織としての多くの時間とエネルギーを費やす事態に至り、ＦＡＯの国際

機構としての機能不全を慢性化させた311。 

 このように、滞納金問題の存在は、その国際機関が本来行うべきサービスを

困難にする。たしかに、このような困難に陥った国連機関は、ひとりＦＡＯだ

けではなかった。特に、貧しい諸国などでは、財源の絶対的な不足によって国

際機構に対する分担金支払いを滞納せざるを得ないケースもある。しかし、こ

の当時のＦＡＯに対する分担金の滞納は、米国など特定の諸国が、「ＦＡＯが行

った諸決定、とりわけ 2か年分の予算水準の決定に対する不同意を表す手段と

して機能させる狙い」で行ったものと見られるのである312。 

                                            
308 それは、情報分野における多くの出版物の停止や組織内の語学訓練の中断であり、技術・政策助言分

野の人員削減・空席ポストの増加であり、また加盟諸国の対話の場としての多くの会議のキャンセルと

なった（Saouma 1993、pp. 141-142）。 
309 幸いこの負債は、まもなく一部の滞納金の支払いがあったことで解消したが、サウマはこれらの経験

を「最も辛い試練の一つ」だったと述べている（Saouma 1993、p. 142）。 
310 Saouma (1993) pp. 142-143。 
311 Saouma (1993) p. 143。 
312 Saouma (1993) p .143。 
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【ＦＡＯの目標と活動の見直し】 

 前述のように 1987年のＦＡＯ総会で、計画委員会及び財政委員会が合同で、

専門家小グループの助力を受けながらＦＡＯの役割・機能について詳細なレビ

ューを行うことが決まっていた313。この目的はＦＡＯの有効性、効率性及び事

業効果を高めることであり、それはレビューを決める際の妥協の産物であった

が、このレビューを発案した一部の先進諸国の意図は、ＦＡＯの方向性に疑問

を投げかけ、その機能性について見直しを求めるというところにあった314。そ

して事務局長のサウマは、このレビューを審議した 1987年のＦＡＯ総会の決定

に先立って、「このレビューが平静裡に、客観的に実施されることを願うととも

に、これはあくまでＦＡＯが強化されるためであって、財政的困難に屈服する

ことであってはならない」との見解を表明した315。そして彼はこのレビューを

自らに対する不信任とも考えておらず、またこれがＦＡＯの徹底した改革につ

ながるとしても何ら恐れることはなく、事務方及び自分自身はその結果の実行

に誠実に協力する（させる）との態度を明らかにした。そればかりか、サウマ

はレビューの対象範囲を拡大するよう自ら提案し、フィールドにおける活動と

組織の行財政管理も範囲に含めることとした316。 

 実際のレビューでは専門家小グループを 2つに分け、①ＦＡＯの目的、役割、

優先事項及び戦略と、②フィールド活動について検討がなされた。また、マネ

ジメントのレビューは民間のコンサルタント企業に委託され、これら各々の調

査に対してはＦＡＯ事務局が全面的に情報提供や応答の形で協力した。各小グ

ループで採択され、計画・財政両委員会に提出された報告は、ＦＡＯの活動の

いくつかの側面での改善とそのための示唆を含むものの、ＦＡＯという機構そ

のものについては、「健全で革新的かつダイナミックな組織であり、その目的、

役割及び活動は正当で適切かつ重要なもの」としていた317。 

 1988年がこのレビューの専門家による検討の年だったのに対して、1989年は

ＦＡＯの管理主体による議論と意思決定の年であった。ＦＡＯ理事会、そして

                                            
313 第 2 章 6.2.6 参照。なお、このレビューの議題に関する日本の主張については、「ＦＡＯの運営を効率

化し、内部機構と意思決定方式を見直して予算、計画プロセスを透明化し、ＦＡＯ活動の優先分野を明

確化して他の国際機関との協調を図る」との決議は採択されたが、レビューの実施主体として日本が特

に主張した「事務局から独立したハイレベルの会合を設置する」との提案は敗れ、財政・計画合同委員

会が 7 名の専門家の協力を得てレビューを行う、というフランスの調整案が開発途上諸国の賛成多数に

よって可決された（国際食糧農業協会 1988、通巻 No. 584, pp. 1-2）。 
314 サウマはこのレビューの性格について「ＦＡＯの良心と財政的困難との関係」と述べ、その背景に「国

連システム全体にわたるアイデンティティの危機」が絡んでいたと指摘している（Saouma 1993、p. 

145）。 
315 ＦＡＯ (1987) p. 6。 
316 Saouma (1993) p. 146。 
317 サウマは、1987年の総会での激論にも拘わらず両委員会が実質上全ての項目についてコンセンサスで

報告を作成したことに満足し、これをエンドースした（Saouma 1993、pp. 146-147）。 
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その上位で最高意思決定機関であるＦＡＯ総会においては、いくつかの事項に

ついて意見の相違が見られた318。しかしいずれにせよ、各々の管理主体は、専

門家グループや 2つの委員会の仕事を強く賞賛し、実際上全ての主要ポイント

について合意に達し、最終的にはこれが総会の決定とされた319。 

 サウマは、この総会決定の意義について、次の 3つのポイントを挙げて説明

している。第一には、このレビューがＦＡＯの歴史上画期的な出来事であり、

ＦＡＯの健全さが専門家や両委員会によって証明されたということである。第

二には、総会が改めて、ＦＡＯの 3つの主要な役割、すなわち①情報の収集・

配布機能、②国際フォーラム・政策助言機能、そして③技術援助提供機能、の

正当性と相互補完性を再確認し、さらにこれらのバランスの維持が重要と認識

したことである320。さらに第三のポイントは、ＦＡＯは「国連システムの中で

食料及び農業の開発に関する領域で支援を提供する」ことについて先導的役割

を果たすべきとされたことである321。 

 しかし、このようにサウマが総会での多数の力を恃み、レビューの結果322も

含めて自画自賛的にＦＡＯの当時の現状を肯定すればするほど、1987～1988年

ごろ、ＦＡＯの在り方を改めない限り分担金を半分に削ると断言してサウマの

ＦＡＯと対峙していた米国の当局323が、この 1989年総会の結果に納得していた

とは思えないのである。 

 

 

                                            
318 それは例えば、優先順位付けのプロセスについて、多国間の技術援助におけるＦＡＯの役割に関連す

る「ＦＡＯの比較優位」の判断基準について、またレビューの勧告実施に必要な資金・資源の問題につ

いてであった（Saouma 1993、p. 147）。 
319 Saouma (1993) p. 147。 
320 総会がこれら 3つの機能は等しく重要であり、かつ技術援助の機能は論理的にその他 2つの機能から

発するものであるとしたことについて、サウマは特に興味深いことと述べている。 
321 総会の勧告は 35項目であるが、中でも重要なものとしてサウマが掲げているのは、他の国連諸機構・

機関とより緊密な連携を取ることが重要であること、環境及び持続可能な開発に関連する事項により大

きな力点を置くこと、技術協力プログラム（ＴＣＰ）の維持の必要性とそれに対する追加的な資金提供

が必要であること、などである。さらに、予算編成及び事業の優先順位付けに関しては、向こう 6年間

の中期計画の策定（総会ごとに順次改定）を導入し、これを直近の 2年間の優先順位付けの基礎として

位置づけたことも重要としている。 
322 一つだけ、かなり大きな障害として残されたのは、総会がレビューに伴う勧告の実施に必要な財源を

手当てしなかったことである。これはサウマらの試算によれば 2675万ドルの追加的予算に相当した（19

の勧告の実施分）。総会はこの財源の必要性については認識していたが、ただ国際金融諸機関に対して

可能ならば予算外の資金を手当てするよう勧め、ＦＡＯに対しては入手可能な予算の範囲内で勧告を段

階的に実施するよう求めるに留まったのである。サウマは結局、必要な資金を、通常予算からと、予算

外からとの両方を使ってこの事態を乗りきることとした。彼によれば、このレビューに係わった全ての

検討機関（専門家、計画・財政委員会、理事会、総会など）が各々全会一致で、「ＦＡＯは基本的に健

全であり、その機能は強化されるべき」と判断したことを多とし、改革のための追加的な予算が提供さ

れなかったにも拘わらずその勧告を苦しいやりくりによって実施し、そして総会はその結果に満足の意

を表したのであった(Saouma 1993、pp. 148-149)。 
323 国際食糧農業協会 1988、通巻 No. 591, p. 2。 
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【フィールド活動：新たな方向と新たな問題】 

 前述の 1989年のＦＡＯ総会による確認のように、フィールドにおける技術援

助はＦＡＯにとって欠かすことのできない機能の一つであった。しかし、サウ

マが事務局長就任の 1期目に開始した技術協力プログラム（ＴＣＰ）以外のＦ

ＡＯの全てのフィールド事業は、実際は世界銀行やＵＮＤＰ、さらに各国政府

その他の信託基金の提供機関との間の緊密な連携によって実施されてきていた

のも事実であった。特にＵＮＤＰは長期間にわたってＦＡＯが実施するフィー

ルド事業に対する最大の資金提供機関だったが、1980年代にその資金額は急速

に減少した324。ＵＮＤＰ側からみても、その資金の専門機関への配分において、

開発途上諸国での農業・農村開発の重要性を反映してＦＡＯは当初 35％を超え

る最大の資金額を配分されていたが、20年後の 1987年には全体の 20％程度に

まで減少した。確かにＵＮＤＰ資金の使途が農業・農村開発以外の分野に拡大

していったのは事実であるが、ＦＡＯへの資金配分が減少したその他の理由と

しては、ＵＮＤＰ自身によるプロジェクトの実施や、プロジェクト対象国にそ

の実施を委ねる場合が増えてきたことも影響していた325。一般にこの頃、ＵＮ

ＤＰを含む多くの資金提供機関は、自らの資金を使うプロジェクトの準備や実

施を自らの責任で行う傾向を強めていた。その主な理由は、ＵＮＤＰなどが競

争入札によって、事業の専門性や実施の信頼性を向上させること、さらに専門

機関間の協力の失敗を防ぐことなどであった326。また、開発途上国自身が事業

実施に取り組むことには、途上国政府が事業のオーナーシップを感じる利点が

重視され、これらの結果として専門機関による技術協力の役割は徐々に低下し

ていった327。これに対して 1989年のＦＡＯ総会では、元々はＦＡＯが行ってき

た技術援助の分野に他の諸機関が参入していることについて、ＦＡＯのこの分

野での先導的な役割が阻害されると懸念の声も上がった。ＵＮＤＰが国連の専

門諸機関、とりわけＦＡＯの専門領域にまで入り込んで活動を強化した理由に

ついては、事業実施機関であるＦＡＯによる過剰な実施料の徴収の問題、或い

は実施機関の競争力、効率性そして比較優位の問題に帰する考え方も根強かっ

た328。しかし、開発途上国における開発活動は、経済のみならず社会や文化な

ど多様な価値に関係するので、その効率性あるいは比較優位をどのように評価

                                            
324 1980－1981年に比べて 1992－1993年のＦＡＯフィールド活動へのＵＮＤＰ資金は額面で 25％、実質

で 40％も減少してしまった。また、ＵＮＤＰが資金提供する諸活動に占めるＦＡＯの比率は、25％から

13％にまで減少した（Saouma 1993、p. 151）。 
325 Saouma (1993) p.151。この理由として大平は、専門機関による技術協力の質が低いうえに、プロジ

ェクトの実施段階において専門機関間の協力が欠如していたことから、ＵＮＤＰが直接実施に関わるよ

うになったとの見解（Douglas Williams 1987、p. 170）があることを紹介している（大平 2008、pp. 

26-27）。 
326 大平 (2008) pp. 27-28。 
327 大平 (2008) p. 28。 
328 Saouma (1993) p. 151。 
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するのか329、さらに効率性を重視するあまり途上国自身の事業実施能力を高め

る「訓練」の要素を等閑視してよいのか330などについて、難しい価値判断の問

題もあったのである。そしてサウマは、ＵＮＤＰが当時新たに導入した方法は、

ＵＮＤＰの資金を使って行われる技術援助においてＦＡＯのような国際専門機

関が直接的に果たしてきた役割を減じ、それを技術的・政策的に未成熟な開発

途上諸国に果たさせようとするものである点を強く批判した。ＦＡＯこそがそ

の世界的なネットワークと専門性において最も適切な農業の技術援助機関であ

ると主張したのである331。 

 このＵＮＤＰの新しいシステムは、ＦＡＯに対してさまざまな面で影響を及

ぼした。第一には、その技術的能力を適用する機会が少なくなり、長期的にＦ

ＡＯの専門能力の価値が損なわれるということであった。また第二には、ＦＡ

Ｏなどの専門機関に対する資金供給の仕方が変化した332ためにプロジェクト実

施の遅延を招いたことであった333。 

 このことは、世界銀行やその他の信託基金についても同様であった。世界銀

行は非常に大きな貸し付けや投資のプロジェクトを持ち、それらは常に技術援

助の要素を伴い、その費用の一定比率が専門スタッフの訓練などに割り振られ

ていた。そして世界銀行はその主要出資国（つまり主に米国）の民間コンサル

タントを優遇していたため、ＦＡＯに対して割り振るプロジェクトの数は極め

てわずかなものであった。同様に、ＦＡＯが信託基金を獲得する展望も、やは

り多国間チャネルを通ずる援助資金の減少から、不確実なものとなっていた。

そしてこれらに起因するＦＡＯの通常予算への圧迫は、ＦＡＯへの多くの資金

                                            
329 開発活動というものはそもそも多面的な性格を持つもので、他の様々な分野におけるさまざまな反応

を伴う。経済一般から雇用、健康、食習慣、文化的価値、更にはコスト・ベネフィットで判断すること

が困難な社会的統合、国民の尊厳、諸国間の協力、国際的約束などが複雑に絡んでくるのが開発活動の

特性である。このため、例えば訓練コースのコストと価値を、いったい誰が数量化しようとしているの

かと、サウマは問いかけている（Saouma 1993、p. 152）。 
330 開発援助のプロジェクト管理を開発途上諸国自身が行うというアイディア自体については、その意図

において素晴らしいことだとサウマは言う。外国の専門家に頼らず、国際機関によるものを含めた全て

の保護監督から自由になり、自らのことは自らがコントロールするという自助の精神を体現しているか

らである。そしてサウマは、これこそが本来、ＦＡＯのやり方・考え方なのだという。ＵＮＤＰの考え

方は、ＦＡＯなど専門諸機関の役割は、直接の技術援助よりもむしろ、より上流の活動すなわち分析や

政策助言、プロジェクト準備、そして必要に応じた技術支援の方へ移行すべきとするものであった。こ

れに対してサウマの問題提起は、このような仕組みが機能するには開発途上諸国のもつ技術・行政能力

が未だ十分ではなく、そのためにも「訓練（training）」の、或いはその要素を持つプロジェクトが必須

であり、ＦＡＯはこの点で多大な努力をしてきたと述べる。そしてＦＡＯは、その世界的・専門的ネッ

トワークと世界各地でのプレゼンスの故に、開発途上諸国が自らの責任で開発プロジェクトを実施でき

るよう導く上で、他よりも優位な立場にあるのだと主張したのである（Saouma 1993、pp. 152-153））。 
331 Saouma (1993) p. 153。 
332 プロジェクトコストに対する一定比率の支払いであったそれまでのやり方から、実際に個々のプロジ

ェクトにかかった費用の払い戻しへと柔軟化されたため、個々のプロジェクトについての実支出の評価

が極度に煩雑化した。 
333 Saouma (1993) p. 153。 
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提供者にも不満を残すことになった334。 

 フィールド事業をめぐる以上のような状況は、ＦＡＯが実施あるいは実施に

関わるフィールド事業を物理的に先細りさせた他に、ＦＡＯの組織としての健

全性を危うくする面も有していた。それは、開発途上諸国がＦＡＯに対して最

も期待することが情報、意見交換、助言サービスという「学び」の要素であり、

この「学び」の文脈で最も具体的で途上国の自立性を高める効果のある「訓練」

の活動が弱まるということであった。ＦＡＯのそれまでのフィールド活動は訓

練を重視する路線で行われてきたが、それは単にＦＡＯから一方通行で開発途

上諸国に与えられるものではなく、むしろこうした活動を通じてＦＡＯ側にも

経験、知識、理解、現実、そして有効性などの側面において貴重な経験と蓄積

が得られるという、双方向の関係にあったのである。サウマの分類によるＦＡ

Ｏの 3つの機能、すなわち情報、国際フォーラム・助言、そして技術援助は、

それぞれが重要で相補的であり、互いに活動のバランスが保たれてきたのであ

るが、ここにきてＦＡＯのフィールドでの実践的な活動の比重が下がるならば、

それはそれ自体が、ＦＡＯという国際機構そのものの性格を変えてしまう危険

をはらんでいたと言えよう。このことは、開発においてＦＡＯが先導的役割を

持ち続けられるかどうかに関わる重要問題であった335。 

 

 

７．途上国中心ＦＡＯ：②ディウフの時代（1994～2011） 

 米国の分担金滞納問題やＵＮＤＰなど開発のための横断的国際機構との役割

分担の問題に揺れ、東西冷戦も終わって 1990 年代に入り、また 1992 年にＷＦ

Ｐが正式にＦＡＯから分離独立するなどの出来事を経た後、18 年にわたったサ

ウマ事務局長の時代は終わり、1994 年、次期ＦＡＯ事務局長にはセネガル出身

のジャック・ディウフ336が就任した。 

 ディウフは事務局長就任後、多少のアプローチの違いはありながら、基本的

には前任者のサウマと同様に開発途上国寄りの運営方針を以て、3 期 18 年の間

ＦＡＯ事務局長を務めることになった。この間の主要な出来事としては、1995

年のＷＴＯ農業協定の成立とＦＡＯ創立 50 周年、1996 年の世界食料サミット

の開催、2000 年の「ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ337）」の策定、2002 年の

世界食料サミット 5 年後会合の開催、2004 年の「食料の権利に関する任意の

ガイドライン」の設定、2007～2008 年ごろの世界的食料価格高騰などがある。 

                                            
334 それは他の資金源、特に二国間援助の資金源によって賄われ、ＦＡＯ自身の優先度を反映し難いプロ

ジェクトにＦＡＯが補助金を提供することに対して、当然ながら理解が得られなかったからである

（Saouma 1993、p. 154）。 
335 Saouma (1993) pp. 154-155。 
336 Jacques Diouf 
337 Millennium Development Goals 
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 以下では、この時代の世界情勢と食料農業事情の概略を見た後、これらの主

要な出来事を概観する。 

 

7.1 1990年代以降の政治・経済・社会環境と食料・農業 

 1970 年代から 1980 年代にかけての世界は、大きく進展した経済のグローバ

ル化、1980 年代の中国その他東アジア諸国の急速な経済成長、アフリカ・中南

米を中心とした開発途上諸国の債務危機問題、そして 1980 年代終わりの冷戦

の終結とこれに続く東欧諸国などの市場経済移行といった激動にさらされた
338。 

 これに加えて、1980 年代半ばから末期にかけてＩＭＦ及び世界銀行が推進し

た構造調整政策は開発途上諸国に多大の悪影響を惹起し、融資に際して要求す

る条件が厳しく硬直的で融通が利かないとの見方が広がった。これによって生

ずる緊縮政策と耐乏はこれら債務国の実質所得と生活水準の急激な低下を生み、

特に脆弱な条件下にある人々の生活を直撃した。いくつかの国は過酷な状況へ

の反発による国内不安に直面し、ＩＭＦ・世界銀行によって強いられた調整措

置の厳しさに反旗を翻した。1990 年代初期に至ってＩＭＦ・世界銀行は構造調

整措置などにおいて各国特融の条件や社会状況に適切な注意を払うことなど、

柔軟性を見せ始めたが、全般にこのような構造調整政策は食料安全保障に対し

ていくつかの有害な影響を及ぼした。すなわち構造調整政策では、第一に、経

済効率と財政節度に重点をおくため、経済全般に「価格の歪曲をもたらす政策」

（例えば価格政策や備蓄政策）ではなく、「価格に歪曲を生じない政策」（例え

ば自由化政策）による介入が重視され、第二に、食料の生産、貯蔵、流通にお

ける公的部門の介入（例えば準国営機関その他国営流通経路）を縮小し、食料

安全保障のための介入の際に市場とＮＧＯの役割を増大させ、そして第三に、

主として公共投資促進の面での国家の代理となる機能を、国家全体の成長に最

も大きく貢献すると考えられる分野に集中させたのであるが、これらの政策は

農業生産や食料部門への国家の財源振り向けを減少させ、特に貧しい人々への

食料供給面での安全網を弱体化させ、国内農業部門からの資源の移転も発生さ

せたのである339。 

1990 年代は、前述のように、冷戦終結に伴う世界平和への期待とは裏腹に、

世界各地の開発途上諸国での武力紛争の多発に見舞われ、これが世界の安定の

脅威となって援助国が必要な援助を実施する能力や決意を損なっていった。外

部援助資金の水準は 1994 年、過去 20 余年の中で最低の水準（0.29％）に落ち

込み、援助総額は 1990 年比で 23％も減少した。援助資金の減少は農業分野で

                                            
338 ＦＡＯ編（1998ａ）p. 177。 
339 ＦＡＯ編（1998ａ）pp. 194-195。 
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特に著しく、1994 年の農業に対する援助約定総額は前年を 11％下回り、1990

年より 23％も低下したことに加えて、公的な開発援助資金供与総額における農

業の割合は 1990 年の 13％から 10％程度に減少し、このような援助の減少によ

って農業分野は特に打撃を受けたのである340。ディウフがＦＡＯ事務局長に就

任した 1994 年は、まさにこのような年であった。 

 1994 年について今一つ特記すべき出来事は、貿易についての新たな制度的構

造の構築であった。すなわち、一定のスケジュールに従って保護を削減しよう

とする関税及び貿易に関する一般協定（ＧＡＴＴ）のウルグァイ・ラウンド（Ｕ

Ｒ）交渉が合意に達し、世界貿易機関（ＷＴＯ）が設立され、農業分野では「農

業に関する協定（ＡＯＡ）」など341が作られたのである。世界の金融市場はそ

れまでにほとんど完全に統合・国際化されて、各国が独自の通貨・財政政策を

実施する範囲は既に限定されていたが、同様に貿易の分野での自由化と経済統

合がＡＯＡなどの下で進めば、世界の食料安全保障にとって極めて重要な影響

を及ぼすことが予想された342。 

 ＡＯＡは、食料生産、消費、国際農産物貿易に直接あるいは間接に影響を及

ぼす政策についての国際的規則を設定した。これらは 3 つのカテゴリー、すな

わち市場アクセス343、国内支持344、輸出補助345に分類される346。第一に、市場

アクセスについては、ＵＲ前には農産物貿易の分野で非関税障壁が広範に用い

られ、それらが多くの国でその国内市場制度の機能にとって戦略的な重要性を

持っていたので、すべての非関税障壁を譲許関税に転換し、従来譲許対象では

なかったすべての関税を譲許（バインド）することによって、農業分野におけ

る市場アクセスを改善するというＵＲ合意は真の意味での躍進と見られたので

ある347。第二に、国内支持に関する規定はおそらくＡＯＡの中で最も革新的な

特色を持っており、それは主として貿易問題を取り上げ、国内補助に関しては

一般的規則以上のものをもたない伝統的なＧＡＴＴのアプローチをはるかに超

えるものであった348。そして第三に、輸出補助金の一般的禁止から除外されて

                                            
340 ＦＡＯ編（1998ａ）p. 178、pp. 187-188。 
341 食料安全保障に直接影響を及ぼすという意味では、ＡＯＡの他、「改革計画が後発開発途上国及び食料

純輸入開発途上国に及ぼし得る悪影響に係る措置に関する決定」も重要である（ＦＡＯ編 1998ａ、p. 

201）。 
342 ＦＡＯ編（1998ａ）p. 178。 
343 関税の削減・撤廃、非関税障壁（輸入割当て、可変課徴金、最低輸入価格、国家貿易など）の関税化

およびその関税の削減、輸入ミニマムアクセスの設定など、国外供給国の市場参入に関する規則。 
344 貿易に歪曲をもたらさないと見られる政策（農業に対する一般サービス、食料安全保障のための在庫、

国内での食料援助、「生産と連動しない」生産者への支払いなど）以外の国内農業支持政策の総量の削

減。 
345 輸出補助金の削減とその限度（金額及び数量）の設定。 
346 ＦＡＯ編（1998ａ）p. 201。 
347 ジョスリンら（1998）p. 221。 
348 ジョスリンら（1998）p. 249。 
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いた農業分野における輸出補助金の抑制は、ＵＲにおける農業交渉推進の最大

の目標であった。農業の輸出補助金に関する規定やパネルの判断が曖昧で、国

内政策上必要であるとして交付される輸出補助金の限度に対する有効な制約が

事実上全くなかった中で、これに対する明示的な規律の設定を米国とケアン

ズ・グループが強く主張し、輸出補助金の主たる交付者であったＥＣが最終的

に折れたというのが、ＵＲが長期間を要した主要因だったのである349。 

 このような中で、ＡＯＡの下では、開発途上国は関税や貿易歪曲的な国内支

持及び輸出補助金について、それらの削減幅の縮小と実施期間の延長を含む「特

別かつ異なる待遇」を受け、また極貧国には制限措置が緩和されることとされ

た350。また、「後発開発途上国及び食料純輸入開発途上国に及ぼし得る悪影響

に係る措置に関する決定」は、農業に関する貿易自由化改革計画の実施期間に

おいて輸入食料価格が上昇することから生ずる問題の軽減を目的としていた。

この決定の条項は、ＵＲ協定によって不利な影響を受ける開発途上国にとって

大きな意味を持つはずであったが、その実施方式ははっきりしなかった351。 

 

7.2 ディウフの事務局長就任とその新政策 

 1993 年のＦＡＯ総会におけるディウフの事務局長への当選は、大方の予想を

裏切るものだった。事前の予想は、9 名の候補が立候補する中でチリの候補者

（モレノ）とオーストラリアの候補者（ミラー）が優勢と見られていたが、当

初は開発途上諸国の 2 番手の候補者と見られていたディウフがアフリカの票を

固め、投票を重ねるごとに順次辞退・除外されていった他の途上国候補者の票

を着実に集めて、第 6 回目の投票で途上国の全般的優位を生かしてミラーを破

った352のである。これは結果からみれば、世界で最も農業開発が遅れ、経済的

にも困難にあったアフリカなどの地域の諸国が自らの手で勝ち取った勝利とも

考えられた353。 

 ディウフは事務局長就任直後から政策面及び組織機構の面での改革の検討に

着手し、1994 年 5 月のＦＡＯ臨時理事会にその結果を提案した。その内容は、

基本方針、組織機構の改革、そして優先分野の明確化であった。 

 基本方針として打ち出された主要なものは、①ＦＡＯは引き続き農林水産分

野の知識・情報・政策分析、協力事業、基準設定等において世界の中心として

の役割を果たす、②加盟国へのサービス向上のため、技術的活動の地域への分

                                            
349 ジョスリンら（1998）p. 240。 
350 ある国が構造調整計画の下で貿易自由化政策を実施する場合、この計画の条項はＧＡＴＴの条項より

厳しいのが普通であった。 
351 ＦＡＯ編（1998ａ）pp. 201-202。 
352 最終結果はディウフ 90 対ミラー72 であった。 
353 国際食糧農業協会（1994）通巻 No. 656, pp. 2-3、通巻 No. 657, pp. 33-34。 
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散を図る、③従来別々だった政策支援、事業実施、投資支援の活動の統合を図

る、④従来の優先分野に加えて、新たな優先分野として２つの特別プログラム

を開始する、⑤地球サミットのフォローアップ（特に新たな課題として取り上

げられた「加盟国における構造調整及び自由経済移行の問題」及び「資源の持

続的管理問題」）に取り組む、などであった354。 

 これらのうち、組織機構の改革としては、本部機能の強化、加盟国へのサー

ビス向上、新たな課題への対処及び組織全体としての効率化を目指した組織改

革の第一段階として、「技術協力局の新設」、「持続的開発局の新設」及び「地域

組織の強化」が打ち出された355。 

 さらに、新たな優先分野としての特別プログラムの提案は、「低所得食料不足

国の食料安全保障のための食料増産支援」356と「越境性の家畜疾病及び作物病

害虫の緊急防除システムの確立」357の２つであった358。 

 これらディウフが打ち出した「改革」の内容をみると、ＦＡＯを農林水産分

野の国際的活動の中心とすることにあわせて、ＦＡＯの活動を実際に食料不足

などで困難を抱える諸国により一層役立つよう、現場におけるサービス向上の

意図が強く打ち出されていると言えよう。そして事務局長就任後の自らのＦＡ

Ｏ改革の方針をこのように打ち出した同じ臨時理事会で、ディウフは「世界食

料サミット」を 1996 年に開催することを提案する。 

 

7.3 世界食料サミット 

 

【提案から開催まで】 

 ディウフ事務局長は上記臨時理事会の演説で、1996年の早い時期に「世界食

料サミット」を開催したい旨の提案を行った。その趣旨は、開発途上諸国にお

ける食料安全保障などの食料・農業問題に対する国際社会の意識を高め、適切

な措置を取るための最も高い政治レベルでのコミットメントを狙ったものと考

えられた。この提案の背景には、アフリカ出身の初のＦＡＯ事務局長として、

アフリカをはじめとする低所得食料不足国の食料安全保障問題に取り組む強い

意思と、この問題を首脳レベルで取り上げて、1974年以来で再び「食料」を世

界の中心的課題に位置付けたいとの意図が推察されたのであるが、加盟各国に

                                            
354 国際食糧農業協会（1994）通巻 No. 664, pp. 37-38。 
355 国際食糧農業協会（1994）通巻 No. 664, p. 38。 
356 いくつかの低所得食料不足地域においてパイロットプロジェクトを開始し、技術移転による食料増産

を図って、これら諸国の食料の自国依存の向上、輸入と援助への依存の低下、住民の雇用拡大と所得向

上を目指すもの。 
357 砂漠バッタの大発生等の緊急事態に柔軟かつ即時的に対応し得るよう、予算や資材の提供、防除・根

絶に対する技術的調整等を内容とする緊急防除システムを確立するもの。 
358 国際食糧農業協会（1994）通巻 No. 664, p. 38。 
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はこの提案に対する少なからぬ戸惑いが見られた359。 

 その後、ＦＡＯ事務局は加盟各国や関係者に対して、世界食料サミット開催

提案の意図や目的について、より詳しい説明を始めた。そのうちの一つが、Ｆ

ＡＯの各地域総会における説明であった。1994 年 10 月上旬にマニラで行われ

たアジア・太平洋地域総会において行われた説明によれば、①その趣旨は、世

界各地における不安定な食料安全保障状況、予想される人口増加、当時顕在化

していた農業分野への投資の減少などの厳しい情勢下、前回ＦＡＯ総会が行っ

た迅速な行動への要請に従って提案したものであり、②その目的は「世界の食

料安全保障状況が今後とも悪いままであることは容認できず、世界全体として

この問題に対処するためにコミットを要する」との認識と政治的意思を表明す

ることであり、③そのために、具体的には「政策文書」と「行動計画」を採択

するものであり、④新たな資金調達や新たな国際機構創設を目指すものではな

い、ということであった360。ディウフはこのとき日本も訪れて、日本政府など

に対して彼の世界食料サミット開催提案への支持を要請している。このとき、

先進諸国がこの提案に対して総じて懐疑的361な状況下で、日本の外務省・農林

水産省も慎重な対応を行った。しかし、同じ農林水産省の元事務次官で、当時

農林水産技術会議会長及び国際食糧農業協会理事長を務めていた松本作衛は、

ディウフを筑波の農林研究団地に案内した際に彼の提案の趣旨を直に聞いた感

想として、ガットＵＲの交渉の中で農業問題は貿易面を中心に議論されてきた

が、食料の将来の需給や開発途上国における飢餓の問題など、世界の食料問題

それ自体についての議論は十分に行われていない憾みがあり、世界食料サミッ

トという場でそれらの問題に取り組むことは重要な選択であると、理解を示し

ている362。 

                                            
359 この理事会の時点まで、ＦＡＯ事務局から加盟諸国への事前説明はなく、またこの理事会でも議論は

なされなかった（国際食糧農業協会 1994、通巻 No. 664, pp. 39-40）。 
360 国際食糧農業協会（1994）通巻 No. 667, p. 37。 
361 このサミットが提案されたとき、先進諸国はまず、これを契機にまた援助資金を求められるのではな

いかと、強く警戒したという（国際食糧農業協会 1997、通巻 No. 696, p. 6）。 
362 松本は、次のように述べている。「事務局長が最も力説していたのは、1996 年 3 月に、世界各国首脳

の参集を得て「世界食料サミット」を開きたいとの提案であった。…現在、世界の食料農業問題はガッ

ト・ウルグァイ・ラウンドの実施とＷＴＯ体制の発足を目前にして、農産物の自由貿易を推進する方向

に大きく動き出しているが、その折に、ＦＡＯの新事務局長があえて食料の安全保障を目的とする「世

界食料サミット」を開催しようとすることについては、率直に言って意表を突かれた思いがしたが、彼

の考えを聞いているうちに、国際連合における食料・農林水産部門の責任者としての並々ならぬ決意が

あるものと感じられたのだった。確かに現在の世界の農業問題の関心は、生産された農産物の国際的な

貿易問題や、過剰生産を招かないための各国の保護の削減に向けられているが、世界の食料需給事情そ

れ自体の現状認識や将来の見通しについての国際的な議論は、必ずしも十分に行われているとはいえな

いように思う。最近の世界の食料需給事情は全体的には安定的に推移しているものの、地域的にみると

飢餓に苦しむ食料不足国も多く、我が国の米の例を挙げるまでもなく、年々の農業生産の変動も大きく

なっている。…いま、ガット・ウルグァイ・ラウンド交渉の合意とＷＴＯの発足によって、農産物貿易

問題と農業政策の在り方についての国際的な共通土俵が出来上がったこの時機に、今後における最も大

きな国際的課題である、世界の食料需給の安定と持続的な農業生産の発展それ自体に取り組むことは、
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そしてこの後、世界食料サミット開催に強く反対していた先進諸国の中では、

食料輸入国の食料安全保障を重視する日本を皮切りに開催に賛成する諸国が増

え、1995年 6月に開催されたＦＡＯ理事会においては、世界食料サミットの開

催（1996 年 3 月開催から 11 月開催に変更）それ自体については基本的に支持

され、異論を唱えた国はない状況となった363。 

以上のように、新任のディウフ事務局長が開催を提案した「世界食料サミッ

ト」は、農業分野における援助の世界的な減少、他の分野364における世界的な

「サミット」の開催、ＵＲ農業協定のインパクト、1974年の世界食糧会議にお

ける飢餓人口撲滅の目標365の未達成、アフリカにおける深刻な食料危機、そし

てＦＡＯを世界の農業分野の中心にしようとするディウフ自身の強い意欲など

を背景366に、次第に各国の賛同を増やし、開催に向かって進んでいったのであ

る。 

 

【議論とその結果】 

 世界食料サミットの前年の 1995 年 10 月 16 日、ＦＡＯは創立 50 周年を迎

え、「ケベック会議」即ち第 1 回ＦＡＯ総会が開催された、カナダ・ケベック

市のシャトー・フロンテナック・ホテルで、50 周年を記念する「ＦＡＯ世界食

料安全保障閣僚会議」を開催した367。この閣僚会議は、ＦＡＯの創立 50 周年

を祝うという性格と同時に、約 1 年後の 1996 年 11 月に予定されていた世界食

                                                                                                                                
非常に重要な選択なのであろうと思う。」（国際食糧農業協会 1995、通巻 No. 668, pp. 2-3） 

363 国際食糧農業協会（1995）通巻 No. 675, pp. 36-37。 
364 地球サミット（1992）、国際栄養会議（1992）、国際人口開発会議（1994）、世界女性会議（1995）、

社会開発サミット（1995）などが挙げられる。 
365 （決議Ⅰ：食糧生産の目的と戦略、１．）「全ての国の政府は、国際社会全体の目的として、現在幾百

万の人類を苦しませている飢餓と栄養不良という悩みの種の除去を受諾すべきであり、さらに今後 10

年以内には空腹のまま眠りにつく子供が 1 人もいなくなり、翌日のパンのことを思い患う家族もなくな

り、人類の将来や能力が栄養不良によって阻害されることがなくなるであろうとの目標を受諾すべきで

あることを決定し、」（国際食糧農業協会 1975、p. 69）。  
366 東久雄農林水産審議官（1998）は、世界食料サミット開催の背景について、「このサミットが開催さ

れた背景としては、1974 年の世界食糧会議で合意された 10 年以内の飢餓撲滅という目標が未だ達成さ

れていないことや、食料安全保障に関するさまざまな問題が顕在化してきたことが挙げられる。中長期

的にみると、引き続く人口増加や食料消費の高度化を背景とする大幅な食料需要の増加が予想される中

で、地球規模の環境問題の顕在化のほか、土地資源や水資源など地球上の食料生産資源の有限性等食料

の生産拡大を図る上での種々の制約要因が明らかとなっており、中長期的には世界の食料需給が逼迫す

ることも想定されます。また、短期的には、気象災害などに基づく食料需給の不安定性や価格の大幅な

変動も、多くの国や人にとって依然切実な問題です。加えて、現在開発途上国を中心に 8 億人以上の人

が慢性的な飢餓・栄養不良に直面していることは、人道的見地からも看過しえない問題であり、我々が

力を尽くして取り組まなければならない問題となっています」と述べている（ＦＡＯ編 1998ａ, pp. [5]）。

さらに、同様の背景説明がある（国際食糧農業協会 1997、通巻 No. 696, pp. 5-6）。 
367 この会合は 10 月 14 日から 16 日まで、当時のＦＡＯ加盟 171 か国のうち 160 か国の閣僚またはそれ

に準ずる農林水産分野の責任者が出席した。主な出席者は、米国のグリックマン農務長官、カナダのグ

ーデル農業大臣、オーストラリアのテイラー第一次産業エネルギー省次官、中国のヤン農業部長、韓国

のチェ農林水産部長、日本の松岡農林水産政務次官であった（国際食糧農業協会 1996、通巻 No. 680, p. 

33）。 
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料サミットに向けた一里塚とも位置付けられ、各国代表はそれぞれ食料安全保

障に対する考えについて演説を行った368。また、この閣僚会合と並行して行わ

れた国際シンポジウムでは、人類の将来の食料事情について深刻な懸念や警告

が発出され、熱心な討議が行われた369。閣僚会合の最終日の記念式典では、Ｆ

ＡＯ創立の目的の再確認及び農林水産業の現状や役割に関する認識を示す前文
370と、今後のＦＡＯの活動の重点事項を示す本文371からなる「食料及び農業に

関する 50 周年記念宣言（ケベック宣言）」が承認された。なお、このケベック

宣言は、1995 年のＦＡＯ総会において、10 月 25 日に正式に採択された372。 

 1995 年 10 月のＦＡＯ総会では、世界食料サミットの開催が正式に決定され

た。開催期間は 1996 年 11 月 13 日から 17 日の 5 日間、「飢餓と栄養不良の撲

滅及び世界の食料安全保障（Food Security for All）の達成」を目的として首

脳レベルで話し合い、国際的及び各国レベルで採用されるべき適切な政策を示

す「政策文書」及び具体的な方針を示す「行動計画」の採択を目指すこととさ

れた373。 

 世界食料サミットの準備会合は、1996 年 1 月の第 21 回世界食料安全保障委

員会から始まり、「政策声明」及び「行動計画」の 2 つの文書の作成に向けて

世界各国間の事務レベルでの議論、ＦＡＯの地域総会の場における地域ごとの

議論、さらにＮＧＯなどを含めたより幅広い関係者による議論を積み上げてい

った374。これらの準備会合を通じて議論の焦点となった主要な事項には、食料

安全保障問題、貧困の背景にある政治・経済・社会環境の問題375、人口問題376、

                                            
368 日本は、①世界の食料安全保障の問題は人口・食料・環境・開発など地球規模の問題との密接な関連

の下で考えるべき、②世界の人口増加や開発途上国の経済発展による食料消費水準の向上さらに地球環

境問題を考慮すれば、今後の世界の食料需給はひっ迫する可能性もある、③したがって食料安全保障問

題は開発途上国及び先進国を通じた課題と捉えるべき、④食料安全保障を達成する手段としては適正な

在庫の保持、食料の貿易・援助などもあるが、国内での食料生産の維持が重要である、⑤資源の賦存状

況に応じて、環境にも配慮した適切な農業生産を維持することが重要、といった諸点を強調した（国際

食糧農業協会 1996、通巻 No. 680, pp. 33-34）。 
369 基調講演を行ったワールド・ウォッチ研究所のレスター・ブラウン所長は、「中国が巨大な食料輸入国

になり、人類の近未来には極めて深刻な食料不足が予想される。人口の抑制に加えて農地と水資源を地

球規模で保全・有効活用することが人類の緊急かつ重大な課題である」との問題提起を行った。また、

ディウフＦＡＯ事務局長は、「地球全体が今や、食料危機に向かって一直線に走り続けている」との認

識を示した（国際食糧農業協会 1996、通巻 No. 685, pp. 2-3）。 
370 「ＦＡＯの目的」はＦＡＯ憲章前文の再確認、「農林水産業の現状・役割」は①多くの人がなお慢性的

栄養不足、②農村は引き続き困難な状況、③人口増加により食料需要はさらに増大、④「農林水産業の

多面的かつ不可欠な機能」及び「世界の食料安全保障の端正の必要性」の認識、がその内容であった。 
371 重点事項としては、①持続可能な経済開発の追求における重点分野としての農林水産業の振興、②食

料生産者と消費者の地位向上、③開発のための天然資源の持続可能な利用と持続可能な開発の助長、④

持続可能な開発のための地球規模の協力関係の構築、が挙げられた。 
372 国際食糧農業協会（1996）通巻 No. 680, pp. 33-35。 
373 国際食糧農業協会（1996）通巻 No. 681, p. 35。 
374 国際食糧農業協会（1997）通巻 No. 695, pp. 34-37。国際食糧農業協会（1997）通巻 No. 696, pp. 8-9。 
375 貧困あるいは栄養不良の問題の背景に民主主義や基本的人権の尊重の問題があるという米国などの主

張に対して、中国を含む開発途上諸国から強い反発があり、結局は世界人権会議等で採択された文書を

踏まえた両論併記的な解決が図られた。 
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持続可能な農業・農村開発の問題377、そして食料・農産物貿易の問題378があっ

た379。特に、食料安全保障問題の位置づけの文脈では「十分な食料を得る権利

（right to adequate food）」と「食料安全保障の多面的な性格」が、持続可能

な農業・農村開発の文脈では「農業の多面的機能」が、そして食料・農産物貿

易の文脈では「食料安全保障に対する貿易の役割」が、それぞれ世界を二分す

るような議論となった。 

 まず、食料安全保障に関しては、第一に、「食料の権利」が国際的な公式サミ

ットの文書で初めて採択されたという画期的な出来事があった。この「権利」

に関しては、もともと国連の世界人権宣言（1948）において、すべての人は食

料をふくめてその健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利を有するとさ

れている380こと、さらに 1966 年の国際人権規約（1976 年発効、うち特に「経

済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」）の中で、すべての者が飢餓か

ら免れる基本的な権利を有するとされている381ことがベースにある。そして

「食料の権利」とは、各国政府がその市民の食料安全保障を確保することにつ

いて、この「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」によって法的

に拘束されることを意味していた382。そしてこの点に関しては、米国がその国

内問題との関係で強く反対し、結局米国はこの点については留保したのである
383。食料安全保障に関する第二の点は、「食料安全保障の多面的性格」が宣言

                                                                                                                                
376 家族計画の是非をめぐる対立（キリスト教カトリック諸国と、イスラーム諸国が家族計画という文言

に強く反対）があり、1994 年の国際人口開発会議での妥協（留保国が多数）に沿った形で解決が図ら

れた。 
377 「農業の多面的な機能」に対する配慮を盛り込むか否かで、日本、ＥＵ、スイス、韓国、東南アジア

諸国などは賛成したが、オーストラリア、米国などは貿易措置に対する反論の根拠を与えるとの思惑か

ら強く反対した。結局、農業に関する議論の中で長年取り上げられてきた本件は、世界食料サミットが

ＦＡＯによって開催されたこと及び貿易の役割との関係もあって、最終文書に取り入れられた。 
378 米国、カナダ、オーストラリア等の食料輸出先進諸国は、貿易の自由化こそが食料安全保障の達成手

段であるとの主張を展開した。これに対して日本、韓国、中国、一部の開発途上諸国は、貿易面での対

応を唯一の指針とすべきではないとして、国内生産とのバランスを主張した。結局、「貿易も食料安全

保障の一つの重要な要素」という形でまとめられた。 
379 国際食糧農業協会（1997）通巻 No. 695, pp. 6-7。国際食糧農業協会（1997）通巻 No. 696, pp. 10-11。 
380 世界人権宣言第 25 条 1 には、「すべての人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及

び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、

老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する」と規定されている。 
381 国際人権規約のうち国際人権Ａ規約とも呼ばれる「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約

（社会権規約）」の第 11 条 2 には、「この規約の締約国は、すべての者が飢餓から免れる基本的な権利

を有することを認め、個々に及び国際協力を通じて、次の目的のため、具体的な計画その他の必要な措

置をとる。（a）技術的及び科学的知識を十分に利用することにより、栄養に関する原則についての知識

を普及させることにより並びに天然資源の最も効果的な開発及び利用を達成するように農地制度を発

展させ又は改革することにより、食糧の生産、保存及び分配の方法を改善すること、（b）食糧の輸入国

及び輸出国の双方の問題に考慮を払い、需要との関連において世界の食糧の供給の衡平な分配を確保す

ること」と規定されている。 
382 鵜戸口（2010a）p. 279。 
383 米国のフードスタンプによる食料供給制度が「十分な食料」を供給しているかについて国内が混乱す

ることを強く懸念したものと見られている（国際食糧農業協会 1996、通巻 No. 696, p. 12）。 
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の中に明記されたことである。この文言の趣旨は、日本が特に強く主張した「食

料安全保障の問題は、開発途上国の飢餓・栄養不良の問題のみではなく、経済

成長中の途上国や日本のような先進輸入国の食料問題を含めた包括的な課題と

して取り上げるべき」384ということを反映したのもであった。そして第三の点

としては、「2015 年までに栄養不足人口を半減することを目指すとの政治的意

思と各国及び共通の誓約について宣誓」385したことであった。 

 次に、持続可能な農業・農村開発の文脈での「農業の多面的機能」について

は、このような機能を考えて展開していく必要があるということを日本、ＥＵ、

スイス、韓国、東南アジア諸国などが主張あるいは同調したのに対し、米国や

オーストラリア等はこれを理由に貿易問題に異論が出ることを警戒して強く反

対した。しかし、ＦＡＯの場での議論で農業関係者が多数参加していたことも

あって、一部の国が打ち出そうとした自由貿易中心の文言は採用されず、「農業

の多面的機能を考慮しつつ」との表現が「誓約 3」に盛り込まれた386。 

 そして最後に、食料・農産物貿易の文脈の「食料安全保障に対する貿易の役

割」については、米国、カナダ、オーストラリアなどの食料輸出先進諸国が貿

易の自由化こそが食料安全保障の達成手段であると強く主張した。この趣旨は、

第一に工業製品を含めた開発途上諸国の輸出による所得向上によって食料入手

機会が増えるということ、第二に食料安全保障のためには世界の中で安い食品

が一番効率的なところで作られ供給されるのが良く、そのために貿易の自由化

を進めるべきということであった。しかしこれに対し、日本、韓国、中国そし

て一部の途上国は、貿易を唯一の指針とすべきではなく、国内生産の重要性と

のバランスが大切であるとの主張を行った。そして結局、「貿易も食料安全保障

の一つの重要な要素である」とのとりまとめが行われた387。 

 

【成果と意義】 

 「世界食料サミット」は、食料安全保障をテーマとする初めての首脳レベル

の世界会議として、1996 年 11 月 13 日から 17 日の間、ＦＡＯ本部で開催され、

                                            
384 このような食料安全保障の見方は、例えば食料輸入先進国が食料不足に陥って国際市場に買いに入っ

た場合の途上国への悪影響などを勘案した主張であった。またこれに併せて、食料安全保障の達成方法

についても、日本が主張したとおり、「国内生産、輸入、備蓄の適切な組合せ」が重要であることが「行

動計画」に盛り込まれた（国際食糧農業協会 1997、通巻 No. 692, p. 3、国際食糧農業協会 1997、通巻

No. 696, p. 9）。 
385 この点については、後に「ミレニアム開発目標」の中に包含されることとなったが、「ミレニアム開発

目標」の目標１の中では「飢餓に苦しむ人口比率を半減する」と、約 8 億人の栄養不足人口を 4 億人に

するという絶対数の目標から、栄養不足人口の比率の目標に変更され、このことは世界の人口増加を勘

案すれば実質上目標水準の緩和であった。 
386 国際食糧農業協会（1997）通巻 No. 696, p. 10、 pp. 13-14。 
387 国際食糧農業協会（1997）通巻 No. 696, p. 11。 
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186 か国388から首脳又は閣僚級の政府代表389が参加した。このサミットでは、

その開会冒頭で、世界の食料安全保障の達成と 2015 年までの栄養不足人口の

半減を目指し、以後各国や国際機関等が政策の指針とすべき「世界食料安全保

障のためのローマ宣言」、及びその具体的な方策を示した「世界食料サミット行

動計画」が採択され、次いで各国代表が演説の中でそれぞれの考えを述べる展

開となった390。 

 世界食料サミットの成果文書として、政策声明である「世界食料安全保障の

ためのローマ宣言（ローマ宣言）」と、「世界食料サミット行動計画（行動計画）」

が採択された。「ローマ宣言」の主要点は、①全ての人が「食料を入手する権利」

を有することの再確認、②世界の食料安全保障の達成及び 2015 年までの栄養

不足人口の半減、③貧困は食料不安の一つの主要な要因、④天然資源の持続可

能な管理と世界人口の早期安定化を図りつつ主食を含む食料を増産、⑤貿易は

食料安全保障を達成するための一つの重要な要素、などであった。また、「行動

計画」の主要点としては、①食料の生産増加と輸入、備蓄及び国際貿易の効率

的な組み合わせが重要（前文）、②各国及び国際社会が食料安全保障を脅かす多

面的な要因の除去に取り組む（前文）、③人権尊重、人口政策、男女平等を含む

政治・社会・経済環境の確保（誓約 1）、④貧困解消、雇用確保、生産資源への

平等なアクセス確保（誓約 2）、⑤農業の多面的機能を考慮しつつ、持続可能で

参加可能な食料、農林水産業及び農村開発政策の追求（誓約 3）、⑥公正かつ市

場指向的な世界の貿易システムを通じた、世界の食料安全保障に資する食料・

農産物貿易・全般的貿易政策を確保するとともに、すべての国の食料輸入ニー

ズを満たすため、輸出国の輸出制限を抑制（誓約 4）、⑦自然災害と人災の防止

及び緊急的食料需要への対処と復興の助長（誓約 5）、⑧持続可能な農業・農村

開発のための公的及び民間投資の最適配分と利用を促進し、特に先進国はＧＮ

Ｐの 0.7％のＯＤＡ達成に努力（誓約 6）、⑨行動計画の実行・監視・フォロー

アップ、などが挙げられる391。 

 「ローマ宣言」と「行動計画」が、参加した全ての国の主張をベースとした

議論・交渉の産物であったのに対して、各国代表の演説は各々の考え方を強く

反映したものとなった。第一に、日本は準備過程も含めてこのサミットで大き

                                            
388 実際は 185 か国とＥＣの首脳らが出席した（ＦＡＯ編 1998a、p. [7]）。 
389 主要国の出席者は、グリックマン農務長官（米国）、李首相（中国）、李国務総理（韓国）、フィシュラ

ー農業委員（ＥＵ）、ジュッぺ首相（フランス）、アンダーソン第一次産業・エネルギー大臣（オースト

ラリア）、カストロ国家評議会議長（キューバ）、藤本農林水産大臣（日本）であった（国際食糧農業協

会 1997、通巻 No. 692, p. 4）。 
390 国際食糧農業協会（1997）通巻 No. 695, p. 34。冒頭採決ののち各国代表演説となったのは、これら

サミット文書の網羅的な性格から、事前に多数の意見の相違点を解消する丹念な努力をしたうえで、冒

頭採決し、一つの形が固定されて出たうえで各国がそれぞれの対応について述べる形とされたもの（国

際食糧農業協会 1997、通巻 No. 696, p. 11）。 
391 国際食糧農業協会（1997）通巻 No. 692, pp. 4-5。 
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な存在感を示した392が、首席代表を務めた藤本農林水産大臣は、世界最大の食

料純輸入国として、食料安全保障のためには国内生産、輸入及び備蓄の 3 要素

の適切な組み合わせること、中でも持続可能な国内生産が重要であること、国

内生産を推進することが農業の持つ多面的機能の発揮につながること、食料輸

出国は輸入国に対する安定供給の責任を負うべきことを強調した。第二に、米

国やオーストラリアなどの農産物輸出国は、各国がそれぞれの比較優位を生か

すために貿易を自由化することが最も重要であるとした。第三に、ＥＵ及びフ

ランス等は、食料安全保障のためには貿易の自由化が全てを解決することはで

きないとし、中国は自給政策を通じて世界の食料安全保障に向けた貢献を行う

こと、さらに韓国は貿易の悪影響を最小化する努力の必要性を強調した。第四

に、多くの開発途上国は、農業開発の必要性に言及しつつ、国内生産の重要性

を強調し、さらに一部の開発途上国は先進諸国の市場開放などを要求した393。 

最後に、この世界食料サミットの開催及びその結果が、ＦＡＯにとってどの

ような意味をもったのかについて、簡単に考察しておきたい。世界食料サミッ

ト開催の意義として、第一に挙げられることは、ＦＡＯが食料・農業に関する

国際的・世界的な問題を議論する場としての存在を、再び世界に示したことで

あろう。我が国でそれまで食料・農業に関する国際交渉に関わってきた主要人

物たちが口をそろえて述べているのは、国際的な農業問題が当時専ら「貿易問

題」という切り口で取り上げられてきたということである394。すなわち、世界

食料サミットは食料・農業の問題を、終結したガットＵＲや設立されたばかり

のＷＴＯ体制という国際的な貿易の枠組みよりも広い視野から、国際的な共通

認識を形成し合意したものであったという点で、きわめて意義深いと考えられ

る395。第二には、このサミットによって再び開発途上諸国の飢餓・栄養不良と

いう問題が世界的な注目を集め、2015 年までの栄養不足人口の半減という目標

とその達成のための行動が打ち出され、さらに「食料の権利」という概念も明

示的に国際社会に認められたということである。これは、世界の食料・農業問

題についての各国の考え方をより明確にし、この問題に取り組む共通の土俵が

形成され、また各国の意見の相違点も浮き彫りにされたという重要な意味を持

っていたと考えられる396。そして第三には、食料・農業問題に関するそれまで

の貿易一辺倒の考え方を、ある程度修正する契機となったことである。それは

日本が強く主張した、「食料安全保障の多面的性格」や、「農業の有する多面的

                                            
392 国際食糧農業協会（1997）通巻 No. 692, p. 3。ＦＡＯ編（1998a）pp. [10]～[11]。  
393 国際食糧農業協会（1997）通巻 No. 692, pp. 6-8。国際食糧農業協会（1997）通巻 No. 696, pp. 15-20。 
394 国際食糧農業協会（1997）通巻 No. 692, p. 2。ＦＡＯ編（1998a）p. [9]。国際食糧農業協会（1997）

通巻 No. 696, pp. 20～21。 
395 国際食糧農業協会（1997）通巻 No. 692, p. 2。 
396 国際食糧農業協会（1997）通巻 No. 692, p. 2。 
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な機能」、さらに「貿易は食料安全保障を達成するための一つの重要な要素」と

いう文言がサミット文書に盛り込まれたことで実現したことだと言えよう397。 

このように、世界食料サミットは、少なくともＦＡＯや開発途上国や食料輸

入国にとって、それまで貿易側面、しかも食料輸出国側の論理一辺倒ともいえ

たガットＵＲの場などにおける食料・農業の国際問題の議論の偏りを修正した

ものと位置づけられよう。換言すれば、開発や食料安全保障、さらに資源・環

境や農業の持つ多面的な機能などの重要問題を含めた形で食料・農業の国際問

題を総合的に議論する場398はＦＡＯをおいて他にはないということを示した、

あるいは示そうとしたのであり、そこにＦＡＯにとって世界食料サミットを開

催した大きな意義があったともいえるのである。 

しかし、同時にいくつかの問題点も指摘できよう。その第一は、ＦＡＯの場

で決定したことをフォローアップし、実行していくための十分な能力が国際社

会の中にあるかという問題である。これは既に 1980 年代にＦＡＯの予算に対

する米国などからの圧迫という実例もあり、例えば米国の主導で開催された

1974 年の世界食糧会議ののちに多くの国際機構や国際的な仕組みが発足した

ことと比べると、当時に匹敵する実行力があるかが大いに疑問だった399のであ

る。いま一つは、世界食料サミットを開催するにあたっての先進諸国、特に食

料輸出先進諸国（米国、カナダ、オーストラリア）の警戒感が非常に強かった400

点である。そしてこの後ＦＡＯは、これらの問題を克服しながら世界食料サミ

ットの成果をどのように実現していくのかを問われることとなった。 

 

 

                                            
397 国際食糧農業協会（1997）通巻 No. 692, pp. 2-3。 
398 ＦＡＯ編（1998a）p. [9]。国際食糧農業協会（1997）通巻 No. 696, pp. 20～21。 
399 世界食料サミットの翌年、サミットに参加した東農林水産審議官は、「世界食料サミットの成果をこれ

から結実させていく努力が国際機関にも課せられ、それぞれの国にも課せられている…これを受けて今

後、我が国はどういうことをやっていくのかということです。我が国の施政方針演説のようなものを大

臣の演説という形で打ち出しているわけですが、一つは開発途上国に対する食糧生産の援助、協力とい

うことが大きな任務としてあろうかと思います。財政事情が悪い中でＯＤＡをできるだけそっちへ振り

向けていく努力をしなければならない。…二つ目は、我が国の生産対策、農村対策といった問題です。

農業の持つ多面的機能を注視しつつ、生産対策並びに農村整備対策を充実していくことをある意味では

国際的に約束したことになるわけです。そういう点での政策の拡充が、今後必要だと思います。」と国

内での講演で述べている（国際食糧農業協会 1997、通巻 No. 696, pp. 20～21）。 
400 上記脚注と同様に、東農林水産審議官は、「日本はウルグァイ・ラウンド（ＵＲ）の中でいろいろ主張

しましたが、貿易関係者ばかりが集まっている中で孤軍奮闘せざるを得なかった。…次のラウンドで連

続して交渉をやっていくに当たって、世界の農業関係者が議論を重ねた結果が（世界食料サミットで）

出ているわけですから、これらを足場にして議論を展開していかなくてはいけないと考えています。…

アメリカ、豪州、カナダの中に物すごい警戒感がありまして、ＦＡＯの場で議論していきますと、農業

の生産面を中心にした議論が展開されて、補完的に貿易をどうするかという問題になってくる。それだ

けにＵＲの中で貿易自由化を強く主張していた各国は、大変な警戒心をもってこの会議に臨みました。

…大変警戒しながらやっていたと思いますが、農業関係者を中心とした議論が展開できた。これをこれ

からどのようにプラットフォームとしていくかということが、もう一つ我々に課せられた問題であろう

と思います。」と述べている（国際食糧農業協会 1997、通巻 No. 696, p. 21）。 
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7.4 世界食料サミットのフォローアップ 

 ディウフ事務局長の一期目（1994～1999）は、その前半を新政策の実施と世

界食料サミットの準備及び開催に充てた形となった。そして同じく一期目の後

半と二期目（2000～2005）は、当該サミットの成果を実施する、いわゆる「フ

ォローアップ」がＦＡＯの主題となった。このような流れはディウフが食料サ

ミットに賭けた意気込みからも、また特に開発途上国を中心とした加盟諸国の

期待からも当然のことであり、早速翌1997年4月の世界食料安全保障委員会401

や、同年 11 月のＦＡＯ総会402において熱心な議論の対象となった。 

 これらの議論においてはＦＡＯ事務局側から、2010 年の世界農業予測の実施、

食料不安状況等の地図化システムの開発、食料安全保障特別事業の実施、テレ

フード募金の実施などの事業を準備している旨の説明がなされているので、幾

つかの事業について、その後の展開も含めて以下に略述する。 

 

【食料安全保障特別事業（ＳＰＦＳ403）】 

 この事業は、世界食料サミットのフォローアップの優先事業として、食料生

産の増大、食料供給の安定性の確保、食料へのアクセス改善を目的に、低所得

食料不足国において実施された404。この事業はもともと 1994 年に開始された

ものであったが、1996 年の世界食料サミットにおいてエンドースされた後優先

事業となって、農業生産・生産性の増大を小農による持続可能な農業生産によ

って実現すべく、技術や経営の改善、政策の改革の実施を助けることを目指し

て実施されたものである405。 

この事業は、開発途上諸国の高い期待を集め406、ＦＡＯの食料安全保障のた

めの主要事業になっていくことが予想された。そしてこの事業の財政的基盤に

ついては、開発途上諸国は一様に拡大を求め、ＴＣＰ（既存の技術協力プログ

ラム）とは別枠で追加的な予算措置を求める声も強かったが、米国等先進諸国

はこれに反対で、ＴＣＰ予算がこの事業に充てられているとのＦＡＯ事務局の

説明を支持した407。すなわち、このとき新たに始めたＳＰＦＳの特別事業は、

世界食料サミットを契機にした目玉事業でありながら、その財源は既存で批判

の強かったＴＣＰの予算を振り替えながらＦＡＯ予算全体の拡大を避けるとい

う、先進諸国を説得可能な方法で実施したと考えられるのである。 

 また 1997 年初めには、この事業を世界銀行と協調して実施するための覚書

                                            
401 国際食糧農業協会（1997）通巻 No. 699, pp. 35-38。 
402 国際食糧農業協会（1998）通巻 No. 705, p. 38。 
403 Special Programme for Food Security 
404 2008 年までに 106 か国で実施（農林水産省国際協力課 2011、p. 50）。 
405 ＦＡＯ（2014）http://www.fao.org/docrep/w9990e/w9990e09.htm （2014 年 6 月 19 日確認）。 
406 国際食糧農業協会（1997）通巻 No. 699, pp. 37-38。 
407 国際食糧農業協会（1997）通巻 No. 699, p. 38。 

http://www.fao.org/docrep/w9990e/w9990e09.htm
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が調印され、ＦＡＯと世界銀行という 2 つの機関の協力は新たな広がりを持つ

ことになった。これは、ＦＡＯの投資センターで従来実施していたような投資

計画作成作業のほかに、ＦＡＯの各専門部局が本部と現地の両方で、世界銀行

との「戦略的な」協同活動408を増やすことに繋がった。そしてこの新しい関係

はＳＰＦＳプロジェクトを中心にして実施され、世界銀行やその他開発金融機

関から大幅な投資支援を引き出すことのできる大規模な国・地域の開発プログ

ラムを促進するための情報と知識経験が得られるようになっていった409。 

 

【食料の不安定供給及び脆弱性に関する情報及び地図化のシステム（ＦＩＶＩ

ＭＳ410）】 

 世界食料サミット行動計画411で提唱されたＦＩＶＩＭＳは、栄養不足人口の

削減という目標を達成するための政策・計画の立案・実行に必要となる食料安

全保障状況の計測・監視に必要な多元的なデータを収集・分析し、分かりやす

く地図化するシステム412を開発しようというものである。そしてこの背景には、

「食料安全保障の多面的な性格」、すなわち現実の飢餓・栄養不良という問題に

限らず、将来も含めた食料安定供給に関して食料輸入国が持つ脆弱性などを含

めた地図化を行うとの考え413があった。 

 なお、プロジェクトの具体的な内容とこれまでの成果は、各国のＦＩＶＩＭ

Ｓ運営委員会の設立、既存の情報システムとデータベース一覧の作成、分析・

地図化に必要な情報の収集、食料不安及び脆弱性に関する分析方法の開発、Ｆ

ＩＶＩＭＳマニュアルの作成、食料不安及び脆弱性に関する地図の作成、そし

てナショナルＦＩＶＩＭＳウエブサイトの作成などである414。 

  

【テレフード募金事業】 

 世界食料サミットのフォローアップの一環として、ディウフ事務局長のイニ

                                            
408 これはウォルフェンソーン世界銀行総裁（当時）によれば 2 つの機関の間の「戦略的同盟」とも言え、

ＦＡＯの専門知識と世界銀行の資金供給及び全般的開発支援能力を調和させようというものだったと

いう。 
409 国際食糧農業協会（1998）通巻 No. 710, p. 41。 
410 Food Insecurity and Vulnerability Information and Mapping System 
411 行動計画パラ 20a で、「（各国政府は、）既存のデータその他の情報体系を最大限に利用することによ

り努力の重複を避けつつ、地方段階を含め、飢餓及び栄養不良の影響を受けているか又はその危険にさ

らされている地域及び住民並びに食料不安の原因となる諸要因を示す、国の「食料不安及び脆弱性に関

する情報地図化制度」を開発し、定期的に更新する」とされた（ＦＡＯ編 1998a、p. 21）。 
412 各国レベルの「ナショナルＦＩＶＩＭＳ」と、世界的に共通なデータベース・情報交換ネットワーク

を構築した「グローバルＦＩＶＩＭＳ」とがある（農林水産省国際協力課 2011、p. 51）。 
413 このアイディアは、世界食料サミット準備の過程で日本から提起したものであり、その意図は、世界

の飢餓の削減に必要な多元的なデータを分かりやすく表示することと同時に、日本のような食料輸入先

進国であっても食料の外部依存が高まれば食料安全保障に関する脆弱性が高くなるという認識が国際

的な「市民権」を得ることも狙ったものであった。 
414 農林水産省国際協力課（2011）p. 51。 
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シアティブで開始された事業として「テレフード」という募金事業がある。こ

れはテレビや新聞などのマスメディアやコンサート、さまざまなイベントを通

じて世界の食料不安の現状について一般市民の認識を高め、広く募金を行い、

その資金を活用して、開発途上諸国の貧しい農民の食料増産を援助するための

草の根プロジェクトを支援するものである415。 

 1997 年の募金事業開始以来、総額 900 万米ドルの募金が集まり、世界の 100

か国以上で 1000 以上のテレフード事業が実施されている。これらの事業は貧

しい農民に作物生産や家畜の飼養、魚の養殖、食品加工などのための資材や道

具を供給する416。プロジェクト 1 件当たりのコストは 1 万米ドル以下で小規模

であり、農業に関する開発資金の中でも微々たる額417であるが、開発途上国の

物価水準が低いために顕著な効果を生んできている面がある418。 

 

【ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ419）】 

 西暦 2000 年 9 月、147 の国家元首を含む 189 の加盟国の出席の下、ニュー

ヨークで国連ミレニアム・サミットが開催され、21 世紀の国際社会の目標とし

て「国連ミレニアム宣言」が採択された。このミレニアム宣言は、平和と安全、

開発と貧困、環境、人権とグッド・ガバナンス（良い統治）、アフリカの特別な

ニーズなどを課題として掲げ、21 世紀の国連の役割に関する方向性を提示した。

そしてこれとともに、1990 年代の主要な国際会議やサミットで採択された国際

開発目標を一つの共通の枠組みに統合したのが「ミレニアム開発目標（ＭＤＧ

ｓ）」であった。これは、1980 年代から推進された構造調整政策などで、市場

経済を重視した開発がしばしば順調に進まず貧困の悪化さえ起こしたことへの

反省に立ち、貧困削減や人間中心の社会開発などの新たな考え方に基づく「人

間の開発」を中心に置く国際潮流に発展的に統合したものと言われている420。 

 ＭＤＧｓは 8 つの目標を掲げているが、これらは前述のように、基本的には

1990 年代に開催され策定されたさまざまな分野の国際的目標を是認し、統合し

たものという性格をもった。そしてその第 1 に置かれたのが「極度の貧困と飢

餓の撲滅」であって、この中で、食料・農業に関する目標としては、「2015 年

                                            
415 農林水産省国際協力課（2011）p. 205。 
416 具体的には、種子や肥料、灌漑ポンプ、サイロ、魚の燻製用の炉など。 
417 テレフード事業の 17 年分の総額 900 万ドル（＝0.09 億ドル）に対して、例えば 1997 年の世界銀行

の農業に対する貸付（ローン、クレジット）額は 35 億ドルであった（農林水産省国際協力課 2011、p. 

51）。 
418 ＦＡＯ（2014）http://www.fao.org/english/newsroom/action/facts_tf_silos.htm （2014 年 6 月 20 日

確認）。 
419 Millennium Development Goals 
420 外務省（2014）http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs/about.html （2014 年 6 月 19

日確認）。 

http://www.fao.org/english/newsroom/action/facts_tf_silos.htm
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs/about.html
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までに飢餓に苦しむ人口の比率を 1990 年の水準の半数に減少させる421」とい

う文言が設定されたのである。しかしこの目標は、世界食料サミットで打ち出

された飢餓人口半減の目標と類似しているが、世界食料サミットでは実数での

半減であるのに対してＭＤＧs では比率での半減で異なっており、世界の人口

増加を勘案すれば目標の水準を実質的に緩和したものと言える422。いずれにせ

よ、ＦＡＯか主催した世界食料サミットの目標は、国連主催のミレニアム・サ

ミットにおいて是認され、より大きな枠組みでの位置づけを与えられたのであ

る。 

 しかしながら、ＭＤＧｓの達成には国際社会の協調した取り組みが必要であ

り、また何よりも資金の投入が必要であった。そしてこの関係では 2002 年、

メキシコのモントレーでの「国際開発資金会議」に先立つ世界銀行の試算が、

そのあと 15 年間で 400～600 億ドルの追加支援を必要としていたこと、さらに

このような資金供与の条件として「援助の有効性を高めるような適切な経済・

構造政策を備え、機構・制度が整っている」ことを掲げていた423ことは重要で

ある。すなわちこれは 1980 年代の構造調整全盛時代を想起させ、ＭＤＧs に包

含された形の世界食料サミットの目標達成についても、資金の制約を通じて世

界銀行などに主導権が渡ったことを感じさせるところがあったのである。 

 

【食料の権利に関する任意のガイドライン】 

 1996 年の世界食料サミットで初めて明示的な概念として打ち出された「食料

の権利」については、2002 年 6 月に開催された「世界食料サミット 5 年後会

合」において、ＦＡＯ理事会の下に政府間作業部会を設立し、加盟諸国が国家

の食料安全保障の文脈における「食料の権利」の実現を図る上で助けとなるよ

うな一連の「任意のガイドライン（Voluntary Guidelines）」を作るよう、要請

がなされた。そして同年 11 月に設立された作業部会は、国連人権高等弁務官

事務所424や国連人権理事会の「食料の権利特別報告者425」などと連携しつつ、

2 年をかけて議論・交渉を重ね、その結果として 2004 年 11 月のＦＡＯ理事会

で「食料の権利に関する任意のガイドライン」が採択された426。 

 このガイドラインは、「食料の権利」に関する経済・社会・文化的な権利とし

ての最初の解釈の試みを諸政府が行ったものであり、その目的は「食料の権利」

                                            
421 この場合に使われる指標としては、①低体重の 5 歳未満児の割合と、②カロリー消費が必要最低限の

レベル未満の人口の割合、の二つが掲げられている（外務省資料）。 
422 この理由としては、飢餓人口半減の食料サミットの目標達成に向けた進捗がはかばかしくなかったこ

とが考えられるが、その確固とした根拠は見当たらなかった。 
423 農林水産省国際協力課（2011）p. 76。 
424 Office of the High Commissioner for Human Rights 
425 Special Rapporteur on the Right to Food 
426 ＦＡＯ（2005）p. iii。 



99 

 

の実現に向けて特に各国によって採られるべき諸行動の現実的なガイダンスを

勧告することであった427。そしてＦＡＯは以後、このガイドラインに沿って各

国が行う努力を支援する能力を強化し、貧困削減に対する権利ベースのアプロ

ーチを追求して、十分な食料を得る権利が実現されるように努力するとコミッ

トしている428。 

 このガイドラインに含まれる個別の指針の内容は多岐にわたっており429、広

範で重要な数々の考慮や原則が含まれている。例えば、公平と無差別、参加と

包含、説明責任と法の支配、全ての人権の普遍性、そして食料が政治的・経済

的な圧力の道具として使われてはならないことなどである。また、このガイド

ラインの作成段階でＦＡＯの政府間作業部会は、国際諸機関、ＮＧＯ、そして

市民社会の代表者の積極的なインプットを受けた。さらにこのガイドラインの

実施については、その一義的責任は各国にあるにしても、同時にＮＧＯや民間

セクターなどすべての市民社会の構成メンバーからの貢献も受けるべきとされ

ている。加えて、このガイドラインの性格については、あくまで各国に対して

人権に基づく現実的な道具を提示したものであって、国家や国際機構に対して

いかなる法的な義務も負わせるものではなく、また既存の国内法・国際法に基

づく権利義務関係を変更するものではないとされている430。 

 以上のように、本ガイドラインは多岐にわたる事項を含み、しかも食料に係

る「権利」という強い言葉を用いていることから、世界食料サミットで是認さ

れた「食料の権利」を強く具体化したものとも受け取れる。しかしその「権利」

の実現については、個々の指針のそれぞれについて当該国の政府が一義的責任

を持って適切な政策を実施すべきとされ、「権利」というよりは各国政府が自ら

の国民に対して責任を果たす自助努力の域を出ていないように見える。また、

各国が実施すべき適切な政策も、それまでに国際的に「適切」とみなされてき

た、市場指向で保護主義に走らず、規制緩和などを通じて自由な商業活動を内

外の企業に許し、その弊害を受ける脆弱な人々などに限定してセーフティーネ

ットを整備して救済するといった、いわゆる構造調整政策における新自由主義

                                            
427 このガイドラインは、また同時に国家以外の関係者によっても活用されうるとされている。 
428 ＦＡＯ（2005）pp. iii～iv。国際食糧農業協会（2004）通巻 No. 786, p. 33。 
429 このガイドラインには、19 の指針が含まれている。それらは、（1）民主主義、良い統治、人権そして

法の支配、（2）経済開発政策、（3）戦略、（4）市場システム、（5）組織機構、（6）利害関係者、（7）法

的枠組み、（8）資源・資産へのアクセス、（9）食品安全及び消費者保護、（10）栄養、（11）教育及び啓

発、（12）国家の財政資源、（13）脆弱な人々への支援、（14）セーフティーネット、（15）国際的食料

援助、（16）自然的及び人為的災害、（17）監視、指標及び基準、（18）国の人権機構、（19）国際的次

元、となっている。また、これらの指針以外に国際的な措置や行動、約束などに関する記述もあり、そ

れらは、①国際協力と一方的措置、②国際社会の役割、③技術協力、④国際貿易、⑤対外債務、⑥ＯＤ

Ａ、⑦国際的食料援助、⑧ＮＧＯ，ＣＳＯ、民間セクターとのパートナーシップ、⑨十分な食料を得る

権利の推進と保護、⑩国際的報告、となっている（ＦＡＯ 2005、pp. v～vi）。 
430 ＦＡＯ（2005）p. 2。 
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的なコンディショナリティの内容に近いものが、数多く盛り込まれている431。

そして国際的なコミットメントの領域においても、それまでの国際的諸合意の

範囲を出るものは見当たらず432、結局このような包括的・野心的な文書を国際

的にまとめ上げる過程で妥協が重ねられて、「食料の権利」についての新味のあ

る内容には実質的に踏み込めなかったという事情が推察されるのである。 

 

7.5 ＦＡＯの独立外部評価（ＩＥＥ）と即時行動計画（ＩＰＡ） 

 ディウフ事務局長が 2期目の最後の 2年（2004～2005）の予算編成を行う 2003

年 11～12月のＦＡＯ総会の直前、ＦＡＯ理事会は、米国及びカナダが提案した

「独立外部評価（ＩＥＥ433）」の検討を進めていくことを決定した。このＦＡＯ

に対する独立外部評価は、「農業開発から食料農業分野のルールメイキングまで

大きく広がったＦＡＯの活動に対して、世界的な厳しい経済情勢下で予算増を

いかに食い止めるか」との問題意識の下、米国及び英国のＦＡＯ代表部大使の

イニシアティブによって提案されたもの434であった。この背景としては、それ

までのＦＡＯ予算編成の経緯が大きく関係していると思われる。すなわち、2004

～2005年のＦＡＯ事業計画・予算は前期比で 16％増であり、それまで 8年にわ

たる名目ベースでの同水準という抑制的な編成の慣行を大きく破ったものだっ

たからである。飢餓削減に向けた事業の拡充が求められる中で事業コストが上

昇していたため、事務局からの当初提案は 30％に近い増額であったが、米国な

ど先進ドナー諸国はこれを受け入れることはできないと前期と同額を主張し、

結果的に事業の拡大を望む開発途上諸国に歩み寄った形で 16％増に落ち着い

たのである435。当初大幅増加を主張していたディウフ事務局長とアフリカを中

心とするＧ77グループも、最終的にはこの水準で賛同した。 

 このＩＥＥは、上記のような流れの中で、米国と英国が中心となり、ＦＡＯ

                                            
431 このようなものとして、例えば、指針 1.1 及び 1.2（自由な民主主義社会、法の支配、良い統治、人権

重視）、指針 4.1、4.2 及び 4.4（市場に対する無差別なアクセスを保証し競争的でない活動を防止する

ような法律・政策・手続き・規制、消費者保護が国際貿易に対する不当な障壁にならない）、指針 5.1（関

係公的機関の任務や活動実績を評価し組織機構を改革・改善する）、指針 8.1（土地、水、森林、漁場、

家畜などの資源について差別なく個人の権利を尊重・保護）、指針 9.3（国レベルで食品の管理・安全の

ための制度的手続きを整合させ、検査システムの齟齬や重複を排除）、が挙げられる（ＦＡＯ2005、pp. 

9-31）。 
432 例えば、国連憲章（UN Charter、1945）、世界人権宣言（Universal Declaration of Human Rights, 

1948）、国際人権Ａ規約（International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966 採

択、1976 発効）、世界食料サミットの「ローマ宣言」及び「行動計画」、ＷＴＯ農業に関する協定（WTO 

Agreement on Agriculture）、ＦＡＯ余剰処理原則（FAO Principles of Surplus Disposal and 

Consultative Obligations、1954）、食料援助規約（Food Aid Conventions、1967）、モントレー・コン

センサス（Monterrey Consensus、2002）、国連ミレニアム宣言（UN Millennium Declaration、2000）

が挙げられる（ＦＡＯ2005、pp. 3-37）。 
433 Independent External Evaluation 
434 ＦＡＯ CL 127/LIM/4、2004。 
435 国際食糧農業協会（2004）通巻 No. 777, p. 39。 
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の事業活動の範囲や組織体制の重点化・効率化などの観点からＦＡＯに対する

徹底的な評価を実施し、「ＦＡＯの改革」を行うことを通じて、少なくとも、開

発途上国主導となり存在意義の薄くなったＦＡＯに対する巨額の予算負担を軽

減するとの意図を持ったものであったと考えられる436。しかし一般的には、こ

の評価は、「ＦＡＯが果たすべき役割を明確にし、当時進められていた国連改革

や各国連機関の連携強化を視野に入れつつ、ＦＡＯ自身のより効率的な運営を

目指して行われるもの」と理解されていた。そしてＦＡＯの予算審議で厳しい

対応を続けてきたドナー各国にとってもこの評価は有効な取り組みと考えられ

たため、評価の全ての運営経費は提案国である米国、英国をはじめ、主要ドナ

ー諸国の多くがこのための信託基金を拠出する流れとなったのである437。 

 これを受けて、2004 年 11 月のＦＡＯ理事会においてＩＥＥに係る作業部会

が設置され、評価を推進することとされた。作業部会の委員長はＦＡＯの計画

委員会及び財政委員会の委員長が務め、作業部会のメンバーはＦＡＯの各地域

グループから 2か国ずつ選出された。また評価は、各地域からの専門家と民間

コンサルタントから成る「評価チーム」が行うこととされ、評価チームの選定

やその業務内容は作業部会が決定した438。 

 評価の結果は 2007年 11月のＦＡＯ総会に提出され、総会は評価の最終報告

書の取り扱いに係る決議を採択した。ＩＥＥ最終報告書は 17の全体的メッセー

ジと 110の勧告事項を示している。このうち「メッセージ」では、「ＦＡＯは深

刻な危機に直面しており、組織の将来は危うい」と警告し、「信頼に足る組織に

なるためには、早急にＦＡＯを根本から再構築し、①ガバナンスの強化、②効

率性、柔軟性及び戦略性の確保、③権限委譲を実現することが必要」とした。

また、この最終報告書に係る決議を受けてＦＡＯ改革に関する具体的検討をし

た結果として、2008 年 11 月のＦＡＯ特別総会で改革のための「即時行動計画

                                            
436 米国国務省出身の次席公使はこの独立外部評価の意図について、「財政状況の厳しさ、ＦＡＯの存在感

の低下についいての懸念はワシントンでも日本と同様であり、米国議会ではＦＡＯとは何かも理解され

ていないし、何故ＦＡＯに金を出しているかを説明するのは難しくなっている。ＦＡＯ改革は必要であ

り、その活動について基準線を設け、効率化しなければならない。そのために米国は独立外部評価事業

を提唱しており、とりあえず 25 万ドルの拠出を表明している。ＦＡＯ予算に対する巨額な負担に比べ

れば独立外部評価事業に要する費用は小さく、費用対効果は大きい。…この事業は信頼性が重要である。

政治的な意図をもって行うのではなく、中立的・専門的に行うために独立外部評価とするものであり、

途上国から先進国が特定の意図をもって行っているとの批判を招かないようにすることが重要である」

と語っている（農林水産省資料 2005、在ローマ米国代表部との意見交換、2005 年 4 月 12 日）。また、

英国国際開発省（ＤＦＩＤ：Department for International Development）は 2005 年 3 月に、財政的

観点から国民への説明責任を果たし、政府内の連携を図り、将来に向けた議論に備える目的で 23 の国

際機関の有効性（Organizational Effectiveness）を評価し、公表している。このことをＦＡＯに係る先

進諸国の会合で説明した英国のＦＡＯ代表部大使は、「23 機関のうち 22 機関は評価プロセスに積極的

に協力したが、ＦＡＯは参加せず、ディウフ事務局長からは「専門機関の評価手法として適切でなく、

貧困削減に向けた戦略について考え方を異にする」などの批判が行われた」と述べている（農林水産省

資料 2005、ジュネーブグループ会合結果、2005 年 5 月 16 日））。 
437 農林水産省資料（2004）理事会における独立外部評価に関する議論、2004 年 12 月 1 日。 
438 農林水産省（2005） 
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（ＩＰＡ439）」が採択され、さらに翌年のＦＡＯ総会では前年積み残されていた

事業の優先順位付け440と新組織体制441について採択された。ＩＰＡの項目を列

挙すると、①組織の優先順位とプログラム、②ガバナンス改革、③制度・事業

及び予算の改革、組織文化の改善及び組織再編、④ＩＰＡの実施のためのフォ

ローアップ措置、⑤付属文書（必要経費、節約額、2009～2011年の実施スケジ

ュール）であった442。 

 以上のように、ＩＥＥは米国及び英国によって、存在感の薄くなったＦＡＯ

に対し、主として資金の拠出額の削減を目指して提案・実施され、その結果は

目論見どおり、評価結果の実施（すなわちＩＰＡの実施）の中でＦＡＯの事業

計画予算に縛りをかけ、ＦＡＯの組織を大幅にスリム化するという目的をほぼ

達成したと見ることができよう。 

 

 

８．まとめ 

 農産物の過剰生産という問題に栄養という観点を加え、世界の栄養不良問題

を科学の力と国際的な協力によって解決しようとする考え方は戦前からあった

が、これを具体化したのが「欠乏からの自由」を唱えたルーズベルト米国大統

領が深く関与しつつ 1945年に創立されたＦＡＯであった。ＦＡＯの新しさは科

学を用いた国際協力の手段となる「実施機関」であるべきというところにあっ

たが、創立時の憲章には曖昧さが残り、諸国間には単なる情報機関にすぎない

との考え方も残っていた。 

 創立後の 10年間のＦＡＯは米国をはじめとする先進国中心で運営され、先進

技術の世界的な普及や世界の食料・農業情報の整備が進められた。しかし初期

の二人の事務局長が熱心に取り組んだ食料の世界的需給や貿易に関する事項は、

米国をはじめとする各国がその規制的な内容を嫌ったため実現しなかった。第

4代のセン事務局長は初めての開発途上国出身で、1950～1960年代に現場への

技術導入に務め、また多国間の食料援助機関ＷＦＰの設立にも協力した。1960

年代終わりから 1970年代前半に事務局長を務めたボーマは先進国出身で、セン

の現場指向を反転させ、ＦＡＯの活動を技術的調査研究中心に整理統合し、現

場遊離の傾向を強めた。そして 1970年代前半に起こった世界的食料危機とこれ

に対処すべく国連主催で開催された 1974年の世界食糧会議は、以後ＦＡＯの地

位が低下してゆく大きな転機となった。この会議を主唱した米国のキッシンジ

ャー国務長官は、ＦＡＯを脇におく形でその準備を進め、会議の結果ＦＡＯの

                                            
439 Immediate Plan of Action 
440 戦略目的、戦略枠組み、中期計画の策定など。 
441 局（Department）を１つ削減、部課長ポスト（Director）を 27 削減。 
442 農林水産省（2011） 
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外にＩＦＡＤ、ＷＦＣなど食料・農業関係の国際機構が作られた。 

 1970年代後半以降の歴代ＦＡＯ事務局長は、いずれも開発途上国出身である。

1990 年代前半まで 18 年間在任したサウマ事務局長は、ボーマの路線を再び反

転させ、開発途上国の現場に直接貢献するＦＡＯを目指した事業の実施や食料

安全保障に関する規範の設定などを進めていったが、その運営手法は独裁的・

強権的であり、また開発途上国の数の力を背景とした強引な意思決定を行った

ので、先進諸国の反発を招いた。このため 1980年代に起こった空前のアフリカ

飢饉においては、その対応へＦＡＯが行ったアピールへの先進ドナー諸国の反

応は鈍かった。そして 1985年以降、ＦＡＯ予算のゼロ成長を主張する先進諸国

と加盟国の大多数を占める開発途上諸国との対立が深まる中で、米国はＦＡＯ

の分担金を滞納するに至り、ＦＡＯは財政危機に陥った。最悪の状況は 1991

年に米国が一部分担金の支払いを再開したことから回避されたが、その後ＦＡ

Ｏでは、その役割・機能についての見直し（レビュー）が繰り返し行われるよ

うになった。1994 年から事務局長を務めたディウフも以後 18 年在任し、開発

途上国寄りの運営を続けた。彼は就任当初にＦＡＯを引き続き「農林水産分野

の知識・情報・政策分析、協力事業、基準設定等における世界の中心」と位置

づけ、加盟国へのサービス向上を図った。特に就任直後にＷＴＯ農業協定が成

立する中、1996年に「世界食料サミット」を開催し、開発途上諸国の飢餓・栄

養不良問題を議論してその削減計画をまとめ、「食料の権利」や「農業の多面的

機能」などの考え方も打ち出した。しかしその後 2000年代に先進諸国の提案で

開始されたＦＡＯに対する独立外部評価は 2007年に最終報告書を出し、「ＦＡ

Ｏは深刻な危機に直面しており、組織の将来は危うい」、「信頼に足る組織にな

るためには、早急にＦＡＯを根本から再構築することが必要」との厳しい勧告

を行った。 
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第３章：米国の農業戦略・政策及び食料・農業の国際レジーム 

 

既に前章でみたように、ＦＡＯに関してはその創立から後のあらゆる段階に

おいて、米国が大きな影響力を及ぼしていた。このことは、ＦＡＯを含む食料・

農業レジームの形成や変容において、米国が極めて重要なアクターであったこ

とを示唆している。 

そこでこの章では、米国が国際的な食料・農業問題、とりわけＦＡＯに関し

て行動をとる場合に、その行動の基礎となっている可能性のある米国の国家戦

略、食料・農業戦略あるいは政策について明らかにしていく。そして併せて、

国家としての米国の背後にあって、食料・農業に関する米国の対外政策に大き

な影響力を持っていると考えられる「穀物メジャー」の考察、さらには米国の

対外農業政策が多大の影響を及ぼすことによって形成・変容を辿ったと考えら

れる食料・農業の国際レジームの変遷についての考察も行いたい。 

 

 

１．戦後米国の国際戦略と国益 

 

1.1 戦後構想：その理念と体制づくり 

 

【理念と目的】 

 第二次世界大戦終結後の米国による世界秩序の構築は、すでに戦争中からそ

のビジョンが提起されていた。その一つは 1941年にヘンリー・ルースが発表し

た「アメリカの世紀」と題する文章、いま一つは 1943年にアカデミー賞を受け

た映画「12月 7日」（邦題は「真珠湾攻撃」）であった。前者は、未だ孤立主義

の声が高かった米国の世論に向かって、「自由」や「平和」の擁護者として参戦

を促し、戦後に自由という崇高な目的を掲げて「アメリカの世紀」を創造する

ことが米国に求められているのだと説いた1。また後者は、第一次大戦で死んだ

「老兵士」と真珠湾攻撃で死んだ「若い兵士」の架空の対話の中で、世界中の

人々が平和維持のために協力する「一つの世界」への夢を描いた2。 

                                            
1 『ライフ』創立者でジャーナリストのヘンリー・ルースが 1941 年 2 月に発表した「アメリカの世紀」

と題された文章である。いまだ孤立主義の声が強い米国の世論に向かって、ルースは、米国は既に事実

上戦争に参加しているのであり、今求められているのは、英国に代わって戦争の目的と平和のビジョン

を明確にすることだと訴えた。自由貿易や公海の自由の擁護者として、科学技術や教育・映画・娯楽の

創造者として、飢えた世界を援助する「良きサマリア人」として、米国は指導力を発揮しなければなら

ない。そして自由や平等、独立といったアメリカ的な価値や、正義・真実・慈愛といった西欧文明の理

念を掲げて、歴史を担わねばならない。自由という崇高な目的を掲げ、「第一のアメリカの世紀」を創

造することが、米国に求められていることなのだとしたのである。ルースの描いた「一つの世界」は、

米国を頂点とする「パクス・アメリカ－ナ」のビジョンと考えられた(西崎 2004、p. 113)。 
2 日本軍による真珠湾攻撃の 1年あまり後、米国陸軍省の依頼を受けてジョン・フォード監督は、プロパ
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 これらのビジョンは、後に「パクス・アメリカーナ」とも呼ばれる「一つの

世界」あるいは「アメリカの世紀」を見据えたものだったといえようが、「パク

ス・アメリカーナ」とは具体的にどのようなものであったのだろうか。これに

ついては、まず米国による平和の実現という観点から「米国がその顕教的理念

である自由と民主主義、そしてグローバルな資本主義経済を実現するために、

その技術力・経済力・軍事力あるいはソフトパワーを駆使して、大国間の大規

模戦争の発生を長期にわたって阻止し得たために、アメリカ的秩序が安定・繁

栄した状態」（筆者がパラフレーズ）との見方がある3。また、「豊かな物質文明

に支えられたアメリカ的生活様式が、自由と民主主義の理念とともに世界に広

がる」ことを意味したとの見方もある4。このように、平和の構築と維持を前提

としながら目指された戦後の米国による世界の構築は、自由と民主主義を理念

としつつ、自由な資本主義経済体制を世界に広めることを通じて、アメリカ的

な生活様式やアメリカ的価値観5が世界に広がることを目指したものといえる

であろう。 

 

【戦後体制の構築：国連とブレトンウッズ体制】 

 上記のように、自由と民主主義という米国の理念、そして豊かなアメリカ的

生活様式が世界的に実現するためには、まず世界的な平和の構築と維持が必要

であり、さらに自由な資本主義経済体制を世界に広めることが必要であると考

えられた6。そしてそれらを実現するための手段として目新しかったのは、従来

                                                                                                                                
ガンダ・フィルム『12 月 7 日』（邦題：『真珠湾攻撃』）を製作した。この中では、ウイルソン大統領の

平和への約束が果たされなかったことにすっかりシニカルになっている「老兵士」に対し、「若い兵士」

は今度こそは安全な世界を作ることができると断言する。若者の口を借りて謳いあげられた平和への希

望こそが、この映画が「宣伝」しようとしたものであった(西崎 2004、pp. 111-113)。 
3 滝田（2014）p. 230、p. 233。 
4 有賀（2002a）p. 174。 
5 有賀はそれを、「現代アメリカ」の国外への発展であるとし、「現代アメリカ」の基盤には 3 つの基盤、

すなわち、①社会変革に対応して出てきた「革新主義」、②企業主導の下での経済発展、③国家を構成

する多様な人口があったとする。具体的には、①の「革新主義」とは、科学的合理的な方法によれば社

会の問題を解決し正義が実現できるという、科学万能とも、人間の理性の能力を信ずる啓蒙主義の落と

し子ともいえる考え方であり、「正義」への道、すなわち建国以来の「自由」と「民主主義」の理念の

擁護に通ずると考えられ、また「平等」や「市場の秩序・安定」のための政府の科学的な手段による介

入も是認するものであった。また、②の「企業主導の経済発展」は、激しい競争の中で利益を上げるた

めに、企業は合理的な組織化による経営の効率化を図る一方、安価な製品を大量に生産し、その消費を

国民に促して多くの国民が消費文化を享受するものとなった。さらに、③の「多様な人口」は、多様な

民族・人種、階級、性などの集団によって構成され、次第に出身地の異なる移民を加えながらそれぞれ

の集団を形成し、相互に対立・支配関係に置かれ、米国の統合を難しくする要因にもなったが、しかし

なお、消費文化としての「アメリカ的生活様式」は、彼ら国民を下から統合する要素になったとする（上

からの国民の統合は、「自由」と「民主主義」の理念による）。（有賀 2002a、pp. 3-7）。 
6 1945 年 2 月、米国（ルーズベルト）、英国（チャーチル）及びソ連（スターリン）の三者で行われたヤ

ルタ会談では「米ソ協調体制の継続」が確認されたが、その際の米国の戦後世界への認識は、第一に戦

後においても米ソ協力は必要かつ可能であること、第二に世界の市場を米国の商品と資本に開放させる

こと（門戸開放論）、第三に「経済的な門戸開放」を前提とする「政治的な勢力圏の分割」、そして第四

に国内経済の民主化による国内有効需要の拡大を目指すニューディール型改革の継承発展と世界大へ
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の覇権国にみられたような軍事力の増強や二国間外交のような手段に留まらず、

戦後の米国が多国間主義、換言すればさまざまな国際機構の創設による国際体

制の整備を目指したことである。これらの国際機構のうち、大括りに言うなら

ば、国際連盟の失敗を踏まえた新たな「平和」維持組織として国際連合が創設

され、「自由な資本主義経済体制」を目指すものとしてブレトンウッズ諸機構（Ｉ

ＭＦおよび世界銀行）とガットが創設されたのであった。つまり米国は、これ

らの国際機構の形で国際公共財をグローバルに提供し、その維持コストを払い

ながら、米国建国の理念である自由と民主主義を実現し、米国資本主義のため

の経済的市場のグローバルな拡大を実現しようとしたのである7。 

 しかし、戦後さして時を経ずして、「アメリカの世紀」を期待していた米国の

前にソ連という強敵が立ちはだかり、世界は米ソが一触即発の形で敵対する冷

戦に突入した8。1947 年の米国大統領トルーマンの演説は、米国が「多数の意

思に基づく生き方」すなわち「民主主義」、及び「政治的抑圧からの自由」すな

わち「自由」を擁護する側の世界を率いる方針を鮮明にし、さらに米国国務省

のケナンはソ連に対抗する断固とした「封じ込め政策」が必要との論文を匿名

で発表するなど、冷戦下の米国外交が形成されていった9。このような中で、「パ

クス・アメリカーナ」を目指して創設された国際連合は、少なくとも安全保障

面では拒否権の度重なる発動によってその機能が麻痺し、また同様の目的を持

っていたブレトンウッズ体制やガットも、その影響の及ぶ範囲が西側世界に限

られることになった。これらの諸機関は、戦争終結前からルーズベルト政権内

で着々と進められていた戦後の国際秩序構想の中核部分で、米国が戦後世界に

おいて政治的・経済的優位を維持する条件を確立し、それによって米国の持続

的な国際関与を確実にしようとするものであった10が、冷戦の開始によってそ

の構想は大きく修正せざるを得なかった。 

 米国の冷戦外交では、軍や行政機構の整備による安全保障体制の強化が図ら

れ、国家安全保障法、国防省創設、国家安全保障会議（ＮＳＣ）や中央情報局

（ＣＩＡ）の設立など、冷戦の制度化が進んでいく。中でも重要な文書として、

1950年にトルーマンに提出された米国の外交・軍事政策に関する報告書（ＮＳ

                                                                                                                                
の拡大であった。かくてヤルタでは「米ソ協調」を基礎とする「大国中心の平和維持」の世界秩序が合

意された（安藤 2011、pp. 43-45）。 
7 滝田（2014）pp. 13-16、p. 233。 
8 ソ連には米国ほどの経済力はなかったが、資本主義に代わる独自の構想を持って世界各国に影響力を及

ぼした。米国とソ連では、戦後世界のヴィションが全く違っていた。米国は民主主義の下での平和な世

界を描いたのに対し、ソ連は西側資本主義諸国の侵略を防ぎ安全を確保するために自国の周囲に勢力圏

を築くことを考えた。両者の対立は、東欧諸国の政権、ドイツ占領政策、核兵器の国際管理をめぐって

いっそう深まっていった。1946年の英国チャーチルの「鉄のカーテン」演説はこの状況を端的に表して

いるが、米国のトルーマンも同様に、ソ連は世界支配を目論む危険な相手であるとみなし、米国は世界

をソ連共産主義の「帝国主義」的野望から守る義務があると信じるようになっていた。 
9 有賀（2002b）pp. 8-9。 
10 西崎（2004）p. 115。 
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Ｃ－６８）があり、これはその後 20年間、米国外交の指針を示す最高機密文書

となる。米ソの対立が継続することを想定し、この対立の帰趨に米国、そして

その自由な体制・理念の存亡が懸かっているとして、大規模な軍事力の整備を

勧告していた。また、「封じ込め政策」は経済面からも追求され、欧州を共産主

義の影響から守るため、そして米国製品の市場として確保するための経済復興

を「マーシャル・プラン」によって実施することになった11。 

 次に、米国が戦後の世界体制の核となる国際機構として創設していったブレ

トンウッズ諸機関、国連、そしてガットについて、それらの創設に関わる大ま

かな経緯を概観しておく。 

 国際機構が大きな役割を果たす米国の覇権体制のうち、まず成立したのは

1944 年 7 月のブレトンウッズ会議において連合国 44 か国によって合意された

「ブレトンウッズ体制」で、国際通貨の安定と、債務国の財政の立て直しとを

前提に、リベラルな国際経済秩序の構築を目指すものであった。ドルを基軸通

貨として通貨を安定させ、融資を通じて債務国の経済を援助することが、設立

された 2つの組織、すなわち国際通貨基金（ＩＭＦ）と連合国復興開発銀行（い

わゆる世界銀行）に期待された12。重要なのは、ブレトンウッズ体制が米国の

圧倒的な経済力を確認し、かつそれを将来にわたって約束するものだったこと

である。有名な英国のケインズと米国のホワイトによる論争の後、最終的に実

現した体制は米国財務省案に限りなく近いものであり、ＩＭＦ、世界銀行の双

方について、出資額に比例した発言権が認められる加重投票制度が認められた

ことによって、米国は、英国及びソ連それぞれの 2倍の発言力を確保すること

になった。このように米国は、自らの卓越した経済力が充分に発揮できる体制

を作り上げた13。 

 ブレトンウッズ会議からほぼ 9か月後の 1945年 4月から、サンフランシスコ

で「国際連合（国連）」を創設する会議14が開催された。直前に、大戦の終結を

見ずに急逝したローズヴェルトの遺志を継ぐ決意について、ホワイトハウス、

国務省、マスメディア、知識人などが総力を挙げて行ったキャンペーンにより、

国民の間には平和維持機構の樹立を歓迎する機運が強まっていた。また、党派

を超えて多彩な人々が揃った会議の代表団構成からも、これが国を挙げての企

てであることが強調された。6月下旬、2か月に及ぶ会議を経て連合国 51か国

の代表団によって合意された国際連合憲章は、米国が長年取り組んできた国際

                                            
11 有賀（2002b）、pp. 9-11。 
12 通貨・貿易戦争がブロック経済化を引き起こし、大戦につながったとの認識に基づき、ＩＭＦによっ

て単一の国際決済通貨を創出して、経常赤字に陥った国に対して援助を供与し財政的崩壊を阻止すると

ともに、世界銀行によって各国の戦後復興と社会インフラの整備のために長期資金を供与するという構

想で整備された組織であった（滝田 2014、p. 15）。 
13 西崎（2004）pp. 115-116。 
14 United Nations Conference on International Organization （国際機構に関する連合国会議） 
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機構構想がついに現実のものとして実を結んだことを示し、その冒頭の「われ

ら連合国の人民は」との文言は、合衆国憲法前文の「われら合衆国の人民は」

と軌を一にして、その意味で国連の成立は国際社会の組織化を希求したウイル

ソンの夢の成就であると同時に、米国の建国と比較しうるものと考えられた15。

国連は、主権平等の原則に基づき総会では 1国 1票を実現しつつも、国際連盟

の失敗を教訓として、安全保障に関する決定は安全保障理事会に委ね、かつ 5

か国の常任理事国16の一致を不可欠なものとした。すなわち、一方で 1 国 1 票

という普遍主義を採用しながら、これら「大国」に拒否権を認めるという、伝

統的な権力政治的勢力均衡原則をセットにした。このことが、やがて激化する

米ソ冷戦状況の中で、平和維持組織として設立された国連を機能不全化してい

く17。国連は結局大国中心主義を超えられず、「一つの世界」形成の場ではなく、

ソ連の繰り返しの拒否権発動を米英が非難するといった形の中で「二つの世界」

間の争いの舞台となっていった18。 

 ブレトンウッズ体制（ＩＭＦ、世界銀行）及び国連の創設と並んで重要な国

際組織として、1947 年に調印され、翌 1948 年に発効した「関税と貿易に関す

る一般協定（ガット）19」がある。これは自由な資本主義経済体制を構築して

いくうえで、通貨や国際金融を扱う「ブレトンウッズ体制」と車の両輪をなす、

貿易自由化・促進のための機関であった。米国はブレトンウッズ協定に基づき

「国際貿易憲章（ハバナ憲章）」とこれを根拠とする「国際貿易機関（ＩＴＯ）
20」の設立を目指したが米国議会の反対に遭い設立を断念し、その代わりの暫

定措置として、より穏健な内容で多国間協定としてのガットを発効させた。そ

して、このガットという協定名が後に実質的な国際貿易機関として通用するよ

うになり、1995 年 1 月に「世界貿易機関（ＷＴＯ）21」が設立されるまで、関

税率の一括引下げなどの交渉の場になったのである22。 

 

1.2 戦後米国の基本戦略と戦後秩序の形成 

 

【戦後米国の基本戦略】 

 第二次世界大戦後に米国と同盟諸国が直面した戦略的状況は、米国がこの戦

争を通じてかつてなく強大な国になった一方で、米国の同盟国も、敗戦した枢

                                            
15 西崎（2004）p. 116-118。 
16 英国、米国、フランス、ソ連及び中国。 
17 滝田（2014）p. 14。 
18 西崎（2004）pp. 118-119。 
19 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
20 International Trade Organization (ITO) 
21 World Trade Organization (WTO) 
22 滝田（2014）pp. 15-16。 
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軸国も、大戦によって疲弊し、国力を弱めていたということである。戦後期に

おける基本的な構図は、米国と他の列強諸国の間に生じた巨大な「パワーの不

均衡」であった。米国は世界の経済生産のほぼ半分を占めていたほか、世界を

圧倒するような軍事力、先端テクノロジー分野におけるリーダーシップ、石油

産出、そして食料生産からの利益を有していた23。そして当時、米国国務省の

政策企画局長であったケナンがマーシャル国務長官のために作成したとされる

重要報告24の中で述べているように、この巨大な「パワーの不均衡」を持続す

ることができる体制（国家間の関係のパターン）を考案することこそが、米国

の真の戦略課題と考えられたのである25。 

 大戦を通じて他の国を圧倒的に上回る実力を身につけた米国に関して明確な

「パワーの不均衡」が生まれていたので、欧州各国は米国のパワー行使に対し

て「抑制」と「コミットメント」をはっきり定める合意を結んでおかなければ

ならないと考え、制度的取引を求めた。これに対して米国は、将来にわたって

国益を確保するため、欧州諸国との制度的交渉においてあえて妥協26を重ね、

多国間における制度化に合意することとなった27。換言すれば、米国は巨大な

パワーの不均衡が他の諸国に受け入れ可能となるように、自らを国際的な諸制

度に拘束させることを選択したのであり、このことは国際機構と米国の関係を

取り扱う本論文においては極めて重要な点である。 

具体的な戦後秩序の制度化は、安全保障面と経済面の二つの側面にわたって、

それまでの時代に比べはるかに大規模に行われた28。第一に、安全保障面にお

ける制度化は、先に創設された国連の安全保障理事会による体制が冷戦開始と

ともに機能不全化していったため、悪化する対ソ関係に対する反応して最終的

には「封じ込め秩序」として完成した。これは「勢力均衡」、核抑止、政治・イ

                                            
23 アイケンベリー（2004）p. 184。 
24 PPS/23: Review of Current Trends in U.S. Foreign Policy (Written February 28, 1948) 
25 PPS/23 の対極東政策について述べた部分には、次のように記されている。「我々（米国）の人口は世

界のわずか 6.3％に過ぎないが、世界の富の約 50％を所有している。・・・我々の今後の時代における

真の課題は、我々がこの格差ある地位を、我々の国家安全保障を台無しにすることなく維持することが

可能になるような（国家間の）関係のパターンを、編み出すことである。そのようにするためには、我々

は全ての感傷性や白日夢をなしにして臨まなければならないだろう。そして我々の注意は、あらゆると

ころで我々の直接的な国家目的の上に集中されなければならない。我々は今日において、利他主義や世

界的な慈善主義といった贅沢に身を任せていられるとの思い違いをしてはならない。・・・我々は、人

権や生活水準の向上、そして民主化といった曖昧で（極東には）非現実的な諸目的について語ることを

やめるべきである。我々がはっきりと、徹底したパワーの考え方によって物事に対処しなければならな

くなる日が来るのは、そう遠い先のことではない。その時、理想主義的なスローガンによって我々の行

動が妨げられることが少なければ少ないほど良いのである。」（PPS/23 1948）。アイケンベリー（2004）

pp.185-186。 
26 米国はこの戦後体制構築の機会に一連の制度を「固定化」することを望み、「われわれは戦後期におい

て、経済、政治、安全保障各分野での諸制度の枠組みの中で行動する。制度を通じ、自らを抑制し、他

国への関与を行う」と提案した（アイケンベリー2004 p. 181）。 
27 アイケンベリー（2004）pp. 180-181。 
28 アイケンベリー（2004）p. 180。 
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デオロギー競争を基本とする戦後構築であった。第二に、経済面における制度

化は、1930年代の経済的対立と政治的混乱とこれに引き続く世界大戦に対する

反省に立ち、最終的には西欧工業民主主義諸国と日本という広範囲な地域にお

ける新制度と新たな関係として完成した。そしてこの戦後構築は、開放的な経

済関係、互恵的な政治関係、米国主導のリベラル主義政治の国際協調的な多国

間管理を中心的理念として行われた29。 

結局、米国の戦後政策の基本戦略は、「まず西欧主要国と日本を対象にして経

済及び安全保障の両分野で国際的・地域的制度を確立し、次いで開放経済体制

と多中心的民主主義を確立し、この体制を強化すること」30だったのである。 

 

【自由な国際主義】 

 前項で取り上げたように、世界的な「パワーの不均衡」の維持が米国の本音

ともいえる覇権戦略であるとすれば、そのより具体的な基本戦略としてはどの

ようなものがあげられるであろうか。米国はその建国以来、アメリカ的信条と

も呼ばれる自由、平等、個人主義、民主主義、法の支配などの理念を持ち続け

てきたといわれる31。また、その地理的位置は欧州大陸から隔離されており、

多民族の「移民の国」としての特徴を持ち、広大な国土と資源を有するといっ

た特徴もある。そして米国の国際的な行動に関しては、これらさまざまな要素

が絡み合いながら、その時々の米国の国家戦略や対外戦略が形成されてきたと

考えられる。 

 米国の対外戦略も、歴史的にみると時代や政権ごとに極めて大きな多様性を

有してきた32。たとえば欧州との間で相互不介入を唱えたモンロー・ドクトリ

ン時代のような孤立主義あるいは不介入主義もあれば、諸外国への軍事的拡張

やアメリカ的理念を掲げての介入を行う国際介入主義もあった。また、国際機

構や国際制度に基づく多国間協調主義を用いる場合もあれば、近年のイラク戦

争の場合のように単独行動主義をとる場合もあった。 

 本論文が対象としている第二次世界大戦後の世界においても、安全保障面に

                                            
29 アイケンベリー（2004）pp. 187-188。 
30 アイケンベリー（2004）p. 192。 
31 西山（2014）pp. 8-18。 
32 西山は、米国がどの目的を重視するか（軍事的安全保障、経済的繁栄、アメリカ的価値の拡大）、世界

と関わるか否か（孤立主義、国際主義）、世界と関わる場合はどのように関わるか（単独主義、多国間

主義）などをめぐって政権ごとにさまざまな違いを示しているとして、その典型例について、①米国の

経済成長を重視し、国際通商の中で大きな利益をあげられるように政府が積極的に行動する（初代財務

長官ハミルトンの立場）、②米国国民の自由を重視し海外の戦争に関わることを避けるため対外関与は

選択的にする（第 3 代大統領ジェファーソンの立場）、③米国の安全と物質的繁栄を最重視し、そのた

めには軍事力の行使や国威発揚も辞さない（第 7 代大統領ジャクソンの立場）、④民主主義や法の支配

に代表されるような普遍的なアメリカの理念を世界に広げることが、米国の対外政策の指針となるべき

（第一次世界大戦時のウイルソン大統領の立場）の４つにまとめる分類を紹介している（西山 2014、

pp. 215-216）。 
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おける米国の戦略は幾度も変貌を遂げている。終戦直後に米国が中心となって

作った国連体制は多国間協調主義であったが、冷戦開始とともに二つの超大国

が対立したことから世界の二極構造による軍事的安定の戦略が採用された。ま

た、冷戦終結後に唯一のスーパーパワーとなった米国は一時単独行動主義を採

用し、この失敗の結果として米国は国際的な信用を大きく失墜させることにも

なった。 

 しかしながら、戦後の経済面など軍事面以外における米国の政策は、「自由な

国際主義33」という点で一貫しているように見える。すなわち、冷戦前、冷戦

中そして冷戦後と、20世紀の後半を通して、米国は自由な覇権国として、米国

自身とともに世界のその他多くの国・地域に対しても利益を及ぼすような国際

秩序を維持するという重要な役割を果たした。そしてその秩序の内容は、軍事

的・経済的な「封じ込め」秩序に加えて、経済的な開放、国連やブレトンウッ

ズ体制などの国際機構・制度、そして自由と民主主義に基礎を置く秩序であっ

た。この「自由な国際主義」という米国の戦略は、自由主義（リベラリズム）

の理論によって基礎づけられている。この戦略が米国の役割と位置付けるのは、

世界中に「自由と民主主義」を拡大していく推進役であり、これは道徳的な義

務であると同時に、実際に米国の安全保障を改善するものとみられていた。つ

まり、他の諸国も民主主義体制であればあるほど、米国はよりよく自らの利益

を追求でき、また安全保障上の脅威を減らすことができるとされた。また、自

由貿易を推進するとますます多くの人が繁栄に至り、それが民主主義による統

治を可能にする条件を作り出すとも考えられた。さらに自由貿易は諸国間によ

り密接な相互依存関係を作り、このことによってどの国も、戦争を始めること

による経済的利益の獲得を期待できなくなる。最後にこのような相互依存が深

まる世界で国際的な機構・規範が作られることについて、リベラリズムは、さ

まざまな政治・経済あるいは環境などの国際問題に取り組む最善のメカニズム

と見る。このように、自由主義理論の 3つの主要なアイディア、すなわち民主

主義、相互依存、機構・規範は、「自由な国際主義」の戦略にとって不可欠な要

素だったのである34。 

 

1.3 戦後米国外交とその展開 

 

【米国外交の理想と利益、孤立主義と国際主義】 

 前項までで述べたとおり、戦後の米国では、冷戦の発生や終結に伴って安全

保障面の戦略は変転を繰り返したが、経済政策などにおいてはほぼ一貫して「自

                                            
33 Liberal Internationalism (Cox ら pp. 16-18)。 
34 Cox ら (2012) pp. 17-18。 
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由な国際主義」の戦略を推し進めてきたと考えられる。それでは、そのような

戦略を世界で実現しようとする米国の外交は、どのような特徴を持っているだ

ろうか。ここではやや歴史をさかのぼって米国外交の辿って来た道を概観しな

がら、戦後期における米国の外交がいかなる考え方で、どのような手法で進め

られたのかを考察しておきたい。 

 建国期の米国は、自らの国力の脆弱さもあり、また建国の理想や価値観を守

るためもあって、権謀術数政治の渦巻くヨーロッパ的世界との隔絶を選択し、

「孤立主義」の政策をとった。この孤立主義は、力関係に基づく選択という当

初の相対的な性格から次第に絶対化し、「モンロー・ドクトリン」といわれる頃

には米国のいわばイデオロギーとなり、時代を超えてしばしばこれへの回帰が

起こることになる35。また、「アメリカ的信条」は建国期のピューリタンの価値

観を基盤としているが、これらの信条を構成する自由や民主主義などは世界的

にも普遍性を標榜できる価値観であったので、多くの米国人の中でこれらの「進

歩的な」価値観を世界に広めることが米国の義務だと考えるようになった。彼

らは自分たちを、欧州よりもさらに優れており、これらの価値観を実現するよ

うに神によって命じられた集団と位置付けていた。このような選民意識の下で、

彼らは他国に対する内政干渉も辞さず、いわゆる「アメリカ例外主義」の心情

を持つに至るのである36。このトクヴィルによって提起された「アメリカ例外

主義」は、サリヴァンが主張した「明白なる運命（マニフェスト・デスティニ

ー）」という観念とともに、新生共和国アメリカはヨーロッパ的世界の延長では

なく、新しい土地に建設され、限りない可能性を秘めた国家であるという論理

を表していた。しかしこれらの信条や観念は、やがて自国内のフロンティアを

失う中で移民が増加し続け、さらなる経済的拡大が求められる状況においては、

領土的・経済的拡大を正当化するための論理として「利用」されるようになっ

ていく37。 

 1870年頃から第一次世界大戦までの、国際政治史において「帝国主義の時代」

とされる時期、米国は欧州列強との軍事的・政治的対立を極力回避する形で、

中米・カリブ海地域と太平洋地域・中国的世界へアメリカ的世界の拡大を試み

た。このとき、米国は、中米・カリブ地域に対しては単独主義的対応38をし、

他方、欧州的世界の浸透を受けていた太平洋地域・中国的世界に対しては「門

戸開放政策」39に象徴される協調主義的政策を採用せざるを得なかった。当時

                                            
35 滝田（2014）pp. 7-8。 
36 西山（2014）pp. 19-20。 
37 滝田（2014）p. 9。 
38 例えば 1895 年に始まった米西戦争（西山 2014、pp. 21-22）。 
39 例えば 1899 年と 1900 年の 2 回にわたって、ジョン・ヘイ国務長官は、中国分割を進める列強に対し

て中国での門戸開放通牒を発し、通商上の機会均等と中国の領土的・行政的保全を求めた（木下ら 2008、

p. 434）。 
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の米国は資本主義の発達を背景にした資本・商品市場の狭隘化に直面していた

ので、北米大陸内や中米・カリブ海地域に留まらず、欧州やアジアに対しても

どのようにアプローチしていくかという問題を抱えていた。この時期の米国に

ついては、米国の資本主義という「肉体」はグローバルな拡大を要求し、他方、

時間をかけて絶対化・イデオロギー化してきた自由と民主主義を守るための孤

立主義という「精神」はこれに激しく反対したと、比喩的に表現できよう40。 

 上記の課題に対処し、一定の方向を打ち出したのがウイルソン大統領であっ

た。彼は第一次世界大戦の勃発後、欧州の交戦国間の調停工作を積極的に推進

したが、結局態度を一変させて大戦に参戦し、少なくとも結果的に孤立から介

入への道を開く役割を果たした41。しかし一方、彼の外交姿勢は「国際主義」

と呼ばれ、後のアメリカ的秩序の原型ともなった42。彼はこのように、米国建

国の理念を堅持していこうとする「精神」を、米国一国内に留まる孤立主義で

はなく、国境を越えた国際政治－権力政治を本質とする欧州的秩序の場－で実

現し43、それによって米国資本主義という「肉体」の要求を満たすことにより、

この対立・緊張関係を止揚させようとしたとみられている44。しかしながら、

ウイルソンは第一次大戦後、米国議会からの反対によって自らが主唱して創設

した国際連盟への加盟に失敗する。そしてこれを契機に米国の外交は、国際主

義とは反対の方向に大きく振れ、結局 1929年の世界大恐慌を機に世界経済のブ

ロック化に対応した経済ナショナリズムが高まり、数次にわたり中立法を制定

するなど、本格的に孤立主義に回帰することになった。 

 この頑迷な孤立主義を打破したのは、第二次世界大戦がはじまって約 2年後

の日本によるパールハーバー「奇襲攻撃」であり、これが「日本の卑劣さ」と

理解されて米国の「内なる衝動」としての孤立主義的心理を超えさせた。この

結果、米国は軍事的にも経済的にも連合国を主導し、ドイツ、イタリアそして

日本を打倒したので、この圧倒的な主導力が戦後における国際秩序をアメリカ

的秩序にすることを可能にしたのである。そして第二次世界大戦中から終戦直

                                            
40 滝田（2014）pp. 11-12。 
41 西崎（2004）pp. 84-85、pp. 90-92。 
42 この「国際主義」を集約的に表現しているのが 1918 年 1 月に出された「14 か条の平和原則」である

といわれる。その内容は、第一に、先進資本主義諸国間の協調に基づき「国際平和維持組織の設立」、「民

族自決」、「秘密外交の禁止」、「公海の自由」、「軍備縮小」を実現して戦争の再発を防止するとともに、

革命運動の激化を緩和する効果を狙い、第二に、この「消極的平和」を前提に、「関税障壁の撤廃」に

よって先進資本主義諸国間で相互に市場を開放して経済的相互依存関係を拡大し、一方で米国の経済的

利益を追求し、他方で戦争の勃発を抑制することを期待し、第三に、これらの条件を前提に中国、トル

コ、メキシコなどの低開発諸国に対する国際借款団（コンソーシアム）結成を主導し、また経済顧問を

派遣して経済関係を強化しつつ、市場進出することをめざす、というものであった（滝田 2014、pp. 

12-13）。 
43 ウイルソンは、20 世紀には新たなフロンティアが開始されていると強調し、海外への進出こそが新し

い米国の使命だと主張した。そして実際に自由と自治という」価値を伝道するため、キューバとフィリ

ピンに対する支配を正当化した（西山 2014、p. 22。）。 
44 滝田（2014）pp. 12-13。 
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後にかけてＦ．Ｄ．ルーズベルト大統領が具体化していった国際秩序構想の中

心は、既にみたように国連の創設やブレトンウッズ体制の整備など、基本的に

は国際機構を軸とした多国間協調体制であった。またそれは主として欧州諸国

の巨大になった米国への警戒感に配慮したものであり、更にそれは超大国に対

しては他の諸国が団結してこれに対抗するという勢力均衡論的な国際的事態を

招来することをあらかじめ避けたものとも捉えることができる。そして冷戦の

開始とともに軍事的には東西対立に力で対応しつつ、西側経済圏の中では米国

の開かれた国際主義は維持され、戦後構築されたブレトンウッズ体制などを通

じて自由経済をグローバルに推し進める方針が堅持された。さらに冷戦終結後、

唯一のスーパーパワーとなった米国の外交は単独主義的に変貌し、多国間主義

を無視してイラク戦争を開始するなど、自らが作った戦後秩序そのものも否定

しかねない行動をとったのである。 

 以上、見てきたように、米国の外交政策は歴史とともに多様な変化を見せて

いるが、その変動はいくつかの対立軸45とその時々の情勢の関係から、理解可

能であると考えられる。第一に挙げられる対立軸は、「孤立主義」と「国際主義」

の対立軸である。すなわち、建国の理念を重視する立場から外国からの干渉や

国際紛争を避けようとする場合に際立つ「孤立主義」と、国内のフロンティア

を失って以来、その資本主義経済をさらに海外に拡大させたい欲求にしたがっ

て露わになる「国際主義」の間の相克である。第二に挙げられる対立軸は、国

際的な対応を行う場合の対照的な二つの態度、すなわち「多国間協調主義」と

「単独行動主義」の対立軸である。これは、列強の帝国主義的な中国などの分

割に介入していったときや、戦後体制を構築するときに採用された協調主義的

な対応と、同じく帝国主義時代に中米・カリブ海地域に対して、また冷戦終結

後に世界に対して採られた単独主義的な対応が、鮮やかに対比され得よう。さ

らに第三の対立軸を挙げるとすれば、それは「建国の理想」の実現を重視する

立場と、「自国のパワーの優位」を重視する立場の対立軸である。 

 このようにみるとき、米国の建国以来の外交政策の変化は、ある方向性を持

っているように思われる。先の 3つの対立軸を用いて大胆に表現すれば、それ

は、①孤立主義から国際主義へ、②多国間主義から単独主義へ、③建国の理想

から資本の利潤や米国のパワーの維持・拡大へ、という方向性であると言い得

るのではなかろうか。その理由として、①に関しては、現在でも時折孤立主義

が顔を出すことは否定できないまでも、経済のグローバル化を目指し、これを

主導してきた戦後の米国を見れば明白であるといえよう。また、②に関しては、

                                            
45 西山は、このような複数の対立軸について、「米国の対外政策は、例外主義的な政策を基盤としつつ、

孤立主義的態度と国際主義的態度、また、単独主義と多国間主義の間で揺れ動く」と表現している（西

山 2014、p. 215）。 
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本論文の主題にも密接に関係するのであるが、終戦直後に創設された国連体制

が多国間協調主義の産物であったことに対して、冷戦もあって機能不全を起こ

し、また途上国の加盟が増加した中で自らの意に添わなくなった国連システム

を次第に軽視し、自国の投票権が大きいブレトンウッズ体制を重視する「多国

間単独主義」的な米国のシフトは、その典型であるといえよう。むろん、イラ

ク戦争など、冷戦後の軍事面での単独主義化も著しいものがあった。そして③

に関しても、米国の世論などは自由、平等、民主主義など建国の理想に帰ろう

とする動きを見せることもあるが、総じて際立つのは米国に根拠を置く国際資

本のグローバルな拡大のための米国政府の「国際化」政策であり、自由や民主

主義は、東欧や中東、アフリカなどでの出来事を観察すれば、強調されるほど

には現実に重視されていない傾向が見て取れるのである。 

 

【「民主的」な外交の世界化、非寛容と二重基準】 

 前項では、「孤立主義」と「国際主義」、また「多国間協調主義」と「単独行

動主義」といった構造的な対立軸を設定しながら米国の外交の特徴を考察した。

本項では別の側面として、米国が一方で崇高な理想を掲げながら、他方で世界

的な覇権を維持し、また経済的利益を獲得しようとする矛盾の中で生じたと思

われる、米国外交の質的な複雑性について考察する。 

 まず、米国の創始になる「民主的な外交」の概念についてである。米国が欧

州に代わって台頭する以前の伝統的な国際関係で争われてきたのは理念よりは

利益であり、正義よりは権謀術数の方が重要であった。20世紀に入って対外政

策がイデオロギー化した時代にあっても、対外政策の正当化に最も頻繁に持ち

出されるものは、崇高な理想ではなく民族の伝統や自衛の権利などであった。

しかし、米国の外交政策は逆に、その建国の理念に連なる民主化の促進や人権

擁護の拡大を重視し、古い欧州を離れて自分たちこそが新しい国家や新しい世

界を作るのだという理想を持っていたため、合理的な利害判断よりも道義的判

断を優先する傾向にあった。国際関係を力と力の関係ではなく、理念を実現す

べき空間として捉え、またそのことによって自らの外交政策が正当化されると

いう伝統をもったのである。しかし、このような行き方については、古くから

米国内部でも批判の声が存在した46。 

 このような米国独自の外交政策の在り方の一つの表現が「民主的な外交」で

あった。米国は近代西欧世界で初めて「王」や「支配者」のいない共和国とし

て誕生したため、自由や民主主義といったその新しい政治理念に合致した対外

                                            
46 藤原帰一は、このような米国外交の特徴を考察する中で、米国の内部からジョージ・ケナンやヘンリ

ー・キッシンジャーが、このような米国外交の在り方について批判的であったことを紹介している（藤

原 2002、pp. 41-43）。 
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政策を追求した。欧州では、国内ではより多くの人々の政治参加を求めながら

民主主義を推進していくが、激情に左右されやすく一つの目標に向かって粘り

強く計画を推進することの苦手な民主主義は対外的行動を採るときには致命的

な足かせになるので、対外政策は一般の人々が口出しすべき分野ではなく、冷

静で安定した地位を持つ貴族階級など一部の人々に委ねられるべきと考えられ

ていた。しかしこのような考えは、貴族階級を持たず、新しい世界を開こうと

する米国人の一般的な政治認識にはなじまなかった。そこで米国は、外交の世

界に「世論や公開性の重視」といった独自の価値観を持ち込み、この「民主的

な外交」という新しい外交理念を広めようという強い決意を抱いたのである。

米国の指導者たちは、主権国家相互間で国内支配や政治体制の在り方について

口出ししないという大国間の暗黙の了解を覆し、国民の意思を蹂躙していると

見なした他国の指導者を公然と非難することに躊躇しなかった。米国はこのよ

うに、外交政策のルールそのものを「米国化」することを追求した。米国の独

自の大義、つまり「民主的な外交」は、国民の利益を国家の利益に結びつけ、

対外政策と国内政策との目標を一致させることを意味し、しかも米国はそのよ

うな外交を自国のみならず、他国にも要求したのである47。 

 「民主主義」あるいは「民主的な外交」に留まらず、人権、自由、そして資

本主義・市場経済が普遍的価値であるという信念を共有している米国人・米国

政府は、これらの「アメリカ的秩序」を終戦直後から世界に拡大しようとした。

そして程なくして冷戦が発生したころ、ジョージ・ケナン（『アメリカ外交 50

年』（2000））は米国外交が善悪二元論的な道徳家的・法律家的アプローチ48を

とり始めたことを指摘しており、またヘンリー・キッシンジャー（『外交』（1996））

も同様の見解を示している49。このアプローチは外交に善悪二元論を持ち込み、

人権や自由などの原理・原則を自らも守り、他国にも守らせることによってア

メリカ的秩序を維持しようとするため、それぞれに異なる各国の国内事情を軽

視することとなり、妥協を許さず柔軟な態度を不可能とする、国家としての「非

寛容」な態度に帰着する結果となった。しかも、この背景にある人権、自由、

民主主義、市場経済が普遍的な価値であるという米国人の信念は、きわめて矛

盾に満ちたものでもあった。すなわち、人権や自由という概念の創始者を自任

するフランスや英国はかつてアジア・アフリカの広大な地域で殺戮を伴う植民

地支配を行い、米国自体も気高い理念を掲げて独立宣言を発した後も、黒人や

先住民族の人権を軽視あるいは無視し続けたという歴史的経緯は否定しがたい

                                            
47 西崎（2004）pp. 2-6。 
48 このアプローチは、イデオロギー対立の要素の強い米ソ冷戦を激化させ、また、国益や勢力均衡政策

を伝統的に重視する欧州的リアリズムの信奉者から激しく批判された（滝田 2014、p. 234）。 
49 滝田（2014）p. 234。また、同旨の指摘は、藤原帰一（2002 pp. 41-42）や西山（2014 pp. 217-220）

も行っている。 
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からである50。 

 上記の例に限らず、米国の外交が「ダブル・スタンダード」であるとの指摘

はしばしばなされている。たとえば冷戦期に米国は、自らが道徳的・法律家的

に主唱する人権、自由、民主主義の拡大を試みて冷戦を激化させた一方で、こ

れらの価値を否定している独裁国家や権威主義体制の国家に軍事・経済援助を

行った。また、9・11 テロ以降、愛国者法を成立させて建国以来の基本的価値

であるはずの人権や自由を異常なまでに厳しく制約しつつ国土安全保障を最上

位の政策に位置づけた。さらにブッシュ（子）政権は国際社会の大多数の反対

を押し切って英国などと有志連合を組んでイラク戦争を開始し、膨大なイラク

人犠牲者を生み出した。このような米国外交に伝統的にみられるダブル・スタ

ンダード性を、米国はその強大な経済力、軍事力及びソフトパワーで糊塗して

きたのであるが、米国のパワーの衰退と新興国の台頭の中、アメリカ的秩序が

不安定化していく状況51となっている。 

 

【多国間主義と国際機構への姿勢】 

 米国の一般的な外交政策の特徴の最後に、「多国間主義」あるいは「国際機構」

一般に関する米国の姿勢を考察する。しかし実際には、米国の姿勢を一般的に

述べることは難しく、米国内にも個々の立場や時代の流れによってさまざまな

姿勢がみられる。ここでは米国が戦後の世界覇権を制度化する中で表明された

代表的ないくつかの考え方、すなわち多国間主義や国際機構に肯定的なものと

否定的なものを概観し、それらを元にして米国の姿勢の最大公約数的な特徴を

見出したい。 

 まず、国際機構あるいは国際制度を通ずる米国の「多国間主義」に肯定的な

見方である。その第一は、米国のリベラリズムを代表する論客であるアイケン

ベリーの国際制度に関する考え方である。すなわち彼は、一般に大きな戦争が

終わり戦後の秩序を作る場合、戦争に勝って他を圧する力を持つようになった

国は、国際制度を作り単に他の国の行動をコントロールするだけではなく、自

分自身をその制度に縛り付けることによって他の国々の圧倒的な力に対する危

惧の念を払拭し、安定した国際関係を作ると論じている52。このような米国の

抑制的態度は、大きく 3つの側面から整理され得る。一つ目は、米国が戦後シ

ステムの中で他の諸国を威圧することに積極的ではなかったことである。これ

は、国際協調的な開放経済体制を作れば、それは米国の利益になると同時に海

外での関与が拡大しすぎることを防ぎ、直接関与しなくても機能すると考えら

                                            
50 滝田（2014）pp. 234-235。 
51 滝田（2014）pp. 235-236。 
52 山本吉宣（2008）p. 17。 
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れたためであった。また、米国当局者が戦後システムに正統性と相互了解の気

持ちを注入しようとしたこともこのような態度に貢献した。二つ目は、米国の

政治システムが備える開放性と非中央集権性によって、他国は米国が行う覇権

型秩序の運用に対し、自らの「意見」を表明する機会を得たことである。米国

の戦後秩序はいわば「開かれた覇権」であり、米国を中心として同盟国へのさ

まざまな配慮がみられる超国家的、超政府的政治システムとして構築されて、

その透明性によって不確実性のレベルが低くなり、他国に大きな安心感を与え

たのである。そして三つ目は、戦後の諸制度が一体となって、主要西側諸国を

開放的、多国的な政策方針の中に「固定化」し、拘束したことである。つまり、

米国と西側諸国は、経済、政治、安全保障各面での不可逆的な長期コミットメ

ントを実現した。そのうちの一つはソ連の脅威に対抗する北大西洋条約機構（Ｎ

ＡＴＯ）同盟であり、米国はこれによって欧州制度及び大西洋制度に強くコミ

ットすることになった。またこれは同時にドイツを封じ込める「二重封じ込め」

として機能したが、欧州の地域統合を目指す動きを強化するものともなった。

さらにいま一つは、マーシャル・プランによる欧州復興支援であり、米国は復

興支援のための物資や資金の提供に強くコミットした。また、この資金の振り

分けを欧州諸国自身で行う「欧州経済協力機関（ＯＥＥＣ）」は、欧州諸国が国

境を越えて経済の共同管理を行うことを促し、「欧州共同体（ＥＣ）」の制度的

先駆けとなった。アイケンベリーはこのように、多国間による国際機構または

国際制度が、米国を中心とする戦後制度の構築に大きく貢献したことを評価し

ている53。 

 第二に、ラギーはコンストラクティヴィズムの立場に立ち、米国の世界秩序

の源泉を多国間主義に求めている。ラギー以前にはコヘインが「多国間主義」

について、「制度に基づく特定の枠組みを通じて、3か国以上の国家がそれぞれ

の政策を調整する行動様式」と関与する国の数に力点を置いた定義していたが、

ラギーはより多国間主義の質、すなわち制度に焦点を当て、国際秩序形成に欠

かせない概念と捉え直している。そしてさらに、多くの国が国際的な制度や機

構に参加することで、その制度や機構の国際的な正当性が担保されるとし、多

国間主義は突き詰めれば正当性の問題であるとしている54。この正当性は、共

同的な行動を調整する機能を持つ規範や期待が国際的な認識共同体の形、すな

わち国際機構や国際制度の形をとることによって獲得されると考える。そして

この場合の規範は、誰に対しても開かれた普遍的なものであり、無差別的なも

のである必要があるとする55。すなわちラギーも、多国間で形成された認識共

                                            
53 アイケンベリー（2004）pp. 214-225。 
54 滝田（2014）pp. 91-92。 
55 Ruggie (1998) p. 43。 
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同体が共有する制度的制約に、覇権国である米国を含め誰もが制約される形で、

多国間主義あるいは国際機構が成立すると考えているのである。 

 このように、アイケンベリー及びラギーはそれぞれの立場から、戦後の米国

が覇権国でありながら国際社会に対して自ら制約を受け入れるということを通

じて、国際秩序あるいは多国間主義・組織を作ってきたと考える。しかし一方、

戦後まもなく国連という多国間協調型の国際機構を創設した直後、米国の戦後

体制構築の立役者であり、リアリストであるケナンは、国際機構創設そのもの

に対する強烈な疑問を呈する文書を作成している。それは 1948年に米国国務省

政策企画局長ジョージ・ケナンが国務長官ジョージ・マーシャルのために作成

したとされ、最高機密文書の扱いとなっていた「ＰＰＳ 23」であり、世界の

地域ごとの外交戦略構想とともに、誕生したばかりの国際連合など国際機構に

対する米国の「本音」とも言い得る生々しい考え方を示しているところに最大

の特徴がある56。この文書の位置づけは、ケナン自身が述べているように、米

国の外交政策の主要問題に関するケナンの一般的見解を示したものである57。

にもかかわらず、本文書がその最高機密の取扱いを解除されたのは 26年余を経

た 1974年 6月であり、また、その内容もその後の米国の世界政策や世界の現代

史に照らしてみれば現実と符合するところが多く、ケナンのこの構想がいかに

的確に将来を構想し予見するものであったかが実感されるものとなっている。 

 ＰＰＳ 23 文書の興味深い点の一つは、国際的諸問題を解決する上での普遍

的（universalistic）アプローチと個別的（particularized）アプローチを論じ

ている箇所があり、その中で「国際機構」（International Organization）に対

するケナン（あるいは当時の米国中枢部）の考え方が、極めて端的に述べられ

ていることである。 

 国際機構については、「普遍的アプローチ」の中で論じられている58。すなわ

ち、一定の標準的規則や行動様式に全ての国を従わせることによって、力や偏

見や非理性的な嫌悪や嫉妬などの醜い現実が外交政策の表舞台から消え去り、

外交政策の問題解決は議会的手続きと多数決に還元され得ることになる59。 

 これに対して「個別的アプローチ」は、国際問題を法治的な概念の中に押し

                                            
56 Kennan (1974, written Feb. 28, 1948)。 
57 したがってケナンは、この文書は包括的でも疑問の余地のないものでもなく、また情報に過ぎないも

のであって、承認を得ようとするものでもなく、部内の意思統一を図ったものでもない。ケナンはこの

文書が、いずれ統一的な外交政策に発展していく第一歩として寄与することを望むとしている（Kennan 

1974, written Feb. 28, 1948）。 
58 普遍的アプローチとは、ルールや手続きを全ての国に同じように適用するアプローチで、いわゆる個

別事情に応じた「政治的解決」を排除する効果があり、それは既に国際連合やユネスコ（UNESCO）

で体現されているとともに、国際貿易機関（International Trade Organization, ITO）憲章としても提

案されているとする。そしてこのアプローチは、世界各国の特性や政治思想の違いに個別に対応すると

いった面倒なことを避けられることから、米国の世論に強い訴求力を持っていた。 
59 伝統的な外交に特有の浅ましいやりとりの代わりに、多数という外装の下で、高尚で単純で道徳的な

意志決定ができるという考えである。 
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込めてしまうような如何なるスキームにも懐疑的な考え方である。つまり、様

式（form）よりも内容（content）の方が重要であり、いかなる機構・構造が

あろうとも、結局のところ現実に何かを機能させるにはパワーの方が優勢なの

だと考える60。つまりこの考え方によれば、普遍的アプローチが採られた場合

に米国の政策は、決定的に重要な瞬間において、やっかいな国際的議会手続き

の機能不全の中に絡め取られてしまうと見るのである61。 

 上記の 2 つのアプローチを示した上でケナンは、米国政府が当時、これらを

併用した二元的な政策を実施しているとし、それを直ちに変更すべきとは言わ

ないものの、実際に機能する世界秩序を作る上で間違った方から出発してしま

ったと述べている。つまり、米国自らの政治経済的伝統という中心から出発し

て外向きに拡大するのではなく、全体から見れば周辺部、すなわち国際連合の

普遍的原則という周辺から出発し、それを内側に向けて拡大しようと試みてい

るというのである。そしてこれによって米国の努力には大きな力の分散が発生

し、さらに米国があれほどこだわった普遍的な世界秩序という概念そのものに

ついても、壊滅的な信用喪失を起こしそうになっているので、世界秩序の概念

を救うためには早急にその構造を補強し直すべきとするのである62。 

 ＰＰＳ 23 文書の以上の諸考察を踏まえ、ケナンは同文書の「結論」で、国

際機構（即ち国際連合）と米国の関係について、次のように総括している。 

 世界の全ての地域において、我々は未だに自分たち自身が、このたびの戦争の中

から我々が携えて世界に登場することになった空想的で普遍的な性質を持つ多くの

考え方の犠牲者になってしまっていることに気づく。米国の世論に対して行われた

国際連合に関する当初の売り込み宣伝は非常に影響力の大きいものだったので、し

ばしば疑われる考え方、即ちあの敵意に満ちた時代に続く時代を作るに際して、我々

にはこれ（国際連合）を我々の政策の礎石と位置づける以外の選択肢がなかったの

だとの理解は、本当なのかもしれない（possibly true）。時折、それは有用な目的に

貢献した。しかし全般的に言えば、それは問題を解決するというよりも、むしろ問

題を作り出すことの方が多かった。その結果、我々の外交努力は少なからぬ力の分

                                            
60 しかし、優勢なパワーに対する対抗勢力としての同盟（alliance）の有効性は認めており、共通の利害

やものの見方を有する諸政府のグループの間でこれが成立するとする（抽象的な国際法や国際機構では

なく）。 
61 この個別的アプローチは、1948 年当時の国際機構の中で体現されていたような「国家主権」の理論を

信用していないということである。たとえば、外国の政治的意思は表面上独立した国家の内部に容易に

浸透するし、このような状況の下では世界についての議会的な原則などは簡単に歪曲あるいは濫用され

る（ソ連の衛星国家を見れば容易に分かる）し、大国と小国の投票権の不均衡の問題も言わずもがなと

考えている。 
62 そして彼は、だからこそ真に安定した世界が現出するためには、より古く熟成し、より進んだ諸国で、

パワーではなく秩序の概念が価値と意味を持つような諸国の連合、例えば欧州諸国の連合というアイデ

ィア、或いは米国と英国・カナダの間のより緊密な協働関係などが重要で、これら諸国が世界の問題に

ついて真のリーダーシップを奪取し確保する強さを持たなければ、諸都市にも人類にも諸悪から解放さ

れる時は決して来ないだろうとする。 
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散を招いたのである。そして、主要な政治目的について我々が、国際連合で多数の

獲得による目的達成に努力すればするほど、我々はいずれの日にか我々に反逆して

来かねない危険な武器を操っていることになるのである。このような状況は、我々

の側で、この件に関し最大限注意深い研究と予測を行う正当な理由となる。 

 以上のように、ケナンは 1948 年の時点で既に、極めて明確に国際連合とい

う国際機構に対する米国の国益の観点からの懐疑、更に戦後米国が国際連合創

設というところから世界戦略を進めたことに対する批判・反省を示している。

そして、このような国際機構、少なくとも国際連合という国際機構に対する米

国の批判的・対立的なポジションは、その後時代が下った時点でもほぼ同様の

捉え方が存在すると見られる。最近の一例を挙げれば、2007 年、オバマ政権の

発足に先立って米国の戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）に設置された「スマー

トパワーに関する委員会」63の報告書から、国際連合に対する米国の考え方を

述べた部分を次に抜粋する64。 

 ・・・国連の意味するところは、人によって異なる。ある人々にとっては、それ

は人類の平和で繁栄する世界に向けた最終的かつ最善の希望である。しかし他の

人々にとっては、それは金目当ての効率の悪い組織であり、米国の目標をして人権

侵害を行っているような下劣な政権の力に委ねてしまうようなものである。・・・第

二次世界大戦の後、連合勢力は、20 世紀の初頭を破壊した恐ろしい戦争を避けるた

めにこれを創設した。この組織が今でも、21 世紀の主要な平和や安全保障上の問題

について決定的な役割を果たすことができるかどうかは、定かではない。安全保障

理事会の信用度は現在、これまでで最も低くなっており、そして米国と国連の関係

はほとんど破裂寸前まで緊張が高まっている。・・・米国が国連に対して冷淡になり、

その分担金の支払いをしなかったことは、国際的に我々の国を傷つけることになっ

た。次の政権は、国連が国際的なパートナーとしてより良いものになっていくよう、

最も効果的なてこ入れの方法を商量すべきである。 

 このように、2007 年の時点でも、著名な国際政治学者あるいは米国外交の実

務家などで構成される当該委員会報告書は、その国際連合に対する懐疑的態度

や、国際連合がより米国の国益に資するものに変化しない限りこれを前向きに

活用することはないとする姿勢を有しており、1948 年時点のケナンの考え方と

極めて近似している。更に、上記引用部分の周辺の別の箇所においても、①米

国が近年、公式の同盟とともに、事に当たって考えを同じくする有志連合とい

う形を多用してきたことや、②強力な国際法秩序があることは米国の利益にな

るが、条約や法的手段に重大な異議が存在する場合には、米国には可能な場合

はいつでもより良い解決法についての新たな合意を作り上げるための先導役と

                                            
63 共同議長を務めたのは、リチャード・アーミテージ及びジョセフ・ナイ・ジュニアであった。 
64 ＣＳＩＳ（2007）. 



122 

 

なる責任がある、と述べるなど、ケナンの文書との近似性とともに、国際機構

に対する米国の態度に、経時的な一貫性をも見て取ることができる。 

 以上、見てきたように、国際協調を基調として戦後の米国を観察するアイケ

ンベリーとラギーは、考え方のいくらかの相違はあれ、米国が戦後実践してき

た多国間主義や設立した国際機構・国際制度に対して肯定的である。しかし彼

らは同時に、それが成り立つためには米国が何らかの形でその圧倒的なパワー

に抑制をかけ、自ら国際的な規範や制度の制約に従って行動する必要があるこ

とを指摘している。これに対して戦後すぐのケナン、そして最近のアーミテー

ジやナイは、本音のところで米国の利益や安全保障を国際制度や国際機構に委

ねることはできないとの考えを示している。このような両極端に見える考え方

から見えてくるのは、米国が国際的制度や国際機構に対して抑制的に行動でき

る場合にのみ、国際協調が成り立つのであって、米国が抑制を失い単独行動に

走るような状況下では、いずれにしても米国は国際制度・国際機構に否定的に

ならざるを得ないということであろう。 

 

 

２．食料・農業にかかわる米国の戦略・政策と国際関係 

 

2.1 農業にかかわる米国の国益と戦略 

 国際的な食料・農業問題にかかわる米国の国益とは何であろうか。また、そ

の国益を実現するための米国の戦略や政策とはどのようなものであっただろう

か。米国の食料・農業戦略について検討していくにあたって、まずこの国益の

問題を取り上げ、その幅の広がりを確認しながら、それぞれの国益に対応する

戦略を概観していきたい。 

 食料・農業は、当然ながら世界における経済・産業分野の一つである。そし

てこの分野の、他の製造業などの分野と異なる際立った特徴は、それが先進輸

出国にとっては重要な輸出産業であると同時に、開発途上諸国にとっては国民

の生活、あるいは国家の存立にさえかかわる重要問題であったことである。特

に米国は、戦後期当初から世界的に圧倒的な食料供給力を持ったことで、世界

各国に対する影響力が極めて大きく、したがって食料・農業は米国にとっての

戦略的分野たり得たのである。 

 食料・農業にかかわる米国の国益を整理するとすれば、内政面と外交面を合

わせて 4つのタイプに分類できるであろう。第一は、最も内政に近い米国の国

益で、米国国内の農業政策を円滑に遂行するという国益である。これは具体的

には、国内の農業保護政策の結果として発生する穀物の余剰を海外に向けて援

助などの形で処理することで、国内政策を円滑に進めることができるといった
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類である。第二は、上記と関連するものであるが、海外向けの余剰処理が同時

に、将来の米国穀物の輸出市場開拓に結び付けられるといった国益である。こ

れは具体的には余剰処理として行われた欧州や日本や途上国向けの食料援助が、

現地の農産品より安く供給できたり食習慣を変化させたりすることによって、

米国農産品の市場開拓につながるといった類である。第三は、第二のケースと

類似しているが、農産物の輸出のみならず、途上国などの現地での農業生産を

援助することによって、米国発の農業技術や農業生産資材の輸出につながると

いう国益である。具体的には、1960年代を中心とする「緑の革命」に伴い、米

国発の「近代的」農業技術が世界中に持ち込まれ、同時に世界中で米国発の生

産資材依存が作り出されたといった類である。そして第四は、上記第二と第三

のケースに付随して途上国現地では米国産の農産物や農業資材への依存が作り

出され、そのことを逆手にとって政治的強制手段として食料を利用できるとい

う国益である。具体的には、相手国の政治体制や外交行動が米国の意思に反す

る場合に、食料援助を停止することを通じて相手国を従わせるといった類であ

る。 

 なお、この問題、すなわち米国の食料・農業に関わる国益や国家戦略を考察

するうえで極めて重要な資料として、ＮＳＳＭ 200 と呼ばれる秘密文書がある。

これは 1974年 12月に、当時のニクソン政権のキッシンジャー国家安全保障問

題担当大統領補佐官の指揮の下で作成された「国家安全保障研究メモ」65であ

り、翌 1975年 11月にフォード政権（キッシンジャーは国務長官）において秘

密裏に米国の正式政策とされたうえで、作成以来約 15年を経た 1989年 7月に

秘密解除・公開されている。その内容は、世界の人口増加が米国の安全保障や

海外資源獲得戦略に対して及ぼす影響に関する検討、そしてその中で米国が行

使すべき世界的人口戦略とともに、これに密接に関連する形で世界的食料戦略

をも、極めてあからさまに述べているところに特徴がある66。すなわちこの文

                                            
65 Kissinger (NSC) (1974)。なお、この文書の正式名称は次のとおりである。NSSM 200: National 

Security Study Memorandum NSSM200 – Implications of Worldwide Population Growth for U.S. 
Security and Overseas Interests – (The Kissinger Report), December 10, 1974, National Security 

Council。 
66 このキッシンジャー文書が作られた背景には、1974 年 8 月にルーマニアのブカレストで開催された、

国連主催の「世界人口会議（World Population Conference）」において、「世界人口行動計画」の原案

（国連が提出：出生率低下の量的目標設定などを通ずる急激な世界人口の削減計画で、米国の意向を反

映したもの）が多くの開発途上諸国や共産主義諸国、更にカトリック教会の反論を受け、米国の主張を

国連に採用させることができなかったことがある（人口問題研究会、1974）。このような状況から見て、

その後に作成されたこの NSSM 200 文書では、人口に関連する米国の世界的戦略の実現は、困難な国

際的合意を通じてではなく、より米国の意思を直接的に反映しやすい二国間、民間あるいは特定の米国

に近い多国間国際機構を通じた方法に依るべきとの判断がなされたことも、充分考えられる。国家安全

保障問題担当大統領補佐官であるキッシンジャーが、ニクソン大統領の指示として示した NSSM 200

の検討事項は、1974 年 4 月の国家安全保障会議（NSC）文書に示されているとおり、世界の人口増加

が米国の安全保障と海外利権にどのように影響するかについて、何種類かの人口増加シナリオに基づい

て検討することであったが、その際、シナリオごとの評価事項は、①各国、特に貧しい開発途上諸国の
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書は、人口増加に伴う最も深刻な影響である大飢饉を防ぐためには、途上国に

おける食料生産の増大が必要であるが、人口増加率の高い国では需要の増加を

生産や輸入で賄い切れず、食料不足は経済成長の足を引っ張り、当該国と国際

社会の安定を損ない、世界（米国）が依存する鉱物資源の獲得やグローバル企

業の投資を困難にすると論じている。そしてとりわけその政策勧告67のうちの、

食料供給や農業に直接関わる事項は、本論の目的のためにも非常に重要なもの

である。この文書の本題は確かに人口増加の抑制であるが、そのための重要な

手段として、当時米国が圧倒的な供給力を持っていた食料が想定されており、

また関連して、人口抑制以外の幅広い米国の国益について言及されていること

は、米国の食料・農業戦略そのものの位置づけを考える上で重要である。換言

すれば、食料・農業は米国の安全保障上の大目的の一つである世界の人口抑制

の手段としてのみならず、米国の政治・経済上の世界戦略上極めて重要な位置

づけになっていたことが示唆されているのである。 

 以下、上記の第一から第四のケースについて、ＮＳＳＭ 200 文書にも適宜言

及しながら、戦後の米国が採用してきた世界の食料・農業に関する戦略あるい

は政策の実例を見ていくこととする。 

 

【国内農業政策の円滑な実施】 

 米国国内の農業政策を円滑に実施するという国益のために、国際的な食料・

農業戦略・政策を用いる例は、少なからずあったものと推察されるが、その典

                                                                                                                                
開発のペース、②米国の輸出品、特に米国産農産物への需要と、資源争奪競争において生じ得る貿易問

題、そして③人口増加あるいはその不均衡がもたらし得る外交政策の混乱や国際関係の不安定化の 3項

目であり、それぞれを政治・経済面に焦点を当てて評価することとされた。そして、これらの検討結果

を基に、海外の、特に開発途上諸国における人口問題に対処するための米国の行動（possible courses of 

action）について、新たなイニシアティブの可能性、技術革新の活用の可能性、そして援助の形や活用

すべきチャネル（二国間、多国間、民間）を含めた形で提言するように求めている。 
67 報告文書（キッシンジャー・レポート）は、世界の人口増加の加速が、世界や米国に及ぼす諸影響の

深刻さを強調し、それらを防ぐためには米国のリーダーシップと各国・諸機関の協力が必要としている。

具体的には、人口増加が続くと、①最貧の後発開発途上諸国（LDCs）で大規模飢饉が起こる可能性が

あり、また人口過剰は自然環境に圧力をかけて長期的な食料生産を脅かすこと、②世界が鉱物資源を依

存する開発途上諸国の不安定を生じさせ、資源の産出やその持続的供給を危うくすること、③経済の成

長や改善を阻害する一方、もし人口増加を抑制できれば生活の質の向上がもたらされること、④LDC

の人口問題は米国が関心を持つ諸国の国内の安定や国際関係に悪影響を及ぼし、米国の政治上・国家安

全保障上の問題となり、また各国への投資環境も損なわれるとしている。すなわち「食料」を軸として

これを表せば、最も深刻な影響である大飢饉を防ぐためには、途上国における食料生産の増大が必要で

あるが、人口増加率の高い国では需要の増加を生産や輸入で賄い切れず、人口増加に追いつかない食料

不足は経済成長の足を引っ張り、当該国と国際社会の安定を損ない、世界（米国）が依存する鉱物資源

の獲得やグローバル企業の投資を困難にすると論じているのである。そして政策勧告としては、①21

世紀半ばまでの世界総人口を 60 億人以内に抑えるため、各国・機関の協力と米国のリーダーシップが

必要であること、②人口増加緩和のための援助を「鍵となる」13 の開発途上諸国に集中すること、③国

家計画に人口の要素を取り上げること、③家族計画の情報・技術、繁殖率低下の条件整備（教育、保健、

雇用、自作農地等）、そして十分な食料供給のための食料・農業などの面での援助を行うこと、④世界

人口安定化のための政治的・民衆的コミットメントを醸成すること、などが挙げられている。 
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型的なものは 1960年代までの世界的食料システムにおける例である。 

 戦後初期、少なくとも 1960 年代までの世界的食料システムが、米国あるい

は北米の農業保護政策とこれによって現出した余剰穀物を軸として形成されて

いたという認識は、この分野の論者の多くに共通してみられる68。なかでもフ

リードマン（2006、原著 1994）は、戦後 1972 年までの世界的食料レジームを、

北米における食料の余剰生産と食料援助を基軸とする「余剰レジーム」と位置

づけて詳しく論じている69。 

 つまり、このレジームを特徴づけるルールは、国家的調整を最優先し、国内

の農業政策を実施するのに必要な輸入制限と輸出補助を認めるものであった。

米国のニューディール政策を嚆矢とする国内農業政策は慢性的な余剰農産物を

生み出したが、この状況の中で国際貿易や生産を自国に有利に再構築するため

に、余剰農産物の輸出補助という形で米国のパワーが行使されるような、特定

の国際関係を構造的に生み出したのである。国内政策由来の大量の余剰農産物

が存在する中で、それを処分しつつ輸入品の米国への大量流入を防ぐためには、

重商主義的な政策を実施する、すなわち輸入制限と輸出補助を守り通す必要が

あった。貿易規制の必要性は、米国国内の農業プログラムの性格から生じたも

のだったのである70。 

そしてこのレジームを維持する鍵は、輸入制限と結びつけて対外援助を行う

という、米国の革新的な政策だった。国内の農産物価格支持は、輸入制限と輸

出補助を必要としていた。このような制限をしなければ、高い支持価格が輸入

を招き、米国政府機関である農務省の商品金融公社（ＣＣＣ）は世界中の余剰

を買い取らねばならなくなり政治的に容認できなかったので、農産物価格支持

プログラムは、価格を下落させずに余剰を処分する方法として、結局、外部の

市場を必要としたのである。そしてこれらは、フードスタンプ（食料配給券）

や学校給食という形での国内の公共的分配、そして「援助」という形での対外

輸出補助として実現した。この援助のおかげで、米国は余剰在庫の問題を戦略

的・福祉的・経済的な政策に結びつけて実現することが可能になった。援助は、

重商主義的な貿易慣行として、それを受ける側にも競争相手にも、一様に農業

と貿易の国家的調整を受け入れさせた。生産や消費における「アメリカモデル

の輸出」と呼ばれるものは、戦後の食料レジームの特殊な慣行の結果だったの

である。そして欧州や第三世界、そして日本は、小麦、家畜飼料、食品加工原

料の貿易で、米国との新たなつながりを形成していった。 

                                            
68 例えば、Hopkins ら (1978) pp. 581-616、フリードマン（2006）pp. 15-23。 
69 フリードマン（2006）pp. 13-30。 
70 つまり、米国の国内農業プログラムが直接的な所得保障ではなく、商品の最低価格設定とこの価格で

の国家による買取りで農家所得を引き上げようというものだったので、結局農家による最大限の生産を

奨励することを意味した（フリードマン 2006 p. 20）。 



126 

 

 このように、米国の国内政策上の必要を満たすために、米国は自国における

輸入制限や輸出制限のみならず、「対外援助」という形での輸出補助と農産物余

剰処理という国際戦略を実施したのである。 

 

【農産物輸出市場の開拓】 

 戦後の米国が世界の中で圧倒的な農業生産力を誇り、戦後復興の中で欧州や

日本その他の地域に大量の食料を供給したことは第 1章で見たところである。

そしてその後も、1970年代にかけて、世界的な穀物の生産・輸出に占める米国

の比重は決定的に大きかった71。この状況は米国に対して、国際的あるいは世

界的な食料システムに対する圧倒的な影響力（支配権）を与え、自国の農産物

の輸出市場を世界的に開拓し拡大する潜在力をもたらしたと考えられる。 

 このような客観的な状況の下で、米国はさまざまな手段を用いながら農産物

の世界市場を獲得していく。そのような手段として挙げられるものは、①食料

援助、②二国間外交（例えば二国間協定）、③農産物貿易の自由化、④補助金付

き輸出競争、⑤輸出先国の農業構造の改変や保護政策の削減・撤廃などである。

以下、これら各々の手段ごとに、農産物の世界市場獲得という米国の国益追求

の概略を見ていきたい。 

 まず、食料援助による市場拡大である72。食料援助については後の章で事例

として詳しく取り上げるが、その直接の始まりは戦後の欧州復興のためのマー

シャル援助であり、米国は自国産の小麦などの余剰農産物を援助の形で欧州に

対して大量に輸出した。この過程の中で米国は、欧州が伝統的に重要視してい

た小麦と乳製品の輸入制限は認めた代わりに、トウモロコシと大豆について制

限なしの欧州輸出市場を獲得した73。同様に、日本に対しても復興援助として

実施された食料援助は、日本の対米感情を好転させ、日本人の食習慣を変える

ことを通じて日本を小麦やトウモロコシの大輸出市場として獲得することに貢

献した74。さらに欧州の復興が軌道に乗った後には第三世界の開発途上諸国が

食料援助の対象となり、食料援助を「卒業」する頃にはこれら諸国の多くも、

米国農産物に依存する体質ができることを通じて米国農産物の商業的な輸出市

場に変貌していった75。なお、食料援助の関連で米国は、1974 年の世界食糧会

                                            
71 例えば、1975～1979 年の 5 日年平均を見ると、世界に占める米国の生産比率は小麦 14％、トウモロ

コシ 48％、大豆 62％であるが、世界の農産物輸出に占める米国の比率は小麦 40％、トウモロコシ 72％、

大豆 81％と圧倒的なシェアを誇っている。このような米国の比重の高まりこそが、米国を食料大国と呼

ばせることとなったゆえんである（紙谷ら 1983、p. 4）。 
72 紙谷ら(1983) pp. 28-33、 pp. 33-36。 
73 フリードマン（2006）pp. 23-26。紙谷ら(1983) pp. 37-39。 
74 フリードマン（2006）pp. 36-40。紙谷ら(1983) pp. 39-40。 
75 フリードマン（2006）pp. 21-22、pp. 26-30。ギルモア（1982）pp. 100-114。バーバックら（1987）

pp. 61-63。 
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議において世界的な食料の備蓄による世界的な食料安全保障体制づくりを提案
76し各国の協力と応分の負担を求めた77が、これは結局、従来の PL480 による

米国の穀物輸出戦略が国際的緊急備蓄制度として公式化され補強・体系化78さ

れることにつながった。 

 米国は食料援助以外の二国間外交によっても、自国農産物の輸出市場を世界

に拡大している。このような事例のうち最も劇的なものは、1972～1973年のソ

連に対する大量の穀物輸出であり、これは当時の資本主義ブロックと社会主義

ブロックを分けていた壁を破壊するほどのインパクトを持つものであった79。

そしてこの穀物輸出は、表面上は「穀物メジャー」が世界の穀物市場に突如と

して登場して行ったとされるが、実際上は米国政府がこれに深く関与したとみ

られている80。なおこの関係ではその後、米国が初めて行った本格的な二国間

協定、「米ソ穀物協定」が 1975 年に締結されている81。同様に、終戦直後の二

国間（国－地域間）外交による米国の農産物市場拡大の例としては、前出のマ

ーシャル援助以後の欧州に対する農産物輸出の枠組み82のほか、日本やアジア

諸国に対する輸出枠組みの作成83も行われている。特に日本は、米ソ穀物協定

に倣って最初に合意を取り付けた当時最も重要な米国の穀物輸出先であり、バ

ッツ－安倍（当時農林大臣）の 1975年の協定は、表向き拘束力は一切ない紳士

協定であったが、米国にとっては日本という信頼に足る安定的な輸出先を得た

ことで、実質的にソ連との協定よりも効果のあるものであった84。 

農産物貿易の自由化は、米国にとって国内的に難しい問題ではあったが、国

際貿易などの国益上では極めて重要な問題であった。戦後の新たな覇権国米国

にとって世界的な貿易の自由化は、戦前の失敗を繰り返さないための最優先課

題の一つであったし、世界で圧倒的な農産物の生産力を持つに至った米国にと

って、農産物の世界的な貿易自由化は、輸出によって自国が利益を得るために

                                            
76 バーバックら（1987）p. 51。 
77 この構想はその後ガットにおける検討を経て実質的にはＷＦＰに組み替えられて災害救済のための穀

物の緊急用備蓄 50万トンの創設で合意された（紙谷ら 1983、 pp. 34-35）。 
78 その後 1970年代終わりに小麦 400万トンの国際的な食料安全保障備蓄となり、これは開発途上国に対

する緊急食料援助向けに常時保有するものであったが、結局対ソ穀物禁輸で輸出不能となった小麦を充

てることになるなど、米国の利益にかなう国際的枠組みになった（紙谷ら 1983、p. 35）。 
79 フリードマン（2006）pp. 31-32。 
80 石川（1981）pp. 14-28。 
81 ギルモア（1982）pp. 115-125。 
82 フリードマン（2006）pp. 23-26。 
83 フリードマン（2006）pp. 36-40。 
84 この協定で両国は、向こう 3 年間にわたって小麦 300 万トン、飼料穀物 800 万トン、大豆 300 万トン

を年度別の最小取引量とすることに非公式に合意した。これは当時、日本向けの米国産穀物輸出の大半

をカバーしており、ソ連との協定による最低輸出量のカバー率 54％を大きく上回っている。信頼に足る

輸入国の重要な市場を独占することは経済及び政治的に両国にとってプラスとなり、1973 年の大豆禁

輸以来高まっていた日本の食料安全保障への関心は、この紳士協定で満たされたとされる（ギルモア 

1982、pp. 126-127）。 
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も極めて重要であった。このため米国当局は戦後体制の構築に際して、一次産

品に対する輸出補助金の行使の規制など野心的な内容を持った「国際貿易機関

（ＩＴＯ）」の設立を目指した。しかし、自国の輸出補助金や輸入制限が規律の

対象となることを断固阻止しようとする議会の反対にも遭ってこれを断念し85、

「関税及び貿易に関する一般協定（ＧＡＴＴ）」の形で戦後体制（ガット体制）

をスタートさせた86。その後、ガットの下で行われた累次のラウンド交渉は、

関税の引き下げ（ディロン・ラウンド及びケネディ・ラウンド）や、非関税障

壁をはじめとする各種の農業保護手段も含めた引き下げ・撤廃（東京ラウンド

及びウルグァイ・ラウンド）を通じて、グローバルな農産物貿易の自由化を長

期間かけて段階的に実施していき、同時に米国の農産物の世界市場拡大にも貢

献していった87。なお、これら累次のガット・ラウンドのちょうど中間点に当

たる 1974 年に書かれたＮＳＳＭ 200 文書（前出）の中でも「米国の農産物を

売る市場を開拓するために食料援助や貿易自由化を追求すること」との項目を

設けて戦略が作られている。すなわち、世界の穀物が、開発途上諸国における

人口増加を背景に不足する傾向で推移すると見られる中で、米国その他の効率

的な生産諸国の食用作物が大幅に増大し、それが食料不足諸国の需要を満たす

ように、「生産諸国から消費諸国に向けて商業的に移転」されるよう、「システ

ムを自由化」することを勧めているのである。この中では、「効率的な食料生産

諸国による生産が最大となるような開放性と、気象条件によって生ずる著しい

不足や過剰、価格の年変動を緩和するような柔軟性を持つ、農産物に関する新

たな国際貿易体制」を作るとされており、これが食料の大輸出国である米国の

大きな戦略目標であったことは、十分に理解できることである88。 

農産物貿易の自由化という国際的政策手段のちょうど正反対ともいえる現象

が、「補助金付き輸出競争」であったが、これもまた形を変えた米国農産物の市

場拡大のための政策であった。世界の穀物市場は、ソ連他の中央計画経済国や

開発途上国が主要な購入国として世界市場に参入したこともあって、1970年代

前半と 1970年代末に 2度の価格上昇のブームを迎えたが、これに対する米国及

びＥＣの対応が支持価格の引き上げによる増産だったことから、1980年代前半

                                            
85 フリードマン（2006）p. 20。 
86 このガット体制は、雇用、経済開発・復興、制度的商慣行、政府間商品協定、国際貿易機関に関する

条項を欠いたまま船出し、1995 年に世界貿易機関（WTO）が発足するまでのおよそ半世紀にわたり、

国際貿易体制の規律として機能した（中野ら 2001、pp. 46-47）。米国は自国の輸出補助金や農業支持

政策が国際規律の下におかれることを嫌って、農産物を特別扱いするガット体制でスタートしたが、米

国が方針を転換し、農業補助金が貿易に及ぼす悪影響に大攻勢をかけるようになったのは、他の諸国の

農業補助政策が米国の農産物輸出利益に深刻な損害を及ぼすようになってからであった。1956 年の欧

州経済共同体の創立によって起こったこの変化の中で、以後のガットにおける農業の歴史は、その相当

部分が、農産物補助金によって与えられる支持を効果的なガットの規律の下に置こうとする試みであっ

た（ジョスリンら 1998、pp. 29-30）。 
87 中野ら（2001）pp. 47-60。紙谷ら（1983）pp. 72-75。 
88 Kissinger (NSC) (1974)。 
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には再び世界の農産物価格が低下し、さらに急激な景気の後退やアフガニスタ

ンを巡る米ソの対立から、米国産穀物の市場が縮小した。そして大量の在庫を

抱えた米国政府は、1985年農業法における、輸出補助金を使った輸出拡大計画

（ＥＥＰ）や支持価格の引き下げ計画によって、ＥＣの輸出補助金によって取

って代わられたと考えられる市場の奪還を目指した。他方、やはり共通農業政

策を抑制的に運営できなかったＥＣがその過剰生産の継続的拡大に対処できる

唯一の方法は、米国の輸出補助金に対抗することしかなく、ここに米国とＥＣ

による補助金付き輸出競争が現出したのである89。このことは、米国の農業上

の国益が、国際的な自由化の理想や国際的な規範・規律をないがしろにしてま

でも、農産物の輸出市場の拡大にあることを物語る好例といえよう。なお、こ

の農産物の補助金付き輸出競争の問題はその後 1980 年代はじめの経済協力開

発機構（ＯＥＣＤ）及びガットによる検討を経て、1986年のガット・ウルグァ

イ・ラウンドの開始につながり、1994 に合意されたＷＴＯ農業協定によって、

撤廃されないまでもその削減や新規の輸出補助金禁止など、一定の規律の下に

置かれることとなった90。 

 最後に、米国の農産物市場の世界的拡大は、貿易の自由化や補助金付き輸出

競争以外の 手段、すなわち輸出先国における農業構造の改変や農業・農産物

の保護政策の緩和を通じても進んでいった91ことに留意しておく必要があろう。

この中にはいくつかのパターンが考えられるが、何れも世界銀行などの国際機

構や多国籍アグリビジネスが開発途上諸国において行う活動に関連している。

一つ目は、開発途上国における開発において工業化を優先したために、農業労

働力が都市部に吸収され、あるいは農業開発がおろそかになることを通じて、

農業分野の脆弱化が起こるものである。この中には工業化戦略そのものがまれ

に成功して国全体が輸入食料依存になるケースも含まれる。二つ目は、輸出用

の熱帯果実や穀物、その他工業原料となる農産品の開発が主に外国の多国籍企

業によって進められることにより、自国消費用の基礎的食料の生産や地域の共

同体が保全・管理してきた食料生産基盤などが損なわれ、伝統的農業の崩壊が

起こるものである。三つ目は、債務問題などを通じて世界銀行やＩＭＦの融資

を受けた途上国政府が「コンディショナリティ」として農業や食料に関する公

的保護を削減・撤廃させられ、その結果として国の農業セクターが外的な衝撃

に脆弱になり衰退していくものである。いずれにせよ、このようにいくつかの

経路をたどりながら開発途上諸国の農業生産力が低下していくことは、少なく

とも結果的に、米国の有り余る格安な農業生産物の販路を広げ、米国農産物の

                                            
89 ジョスリンら（1998）pp. 130-133。 
90 ジョスリンら（1998）pp. 134-157、pp. 212-213。 
91 バーバックら（1987）pp. 48-50。 
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世界市場を拡大していく大きな要因となったことは明らかであろう。 

 

【農業の技術・生産資材の輸出】 

 農業の技術及びそれに付随する例えば肥料や農薬などの農業生産資材の輸出

は、米国あるいは米国に本拠を置く多国籍アグリビジネスにとって農産物輸出

と並ぶもう一つの利益の源泉であった。そしてこの関係で、戦後の世界におい

て最もよく知られた劇的な「成功例」が、いわゆる「緑の革命92」と言えるで

あろう。「緑の革命」は 1943年にメキシコで、ロックフェラー財団の援助を受

けて始められ、新品種の導入によって約 20年間に小麦の生産は 3倍に、トウモ

ロコシの生産は 2倍になり、メキシコは余剰穀物を輸出するようになった。同

様に、アジアでもコメについて革命的な多収穫品種が作り出され、これらの成

果は世界的に喧伝された。しかし、時が経つにつれて明らかになってきたこと

は、多収穫品種が低開発国では普通生産できない物質を必要とし、それらがな

くては生産体系が成り立たないということであった。そしてそれらの資材を供

給できるのは米国などの多国籍アグリビジネスであり、これら企業が持つ資本

と技術の蓄積を開発途上諸国の農業開発に「投資」することが必須だったので

ある93。 

 このような新技術の導入に見られるように、今日の食料・農業問題の多くが

多国籍アグリビジネスによって主導される国際分業体制の只中で起こされてい

ることから、それらは農業科学技術を通じた「資本による農業の包摂」に起因

する問題であると捉える視点が提示されている94。そしてその展開の形態は、

食料・農業分野における国境を越えた商品連鎖であり、「小麦複合体」、「家畜＝

飼料複合体」、「耐久食品複合体」といった価値連鎖が形成されているとする95。

これも上記の「緑の革命」と同様に、資本と技術が必要とされ、それらを開発

途上諸国に投資することによって高い利潤を得ることができるのである。 

 食料・農業分野におけるこのような展開は、やはり 1974 年のＮＳＳＭ 200

文書において的確に表現され、また予言されているといえよう。この文書では、

農産物の市場開拓やその手段としての農産物貿易自由化という戦略に並べて、

                                            
92 Green Revolution 
93 このように必要とされる投資は、多収性の作物品種のほかにも、肥料、殺虫剤、散水機、乾燥機、農

機具など多くの品目に及んだ。そしてこのような「革命的品種」が拡大すればするほど、開発途上国の

農業が外国によって支配され、企業化し、外国への依存が高まっていった（スーザン・ジョージ 1980、

pp. 130-139）。 
94 中野ら（2001）pp. 69-78。 
95 ここで、「小麦複合体」は、小麦生産→穀物エレベーターによる集荷・保管→製粉→パン・パスタ・シ

リアル等の小麦製品の生産・販売に連なる連鎖、「家畜＝飼料複合体」は、大豆・トウモロコシ等の飼

料作物生産→集約型・加工型畜産（繁殖→フィードロットでの肥育）→屠畜・枝肉処理→食肉の加工・

販売へと連なる価値連鎖、「耐久食品複合体」は、大豆・トウモロコシ等の油糧作物や果実・野菜など

の生産→それらを原料とする加工・冷凍食品の生産・販売へと連なる価値連鎖である（農業問題研究学

会編 2008、pp. 88-89）。 
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この「農業技術・資材の拡大・普及」という国家戦略を掲げ、開発途上諸国あ

るいは後発開発途上諸国（ＬＤＣｓ）の農業の発展に対する技術・財政援助、

あるいは研究面での援助を強調しているほか、食料生産における投入諸要素（種

子、肥料、水など）を通ずる生産の拡大と生産性の向上を謳っている。無論、

ＬＤＣｓなど開発途上諸国の農業生産が健全な形で強化されることは望ましい

ことであるが、1960 年代に大いに発展した「緑の革命」が、その生産拡大・生

産性向上の背後で先進諸国あるいは多国籍アグリビジネスの供給する投入資材

への依存を高める結果となったように、「近代的農業技術」の罠は常に開発途上

諸国の「農業開発」に付随して存在していたのである。そしてだからこそ、米

国が世界に広めようとした、農業生産における投入諸要素や大規模な栽培技術、

更にそのための研究努力は、多国籍アグリビジネスが背後に控える米国政府の

戦略目標としては、十分に理解できるものと言えるであろう。 

 

【政治的強制手段としての食料の利用】 

 政治的な強制手段として食料を使うという考えは、ＮＳＳＭ 200 文書におけ

る政策勧告では、農産物輸出市場の開拓や農業技術・資材の世界的普及よりも

優先される形で第一に挙げられており、この項目がいかに米国の戦後戦略にと

って重要であったかを示唆している。 

具体的なこの項目に関する記述の中で最も端的に現れている米国の戦略は、

米国の食料援助プログラムであるＰＬ480（公法 480 号）について、「この限ら

れた資源の配分においては、食料援助を必要とする相手国が、人口制限あるい

は食料生産においてどのような対応しているかを考慮すべき」としている点で

ある。すなわち、米国の余剰食料資源はどのような考え方で提供されるべきか、

食料は国家のパワーを行使する手段として捉えるべきか、人口制限の努力はそ

のような支援を行う判断基準となるべきか、米国は自らの人口増加をコントロ

ールできないか又はしようとしない人々に向けた援助に食料割り当てを実施す

るかといった「問題提起」もした上で、この文書は明白に、少なくともＬＤＣ

ｓに対して食料を「米国のパワー行使の手段として」使うべきと結論付けてい

る96。 

ＮＳＳＭ 200 文書と同様に、食料・農業分野における米国の圧倒的な力を、

国際的な政治・経済における支配力として行使すべきとの考えは、ＮＳＳＭ 

200 文書より数か月前に米国中央情報局（ＣＩＡ）によって作成された、同年

の世界食糧会議に向けた秘密報告文書にも現れている。すなわちこの文書では、

世界の穀物不足が将来深刻化すれば、米国はその穀物によって世界に対する政

治的・経済的支配力を強め、凶作の年には途上国のみならず大国であっても、

                                            
96 Kissinger (NSC) (1974)。 
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米国に食料を依存する諸国は米国に生殺与奪の力を握られることになるとの記

述が盛り込まれている。これはＮＳＳＭ 200 文書と同様に、米国が食料を、国

際政治的な強制手段として用いるという明確な意思表示と見ることができよう
97。 

また、ローレンス・サイモン98が 1975 年に発表した「トリアージの倫理」99

は、米国が潤沢と欠乏が混在する世界の中で圧倒的な農産物の輸出力を有して

いることを指摘しつつ、米国は将来、世界的な優先順位を考慮して食料の配分

（トリアージ）を行うことになり、そしてその際に米国は、食料を国際的な武

器として利用することになるであろうことを予言している100。このサイモンの

                                            
97 CIA 秘密報告の結論には、「近い将来、穀物不足は深刻化することが予想されるが、こうした状況は米

国に、かつて持たなかったような力を与えることになろう。それはおそらく、第二次世界大戦直後にお

けるよりも大きな政治力、経済的支配力となるであろう。・・・凶作の年には、米国政府は食料を求め

る多数の人々に対し、生殺与奪の力を持つことになり、・・・貧しい低開発諸国のみならず、大国も、

少なくとも部分的には米国からの食料輸入に依存することになろう。」と記述されている（ジョージ 

1980、p. 257）。 
98 同氏の経歴ノートによれば、サイモンは当時、ニューヨークにあるフォーダム大学の学部長アシスタ

ントの職にありつつ第三世界研究所（Third World Institute）の運営を担当しており、その後もＮＧＯ

（Oxfam America）や国際開発関係の財団・国際機関、大学などの仕事を歴任するなど、一貫して開発

途上世界の貧困、食料、開発等の問題に係わってきた人物である。

（http://heller.brandeis.edu/academic/sid/pdfs/simon-bio.pdf ：2013 年 2 月 1 日確認） 
99 Simon (1975), pp.12-15。これは 1974年の世界食糧会議に参加したローレンス・サイモンが、クリス

チャン・センチュリー誌（1975年 1月 1～8日号）に寄稿した、「トリアージの倫理：世界食料会議への

大局的展望（The Ethics of Triage: A Perspective on the World Food Conference）」と題する記事であ

る。 
100 サイモンは、以下のように 4つの問題を論じている。 

第一は、世界的な食料供給における米国の優越的態度についてである。1974年にいくつかの開発途上

諸国が深刻な食料不足に瀕し、この事態を強く懸念した当時のＦＡＯのボーマ事務局長が、100 万人が

餓死する可能性を世界に向かって警告した時、米国政府、即ち当時のバッツ農務長官の反応は強く否定

的なもので、その理由は、（援助食料の必要量や価格が従来の食料援助と比較してもわずかなものであ

ったにもかかわらず、）食料市場に悪影響を与えるからというものだったという。また、当時大統領顧

問で女性の人権に関する活動家として有名だったアン・アームストロングは、このような食料援助は米

国の主婦や米国国民を困難に陥れるものだと説明したという。すなわちこのようなことが、潤沢な食料

供給下の「トリアージ」なのだと、サイモンは説明している。 

第二は、武器としての食料の利用である。ここでサイモンは、1974年 11月 11日のＴＩＭＥ誌の世界

食料危機に関する特別レポート、特にこの中でバッツ農務長官がＴＩＭＥ誌に語ったとされる「食料は

武器である。これは今や、我々が持つ交渉キットの中で最重要のものの一つになっている」との言葉を

取り上げつつ、ＴＩＭＥ誌がトリアージの考えを支持していると説明する。そして更に、食料が武器だ

というよりは、正確には食料供給の拒絶、つまり飢饉を起こすことが武器なのだとしている。米国の食

料援助制度を規定している公法 480号（平和のための食料プログラム）の適用では、まず通常の商業活

動を阻害しないことが要求され、冷戦という状況下の政治判断によって食料提供の是非や提供先が決定

され、軍事支援の添え物として食料援助がなされる。また、民間備蓄あるいは民間在庫がベストだとい

う理由で、米国は一貫して国際食料備蓄の構想に反対してきた。 

第三は、アグリビジネスの力とその第三世界への影響力である。サイモンは、当時米国議会上院の人

間の栄養に関する委員会の議長を務めていたジョージ・マクガバンが、当該委員会の報告書序文で、「民

間トレーダーは、その投資をできる限り早く利益に変えようと考えながらビジネスをしている。・・・

実際のところ、民間にある在庫は、全く備蓄ではない」と述べていることを紹介しつつ、市場における

メカニズムとして備蓄ではなく欠乏の方向に梶が切られていると分析している。つまり、もし価格が下

がり始めれば生産は保留され人為的に欠乏を作り出して価格を上げる、そしてもし価格が上がるのであ

れば、生産はやはり保留されて価格がさらに押し上げられるのだという。更に加えてサイモンは、穀物

トレーダーが米国農務省に対して正確かつ義務的に穀物在庫量を報告するシステムは存在しないので、

http://heller.brandeis.edu/academic/sid/pdfs/simon-bio.pdf
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記事から推察できるのは、学界・民間の立場から米国の国益や戦略を考えた場

合にも、米国内の潤沢な食料事情の維持や、穀物メジャーなど民間企業の世界

市場での自由な商業活動の促進といった民間の利益に加えて、米国の冷戦・軍

事戦略への貢献や開発途上諸国の人口増加抑制のために、食料を使って他国に

政治的圧力をかけるという「国益」が含まれていたということである。 

 それでは食料は、その後の戦後史の中でどのように「政治的強制手段」とし

て使われたであろうか。その典型例は、まず、1980年 1月にカーター米国大統

領が、アフガニスタンに侵攻したソ連に対して発動した対ソ穀物輸出禁止措置

がある101。しかしこれに対してソ連はアルゼンチンなど他の国から穀物を調達

したし、また輸出禁止に対しては米国内からの反対もあったので、1981年 4月

にレーガン新大統領は突如この輸出禁止措置の解除を発表した。このことから

その後、多くの論者が対ソ穀物輸出禁止措置を失敗であったと評価し、そもそ

も穀物は政治的武器としては使えないという論調も生まれた102。しかしながら、

                                                                                                                                
我々はやはり穀物は欠乏しているのかなと考えるしかなく、本当のことを知っているのは民間の穀物ト

レーダーだけなのだという。サイモンは、ペンシルバニア州の農民出身であったマクヘール農務長官や、

国際食料労働者連合のラビエック氏の発言を引きながら、空腹と欠乏に対する本当の解決が、現実問題

として利益最大化を最終目標とするこのような私企業によって達成できるかは、大いに疑問であるとし

ている。食料問題の解決は、正義ある社会への変革なしにはなし得ないが、第三世界諸国が政治的には

独立を成し遂げたとしても、そのエリートたちは、経済的に先進諸国やその企業に牛耳られる中で自国

の多くの貧しい人々を犠牲にしており、植民地時代の構造は基本的に続いていると考えている。 

第四は、「成長の限界」と人口問題、そして「トリアージの倫理」の関係である。サイモンはここで、

米国の計算機工学者でありシステム科学者であったジェイ・フォレスターを取り上げている。フォレス

ターは、マサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）の教授を務め、その影響によってローマ・クラブの報告

『成長の限界（The Limit to Growth）』（1972年）が生まれたことで著名である。フォレスターはその

1974 年の講演の中で、「もし我々が、空腹を減らすためにより多くの食料を生産するならば、それは単

に人口増加を呼び起こすだけで、空腹も、人口調節の必要性も、減らない」ことを示唆し、成長の限界

の脅威は先進諸国においての方が遙かに大きいので、我々の現在の潤沢の倫理は、世界の物理的な限界

が近づくにつれて、将来はトリアージの倫理に移行していくだろうとしているというのである。そして

サイモンは、低開発世界におけるホロコーストを食い止めるためには、それが欠乏そのものにはチャレ

ンジしない「トリアージ」であれ、科学者による新エネルギー開発の挑戦であれ、産業と生態学のバラ

ンスの達成であれ、「我々」の側で重要な倫理的選択が行われなければならないとしている。 
101 この禁輸に先立ってカーター大統領は、主要穀物輸出国であるカナダ、アルゼンチンなどにも同調を

求めたが、同意したのはカナダ、オーストラリア、欧州共同体などの先進諸国だけであった。このうち

カナダとオーストラリアは追加輸出にこそ応じなかったが、既契約はキャンセルせず、契約は全て履行

された。他方、アルゼンチンやブラジルは禁輸に同調せず、米国の禁輸分を肩代わりして、逆に対ソ輸

出を拡大した（茅野 2006、p. 13）。 
102 石川（1981）は、米国政府が食料戦略を行使できない理由として、①食料は石油と異なり再生産可能

で世界中どこでも生産され、かつ代替性があるので短期間の効果しかない、②輸出指向の米国農業にと

って、穀物輸出の停止は在庫の増大と国内相場の下落を招く、③ＯＰＥＣのようなカルテルが存在しな

いのでアウトサイダーによる肩代わり輸出を防止できない、④直接人命に影響するので人道的・心理的

にマイナスが大きい、⑤そもそも米国政府は食料に関する強大なパワーを実質的に支配していない、と

の諸点を挙げている（石川 1981、pp. 189-192）。 

また茅野（2006）は、戦後米国が実施した 3 回の穀物禁輸措置（1973 年にニクソン大統領が国内の

物価上昇を理由に発動したもの、1975 年に全米港湾労組がソ連向け穀物の船積みをボイコットしたも

の、1980 年にソ連のアフガニスタン侵攻に対する報復措置としてカーター大統領が発動したもの）を

列挙しつつ、①ソ連市場を他の輸出国に与えてしまった、②穀物価格を下落させ農家収入を減少させた、

③穀物流通量を激減させ流通施設の過剰を招いた、④伝統的な輸入国に対して米国の供給に対する警戒

心を抱かせた、⑤輸入国が米国への過度の依存を避けるための増産に傾いた、との諸点を挙げたうえで、
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同じ対ソ穀物輸出禁止措置について、レーガン政権が対ソ穀物輸出禁止措置を

解除した際の米国およびソ連の要人の発言や動きを克明に分析した森路は、当

時のソ連は米国の禁輸措置で打撃を被っていたため首脳が米国に対してその解

除を呼びかけ、それに応える形で行われた米ソの秘密協議の結果、輸出禁止の

解除に関する政治的な取引が行われたとしている103。 

 さらに、上記のような東西冷戦上直接的にソ連との間で展開された食料の武

器使用のみならず、米国が南米やアジアにおいて「政治的強制手段」として食

料を利用した例も重要である。その第一は、1970年に南米のチリで誕生したア

ジェンデ社会主義政権に関するものである。すなわち米国は、米国の政治的・

経済的権益に重大な脅威とみられるこの政権が発足すると、経済封鎖を行うと

ともに、ＰＬ480 に基づく食料援助信用も完全に停止した。このために外貨準

備がほとんど底をついたアジェンデ政府は、食料輸入が極めて困難となった。

そして 1973 年に米国に支持された軍事クーデターでアジェンデ政権が倒され

ると、米国国務省は援助を全開にし、ピノチェト臨時政府のチリは直ちに、ラ

テンアメリカ最大のＰＬ480 信用の受け入れ国となったのである104。そして第

二の例は、ベトナム戦争に対する国内外の反対が強まった 1970年代前半、米国

がこの戦争に対するドルの供給経路としてＰＬ480 を使った例である。すなわ

ち、食料援助として提供されたドルの返済を免除するとともに、ＰＬ480 を通

じて造成された「見返り資金」を 100％軍事的に使うことを認め、隠された戦

                                                                                                                                
穀物武器論は誤りであると論じている（茅野 2006、pp. 13-17）。 

103 すなわち森路は、ソ連からの解除の「呼びかけ」は、禁輸から 1年 2か月後の 1981年 2月 23日にブ

レジネフ書記長が行った演説と、同 2 月 27 日にチーホノフ首相が行った演説におけるロシアの国内事

情への言及であり、これらに対して直ちに、レーガン大統領とヘイグ国務長官が「興味深い」、「注目す

べき新機軸がある」と発言し、2か月後の 4月 24日の禁輸解除の発表までの間に、両国間で秘密の交渉

が行われたことを、特に 4 月上旬の米ソ政府要人達の慌ただしい動きを追いながら傍証を試みている。

森路によれば、この交渉のポイントは当時民主化運動が激化しソ連が介入を準備していたポーランド情

勢（「ソ連が軍事介入すれば、米ソ関係が重大な結果」：レーガン大統領からブレジネフ書記長に送られ

た親書）であり、米国は穀物禁輸の解除と引き換えに、ソ連からポーランドへの不介入や、エルサルバ

ドルにおけるゲリラ活動の沈静化を勝ち取ったと論じている。そして、それを証拠立てる米国首脳らの

発言として、「アフガニスタン問題もさることながら、現在、より緊迫した問題としてポーランドがあ

る。これに対する見通しがない限り、穀物禁輸解除はできない」（レーガン大統領：81 年 3 月 3 日、Ｃ

ＢＳテレビインタビュー）、「穀物禁輸の解除について、ソ連軍がポーランド内外で待機態勢にある現在、

ソ連側に間違った合図を送る恐れがある」（ヘイグ国務長官：禁輸解除反対論者として一貫して…）、「も

しソ連がポーランドに介入すれば、米国は全面的な対ソ貿易停止措置をとる。その場合、解除されたば

かりの穀物禁輸措置も、疑問の余地なく発動される。これがレーガン大統領の方針でもある」（ヘイグ

国務長官：解除後のＡＰ通信インタビュー）、「（禁輸は）…目的を達したし、今後有用な政策とは思え

ない」（ヘイグ国務長官：禁輸解除前日の日本政府宛書簡）を挙げている。（森路 1982、pp. 3-22） 
104 アジェンデ政権打倒に際して米国が果たした役割が発覚すると、ピノチェト政権に対する大衆的抗議

が起こり、議会は経済援助・軍事援助の総額を削減しようとした。そこで、他の分野で手を縛られてい

た政府が経済援助の主要な経路をＰＬ480に求めた結果、食料援助信用が急増して、1976年にチリは全

ラテンアメリカに対する食料援助信用の 84％を受け取るまでになった。さらにＰＬ480とは別の、米国

政府高官に自由裁量による支出権限が与えられている、農務省管轄下のＣＣＣの輸出信用販売計画も同

様の目的に使われた。この発動の理由を、当時のバッツ農務長官は「国家安全保障」であると説明して

おり、さらにこれは国務省から「命令が下りた」ものと説明したという。（バーバックら 1987、pp. 65-67） 



135 

 

争支援資金として供給したのである105。 

 

2.2 戦後米国の国内食料・農業政策と国際関係 

 本項では、以上見てきたような米国の食料・農業戦略の実現のために実施さ

れてきた米国の食料・農業政策の流れを見ていきたい。ただし、このような政

策は非常に多岐にわたるので、ここではＦＡＯと米国との関係を取り扱う本論

文に関連の深いものとして、3 つの政策分野を取り上げる。第一の「国内農業

政策」では、戦後米国の国内の農業法制度を追って、その流れの概略を把握し

たい。第二の「農産物貿易政策」では、米国の農産物の輸出入や食料援助に関

連の深い貿易交渉の流れを見ながら、米国の貿易政策の流れを把握したい。そ

して第三の「農業開発政策」では、開発途上国農業に対する援助や投資などの

政策の変遷を把握したい。 

 ただし、これら 3つの政策分野の区分はあくまで便宜的なものであり、例え

ば実際の国内農業政策は多分に対外的な政策意図を有し、逆に対外的な農業・

農産物政策はその背景に国内農業の事情を有するなど、相互に密接に関連した

ものであることは言うまでもない。 

 

 

2.2.1 国内農業政策と国際環境 

 

【ニューディール型農政と「農業革命」】 

 米国農業は、その拡大を 19世紀後半に本格化し、第一次大戦期には欧州での

減産を補う形でカナダなどの新興国とともに急成長を遂げた。しかしその後戦

間期には欧州の回復とともに輸出競争が激化し、価格が下がり、農業不況の下

で 1930年代の大恐慌、そして農業危機に入っていく。ここで民主党のフランク

リン・ルーズベルト大統領は、経済復興を目指すニューディール政策を開始し

                                            
105 ＰＬ480 資金の軍事的利用の可能性を最大にするため、この両国に対する特例としてドルによる返済

の適用除外国とされ、さらにＰＬ480 の見返り資金を 100％軍事的に使用することが認められた。加え

て、ＰＬ480 のタイトルⅢ「バーター計画」も、議会の詳細な審査から事実上免れる重要な戦争支援資

金の供給経路となった。このタイトルⅢはもともと、米国の余剰農産物と戦略物資を現物交換する仕組

みとして創設されたものであるが、1960年代半ばまでには、専ら国防総省（ペンタゴン）と国際開発局

（ＡＩＤ）の海外活動への資金供与に使われるようになっていた。バーター計画の予算は 1970 年代前

半に飛躍的に増大し、1973年にはもはや食料の余剰が存在しなくなったのに、バーター取引は過去最高、

1960年代の 4倍という水準に達していた。しかし、戦争が終わりに近づくにつれ、食料援助を使った国

務省の気前の良いインドシナへの軍事資金供与が露見し、大衆や反戦グループからの抗議・圧力が高ま

って、米国議会はついに国連がリストアップしている食料不足「重体国」に食料援助の 70％を振り向け

るよう、ＰＬ480 を改正した。南ベトナムもカンボジアも、このリストには載っておらず、キッシンジ

ャー国務長官は国連に工作したが拒否された。しかしながら結局、ホワイトハウスは、ＰＬ480 の予算

総額を当初計画の 10億ドルから 16億ドルにあっさり増額することで乗り切り、インドシナへの援助は

絶対額では引き下げずにすんだという（バーバックら 1987、pp. 67-69）。同様に、ジョージ（1980）

p. 238。 
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た。そしてこの一環として制定されたのが「1933年農業調整法」であり、①生

産面積の削減、②削減者への補償支払い、③いわゆる「パリティ価格106」と市

場価格の差額分の政府支払い補償などが導入された。すなわちここで生産調整

と価格支持をセットにした政策が一部導入され、1938年にはこれが農業政策の

基軸メカニズムとして設定された107。この一方で 1930年代の米国農業は、干ば

つ対策や土壌保全の導入、休閑システムの普及、作物の品種改良、トウモロコ

シ－大豆の輪作の普及、機械化の大幅な進展など、それまでの米国農業にはな

かった集約農業の要素が広く導入され「米国における農業革命」の様相を示し

た108。すなわち 1930年代の米国農政は、ニューディール型の財政投入によって

高い価格支持と農民への支払いを行い、農業生産へのインセンティブを高めて

「農業革命」とまで言われるほどの成長を実現したのである。 

 

【高価格支持・余剰の援助輸出から低価格・直接支払いへ】 

 1945年、米国の政権はローズヴェルトと同じ民主党のトルーマン政権に変わ

った。この下で開始されていた米国の国際連合創設などを通ずる戦後構築の動

きは、冷戦の開始によって大きく転換し、東西二極の対立構造の中で農業政策

も進められた。 

1940年代以降の米国農業の特徴としては、農場総数の減少と農場規模の大型

化や、単収のほぼ一貫した向上による生産の拡大がみられる。そして政策的に

は、1950年代前半まで高価格支持政策が続き、これによって小麦などの農産物

過剰が生じ価格競争力の減退を招いた。このため、戦後のファーム・ビューロ

ーは「価格支持水準の弾力化・政府の農業への介入の縮小」という、いわゆる

市場志向型農政の方向への転換へ舵を切り、共和党寄りに変化していくことに

なった。そしてこの農業団体の動きは、1953年からの共和党アイゼンハワー政

権の下で成立した 1954年及び 1956年の農業法によって対応され、価格支持水

準の弾力化、農産物過剰在庫の海外への処分（いわゆるＰＬ480 による援助輸

出）、価格支持水準の漸進的な引き下げ、そして休耕計画が実施された。しかし

この取り組みは過剰対策としては十分ではなく、1961年からの民主党ケネディ

政権に引き継がれることとなった109。ケネディ政権では、それまでの対外援助

政策全般を体系化する中で、フリーマン農務長官の下でＰＬ480 の 5 年間の延

長と現地通貨販売枠の拡大で大量の譲許（援助）輸出を実現するとともに、国

内の生産制限強化（生産制限を価格支持の条件とする）を行った。この一方で

世界の穀物輸入が拡大基調に転じたため、余剰対策には追い風となり、米国は

                                            
106 基準年度の価格に物価上昇率をかけて算出した価格。 
107 服部（2010）pp. 43-54。 
108 服部（2010）pp. 56-63。 
109 服部（2010）pp. 76-82。 
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1964 年以降、市場拡大に対応すべく「直接支払い」（事実上の不足払い）の導

入によって価格支持水準を大幅に引き下げていった。そしてこの低価格輸出政

策の結果、高価格政策の下で失われていた米国小麦の価格競争力が復活してい

った110。すなわち 1930年代の米国農政を引き継いで成長していった米国農業は、

1950年代に直面した過剰問題に対応して大きな方針転換を行い、余剰農産物を

援助の形で輸出する制度を確立する一方で、補償により農家の保護を続けなが

ら価格支持政策を直接支払い政策に転換して、穀物の国際競争力を高めていっ

たのである。 

 

【世界食料危機を経て穀物輸出の急拡大】 

1960年代から旧ソ連、中国と途上国の小麦輸入の拡大や、日本と欧州のトウ

モロコシ輸入の増大などの形で始まっていた穀物の世界市場の拡大は、米国の

ニクソン共和党政権下、1970年代のデタントの流れの中で、世界的な食料危機

後の穀物ブームを経て爆発的な拡大を遂げた。この背景には旧ソ連の政策転換

による不足時の海外市場からの買い付け方針、中東石油産出国の恒常的な穀物

輸入国化、途上国の購買力向上による穀物輸入の増大などがあった。世界の穀

物価格は上がり、米国の穀物輸出が急拡大する背景の中で、米国の 1973年農業

法は、それまでの生産性の上昇を反映できないパリティ価格を基にした価格支

持制度から、生産費を基にした目標価格を基準とする不足払い制度に移行させ

た。この制度は市場価格が目標価格を下回った場合にその差を不足払いするも

のであり、その後 1995年まで米国の農業政策の中核として機能することとなる。

同時にこのような価格支持や不足払いを受けるためには、減反計画への参加が

義務付けられていた。しかし実際上、1970年代の国際価格は比較的高水準であ

ったため、不足払いの発動はごく限られており、それがフルに機能するのは

1980 年代に入ってからとなった111。すなわち 1970 年代は穀物の世界市場が大

転換し、それまでの余剰処理中心の米国の穀物輸出は、新たに開けた商業輸出

のルートで急拡大した。 

 

【農業不況とＥＣとの補助金付き輸出競争】 

 しかしながら 1970 年代の米国の穀物輸出ブームは、1980 年代に入ると、世

界的な供給過剰が拡大する中での輸入需要の落ち込みないし停滞と、ＥＵの穀

物純輸入圏から純輸出圏への転化などによって輸出不振に転じた。レーガン共

和党政権の下、1980年代前半の穀物輸出は、特に米国で 50％減と激減する中で、

                                            
110 服部（2010）pp. 82-87。 
111 服部（2010）pp. 91-107。 
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逆にＥＵ（20％増）やカナダ（12％増）は輸出を伸ばしていた112。1980年代の

前半～中期の米国農業は、この穀物の輸出不振に畜産不況や農家負債の返還圧

力も加わって、深刻な農業不況によって特徴づけられることになる113。こうし

た事態に対処する政策を打ち出したのが、1985年農業法であった。これによっ

て米国政府は、農業不況に対して、目標価格によって定まる所得保護水準を当

面保証しつつ、そのもとで輸出の価格競争力を強めること、ＥＵに対抗して輸

出補助金を積極的に用いることを明確にした。また同時に、ＥＵの輸出補助金

に大幅な規制をかけることを主な狙いとした「ガット・ウルグァイ・ラウンド」

を推進していくことも対応の一環となっていた。策定過程には曲折があったが、

1985年農業法の内容は、①価格支持・所得補償制度（不足払い制）は維持する、

②所得保護水準（目標価格）を段階的に引き下げる（5年で 10％）、③市場価格

を下支えする融資単価を最大年 25％引き下げる権限を農務長官に与える114、④

ＥＵとの小麦の輸出競争に対抗するための輸出拡大計画115など輸出振興策を制

度化する、というものであった。このような制度化の結果、1981 年から 1986

年まで 6年間にわたって続いた米国の農業不況は、1987年から脱却・回復局面

に入っていった。しかしこの回復も、1980年代中期に積み増しされた大量の在

庫の存在の下でのことであり、過剰基調下での輸出回復・価格上昇にとどまっ

た116。すなわち、1980年代の米国の農業不況は、1960年代から始まった米国穀

物の低価格化戦略と 1970 年代の世界市場の大幅な拡大によって好調だった米

国の穀物輸出ブームが一転して直面した大きなスランプであって、その原因は

米国をも含む世界的な供給過剰と新興輸出国の出現、特にＥＵの補助金付き輸

出による市場の浸食と考えられた。このため米国は自国農産物の競争力強化と

ともに、ＥＵとの輸出競争に打って出たのである。 

 

【ウルグァイ・ラウンドとＷＴＯ農業協定による国際ルール化】 

 このような状況の中で 1986年から行われていたガット・ウルグァイ・ラウン

ドにおける農業交渉は、米国にとって、ＥＵの輸出補助金を撤廃ないし大幅削

減すること、ＥＵの輸入課徴金や日本のコメの輸入制限など米国の農産物輸出

                                            
112 米国が大きく輸出を減らした理由としては、①ＥＵが生産調整することなく余剰穀物を補助金付き輸

出したこと、②米国の融資単価（価格支持水準）が 1980 年から 1983 年に大幅に引き上げられて価格

競争力の低下を招いたこと、③1980 年の米国の対ソ穀物禁輸のために旧ソ連が穀物の買い付け先を分

散させたこと、が指摘されている（服部 2010、pp. 115-117）。 
113 服部（2010）pp. 117-123。 
114 この権限が行使されればその分、生産者への不足払い（政府の財政支出）は増えるが、それによって

国内市場価格→輸出価格を引き下げて価格競争力を強化しうる（服部 2010、p. 126）。 
115 この制度（Export Enhancement Program (EEP)）は、「競争国の補助金やその他の不公正な貿易方

法による効果を相殺するために用いる」こととされ、最低年 5 億ドルの予算がつけられることとなった

（服部 2010、p. 127）。 
116 服部（2010）pp. 123-136。 



139 

 

の障壁となっている他国の国境措置を引き下げることが国家的課題であった。

そして 1993年 12月の合意内容は交渉における米国提案をベースとしたものに

なっていた117。それらは大要、①すべての国境措置の関税化と関税の削減、②

輸出補助金の削減と新たな産品への交付の禁止、そして、③国内支持措置を削

減対象と許容されるものに分けたうえでその総量を削減、ということであり、

米国の狙いはかなりの程度達成されたといえる118。すなわち、米国は特に、「関

税化」によってＥＵや日本などの非関税輸入障壁の削減の端緒を作るとともに、

輸出補助金の主たる交付者であったＥＵとの長い交渉の末、輸出補助金の大幅

削減を実現したのである。 

 経済のグローバル化を強力に推し進めた米国クリントン民主党政権化でのこ

の合意と、1994年のＷＴＯ及びその農業協定の発足は、世界中の諸国の農業及

び農産物貿易に多大の影響を与えることとなった。それはこの協定が、農産物

貿易に関わる国境措置や輸出補助金のみならず、農業の国内支持措置までＷＴ

Ｏの規律の下に置くこととなったからである。そして米国もこの協定に則して

国内法制を見直し、1996年農業法が成立することとなった。この内容は農業政

策上重要な二つの変化、すなわち、①生産調整を廃止し作付けを完全自由化す

ること、及び、②すべての穀物に設定されていた不足払いを廃止したうえで直

接固定支払いを導入すること、が含まれていた（ただし、穀物の最低販売価格

を保証する価格支持は残された）。この政策変更の背景としては、①1993 年と

1995年の不作による需給ひっ迫、②生産調整などの供給管理に対する農民の不

満、③米国全体としての財政支出削減の要請、などがあり、折しも 1995年ごろ

から穀物価格が上昇に転じたため、固定支払は農民にとって不足払いよりも有

利となり、1996年農業法は「時の追い風」を受けての成立となったのである119。

そしていま一つ重要なことは、この農業法により米国は、「生産調整の下での直

接支払い」として農業協定上「青」の政策に分類されていた自らの政策を、さ

らに一歩進めて「生産量・価格に関係ない（影響を与えない）」カテゴリーの「緑」

の政策にまで一気に切り替えたことである。米国はこの時点で、次期農業交渉

に向けて極めて強い立場に立つこととなったのであるが、それはわずか 2年で

消え失せる120。米国はこのあと 1998年に、小麦とトウモロコシの国際価格の下

落と米国農民の農業所得の急減に対応せざるを得なくなり、農業所得の減少を

直接支払で補てんする「市場喪失補償」を導入し、1996年農業法における「緑」

の政策への整合性を事実上修正することになったからである121。米国はさらに

                                            
117 服部（2010）pp. 136-138。 
118 服部（2010）pp. 137-138。ジョスリンら（1998）pp. 217-256。 
119 服部（2010）pp. 149-154。 
120 服部（2010）pp. 160-163。 
121 服部（2010）pp. 165-175。 
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2002 年農業法で 1998 年以降の市場損失補償を引き継ぐ新たな不足払い制度を

導入した。これは当初ＷＴＯ整合的と考えられた農場単位の直接支払ではなく

品目を単位とする不足払い制度となったので、米国は結局ＷＴＯ以前の農業保

護類似の制度を復活させたこととなり、政策のＷＴＯ整合化を徹底できなかっ

たということができる122。 

 

【小括：米国の国内農業政策の変遷と国際環境】 

 米国の国内農業政策は、時代の流れや米国の農業戦略に従って大きく変化し

てきている。まず 1930 年代には、ニューディール政策の下で生産調整と価格

支持をセットにした政策が農業政策の基軸として設定され、この保護の下でそ

れまでの米国農業にはなかった集約農業の要素が広く導入され「米国の農業革

命」が実現した。1940 年代には農場総数の減少と農場規模の大型化や作物単収

の向上がみられたが、1950 年代前半までに高価格支持政策に伴う農産物過剰と

価格競争力の減退が明らかになった。そこで 1950 年代の中頃に価格支持水準

の弾力化と農産物過剰在庫の海外への処分（ＰＬ480 による援助輸出）などの

措置が講じられ、1960 年代に入るとケネディ政権の下で国内生産制限の強化、

さらに 1964 年には農家への「直接支払い」の導入によって価格水準を大幅に

引下げ、低価格輸出政策へと移行していった。こうして始まっていた米国穀物

の世界市場の拡大は、1970 年代の世界的な食料危機を経て爆発的な拡大を遂げ

た。この背景には旧ソ連や中東諸国、開発途上諸国の需要拡大があり、米国の

政策としては輸出の拡大を狙った低い水準の価格支持と不足払いに併せて減反

計画も実施された。1970 年代の穀物輸出ブームは、1980 年代になると世界的

な供給過剰と輸入需要の落ち込み、ＥＵの穀物純輸入圏から純輸出圏への転化

などによって、米国穀物は輸出不振に陥った。こうして深刻な農業不況に陥っ

た米国は、国内では輸出補助金も用いた輸出強化策を講じ、国際面ではＥＵの

輸出補助金に大幅な規制をかけることを狙って「ガット・ウルグァイ・ラウン

ド」を推進した。1986 年から 1993 年まで行われた同ラウンドの結果、米国は

「関税化」によってＥＵや日本などの非関税輸入障壁の削減と、特にＥＵの輸

出補助金の大幅削減を実現した。1995 年のＷＴＯの発足とその農業協定は世界

中の諸国の農業及び農産物貿易に多大の影響を及ぼすことになったが、それは

貿易面のみならず農業の国内支持措置までその規律の下に置かれたからである。

米国はこの結果として、1996 年農業法で生産調整を廃止し作付けを完全自由化

するとともに、穀物の不足払いを廃止して直接固定支払いを導入した。しかし

米国は、その後の穀物の国際価格下落と農家の所得減少に対応して 1998 年に

所得減少を補てんする「市場喪失補償」を導入し、2002 年には新たな不足払い

                                            
122 服部（2010）pp. 192-194。 
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制度を導入してＷＴＯ以前の農業保護類似の制度を復活させた。 

 

2.2.2 農産物貿易政策と国際機構 

 

【ガットの成立と農業の事情】 

 米国が戦後、貿易に関して行った最初の大きな取り組みは、国際貿易機関（Ｉ

ＴＯ）の創設準備であり、準備委員会に提出された 1946年 10月の米国提案123は、

ほとんどあらゆる形態の貿易制限を規律の下に置こうとする、極めて野心的な

もの124であった。しかし、国家の役割や国際関係についての考え方が異なる諸

国125の合意は極めて困難であり、戦後構想の当初に米国と英国の専門家が描い

た理想像は、1948年 3月にキューバのハバナで開催された国連貿易・雇用会議

における最終草案、すなわち「ハバナ憲章」においては既に著しく異なった形

になっていた126。すなわち、現存する特恵に重大な例外が認められたばかりか、

関税同盟と自由貿易地域の設立により新規に特恵を創設することが認められ、

国際収支問題の是正や開発の促進あるいは農産物計画の支持を目的とする数量

制限の行使が認められた。また、国内補助金も輸出補助金もともに認められ、

開発途上国に関する「特別かつ差別化された待遇」が挿入され、国家貿易企業

は弱い規律に服するに留まった。また、貿易自由化によって国内産業が被害を

受けた場合の義務からの逸脱も幅広く認められ、一次産品市場の管理も定めら

れた127のである。このハバナ憲章は、特恵と数量制限の分野で米国の通商政策

の目標に合っていなかったし、米国議会は通商問題について国際機関に権限を

譲り渡すという考え方を敵視した。また米国は、一方で国際貿易の自由化を追

求128しながら、自国の関税129を引き下げる意思もなかった。このため、米国議

                                            
123 「国際貿易機構のための憲章提案」（国務省、1946）（ジョスリンら 1998、p. 16）。 
124 この提案は「憲章草案」（Suggested Charter）であり、雇用、開発、制限的取引慣行、一次産品政策、

貿易政策に関する規定が含まれていた（ジョスリンら 1998、p. 16）。 
125 米国の当局者は、世界の資源の効率的な利用を確保し、経済問題に対する政府の影響を軽減し、強固

に作成され統一的に適用される通商法の規則の執行を定めた貿易制度を望んでいた。他方、英国を含む

その他の国は、完全雇用、社会的目標、対外収支の均衡、幼稚産業の保護、貿易特恵の維持及び一次産

品生産者の特別の必要に対する対応といった目標により大きな優先度を置いていた（ジョスリンら 

1998、p. 17）。 
126 ダム（Dam 1970, p. 14）によれば、「この結果は多くの妥協を含み、自由貿易の原則のすぐ後に貿易

制限を認める例外が続く箇所があまりにも多い、グロテスクで複雑な文章になった」と述べている（ジ

ョスリンら 1998、p. 18）。 
127 千葉のように、このハバナ憲章の内容について、「完全雇用、社会的目的の達成、国際収支の均衡、幼

稚産業保護、貿易特恵の維持等を重視する国々の立場を反映することとなり、特に最終草案第６章の政

府間商品協定においては一次産品の特性を考慮して特別の取り扱いが必要であると規定するなど、自由

貿易を基本としながらもそれ以外の価値基準が混在する、包括的な内容となっていた」と、前向きに評

価する論者もある（中野ら 2001、 pp. 46-47）。 
128 米国では、保護主義者や孤立主義者が経済自由主義者と一緒になって、事実上すべての主要分野で合

意に達するために妥協が行われた結果、「例外が……原則を喰い潰してしまった」との不満が表明され

ていた（ジョスリンら 1998、p. 18）。 
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会を通過する見込みのなくなったＩＴＯは、1950年に流産したのである。そし

てこの流産に先立つ 1947 年にジュネーブの貿易会議で合意された関税引き下

げと貿易協定に関する合意が、「関税と貿易に関する一般協定（ガット）」130と

して成立し、以後 1994年まで実質的な世界の貿易自由化メカニズムとして機能

することとなった131。 

 このように、米国が理想とした国際貿易の自由化装置としてのＩＴＯが頓挫

した最大の原因とも言えるものは、米国も含めた先進諸国の農業政策に関する

難しい事情であった。即ちその頃、各国の国内農業には政府が広範に関与して

おり、通常は国内農産物計画と一体的に貿易上の措置が講じられていたので、

貿易に関する規則はこれらの実態を認めなければならなかった132のである。第

二次世界大戦中、多くの国では農業・食料部門の統制・規制が行われていて、

農産物や食料品の貿易を国際的な競争にさらすことは考えられていなかったと

いう強固な背景の下では、これら産品の貿易については特別の規定が必要であ

り、それは結局、数量制限と補助金（輸出補助金を含む）に関する一般的な規

則から農産物貿易を明示的に除外する形態となった。これら 2つの「農業の例

外」は、先進国の農産物支持計画を容認すべく考案されたものだったのである133。 

 

【初期のガットと米国の農業支持・保護：ウエーバーと余剰処理】 

 ガット成立後の 1940年代末から 1950年代、明らかに米国の農産物の輸入規

制や輸出補助に都合のよいガット体制に、多くの一次産品輸出国は、豊かな国

も貧しい国も、貿易制度の現実と将来について大きな不満と高まる懸念を有し

ていた。英国や欧州大陸諸国は、輸入制限や補助金の許容という形でガット上

に自らの望む成果を得ていたが、他の一部の農産品輸出国が期待していた政府

間の商品協定は、ガットに関する交渉の中で熱心に取り上げられることがほと

んどなかった。低コストの輸出国は、自国の農業部門を保護し補助する力を持

った豊かな輸出国・輸入国の国内農業政策が拡大し貿易に大きな影響を与える

                                                                                                                                
129 一般にスムート・ホーリー関税として知られている（ジョスリンら 1998、p. 18）。 
130 この一般協定は、合意された関税表（第Ⅰ部）と、貿易規則であってその時点におけるＩＴＯ憲章の

中の「モノ」の貿易を扱った部分に規定されていたもの（第Ⅱ部及び第Ⅲ部）から成り立っており、政

府間の行政協定として組み立てられた。ガットが新設の国際機関であることを示唆するようなものは一

切避けるように注意が払われた。また一般協定の運営は「締約国」が「共同して」行うこととされ、ガ

ット事態には事務局や予算の規定は置かれていなかった。このようにして、国際貿易機関（ＩＴＯ）の

ための壮大な構想のうち、貿易政策に関わる条項だけがガットとして偶然に生き残ることとなった（ジ

ョスリンら 1998、pp. 19-20）。また同様に、服部（1990）pp. 114-115。 
131 中野ら（2001）p. 47。 
132 例えば、農産物の輸出補助金の供与が禁じられていないのは、米国の 1933 年農業調整法が「農産物

に輸出補助金を用いうる権限」を大統領に与えていたことに合わせたためであり、また、「生産制限・

販売数量調整が行われている場合の農産物の輸入制限」が認められているのも、同様に 1933 年農業調

整法という米国の実態との調整が図られたためである（服部 1990、p. 110、 p. 113）。 
133 ジョスリンら（1998）pp. 23-30。 
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事態に、至る所で直面することになった。大部分の農業支持制度は、高いコス

トの生産を刺激し、その結果輸入需要量を減少させ、又は輸出仕向け可能量を

増大させるという共通の特徴を持っていた。食料輸入国は、外国為替の規制、

輸入割当、大量買い付けのための取決め、そして国営輸入機関を採用した。温

帯農産物の大輸出国である米国は、農業生産の補助や価格の保障を行って生産

を奨励し、国内需要を超過する供給に対して輸出補助金を付け、あるいは譲許

条件による販売によって世界市場で処分していた134。これは農業の支持・保護

は守りつつ世界市場を開いていくという効果をもたらし、ガットの創設は米国

の対外農業政策が望む方向に、早くも機能したと言えるであろう。 

このような中で、1954 年から 1955 年にかけて行われたガットのレビュー会

合は重要な出来事であった。この会合の背景には、ガット創設以来 7年経って、

この協定による利益の均衡に対する不満が高まっていた135。このレビュー会合

の目的は、ガットの貿易制度や規律を強化するとともに、ハバナ憲章には含ま

れガットからは除かれた分野を追加する可能性について検討することであった

が、特に農産物貿易について例外的に認められていた輸入数量制限と輸出補助

金に対する関心が最も高く、レビュー会合は農産物貿易問題が中心となった136。 

ここで扱われた問題の中で、米国の対外農業政策として最も重要なものが、

「米国のウエーバー」と「余剰処理」の問題であろう。第一の「ウエーバー」

は、米国が 1933年の農業調整法第 22条に基づいて規制していた農産物の輸入

制限を、事実上米国が無制約に実施できるよう、ガットの上で正当化するもの

であった137。戦後の貿易政策の立案者たちは輸入数量制限の行使を全面的に禁

止することを念願していたし、事実、ガット成立後の小規模輸出諸国の不満は

米国による数量制限の行使に集中していたのであるが、米国議会はその後いっ

そう露骨にガットに違反して農産物の輸入制限をするよう要求したのである138。

                                            
134 ジョスリンら（1998）pp. 35-36。 
135 すなわち低所得国は開発促進に多角的通商政策が役立つことを強く期待していたし、中小の農産物輸

出国は食料輸入国に対するアクセスの改善と貿易を歪曲する農業補助金の削減によって自分たちの比

較優位が解放されることを要求していたという事情があった（ジョスリンら 1998、p. 40）。 
136 ジョスリンら（1998）p. 40。 
137 ガット成立時に米国の主張によって、「生産調整・販売数量調整が行われているならば、輸入数量制限

をなしうる」という特別規定が設けられたのであるが、1950 年代に入ってこれとは別に米国は、「その

国内農業政策の展開を妨げる農産物の輸入に対しては、（生産調整・販売数量調整を行っているか否か

に関わらず）輸入制限を課しうる」という権限をウエーバーによって与えられた（服部 1990、 pp. 

117-119）。 
138 もともとの農業調整法 22 条は、米国の一般的な通商政策の目標に反して農産物の輸入制限のための

権限を行使することに対して、大きな歯止めの規定、すなわち「国際合意に反して実施してはならない」

との規定を置いていた。しかし 1951 年の通商協定延長法の成立の過程で、「国際合意にかかわらず」、

農産物輸入に対し、割当及び関税を課すために農業調整法第 22 条を用いることができるよう修正が行

われた。これに関してレディ（Leddy 1963、p. 208）は、「これは、議会が大統領に対して、国際協定

上の義務に違反するよう指示している故意の行動の唯一の事例である」と書いている（ジョスリンら 

1998、pp. 41-42）。 
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そして米国は、国内農業法制の要請と一般協定に基づき負っている法的義務と

の矛盾を解消するためには時間が必要であると主張しつつ、1954－1955年のレ

ビュー会期において、ガット上の約束139が農業調整法第 22条に基づき政府が実

施することを義務付けられている措置と矛盾するとみなされうる限りにおいて、

ガット第 25条 5項に基づき、これらの約束からの逸脱（ウエーバー）を求めた。

他の加盟国はこの要請を受け入れる以外に選択の余地はなかった140が、この一

般協定の制度設計者自らが一般協定上の義務を無視することは「ガットの威信

に対する重大な打撃」（Dam 1970、p. 260）であったし、その後 40 年間にわ

たってウエーバーが維持されたことは、米国が後年農産物貿易の自由化を追求

しようとしたときに同国が信用を得られない大きな原因となった141。しかし何

れにせよ、このことは、パクス・アメリカーナの支柱としてのガット体制が、

世界最大の農産物輸出国であった米国の利益を反映しつつ構築されてきたこと

を示している142。 

第二の「余剰処理」は、1950年代に既に小規模輸出国や開発途上輸出国が懸

念していた、米国による余剰在庫の極端に譲許的な条件による、又は純然たる

贈与としての処分に関するものであった。当時、包括的かつ継続的な余剰処理

計画を運営していたのは米国だけであり、1954年からは公法 480号（ＰＬ480）

として、開発途上国に対する経済援助と飢餓救済のために提供されるようにな

った。このような余剰処理はその頃には、一過性の現象ではなく、世界の食料

貿易システムの永続的な特徴であることが明らかになってきていたのである。

そしてこれを多角的な枠組みの中に位置づける試みは、当初ＦＡＯを舞台に行

われ、1946年には「世界食糧局」創設の提案、1949年には「国際商品精算所」

の」設立の提案、そして 1954年には国連総会がＦＡＯに求めた「世界食糧備蓄

の設立の可能性検討」があったが、これらからは何も生まれなかった。そして

その後この問題はガットに持ち込まれ、余剰在庫の処理を規制する新しい条文

をガットに追加する提案が 1954－55 年のレビュー会期に豪州から発議された

が、この提案は米国が受け入れることができなかった。そして最終的に、この

「農産物余剰の非商業的処理に関する多角的規制」は、その決議に法的な拘束

力がない機関であるＦＡＯに委ねられ、ＦＡＯは 1954年に、余剰処理計画の操

                                            
139 第 2 条（輸入課徴金）および第 11 条（輸入割当）に基づく約束（ジョスリンら 1998、p. 43）。 
140 米国のウエーバーが総会の 3 分の 2 以上の賛成で認められた 1955 年当時、ガット加盟国は 35 か国に

過ぎず、その中心をなしていた欧州諸国は戦後復興について米国から援助を受けていたこと、当時ほと

んどの国が国際収支上の理由により自由化義務を負っておらず（輸入数量制限などを認められており）、

欧州諸国の中には米国の輸入制限に支持を表明する国も少なくなかったことなどの背景があった（服部 

1990、p. 118）。 
141 ジョスリンら（1998）pp. 43-44。 
142 中野ら（2001）p. 49。 
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作に当たって順守すべき行動準則（いわゆる「余剰処理原則」）143を採択した144。

このように、1954-1955 年のガットのレビュー会合で行われた農産物貿易に関

わるこの重要な二つの検討も、やはり当時の米国の対外農業政策を国際的な枠

組みとして強引に位置づける性格のものであったと言えよう。 

 

【ディロン・ラウンド：欧州の農業保護への懸念】 

 1950年代末以来、米国の対外農業政策において最大の問題の一つになったの

が、欧州の共通農業政策への対応である。1958年 1月 1日に創設された欧州経

済共同体（ＥＥＣ）145は、欧州統合によって期待される経済成長と、欧州諸国

間の伝統的な政治的対立の再発防止の二つの点において、米国をはじめとする

国際社会から歓迎された。しかし同時に、ＥＥＣの形成は西側の指導者である

米国にとって、関税同盟や農業などいくつかの困難な経済問題146を提起するも

のであった。そして特に、共同体が提案していた共通農業政策（ＣＡＰ）は、

農業に関する保護主義を拡大する可能性があった。このため米国は、統合に向

かう欧州とその他の世界との貿易関係の再調整を主導し、欧州の対外共通関税

の引き下げと、策定予定のＣＡＰによる保護の軽減を目的に、ＥＥＣを交渉に

引っ張り出すことを試みた。これが「ディロン・ラウンド」147であり、ＥＥＣ

もいくつかの理由でこれを歓迎148して 1960 年 9 月から 1962 年 3 月まで交渉が

行われた。しかし実際の交渉は関税の調整と譲許に関するものであり、非関税

障壁によって保護がなされていた農業には焦点が当たらなかった149。また、Ｃ

                                            
143 この行動準則は、事前協議、市場崩壊の回避、受け入れ国における消費の追加性、および利害関係国

との協議を求める内容であった（ジョスリンら 1998、p. 50）。 
144 ジョスリンら（1998）pp. 48-50。 
145 これに先立って、1957 年 3 月 25 日にローマ条約の調印が行われている。 
146 第一の問題は、ＥＥＣが一般協定の起草者たちが想定していたよりもはるかに大規模な地域的貿易特

恵協定であったため、この欧州関税同盟のガット上の合法性を検証する必要があったことである。第二

の問題は、ローマ条約が予定していた共通農業政策、海外領土及び加盟国との特恵的な貿易取り決めを

享受している国々との連合協定などは、欧州における農業保護主義が高まり、国際貿易に新たな地域的

特恵が作り出されるという懸念を高めたことである。そして第三の問題は、より現実的に、加盟国の国

別の関税を対外共通関税に 1959 年から段階的に置き換えることは、それまでのガットの交渉で譲許し

た関税率の変更を伴うものであり、従来確立されていた譲許のバランスが崩れる可能性があることであ

った（ジョスリンら 1998、pp. 59-60）。 
147 1959 年に米国国務省経済問題担当次官のＤ．ダグラス・ディロン開催を提案したことからこの名があ

る。その第一段階の交渉はＥＥＣの関税譲許に関する再調整に関するもの、第二段階の交渉は通常の関

税引き下げに関するものであった（ジョスリンら 1998、p. 61）。 
148 その理由は、第一に少なくとも西ドイツとオランダは自由貿易の信奉者で、特に工業製品についての

関心が高かったこと、第二にＥＥＣの創設が第三国や全体としての国際貿易制度を害するものではない

ことを示したい意図があったこと、第三にこのガット交渉はＥＥＣにとってＥＦＴＡ（欧州自由貿易連

合）との交渉に有利に働くと考えられたことであった（ジョスリンら 1998、p. 62）。 
149 ＥＥＣは、この交渉において主として関税で保護されていた若干のマイナーな農産物と加工食品の対

外共通関税を引き下げ、新税率で譲許（バインド）することに合意した。ここに含まれていてＥＥＣが

関税のゼロバインドをした大豆、大豆ミールなど米国産の大豆及びその製品は、当時の予想をはるかに

超えて欧州への輸入が増大することとなった（ジョスリンら 1998、p. 64）。 
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ＡＰの導入を控えていたＥＥＣは、従来の関税に取って代わる可変課徴金につ

いての上限のバインド150や、欧州市場に対する重要農産品のアクセス保証とい

った米国の要求を受け入れなかった。米国は、対立が先鋭化してラウンドが崩

壊する危険を避け、むしろ交渉を終結させることによって欧州が工業品の関税

同盟と農産物の共通市場の創設に進むのを許容し、より広い視点から欧州の経

済統合と軍事的政治的協力を拡大深化させることを選んだ。こうして、この決

断をした米国のケネディ新政権は欧州がＣＡＰの導入に踏み出すのを黙認した

のであるが、このラウンドの終結前に、はるかに大規模で野心的な多角的貿易

交渉に欧州を引っ張り込み、共通農業政策と対決するというシナリオを描いて

いた。 

 

【ケネディ・ラウンド：輸出拡大へ欧州の農業保護を削減する試み】 

 1961年 1月にケネディ大統領が就任した頃の米国は、自由世界の盟主であっ

たが、その経済的パーフォーマンスは揺るぎ始めていた151し、他方、復興を果

たし経済同盟を形成・拡大しつつあった欧州経済は強化され、「欧州」が明確な

アイデンティティを持ち始めていた152。このような状況下で米国は、欧州と新

しい同盟関係を形成し、その中で政治的軍事的な敵を抑止し、世界の通貨及び

貿易の取決めを管理し、第三世界の開発を促進するための負担を分担できるよ

うにしていく必要があった。特に米国は、その安全保障上の義務や民間海外投

資、そして開発協力を維持するためには、国際収支の黒字を確保しなければな

らず、この上で農業は潜在的に貢献できる主要部門であると考えられていた153。

このため、農業政策の手段としても、輸出向けの基礎的産品については、高い

支持価格と輸出補助金を直接支払い（事実上の不足払い）に切り替える改革が

行われ、価格支持水準は大幅に引下げられた。米国の農業政策及び農産物貿易

政策は、輸出拡大に成功することを主たる目標として進められていった154。か

くして 1961年から 1964年まで行われた「ケネディ・ラウンド」は、台頭する

欧州と新しい政治、軍事、経済のパートナーシップを固めようとする米国の狙

いを通商政策面で実現しようとするものだったが、その中心はやはり農業であ

                                            
150 かつてＥＥＣ諸国が上限を固定していた農産物に対する譲許関税を廃止し、共通農業政策に基づく課

徴金への切り替えを行った際に、課徴金の限度についての約束を交わさなかったことは注目に値する。

すなわち米国は、ＥＥＣの成立による欧州西側陣営の強化を自らの利益と考えて、共通農業政策の導入

を暗黙のうちに認めたと考えられている（中野ら 2001、p. 50）。 
151 米国の金保有高は外国が保有しているドル債権の総額を下回っていたし、国際収支も赤字であった（ジ

ョスリンら 1998、p. 71）。 
152 欧州の中では政治、経済及び安全保障問題について、米国の影響力が削減されるべきという声が出始

めていた（ジョスリンら 1998、p. 71）。 
153 この当時、農業部門は既に商品貿易の黒字を生み出していたし、農業部門における米国の全般的な比

較優位は、その生産性に確固とした基礎を持っていた。さらに、輸出が農業所得に対するますます重要

な貢献者になっていた。 
154 ジョスリンら （1998）pp. 71-72。服部（2010）p. 84。 
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った。自国の農産物輸出市場を欧州に確保・拡大することは米国にとって、国

際収支の改善や農業所得の確保という国益につながるものであり、同時に世界

の貿易システムを多角的自由主義の方向に向かわせ、ＥＥＣの共通農業政策に

内在する保護主義を押し戻すことができるかどうかという重大な意味も有して

いた。このようにケネディ・ラウンドは実際上、米国とＥＥＣとの交渉だった

のである155。米国の行政府は、米国議会および国内に対するメッセージとして、

このラウンドの主要な目的は欧州の農業保護の削減であると明確に発言し、米

国議会は、米国の農産物輸出を阻害する「可変輸入課徴金」を用いる国に対し

て報復措置をとる権限を大統領に与え、これによって農業分野における議会の

意図を明らかにした。一方、欧州内では農業大国であるフランスが、ＣＡＰが

自らの描く構想に沿って形作られ、共同体の農業が保護される場合にのみ、そ

れに見合って工業品についての自由貿易を受け入れると強硬な姿勢をとった156。

ケネディ・ラウンドは世界貿易のさらなる自由化の試みとして全体としては成

功したとみられている。関税の一律引き下げという新しい手法が用いられ、鉱

工業品の関税の 35％という大幅引き下げが実現した。これと同時に、同ラウン

ドのいま一つの特質は、交渉範囲の拡大であった157。非関税措置（ＮＴＭ）に

ついての作業も開始され、アンチダンピング規約も成文化されて、次の東京ラ

ウンドにおけるＮＴＭへの大攻勢の土台が構築された。しかし、農業について

の成果158は、実際たいしたものでなかった。このラウンドでは、農業分野で公

言された目標、すなわち「保護主義的な国内農業政策によってもたらされてい

る貿易の歪曲を軽減し、効率的な輸出国に対して輸入市場における改善され保

証されたアクセスを提供する」との目標を達成することはできなかった。この

ラウンドの終了までに、ＥＥＣの高度に保護主義的なＣＡＰは創設され、実施

                                            
155 上記のような米国の意図の傍ら、ＥＥＣも当時、自らが「外向き」であることを示したがっていた。

その内部の西ドイツは、対外的な貿易交渉への参加を共通の域内政策を固めていく前提と考えていたし、

ＥＦＴＡ諸国は多角的交渉を、欧州における貿易転換の危険を最小限に抑える手段とみていた。他方、

米国と欧州以外では、日本を国際貿易制度の中でどのように位置づけるかを多角的枠組みの中で取り組

む必要があったし、小規模の農産物輸出諸国は自らの農産物の欧州や北米、日本市場でのアクセス改善

を強く望んでいた。また、開発途上諸国は直面している貿易条件の改善を望んでいた。このように大半

の国が交渉の開始に積極的なインセンティブを持っていたのは事実である（ジョスリンら 1998、pp. 

72-73）。 
156 フランスはその基本的な立場として、ＣＡＰが次の 6 つの中核的な特質を備えたものになることが必

要とした。①共同体の農業が保護されること、②共同体の農民が欧州市場において販売上の特恵を与え

られること、③穀物価格が統一され、フランスの生産者が受け入れ可能な水準に定められること、④Ｃ

ＡＰについて共通財政負担がなければならないこと、⑤第三国の輸出国に対してアクセスの保証がなさ

れてはならないこと、⑥これらの事項に関する共同体 6 か国間の合意が来るべき国際貿易交渉において

崩されてはならないこと（ジョスリンら 1998、p. 76）。 
157 交渉に当たっては、関税、農業、非関税障壁、低開発の 4 つの小委員会が設置された（中野ら 2001、

p. 51）。 
158 農産物及び食料品の関税が若干引き下げられたこと、そして国際穀物協定（小麦貿易規約を含む）が

できたことであったが、小麦貿易規約は米国交渉団の大きな成果であったにも関わらず、その価格条項

は実効性を持たず、失望に終わった（ジョスリンら 1998、p. 92）。 
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に移された。北米、日本及び欧州自由貿易連合（ＥＦＴＡ）諸国は、自分たち

が輸入する農産物にその市場を開放しなかった。どの国の政府も、その国内農

業政策の立案、手法及び運営の自律性に対して制約を受けることにはならなか

った159。 

 

【激動の 1970年代：食料危機と世界市場の拡大】 

 ケネディ・ラウンド後の国際貿易も問題山積160であったし、その後の 1970年

代は、戦後の世界システムの激動の時代であった。この激動を受けて忍び寄る

保護主義の動きに対し、貿易自由化のモーメンタムを維持することが重要と考

えられた。このような中で次のラウンドの準備が進む中、1971年のドル・ショ

ックは、戦後資本主義の繁栄を単独で支えてきた米国が、国際通貨体制の指導

権を放棄したことを意味し、米国の覇権は軍事的・政治的のみならず経済的に

も動揺することになった。また、これに続く２次にわたる石油ショックも、世

界に戦後国際経済体制の限界を突き付け、先進工業国における高度経済成長の

終焉と安定成長への模索、南北の経済格差問題への取り組みの契機となった161。

さらに、食料・農業の世界では、1971～1972年の世界的同時不作以来、食料・

農産物の国際価格が急騰し、世界的食料危機162が現出し、世界の食料需給はそ

れまでの余剰状況から一転して不足かつ高値状況に変わり、折からの東西間の

緊張緩和（デタント）のもと、ソ連の米国穀物の大量買い付けを契機に、中国

なども含めた「世界の」穀物市場が爆発的に拡大した。そしてこれに伴い、特

に米国の穀物輸出及びその世界に占めるシェアも急拡大した163のである。そし

てこの背景には、1960年代終わりから米国内で検討されていた輸出促進のため

の戦略があり、その中で農業の分野は米国にとって特に優位性があって重要な

分野と位置付けられていた事実があるといわれる164。また、既述のように、1974

                                            
159 ジョスリンら （1998）p. 92。 
160 これらの問題としては、①大部分の国において非常に多くの高関税が残っていたこと、②多くの非関

税措置が引き続き貿易をゆがめていたこと、③ＥＥＣへの英国の加盟が控えていたこと、④特恵的貿易

協定の網が拡大することが予想されたこと、⑤一部の中所得国が急速に工業化してきたこと、⑥中央計

画経済諸国との経済的取引が増大してきたこと、などがあり、これらはいずれも世界の政治・経済秩序

の変化との関連で国際貿易制度の仕組みを再検討しなければならない事項と考えられた（ジョスリンら 

1998、p. 95）。 
161 山川出版社（2008）p. 545。 
162 世界の穀物価格の高騰によって、食料品主導のインフレと西側諸国における畜産の産地移動、食料輸

入国における商業的穀物輸入コストの上昇、譲許的な条件による供給に依存している諸国に対する食料

援助の削減、そして世界の多くの地域における貧しい人々の飢餓と栄養不良の増大などが引き起こされ

た（ジョスリンら 1998、p. 98）。 
163 服部（2010）pp. 91-98。フリードマン（2006）p. 32、p. 36。 
164 1960 年代の終わり、ニクソン政権で検討されたこの戦略で、新たな農政の方向付けに最も重要な役割

を果たしたのが国際貿易投資政策委員会（Commission on International Trade and Investment Policy）

であり、この委員長がＩＢＭのアルバート・Ｌ・ウイリアムズであったことから、「ウイリアムズ委員

会（the Williams Commission）」とも呼ばれている。この報告書（1971）は、世界経済の基調の変化

が生じたことを認めながらも、先端技術製品（とりわけ資本設備と兵器とコンピューター）及び農業（特
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年にキッシンジャーによって作成されたＮＳＳＭ 200文書165でも「米国の農産

物を売る市場を開拓するために食料援助や貿易自由化を追求すること」と、そ

れまでの食料援助戦略からこのあと貿易自由化戦略によって、拡大した世界の

農産物市場の獲得に乗り出していくことが示唆されている。また、この時代、

ソ連や中国を世界経済に引き戻すとの外交戦略に奉仕すべきものとして、米国

の対外農業政策（又は農業貿易政策）が、農務省の管轄下から国務省の管轄下

へ移されている166ことも、この時代の農業政策の大きな質的変化を物語ってい

る。このような状況の中で、1970年代に行われた貿易交渉は、変化した世界の

文脈の中で、国際経済秩序を改革するための相互に関連した一連の交渉の一部

という位置づけになった。また、東京ラウンドが始まるまでの助走期間に起き

た世界食料危機を契機に、世界の食料システムの機能は世界秩序の問題となっ

た。このシステムの機能不全の問題を取り上げる主たる場になったのは、1974

年にローマで開催された「世界食糧会議」167であったが、国際的な食料危機の

ある種の側面は、1973年 9月に開始された「東京ラウンド」の多角的貿易交渉

（ＭＴＮ）の議題の一部168となり、さらに世界経済における開発途上国の位置

づけについての討議169の多くが、ＭＴＮと並行して国連の中で行われた。 

 

【東京ラウンド：欧州共通農業政策への攻勢とその失敗】 

 米国にとっては、1970年代に入った時点で農産物貿易改革が死活的に重要に

なっていた。農業は、米国が自由貿易を志向している数少ない有力な産業部門

の一つであったからである。しかし、米国政府が「東京ラウンド」貿易交渉に

乗り出すには米国産農産物の輸出機会の拡大が実現できるとの見通しが必要で

あった。このため 2つの報告書で、農業は米国が明らかに比較優位性を有して

いる産業であるにもかかわらず、その優位性が他の諸国の農業及び貿易政策に

                                                                                                                                
に、穀物と大豆のような油糧種子）の二つの分野では、米国が世界の生産と貿易について優位を保って

いると的確に指摘していた。そして中でも農業の輸出攻勢が決定的な役割を演じるものとされていた

（バーバックら 1987、pp. 41-43）。 
165 Kissinger (NSC) (1974)。 
166 フリードマン（2006）p. 33。 
167 米国のキッシンジャーの提案により国連主催で開催され、この「成果」として農業に関するＦＡＯ以

外の国際機構が複数設立されるなど、それまでの国際的な食料・農業のシステムを大きく変更する契機

になった。このことについては後の各章で詳述する。 
168 ここで議題に含まれていた内容は、①世界の食料品市場の安定性を高めるため一次産品の国際市場の

管理が果たすべき役割、②市場条件の変化に対応した調整及び途上国に対する食料援助の供与のための

公平な負担を確保する貿易取り決めの創設、③途上国が食料輸入の増大のための経費を賄うのに十分な

外貨を輸出によって取得できるようにする必要性、そして、④国内食料品価格の上昇を相殺するために

一部の国が課した輸出制限をより強力な国際的規律の下に置く必要性、であった（ジョスリンら 1998、

p. 98）。 
169 例えば、国連は 1970 年代を「第二次開発の 10 年」と宣言し、1974 年 4～5 月の国連総会第 6 回特別

会期においては「新国際経済秩序（ＮＩＥＯ）」の創設に関する決議が採択された（ジョスリンら 1998、

p. 99）。 
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よって阻害されていることが明らかにされた170。しかし 1970 年代の初めには、

欧州と日本はともに、グローバルな貿易交渉には熱心ではなかった。欧州共同

体の政治的エネルギーは共同体の拡大やかつての植民地との連合協定の締結の

方に向けられていた。そして欧州共同体の指導者には、どのような包括的貿易

交渉であっても共通農業政策が攻撃の対象となることが分かっていたし、「欧州」

という構築物が崩壊しないようにするためにはその攻撃に何としても耐えてい

かなければならなかった。また日本は、貿易交渉の成功によって多くの利益を

得られる立場にあったが、その統治制度の特徴171ゆえに世界の貿易制度の改革

に積極的な役割を果たすことが困難であった。加えて、日本は既に農産物の恒

常的な輸入大国であったので、農産物輸入規制の政策を変更する必要はほとん

どないと考えていた172。 

かくして交渉の焦点は米国及びＥＥＣに集中した173。しかし交渉組織174が立

ち上がった 1974年の早くから、米国議会の妨害に対する懸念175と農業グループ

の権限をめぐる争い176によって手詰まり状態となり、これは 1977年 7月の米国

とＥＥＣの会合において、米国の歩み寄りによってようやく解消された177。東

                                            
170 Petersen (1971) 及び the William Commission (1971)。 
171 ジョスリンらは、日本の特徴として、①重商主義的倫理、②コンセンサスによる政治、③官僚制によ

る所管分野の利益擁護、の 3 つを挙げている（ジョスリンら 1998、p. 102）。 
172 またジョスリンらは当時の日本に関して、「自国が必要とする食料を世界市場から調達する経済的手段

を持っていたので、世界の食料安全保障に対する止むにやまれぬ関心を持っていなかった」とも評価し

ている（ジョスリンら 1998、p. 102）。 
173 この東京ラウンドにおいて全般に、日本や残りの先進諸国は主要な役割を果たさなかった。しかし開

発途上諸国は、1970年代の初期を特徴づけた一次産品市場の混乱や地球の成長の限界に関する懸念を利

用することによって、貿易制度における自らの地位の改善を交渉の議題とすることに成功した（ジョス

リンら 1998、p. 102）。 
174 交渉の進捗を監視する「貿易交渉委員会（ＴＮＣ）」が設立され、そのもとに 6 つの小委員会（関税、

非関税措置（ＮＴＭ）、セーフガード制度、分野別措置、熱帯産品及び農業）が設けられた。これらの

小委員会は、後に「グループ」と呼ばれるようになった（ジョスリンら 1998、p. 106）。また、前記の

6 つのグループのうち、非関税措置グループの下に５つ（数量制限等、スタンダード等、関税評価等、

補助金・相殺関税、政府調達）、農業グループの下に 3 つ（穀物、食肉、酪農品）のサブ・グループが

設けられた（中野ら 2001、pp. 52-53）。 
175 米国政府が議会から適切な交渉権限を確保するまでは実質的な交渉は始まらなかった。このための「フ

ァースト・トラック手続き」が米国で法律によって定められたのは 1975 年 1 月であった（ジョスリン

ら 1998、p. 107）。貿易交渉の中心が関税からいわゆる非関税障壁に移ったことで、それまでの関税に

関する交渉権限に加えて、非関税障壁に関する交渉権限を議会から得る必要が生じた。このことは曲折

を経たのち、1974 年通商法において、①大統領は、非関税障壁通商交渉に入る少なくとも 90 日前まで

に、交渉の意図を議会に提出しなければならない、②議会は、（協定締結後）実施法案が提出されてか

ら 60 日以内に採決する。ただし、委員会でも本会議でも修正提案は認められない、とする手続きが決

定された（ファースト・トラック手続き：Fast-Track System）（服部 1990、pp. 121-122）。 
176 米国は当初、農産物貿易の制限・歪曲に関する交渉を別建ての交渉にすべきではないとしていた一方、

ＥＥＣは、農産物貿易は農業グループの中でのみ取り上げられるべきとの主張に固執した(ジョスリンら 

1998、p. 108)。 
177 米国は、ＭＴＮはＥＥＣの「いかなる構造的農業政策もひっくり返すつもりはない」旨、及び農業は

工業とは「異なって」いるので、工業と「並行して」交渉することが可能であると述べることによって

ＥＥＣに歩み寄った。その見返りとして米国は、東京ラウンドを完了するための明確な時間表及び農業

について「実質的な成果」が得られるという了解を手に入れた（ジョスリンら 1998、p. 109）。 



151 

 

京ラウンドはいくつかの特筆すべき成果を上げたといわれ、その中でも特に国

際市場の狂乱的な状況の中で国内からの保護主義的な要求に抵抗することがで

きたことが挙げられる。しかし、最も明白な成果としては工業品のアクセスの

改善と、主として国境の内側で運用されている政策の貿易に対する影響を把握

する課題に着手したことが挙げられる程度で、米国が当初から求めた結果とは

程遠かった。この理由としてＥＥＣと日本が国際的制度の維持のための責任感

に欠け、米国と戦略的ビジョンを共有せず、国内制度を守ることに専ら関心を

注いだことが挙げられているが、最も大きかったのは農産物貿易問題への対応

に失敗したこと178であろう。1970年代のＥＥＣではＣＡＰがちょうど軌道に乗

ろうとしていたところであり、その根本的修正が政治的に不可能だったからで

ある。加えて、米国が当初焦点を当てていた穀物部門のアクセスおよび補助金

競争の問題は、その後世界の穀物市場で出現した不足、高価格及び輸出額の急

増の結果、その緊急性が薄まってしまった。このような背景のもと、ラウンド

終結時の米国カーター政権は、農業についての別建ての交渉について欧州の要

求を受け入れるとともに、ＣＡＰの抜本的修正は求めない旨を公に表明するこ

とによって、農業の支持及び保護に関する効果的な合意よりも東京ラウンドの

成功を望んでいるというシグナルを送った。その結果、東京ラウンドで非違関

税措置に関する統一ルール策定を目指して行われた交渉と、とりわけ米国によ

る攻撃にもかかわらず、ＥＣの輸入課徴金制度は無傷で東京ラウンドを通り抜

けてしまった179。そしてこののち、国際社会が農産物貿易の「抜本的改革」を

検討することができる状況は、次のウルグァイ・ラウンドで初めて実現した180。 

 

【1980年代の農業不況と欧州との補助金付き輸出競争】 

 1970年代は食料危機によって始まり、また世界の食料市場が大きく拡大した

こともあって、「農産物貿易の大問題」は、過大な補助や市場アクセスの欠如よ

                                            
178 この中には国際小麦理事会（ＩＷＣ）における国際小麦協定（ＩＷＡ）の交渉が含まれており、1977

年に就任したカーター政権はこれに意欲を持って取り組んだ。目的は市場の安定化、食料安全保障、及

び負担の分担で、経済条項を持った協定を目指したが、結局失敗した。この交渉に関して、ＥＥＣはＣ

ＡＰを運営していくための安定した枠組みを欲し、商業的輸出国は他の諸国が国際市場条件に即応して

国内の価格政策や在庫を調整するとともに開発途上諸国に対する食料援助費用をもっと分担すること

を望んでいた。また、先進輸入国は供給保証を望んでいたし、低開発輸入国は供給保証に加えて高価格

に対する保護や食料援助量の維持を望んでおり、これがいかに困難な交渉であったかがわかる（ジョス

リンら 1998、pp. 116-117）。 
179 ただし、東京ラウンド開始前に 650 項目を数えた非関税措置は約 150 項目減少し、非関税措置に関す

る国際ルール（「東京ラウンド諸協定」）の策定は、補助金・相殺関税、ダンピング防止税、政府調達、

輸入許可手続き、貿易の技術的障壁など 7 分野においてまとまり、その成果は大きかったとされた（服

部 1990、pp. 127-129）。なお、農産品に関する商品協定交渉では、①穀物協定交渉が妥結に至らず、②

国際酪農協定は強制のための規定や在庫・生産調整のための明示的規定を欠き、③牛肉に関する国際協

定には経済条項・規制条項が皆無で、結局これらは国内政策や国際市場への影響力をほとんど有さない

約束にとどまった（中野ら 2001、pp. 53-54）。 
180 ジョスリンら（1998）pp. 124-127。 
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りは、世界的な食料不足と供給に対する信頼性のあるアクセスの不在であった。

しかし 1980 年代になると逆に国内支持政策に起因する供給過剰と世界の輸入

需要の停滞から世界の農産物市場が軟調181となり、国際価格は大きく下がった。

このような国際市場と国内政策の状況のもとで、農業政策の財政的負担が急上

昇し、特に米国は深刻な農業不況に陥った182。また、ＥＣでも共通農業政策（Ｃ

ＡＰ）を抑制的に運営することができず、農業に対する財政負担は増高し、補

助金付き輸出は米国などの既存の輸出市場を侵食するまでになった183。これに

対して米国も、1985年農業法で輸出拡大計画（ＥＥＰ）を開始し、ＥＣに対し

て「補助金付き輸出競争」で正面から対決するに至った。そしてこのように深

刻な国際的農産物貿易問題の解決策を探求する場として、1980年代にガットに

対する関心が再び高まったのである184。このような中、農業政策に対する危機

感から、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）においては、1982年に農業政策と貿易

に関する分析的作業185が開始され、他方ガットにおいては、同年の閣僚会議を

機に、農産物貿易問題を明示的に取り上げた最初のガット機関である農業貿易

委員会（ＣＴＡ）が設立されて、新ラウンドにおける農業交渉の前触れとして

の役割186を果たした。 

 米国における深刻な農業不況187や欧州と米国の間の補助金付き輸出競争（貿

易戦争）などの農産物貿易問題を背景に、1980年代初頭から新ラウンドへの機

                                            
181 1970 年代に拡大してきた世界の農産物貿易は、1980 年代に入ると縮小に転じた。世界の穀物輸出は

1981 年の 2 億 3529 万トンをピークに、1986 年には 2 億 0465 万トンまで縮小した（中野ら 2001、pp. 

55-56）。 
182 この時期、米国産農産物はドル高・高金利の影響で国際競争力を失い、1980 年代前半の間に農産物輸

出額は約 4 割減少と、大きく落ち込んだ（中野ら 2001、p. 56）。 
183 1970 年代にＣＡＰの下で農業生産と農産物輸出を拡大してきたＥＣは、1980 年代に入ると穀物の純

輸出地域に転じた。ＥＣの穀物純輸出は 1981 年の 590 万トン（18 億ＥＣＵ）から 1986 年には 1540

万トン（24 億ＥＣＵ）へと膨張し、対米農産物輸入額は 66 億ＥＣＵから 26 億ＥＣＵへと激減した。

これによって、1970 年代まで米国産農産物の顧客であったＥＣは、「商売敵」へと変貌した（中野ら 2001、

p. 56）。 
184 ジョスリンら（1998）pp. 129-133。 
185 この時ＯＥＣＤが始めた作業は、それまで農業のような争いの対象となる問題についての消極的な態

度を一変させ、各国が農業に与えている補助の度合いの測定手法として、10 年前にＦＡＯのためにジョ

スリンによって開発されていた生産者補助相当額（ＰＳＥ）と消費者補助相当額（ＣＳＥ）という概念

を採用しての分析となった。また、諸々の政策が貿易に及ぼす数量的影響は、ＯＥＣＤ農業局の内部で

開発された多次元商品貿易モデルを用いて推計することとなった。ＯＥＣＤ農業局の人員と資源の相当

部分が 1983 年から 1985 年まで、この野心的な分析作業に投入された。そしてこの成果として、ウル

グァイ・ラウンドが開始された直後の 1987 年に一連の印刷物（全般的な結果を示した総合報告は『国

内政策と農産物貿易』（1987）ＯＥＣＤ）として発表された（ジョスリンら 1998、pp. 134-136）。 
186 CTA は、1982 年のガット閣僚会議で、農業問題について検討するガットの新しい機関として設立さ

れ、オランダ出身のアート・ドゼウ（後にウルグァイ・ラウンド農業交渉議長を務めた人物）を議長と

して、ガットの農業関連のルール改善のためのさまざまな選択肢をどのように交渉することが可能かに

ついて討議した。それらの中には輸入措置（特に第 11 条 2 項（ｃ）の農産物に関する数量制限の規定）、

輸出措置（特に、第 16 条 3 項の、農産物についての輸出補助金を一定条件の下で合法とする規定）、及

び国内補助金（ガット上、通報や競技に関する規定（第 16 条 1 項）のほかには特別の規則は定められ

ていなかった）が含まれていた（ジョスリンら 1998、pp. 143-159）。 
187 服部（2010）pp. 115-119。 
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運が醸成され、新たな交渉の準備と枠組みの形成が進んでいった。それは、後

にウルグァイ・ラウンド農業交渉の枠組みになっていく、市場アクセス、輸出

補助金、国内補助金という 3 つの分野188の重要性を強調するものであり、当然

ながら最も強力かつ関心の高いアクターである米国の対外政策の意図を反映す

るものであったと考えられる。市場アクセスに関しては、第 11条 2項（ｃ）は、

ガットの「関税だけ」という原則に対し、農業にとっては潜在的に重要な例外

であり、締約国が多種多様な非関税措置により国内保護を行うことを防ぐこと

ができなかった189。輸出補助金に関しては、第 16条 3項によって、輸出補助金

の一般的な禁止に対する顕著な例外が農業に対しては認められていた190。また

国内補助金に関しては、農業に対する特別の例外は置かれていなかった一方で、

そもそもガットの規則はこの分野で有効な規律を全く持っていなかった191。そ

してこのような問題意識をもって準備されたウルグァイ・ラウンドは、世界の

農業分野に対して、それまでのラウンドとは全く異なる、広範で強力な影響を

もたらすことになる。 

 

【ウルグァイ・ラウンド：貿易ルールの国内農業政策への浸透】 

 ウルグァイ・ラウンド貿易交渉は、結果的には 1986年 9月から 1994年 4月

までの 7年半にわたる長期の交渉になったが、交渉の遅れの大きな原因は、や

はり農業問題であった。このラウンドの起源は 1980年初め、北東アジア諸国が

欧州及び米国への輸出市場開拓に成功するのに伴って高まる保護主義の圧力に

対応して、米国政府が多角的貿易制度の包括的な交渉に対する支持の点検を開

始したことにさかのぼる。日本においてはその輸出の成功もあって多角的貿易

体制への関心が高まったが、ＥＣは東京ラウンドの終結後、もう一度ガット・

ラウンドを開催することにそれほど熱意を示さず、むしろ共通農業政策に対す

る不可避的な攻撃の方を恐れていた。しかし米国は、新しい交渉の必要性につ

いて固い信念を持ち、自国に有利な分野である農産物に加えて、米国が主導的

な輸出国であるサービス貿易、知的所有権の保護（著作権、特許権など）、外国

の投資政策について、ラウンド交渉の問題に加える心づもりであった192。 

 実際に行われたラウンドの準備の中で、とりわけ重視された問題は、従来の

ラウンドの主流から外れていた 2つの重要な部門、すなわち繊維と農業の 2部

                                            
188 実際はＣＴＡの段階から、「検疫衛生規則」という第 4 の分野の重要性も議論・勧告の対象となってい

た（ジョスリンら 1998、p. 162、p. 164）。 
189 ただし、この例外は非常に狭く制限され、紛争におけるパネルの解釈も非常に厳密に行われたため、

利用される余地は非常に少なかった。 
190 この例外をうまく利用することに対する制約は初めから弱かったので、締約国政府は国内政策の目的

にかなっていると見たときは基本的に自由に輸出補助を行った。 
191 したがって、各国政府は広範な国内補助金を自由に交付していた。 
192 ジョスリンら（1998）pp. 168-170。 
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門をガットにより整合したものにすることであった。多国間繊維協定（ＭＦＡ）

に基づいて数量貿易制限の網の目でカバーされていた繊維部門193は無差別及び

関税のみというガットの原則から最も遠く離れていたし、既述のように農業部

門は定義があいまいで実効性を持っていない規則に関わる諸問題を有しており、

かつ米国の関心も高く、農業に焦点を当てるべきであることは明白であった194。

1986 年 9 月に開始されたウルグァイ・ラウンド（ＵＲ）交渉は、「物の貿易」

と「サービス貿易」の 2 本立て195で交渉されることとなり、また農業について

は「物の交渉グループ」の中に「農業交渉グループ」を設置して行われる196こ

ととなった。そして農業交渉の第一段階では、話し合いのための枠組みを定め

る「モダリティ」の議論が行われたが、ここで米国は「全ての貿易歪曲的な農

業計画を 10年以内に撤廃する」という劇的な提案を行って、たちまち激しい論

争が巻き起こった。 

 そもそもＵＲが開始される前から、農業交渉について新しいアプローチが必

要であるとの認識は広く共有されていた。主要な貿易国の「農産物価格支持政

策」が農産物貿易問題の根源にあること、したがって、貿易条件の目に見える

形での改善のためには、主要先進国における価格支持政策を修正することがと

りわけ必要だったのである。しかし、そのような変更がいかにして可能かにつ

いては明らかではなく、したがって、ラウンドの交渉枠組みの探求は、国内政

策に対する制限を国際的な貿易規則の中に組み入れていく最も適切な方法を探

求することであった197。実際、国内政策に対する制限への道は、いろいろな方

法をとる可能性があった。第一には、貿易規則の変更を通ずる間接的な方法198、

第二には、貿易手段と貿易障壁の水準について交渉する方法199、第三には、国

内で運営されている農業政策手段の変更を求める合意を探求する方法200、そし

て第四には、農業政策による支持の総体的な水準の段階的引き下げについての

                                            
193 開発途上国にとっては、ＭＦＡの撤廃が優先項目の上位を占めていた（ジョスリンら 1998、p. 171）。 
194 そしてこれらに加えて「新たな交渉分野」として登場したのが、やはり米国の関心の高いサービス貿

易、知的所有権及び貿易関連投資措置の 3分野であり、更にこれらに加えて、補助金及びアンチダンピ

ング条項の強化、紛争処理手続きの改善などの問題もリストアップされた（ジョスリンら 1998、p. 171）。 
195 ＵＲ開始 2 か月前に、物の分野での譲許とサービス分野での譲許はリンクしないとの合意がなされた

（ジョスリンら 1998、p. 172）。 
196 同じくＵＲ交渉開始 2 か月前に「農業に関する了解」が成立し、それまで「輸出補助金の撤廃」が言

及されていた案が削除された（ジョスリンら 1998、p. 172）。 
197 ジョスリンら（1998）pp. 203-204。 
198 この方法は、例えば最も問題のある保護手段を最も頻繁に使用してきた国に焦点を当て、非関税障壁

の撤廃や変更、輸出補助金の撤廃などを交渉し、これらを通じて国内価格支持政策に対して直接交渉で

はなく間接的に圧力をかけるといったものが考えられる。 
199 この方法は、同じく最も問題のある保護手段を頻繁に使用してきた国に焦点を当て、関税引き下げ、

関税割当ての緩和、輸出補助金水準の引き下げなどを交渉し、これらを通じて国内価格支持政策に対し

て直接交渉ではなく間接的に圧力をかけるといったものが考えられる。 
200 この方法は、例えば国境の内側で運営されている農業政策による支持を、より貿易歪曲度の少ない方

法で行うことができるように、不足払いから生産と切り離された所得支払いに切り替えるような合意を

探求するといったものが考えられる。 
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合意を探求する方法201であった。ここで大方の見方は、貿易障壁のみに焦点を

当てた方法は十分ではないというものであった。それはＥＣの可変課徴金やカ

ナダの輸入数量制限のような貿易障壁は、これら先進国の国内農業政策の一環

に深く組み込まれているので、これら政策の抜本的な変更をしなければ意味の

ある変化は生まれないと考えられたのである。しかし、国内政策の変更につい

て直接交渉することは、国家主権の問題に踏み込みすぎて困難が大きすぎるお

それがあった。米国自体の中でも、農業団体は「農業政策はジュネーブではな

く、ワシントンで策定されるべき」と主張していた。そのような中で、1987年

から 1991年までの農業交渉は、これら 4つのアプローチの間の適切なバランス

を延々と探求することに費やされた202。交渉の進捗を点検する中間合意は 1989

年 4月にようやく形成され、各国の対立を背景に農業の支持・保護に関する長

期目標は削減でも撤廃でもなく「相当程度の漸進的削減」との玉虫色の表現と

なったが、同時に国境措置、国内支持及び輸出補助の 3分野を交渉対象とする

ことについても合意された203。そして最終的に、上記 4つのアプローチは全て、

ＵＲ農業交渉の最終パッケージに取り入れられることとなった。すなわち、第

一の貿易規則アプローチは「関税化」及び「輸出補助金の禁止」という形で、

第二の貿易障壁削減アプローチは「関税削減」、「輸入アクセス拡大」そして「輸

出補助金削減」という形で、第三の国内政策規則アプローチは国内補助の「緑

の箱」などへの分類の形で、そして第四の総体的な支持削減アプローチは「Ａ

ＭＳ」として測定された国内政策手段の総体の削減という形で、それぞれ実現

した204。振り返ってみると、ＵＲ農業交渉の焦点は、それまでの累次のラウン

ドでの困難な農業交渉の経験を踏まえたうえで、国内政策についての交渉か貿

易手段についての交渉か、さらに規則の変更か水準の削減かという問題に焦点
205が当たり、これらの間の緊張が米国とＥＣの間での継続的な話し合いの中心

命題だったのである。米国は、この時代の対外農業政策の焦点を、明らかにＥ

Ｃの域内農業政策に当てていた。米国は、ＥＣの域内支持価格が高すぎるため

                                            
201 この方法は、例えば国内農業政策による支持の総体的な水準としてＰＳＥなどの計量手段を使い、そ

の値の段階的削減についての合意を探求するといったものが考えられる。 
202 ジョスリンら（1998）pp. 204-205。 
203 この間の農業交渉では、農産物貿易の基本原則をめぐって、農業分野も原則的にすべて市場原理に従

うべきであるとする米国及びケアンズ・グループの主張と、市場原理の徹底は非現実的であるとするＥ

Ｃ、北欧諸国及び日本等の主張が対立した（中野ら 2001、p. 56）。 
204 ジョスリンら（1998）p. 205。 
205 千葉は、この点について、ＵＲ交渉の結果のうち何よりも重要なことは、国内支持政策についてＷＴ

Ｏ協定に基づく分類と削減が約束された点にあるとする。すなわち、これによって国内農業政策はＷＴ

Ｏの規律下に置かれることになり、政策選択の自由度は大きく制限されることになったこと、すなわち

削減対象外の「緑」の政策は、研究・普及・基盤整備・備蓄など政府が提供する一般サービス、及び生

産者に対する直接支払いのうち生産に関連しない所得補償、災害対策、環境施策、条件不利地域支援等

に限られ、これら以外の農業支持施策を新規に導入することは極めて困難になったことを挙げ、国際機

関の決定が一国の国内政策を拘束しうるというＷＴＯ体制の顕著な一面を指摘している（中野ら 2001、

pp. 59-60）。 
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に、自らのアクセスが制限され、余剰生産が輸出に仕向けられて自らの市場を

侵食し、さらにこのような域内価格を維持するための手段である可変課徴金と

輸出補助金が、欧州市場を隔離し、世界の貿易を混乱させていると考えていた。

そして同じ問題が同時に他の輸出国が直面する問題でもあり、また米国がＥＣ

に対抗して実施した政策も、その他の国に悪影響を与えたのである206。 

 

【小括：米国の農産物貿易政策の変遷と国際機構】 

 以上のように、戦後米国の対外農業政策はそれぞれの時代ごとに特有の性格

を有し、またそれらが時代の流れとともに、いわば方向性をもって変化してい

ることがわかる。すなわち、戦後の国際貿易体制が検討されている中では、米

国はじめ先進諸国が有していた農業の保護を国際貿易システムの中に取り込み

国際的な承認を与えることが、米国の対外農業政策の中心的な関心事項であっ

た。しかしその結果として生じた国内農業生産の余剰は、やがて援助（譲許輸

出）の形で処理されるようになり、更にその援助は米国農産物の輸出市場の拡

大に貢献するようになる。一方、国際的に承認された国内農業保護はやがて、

欧州で誕生したＥＥＣの共通農業政策などの中でも活用され、域内農業の強化

と輸入制限さらには輸出まで拡大していく動きとなった。このため米国はこれ

に対抗して、国内政策を価格支持や輸出補助金から不足払いに変更し、国際価

格を低く保って自らの輸出競争力を強化する戦略を採用した。この流れは、1974

年のＮＳＳＭ 200文書に出てくる「米国の農産物の市場開拓のために食料援助

や貿易自由化を追求する」との米国の戦略と符合し、はじめは食料援助という

手段を用いて、そして 1970年代を境に拡大した世界市場に対する貿易自由化と

いう手段を用いて、これが推進されていった。また同時に、米国の対外農業政

策は、それまでの農務省に代わって、1970年代からは国務省が中心的な担い手

となった。貿易の自由化に関しては、欧州で共通農業政策（ＣＡＰ）が徐々に

軌道に乗ってくる中で、米国はガットの累次ラウンドで欧州の共通農業政策を

ターゲットにさまざまな攻撃を仕掛けることになる。当初のディロン・ラウン

ドではＥＥＣをまず交渉の場に引き出すこと、ケネディ・ラウンドでは農業を

議論の俎上に載せること、東京ラウンドでは関税のみならず非関税障壁も本格

的に議論することに成功した。そしてＣＡＰの支持・保護によって作り出され

た余剰穀物が補助金付きで大量に輸出されるようになると、米国は自らも輸出

補助政策を採用して欧州との補助金付き輸出競争に入ってゆく。このような状

況下で行われたウルグァイ・ラウンドで、米国は遂に関税・非関税障壁のみな

らず国内農業政策までも国際的な貿易ルールや削減の対象にすることに成功し

た。以上のように、戦後米国の対外農業政策は、一貫して自国の農産物の海外

                                            
206 ジョスリンら（1998）pp. 205-206。 
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市場の拡大を指向し、その手法は当初の余剰処理から農産物貿易自由化へと変

化していったことがわかるのである。 

 

2.2.3 農業開発政策と国際機構 

 開発援助に関する政策は、欧州、米国、日本などドナー国によってその成立

経緯や目的、手法が異なり、もともとひとまとめに論じがたい性格を有してい

る207。また、一国の開発援助政策をとった場合でも、時代の流れの中で必ずし

も一貫しているわけではなく、さらに一つの援助戦略や援助政策についても、

その中に理念と実利、国際公益と自国の国益が混在している場合が多く、公式

に語られている援助政策が必ずしもその国の「本音」であるとは限らない208。

加えて、「援助政策」の立案あるいは実施主体としては国家とともに世界銀行や

ＯＥＣＤなどの国際機構が一定の役割を果たしており、国家と国際機構は相互

に作用している209ので、開発援助政策を理解する上での複雑さは一層大きくな

っている。 

 このようなことを念頭に置きながら、本項では米国の、特に農業に関する開

発援助政策が戦後どのように展開してきたのかについて、関連の文献を参考に

考察していきたい。 

 

【農業にかかわる開発援助の始まり】 

 米国の対外援助政策の始まり210については、戦後の欧州復興のために 1947年

から始まったマーシャル・プランが、戦後の米国覇権体制の下で実施され、か

つ食料がその中で重要な役割を果たしたものとして特記されるべきであろう。

戦後復興に農産物は欠かすことのできないものだった。戦場となり、荒廃した

欧州や日本などにとって、最も緊急の問題であったのは食料不足であった。特

に西欧諸国は、「鉄のカーテン」の降りた東欧諸国からの食料供給に依存できな

くなっていたので、新たな覇権国となった米国のマーシャル援助は、欧州の復

                                            
207 平野は世界各国の開発援助の発祥について、英国やフランスは植民地政策からの転換として旧植民地

地域に対する援助政策を組織したこと、米国はマーシャル・プランに発する米国の復興援助が開発途上

国向けに転回して米国覇権の世界政策となったこと、そして日本は戦後の賠償金支払い義務に発しこれ

に代わる経済協力協定をアジア諸国と結んだこと、などと整理している（平野 2009、pp. 11-32）。 
208 下村は、開発援助に関する代表的な「理念」と「動機」について、「理念」としては「人道的価値」、

「人類の連帯への責務」、「国際的社会正義の実現」、「世界平和の構築」、「貧困の克服」、「途上国の持続

的成長の促進」、「先進国としての責務」など、「動機」としては「輸出振興・市場開拓」、「資源・エネ

ルギー・食料の安定供給」、「安全保障」、「途上国への政治的影響力」、「友好的な政治関係」、「特定の価

値、政治的規範、経済体制の普及」、「国際社会でのイメージ・アップ」などを挙げ、さらに詳細に議論

している（下村 2011、pp. 33-49、さらに pp. 51-85）。 
209 下村（2011）pp. 24-26。 
210 1941 年の「武器貸与法（Lend Lease Act of 1941）」が本格的な対外援助政策の始まりとする考え方

もあるが、これは戦争遂行のために必要なすべての物資（武器のほか、食料、生産財、輸送機械など）

を対象として行われたものであった（平野 2009、p. 20）。 
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興と再建のための食料を含む経済援助として極めて重要であった211。マーシャ

ル援助が戦後の世界に直接・間接に与えた影響は、多面的で計り知れないほど

大きく、まさに政治面・経済面を含めて戦後の世界秩序を構築した一大戦略だ

ったのである212。 

マーシャル・プランの援助資金は主に米国の物資の購入のために使われた。

欧州諸国が戦争中に外貨準備を使い果たしていたために、このプランによる資

金提供がほとんど唯一の外国からの物資購入の原資となった。1952年半ばまで

に支出された 130億米ドルのうち、26.2％は原料と半製品、24.6％は食料、飼

料、肥料、14.6％は機械、車両、設備、そして 14.6％は燃料であった213。マー

シャル・プランはあくまでも欧州の自主的なイニシアティブによる、というの

が米国の一貫した態度だったが、援助を供与する米国としても、この未曾有の

大きな援助計画の経済的な側面は、これだけ大規模な援助を行うことによる米

国国内経済への悪影響の懸念としても、またこれを契機に米国の影響力が増す

であろう欧州市場への期待としても、極めて大きな意味を持った214。 

1948年に実施段階に入ったマーシャル・プランは、政治面（理念及び国際公

共財の提供と政治的影響力の行使）及び経済面（実利あるいは国益の獲得）で

それぞれ成果を上げていた。政治面、すなわち外交政策の観点からは、マーシ

ャル・プランは明確な目標と戦略をもった政策であり、なかでもその優れた戦

略性は､欧州統合に長期的な焦点を当てたことと､対ソ戦略であった215。また経

済面から見れば、米国が他国で不足していたドルを欧州に提供し、欧州はこの

ドルで米国から不足の物財を輸入するという流れが形成され、特に米国の余剰

農産物である小麦や綿花の対欧輸出の要素が強く現れた216。経済政策としての

マーシャル・プランが米国経済にプラスをもたらした点の一つは、輸出の増大

                                            
211 猪木（2009）、pp. 64-71。 
212 永田（1990）、p. ii。 
213 猪木（2009）、pp. 64-71。 
214 欧州援助が米国経済に与える影響や米経済に対する限界を検討したクルーグ委員会の報告書の結論は、

「米国の資源には、対外援助を供与できるだけの余裕がある」というもので、援助開始の当初は小麦、

鉄鋼、石炭、窒素肥料などの基礎物資に不足を来たすが、この供給不足は調査対象となった 5年間で解

消可能と分析していた（永田 1990、pp. 111-113）。 
215 このような戦略性の特徴として挙げられるのは、経済援助を二国間から多国間ベース、それも欧州の

被援助国を一丸とした共同計画として、欧州側の被援助国の責任の下に行ったこと、欧州諸国家間の偏

狭なナショナリズムや民族対立を抑え、国と国を隔てる国境の壁をなるべく低くするという基本認識で

進めたこと、さらに米国が主導権をとって推進する戦後の国際経済秩序の中に欧州を取り込み､とりわ

け国際貿易秩序を構築することを目指したこと、などであった（永田 1990、pp. 149-151）。米国の余剰

穀物の援助輸出は、後にＰＬ４８０の下で世界中にダンピング輸出されることで世界の特に開発途上諸

国の農業に多大な悪影響を与えることになるが、マーシャル援助の段階では米国は余剰処理よりも復興

の方を重要視していたので、余剰農産物の処理を最小限に抑え、欧州農業の復興・発展に悪影響を与え

ないように配慮がなされた（フリードマン 2006、pp. 23-24）。 
216 戦後まもなくであり、西欧は伝統的な穀物の供給源である東欧や東南アジアの市場を失ったことに加

え、大生産国米国の供給力に比肩できる供給国を他に見出せなかった事情がある（永田 1990、pp. 

126-127）。 
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であった。援助物資の全部が米国で調達されたわけではないが、多くの物資が

米国から欧州へと輸出され、米国内の生産水準の上昇に寄与した。対外援助の

形での輸出が国内生産に占める比率は､1949 年が最も大きく､実に 46％に達し

た217。ここで米国の戦後の援助物資の主役を演じた小麦と綿花は、国内では過

剰生産にあり、マーシャル・プランは一面、米国の余剰農産物の捌け口になっ

たのである218。 

 戦後米国の対外援助政策は、当初のマーシャル・プランによる欧州復興援助

をはじめとして、占領地であった西ドイツと日本219、そして台湾といった東西

対立の前線国家（あるいは地域）に集中して援助を投入し、世界政策上明確な

目的意識220、すなわち「自由な諸国民を支援することは合衆国の政策でなけれ

ばならない」という政策方針（トルーマン・ドクトリン：1947年）221そのまま

に、ソ連への対抗のため「自由陣営」の諸国を支援する政策意図を持つもので

あり、ジョージ・ケナンの発案になる冷戦戦略、「共産主義封じ込め政策」の重

要な一部をなすものであった。 

そしてトルーマンは 1949年、2期目の大統領就任演説で「ポイント・フォア

計画」を打ち出した。これは米国の外交政策の柱として、第一に国連に対する

支持と権限強化、第二にマーシャル・プランを含む世界経済の復興計画の継続、

第三に北大西洋同盟による安全保障の強化、そして第四に低開発地域の発展の

ための技術協力を掲げたのである。こうして米国外交政策の第四番目の柱に位

置付けられた「低開発国に対する援助」について、トルーマンは、「我々は、我

が国の科学の成果と産業の進歩の利益を、低開発地域の改善と成長に役立てる

ため、新しい大胆な新計画を開始しなければならない」とした222。そしてこの

演説の中で彼は、技術協力に加えて投資の促進、国連及び国連専門機関との共

同事業としての取り組みの必要性、農業や産業の生産の拡大、そして貿易の重

要性についても語っている。 

この「ポイント・フォア計画」がもつ重要な意味は、米国が欧州などの戦後

                                            
217 46年以降の 10年間の動きを見ても、この比率は 30％前後の高い比率になっている。商品別に見ると､

この比率の高い商品は、航空機（52%）、小麦（40%）、綿花（42%）、車両（36.4%）、肥料（33.5%）、たば

こ（32.8%）などとなっている。 
218 当時の東京銀行調査月報は、「要するに、対外援助として政府の手により支出された資金の多くは、輸

出という形態で国内に還流し、国内生産水準の上昇に寄与した」と分析している（永田 1990、p. 156）。 
219 占領地の救済・復興のための、いわゆる「ガリオア・エロア」資金による援助で、ガリオアは「占領

地救済政府基金（GARIOA: Government Appropriation for Relief in Occupied Areas Fund）」による

援助、エロアは「占領地経済復興基金（EROA: Economic Rehabilitation in Occupied Areas Fund）」

による援助であった（外務省ほか）。 
220 平野（2009）pp. 20-22。 
221 このとき米国は、ギリシャとトルコに対する援助を英国から肩代わりして、両国がソ連の勢力圏に入

るのを防いだ。そしてこの同じ年に欧州復興計画（マーシャル・プラン）が始まった（平野 2009、pp. 

20-21）。 
222 西垣ら（2009）pp. 27-29。 
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復興終了後も対外援助を継続して、低開発地域に対する援助を恒常的な政策に

することを、最も高い政治的レベルから宣言したと理解できることである223。

こうしてすべての援助事業は「対ソ戦略の手段として」実施され、多くの「自

由主義国家」に武器から食料に至る経済援助が送られることになった224。しか

し、この時期の米国の援助を単純に安全保障にかかわる戦略思考だけで理解す

ることは適当ではないであろう。そこには、米国の理想主義的な思潮が反映し、

また「世界平和に対する米国民の責務」あるいは「地球共同体」的な発想も含

まれていた。また、トルーマンはその演説の中で、より具体的な形で「（低開発

地域の国民の貧困が）彼ら自身のみならず、より豊かな地域にとっても重荷で

あり、脅威である」と述べて、自らの政治的・経済的な利益に資することも目

的の一つであることを認めている225。そして、このような複雑性も含めた形で、

「ポイント・フォア計画」は、マーシャル・プランの開発途上国への拡大適用226

であり、また米国の開発援助の原点と位置付けられるであろう227。 

 

【援助のための国内体制の整備】 

 マーシャル・プランの経験を踏まえたポイント・フォア計画がトルーマンに

よって宣言された後、激化する冷戦を背景に、1948年対外援助法228、1950年対

外経済援助法229、1951年相互安全保障法230など二国間援助を基礎づける法律が

次々と制定されていった。しかし反面、結果的には法的根拠や援助実施機関が

重複し、あるいは短期間の法律統廃合により混乱が生じて、援助政策の体系性

が失われていった。なお、これらの関連としては、1954年に農業貿易開発援助

                                            
223 平野（2009）p. 22。 
224 1948 年のベルリン封鎖、1949 年のソ連核保有、1950 年の朝鮮戦争勃発で米ソの対立が激化すると、

米国では「相互安全保障法：Mutual Security Act of 1951（ＭＳＡ）」が制定され、すべての援助事業

は「対ソ戦略の手段として」ＮＳＡ援助の中に組み入れられた。トルーマンは「この計画のもとで米国

は、共産主義者の攻撃の脅威に対抗する軍備を築きつつある。（欧州であれ世界の他の地域であれ）多

くの自由主義国家に戦車を、銃を、航空機を送るであろう。われわれはまた、多くの諸国に（武器を作

るための機械や材料から、飢餓と疾病という共産主義者の味方を克服するための種子、医薬、技術援助

に至るまで）経済援助を送るであろう」と語っている（平野 2009、p. 22）。 
225 西垣ら（2009）pp. 28-29。 
226 西川（2006）pp. 227-238。 
227 これに対して、マーシャル・プランは、開発途上国を対象とした計画とは言えないため、「開発援助の

原点」というよりは「経済協力の原点」というべきと考えられる（西垣ら 2009、pp. 24-29）。 
228 Foreign Assistance Act of 1948。マーシャル・プラン実現のための本格的な立法。欧州の被援助国は

自国通貨と米ドルとの交換レートを設定し、米国との間で関税撤廃に関する双務協定を締結する義務を

負い、石油調達の場合は米ドルに依らねばならず、農産物輸入は全て米国国内で行うことが義務付けら

れていた（滝田 1999、pp. 213-215）。 
229 Foreign Economic Assistance Act of 1950。西欧その他地域に対する緊急経済援助によってこれら地

域が経済的危機を脱した後、トルーマン政権が開発途上諸国に対する技術援助の可能性を探ったもの

（滝田 1999、pp. 213-215）。 
230 Mutual Security Act of 1951。マーシャル・プランとポイント・フォアを吸収し、経済援助、技術援

助および軍事援助を統合したもので、冷戦の激化を背景に、軍事援助をソ連周辺国に供与した（滝田 1999、

pp. 213-215）。 
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法（いわゆるＰＬ４８０）231も制定されて、米国の二国間食料援助の基礎を築

いている。 

 以上を米国の対外援助の第一期とみれば、第二期はケネディ政権が成立させ

た 1961 年対外援助法232に始まり、米国はこれを基礎に援助政策を体系化した。

この特徴の一つは、二国間援助とともに多国間援助を重視するようになったこ

とである。既にみたように、米国はＦＡＯの創立に極めて強く関与し、農業分

野で自らの望む多国間援助を行うことを指向してきたのであるが、この時代、

1960 年には世界銀行に「第二世銀（ＩＤＡ）」233を設立するなど多国間開発銀

行の設立234や、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の開発援助委員会（ＤＡＣ）の

前身235の設立にイニシアティブを発揮し、また食料援助についても 1962 年に

「世界食糧計画（ＷＦＰ）」236が米国の極めて強い関与の下で設立されている。

さらに 1961 年対外援助法の下では同時に、この法律の実施を担当する米国の

「唯一の対外援助機関」として米国国際開発庁（ＵＳＡＩＤ）237が設立されて

いる。1960年代は米国の援助の黄金時代であり、そして国際的にも米国の主唱

による「国連開発の 10年」と位置付けられ、開発途上国の経済的自立を、生産

設備とインフラストラクチャーへの投資に対する大規模な援助で後押しすると

いう「ビッグ・プッシュ・モデル」の考え方に沿って、資金援助、技術援助、

食料援助が行われ、また「平和部隊」238の若者たちが開発途上国の現地に赴い

                                            
231 第二次大戦後、米国の余剰農産物問題はマーシャル・プランやガリオア援助などによって一時的に解

決が図られたが、両援助が終了しつつある中で農業団体の圧力を受けていた米国議会は、1954 年に相

互安全保障法の一部改正で余剰農産物を援助に使用することを可能にし、その抜本的解決策としてこの

1954 年農業貿易開発援助法（Agricultural Trade and Development Assistance Act of 1954: PL480）

を制定した。同時に、PL480 で米国が取得した現地通貨による資金を活用するため、農務省海外農務局

（Foreign Agricultural Service: FAS）が設立され、「米国農産物の新市場開発」についての民間農業団

体との協力計画を進めていった（滝田 1999、pp. 215-217））。 
232 Foreign Assistance Act of 1961。これは、それまでのいくつかの援助法を整序し体系性のあるものに

統合して、以後長きにわたって部分的改正を受けつつ、米国の対外援助政策の根拠として存続している。

その第一部は「国際開発法」で経済援助に関するもの、第二部は「国際平和安全保障法」で基本的に軍

事援助に関するもの、第三部は第Ⅰ部と第二部を執行するための「総則」であった（滝田 1999、pp. 

218-222）。 
233 International Development Association: IDA。 
234 同様に、「米州開発銀行」も 1959 年に設立されている。 
235 開発援助グループ（ＤＡＧ）で、原加盟国は米国、英国、フランス、西ドイツ、イタリア、ベルギー、

ポルトガル、カナダ、ＥＣ委員会であった（外務省）。 
236 World Food Programme: WFP。 
237 United States Agency for International Development: USAID。この関連法の諸条項によって大統領

に付与されたすべての権限は国務長官に委任され、ＵＳＡＩＤは国務省内に設置された（滝田 1999、

pp. 218-222））。 
238 1961 年対外援助法が成立するのに先立ち、ケネディ大統領は就任演説で強調したニューフロンティア

精神を具体化するために、1961 年 3 月、大統領命令によって「平和部隊」を暫定的に設立し、同年 9

月には平和部隊法（Peace Corp Act）が議会で成立して予算化の根拠を与えられた。平和部隊は、教育、

保健衛生、農業技術などの分野で開発途上国を援助し、経済発展と民生向上を促すために、大学生を含

む米国の青年を開発途上国に派遣する組織であったが、その精神・目的においては対外援助法と軌を一

にする、草の根レベルの対外援助であった（滝田 1999、pp. 218-222）. 
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たのである239。 

 しかし、この法律を基に展開された 1960年代の援助政策にもかかわらず、年

を追って南北問題の関係者の期待は失望に変わった。開発途上諸国の経済成長

は国際目標を下回り、また世界の輸出に占める途上国の比重も 1960年代を通じ

て次第に低下したからである。このような失望は、1970年代になって、一方で

国際経済体制そのものを変えなければならないという潮流を生み240、他方では

「第二次国連開発の 10年」への取り組みにつながった。これは途上国の直面す

る問題の深刻さや困難度の認識の甘さを反省し、「10 年間で開発」といった楽

観的な見通しを、「半世紀で開発」といった慎重な見方に変える動きを背景とし、

第一次とは違って目標数字の実現のための具体的な政策を掲げたものであった
241。しかし、1980 年の「第三次国連開発の 10 年」採択は、既に従来ほどの注

目を浴びることはなかった。この時代には南北問題に関する国連の役割が明ら

かに後退し、それに代わって援助資金を握っているＯＥＣＤの下部機構として

のＤＡＣや世界銀行が主導権を持つようになったことが大きな背景と考えられ

ている242。 

米国内部においても、その援助政策は 1970年代に入って変質を余儀なくされ

た。その理由は、第一に冷戦政策に基づく対外軍事・経済援助の重圧が作り出

した「双子の赤字」、第二に国連などによって力を得てきた開発途上国が新国際

経済秩序（ＮＩＥＯ）243を主張し始めたことで米国が構築してきた世界秩序を

否定しかねない動き、そして第三に国連諸機関の加盟国、特に第三世界諸国の

増加によって生じた米国にとっての国連諸機関の変質であった。その結果、米

国の開発援助政策は、①同盟国に政府開発援助（ＯＤＡ）の拡充を強く要請す

るようになったこと、②多国間援助機関への貢献に消極的になったこと、③財

政逼迫によって開発援助政策がより選択的に変質し、その基準としてベーシッ

ク・ヒューマン・ニーズ（ＢＨＮ）244を重視するようになったこと、などの点

で大きく変化し、ある意味では後退していった。そして、戦後米国の援助政策

を正当化する基礎となっていた「自由と民主主義」は、ＢＨＮが重視される環

境の中で「人権」と読み替えられ、援助予定国の人権状況が米国によって判断

され、それによって援助が実行・制限・停止されるなど選択的に展開されるよ

                                            
239 西垣ら（2009）pp. 31-33。 
240 その代表例が「プレビッシュ報告」である。 
241 西垣ら（2009）pp. 33-34。 
242 西垣ら（2009）pp. 34-35。 
243 New International Economic Order: NIEO。 
244 Basic Human Needs: BHN。それまでの世界銀行の貧困戦略はあくまでも経済成長優先主義を前提と

していたのに対し、国産が提言したこの「人間の基本的な生活必要性」アプローチは、保健、医療、食

料、雇用などの充足を通ずる貧困削減アプローチに準拠するものであり、より画期的なものとして受け

止められ、成長規範（資本投下）に代わってこの時代を象徴するスローガンとなり、貧困規範（ＢＨＮ）

が新たに優越性を確立していった（小川 2011、p. 144）。同様に、西垣ら（2009）pp. 41-42。 
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うになった245。また、この潮流は、米国のＯＤＡに「政治的コンディショナリ

ティー」を課する動きを加速することになった。加えて、国際開発金融機関の

米国代表に対しては、投票を行う際に援助予定国の人権状況に十分配慮するよ

う義務付けがなされた。事実、1980年代に入ると、レーガン政権は新冷戦状況

の下でＯＤＡを人権促進よりもむしろ政治戦略援助の色彩を強めたものにし、

また米国が大きな影響力を行使してきた世界銀行などの国際援助機関は、新自

由主義的なコンディショナリティーを重視し始めたのである246。 

 そして冷戦終結後の 1990年代以降を、米国の対外援助政策の第三期とみるこ

とができる。この時代は、冷戦終結によって援助の理念が不明確になるととも

に、米国を含む先進諸国の「援助疲れ」が深刻化し、ＯＤＡ予算が縮小し始め

たのである。米国のＯＤＡ政策には 1960年代の理念や楽観主義は消え、一貫性

や方向性が失われ、最大の援助供与国の地位を日本に譲り、対ＧＤＰのＯＤＡ

比率がＯＥＣＤ加盟国中最低レベルとなりながらなお低下するといった有様247

であった。この結果、米国議会と大統領は、1985年以来、時代の変化に即応し

た新しいＯＤＡ立法をなし得なかった。1993年 1月に成立したクリントン政権

は、対外援助の理念を再定義し248、同時にＵＳＡＩＤの再編も行うことで新た

なＯＤＡ政策を方向付けようとしたが、結局ある程度実現したのはＵＳＡＩＤ

の再編だけで、法案の推進は議会対策上断念され、ＯＤＡの基本的トレンドは

変化せず、その減少は続いた249。冷戦終結後の米国ＯＤＡの地域的配分で特徴

的なのは、ロシア、ウクライナをはじめとする旧ソ連地域やその周辺国の、い

わゆる「市場経済移行国」への援助が急増したことであり、その根拠となった

のが 1992年のブッシュ（父）政権下で成立した「自由支援法」250であった。ま

                                            
245 滝田（1999）pp. 222-223。 
246 この点に関しては、米国が世界銀行などにおいて「構造的パワー」（スーザン・ストレンジ）を有して

きたこと、すなわちこれらの機関において米国が拒否権を持っていることが前提となっていた。1980

年代のレーガン政権の援助政策と特徴は、①新冷戦状況の下で人権と援助のリンクを緩和し、対外援助

（ＯＤＡ）に戦略援助的色彩を強化したこと、②人権と援助のリンクの緩和後もＢＨＮの充足というア

プローチは開発援助政策の基本理念として踏襲したこと、更に、③米国が大きな影響力を行使してきた

世界銀行をはじめとする国際援助機関が、コンディショナリティー（融資条件）を重視し始めたこと、

つまり財政改革・規制緩和・公的企業改革・資本の自由化・金融システム改革・法律制度改革など、新

自由主義的な、「開発途上国の民間部門の発展を促進」する「構造調整プログラム」を進めることを条

件に融資を行うようになった（滝田 1999、pp. 224-225）。 
247 滝田はこの理由について、①冷戦終結と米国経済の後退がＯＤＡ予算増加の意欲をそいだこと、②世

界各地の劇的な変化が「第三世界」の概念を無効化したこと、③30 年以上の開発促進によっても開発が

成功しなかったこと、などを挙げている（滝田 1999、pp. 225-226）。 
248 クリントン大統領は援助の目的を、①（被援助国の）持続的発展、②（被援助国の）民主主義の育成、

③平和の追求、④人道的援助の提供、⑤貿易・投資を通じた成長の促進、⑥米国外交の促進、と規定し

ようとした（滝田 2009、p. 227）。 
249 滝田（1999）p. 227。 
250 Freedom Support Act。同法は、ロシア及び旧ソ連地域の 11 の共和国における民主主義確立を支援す

るため、これら地域に 4.1 億ドルの二国間援助と、ＩＭＦへの 123 億ドルの拠出を承認した（滝田 1999、

p. 230）。 
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た、2001年 9月の同時多発テロ事件以降、米国の援助は復興支援を含めて「テ

ロとの戦い」の「前線国家」に重点配分された251。そしてこれと並行して、ブ

ッシュ（子）政権の下で、米国の援助は理念的色彩が突出したものとなった。

これを象徴するのが 2002年に導入された「ミレニアム挑戦会計」252という新た

な援助メニューであったが、その基本的性格は、サブサハラ・アフリカなどの

「脆弱国家」に対する援助について、「予め定められた基準253をクリアした「健

全な」政策をもつ少数の国に傾斜的に援助を投入する」というものであり、「選

択的援助」の潮流を代表する動きでもあった。こうして米国の援助は、民主主

義と市場経済を指向する開発途上国への「報酬」という色彩を強く持つように

なったのである254。 

 

【世界銀行と米国の関係】 

 戦後の世界体制の中核の一つとして、1944年のブレトンウッズ会議で設立さ

れた世界銀行の設立を主導したのは、当然ながら米国であった。設立の主な目

的は、妥当な金利での長期の資金援助を通じて、大戦で産業と農業を破壊され

た西欧諸国の復興を促すことであったが、開発途上諸国の長期的な経済開発を

支える役割も期待されていた。当時の米国が採ろうとした政策は、西欧や開発

途上国に必要な資金を、民間投資、世界銀行、そして米国輸出入銀行のいずれ

かのルートで流入させるというものであったが、このうち世界銀行の主たる目

的は、通常の投資経路を通じて行われる民間ローンを保証することと整理され、

世界銀行が融資をするのは民間ローンが妥当な金利で流れないときに限定され

ていた255。そしてもともと援助機関の理念と銀行の行動原理を兼ね備えていた

世界銀行において、この当時は銀行の行動原理が優先していたといえる。 

 しかし、世界銀行の規模、活動範囲及び目標は、1960年の国際開発協会（Ｉ

ＤＡ）256の設立で大きく変わった。ＩＤＡの設立には本来の銀行としての性格

を大きく変えるとして多くの反対意見もあったが、結局このような国連機関を

インドやアフリカなどの途上国向けに設立するとの動き257が勝ち、世界銀行の

                                            
251 対象国はイラク、アフガニスタン、パキスタン、ヨルダン、及び以前からの重点対象国であるエジプ

ト、コロンビアであった（西垣ら 2009、pp. 152-153）。 
252 Millennium Challenge Account: MCA。 
253 この基準は、①グッド・ガバナンス、②経済的自由、③人的資源への投資、の３つであった（西垣ら

2009、pp. 152-153）。 
254 西垣ら（2009）pp. 152-153。 
255 当時、米国の経済界では世界銀行の活動が民間投資市場を圧迫するとの疑念が持たれており、経済界

は公的資金の供給は極度に限定すべきと主張していた（秋山ら 2002、p. 56）。 
256 International Development Association: IDA。 
257 このような動きとしては、①ＩＤＡのような機関を国連機関として設立する動きがあり、これを旧ソ

連が強く支持していたこと、②世銀の最大融資先であったインドが外貨不足に陥り、世銀の融資条件で

は融資が難しくなったこと、③高所得国への融資が減少しつつあり、世銀をより途上国開発のための機

関として位置づける動きがあったこと、④独立後間もないアフリカ諸国はＩＢＲＤの融資条件では貸し
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一部258として設立された。こうして「エンジニアの時代」とも呼ばれる大規模

プロジェクトへの貸付による援助の時代が展開することになったが、これらは

多くの途上国で成功しなかった259。そして 1968年に就任したマクナマラ総裁260

の下で世界銀行の目標は大きく転換し、それまでの成長重視路線から貧困削減

へ、すなわち、米国が 1973年の対外援助法改正によって打ち出した援助の方向

転換をそのまま反映するかのように、すべての人の基本的ニーズ（ＢＨＮ）を

満たすという戦略が採用された261。その後 1970 年代と 1980 年代は、2 度のオ

イルショック、途上国の債務危機、一次産品価格の変動、ドル・ショックなど

によって多くの開発途上国の経済が大混乱に陥った時期であった。このため世

界銀行内部では市場原理に従うべきであるとの考えが強まり、主導権はエンジ

ニアから経済学者に移り、1986～1987年の大規模な組織改革を経て、経済学の

新古典派理論、特に貿易自由化が重視されるようになった262。このような中で、

1979年以降、世界銀行は構造調整融資やセクター調整融資を導入し、国際収支

の赤字補填を迅速に行う見返りに、途上国に対してマクロ経済やセクター別の

政策改革を融資条件（コンディショナリティー）263として課すノン・プロジェ

クト型融資を開始し、この流れの中で借入国において成長を伴う構造調整を行

うことが目標となっていった。さらに 1990年代になると、世界銀行の中心課題

は、体制移行国の市場経済化支援や環境・社会・制度など経済以外の側面、そ

して地球規模の問題を視野に入れた持続可能な開発などに移り、加えてサブサ

ハラ・アフリカ264で「貧困の罠」から脱出できない最貧国への支援も重点とさ

                                                                                                                                
付けが難しかったこと、があった（秋山ら 2002、p. 58）。 

258 世界銀行は、設立当初の国際復興開発銀行（ＩＢＲＤ）と、この時設立された国際開発協会（ＩＤＡ）

の 2つの組織が中心であるが、ＩＢＲＤが市場金利に応じた比較的ハードな条件で融資を行うのに対し、

第二世銀とも呼ばれるＩＤＡは特に低所得国を対象としてグラント（贈与）に近いソフトな条件で融資

を行うものである（大野 2000、pp. 23-24）。 
259 秋山ら（2002）p. 58。 
260 世界銀行の開発哲学と機構い体制の面で大きな転機をもたらし、世界銀行を世界最大の援助機関に飛

躍させたといわれるのが、フォード社社長、米国国防長官を歴任した 5 代目総裁のロバート・マクナマ

ラ（任期：1968～1981）であった。1973 年のナイロビにおけるＩＭＦ・世界銀行総会で、同氏は開発

途上国の絶対的貧困の深刻さを訴え、支援アプローチに所得再分配や貧困層への直接支援という視点を

導入し、農村の活性化やＢＨＮの充足に効果があるプロジェクトを増やすように世界銀行の方向転換を

図った。以来、農村開発・教育・保健・都市の貧困問題を扱う部署が創設され専門スタッフの大幅増員

が図られて、世界銀行の融資規模と職員数は急速に拡大した（大野 2000、pp. 29-32）。 
261 西垣ら（2009）pp. 41-42。 
262 秋山ら（2002）pp. 59-60。 
263 構造調整融資は、新古典派経済学の考え方に基づき、政府が経済統制から手を引き、特に農業セクタ

ーにおいてより開放的な経済を実現することを促すものであった。そしてこれらの政策変更条件は「コ

ンディショナリティ（conditionality: 融資条件）」と呼ばれ、貸付の承認の前に合意することが義務付

けられた。なお、このように被援助国に求めた政策変更の基盤となった基本政策理念は「ワシントン・

コンセンサス」と呼ばれる（秋山ら 2002、pp. 6-7）。 
264 1970 年代にアジアのＮＩＥＳは輸出指向型工業化の成功によって急速な経済成長を達成して「離陸」

し、また、世界銀行の最大の融資先であった南アジアも 1982 年ごろをピークに融資を減らしていった

ので、南アジアに次ぐ融資先であったサブサハラ・アフリカが世界銀行にとっては極めて重要な地域に

なっていた。そして構造調整融資が始まった 1980 年ごろにアフリカ諸国の多くは国際収支バランスが
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れた265が、このような新古典派のアプローチも低所得国の経済発展と貧困削減

という面では見るべき成果を生まなかった266。このため世界銀行の政策を主導

してきた新古典派は厳しい批判267にさらされ、最終的には貧困削減を重視する

考え方と、人的要因や制度環境に関する新しい理論に道を譲ることになった。

そしてこの「新主流派」の考え方によって、世界銀行を含む国際開発コミュニ

ティは幅広い貧困削減戦略を採用するようになった268。 

 世界銀行のこのような歴史を見ると、マクナマラの時代が第一の転機、1970

年代末の構造調整融資の採用が第二の転機、そして 1995年のウォルフェンソー

ン総裁の下での貧困削減への取り組み269が第三の転機と考えられている。最後

に米国と世界銀行の関係については、歴代の世界銀行総裁には米国人が任命さ

れるのが常であり、1980年代になるとどの総裁も自国、すなわち米国政府や議

会に対して世界銀行がいかに効率的かつ効果的に仕事をしているかを説得する

のに腐心するようになった。これは最大の出資国で強大な発言権を持つ米国が、

自らの財政・国際収支の赤字が深刻化したために国際機関を通じた援助に寛容

でなくなり、世界銀行の予算や運営について以前より厳しい目で監視するよう

になったからであった270。 

 

【ＵＮＤＰと米国の関係】 

 国連開発計画（ＵＮＤＰ）は 1966年に設立され、国連のシステムを通じた開

発途上諸国への技術協力を任務としている271。しかし、その設立に至る経緯は

米国を中心とする戦後復興や途上国の開発に絡んで複雑であり、また設立後も

米国はこの国連機関に関与し、自らの政策を反映させてきている。 

                                                                                                                                
崩壊していたので、構造調整計画を受け入れる以外に選択肢はなかった（平野 2009、pp. 43-47、pp. 

61-63）。 
265 大野（2000）pp. 28-29。 
266 秋山ら（2002）pp. 6-7。 
267 西垣らはこのような世界銀行・ＩＭＦに対する批判は多くの角度からなされる複合的なものであると

して、①支援の効果が上がっていないこと、②世界銀行・ＩＭＦは反グローバリゼーション運動の標的

となっていること、③世界銀行・ＩＭＦは「ジュビリー2000」に代表される途上国債務帳消し運動のタ

ーゲットでもあること、④世界銀行・ＩＭＦの組織運営の在り方について各方面から厳しい批判が出さ

れていること、の 4 点を挙げている（西垣ら 2009、pp. 135-138）。 
268 秋山ら（2002）p. 7。 
269 これは「開発哲学のソフト化」とも「貧困の主流化」とも呼ばれる貧困問題重視の潮流を作り出し、

制度・社会・環境など経済以外の側面も重視し、グッド・ガバナンス（良い統治）、参加型開発、人間

中心の開発、持続的開発、「包括的開発フレームワーク」などの概念を駆使して、世界銀行は国際援助

社会での指導的地位を維持してきた（西垣ら 2009、pp. 127-138）。 
270 大野（2000）pp. 32-33。 
271 活動内容の中心は途上国の制度能力強化（キャパシティ・ディベロップメント）で、民主的ガバナン

ス（活動全体の 41％）、貧困削減とミレニアム開発目標の達成（33％）を中心に、危機の予防・復興、

エネルギーと環境など幅広い分野の活動を行っている。また、開発事業の準備段階でのマスタープラン

作成や、企業化調査（フィージビリティ・スタディ）の実施なども行う。世銀の融資する開発事業には

ＵＮＤＰが企業化調査を手がけたものが多い（西垣ら 2009、pp. 142-143）。 



167 

 

そもそも国連による援助の原点は、1943年に大戦による難民の保護と帰還を

目的に設立された連合国救済復興機関（ＵＮＲＲＡ）272である。それまで孤立

主義的であった米国は、世界の多くの国から要請を受け、戦争末期になっては

じめて、戦災を受けた数百万の人々を飢餓から救うために、このＵＮＲＲＡを

通ずる形で援助の手を差し伸べた273。終戦後の 1947年、主要な活動を終えたＵ

ＮＲＲＡは廃止され、その未完の農業関係復興計画はＦＡＯに引き継がれ、開

発途上国における計画はやがて農業の技術援助あるいは開発事業につながって

いった274。また 1950年から、開発途上国支援のための本格的な技術援助機関と

して、拡大技術援助計画（ＥＴＡＰ）275が活動を開始した。この背景には、1949

年のトルーマン大統領のポイント・フォア演説による米国の本格的な途上国援

助の開始とともに、冷戦下の米ソの対立という二つの事情があり、米国は国連

の通常予算の範囲で技術援助を拡大することが困難だったため、加盟国の自発

的な拠出による新たな機構という形でＥＴＡＰが作られたのである。ＥＴＡＰ

は国連本体（総会決議によって設立された補助機関である計画や基金を含む）

だけではなくＦＡＯなど 5 つの専門機関も参加するプログラムとして始まり276、

中でもＦＡＯはこの資金の多くを配分される立場を確保していた277。一方、技

術援助より資金援助を必要としていた開発途上諸国は、国連経済開発特別基金

（ＳＵＮＦＥＤ）278という新たな制度の創設を強く望んだが、米国と英国は国

連で多数派となった開発途上諸国を警戒し、さらにこれら諸国を支持するソ連

をも警戒する流れとなったことから、1958 年に妥協として特別基金（Special 

Fund）279が国連に創設された。 

ＵＮＤＰは、1966年にこれらＥＴＡＰと特別基金が合併し、国連総会の補助

機関として誕生したものであった。しかしこの組織統合後も、業務的にはＥＰ

ＴＡの技術協力と特別基金の資金協力という 2つの機能が十分統合されていな

かったことで加盟国にも疑義が生じ、またＵＮＤＰと実施機関（主として国連

                                            
272 United Nations Relief and Rehabilitation Administration: UNRRA。この機関が開発援助活動に取

り組むようになったのは戦後のことである（大平 2008、pp. 5-6）。 
273 イエーツ（1959）pp. 57-58。 
274 イエーツ（1959）pp. 136-137。 
275 Expanded Technical Assistance Programme。 
276 大平（2008）p. 7。 
277 ＦＡＯはＥＴＡＰの開始後、ＥＴＡＰ基金の配分額のうちの 29％、500 万ドル超を配分され、ＦＡＯ

の財源は一躍 2 倍となった（イエーツ 1959、p. 144）。ＥＰＴＡによる資金配分は、1949 年の国連経済

社会理事会決議 222（Ⅸ）第 9 項ｃに基づき、国連本体 23％、ＦＡＯ29％、ＵＮＥＳＣＯ14％、ＷＨ

Ｏ22％、ＩＬＯ11％、ＩＣＡＯ1％と定められ、その後ほとんど変動がなく、資金配分の硬直化が指摘

されていた（大平 2008、p. 9）。 
278 Special United Nations Fund for Economic Development: SUNFED。国連総会の 1954 年度会期に

ＳＵＮＦＥＤの設立提案が研究され、2 億 5000 万ドルの財源による贈与あるいは無利子借款融資の制

度が提案され、低開発諸国のほとんどは賛成したが、米国・英国、カナダ、フランスなどの支持が得ら

れなかった（イエーツ 1959、pp. 86-87）。 
279 1958 年の国連総会決議 1240（ⅩⅢ）による。 
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の専門機関）との関係が緊密化されていなかったという他の問題もあったため、

ＵＮＤＰの管理理事会はジャクソン280を長とする委員会を設けてそれらの問題

の検討を行い、ここに後のＵＮＤＰの方向性に多大な影響を及ぼすことになる

「ジャクソン報告」281が 1969 年に作成された。そしてこの報告の 10 の指針の

中で特に重要だったのは、ＵＮＤＰを中心に国連の開発援助活動を中央集権化

しようとする「常駐代表制度」の権限強化が盛り込まれていたことであった。

このジャクソン報告に対し、当初はＵＮＤＰ事務局と専門諸機関が負の側面を

強調しすぎているとして不快感を示したものの、1970年の国連総会ではＵＮＤ

Ｐが途上国の開発計画に携わる際のマスタープランである国別計画の作成や、

承認・実施・評価・フォローアップといった一連のサイクルへの取り組みなど

が承認された。プロジェクトの実施機関については専門機関をまず考慮するこ

とが明記されたが、必要ならば政府あるいは非政府機関、更に企業などもあり

得ることとされた。そしてこのような中央集権化による効率性の向上と政策の

一貫性を強調したことは、ジャクソン報告に沿ったＵＮＤＰの改革について、

米国の共感を呼んだのである。しかしながら、ＵＮＤＰを中心に据えて国連の

開発援助活動を中央集権化する方向に対しては、各々の自律性を主張する専門

機関が依然として抵抗し、それがもとで生じる機関間の活動調整の不徹底とい

った問題は解決されないで残ることとなった282。 

 上記のジャクソン報告は、ＵＮＤＰのいわば内部で、すなわち管理理事会が

設置した委員会によって作成された改革案であったが、ほぼ同時期に米国サイ

ドで作成された、米国の対外援助の在り方についての「ピーターソン報告」283も、

米国のＵＮＤＰに対する政策やその変化を理解するうえで極めて重要である。

この報告には 2つの背景、すなわち第一にベトナム戦争終結に向けて直接軍事

                                            
280 Robert G. A. Jackson 
281 「国連開発システムの能力についての研究」（A Study of the Capacity of the United Nations 

Development System）。この報告は、「何よりも重要なことは…ＵＮＤＰが一つの事業であると理解さ

れるべきだということである。この認識により、途上国にとって最適な結果及び資源の最大限の利用を

達成するために、国連システム全体レベルでの開発協力に向けて、また業務の全段階において、統合し

た管理アプローチを保証する方法を採ることが必要になる」との前提条件を述べたうえで、要旨、①国

連システムによる資源投入の調整、②プロジェクトの効果的・迅速な実行、③統制された評価、④効果

的なフォローアップ、⑤情報システムの導入、⑥中央での強力な管理と、現地レベルへの最大限の分権

化およびそれに伴う常駐代表の権限強化、⑦適任な人材の登用、⑧業務の円滑な遂行のための財政枠組

み、⑨近代的な管理行政技術の使用、⑩加盟国政府及び国連システムの柔軟性、という 10 の指針を打

ち出している（大平 2008、pp. 13-14）。 
282 大平（2008）pp. 11-16。 
283 この報告は、ニクソン政権が軍事援助の増大を実現すべく発足させた諮問委員会である「ピーターソ

ン委員会」（バンク・オブ・アメリカ総裁のピーターソン（Rudolph Peterson）を委員長に、銀行や大

企業トップなど民間人をメンバーとする「国際開発諮問委員会」）によって作成され、1970 年 3 月、ニ

クソン大統領の外交方針を忠実に反映させた報告書。その 3 つの基本方針は、①国際安全保障協力法の

立法化、②福祉・緊急援助の一括運営、③開発援助計画の多国間化・民営化・効率化であった（小川 2011、

p. 150）。 
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介入に代わる軍事援助の増大が必要であったこと284、そして対外援助及びその

実施機関であるＵＳＡＩＤの効率性の悪さや組織としての不健全性に対する批

判が国内で高まっていたこと285があった。すなわちニクソン大統領は、外交戦

略の中心となる軍事援助に最大限の資源を投入し、外交戦略に直結しない開発

援助は最大限削減するという対外援助改革を実施したかったのである。そこで

ピーターソン報告は、開発援助の世界で当時誕生したばかりの「貧困」アプロ

ーチを使い、これを多国間の枠組みで実行することを提案した。ニクソン政権

は対外援助改革で多国間化・民営化・効率化という基本方針を打ち出していた

ので、援助の実行は米国政府ではなく、国際機関や民間セクターといった主体

に任せようとしたのであった286。援助の多国間化はそれまでも繰り返し唱えら

れ実行もされてきていたが、この時代にそれが意味したのは米国の開発援助の

ほぼ完全な多国間化であった。既に開発融資で主導権を発揮しうる状況にあっ

た世界銀行グループに加え、地域開発銀行287やＵＮＤＰもまた、開発援助活動

において主導権を発揮すべきとされていた。そしてこの多国間開発援助体制を

構築する上で、ニクソン政権は、当時まだ規模が弱小であったＵＮＤＰに目を

つけ、この国際機関を米国議会の信頼を得られる存在にすべく、ＵＮＤＰを支

援してその能力向上と活動規模の拡大を図った288のである。その上で、ニクソ

ン政権の米国は、育成中のＵＮＤＰを米国の支配下に置こうとした。当時のキ

ッシンジャー国家安全保障担当大統領補佐官は、ＵＮＤＰの次期総裁に米国人

を据えることを望み、1971年 8月、ニクソン大統領は国際開発諮問委員会議長

を務めるピーターソンを任命した289。 

 現在のＵＮＤＰは国際協力の世界で大きな存在感を持っているが、これは一

つには国連システムに属する専門機関などの開発援助活動を調整し統一的に実

施する核となる立場を有していること、二つには『人間開発報告書』（Human 

Development Report）を発行し、経済以外の視点も広く含めた形で開発問題を

                                            
284 小川（2011）p. 149。 
285 小川（2011）pp. 144-149。 
286 ピーターソン報告は、開発援助計画を真の国際協力事業にするためとして、①途上国を開発援助努力

の主体とすること、②国際融資機関を開発援助の主要な経路とすること、③残りの二国間援助はその大

部分を国際機関が敷いた枠組みの中で供与すること、との3つの原則を掲げている（小川2011、p. 151）。 
287 このため報告では、ＩＤＡに加え、米州開発銀行（ＩＤＢ）、アジア開発銀行（ＡＤＢ）、アフリカ開

発銀行（ＡｆＤＢ）をはじめとする諸機関への増資が必要とし、米国は加盟諸国の拠出金の大幅引き上

げを主導すべきとされていた（小川 2011、p. 151）。 
288 ニクソン政権は、国連諸機関の開発活動の規模拡大及びその質的向上を図るＵＮＤＰ改革に積極的な

支持を与える意思を表明し、今後 5 年間にＵＮＤＰ予算を倍増するにあたって、米国がその予算の 40％

を負担するので、他国は全体で残りの 60％の資金を負担すべきであるとした（小川 2011、p. 154）。 
289 ここに米国人を据えるメリットとしては、第一に多国間援助の増大に対する議会の承認を継続的に確

保できること、第二に国連の経済活動の拠点をジュネーブに移そうという強力な圧力に抵抗できること、

第三にワシントンの世銀グループとの地理的近接性や機能的近接性を保てること、第四に技術援助分野

において米国がリーダーシップを発揮できること、があった（小川 2011、p. 155）。ピーターソンは 1972

年から 1976 年までＵＮＤＰの総裁を務めた。 



170 

 

分析し、政策提言を行っていることのためである290。ＵＮＤＰは全世界に常駐

代表事務所を持ち、国連の機構の中でも最大のネットワークとなっている291。

常駐代表は、その国でのさまざまな機関の活動を総合調整する機能を持つ。Ｕ

ＮＤＰの財政規模を 1997年でみると、総収入は 22億 6000万米ドル、援助活動

への総支出は 15億 2870万米ドルであり、国連の通常予算 12億 4000万ドルよ

りもはるかに多い。そしてＵＮＤＰはこのような知的リーダーシップと世界的

なネットワーク、そして多額の予算の重点的な配分292と国連システム内の調整

権限293を有しつつ、被援助国の開発ニーズに柔軟に対応すべく活動を拡大して

きた294。しかしこのようにＵＮＤＰの予算や調整権限が拡大するということは、

とりもなおさず、本来独立の国際機構として開発援助の活動をしてきたＦＡＯ

などの国連専門機関の役割を大きく減ずるという側面も伴ったのである。 

 

【援助の展開：食料援助】 

 米国において食料援助の歴史は、おそらく開発援助の歴史よりも長いであろ

う。米国最初の食料援助は、1812年にベネズエラ地震被災者のための緊急食料

援助295であった。また、第一次世界大戦初期、当時の米国フーバー大統領は自

国の余剰農産物を中立の立場で、生産力の落ちた欧州諸国に売ろうとしたが、

英国が米国の食料輸送を妨害したため、彼は博愛主義に基づく「ベルギー救済

                                            
290当該報告書は、国際社会で有力な新古典派経済理論とは異なった視点から、途上国の貧困問題・開発問

題を検討してきており、「人間開発」（Human Development）との新しい概念を提示したのはその代表

例であるが、グローバリゼーションが開発途上諸国に与える影響についても、世銀とはかなり異なった

認識を持つとされる（西垣ら 2009、p. 143）。 
291 ＵＮＤＰの事務局はニューヨーク本部のほか、132 か国に常駐代表事務所、および 5 か所の連絡事務

所を有し、174 か国・地域において援助活動を行っている。約 5300 人の職員のうち、82％が現地事務

所に勤務している（日本国際連合学会 2000、p. 76）。 
292 ＵＮＤＰの資金配分（例えば 1998年）は、貧困撲滅、良い統治、持続可能な人間開発のための公的資

源管理、環境資源及び食料安保の 4つのテーマに対して、ほぼ均等に 4分の 1ずつ配分されている。こ

のように、ＵＮＤＰの活動はこの 4つの優先テーマに重点を置き、従来行ってきた農林業、労働、保健・

衛生、運輸、教育といった分野別の細かいプロジェクトの実施から、プログラム・レベルでの活動に移

行したのである。このことは、従来、分野別に設立され、分野別のプロジェクトの実施機関として活動

してきた各専門機関の役割の低下を意味し、国連システム全体として、開発業務活動における専門機関

の役割の見直しの必要が主張されることにもつながった(日本国際連合学会 2000、p. 80)。 
293 国連常駐調整官制度（United Nations Resident Coordinator System）は、1977年の総会決議に基づ

き、国連システムの経済社会分野の機構改革の一環として導入された。国際的な援助を調整する第一義

的な責任は本来、被援助国自身が有するが、常駐調整官制度はこの援助調整の責任を被援助国政府が担

えるよう支援し、援助調整を促進しようとする。すなわち、現地レベルでの開発の効率・効果を高める

ため、国連システムの本部レベルでの調整枠組として、現地レベルの活動の責任及び調整を一人の人に

任せ、国連チームとしてのリーダーシップを取らせることを目的とするのである。そして 1979年にＵ

ＮＤＰの常駐代表が通常、常駐調整官（Resident Coordinator: RC）として任命されることになった。

常駐調整官は現地における国連事務総長の代理であり、国連チームのリーダーである（日本国際連合学

会 2000、pp. 88-89）。 
294 日本国際連合学会 2000、pp. 76-77。 
295 この援助は、政治目的を達成するための経済的手段、すなわちスペインに対する反乱（失敗に終わっ

た）を鼓舞するためのものであった（ジョージ 1980、pp. 232-233）。 
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委員会」を創設して、ここを拠点としてドイツを含む欧州各国に小麦を売りさ

ばいた。また休戦協定後、彼はまだ金準備を持つ敗戦国への援助として、大量

の余剰小麦を売りさばき、小麦の力で欧州のいくつかの紛争を片付け、また自

らの気に入らない政策を掲げた国には食料援助打ち切りという脅しをかけたと

いう。このように米国は、第二次世界大戦以前においても食料を、自国の経済

的・政治的利益のために使っていた296。 

 第二次世界大戦後には、食料援助はまず、欧州などの戦後復興に使われた。

欧州復興のためのマーシャル・プランでは、当時圧倒的な生産力を有していた

米国の大量の農産物が欧州に流れ込んだ。そしてこれが米欧間の食料・農業関

係の基礎を確立するとともに、後に第三世界にも適用されるようになる食料援

助の特殊なメカニズム、すなわち余剰農産物を援助（譲許的輸出）することを

通じて食の依存関係が作り出され、将来の米国の農産物輸出市場に変化してい

くメカニズムが創出されていった297。米国は 1950年代までに、実質的に唯一の

輸入需要の源であった欧州の小麦市場を失い、余剰農産物の販路を求めていた

ところ、それを日本と第三世界に見出した。外貨の不足にもかかわらず、食料

援助を利用することによって第三世界の市場が育成されたのであった298。 

 前に見たように、米国は 1949年のトルーマンのポイント・フォア演説を境に

開発途上国への援助を重要政策として実施していったが、その中でも食料援助

は国内的にも対外的にも極めて重要な政策であった。国内的には手厚い農業支

持・保護で生まれる余剰農産物を処分する必要があり、この処分を対外援助と

して行うことで、冷戦下の国際政治におけるパワーとしても使え、また将来の

農産物輸出市場を育成することにもつながったからである。そしてこのような

メカニズムを具体化したのが、国内においては 1954年の農産物貿易促進援助法

（ＰＬ480）であり、国際的にはやはり 1954年にＦＡＯが作成した余剰処理原

則299及びワシントンに設置された余剰処理小委員会300であった。これらは米国

内外の食料援助を巡る批判を招きがちな環境を整備し、のちに米国の極めて強

い関与の下で作られた多国間の食料援助機関である世界食糧計画（ＷＦＰ）301と

も相俟って、米国の余剰農産物を中心とする世界の食料・農業の「余剰レジー

ム」とも呼ばれるシステムを形成した302のである。この「余剰レジーム」は、

農産物の輸出入制限と結びつけて対外援助を行うという、当時の米国の革新的

                                            
296 ジョージ（1980）pp. 232-236。 
297 バーバックら（1987）pp. 59-60。フリードマン（2006）pp. 23-24。 
298 フリードマン（2006）pp. 26-27。 
299 FAO’s Guiding Lines and Principles of Surplus Disposal。 
300 Consultative Sub-Committee on Surplus Disposal: CSD。 
301 World Food Program: WFP。1961 年、ＦＡＯ及び国連総会の双方による並行した決議によって設立

された多国間の食料援助を行う国連機関。この機関をめぐる経緯は、後の事例で詳しく取り上げる。 
302 フリードマン（2006）pp. 13-30。 
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な政策303であり、国内の高い農産物価格支持が招く余剰という大問題を、援助

によって解決するものであった。 

 欧州におけるマーシャル・プランでは、欧州の援助担当者が農業の復興とい

う目標を妨げることを懸念して米国産小麦を投げ売りしようとする米国連邦議

会の企てを阻止したのに対し、第三世界で行われたＰＬ480 による援助ではそ

のような配慮は働かなかった。このため、この「余剰レジーム」の下での恒常

的な輸入によって、多くの第三世界諸国が、安価な世界的小麦供給に依存する

ようになった。第二次世界大戦が終わるまでは食料をほぼ自給していた諸国に

は、20年も経たないうちに食料依存が作り出された304のである。 

 また同時に、この食料依存は米国に対し、食料を政治的パワーとして使うこ

とを可能にすることとなった。既に見たように、米国は冷戦政策の一環として、

あるいは世界覇権維持のための対途上国政策として、食料、すなわち典型的に

は食料援助を停止するという圧力などを、自らの政治的強制手段として使うこ

とを繰り返してきたのである305。 

 

【援助の展開：「緑の革命」】 

 「緑の革命」306の正確な定義は見当たらないが、1940年代に始まり、1960年

代に最も劇的な発展を見せた世界的な農業技術の改良による主要農産物の生産

向上であるといってよいであろう。それまでも何世紀にもわたって農産物の収

穫の向上のために技術の改良が重ねられてきていたが、「緑の革命」については

それが、米国発資本のイニシアティブあるいは援助によって「近代的」な多収

穫品種が開発され、それが肥料その他の農業用資材の投入を伴って、世界的な

農産物生産の急拡大を成し遂げたところに特徴がある。 

 開発途上国への近代的農業技術の移転によるこの食料増産事業の始まりは、

1943年、米国のロックフェラー財団がメキシコ政府の支援要請を受け、4人の

米国人植物遺伝学者・植物病理学者がメキシコに送られ、現在の国際小麦・ト

ウモロコシ改良センター（ＣＩＭＭＹＴ）の前身となる組織を設立したことで

ある307。これらの科学者はやがて、小麦の病害耐性の向上、倒伏しにくい矮性

化、そして肥料の多投による収量の向上を兼ね備えた品種改良に成功した308。

                                            
303 フリードマン（2006）pp. 21-22。 
304 フリードマン（2006）pp. 26-28。 
305 第 3 章 2.1.4 参照。 
306 「緑の革命」を命名したのはＵＳＡＩＤのガウド（William S. Gaud）である。彼は 1968 年、Society 

for International Development での講演において、近代農業技術が開発途上国に広がっていることに

関し、「農業分野におけるこの発展は革命的なものを含んでいる。それはソビエトの暴力的な赤い革命

ともイランのシャーの白い革命とも違う、緑の革命である」と語った（平野 2009、p. 28）。 
307 平野（2009）pp. 27-28。ジョージ（1980）p. 131。 
308 「緑の革命」の象徴的業績とされているものであり、ノーマン・ボアローグ（Norman Borlaug: 作物

学者）はこの業績に対して1970年のノーベル平和賞を授与されている（Leathersら 2004、pp. 226-230）。 
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この新しい品種が取り入れられた結果、メキシコの穀物生産は上昇し始め、1944

年から 1967年の間に小麦の生産は 3倍、トウモロコシの生産は 2倍になり、従

来食料を米国に頼っていたメキシコは余剰穀物を輸出するようになった309。そ

してこの事業はラテンアメリカ諸国に広がり、また、ロックフェラー財団とフ

ォード財団の仲介で 1960年代前半にインドとパキスタンにも導入された。他方、

両財団はアジアにおけるコメの品種改良事業にも着手し、1960年に国際稲研究

所（ＩＲＲＩ）がフィリピンに開設された。そしてその後も世界各地にさまざ

まな研究機関が設立され、これら機関は 1971 年に国際農業研究協議グループ

（ＣＧＩＡＲ）に組織され、世界銀行はじめ国連援助機関や各ドナーの資金が

注入されて公式機関化していったのである310。 

 米国は 1960年代からこれら研究機関に関与311しており、援助総量が減る中で

農業援助だけが増えたのはこのためである。1965年に初めてＵＳＡＩＤはＩＲ

ＲＩのプロジェクトに出資し、1969 年にはＣＩＭＭＹＴに資金を提供した312。

これをレスター・ブラウン313は、開発途上諸国の膨張し続ける食料需要に対し

て米国は、「直接的な食料援助から貧しい国々が自力で食料を増産するのを助け

るという方向」に方針転換した314のだと説明している。また米国は、ＰＬ480

による食料援助が「見返り資金」315として生み出す大量の現地通貨基金を使っ

て、道路や灌漑施設など農村部における社会資本を整備し、また新品種を採用

し始めたために急増した肥料の需要を賄うための資金を提供した316。ＯＥＣ

                                            
309 ジョージ（1980）pp. 131-132。 
310 平野（2009）p. 28。 
311 なお、ロックフェラー財団は早くも 1953 年に、その影響下にある米国の農業開発協会を通じて、イ

ンド人の農業経済学者、農業技術専門家の養成に力を入れだした。さらに、ＵＳＡＩＤの実地訓練計画

と協力し、「村落経済を技術変革と安定社会に見合った形にする」仕事を手伝うエリートの養成にも取

り掛かった。一方、フォード財団も「緑の革命」にふさわしい肥料、殺虫剤、改良品種を売りこむ専門

家使節団をインドに送り、その勧告によってインド政府は重点地域に集中して農業を振興する計画の基

礎を作った。メキシコのＣＩＭＭＹＴ、フィリピンのＩＲＲＩ、さらに米国ではＵＳＡＩＤ、農業開発

協会や財団の出資する奨学資金を通じて、低開発国の農業学者や経済学者が教育を受け、「緑の革命」

の種子を第三世界にばらまく国際専門家チームとなった（ジョージ 1980、pp. 139-140）。 
312 平野（2009）p. 28。 
313 のちに環境運動家・思想家として有名になるレスター・ブラウンは、当時「32 歳の若さで農務省国際

農業開発局長に任命され、合衆国をして「緑の革命」の推進上中心的役割を演ぜしめた政策立案者の一

人」（ブラウンの著書（邦訳）である『緑の革命－国際農業問題と経済開発』（1971）へのブラック世界

銀行元総裁の序文。同書 p. 7）であり、ブラックはさらに「農業革命を可能にした技術の移転を促進す

るために米国政府の演じた役割は、マーシャル・プランにおける米国政府の役割に比肩しうるもの」と

記している（平野 2009、pp. 28-29）。ブラウンは、「緑の革命」の予言者でもあり、また 1960 年代終

わりにはロックフェラー財団顧問として「緑の革命」の成功を高らかに宣言する役割も果たしたが、①

戦後多収穫品種の普及に多額の投資を行ってきた同財団の役割、②肥料その他を取り扱うロックフェラ

ー系の大会社エクソンの立場、③ブラウン自身がかつて同財団で働いていた経歴という三者の関係につ

いては何も語っていない（ジョージ 1980、p. 137）。 
314 ブラウン（1971）pp. 23-24。 
315 Counter fund。ＰＬ４８０による穀物売却代金を現地通貨で積立て、それを米国の望む目的のために

現地で使用するもの。 
316 ブラウン（1971）p. 24。 
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Ｄ・ＤＡＣは 1968年の報告書で、インドにおける高収量品種の普及と食料生産

の発展に詳しく触れ、米国をはじめとする各ドナーの農業援助が増えているこ

とを紹介している。「緑の革命」の進展に誘引されて、農業技術援助や農村開発

援助は、各国ＯＤＡにおいて 1980年代に至るまで大きな比重を占めたのである
317。 

 しかし、「緑の革命」に対しては、その多大な成果を称える論者318とともに、

その弊害を強調する論者319も多数存在する。レザーらはこのような批判として、

第一に肥料や灌漑、農薬といった要素が環境に悪影響を与える懸念、第二に新

技術を採用できる大農と採用できない貧農の間に格差が生まれる懸念があるこ

とを紹介しているが、特に第二の点については「緑の革命」の利益がこれら異

なる農家のどちらにも及んでいるとして否定している320。他方、ジョージは、

技術革新は単に技術の問題に留まらないこと、すなわち低開発国にとって最悪

なのは、伝統的な土着のものと外国から取り入れた近代的なものをどう結び付

けるか考える余地もなく、一連の技術を買い入れてしまうことだと指摘してい

る。すなわち多収穫品種は低開発国では普通生産できない物資を必要とし、そ

れがなければ全体の体系が崩壊するので、それを外から持ってこなければなら

ないからである。そして彼女はさらに、これら物資の供給について、米国に拠

点を置き資本と技術的蓄積を有する多国籍企業が、米国政府と協力し合って開

発途上諸国に対して行う投資がその役割を果たしていることを多くの事例で示

している321。 

以上のように、「緑の革命」は米国のロックフェラー財団やフォード財団が、

米国政府とも連携しながら世界的に推し進めていったものであると考えられ、

戦後米国の農業開発政策の中でも極めて重要なものの一つであったことがわか

る。なお、このような近代的科学技術とセットになった途上国の農業開発につ

いて、久野は「資本による農業の包摂」、すなわち資本が農業の自然的制約を技

術的に突破し「農業の工業化」を達成するプロセスとして着目し、1920～1930

年代のハイブリッド・コーンの開発・普及や米国における搾油・飼料用の大豆

の開発・普及とともに、「緑の革命」やより近年の「バイテク革命」についても

同様のものと捉え、批判的に考察している322。 

  

                                            
317 平野（2009）pp. 28-29。 
318 例えば、レスター・ブラウン（『緑の革命』（1971）など）や Howard D. Leathers（The World Food 

Problem (2004)など）が挙げられる。 
319 例えば、スーザン・ジョージ（『なぜ世界の半分が飢えるのか』（1980）など）や F. William Engdahl

（Seeds of Destruction（2007）など）が挙げられる。 
320 Leathers ら (2004) pp. 230-233。 
321 ジョージ（1980）pp. 133-139。 
322 中野ら（2001）pp. 73-93。 
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【小括：米国の農業開発援助政策の変遷と国際機構】 

 植民地体制が崩壊した戦後の世界では、世界構築の理念として「開発」が掲

げられ、開発途上国においては開発戦略が、先進国においては開発援助政策が

新たに作られることとなった。このような動きを牽引する代表的な開発思想に

「南北問題」323としての捉え方があるが、米国はその管理貿易的なアプローチ

がガットに背反することから南北問題論を好まず、まったく独自にその援助政

策を展開した。戦後復興、食料援助、「緑の革命」などを通じて米国の援助政策

は具体的な成果を生みだしたが、しかしこのような中での米国の援助政策も決

して一貫した方針を持っていたとはいえない324。 

 戦後米国の農業における援助は、欧州の戦後復興、すなわちマーシャル・プ

ランに始まるが、この経験はその後、開発途上国向けに活用された。すなわち

米国国内の農業保護による余剰農産物を援助の形で譲許輸出すること（ＰＬ４

８０による食料援助）を通じて海外に農産物市場を開拓していくことが、輸入

制限や輸出補助を仲介したシステムとして機能し、「余剰レジーム」とも呼ばれ

るような世界的な食料・農業のシステムを現出した。そしてこの中では、米国

の極めて強い関与の下で、1962年に多国間食料援助機関としてＷＦＰが設立さ

れた。 

 他方、米国に本拠を持つロックフェラーなどの財団は、1940年代から開発途

上国における農業開発の計画を始め、世界的な「余剰レジーム」の展開の背後

で、やがて 1960年代に大きく開花する「緑の革命」の準備を進めていた。これ

は多収穫品種の開発や普及をＣＩＭＭＹＴ（小麦、トウモロコシ）やＩＲＲＩ

（コメ）という、これら民間財団主導の国際的研究所を核に進める手法に依っ

た。そして 1971年に、これらの研究機関はＣＧＩＡＲに組織され、世界銀行そ

の他のドナーの資金が投入されて公式機関化していった。 

 米国が中心となって進める開発援助は、当初の二国間援助（特に 1961年設立

のＵＳＡＩＤ）中心から、いくつかの国際機構が中心となって進められる体制

に移っていった。この中には創立後 10年ぐらいまでのＦＡＯが含まれており、

この時代のＦＡＯは米国とも密接に協力しつつ食料・農業にかかわる技術援助

その他の事業を精力的に実行した。しかし開発援助の分野での国際機構の中心

に位置づけられるのは、ブレトンウッズ機関の一つである世界銀行であり、こ

の機関の背後には圧倒的な投票権を持つ米国が常にあって絶大な影響力を及ぼ

した。1960 年に、途上国援助を行うためのいわゆる「第二世銀（ＩＤＡ）」が

世界銀行グループの主要機関として設立されて以来、世界銀行は開発援助ある

                                            
323 開発思想の黎明はラテンアメリカに発祥した一次産品管理貿易論であり、それはＵＮＣＴＡＤの経済

学、あるいは「南北問題」として国際場裏に登場したが、ドナー側でこれに共鳴したのは旧宗主国のみ

で、1975 年のロメ協定がその成果である（平野 2009、p. 90）。 
324 平野（2009）pp. 90-91。 
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いは開発金融をその中心業務として、世界の開発アプローチに多大の影響力を

及ぼすことになった。当初の大規模事業を中心とした「エンジニアの時代」を

経て、1968年に就任したマクナマラ総裁の下ではそれまでの成長重視路線を貧

困削減路線に転換しつつ事業規模を急拡大し、その後世界銀行内の主導権は、

エンジニアから貿易自由化を重視する新古典派の経済学者に移ることとなった。

1979年から「構造調整融資」などをマクロ経済改革などの融資条件（コンディ

ショナリティー）付きで強力に展開していった世界銀行のアプローチ325もまた、

当時の米国などの国策として採用された新自由主義的アプローチと軌を一にし

ている。 

 他方、国連システムにおいて、設立時から独立性を持つＦＡＯなどの国連専

門諸機関で行われていた開発援助を「統一」する役割を担ったのが、1966年に

設立され、その後 1970年前後に米国を中心とした大幅な拡充・テコ入れを受け

た国連開発計画（ＵＮＤＰ）であった。このＵＮＤＰ強化の背景には、当時の

米国の、国内財政やベトナム戦争の事情によって開発援助資金を軍事援助に回

したいという意図があり、米国はその分の開発援助は多国間国際機構を通じて

行おうとしたのである。その後、ＵＮＤＰは国連常駐代表制度などを通じて国

連の開発援助活動の中央集権化を進め、ＦＡＯなどの国連専門機関の活動はＵ

ＮＤＰのリーダーシップの下に「調整」され、その中に取り込まれる動きとな

っていった。 

 以上のような流れの中で、世界銀行は開発途上諸国、とりわけアフリカを対

象とすることで新自由主義的な構造調整のスキームを洗練し世界政策化してい

ったが、これは米国を中心とするドナー・コミュニティの意思に沿うものであ

った326。このことは、食料・農産物をめぐる国際的なシステムが、米国の穀物

余剰を援助の形で開発途上国などに処分する「余剰レジーム」から、1970年代

を境に劇的に拡大した世界市場に対して穀物を自由な形で販売していくことを

指向する自由貿易指向へと変わっていった流れを、まさに支える形で展開した。

すなわち、米国自体の二国間援助が低下傾向をたどる中で、世界銀行など米国

が強い影響力を有する国際機構がいわば主役となって、米国の開発政策を実行

していったと考えられ、そのような中で開発途上国農業の保護政策の削減や、

農産物市場の開拓、そして米国などの穀物への依存が進んでいったのである。

しかしやがて構造調整路線が失敗に終わると、国際的な開発援助政策は再び世

界銀行を中心に、「貧困削減」や「人的要因」、さらに「制度環境」を重視する

路線へと転換327していった。 

                                            
325 平野（2009）pp. 61-68。 
326 平野（2009）p. 64。 
327 秋山ら（2002）pp. 6-10。 
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３．穀物メジャーとその影響力 

 「穀物メジャー」あるいは「多国籍アグリビジネス」が、戦後の世界の食料・

農業問題の背景に絶えず存在し世界的な食料・農業システムの形成や変容に強

くかかわっているという考え方328は、現在ではいわば定説となっている。例え

ば、世界的な食料システムや食料レジームを専門として論じてきたホプキンス
329は、「その極めて多くが米国の企業である多国籍アグリビジネスは、世界的な

食料システムあるいはレジームに関するいかなる議論にも含まれなければなら

ない。グローバルな食料移転の管理者として、大規模な生産の促進者として、

技術の普及の介助者として、多国籍企業はしばしば諸政府の政策意図を実現に

移す役割を担ってきた。これは特に、米国の対外農業政策において言えること

である。なぜなら、貿易や援助や開発投資における公的部門の意図が実現する

かどうかは、実際に食料品や資本や技術の流れを牛耳っているアグリビジネス

の遵守や協力が継続的に得られるかどうかにかかっていたからである」と述べ

ている。また中野330は、「現代の農業・食料問題の核心」を考察する中で、「新

たに浮上してきた農業・食料問題の後景に、多国籍アグリビジネスが伏在する

ことがしだいに明らかになってきた」とし、1970年代以来の米国政府の食料・

農業の国際戦略ともかかわって多国籍アグリビジネスの活動が活発化し、その

経営戦略が世界の食料・農業のありように多大な影響を及ぼすようになったこ

とを指摘している。 

 そこで、本項では、いわゆる「穀物メジャー」と呼ばれる多国籍アグリビジ

ネスについて、その誕生・成長から活動の特徴、その世界的展開の中での戦略

とその変化、さらには米国の対外農業政策との関係についてみていく。その際、

主にその最大の企業であるカーギル社に焦点を当てて、その活動を概観しつつ

考察を行いたい。 

 

3.1 穀物メジャーの誕生と成長 

 「穀物メジャー」と呼ばれる世界的穀物取引業者は、個別の消長を繰り返し

ながら 19世紀後半から現在まで、5社前後が活動する状況が続いているが、そ

れらの代表格がカーギル社であり、その創業は南北戦争後の 1860年代にさかの

                                            
328 このような主要文献としては、Hopkins ら(1978) pp. 613-614、Hopkins (1990) pp. 199-200、中野ら

（1998）pp. 1-3、石川（1981）、ニーン（1997）、茅野（2006）、モーガン（1980）、ジョージ（1980）

pp. 183-229、イングドール（2010）、フリードマン（2006）pp. 52-56、バーバック（1987）、マグドフ

（2004）などがある。 
329 Hopkins ら (1978) pp. 613-614。 
330 中野ら（1998）p. 2。 
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ぼる。当時、産業革命の波及で都市人口が増大した欧州は、米国小麦に対して

飽くことのない食欲を示した。特に、英国議会が 1846年に保護貿易の穀物法を

廃止したことにより、国際貿易拡大の条件が確立された。この 19世紀後半に、

今日の穀物メジャーが欧州や米国で一斉に成長を始めている331。 

 1865 年にアイオワ州に建てられた小さな穀物倉庫から発したカーギル社は、

拡大する鉄道網や水路を活用しながら各地の小麦を集荷し、創立者であるウイ

リアム・ウォーレス・カーギルはこの会社を中西部の一大勢力に成長させた332。

その後同社は、カーギル家を引き継いだマクミラン家333の下で経営多角化と多

国籍化に本格的に着手し、今日の巨大穀物商社へ成長する基盤を作り上げた。

特に、カーギル社にとって有利だったのは、第二次世界大戦後、米国が世界最

大の穀倉として浮かび上がり、1945 年から 1949 年にかけて世界の小麦輸出高

の半分を供給したことであった。確かに戦時並びに戦争直後は、米国政府が戦

時食糧管理局を通じて穀物取引を支配したし、欧州に対する食料援助も政府計

画によって実施されたので、企業としてのうまみや自由度は低かった。しかし、

五大穀物メジャーの中では、カーギル社はコンチネンタル社と同じく、世界の

農業大国となった米国に本拠をもち、内陸の穀物集積所や港の倉庫、貯蔵施設

に巨額の投資を行っていたので、海外への救援食料の大半を扱うこととなり、

政府の計画と助成金で利益をあげ、また政府の穀物を保管することで、確実に

収入をあげることができたのである334。 

しかし、政府規制の下では、穀物価格は安定しており、穀物市場で華やかな

活動は期待できなかった。そこでカーギル社を始めとして多くの穀物商社は、

穀物事業より利益の大きい新分野へ、多角化を進めることとなった。この中に

                                            
331 この 19世紀後半には、ライン川に沿って、五大穀物メジャーのうち、フランス領ロレーヌ地方のフリ

ブール家（コンチネンタル・グレイン社）、アルザス地方のルイ・ドレフュス家（ルイ・ドレフュス社）、

アントワープのブンゲ家（ブンゲ社）の三社が穀物取引に手を伸ばし、やや遅れて 1877 年にはアンド

レ家（アンドレ社）も、スイスの小さな山村サント・クロアを出て、ニヨンで穀物業を始めている。ア

メリカ中西部では、カーギル社の創立者ウイリアム・ウォーレス・カーギル（「ウィル」）が 1865 年に

アイオワ州コノヴァーに小さな木造の穀物集積所を買っている。これが今日のカーギル穀物帝国建設の

発端となった。（石川 1981、pp. 57-58） 
332 カーギル社の創立者ウィルは、1865年にアイオワ州の鉄道終点近くに小さな穀物倉庫（エレベーター）

を一つ建てたが、鉄道が米国の穀倉地帯を貫通すると、その路線に沿ってエレベーターを建設、鉄道網

の拡大、水路の開拓につれて、そのエレベーター数も増していった。彼は穀物商人にとって不可欠の資

質である秘密厳守に長け、穀物を売る農民、その穀物を買う加工業者の秘密を守り、また資金を融資し

てくれる銀行に対しては特に口が固かったのでミルウォーキーの銀行は喜んで融資に応じた。ウィルは

5人兄弟の長男であったが、カーギル兄弟は、小さな田舎の集積所からシカゴまで小麦を運んでいく、

穀物の「動くベルト」を考案し、このシステムを利用して帰路には石炭を運び、自社小売網を通じて農

民に売った。この統合システムにより、カーギルの会社は中西部の一大勢力に成長していった（石川 1981、

pp. 58-59）。ニーン（1997）pp. 70-71。モーガン（1980）pp. 93-95。 
333 カーギル社の大発展と大拡張を推進したのは、ウィルの娘婿（ジョン・マクミラン）の子、ジョン・

マクミラン・ジュニアの時代（1936～60年）であった（石川 1981、pp. 59-62）。モーガン（1980）pp. 

134-138。 
334 石川（1981）、pp. 62-63。ニーン（1997）p. 73。モーガン（1980）pp. 147-149。 
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は造船、大豆圧搾、そして飼料加工などの分野が含まれていた335。またカーギ

ル社は、多国籍化336への布石として、1956年にスイスのジュネーブにトレーダ

ックスという名の子会社337を設立し、また 1958年にはカナダのケベックの不凍

港に巨大なエレベーターを建設した。こうして 1959年から、カーギル社とトレ

ーダックス社は中西部の穀物を海外に輸送し、国際穀物取引において有利な体

制を作ったのである338。 

 

3.2 余剰食料の援助と市場の開拓 

 前記のように、米国に本拠地を置くカーギルやコンチネンタルといった穀物

メジャーは、かなり古くから海外に拠点を持ち、世界大での事業活動を展開し

てきたが、取り扱う農産物の主要生産拠点は多くの場合米国であり、1960年代

以降に本格的に多国籍化した後も、米国産農産物を輸出することが最大の利潤

を生みだしていた。この意味で、米国の穀物メジャーは米国の食料戦略のパー

トナーであり、また最大の受益者でもあった339。米国の食料戦略は、1970年代

までに農産物市場開拓から市場開放へ、農産物輸入国の育成から輸入国の拡大

へと展開したのであるが、この展開の中で、世界最強の農産物供給者としての

米国政府と米国の穀物メジャーの利害はほぼ一致していたといってよい340。フ

リードマンによれば、戦後 1947年から 1972年までの間は、米国が国内の余剰

穀物を援助として海外に処理することを軸として成立していた、食料・農業の

「余剰レジーム」の時代であるとしている341が、このようなシステムの鍵とな

る米国の食料援助、すなわち譲許的な食料の販売は、米国政府の認可があると

はいえ、実質的にその条件はこれら私企業（穀物メジャー）と受益国の間で「交

渉」されていたのである342。 

 実際、米国政府は初めのうちは戦時体制の下で直接・間接に食料取引を支配

                                            
335 石川（1981）、pp. 63-64。中野（1998）p. 13。 
336 中野ら（1998）p. 13。 
337 カーギル社の穀物事業の多国籍化の中核は、スイスのジュネーブにある子会社トレーダックスである。

第二次大戦後、1950年代になると西欧市場が拡大し､米国カーギル社からの穀物輸出では西欧の顧客へ

のサービスが困難になった。欧州に本拠を置く穀物会社と競争するためにも、海外に子会社を置く必要

に迫られた。この結果、1953年に国際穀物市場での取引活動と法人税対策のためトレーダックス･イン

ターナショナルをパナマに設立、1956年にはその実質的な本社をスイスのジュネーブに移した。1981

年までにトレーダックス･インターナショナルの参加の子会社は世界で 34社に上った。トレーダックス･

グループは、米国の港でカーギル社から穀物を買い付け、これを各国の政府、製粉会社、飼料加工メー

カー、食料品商社に販売し､カーギル社の多国籍活動の尖兵として活動している。そのジュネーブの本

部は高度な通信設備と、高給で抱えた通貨専門家、穀物トレーダー、海運エキスパートを擁し、敏感な

世界穀物市場の動きに迅速に対応している（石川 1981、pp. 76-80）。 
338 石川（1981）、p. 65。モーガン（1980）pp. 151-154。 
339 中野編（1998）p. 13。 
340 中野編（1998）p. 15。 
341 フリードマン（2006）pp. 17-30。 
342 Hopkins ら (1978) p. 613。 
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していたし、この「余剰レジーム」の下での穀物メジャーの活動は、米国政府

の欧州その他に対する政治的立場343を反映して、米国政府が穀物取引の実権を

握り、企業の自由を束縛していた。しかし、本音のところで米国政府は、穀物

メジャーと同様に戦前の商業システムに戻ることを望んでいたのである344。に

もかかわらず、1950年代中頃に確立する米国の食料援助制度の下では、米国政

府は食料を純然たる自由な商取引に委ねるつもりはなかったし、穀物メジャー

も 1970年代までの間、米国政府との協力の下で、余剰食料の援助を手掛けなが

ら利潤と政治的実力を蓄えていった。特にカーギル社とコンチネンタル社は、

このような穀物取引の米国の新時代を利用するのに最も地の利を得ていた。す

なわち両社は、内陸の穀物集積所や港の倉庫・貯蔵施設に対して一番多くの投

資をしていたので、政府の穀物を保管し、政府の補助金を受け取って輸出を活

気づけることができたのである345。 

 余剰食料の問題は、詰まるところ、ニューディール政策の下で国家の重要問

題として農政を取り扱った代償として米国政府が負った難問346であり、米国政

府は終戦期以来さまざまな手立てを講じてきたが、その対策の中心は他の諸国

に米国式の食習慣をつけさせることであった。アジアの米食民族をパン食に切

り替えさせること、あるいは経済的に豊かな国の家畜飼料として米国のトウモ

ロコシや大豆を買い上げさせることは、その代表的な手段であった347。そして

食料援助を米国の政策として確立したのが、1954年のＰＬ480であり、その目

的は米国の対外政策を推進し、飢えと戦い、かつ余剰農産物を処理することで

あった。そしてこの背後には、被援助国における農産物輸出市場の開拓の意図

が当然のように含まれていた。この実務は前述のように、穀物メジャーが引き

受けることとなったのであるが、穀物メジャーはその状況に満足せず、カーギ

ル社を中心として更なる穀物貿易の自由化に向けた政策関与を行っていく。そ

の代表的なものがケネディ政権下、1962年農業法の起草へのカーギル社幹部348

                                            
343 1940 年代後半の米国は、欧州やアジアへの食料供給を通じてその政治的威信を高め、経済的安定をも

たらして、欧州（や日本）をソ連の領土拡張や共産主義の拡大から守る役割を果たした（モーガン 1980、

p. 148）。 
344 1948 年以来の余剰穀物の出現は米国政府の頭痛の種となっていたし、また穀物メジャーも政府の強い

統制から自由になることで、自らの運輸・通信・情報システムを使ってより大きな利鞘を稼ぎたがって

いた（モーガン 1980、pp. 148-149）。 
345 モーガン（1980）pp. 151-152。 
346 モーガン（1980）p. 161。 
347 新たに米国への依存度を高めたことが、政治経済上どのように深い意味を持っていたかは、ほとんど

問われなかった。米国が熱心に諸外国に穀物を押し付け始めるや、それを正当化する理由はパンの栄養、

肉を含む偏りのない食事などいくらでもあり、アジア人の体格は向上した。また、食料の輸入は開発途

上国内の食料価格の高騰を抑え、労働力と資本を産業化の方へ回すことを可能とした（モーガン 1980、

p. 163）。 
348 これらの人物としては、ウイリアム・ピアス（渉外部長・弁護士）、ピアスとともに政府支持の切り下

げ計画（ミデンツ・プラン）を作ったメルヴィン・ミデンツ（カーギル社の小麦トレーダー）が挙げら

れる（モーガン 1980、pp. 166-168）。 
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の関与であり、政府の価格支持・減反という国際競争力を損なう提案を拒みつ

つ、支持価格の引き下げと輸出補助金の打ち切りとの提案を行ったのである349。 

 

3.3 穀物メジャーの台頭 

 

【「大穀物強盗事件」】 

カーギル社の活動や財務内容は、1970年代まではほとんど一般に知られてい

なかった350。無論、1960 年代にも一部で注目されてはいて、例えば 1965 年 12

月の『フォーチュン』誌は「セント単位で生きる 20億ドル会社」としてカーギ

ル社を紹介している351。しかし、カーギル社が自らの活動のＰＲを積極化しジ

ャーナリストの取材に応じるようになったのは、1972 年の「大穀物強盗事件」
352以来のことであり、この頃から推定ながら財務内容の輪郭がつかめるように

なった353。この事件はこのように、穀物メジャーが突如として世界の表舞台に

登場して人々にその存在の大きさを知らしめたものであったが、後に述べるよ

うに、世界の食料・農産物に関わる市場やシステムがこの頃を境に大きく変貌

したという意味でも、極めて重要な出来事だったのである。 

「大穀物強盗事件」は、1972年、ソ連の凶作に乗じて大手穀物商社、すなわ

ち穀物メジャーが対ソ大型商談を密かに進めたことが発覚して一般に「事件」

と捉えられたものである354。ソ連としては、米国から大量の穀物を輸入すると

しても出来るだけ安く買い付けたい。しかしソ連が政策転換するという意図が

外部に漏れれば、その噂だけでシカゴの穀物相場は急騰し、ソ連は高い穀物を

買わざるを得なくなる。そこで、穀物メジャーと内密に交渉し、ソ連が穀物を

                                            
349 モーガン（1980）pp. 164-168。 
350 世界の穀物取引業に君臨する五大穀物企業が、少なくとも 1972年の「大穀物強盗事件」まで、ほとん

ど世間の目に触れず成長してきたことは、驚くべきことであるが、その理由はこれらの穀物商社が個人

企業であったというだけではなく、目立たぬよう振舞い、巨大な富とパワーを隠すことを社訓の一つと

してきたからである。この秘密性は、穀物を農民から安く買い集め、顧客に高く売る穀物商社の特性に

根差しているともいえる。大量の商談が漏れれば、穀物相場は急騰を演じて、商社の薄いマージンは簡

単に消えてしまうので、必然的に穀物メジャーの活動は隠密にならざるを得ないのである（石川 1981、

pp. 48-49）。 
351 それによると､当時すでにカーギル社はアメリカ最大の穀物商社であり、5750名の経営者･従業員を抱

え、26か国に工場をもち、世界有数の農産物輸出会社であった（『フォーチュン』誌 50大流通企業の第

6 位。1965 年の輸出額は「平和のための食糧」援助 2 億ドルを含めて、合計 7 億ドル）。（石川 1981、

pp. 70-71） 
352 The Great Grain Robbery。このように呼ばれる所以は、ソ連政府が秘密裏に安値で米国の穀物を買

い占めた結果、米国の消費者は穀物相場の暴騰によって高い食料品を買わされる結果となった前代未聞

の出来事だったからである（石川 1981、p. 21）。 
353 『フォーブス』（1978年 9月 18日号）によると、同社の売上高･利益は 1972年の対ソ穀物大量輸出以

来急増し､特に 1974～75年の世界食糧危機で利益がピークに達したことがわかる。以後、1978年頃まで

の穀物豊作と世界的過剰の時期には利益が急減し、それ以後は再び食糧不足を反映して業績が上向いて

いる。（石川 1981、pp. 70-71） 
354 石川（1981）p. 14。 
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輸入することなど夢にも思わず安値が続いていたシカゴ相場を指標に、一気に

輸入契約を結んだのである355。 

最初の対ソ大口販売契約を結んだのはコンチネンタル・グレイン社であり、

一般にはこれが政府の知らぬ間に秘密裏に取り決められたと信じられていた356。

しかし実際に、これには米国政府が深く関与していたという数々の指摘がなさ

れている。その第一はこの契約についてのＣＣＣ357の融資受諾が極めて迅速に

米国大統領の名において行われていること358、第二は取引に先立ってコンチネ

ンタル社が、ソ連に対して大量の米国穀物を売った場合にも、小麦輸出補助金

を出すかどうかを米国農務省に対して確認していること359、さらに第三には米

国の農民組織の代表者たちが、「ソ連の買い付けや助成金政策については農務省

から何の音沙汰もなかった」と議会で証言し、穀物業者や米国政府と同様に彼

らが事情を知っていたとの見方を否定した360ことである。無論、米国政府は表

向きこの「事件」に関与したとも、食料危機の発生を容認又は放置したとも全

く認めていない361。しかしながら上記のようなさまざまな観察を見ると、米国

政府の動きと穀物メジャーの動きが全く関係ないとはいい難いし、断定は困難

であるとしても米国政府の動きがこのとき、穀物メジャーのソ連への穀物大量

販売の助けになるような方向に極めてタイミングよくとられていたことが示唆

されるのである362。 

                                            
355 茅野（2006）p. 64。 
356 バーバックら（1987）p. 47。 
357 商品金融公社（Commodity Credit Corporation: CCC）。 
358 1972 年 7 月、コンチネンタル社のソ連向け販売の報告からわずか 3 日後には、その後 3 年間にわた

る買い付け代金支払いのために申し入れのあったＣＣＣの融資 7 億 5000 万ドルを受諾する旨、ニクソ

ン大統領はソ連に通告していた（バーバックら 1987、p. 47）。 
359 1970年代の初め、世界的な小麦の過剰と価格低迷の中で、米国内では農産物価格支持制度によって、

小麦価格は高く維持された。そこでアメリカ政府は余剰農産物を海外へ売り込むために、小麦について

1ブッシェル当たり 1.63ドル（トン当たり 60ドル）を目標価格として設定し、穀物商社が米国内で割

高の小麦を買って輸出した場合には、この目標価格との差額を補償金として支払っていた。コンチネン

タル社は、ソ連の大量注文に応じて、穀物商社がアメリカの穀倉地帯で買い入れを開始すれば、国内価

格が吊り上がることを知っていた。小麦価格が急騰しても、政府は補助金を出してくれるかどうか、こ

の点が確認できなければ、コンチネンタル社はソ連の大量注文に応ずることが出来なかった。このとき、

ブラントヘイバー農務次官は明確な答をしなかったが、同日午後、電話でコンチネンタル社に対し、ト

ン当たり 60ドルの目標価格を保証したという。この時、米国農務省はすでにソ連の穀物大量買い付け

の意向を知っていたはずだという見方が強いが、農務次官が輸出補助金を公約したことは、1972年の「大

穀物強盗事件」の核心部分である（石川 1981、p. 16-19）。 
360 ジョージ（1980）p. 166。 
361 米国議会の「穀物強盗」事件聴聞会で農務省は「どれぐらいの小麦がソ連に売られたか、自分たちに

もわからない」と述べたが、ある議員はこれに対し「農務省は故意に重要な情報を手に入れまいとして

いるかのようだ」と述べたという。また、ソ連が米国の穀物業者と交渉している間、農務省を含む関係

者たちは極めて口が堅かったが、このことが示していることは、農務省と穀物貿易業者が堅く口を閉じ

ていれば、決定的な時期に需要と供給の動きに変化が起きないようにすることができるということだと

いう（ジョージ 1980、pp. 165-168）。 
362 ダン・モーガンは、この事件は米国政府と穀物商社とソ連政府が共謀して行った犯罪であると示唆し

ている（石川 1981、p. 21）。 
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さらに米国政府が、この事件の発生に先立って、その後の国際的な食料・農

業の国際システムに極めて強い影響を持つさまざまな政策変更を行っていたこ

とも明らかとなっている。すなわち、その第一は 1971年のニクソン大統領によ

るドル切り下げであり、米国産穀物が世界市場で有利になるという点で極めて

重要であった363。また第二はデタントに伴う社会主義市場の開放と貿易関係の

拡大によって米ソ両国が自国の経済的利益を拡大しようとする動機があった中

で、1970 年以来、米国側において対ソ農産物貿易の開始を容易にするように、

従来の政策にさまざまな大変更が行われたことであった364。 

以上見てきたように、1972年の「大穀物強盗事件」は、1970年代前半の世界

的な食料危機を発生させる直接的な原因となり、その後の世界の穀物市場の拡

大を招き、それまでの食料援助を軸とした世界の食料システムを貿易中心に変

化させた大きな転換点に位置づけられる出来事であった。そしてその背景には、

米国の政策的な関与の存在が強く示唆されている。 

 

【世界穀物市場の拡大と米国農産物輸出の急増】 

 上記の「大穀物強盗事件」を境に、当時のソ連や中国など共産圏の穀物市場

が世界に開かれ、穀物メジャーの世界的な商取引はそれまでより大きく自由に

なり、米国政府がこのような展開を政治的・政策的にバックアップした。 

この背景には 1960年代後半から 1970年代前半にかけて米国経済の困難な状

況が明らかになってきた時期に、ワシントンの政策立案者たち、すなわち政府

高官も企業幹部も、農業が米国の「赤字対策の切り札」になるとみていたこと

がある。米国の巨大な農業生産力はまだ開発の余地があったし、世界の他の諸

国では穀物需要も増加する見通しだったので、世界経済における米国の地位低

下に歯止めをかけるための戦略の中心に農業がすえられた。そして 1970年代の

10年間に米国の農産物輸出額は 5倍、輸出量は 2倍に増加し、農業は米国最大

の輸出産業になり、ドルを支え、慢性的貿易赤字を埋め合わせ、石油輸入代金

を決済するうえで決定的に重要な、まさに米国経済の土台となったのである365。 

                                            
363 ドル切り下げ直後に現れた効果は、景気が上昇傾向にあった日本や欧州で、米国農産物に対する需要

を大いに刺激したしたことであり、切り下げ直後の半年に米国の小麦輸出量は 3 倍に、トウモロコシ輸

出量は 20％増大した。また、1973 年の第二次ドル切り下げ後には日本円が 40％切り上げられたので、

米国の日本向け食料輸出額は 2 倍になった。そしてこの政策こそ、1972 年から 1974 年にかけて米国の

輸出が 39％増加した主要な要因であった。他方、この切り下げを契機に富裕な諸国が米国の安くなった

食料を買い漁ったので、世界市場で不足が生じ、それが一因となって価格が高騰したので、第三世界諸

国は大きな打撃を受けた（バーバックら 1987、pp. 45-46）。 
364 このような中には、①ニクソン政権がソ連や中華人民共和国への穀物輸出には特別の輸出許可が不要

としたこと、②運賃が世界の価格よりずっと高い米国船籍の船舶で輸出の 50％を輸送しなければならな

いとの規定が除去されたことがあり、また、③ソ連から申し入れのあった穀物買い付け代金に対する米

国の信用供与条件について、ホワイトハウスまでもが深く関与しつつソ連と交渉したことも挙げられて

いる（バーバックら 1987、pp. 46-48）。 
365 バーバックら（1987）p. 39。服部（2010）pp. 81-83。モーガン（1980）pp. 212-213。 
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 そして実際に穀物輸出を行って利益をあげた代表格が、穀物メジャーである。

石川は、当時すでに米国最大の穀物商社であったカーギル社の経営状況を米国

投資雑誌『フォーブス』（1978 年 9 月）によって考察しているが、同社の売上

高と利益は 1972 年の対ソ穀物大量輸出以来急増し、1970 年代前半で利益は 7

倍になった。その後世界的過剰期に利益が急減したものの、1970年代末には再

び利益を回復し、この間売上高は順調に伸ばしている366。 

 このように 1970年代に米国の穀物メジャーは、それまでの食料援助による市

場開拓路線から農産物市場開放・輸出拡大へと転換して国家の最重要課題とし

て農産物輸出に取り組んだ米国の戦略と利害をほぼ一致させながら、業績を伸

ばしていった367。そしてこの 1972年を分水嶺とした米国穀物輸出の急拡大とと

もに、穀物輸出の担い手であった国際穀物商社も本格的に「穀物メジャー」に

変貌を遂げたのである。この時期の農産物輸出の急拡大の政策的な背景として

指摘されるのは、①1970年代を通じて米国のドルの価値が全般的に下落し、海

外の輸入国は米国穀物が買いやすくなるという恩恵を受けたこと、②こうして

米国穀物に対する需要が急増したため、米国生産者は農地の隅々まで作付けし、

米国政府はこれを支えるべく目標価格を導入して生産者の所得支持を行ったの

で、生産者の増産意欲はさらに掻き立てられたことであった368。このような経

過をたどりながら、1970年代の米国における穀物増産と農産物輸出は急拡大し、

穀物メジャーが急激に成長することとなったのである。 

 

3.4 穀物メジャーの経営の特徴 

 穀物メジャーの経営の特徴については、これまでに内外で多くの研究あるい

は報告がなされ、関連する文献も多岐にわたっている。しかしながら、穀物メ

ジャーがようやく表舞台に姿を現した 1970年代以来のこれら研究・報告にもか

かわらず、その活動の実態はいまだよく分かっているとは言えない。その理由

の一つは穀物メジャーがいまだに持ち続けている秘密主義であり、また別の理

由はその活動があまりにもグローバル化し多岐にわたっているためでもあろう。

ここでは穀物メジャーが世界の食料・農業にとって、あるいは米国やＦＡＯに

対して、どのような意味を持つのかを後に考察するための材料として、これま

でに報告されている穀物メジャーの経営に関する断片的となりがちな情報をで

きる限り項目別に整理しておく。 

 

 

                                            
366 石川（1981）、pp. 70-72。 
367 中野編（1998）p. 15。 
368 茅野（2006）p. 154。 
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【一般的特徴】 

 一般的な多国籍企業と穀物メジャーの際立った違いは、多国籍企業が一般に

鉱山や工場を他国に取得し生産手段を直接的に支配するのに対し、穀物メジャ

ーは穀物生産を直接支配しようとはしなかったことである。すなわち現在でも、

世界の穀物の大部分は家族農業や中規模の商業的生産単位によって供給されて

おり、穀物メジャーはこのやり方で価格の下落、天候不順、土地抵当などのリ

スクから逃れている。つまり彼らは農業経営者が直面するような災厄には関係

せず、市場での売り買いによって、仲介者としての利益をあげているのである369。 

 次に、カーギル社などの穀物メジャーは堅実で保守的な自由企業の伝統を守

っている。カーギル社は自由取引の原則に固執し、シカゴ穀物取引所の命令

（1937年）や､農務省の告発（1963年）に対しても抵抗し､徹底的な法廷闘争を

行うなど､控え目ながら超保守的な伝統を持っている。この体質は同社の穀物取

引事業にもよく反映されており、1970年代以降穀物取引に押し寄せた投機の波

にも、一貫して従来の経営方針370を守っている。このような穀物取引の基本を

忠実に実行し、薄い利ざやに甘んじ、決して一攫千金の投機の道に踏み迷うこ

とはなかった371。また、穀物を買うときはいつも、同量の穀物を先物で売るこ

とによりヘッジ（保険つなぎ）する､保守的で安全な方法によっている372。 

 また、穀物メジャーは戦後の一定の期間、政府の援助など政策的な穀物輸出

を手掛け373、政府の方針あるいは補助金のもとに自らの事業活動を行って利益

を蓄積したが、基本的には米国の食料援助が政策として確立した 1950年代から

既に、一貫して自由取引を指向している。上記のように穀物メジャーは原料す

なわち穀物供給源を直接支配せず、農民の生産するものに依存することで農業

生産に伴う天候などのリスクを逃れているが、供給源を支配していない代わり

に流通システム、処理工場、科学技術、資本、売り手と買い手のコミュニケー

ションなどを押さえており、そのために既に穀物の配分と加工に関する世界的

な機構の中心に位置していた。そして彼らは他の大きな多国籍企業と同様に、

当時からイデオロギー的、政治的な抗争に関して中立374を表明しており、自分

                                            
369 バーバックら（1987）p. 210。 
370 従来の経営方針とは、①短期的に過剰の時点で安く買い入れ、不足時点まで持ち越すこと、②中期的

に過剰の期間に穀物を買い込み、不足の期間まで持ち越すこと、③貯蔵･輸送設備を近代化し､穀物相場

や海運市況に関する情報力を強化し、穀物取引の専門家を育成し､競争相手より低コストで穀物売買を

行うこと、を指す（石川 1981、pp. 85-86）。 
371 例外的に 1977 年、当時の穀物メジャーの一角であったクック・インダストリーズが、シカゴ穀物取

引所に現れた投機集団（テキサスの石油王であったハント一族）との大豆仕手戦を演じ、ハント一族の

巨大な資金力の前に屈し、翌年、事実上倒産するという出来事があった（石川 1981、pp. 146-147）。さ

らに詳細にはモーガン（1980）pp. 494-503 を参照。 
372 石川（1981）p. 86。 
373 石川（1981）pp. 62-63。 
374 モーガンはこのような穀物メジャーあるいは多国籍企業の特性を、「多国籍性」と対比して「無国籍性」

と表現している（モーガン 1980、pp. 29-32）。 
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たちの利益がイデオロギーや国家に縛られず、自由に取引できる世界に存する

ことを心得ていた375。穀物メジャーの望んでいた自由取引が一挙に実現に向か

ったのは、ニクソン政権の下での米国農政の大きな転換が契機であり、アグリ

ビジネス出身のバッツ農務長官の下で「自由市場への復帰」あるいは「政府の

農業からの解放」とのスローガンを掲げて政府の農業介入政策の廃止が進めら

れた。こうして穀物メジャーは、従来から望んでいたように政府による市場統

制から逃れ、農産物市場の浮き沈みを利用して最大の利潤を得る切っ掛けをつ

かんだのである376。 

 

【秘密主義】 

 前に見たように、1972年に一般に知られないまま突然発覚した「大穀物強盗

事件」は、穀物メジャーの秘密性を如実に表す代表的な事例である。後に穀物

メジャーについての詳細な研究を 1979年に発表したダン・モーガンも、自らが

関心を持ってこの「巨大穀物商社」というテーマを調べ始めたとき、先行研究

は皆無であり情報集めは想像以上に難航したと、穀物メジャーの秘密主義に言

及している。また彼は 1975年に米国上院の多国籍企業小委員会が穀物メジャー

に関する調査を開始したとき、米国全土の図書館に資料の提供を求めたが、こ

とごとく「そのような資料はない」との回答を得たとのエピソードも紹介し、

さらにチャーチ上院議員が行った穀物メジャー幹部の証人喚問もわずか一日で

打ち切られ、カーギル社によって叩き潰されたとしている377。 

 このような穀物メジャーの秘密主義の背景についてはいくつかの説明があり

得るが、まず挙げられるのは穀物取引の特性であろう。穀物商社の活動では穀

物を農民から安く買い集め、顧客に高く売ることが肝要であり、大量の商談が

洩れれば穀物相場は急騰を演じて商社の薄いマージンは簡単に消えてしまう。

わずかな価格差が膨大な利益と巨額の損失につながるとの性格から、穀物メジ

ャーの活動は必然的に信用が絶対視され、行動は隠密にならざるを得ない面が

ある378。また、秘密主義と密接に関係するのが多くの穀物商社（穀物メジャー）

に見られる同族経営の強い伝統である379。カーギルをはじめとして、従来の穀

物メジャーは、そのほとんどが株式を公開しない、「同族や少数の個人」380によ

                                            
375 モーガン（1980）pp. 29-32。 
376 バーバックら（1987）pp. 44-45。 
377 モーガン（1980）pp. 14-17。 
378 石川（1981）pp. 46-49。 
379 モーガン（1980）pp. 287-291。 
380 例えば、石川によれば、当時、カーギル社はカーギル家とマクミラン家、コンチネンタル・グレイン

社はフライバーグ家、ブンゲ社はボルン家とヒルシュ家、ルイ・ドレフュス社はルイ・ドレフュス家、

アンドレ社はアンドレ家が、それぞれ支配していた（石川 1981、p. 47）。同様に、バーバックら（1987）

p. 209 参照。 
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って所有される個人企業の形をとってきた381。巨額の金が絶えず動く穀物事業

ではその動きを絶えず記帳する時間的余裕がなく、その運営には必然的に信頼

できる人間が必要とされて、その結果として身近な一族のメンバーでその事業

に投資しているか利権を持っている人間で構成されることとなる382。また、株

式非公開会社であれば法律上、財務諸表の公表が義務付けられず、売上高や利

益などの情報開示が必要ないため、秘密性の保持が容易なのである383。さらに、

カーギルやブンゲなどの穀物メジャーは、その系列会社にほとんどその「穀物

メジャー」としての名前を付けず、目立たぬように事業を拡大する「秘密第一

主義」を実行しているといわれる384。 

 1970年代の「大穀物強盗事件」をはじめとする世界的な混乱と「多国籍企業」

に対する関心の高まりから、1970年代にはこれを対象とする多くの企業研究や

企業分析、そして批判的検討がなされたが、1980年代になると諸々の多国籍企

業は国家や政府がチェックしている公共のレーダーから、事実上再び姿を消し

てしまったという。しかしながらその背後で、主要多国籍企業は現在に至るま

で、協調し合って集団的戦略の形成・実施に携わってきたと見られ、例えば貿

易政策のような個々の公的政策を支援するために結成されたもろもろの連盟・

業界団体やシンクタンク、そしてこれらを通じて流布される思想や情報に、有

力多国籍企業の権益が反映しているといわれている385。 

 

【経営の多角化】 

 前述したように、穀物メジャーのうち最大の企業となったカーギル社の創立

は 1865年で、この会社の発端はアイオワ州の小さな穀物集積所であったが、そ

の後創業者のウィルは米国の穀倉地帯を貫通して拡大する鉄道網や水路に沿っ

て穀物倉庫（エレベーター）を建て、穀物事業を拡大していった。その際の工

夫の一つは、田舎の集積所からシカゴまで穀物を積んでいく「動くベルト」の

考案と、それを帰路には石炭輸送に使って自社小売り網で農民に石炭を売ると

いう経営であった386。これはまさにカーギル社の、あるいは穀物メジャーの多

角経営の始まりであると言ってもよいであろう。 

 そしてその後、穀物メジャーはさまざまな動機で、さまざまな分野の事業を

                                            
381 ただし、1978年に倒産したクック・インダストリーズ社は例外的に株式を公開した（石川 1981、p. 46）。

また、近年ではアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ＡＤＭ）社など株式を公開している穀物メジ

ャーも見られるようになっているが、この背景には資金調達の容易さなどの理由があるとみられる。 
382 モーガン（1980）pp. 287-288。 
383 ニーン（1997）p. 22。 
384 モーガン（1980）p. 248。石川（1981）pp.112-113。 
385 ニーンは、「1980 年代初頭以来、新自由主義的な思想や情報を流しだした右派のシンクタンクや広告

代理店に、多国籍企業部門がどんどん資金を調達し指示を出すようになった。こうした組織が害を及ぼ

し、メディアも一切の公の論争もゆがめられてきた」と述べている（ニーン 1997、pp. 19-22）。 
386 石川（1981）pp. 58-59。 
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手掛け、多角経営を発展させてゆく。現在までに手掛けたこれら多角化の分野

として挙げられるものは、家畜飼料、製粉、搾油、家禽、牛肉から鉄鋼、はし

け、造船、更に食品加工や金融に至るまで、きわめて多岐にわたっている387。

ここでは以下に、それら多角経営がいかなる目的で行われるようになったのか

を、既存の文献に依りつつ大雑把に分類して整理しておく。以下では、穀物メ

ジャーの経営多角化の理由として、①穀物供給網の整備のための多角化、②穀

物事業に伴う作柄などのリスクを分散するための多角化、③より大きな利潤を

求めての多角化、そして④穀物市場を開拓するための多角化の 4つについて述

べるが、当然ながらこれらの理由は現実には重複し、単一ではない場合も多い

であろう。 

 第一の穀物供給網の整備のための多角化は、1970年代の世界的な穀物市場・

穀物需要の拡大に伴って急速に進展していった388。多角化の対象として挙げら

れるものは、穀物倉庫（エレベーター）、はしけ、鉄道貨車、輸送用トラック、

外洋船舶などであり、穀物の「サプライチェーン」の強化であるとも言える。

業界第一のカーギル社は、米国の農業不況によって穀物事業の先行きが不透明

となった 1980年代の戦略として、主力事業の穀物分野で内外の穀物貯蔵・輸送

施設に巨額投資を行い、穀物業界トップの地位を守り抜き競争力をさらに高め

る戦略を採ったという。 

 第二の穀物事業のリスク分散のための多角化は、先に挙げたカーギル社初期

の石炭販売なども挙げられようが、より一般的には 1940年代以降各社が乗り出

していった分散投資で、この背景には穀物価格の周期的な変動のリスクを緩和

する必要性とともに、穀物事業の低い収益率と、多くの穀物会社が陥っていた

穀物貯蔵施設への過剰投資があった。各社は、余剰資本の新しいはけ口を求め

るとともに、穀物分野において特に強かった生産や取引に関する政府の監視・

規制への懸念にも対処したのである。新たな投資先は海運、銀行、陸運その他

の農業関連諸事業であった389。 

 第三のより大きな利潤を求めての多角化は、穀物取引の薄い利鞘や政府によ

る規制（価格の安定）を逃れてより利益の大きい分野へ事業を拡大する動きで

ある。これは終戦直後の政府による食料援助など、確実だが自由取引のうま味

のない穀物分野から、より利益の大きい新分野に新たな成長の道を見出そうと

したものであり、例えばカーギル社は造船、大豆圧搾、飼料加工など、穀物の

流通・輸送に密接に関連する分野からこのような多角化に着手している390。ま

た同様に、各社は農業に基盤を置いた複合企業への方向性を強力に推進し、農

                                            
387 石川（1981）pp. 62-65。ニーン（1997）pp. 34-69。 
388 中野ら（2001）pp. 17-18。 
389 モーガン（1980）pp. 253-255。石川（1981）p. 82。 
390 石川（1981）pp. 62-65。 
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業投入財製造、食品加工、食品販売など多くの分野へ進出していった391。 

 そして第四の穀物市場を開拓するための多角化は、換言すれば農場から世界

市場までを統合した販売機構392を作り出すような多角化であり、さらに言えば

「垂直的多角化」あるいは「垂直的統合体制」を企業内部に形成すること393と

も言えよう。このような多角化は、あくまで穀物取引業の枠を大きく外れるこ

となく「穀物コングロマリット」を形成する394という方向であり、カーギル社

の例を引けば、①自社が買い付けた飼料穀物を自社（ないし子会社）の工場で

配合飼料に加工し、②その飼料を自社のフィードロットで肉牛に与えて飼養し、

③仕上がった肉牛を直営の屠殺場・食肉加工施設で処理・加工して枝肉や箱詰

め牛肉の製品に完成し、④これを自社関連のスーパーマーケットに搬送・販売

する、といった統合体制づくりなのである395。そしてこのような統合体制づく

りは、近年ますます企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）の形で進められることが顕著

になってきており、このようにして作られた「バリューチェーン」を通じて、

その中核となっている穀物メジャーはより大きな市場支配力を持とうとしてい

る396。 

 

【グローバル化と供給の多元化】 

 米国の穀物メジャー397の国際的展開でまず想起されるのは、カーギル社の最

初の海外子会社、トレーダックス・インターナショナルが 1953年にパナマに設

立されたこと、次いで本格的な欧州での活動のために 1956年、スイスにその本

社が移転されたことである398。そして食料援助活動などを通ずる 1960年代の世

界的活動の発展期399を経て、穀物メジャーの多国籍企業化が際立ってくるのは

1972年の世界食料危機以後のことであり、ソ連の穀物大量輸入路線などを経て

世界の農産物市場が大きく拡大したことを契機としている。当時、世界の農産

物市場はひっ迫基調に転じ、穀物価格は急上昇し、カーギル社やコンチネンタ

ル社などの穀物メジャーはこの絶好のビジネス・チャンスに、世界的規模で大

量買い付け・大量販売する、穀物のグローバルな取引体制をいち早く構築して

                                            
391 バーバックら（1987）pp. 14-15、p. 95。モーガン（1980）p. 257。中野ら（1998）pp. 40-41。 
392 バーバックら（1987）p. 209。 
393 中野ら（2001）pp. 29-32。 
394 石川（1981）p. 88。 
395 中野ら（2001）pp. 29-32。 
396 茅野（2006）pp. 120-130。中野ら（1998）pp. 40-44。中野ら（2001）pp. 29-32。 
397 多くの穀物メジャーの発祥は、産業革命で工業化が進み食料需要が増大した英国や欧州大陸の工業都

市に小麦を供給した時代にさかのぼり、ロシアと北米が小麦の大供給地であったが、商人たちは同時に

アルゼンチン、オーストラリア、インドなどからの供給も視野に入れていた（モーガン 1980、pp. 27-29）。

しかしここでは本論文の趣旨から、戦後の米国に発する穀物メジャーに焦点を当ててそのグローバルな

活動の展開を見ていく。 
398 石川（1981）pp. 76-77。 
399 モーガン（1980）pp. 29-30。茅野（2006）pp. 148-150。 
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いった400。 

 その第一段階は、戦後圧倒的な供給力を持っていた米国の穀物を、世界各地

に供給するというグローバル化である。このためには 1971年のドル切り下げと

いうニクソン政権の新経済政策が、米国農業を有利にする追い風となり、景気

が上昇傾向にあった日本や欧州の米国穀物への需要増大に大いに貢献したし、

当然ながら 1970年代前半に劇的に開放されたソ連など共産圏の市場も、穀物メ

ジャーのグローバルな経営促進に大いに追い風となった401。第二次大戦前は国

際的な穀物貿易の量は年間 3000 万トンを超えることはほとんどなかったが、

1975 年にはこれが 1 億 6000 万トンに達するという、取引量の驚異的な増大を

示している。これは、かつて輸出国であったソ連やインドといった諸国が大輸

入国になったことに加え、アジア、アフリカ、ラテンアメリカの開発途上諸国

も大規模に小麦を輸入し始めたことによる。米食民族もパンの味を覚えて各国

政府もこれを後押ししたし、田舎から都会へ移り住み伝統的な食料供給源を離

れた人々にとってもパンは理想的な食べ物になった。また、豊かな諸国では国

民は米国式の食事を真似て穀物飼料で育てた牛、豚、鶏などの肉類を多く摂り、

ジャガイモやパンやコメなどの量を減らすようになった。こうして世界各国は、

穀物メジャーが取り仕切る穀物貿易の世界機構の中に、次々と巻き込まれてい

ったのである402。 

そしてその第二段階は、もともと米国に拠点を置いていた穀物メジャーの、

穀物生産・輸出拠点の多元化というグローバル化である。このような供給の多

元化の進行は、既に 1975年の米国の対ソ穀物禁輸措置発動に際し、カーギルや

コンチネンタルなどの穀物メジャーはオーストラリア、アルゼンチンからソ連

向けに穀物を輸出して、米国の「穀物パワー」の無力さを露わにさせたことで

もわかる403。1979年の時点で、モーガンは穀物や大豆の主な供給地として「先

進国」は米国、カナダ、フランス、南アフリカ、オーストラリアがあるのに対

し、「開発途上国」はアルゼンチンとブラジルのたった二か国しかないとしてい

る404。しかし本格的な供給地の分散は、1980年代のレーガン政権のドル高政策

を契機として国際市場で米国産農産物・食品が割高になったことで、穀物メジ

ャーは米国産ばかりを扱うことができなくなり、米国産の取扱量を縮小405し、

                                            
400 中野ら（2001）pp. 17-18。 
401 バーバックら（1987）pp. 45-50。 
402 モーガン（1980）pp. 34-35。 
403 石川（1981）pp. 182-184。 
404 モーガン（1980）p. 371。石川（1981）p. 84。 
405 この間、米国産農産物の輸出勢力の大きな変化がみられた。1970 年代にはカーギル、コンチネンタル、

ブンゲ、ドレファス、ガーナック、クックの 6 社で米国産穀物の輸出を牛耳っていたが、1980 年代に

入るともともと米国に本社がないブンゲ（オランダ）、ガーナック（スイス）両社は輸出拠点を南米に

移し、ドレファス（フランス）はＥＣ域内の取引に重点を移した。一方、米国に本社を置くコンチネン

タルは経営不振に陥り、クックは穀物商戦に敗れて撤退した。その中でひとりカーギルだけが米国にお
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競ってもっとうまみのある諸国の農産物を世界各地で自在に買付け、時にはそ

れを加工して、自在に有利販売できる体制に転換していったことによって起こ

ったといわれている406。そしてこのような穀物の生産・輸出拠点の多元化は、

前に述べた事業の多角化と組み合わされて、グローバル・ソーシング（原料供

給）、グローバル・プロセッシング（加工）、グローバル・マーケッティング（販

売）とつながる戦略が展開されたのである407。このことは米国政府と穀物メジ

ャーの力関係を大きく変え、穀物メジャーはかつてのような政府の政策によっ

て利益を出す立場から、米国の穀物を世界に売る労を取る代わりに米国の政策

に対して強い発言力をもつという立場に変化していった408。 

 

【情報戦略】 

 穀物メジャーは、その絶大な市場支配力を基礎に、地球的規模の情報ネット

ワークを駆使する極めて強力な情報収集集団である409。彼らは各種エレベータ

ーなどの貯蔵施設や輸送用のトラック・鉄道・船舶（バージや外洋船）を大量

に集積し、主要穀物輸出国に張り巡らせた集荷ネットワークと潤沢な資金量に

物を言わせて穀物を買い占め、全世界の穀物流通を制するまでに至っているが、

情報面でも人工衛星その他最新の情報システムを活用し、時には政府高官との

人脈を活用して国家機密に属するような情報を独占し、投機的な売り買いも交

えて巨万の富を築いてきたといわれる410。そしてまたその情報力の背景には、

後述するように絶大な政治力があることも指摘されている411。 

 このような卓越した情報力の例として、石川は最大手のカーギル社が 1980

年代の乱気流時代を控えて行った情報収集・分析が極めて正確であったことを

指摘している。すなわち世界の穀物生産国の好天が続き米国穀物の輸出減少が

みられ始めた 1979 年春の時点で、同社本部ではその後 2～3 年のうちに 1972

年のような乱気流時代が訪れると予測し、これに対する積極戦略を練っていた

というのである。1979 年の『ビジネス・ウイーク』は、業界幹部やアナリスト、

そしてカーギル社の元経営者へのインタビューの結果、カーギル社は当時すで

                                                                                                                                
ける勢力を維持し、その傍らアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ＡＤＭ）やコナグラなどの新興

勢力が台頭してきた（中野ら 1998、p. 16）。 
406 中野ら（2001）p. 19。 
407 中野ら（1998）p. 16。 
408 冬木は、上記のような穀物メジャーの経営の多角化・多元化という展開を踏まえて、「1980 年代以降

の米国の食料戦略の展開はこうした多国籍アグリビジネスの新たな事業戦略を前提にせざるを得ない」

ことを指摘している（中野編 1998、p. 16）。 
409 これは、石油メジャーが市場支配力を通じて石油需給情報を独占し、強大なパワーを発揮したのと同

様である（石川 1981、p. 51）。 
410 中野ら（2001）pp. 17-18。 
411 穀物メジャーは、米国連邦政府や農務省と極めて密接な関係を持ち、人事交流を通じて政府部内の情

報の中枢に食い込んでいた。また、中国やソ連を含めた外国政府機関にも情報の網を張り巡らせ、政策

の提言や働きかけを通じて、精度の高い情報を入手しうる立場にあった（石川 1981、p. 52）。 
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に、乱気流を生む三つの力、すなわち、①穀物の世界的な需要が増大するとみ

られること、②多数の新しいライバルが登場すること、そして③さらに厳しい

政府規制の脅威があること、と驚くほど正確な情勢認識をしていたことを報じ

ている412。そしてこの情勢分析に基づき、カーギル社は乱気流時代に備える

1980 年代戦略413を策定・実施し、自社の業界王座の地位を守り抜いたのであ

る。同社幹部が、「わが社の戦略は、ライバルにわからないようにリード・タイ

ム（先行期間）を築き上げることだ。これが大きな武器である」と述べたよう

に、情報戦略に基づく卓越した先見性と洞察力414は、カーギル社の生命線であ

ったといえよう。 

 実際、カーギル社やコンチネンタル社の持つ情報収集システムは、きわめて

高度なものであった。コンチネンタル社が主要な外国政府機関に張り巡らせた

情報ネットワークは一大報道機関に匹敵するといわれ、米国ＣＩＡ（中央情報

局）の職員さえ時々同社のトレーダーたちと食事を共にして彼らの持つ情報を

引き出していたという。また同社の近代的コミュニケーション・システムには

欧州、アフリカ、中南米、中東など世界中から絶えず情報がもたらされ、穀物

の入札値、収穫、天候、政治・経済の動向など、穀物取引に影響を与える要因

が細大漏らさずわかるようになっていたという415。他方、カーギル社は 1990

年、海底横断光ファイバーでミネアポリスの本社と欧州を結ぶ専用データファ

ックス・システムを設置し、また人工衛星による穀物生産地帯の赤外線写真や

あらゆる穀物産地・消費地に駐在する同社スタッフによるネットワークからな

る穀物情報ネットワークを有していた416。 

 このように、米国穀物メジャーは、他の企業や米国農務省すら持っていない

情報を有することにより、きわめて有能で手に負えないものとしてそのユニー

クさを誇り、穀物の世界的管理者としての特権的な地位を確保していたのであ

る417。 

 

3.5 米国政府との関係 

 穀物メジャーと米国政府の関係についいてしばしば言及されることは、①「回

                                            
412 実際、その後 1979 年、1980 年と二年連続の異常気象と世界的不作によって世界の穀物生産は需要を

下回り在庫が大きく減少し、穀物ブームの再来を期待して日本の大手商社をはじめ米欧の各社が穀物取

引に新規参入を開始し、そのうえ米国では食料戦略論が強まってカーター大統領からレーガン大統領に

かけて対ソ穀物禁輸政策が発動された（石川 1981、pp. 81-82）。 
413 カーギル社の 1980 年代戦略は、まず主力事業の穀物分野で内外の穀物貯蔵・輸送施設に巨額の投資

を行い、穀物王者の地位を守り抜き、競争力をさらに高めることであった。そして同時に脱穀物の多角

化戦略を積極的に追求し、穀物取引に伴うリスクに対して自己防衛することであった（石川 1981、p. 82）。 
414 石川（1981）pp. 81-82。 
415 石川（1981）pp. 99-100。 
416 ニーン（1997）pp. 23-24。 
417 モーガン（1980）pp. 322-323。 
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転ドア」とも呼ばれる政府との人的交流であり、政府に対する穀物メジャーの

影響力を間接的に表わすと考えられている。また、このような人的交流を通じ、

あるいはその枠外においても、穀物メジャーは米国政府にさまざまな影響を及

ぼしてきたとみられており、その影響は、②当該企業の私的な利益に関わるも

のから、③米国の国家政策の方向付けに関わるものまで、これまでにさまざま

なものが指摘されてきている。以下、ここに挙げた 3つの視点から、穀物メジ

ャーと米国との関係についてのこれまでの知見を整理しておく。 

 ここに示す整理が表わす重要な意味の一つに予め言及しておけば、かつてフ

ランスのジャーナリストのシュレベール418が、あるいはＧＭの経営コンサルタ

ントであったドラッカー419が述べたように、代表的な多国籍企業に成長した穀

物メジャーは、米国の政策と表裏一体となりながら自らの「世界帝国」を作り

上げていったが、しかも米国も含めたあらゆる国の権威を認めることはないと

いうことである。 

 

【米国政府との人的交流：「回転ドア」】 

 穀物メジャーは石油メジャーと同様に、最大の利益を追求するためにはあら

ゆる手段を使って政治権力に接近すると言われている。事実、穀物メジャーは

米国連邦政府や農務省と極めて密接な関係を保ち、その経営幹部と米国政府高

官との間には、いわゆる「回転ドア」とも呼ばれる多くの人的交流がみられて

いる。そしてこのような人的交流で米国政府の高官となった穀物メジャーの幹

部たちは、戦後米国の農業政策あるいは食料・農業に関わる対外政策などの要

所要所で、極めて重要な役割を果たしてきている。各々の事例の内容について

は後述するが、例えば、1960年代初頭に米国の国内農業政策が高価格支持から

低価格路線に切り替わり不足払い制度が導入された時期、1972年に「大穀物強

盗事件」が起こり世界の穀物市場が大きく拡大した前後の時期、そして 1981

                                            
418 『アメリカの挑戦』（邦訳は 1968年）の著者、Ｊ．Ｊ．セルバン・シュレベールは、1970年代のアメ

リカ対外経済政策をテーマとした米上下院合同経済委員会公聴会で、多国籍企業の行動様式について、

「多国籍企業は自力で築きあげた世界帝国を通じて、新しいジャングルの支配者となることができる。

世界中に張りめぐらした情報網により、遠くはなれた司令部からこれを制御し、いかなる国の権威も認

めることはしない」と証言した（水谷 1978、pp. 17-19）。 
419 米国系多国籍企業で世界最大の自動車メーカー（1978 年当時）であるＧＭ（ゼネラル・モーターズ）

の経営コンサルタント、Ｐ．Ｆ．ドラッカーはかつて、「多国籍企業はアメリカに莫大な利益をもたら

している。海外の子会社に対する 1ドルの投資は、多大の配当送金をもたらすことはもとより、きわめ

て短期間のうちに、何ドルものアメリカ輸出を生み出すからである。事実過去 20年間における海外投

資は、多国籍企業の輸出や配当によってかせいだ金を、惜しみなく使うことによって、アメリカの外交

政策を支えたというだけでなく、アメリカ国内における完全雇用の維持にも貢献している。結局、アメ

リカに本拠をもつ多国籍企業の稼ぐ外貨は、アメリカの国際収支の最大の黒字要因となるにいたってい

る。この制度を強化することは、アメリカのためだけでなく、平和で安定する世界のためにも大いに役

立っている」と語った。このいかにも多国籍企業おかかえの経営学者らしい手放しの多国籍企業礼賛論

のなかに、アメリカ外交政策と表裏一体となった多国籍企業の特質が描かれている（水谷 1978、pp. 

17-19、 ドラッカー1969、p. 126）。 
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年にレーガン政権が対ソ穀物禁輸を解除した時期420、さらにガット・ウルグァ

イ・ラウンドで農業交渉が行われていた時期などであり、それぞれその背後に

穀物メジャーの圧力や、米国政権との緊密な連携プレーの存在が示唆されてい

る。 

このような連携の早い時期の例としては、1966年にハーバード大学のゴール

ドバーグ教授が陰で演出したといわれる、政府とアグリビジネス首脳との会議

が挙げられる。同教授は、「米国政府は海外のアグリビジネスを積極的に支援す

べき」との意見の持ち主であり、この会議の出席者の間では、「世界のアグリビ

ジネス市場における政府と企業の効果的な提携が必要だとの認識が深まった」

という。そしてこの背景には、アグリビジネスが「非常に開発の遅れた諸国」

で商売上の危険を冒すことには非常に慎重なことがあり、したがって大きなリ

スクは米国政府が引き受けて私企業は運営だけに当たり、政府が受けた利権の

期限が切れたときそれを買い取るか否かの選択権は企業に与えよという、これ

らアグリビジネス側のやり方があると指摘されている421。 

 穀物メジャーと米国政府の人的交流を通じた関係の深さについては、これま

でさまざまな文献の中で実例が報告されてきている。中でも、1972年のいわゆ

る「大穀物強盗事件」、すなわちソ連の秘密裏の米国穀物大量買い付けとその後

の世界的食料危機の時期は、このような関係が最もクローズアップされた時期

の一つであった。当時の農務長官バッツは、養鶏・養豚の大企業のラルストン・

ピュリナ社の重役からの就任であったし422、バッツとの入れ替わり人事で同社

の役員となったハーディンは、バッツの前任の農務長官であった423。さらに、

バッツとともに 1972年のソ連との交渉を行ったパームビー農務次官は、この交

渉に先立ってコンチネンタル社の社長フライバーグから同社の重役の地位を提

供され、同社の重役陣を保証人としてニューヨークの豪華アパートを購入して

                                            
420軍事的・政治的に対ソ強硬政策を唱えるレーガン政権が、穀物輸出に関しては態度を豹変し、なりふり

かまわず対ソ輸出に意欲を燃やしたという（石川 1981、pp. 11-14）。 
421 この会議の出席者は、ラルストン・ピュリナ、クエーカー・オーツ、コーン・プロダクツ（後のＣＰ

Ｃ）、ゼネラル・ミルズ、ゼネラル・フーズ、といった会社の首脳、それに米国農務省、国際開発局の

幹部たちであった。この会議ではまた、政府と企業の代表者たちが、①米国のアグリビジネスは、でき

るだけ進出先の経済資源（土地と安い労働力）を利用すべきであり、さらに、チャンスがあればどこに

でも進出できるように準備を整えておくべきであること、②私企業による生産と洗練された販売方法は、

世界の食料計画を成功させるためには不可欠のものであり、多くの開発途上諸国では政府の農村政策は

効果を上げておらず、政府に代わる民間の機関がその仕事を引き受ける必要があること、を確認した（ジ

ョージ 1980、pp. 187-188）。 
422 バッツ農務長官任命に対しては、最大で最も保守的な農民団体「ファーム・ビューロー連合会」から

さえ抗議の声が起こった。それは、アイゼンハワー政権の悪評高い農務長官ベンソンの下で農務次官を

していた経歴や、彼が農民との交渉を拒否した大養鶏会社の取締役をしていたこともさることながら、

「アグリビジネス」の代表だと思われていたからである。このため、上院でのバッツ任命の認証審理で

も猛烈な反対が起こり、それは 51対 44というきわどい投票数に現れている（トレイジャー1975、p. 185）。 
423 トレイジャー（1975）p. 53。ジョージ（1980）p. 167。 
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いたという424。そしてパームビーの後任の農務次官になったブラントヘイヴァ

ーもまた、クック社から来て後に帰社しており、「大穀物強盗事件」に際してコ

ンチネンタルに対し、ソ連向けに販売される予定の小麦に対しても輸出補助金

が支給されることを保証したことで知られている425。加えてこの年、二人の高

級農務官僚がドレフィス社とブンゲ社に就職し、またカーギルの副社長であっ

たピアスが大統領特別通商交渉代表部の次席代表となっている（後にカーギル

に帰社）426。 

 さらにこの時期の主要な人的交流の例としては、カーギル社の元会長ケルム

が全国産業公害防止委員会委員長に就任427、農務省輸出部長メリマンがドレフ

ュス社相談役へ転出428、メリマンの後任にブンゲ社ワシントン支局長のシャン

クリンが就任429、国務次官を務めたＮ．サミュエルスが米国ルイ・ドレフュス

社会長に転出430、商品金融公社（ＣＣＣ）副総裁のパルバーマーカーがブンゲ

社副社長に転出431などがある。 

また、レーガン政権の時期の例としては、農務次官としてガット・ウルグァ

イ・ラウンド農業交渉で中心的な役割を果たしたアムスタッツは、カーギル社

で長く飼料穀物の輸出を担当し、その後カーギル社の先物子会社カーギル・イ

ンベスターサービスの社長を務め、次官就任直前はニューヨークの投資銀行ゴ

ールドマン・サックスの経営パートナーであった432。また、レーガン政権の農

務長官を務めたブロックが食品卸売業者団体会長に転出、同じく農務長官を務

めたヤイターがシカゴ商品取引所会長に転出、さらにカナダの元首相マルルー

ニがＡＤＭ社社外重役に就任している433。 

さらにそれ以後にも、Ｗ．モンデール元副大統領が 1993年にカーギル社の重

役に選出されたが、その直後にクリントン大統領によって駐日大使に任命され

重役の職を退いた例が挙げられる434。 

 

【私的利益のための米国政府の活用】 

 上記のような人的交流を通じ、あるいはその他の手段によって、米国政府と

密接な関係を持つことによる穀物メジャーの利益の第一は、米国政府の政策あ

                                            
424 トレイジャー（1975）p. 46。ジョージ（1980）p. 167。 
425 石川（1981）pp. 17-18。ジョージ（1980）p. 167。 
426 ジョージ（1980）p. 167。 
427 石川（1981）p. 195。トレイジャー（1975）p. 188。 
428 トレイジャー（1975）p. 188。 
429 トレイジャー（1975）p. 188。 
430 茅野（2006）p. 162。 
431 茅野（2006）p. 162。 
432 茅野（2006）p. 162。 
433 中野（1998）、p. 49。 
434 中野（1998）、p. 49。 
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るいは裁量その他によって当該企業が直接的なメリットを期待できる点である。

ここでは、そのような穀物メジャーの利益が実現したと考えられる戦後の実例

のいくつかを時代を追って列記する。 

 まず、終戦直後の米国政府と穀物メジャーの関係として特記すべきものは、

マーシャル・プランとして行われた欧州に対する食料支援435である。この支援

は、戦中に米国政府が戦時食糧管理局を通じて穀物取引を支配したのと同様に、

政府の計画によって実施され、穀物メジャーの中では世界の農業大国となった

米国に本拠を持ち、内陸の穀物集積所や港の倉庫、貯蔵施設に巨額の投資を行

ってきたカーギル社とコンチネンタル社が、海外への救援食料の大半を扱うこ

ととなった。自由取引のうま味はなかったが、これら企業は米国政府の計画と

助成金で利益をあげ、また政府の穀物を保管することで確実に収入を得ること

ができた436。穀物メジャーの位置づけはこれら計画における政府代行機関であ

り、メジャー自体が手数料を取って穀物の保管及び配送業務に存分に取り組ん

だのである437。 

 次に、穀物メジャーが米国の政策に深く関与しつつその業績を拡大し成長し

ていく契機となったのは、歴代米国大統領を悩ませてきた余剰農産物の問題を

解決した、1954 年のＰＬ480438に基づく食料援助である。この法律によって、

例えば穀物貿易が不振であった 1959 年には、米国の小麦輸出額の 80％、大豆

油輸出額の 90％が賄われ、その大半の輸出を取り扱ったのは穀物メジャーであ

ったという。穀物メジャーは、ＰＬ480の余剰農産物を大量に取り扱うことで、

1950 年代及び 1960 年代に成長を遂げた。そしてこの陰には、米国政府がカー

ギル社とコンチネンタル社の穀物輸出に対して支給していた膨大な補助金があ

ったのである439。また、補助金以外にこれら穀物メジャーは米国政府からＰＬ

                                            
435 このほかの主要な食料支援としては、西ドイツ、日本などに占領地の救済・復興のために行われた、

いわゆる「ガリオア・エロア」資金による援助もあった（外務省ほか） 
436 石川（1981）、pp. 61-62。 
437 ニーン（1997）p. 182。 
438 農業貿易促進援助法（The Agricultural Trade Development and Assistance Act）であり、公法 480

号（PL480）、あるいは「平和のための食料法」として有名な法律で、余剰農産物の外国通貨による売

却、災害救済などのための余剰農産物の無償贈与、貧窮者・学校給食向けの贈与、米国農産物の市場開

拓について規定した。しかし、法律名の通り、その狙いは米国の余剰農産物を処理し、米国農産物の輸

出市場を開拓することであった（石川 1981、p. 193）。同様に、ジョージ（1980）pp. 237-239。 
439 1963 年には、米国政府は農産物輸出総額 40 億ドルに対して 15 億ドルの援助を行っていた。カーギ

ルとコンチネンタルの両社は米国の穀物輸出の半分以上を扱っていたので、両社はこの援助額の半分以

上を補助金として手に入れていたことになる（石川 1981、pp. 193-194）。PL480 は諸外国への援助計

画として宣伝されたが、実は何よりもまず、米国の農民と穀物貿易業者に対する援助であった。諸外国

政府は、米国の融資で、特定量の米国農産物を購入する認可を米国政府から受けたが、実際の品物を受

け取るための取引は外国人が扱った。そして品物の代金の支払いは、米国財務省から米国の商業銀行に

直接振り込まれ、品物が船積みされた証拠書類を業者が提出するとすぐにその民間輸出業者に渡った。

諸外国政府は融資を返済する義務を負っていたが、支払い猶予期間付きで期日はずっと先だった。つま

り、このシステムは、農産物は国から出ていくが、金はそのまま残る、という仕掛けであった（モーガ

ン 1980、p. 166）。 
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480 による援助穀物の取扱手数料を直接受取り、海外に送られる穀物の価格に

は船舶輸送料まで含まれ、またその輸送には原則として米国の船舶を使うこと

になっていた440。さらにＰＬ480によって現地通貨で蓄積された「見返り資金」

は借款による資金として米国産農産物の現地への売り込み宣伝に活用され、ま

た穀物メジャーと現地企業の合弁会社などによって輸出市場拡大のために使わ

れた441。そして穀物メジャーは何よりも、ＰＬ480 によって、政府の支援を最

大限に活用しつつ「輸出市場の拡大」を達成するという最大の恩恵を受けてい

る。その恩恵の詳細は、1966 年から 1974 年の間に大統領から議会に提出され

たＰＬ480年次報告に詳しいが、例えばＰＬ480による投資が援助から貿易への

移行に実を結んだ「見事な成功例」として日本の例があること442や、大手の飼

料輸出業者（すなわち穀物メジャー）がＰＬ480 のおかげで米国流の家畜飼養

法を諸外国に普及し米国におけるドルの稼ぎ頭にまでなったこと443は、その恩

恵を端的に表している。 

 1974年に明るみに出、それまでにルイジアナ州ニューオーリンズ港や、テキ

サス州のメキシコ湾岸諸港でいわば一般的慣行として行われていた長期にわた

る量目のごまかしなどの不正や賄賂は、上記の諸例とは別の意味で、穀物メジ

ャーが政府の検査官や農務省となれ合い、実質的に外国の顧客から穀物を盗み

取って自らの利益を増やしていた事実を世界に露見させ衝撃を与えた。穀物メ

ジャーなどの商社は、検査官に贈賄を行い、量目を減らしたり、混ぜものによ

って粗悪な品質にすり替えたり、出航を早めたりして不正に利益を得ていたと

いう。この事件では当時の６大穀物メジャーのうち、コンチネンタル、クック、

ブンゲ、アンドレの４社が関与しており、60人以上が有罪、総額 100万ドル余

の罰金が科され、穀物商社５社も罰金刑に服したのである444。 

 さらに、既に述べた 1972年の「大穀物強盗事件」は、穀物メジャーが秘密裏

にソ連と商談を進め、大量の穀物を電撃的にソ連に売却して米国やその他諸国

の消費者に損害を与え、世界的な食料危機を誘発したものであり、少なくとも

米国の輸出補助金を受けて行ったものであること445、そして米国政府がこの動

                                            
440 ジョージ（1980）p. 245。 
441 ジョージ（1980）pp. 242-245。 
442 ジョージ（1980）pp. 240-241。 
443 ジョージ（1980）pp. 242-243。 
444 石川（1981）pp. 29-38。1974 年 8 月、ニューオーリンズの連邦検察官が起訴に踏み切ったこの事件

は、日本には詳しく伝えられなかったが、それまでに例を見ない大規模な穀物不正輸出事件の発端とな

り、それから 2 年間、この事件は「穀物スキャンダル」、「ダーティ・グレイン（汚れた穀物）」、「穀物

強盗」などと書きたてられ、米国の官民は大きな衝撃に見舞われた（石川 1981、p. 31）。世界最大の穀

物メジャー、カーギル社はニューオーリンズ事件では起訴されなかったが、テキサス州の穀物輸出倉庫

で在庫記録上ゼロとなっていた二種類の混合穀物について大量の在庫が見つかり、「過剰在庫（オーバ

ーリッジ）」が指摘された。このこと自体で違法とは断定できないまでも、量目不足の輸出を行ってい

た疑いはかけられる状況であった（石川 1981、p. 37）。 
445 石川（1981）、pp. 16-18。モーガン（1980）pp. 186-187。 
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きを知りながら故意に黙っていたと考えられること446から、「米国政府を私的に

活用した」事例の一つに数えることができよう。ただし、この事件に先立つ米

国の規制の緩和や政策変更に穀物メジャーが関わっていたとの指摘もあり、こ

のことについては次項の「米国政策への影響力行使」としても改めて触れるこ

ととする。 

 

【米国の国家政策への影響力行使】 

 米国政府との密接な関係の維持によって期待される穀物メジャーの利益の第

二は、米国政府の政策を自らに都合のよいように策定させるよう、影響力を行

使できる点である。ここでは、穀物メジャーの影響力の下で、米国の政策が穀

物メジャーの望む方向に策定されたと考えられる戦後の実例のいくつかを時代

を追って列記する。 

 まず、このような最初の主要な例として掲げ得るのは、1962年にカーギル社

が、米国の農産物価格支持水準の変更や飼料穀物の輸出補助金などに関わる大

きな農業法案の起草に関係したことである。ケネディが 1961年に大統領に就任

した頃、米国は莫大な量の余剰トウモロコシを抱え込んでおり、政府は農民が

作付面積の減少に同意するなら 1ブッシェル当たり 1ドル 20セントでトウモロ

コシを買い上げるとの緊急行政措置を提案した。ほとんどの農民と経済学者が

これを政府の経費や在庫を減らす妙案だと考えたが、カーギル社の幹部はこの

支持価格では米国のトウモロコシは高すぎて世界市場で太刀打ちができない、

政府の助成金付きでなければ輸出できないと憂慮し、1962年早々にカーギル経

営陣が新たに組織した「公共政策委員会」は、当時渉外部長であったピアスに

打開策の検討を指示した。そしてピアスは、カナダの小麦トレーダー、メルヴ

ィン・ミデンツと相談し、二人で後に「ミデンツ・プラン」と呼ばれることに

なる草案を作ったのである。この草案の、当時としては驚くべき内容は、①価

格支持は世界の標準的な価格まで引き下げる、②トウモロコシの輸出補助金は

打ち切る、③支持の切り下げは農民に政府から支払いをすることで補う、とい

うものであった。そしてこれが、ピアスらの政府・政界への強力な働きかけの

後、新しい農業法案の骨子となった447。 

 次に挙げられることは、1960 年代から 1970 年代にかけての米国の対外農業

政策の方向付けにおいて、穀物メジャー、特にその最大のものであるカーギル

社のピアスが及ぼした影響である。この中には 2つの要素があり、その一つ目

は 1962年に欧州で成立した共通農業政策（ＣＡＰ）への強い敵対的態度を形成

                                            
446 バーバックら（1987）pp. 47-48。 
447 トウモロコシは 1963 年、1 ブッシェル当たり 1 ドル 7 セントの支持を受け、農民たちは政府から、

さらに 1 ブッシェル当たり約 18 セントを現金で受け取った（モーガン 1980、pp. 167-168）。 
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したこと、二つ目は 1970年代の米国における農業政策の位置づけを強く規定し

た「ウイリアムズ委員会報告」の起草に深くかかわったことである。第一に、

ＣＡＰによる欧州の農業保護は、米国の小麦農民にとってカナダなどとの競争

よりもずっと深刻な問題であった。共同体形成期の欧州は、その中心となった

農業国フランスに重大な譲歩をし、フランスがその余剰小麦をカナダや米国と

の競争なしに他の共同体市場国に売れるように配慮して、域外との間の高い関

税、そして域内の高い価格支持を設定した。米国と欧州の間の農産物貿易は、

当時すでに米国にとって一方的ともいえるほど有利なものであったが448、米国

農務省と、特にカーギル社は、ＣＡＰに対して極めて敵対的な態度を持ってい

て、それが以後の米国の対外農業貿易政策に色濃く反映されることとなった。

当時カーギル社の渉外担当副社長であったピアスは、1964年、米国の飼料穀物

協議会の会長として国際穀物協定（ＩＧＡ）の価格方式に反対し449、ロンドン

で穀物取引圧力団体を組織して英国政府に「ＣＡＰの価格水準の大幅引き下げ」

を主張するよう勧める450など、ＣＡＰの壁を崩して欧州への小麦輸出を拡大す

るために活発な活動をしたのである。第二に、ピアスの農業政策への関与は、

1971年にニクソン政権の下で行われた「世界経済における米国の役割について

の総括的な研究」であり、非公式ではあるが大統領が任命した委員会（ＩＢＭ

のウイリアムズが会長）は、ドルの強化策や貿易収支ないし国際収支の改善策

などの大要を述べた一種の白書、「ウイリアムズ委員会報告」を作成した。そし

てピアスはこのうちのかなりの部分を自ら書き、「農業は米国の国際上の経済的

地位を立て直すためのこの国の切り札である」と論じるとともに、欧州問題に

関しても「米国の農業上の利権を大いに主張すべきであり、共同体内での穀物

価格支持引き下げが特に緊急要件」と勧告したのである451。 

 更に、1972 年に起こった「大穀物強盗事件」に先立って前年の 1971 年に行

われた二つの政策変更、すなわち「ソ連と中国に対する穀物輸出の認可制」452と

                                            
448 欧州は、1960 年代の間ずっと、米国農産物にとって最大の現金買いの顧客であった。欧州と米国の間

の農産物取引は一方的に米国に有利に行われ、ＣＡＰ発効後、米国の対欧州のトウモロコシ輸出は増え、

大豆輸出は倍増した。米国は欧州の酪農製品に対して関税を維持しており、他方米国大豆に対してはガ

ット上無税となっていたので、欧州側には米国との農産物貿易は「お互い様」であるとの意識があった

（モーガン 1980、p. 206） 
449 高い価格水準は輸出の減少につながり、カーギルはもとより農民や米国農務省の不利益となると議会

で証言した（モーガン 1980、p. 207）。 
450 この目的のためにピアスは国際工作組織を作って多くの大手穀物商社が参加するよう働きかけたが、

フランス寄りのコンチネンタル社は参加しなかった。また、米国国務省の中にも、穀物メジャーの利益

よりも欧州の団結（すなわちＣＡＰ）の方が大切だと考える人々も存在した（モーガン 1980、pp. 

208-209）。 
451 モーガン（1980）pp. 209-210。 
452 1970 年の中頃、ニクソン大統領はソ連との農産物貿易の開始を目指して政策の大変更を行うと言明し、

その後はソ連や中華人民共和国への穀物輸出に特別の輸出許可は不要ということになった（バーバック

ら 1987、p. 47）。 
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「米国船で輸出の 50％を輸送しなければならないという船積み規定」453の双方

が撤廃されたことは、いずれもこの事件におけるソ連に対する突然かつ大量の

穀物輸出を可能にする効果454を持つものであり、穀物メジャーがこの政策変更

に強く関与したと考えられる。そして同年のニクソン訪中を契機に従来の冷戦

構造が崩れ、世界の潮流はデタント（緊張緩和）に向かって流れていった455。

この大きな流れの中で、穀物メジャーが米国の穀物輸出に関する上記の政策変

更に関わったと考えられる直接の根拠は、これら規定の撤廃をニクソン大統領

に進言したのが、当時の農務次官で後にコンチネンタル社の副社長に天下りし

たパームビーで、それを助けたのが元カーギル社副社長で大統領通商交渉特別

代表であり後にカーギル社に復帰したピアスであったということである456。し

かし、この事件がもたらしたその後の展開を見ると、石川やモーガン457が述べ

ているように、この事件の真の演出家は穀物メジャーであり、これが米国政府

と連携して実現したものではないかという疑いを否定しがたいのである458。た

しかにこの事件で確実に利益を得た大きなアクターは安値で大量の小麦や飼料

                                            
453 上記の輸出許可不要との政策変更によって、運賃が世界価格よりずっと高かった米国船籍の船舶で輸

出の 50％を輸送しなければならないという、輸出許可要件の中でも決定的な意味を持つ規定が取り除か

れた。この規定は、ソ連がはじめて穀物を買い付けた 1963 年に、海員労働組合からの圧力で定められ

たものであり、その後のソ連向け販売を現実に妨げるものとなっていた。1960 年代を通じて、海員労

働組合は対ソ貿易の中心的な妨害者として、穀物会社から常々攻撃されてきており、ニクソン大統領の

政策転換の影響は 1971 年 11 月、ソ連が米国の飼料穀物を 300 万トン買い付けるという形で直ちに現

れた（バーバックら 1987、p. 47）。コンチネンタル社は 1964 年のソ連との第一回の大取引の後もソ連

の穀物当局と接触を絶やさず、ソ連当局の信頼を得ていたが、ソ連との穀物取引の拡張を難しくしてい

た最大の原因は、ケネディが 1963 年に海員組合に与えた、穀物の半量は米国船で運ばせるという保証

であった。そこでコンチネンタル社が助力を求めたのが、新たに農務次官になったパームビーであった。

パームビーは職務上、ずっと以前から穀物取引に関係し、米国飼料穀物委員会の副会長（会長はカーギ

ル社のピアスで、その助力で副会長に就任）をしていたし、彼の息子はカーギル社で働き、また彼自身

コンチネンタルの誘いも受けていたが政府の仕事を選んだ。そして彼はドル危機の重荷を背負っていた

ニクソン大統領に働きかけ、ソ連と中国に対する穀物輸出の認可制とケネディが決めた 50－50 の船積

み規定の撤廃を決めさせた（モーガン 1980、pp. 217-221）。 
454 この穀物輸出認可制と船積み規定の撤廃が実施されていなければ、ソ連穀物公団と穀物メジャーとい

えども、秘密裏に米国の年間穀物輸出量の 3 分の 1 をわずか数週間で売買するという離れ業を演ずるこ

とはできなかったであろう（石川 1981、p. 22）。 
455 たとえ米国の貿易及び国際収支の赤字を埋め、ドルを強化する必要に迫られていたとはいえ、米国政

府が共産主義国への穀物輸出に、あらゆる制限を除いてしまったことは、思い切った処置であった。こ

れは、工業技術の輸出を、他の分野でのソ連の譲歩と結びつけた、ニクソン＝キッシンジャーの政策と

は矛盾するものであった。しかしキッシンジャーは、その先、ソ連とのいかなる外交的話し合いにおい

ても、穀物が極めて重要な駆け引きの切り札になると考えていた。彼は、このソ連との穀物の絆を維持

し、政治と経済につながりを作って、ソ連指導者が長期にわたって米国との「対話」と「関係」を持ち

続けるようにしたいと考えていたし、ベトナム戦争で米国が南ベトナムから撤退するにあたってはクレ

ムリンの協力が極めて重要であった。そしてソ連側からすれば、その農業事情から米国の穀物に対する

関心は、米国の関心に勝るとも劣らないものであったと考えられる（モーガン 1980、pp. 223-225）。 
456 石川（1981）p. 22。 
457 石川（1981）pp. 24-26。 
458 米ソ穀物取引が穀物メジャーの対ソ働きかけと米国政府との連係プレーによって実現したことは、穀

物メジャーと密着関係にあったピアスやパームビーの活躍からも窺われる。モーガンも「1971 年と 72

年の穀物取引の真の演出家は、メッテルニヒ外交の研究者キッシンジャーとパームビーであった」と書

いている（石川 1981、pp. 24-26）。 
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穀物を買い付けたソ連政府であったが、ソ連側と共謀した穀物メジャーは、米

国国内相場が急騰を演じても輸出補助金によってそれが補償されたために極め

て大きな利益を得たと考えられる。その後、世界の穀物価格が高騰する中でソ

連への輸出を増やしたカーギル社の税引き後利益は、1972 年度の 4100 万ドル

から 1973年度には 1億 3000万ドル以上に急増し、1973～1976年度合計では 7

億 8800万ドルの巨額に上っている459。さらにこの事件を契機として世界の穀物

市場は過剰から不足へ一変し、シカゴの小麦現物相場は 4倍以上に跳ね上がり
460、世界の穀物在庫は大きく減少した461。たしかにこの変化の背景には世界的

な不作や穀物需要の増大もあったが、ソ連の大量買い付けという事件がパニッ

ク買いの口火を切ったことは間違いなく、この結果、穀物の国際相場は米国政

府の支持価格を上回り、農産物輸出補助金は撤廃され、市場は完全に自由化さ

れ、米国は農産物輸出拡大政策をとった。これは穀物メジャーが既に 10年以上

以前から待望していたことなのであった462。この点で、米国政府と穀物メジャ

ーの利害は完全に一致したのである。だが反面、穀物国際市場の投機化、市況

の激しい乱高下、穀物メジャーに対する政府のコントロールの喪失というデメ

リットを生み、米国政府は食料戦略に対する実質的支配力を著しく低下させる

こととなった463ことも見逃すことはできない。 

 

【反国益ビヘイビア】 

 穀物メジャーが米国の政策に影響を及ぼすのは、これまでに挙げてきたよう

な、自らに都合のよいような政策を実施させる場合だけではない。時には、以

下に述べるように、米国の国益に反するような形で米国の国家政策を葬り去り、

あるいはその実効性を骨抜きにするような場合もある。その典型として挙げら

れるのは、米国政府が 1973年から 1980年にかけて 3度にわたって発動した穀

物輸出禁止措置に対する穀物メジャーの対応である。第 1 回目の禁輸措置は

1973年 6月、ニクソン政権がインフレ対策及び国内需要最優先の観点から大豆

などの農産物輸出を規制したものであり、日本などの輸入国に大きなショック

を与えた464。第 2回目の禁輸措置は、1975年夏、米国とソ連の同時不作が懸念

                                            
459 カーギル社をはじめとして、他の穀物メジャーも 1972 年の「大穀物強盗事件」以降、穀物ブームを

満喫したとみられる。事実、1976 年 7 月、カーギル、コンチネンタル、ブンゲなどの穀物メジャーは

政府の調査に際し、1972 年には輸出補助金により利益を得たことを認め、160 万ドルを政府に返済する

ことに同意した（石川 1981、pp. 23-24）。 
460 シカゴの小麦現物相場は、1972 年 4 月の 1 ブッシェル当たり 1.657 ドルから、1974 年 2 月には 6.915

ドルまで上昇した（石川 1981、pp. 24-25）。 
461 世界の穀物在庫量は、1972 年 6 月末の 1 億 6700 万トンから、1976 年 6 月末には 1 億 1900 万トン

まで、4800 万トンも減少した（石川 1981、pp. 24-25）。 
462 石川（1981）pp. 24-25、pp. 194-195。 
463 石川（1981）pp. 194-195。 
464 茅野（2006）pp. 5-8。 
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される中で、ソ連への穀物輸出がインフレを起こすことを防止するため全米港

湾労働者組合がソ連向け穀物の船積みをボイコットしたことに起因するもので

あり、これを受けてバッツ農務長官は 8月 11日、「米国の穀物収穫見通しがも

っとはっきりするまで、ソ連当局と米国の輸出業者には、米国からの新たな輸

出契約を控えるよう要請する」と発表し、ソ連向けの輸出商談が停止された。

フォード大統領はその後、自ら事態収拾に乗り出し、労働組合代表との協議の

結果、①米国政府がソ連との間に穀物輸出に関する長期協定を締結すること、

②対ソ穀物輸出商談の再開時期を 10月中旬まで延期することなどを条件に、労

働組合側はソ連向け穀物の船積みを再開することで合意し、同年 10月 20日、

米ソ長期穀物協定が調印され、同時にソ連向け穀物輸出停止措置が解除された。

しかし、穀物メジャーは、大部分の輸出契約が既に船積みされていたことや、

残りの契約については他のボイコットに参加していない港に振り替えること、

あるいは船積みを一時延期することで、このストライキによる深刻な打撃は受

けなかった465。それどころか、この禁輸の期間に、米国穀物メジャーの海外子

会社は他の穀物生産国から数百万トンの穀物をモスクワへ販売したという466。

さらに第 3回目の禁輸措置は、1980年 1月、カーター大統領が前年末のソ連の

突然のアフガニスタン侵攻に対する報復措置として発動した対ソ穀物禁輸であ

る。米ソ間では既に 1975年 10月、長期穀物協定が結ばれていたので、大統領

の決定はすでに契約済みの 2500万トンのうち、協定で定められた 800万トンの

輸出は認めるが、それを超える 1700万トンについては輸出を禁止するという思

い切った措置であった。この措置の発動はホワイトハウス主導であり、カータ

ー大統領はこの決定直前、内密に穀物メジャーの経営幹部を呼び、その意見を

求めたが、彼らの意見は例外なく「ノー」であり、その理由は「米国が禁輸し

ても、その分を他の輸出国が肩代わりするだけだから」というものであった467。

実際、この時の禁輸においても、米国以外からの穀物供給が米国の穀物メジャ

ーによって行われ468、1981年のレーガン大統領による対ソ禁輸措置の全面解除

につながっていった。以上のように、穀物メジャーはその全地球的な供給網を

活用して米国政府による禁輸措置をかいくぐり、米国の国益よりも自らの利益

を確保するという「反国益ビヘイビア」を発揮したのである。 

 上記のような 1975年及び 1980年の事例は、米国の対ソ禁輸措置にもかかわ

らず米国の穀物メジャーが他の輸出国の穀物をソ連に輸出した例であるが、米

国政府の政策をかいくぐって米国産の穀物をソ連に売却した例も指摘できる。

                                            
465 茅野（2006）pp. 8-10。 
466 このとき米国国籍のクック社とコンチネンタル社は、ブラジルの大豆 150万トンをソ連へ船積みして、

米国の農民に打撃を与えた（石川 1981、p. 169）。 
467 茅野（2006）pp. 10-16。 
468 石川（1981）p. 169。 



203 

 

米国は、既にニクソン政権時代から、1972年の「大穀物強盗事件」のようなソ

連の大量穀物買い付けを防止するために、いくつかの法的措置を講じていた。

その一つは 1973年の穀物売却後の「事後報告義務469」であり、いま一つは極端

な食料不足に直面した 1974年 10月に事後報告手続きの強化としてフォード政

権が採用した「事前承認制470」であった。 

しかし後者の事前承認制は、穀物不足が解消した 1975年 3月には廃止されて

しまい、このために米国の穀物メジャーは直後の 1975年のソ連凶作時には、何

らの規制も受けずに対ソ穀物商談を進めることができたのである。この事前承

認制は対ソ穀物禁輸期間の同年 8～10月に一時復活したが、禁輸解除とともに

再び廃止された。このような経過から、米国政府は 1972年のような事態を繰り

返さないための措置としてはあまりに粗雑な政策運用をして、穀物のソ連への

大量売却という事態を繰り返し惹起したことになる。石川はこのことについて、

この事前承認制は穀物需給ひっ迫時の緊急措置で食料戦略の法的準備という性

格は全くなかったとし、共和党のニクソン、フォード両政権には穀物輸出を国

家管理の下に置き、民間の穀物商社主導の流通システムに政府が介入すること

は毛頭考えていなかったと結論付けている471。 

 一方、前者の事後報告義務は廃止されずに残っていたが、この法律の網も穀

物メジャーは容易にかいくぐってしまった。1975 年 10 月に米ソ長期穀物協定

が締結されて穀物禁輸が解除された 2年後の 1977年、再びソ連が密かに穀物メ

ジャーと取引して米国国内で大量の穀物を安値で買い付け、米国政府を出し抜

いたという事件が明るみに出た。この時にも米国の穀物メジャーは売買契約 24

時間以内の事後報告の義務を負っており、また米ソ間で定期的な情報交換を行

うことにもなっていたが、穀物メジャーはこの年の 8月に、欧州その他の子会

社を通じて米国穀物の買い付けを開始し、1973年法の網をすり抜けて、大量の

穀物を安値で内密に買い付けたのである。そしてソ連の不足分が既に買い付け

られた 10月初めにソ連の代表が訪米して、穀物協定の枠を超える穀物を購入し

たいと米国政府に申し入れ、余剰穀物で頭を悩ませていた米国政府は渡りに船

とこれを受け入れ、その後の 11月、ソ連は突然、穀物の不作を公式発表した472

のである473。 

                                            
469 農務省は 1973 年に、10 万トン以上の穀物を輸出する場合には、売却後 24 時間以内に事後報告を行

うよう、穀物商社に命じた（石川 1981、p. 182）。 
470 フォード政権は極端な食料不足に直面して、1974 年 10 月に前記の事後報告手続きを強化し、1 日当

たり 5 万トン以上、1 週間当たり 10 万トン以上の取引について事前承認制を採用した（石川 1981、p. 

182）。 
471 石川（1981）p. 182。 
472 カンザス州選出、共和党のドール上院議員は「ソ連は穀物の不作分を埋めるに十分な数量を既に買い

付けていなければ、国内の穀物不作をわれわれに知らせるはずがない。彼らは抜け目のないビジネスマ

ンだから、不作の発表後に穀物価格が高騰することは、百も承知だ」と述べた（石川 1981、p. 188）。 
473 石川（1981）pp. 186-189。 
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 以上掲げた穀物メジャーの反国益ビヘイビアの諸事例は、米国政府が新しい

対ソ外交戦略を展開しつつあった最中に起きたものであり、このことは米国の

「食料パワー」を事実上行使しているのは、米国政府ではなく穀物メジャーで

あったことを示している。 

 最後に貿易関係以外での「反国益ビヘイビア」の実例として、ブラジルにお

ける大豆開発が挙げられる。1970年代に米国の穀物メジャーがブラジルの大豆

加工工場に巨額の投資を行い、「ブラジル大豆の奇跡」を引き起こしたことは周

知の事実であり、これは米国の大豆栽培業者に痛手を与えた。しかも穀物メジ

ャーのこれら加工工場は、米国の政府機関である海外民間投資公社（ＯＰＩＣ）

の融資によって建設されたのである474。前に見たように、穀物メジャーは 1970

年代以降に穀物供給国の多元化戦略をとり、この帰結として米国穀物の世界的

な地位は低下していったのであり、ここにも米国の国益よりも自らの利益を優

先し、しかもそのためには米国政府の政策を貪欲に活用していく穀物メジャー

の反国益ビヘイビアの典型がみられる。 

 

3.6 小括：穀物メジャーと米国の関係 

 「穀物メジャー」が戦後世界の食料・農業問題の背景に絶えず存在し、世界

的な食料・農業システムの形成や変容に強くかかわっていることは、現在では

広く認められている。これら多国籍企業は、政府の政策意図を実現に移す役割、

あるいはその経営戦略を世界の食料・農業システムに反映させる役割を果たし

てきたと見られている。 

 現在「穀物メジャー」と呼ばれる巨大穀物商社が米国でその活動を開始した

のは 19世紀の中頃であり、第二次世界大戦以前には国内の穀物集荷、輸送、貯

蔵網を整備しながら次第に活動を拡大していった。その活動の飛躍のきっかけ

は戦後、米国が世界最大の穀倉として浮上し、戦災を受けた海外への救援食料

の大半を取り扱って、政府の計画と助成金で利益をあげたことであった。戦後

復興のための食料援助が終息すると、米国は援助先を欧州などから開発途上諸

国に転換し、国内の余剰穀物を海外に援助として処理しつつ、これを梃子とし

て海外に自国の農産物市場を開拓するようになった。このような譲許的な食料

                                            
474 1972 年にＯＰＩＣは、カーギルのブラジル子会社カーギル・アグリコーラの新大豆搾油工場の建設に

対して、250 万ドルを融資した。当時、米国の大豆協会は、その大豆かす（ミール）と大豆油の大半が

ブラジルで消費されるとみて反対しなかったが、実際にはブラジルで加工された大豆ミールの大半と大

豆油の半分は輸出に振り向けられた。1976 年にブラジルは、加工した大豆ミール 300 万トンのうち 220

万トンを輸出した。そしてその多くが、カーギル・アグリコーラ社、ドレフュス社、ブンゲ社、ＡＤＭ

社のような穀物メジャーの子会社によって加工されたものであった。ブラジル政府は大豆ミールの輸出

価格トン当たり 160 ドルに対して、トン当たり 23 ドルの戻し税を与え、輸出を促進した。このため、

西欧はブラジルから大量の大豆ミールを買うようになり、米国大豆ミールの対欧州輸出量は 1976 年に

は減少した（石川 1981、pp. 170-171）。 
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の販売を実質的に采配していたのは穀物メジャーであり、彼らは政府の束縛の

下とはいいながら利益と市場を獲得することができたため、米国政府と利害を

共にするパートナーとしてこの食料援助を軸とする世界的なシステムに参加し

た。1970年代の初めまでその存在すらほとんど世界に知られていなかった穀物

メジャーが、一躍その巨大な姿を現した事件が 1972年の「大穀物強盗事件」で

あった。この事件は、穀物メジャーが米国政府と連携しながら内密に、凶作の

ソ連との間で大型穀物輸出商談を進め、米国の穀物を安く買い占め、政府の輸

出補助金も受けながら対ソ大型輸出契約を締結したものである。この事件と、

当時米ソ間で進んでいた東西間の「デタント」を境として、ソ連や中国など共

産圏の穀物市場が世界に開かれ、穀物メジャーの商取引は拡大し自由になり、

経済的困難に陥っていた米国政府は農業を輸出産業として重視して、穀物メジ

ャーの輸出活動を政治的・政策的にバックアップした。 

 穀物メジャーについての研究は比較的多いものの、穀物メジャーそのものの

秘密主義も手伝ってその経営の特徴は必ずしも明らかではない。しかし、諸研

究の成果を大まかにまとめると、次のようになる。第一に、その経営の一般的

な特徴としては、①穀物生産を直接支配せず穀物の仲介者として利益を上げる

こと、②保守的な自由企業として一貫して自由取引を指向する中でも穀物取引

の基本に忠実でリスクを慎重に避けること、③イデオロギー的・政治的な抗争

に関して中立で国家に縛られないことが挙げられる。第二に秘密主義が挙げら

れる。これは穀物を農民から安く買い集め顧客に高く売るという穀物取引の特

性、すなわち情報の漏えいによる相場の動きで生ずるわずかの価格差が膨大な

利益か巨額の損失かにつながるという特性によるものと考えられる。第三に挙

げられるのは、その卓越した情報戦略である。穀物メジャーはその絶大な世界

的市場支配力を基礎に、地球規模の情報ネットワークを駆使する強力な情報収

集集団であり、その背景には政府高官との人脈を含めた絶大な政治力があると

いわれる。第四には、経営の多角化が挙げられる。穀物メジャーの多角化をそ

の動機によって整理すれば、①穀物供給網の整備のための多角化、②作柄など

のリスクを分散するための多角化、③より大きな利潤を求めての多角化、そし

て、④穀物市場を開拓するための多角化があり、これらの動機はしばしば重複

している。第五にはグローバル化と供給の多元化が挙げられる。1970年代以後

の世界的な穀物市場の拡大を絶好のビジネス・チャンスと捉えた穀物メジャー

は、その後、世界的規模で大量買い付け・大量販売する穀物のグローバルな取

引体制をいち早く構築していった。それらの体制の第一段階は米国の穀物を世

界各地に供給するというグローバル化であり、第二段階はもともと米国に拠点

を置いていた穀物メジャーが穀物の生産・輸出の拠点そのものを世界的に多元

化していったグローバル化であった。 
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 穀物メジャーは米国政府と極めて密接な関係を持ち、米国の政策を通じて私

的な利益を得たり、そのような利益のために米国の政策に影響を及ぼしたりす

ることに加え、時として米国の国益に反する行動すら採ることがある。そして

穀物メジャーは、米国の連邦政府や農務省との密接な関係を保つべく、その経

営幹部と米国政府高官との間でいわゆる「回転ドア」と呼ばれる多くの人的交

流を行っている。このような交流の背景には、「世界のアグリビジネス市場で政

府と企業の効果的な連携が必要」との戦後早くからの政府・民間の共通認識が

あり、実際に歴代米国政府の高官となった穀物メジャーの幹部たちは、戦後米

国の農業政策や食料・農業関連の対外政策などの要所要所で、極めて重要な役

割を果たしてきた。 

 穀物メジャーが米国の政策と連携しながら、あるいは米国の政策に影響を及

ぼしながら、その利益を拡大してきた事例は、きわめて多岐にわたっている。

そのような中で、第一に、穀物メジャーがその私的利益のために米国政府を活

用したとみられる例としては、①マーシャル・プランとして行われた欧州への

食料支援による利益の獲得、②ＰＬ４８０に基づく開発途上諸国への食料援助

による利益の獲得と市場の拡大、③米国の穀物積み出し港などで一般慣行とし

て行われていた長期にわたる量目のごまかしなどの不正や賄賂を通ずる利益の

獲得、そして、④1972年の「大穀物強盗事件」での米国政府との連携による有

利な商談と利益の獲得、が挙げられる。第二に、米国政府の政策を自らに都合

のよいように策定させるよう影響力を行使した例としては、①1960年代初頭に

米国が穀物の高価格支持政策を低価格・輸出拡大路線に転換した農業法案への

関与、②同じく 1960 年代初頭に欧州で成立した共通農業政策（ＣＡＰ）に対す

る米国の強い敵対的態度の形成への関与、③1970年代に農産物輸出拡大路線を

米国の最重要課題に位置づけた「ウイリアムズ委員会報告」起草への関与、さ

らに、④1972年の「大穀物強盗事件」に先立ってこの事件が可能となるような

形で行われた「ソ連と中国に対する穀物輸出の認可制」及び「米国船で輸出の

50％を輸送しなければならないという船積み規定」の撤廃への関与、が挙げら

れる。 

 さらに穀物メジャーは、時には米国の国益に反するような形で米国の国家政

策を葬り去り、あるいはその実効性を骨抜きにする「反国益ビヘイビア」をと

る場合もある。このような事例としては、①米国が発動した数次にわたる対ソ

などの穀物輸出禁止措置に際し、海外の子会社などを通じて他国からソ連に穀

物を販売して米国の禁輸を無効化したこと、②対ソ穀物禁輸に際し、海外子会

社を使うことによって米国が制度化していた輸出の報告義務をすり抜け、米国

産の穀物をソ連に売却したこと、③ブラジルでの大豆加工工場への巨額の投資

に米国政府機関の融資を使い、「ブラジル大豆の奇跡」を起こすとともに米国の



207 

 

大豆栽培業者に痛手を与えたこと、が挙げられる。 

 

 

４．食料・農業の国際レジームの変遷 

 

4.1 第一次国際フード・レジーム（移住植民地レジーム） 

 

【成立と特徴】 

 シュヴァルツ（2001）によれば、15 世紀から 19 世紀の終わりまで 500 年に

わたるグローバル経済のほぼ全期間にわたって、農産物の大量輸送は主に河川

や大洋などの水上交通に依存していた475。その後の鉄道の発明は長距離輸送能

力において海上輸送に匹敵し、アルゼンチン、オーストラリア、カナダそして

とりわけ米国が、穀物と食肉について世界の主要な輸出基地になった。このよ

うな背景の下に、グローバルな最初の食料・農業レジーム、すなわち「第一次

国際フード・レジーム」が形成された476。この最初のレジームの存在を既に 1994

年及び 2005年に記述しているフリードマンによれば、「基本的な生活必需財の

価格を決定する最初の市場が世界小麦市場の形で出現」したのである477。これ

は当時急速な都市化が進み、主要食料の輸入に依存するようになった欧州の国

家政策478と、大部分が処女地で人口密度が低い広大なフロンティアを大規模な

小麦栽培地や牛の放牧地として「切り開いた」欧州人の新大陸移住者たちの指

向性479が一致したことで生じたものであり480、フリードマンはこのレジームを

その特徴から「移住植民地レジーム」481とも呼んでいる（本論文では以後、こ

のレジームを「移住植民地レジーム」と呼ぶことにする）。これら欧州から新大

陸への移住者たちは、欧州における経済的貧困や政治的迫害から逃れてきた

人々であり、農民として身を立て、そこに定住することを望んでいた。そして

                                            
475 その最初の農産物はブラジルとカリブ海の奴隷プランテーションから海を渡って定期的に大量輸送さ

れていた砂糖だった（バーンスタイン 2012、p. 115）。 
476 フリードマン（2006）p. 79、バーンスタイン（2012）pp. 115-116。 
477 フリードマン（2006）p. 76。 
478 労働者、アナーキスト、社会主義運動といった社会不安に直面していた欧州諸政府は、厄介者を国外

に移住させたり、腹をすかせた国内の市民をなだめるのに安価な食料を輸入したりすることに強い関心

を抱いていた。英国は、意図的に国内の食料安全保障を犠牲にした最初の国であった。非常に強力な集

団である土地所有者と資本家的借地農の利害は、彼らが安価な輸入品と張り合うことができなかったた

めに犠牲にされた。その犠牲と引き換えに、これらの輸入品が、工場主や膨張する都市のための社会的

安定を実現した（フリードマン 2006、p. 76）。 
479 欧州人入植者たちは、欧州における経済的貧困や政治的迫害から逃れてきた人々であり、新天地で農

民として身を立て、そこに定住することを望んでいた。しかし彼らは、鉄道会社や買付け業者の要求に

沿った作物を育てるしかなかった。鉄道会社や買付け業者は、小麦と家畜生産物を英国や欧州各地に送

り出した（フリードマン 2006、pp. 77-78）。 
480 フリードマン（2006）pp. 76-77。バーンスタイン（2012）p. 116。 
481 Colonial Diasporic Food Regime。 
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彼らは、専門的に生産した小麦や家畜生産物を国内の鉄道や港湾を経由して遠

く離れた欧州市場に販売するほかないという依存関係によって、国民経済及び

国家、そして欧州と確実に結び付けられたのである482。この最初の食料・農業

レジームの新しさとして重要な点は、家族労働に基づく完全に商業的な農業が

出現したことであった。欧州からの移住者たちは、モノカルチャー的な輸出作

物に専門化し、欧州よりも低い生産コストを実現し、特に家族労働による小麦

農家は基礎的食料において初めて成立した価格決定機能をもつ世界市場を支え

たのである。そしてこのレジームは、期待されたとおり、欧州都市人口の食料

コストを引き下げるという効果を発揮した483。こうして、暗黙のうちに存在し

た欧州諸国家と移住植民地諸国家の政策的な相補関係が、「移住植民地レジーム」

を出現させ、発展させる原動力となった。 

 このレジームで鍵となる場所は、米国中西部の広大なプレーリーであった。

19世紀後半、鉄道の発展によってますます拡大したこの農業地帯は、大規模な

穀物モノカルチャー、工業的な方法による牛の生産と食肉加工、農場器具（鉄

製の鋤、後にトラクター）の工業的生産、穀物と食肉の長距離輸送のインフラ、

農産物の生産と交易に資金調達を行う先物取引市場といった特徴をもち、「温帯

穀物と家畜の複合体」を形成し、現代のアグリビジネスのパイオニアの役割を

果たした。一方、安価な輸入穀物に対抗できなかった欧州農民は、酪農、果物、

野菜のような価値集約的な生産に転換するか、あるいは離農し農村を去った。

また、これらの地域を補完する意味で、この時期に植民地体制への取り込みが

完了したアジアやアフリカにおける熱帯農業生産と、そこからの農産物輸出が

存在した。このような地域で行われた産業的な農業は「産業的プランテーショ

ン」484であった。以上のような特徴をもつ農業生産と農産物貿易をめぐるグロ

ーバルな分業が 1870年代から出現したのであり、その中心的な要素としては農

耕485から農業486への移行が挙げられる487。 

                                            
482 フリードマン（2006）pp. 77-78。 
483 反面、それは価格の連鎖的な下落、欧州農業の危機とそれに続く零細農家・農業労働者のさらなる窮

乏化及び農村からの追い立て、そしてそれらと反比例する形での北米、南米の温帯地域、オーストラリ

ア、ニュージーランドなどの穀物輸出地域への移民の増加という流れを引き起こした（フリードマン

2006、pp. 78-79）。 
484 産業プランテーションを初期プランテーションから区別するものは、その生産組織と生産方法の結び

つきであり、その所有構造が金融資本、海運業、加工・製造業にわたって緊密な関係を築いていること

である（バーンスタイン 2012、p. 117）。 
485 「農耕」とは農民が過去何千年にもわたって行ってきたことであり、典型的には定住した土地や区切

られた牧草地というシステムの中で、土を耕し、家畜を育て、あるいは両者を組み合わせて行ってきた

ことである。農耕にとっての最低限の社会条件は、土地、労働、道具、種子へのアクセスであり、歴史

的に見れば、農耕手段が確保され、農耕が行われる主要な社会的単位は農村の家族である（バーンスタ

イン 2012、pp. 109-110）。 
486 「農業」あるいは「農業部門」という概念は「近代」経済、つまり資本主義経済の登場・発展の中で

発見され、適用されてきたものである。マルクスは、農業と工業の間の社会的分業、そして農村と都市」

の間の社会的分業が資本主義の発展の特徴であると述べている。近代資本主義経済の「農業」や「農業
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 それでは、「移住植民地レジーム」では、政策対象としての農業はどのように

扱われたのであろうか。まず農産物の供給側については、入植者が行う農業に

対し、新たな土地の政治的な領有と植民地化を通じて、農業的商品生産を割安

なものとすることに成功した。専門化された商品生産は、土地政策や移民政策

を通じて、また鉄道や信用制度といった社会的インフラの整備を通じて、入植

者国家によって積極的に奨励されたのである。一方、農産物の需要側について

は、比較的自由な貿易体制への道が英国の 1847年の穀物法廃止488によって準備

された。1840年代の英国は、国際競争力に絶対の自信を有する第一級の国家で

あり、賃金、つまり労働コストを低く抑えるための安価な食料輸入を含め、「自

由貿易」の立場に立って国内の「農業の利害関係者」をまとめあげたのである。

そしてこれに続いて英国が他の欧州諸国に強制してとらせた同様の措置は、そ

の後数十年かけて出現することになる「移住植民地レジーム」の比較的自由な

貿易体制への道を準備した。他方、この時期におけるアジアとアフリカの植民

地国家では、生活手段の商品化489が小農に対して強要され、産業プランテーシ

ョンや入植者による農耕490、商業目的の林業が推進された491。 

 

【崩壊】 

 「移住植民地レジーム」は、1870年代の形成から半世紀を経ずして 1914年、

第一次世界大戦の勃発とともに動揺し、あるいは崩壊したと理解されている。

つまりこの点に関して、フリードマン（2006）は「移住植民地レジーム」を 1914

年までとしつつもその崩壊は 1930年代の世界恐慌と北米の大災害（「ダスト・

ボウル」）によるとしている492のに対し、バーンスタイン（2012）は第一次世界

大戦勃発後の戦時下での政策が、不況と相まって、工業化の進んだ資本主義諸

国に農業の保護主義の広がりをもたらしたことを以て、第一次大戦の勃発を「移

                                                                                                                                
部門」という用語の意味は、農民の活動や再生産に影響を与えるすべての経済的利害、その専門機関の

活動のことであり、農作業を支える「上流部門」と「下流部門」の全体のことと考える（バーンスタイ

ン 2012、p. 113）。 
487 バーンスタイン（2012）pp. 116-119。 
488 それまで、穀物法（corn law）は英国の農民や地主、そして彼らの商業的利益を安価な穀物輸入から

守っていた（バーンスタイン 2012、p. 119）。 
489 生活手段の商品化は、さまざまな形態の活動を促し、また結び付けて、社会的分業の拡大と深化をも

たらした（バーンスタイン 2012、p. 120）。 
490 そこには輸出作物に特化した栽培を行うように仕向ける、鉱業、建設業、製造業、産業プランテーシ

ョンで働く大量の賃労働者に向けた食料生産を行うように仕向ける、また、季節的な賃労働へ従事する

ように仕向けるといった農民への圧力が含まれていた。そのうえ 19 世紀から、各国の植民地政府はア

ジアやアフリカの植民地に農業省を設置して農業研究を行わせたが、このような調査研究は天然ゴムや

砂糖など主要な輸出作物に特化したものであって、熱帯地方の主要作物についてはほとんど省みられな

かった（バーンスタイン 2012、p. 120）。 
491 バーンスタイン（2012）pp. 119-121。 
492 フリードマン（2006）p. 81。 



210 

 

住植民地レジーム」の崩壊とみなしている493のである。しかしいずれにせよ両

者に共通するのは、1929年に始まった世界恐慌494に対応すべく米国ルーズベル

ト政権が採用したニューディール政策によって 1930 年代の米国に包括的な農

業支援策495が導入されたことが、このレジームの最終的な崩壊を招いたとして

いる点である496。すなわち、このようなニューディール政策的農業支援策は、

基本的に自由貿易的な「移住植民地レジーム」の行き方と真反対に、政策的に

自由貿易の枠組みを崩すものであった。その結果として米国を除く欧州移民諸

国家はそれまで当然のように享受していた生産コスト面の有利性を発揮できな

くなり、恐慌後の物価下落の影響を真正面から受けたのである。加えて言えば、

ニューディール政策によって保護を受けた米国の農民たちは、この混乱が第二

次大戦を経て終息した後の新たな国際フード・レジーム形成において、その性

格を特徴づけるきわめて大きな影響を及ぼすことになる。 

 

4.2 第二次国際フード・レジーム（農産物余剰レジーム：1940年代～1970年代） 

 

【成立と特徴】 

 前項で見たように、第一次国際フード・レジームは世界恐慌の起こった 1930

年代までに崩壊した。恐慌による農産物価格の下落は、移民植民地で輸出依存

的な農業を営んでいた農民を、悲惨の中に置き去りにした497。それまでの比較

的自由な農産物の国際価格決定や自由貿易的な国際秩序は、不況下・戦時下で

工業化の進んだ資本主義諸国に農業の保護主義の広がりをもたらした。その後

の展開の中で決定的だったのは、米国のルーズベルト政府が「ニューディール

政策」の一環として、1930年代の米国に包括的な農業支援策を導入したことで

ある。それは、農民が市場価格で売却できない余剰穀物に対して最低価格の保

証を行い、政府が買い上げるというものであった498。 

 この恐慌期の米国の特殊な農業政策は戦後においても維持され、米国の国際

的な姿勢を規定し、国際貿易を方向付け、それによって他国の国内政策も方向

                                            
493 バーンスタイン（2012）p. 121。 
494 1930 年代の世界恐慌の影響は、各地の移民国家で輸出依存的な農業を営んでいた多くの農民を悲惨な

状況に置くこととなった。商業的な家族農業は、その非資本主義的な性格のゆえに、価格の下落と「矛

盾」して成長したのであるが、このとき、過去には機能していた物価下落の歯止めが利かなくなってい

た。そして農民の多くは、土地を離れ、多くの人に混ざって求職するしか選択肢がなかった（フリード

マン 2006、p. 81）。 
495 政府が買い上げた農民の余剰作物（市場価格で売却できない穀物）に対して、最低価格（フロアプラ

イス）の保証が行われた（バーンスタイン 2012、p. 121）。 
496 バーンスタイン（2012）pp. 121-122、フリードマン（2006）pp. 81-86。 
497 この移住植民地における商業的な家族農業は、その非資本主義的な性格ゆえに価格の下落と「矛盾」

して成長した。しかし、恐慌によって過去には機能していた物価下落の歯止めがもはや利かなくなって

いた（フリードマン 2006、p. 81）。 
498 バーンスタイン（2012）pp. 121。 



211 

 

付けることになった。つまりこの恐慌期の農業支援策としては、「政府が余剰農

作物を抱えることになるプログラム」が選ばれたのである499。この政策では事

実上の補助金が「ローン」と呼ばれるなど透明性が確保されず、農家所得への

直接的な補助でなく農産物価格を上昇させることを意図するものであった。議

会によって決められた目標価格が実現されるように、政府の買い上げシステム

によって小麦などの農産物が十分に市場から取り除かれたが、その結果、政府

機関が余剰農産物を抱えることになった。また、国内価格が世界市場価格より

も高く維持されていたので、販売のために米国に送られてくる世界中の穀物か

ら農家を守るための輸入規制も不可欠となった。そして、これらの重商主義的

な国内農業政策は、米国の農民組織が恐慌の末期から戦後復興の初期にかけて

勝ち取ったものであった500。 

 このような米国の国内事情による農業保護政策の採用は、その後の食料・農

業の国際レジーム（「第二次国際フード・レジーム」501）の形成に絶大な影響を

及ぼすことになった。その大きな転換点には、1945年の創立間もないＦＡＯが

大きく関係している。すなわち、ＦＡＯの初代事務局長となった英国出身のボ

イド・オアは、まず農産物の世界的な需給問題と取り組む中で、「世界食糧局」

の設立案を作成してＦＡＯ加盟諸国に諮ったのである。この提案は、大戦期に

連合国諸政府が戦時体制の一環として農業の国内調整を含む食料供給の厳密な

管理を実施したことを背景に、各国が戦後の国民経済構想として国民に呼びか

けた国家再建の公約、すなわち最低限の栄養と農業の安定を含み、のちに「福

祉国家」と呼ばれる取組みを反映していた。そしてこの中では、国際的な商品

協定によって各国政府に、交渉参加国間の輸出入の量を決定する権限が与えら

れることになっていた。もしこの「世界食糧局」が設立されていたなら、連合

国はＦＡＯを、主要国家が後ろ盾になって国際的な農産物協定を実施する強力

な組織へと作り変えることができていたかもしれない。しかし、米国と英国に

よって立案されたこの「世界食糧局」設立案は、大戦終結からわずか 2年の 1947

年、当の米国と労働党政権下の英国が反対に回ったために、米国ワシントンＤ

Ｃでの会議で否決されてしまった。これが第二次フード・レジームの失われた

代替案であった502。 

                                            
499 これに対して英国が採用していた不足払い制度は、透明性や貿易歪曲を生じさせないという点で優れ

ていた。政府は農家の目標所得を設定し、実際の所得と目標所得との差額を一般歳入から支払った。余

剰農産物はどこにも蓄積されず、消費者が支払う価格は影響を受けずに済んだ。このような形態の補助

金なら、世界食糧局提案（ＦＡＯのボイド・オア初代事務局長の提案）や国際的な自由貿易とも整合的

であった（フリードマン 2006、pp. 84-85）。 
500 フリードマン（2006）pp. 84-85。 
501 バーンスタインがこのレジームの期間を 1940 年代から 1970 年代までとしている（バーンスタイン

2012、p. 122）のに対して、フリードマンはこれを 1947 年のＦＡＯにおける「世界食糧局」の挫折（同

時に冷戦の開始）から世界食糧会議の前年の 1973年までとしている（フリードマン 2006、p. 87、p. 96）。 
502 この代替案が実現されなかった理由は、米国の商業的家族農業の利害が見直され、それによって、国
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 このようにして誕生した第二次フード・レジームの形成過程は、自由貿易と

矛盾するという点で異例であり、米国の農業補助金制度、農業政策だけでなく、

国際的な貿易協定という包括的な分野における米国の政策においても、「本末転

倒」を引き起こした。次に述べる第二次フード・レジームの全ての特徴は、最

も有力な経済大国であった米国が抱える余剰農産物とそのばらまきから生じて

いたのである。「ばらまき」の具体的な形態としては、戦後に機能しなくなった

金本位制に代わってドルを基軸とする国際的な通貨体制が誕生したおかげで、

「食料援助」という形での余剰農産物の大規模な対外放出が可能となった。い

わゆる「ソフト・カレンシー」503を「見返り資金」として米国政府の支配下に

置くことと引き換えに米国の商品を販売するという形態の「援助」は、覇権国

米国による最も優れた発明の一つであった。そして、20年にもわたって国際的

な農産物取引の大部分を占めてきたこの食料援助が、第二次国際フード・レジ

ームの特異な性格、すなわち国家主導的、もしくは重商主義的な性質を決定づ

けたのである504。 

 1947年にＦＡＯにおいて「世界食糧局」の提案が挫折した後に生まれた第二

次国際フード・レジーム（本論文では以後、このレジームを「農産物余剰レジ

ーム」と呼ぶことにする）は、その後約 25年にわたって農業、食料、農業労働、

土地利用、貿易などの在り方を規定した。「食料援助」の枠組みの下でこの新た

な食料レジームを特徴づける決定的特徴となったのは、輸出補助金であった。

逆に言うと、輸出補助金の起源は食料援助にあったのである。当時ほとんどの

国がドルを稼ぐのに必要な輸出能力を欠いていたために、それらの国内通貨は

ドルとの交換能力を持っておらず、通常の貿易では米国の食料を輸出すること

ができなかった。にもかかわらず、海外援助という形態をとることによって米

国は、輸入国の交換能力のない通貨（ソフト・カレンシー）と引き換えに商品

を外国に「売る」ことができた。欧州に対するマーシャル援助とともに、「低開

発」諸国に対するＰＬ480 による食料援助も、これらの地域に食料を「売り」

ながらドルの優位性を確立する上で重要な役割を果たした。補助金付き輸出の

おかげで米国の地位は主要輸出国へと高まり、米国が「穀倉地帯」であること

が当然視されるようになった。そして米国は、恒常的な農産物余剰の処理を原

                                                                                                                                
内の農業政策が上記設立案の合意を実現不可能に追い込んだからである。また、大戦中の戦後構想につ

いての合意を揺さぶり、この設立案が挫折した大きな原因は、冷戦であった。冷戦の対立関係が出現し

たことによって、1947 年に戦勝国の同盟関係に大きな亀裂が生じたのである。食料状態を含めて高い

生活水準を実現できるかどうかがブロック間の対立の焦点となったため、「世界食糧局」提案は自由主

義世界の内部で食料と農業の安定化を図るべく修正の必要性が生じたともいえる。英国が米国に戦時公

債を負っていたおかげで、覇権関係に大きな変化が生じ、米国は大戦中よりも大きな影響力を行使でき

るようになっていたので、世界食糧局を挫折させようとする米国の圧力に英国が屈した理由も推測でき

る（フリードマン 2006、pp. 83-84）。 
503 金・外貨に換えられない通貨。 
504 フリードマン（2006）pp. 85-86。 
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動力とする「農産物余剰レジーム」の中心としての役割を果たすようになった505。 

 フリードマンは、このレジームを「重商主義的・工業的食料レジーム」506と

名付けている。この重商主義的かつ工業的な性質は、前のレジームの自由貿易

や家族労働といった特質とは全く対照的である507。 

このレジームが重商主義的である理由は、生産に補助金を出し、巨大穀物企

業を含む米国や欧州の農業の利害関係者のために貿易を管理し、その一方で、

第三世界に対する外交政策でも影響力を行使しようとするものだったからであ

る508。既にみたように、戦後の米国は農民の要求に従って農産物の最低価格を

保証し余剰農産物を買い上げる国内補助制度を採用したし、この制度を守るた

めに海外からの農産物に対して輸入制限をすることが不可欠となった。また、

補助金付き輸出は米国を主要輸出国の地位に押し上げ、欧州に対するマーシャ

ル援助はその後商業目的の、特に集約的な家畜生産用の飼料の輸入に席を譲っ

た。さらに、第三世界諸国は米国の安価な補助金付きの小麦を好んで輸入して

工業分野の発展を目指し、その反面で食料援助や慢性的な食料の輸入依存は多

くの伝統的な農業地域で農業を衰退させた。加えて、世界で米国の補助金付き

穀物が取引されたために、これが世界の農産物市場価格を引き下げる慢性的な

圧力となり、米国農産物の世界市場は大きく拡大し、世界的価格低下の影響は

食料援助の非受入れ国である輸入国の日本や欧州にまで及んで、国民の要求の

高かった国内農業保護措置を不可欠にした509のである。 

また、このレジームが工業的である理由は、その中で農業投資を行う企業の

重要性がますます増大したからである510。「移住植民地レジーム」を主導してい

たのは少なくとも農業においては商人資本であったが、この戦後の「農産物余

剰レジーム」ではついに巨大工業企業が、ますます専門化し統合化されつつあ

る食料・農業セクターにおいて支配的な地位を占めるようになった511。これら

の巨大資本家的企業は、売り手となり、また買い手となって双方から農民たち

を挟み撃ちにした。農民たちは、巨大な市場力を持つ企業の間で、コストと価

格の双方から締め付けられるようになった。そして逆説的なことに、表面上は

重商主義的であった貿易ルールの下で、これらの企業は国境を越えた生産セク

                                            
505 フリードマン（2006）pp. 88-89。 
506 Mercantile Industrial Food Regime。 
507 フリードマン（2006）p. 87。 
508 バーンスタイン（2012）p. 124。 
509 フリードマン（2006）pp. 88-91。 
510 バーンスタイン（2012）p. 124。 
511 このような中には、機械、化学的原料、家畜飼料、家畜医薬品など、農業の工業化と結びついたさま

ざまな投入財を農業に供給するようになった企業もあれば、ますます手の込んだ加工食品のために農産

物を原料に加工する企業もあった。さらには、小さな専門店とファーマーズ・マーケット（産地直売市

場）から、巨大スーパーマーケットへの長い道のりを歩み始めた企業もあった（フリードマン 2006、

p. 92）。 
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ターの統合を行っていた。その下で、世界の農業は米国産輸入穀物への依存を

増し、農業関連企業の供給する工業的投入財への依存を増し、農民はますます

専門化し、単一作物栽培と工場型家畜生産が増え、食料・農業企業はその商品

バリューチェーンを拡大することによって、ますます利潤と支配力を得るよう

になった512のである。 

価格決定を通じて欧州の穀物栽培に対する強い競争圧力が生み出されたのが

第一次国際フード・レジームであるとすれば、「農産物余剰レジーム」は以上の

ように、「重商主義的」貿易政策と「大西洋経済を軸に成立した多国籍企業・食

料複合体という法人企業組織」とを結びつけた。この複合体の中で欧州諸国は、

米国農業政策の「国内向け」の姿勢を踏襲し、今日のＥＵに発展することにな

る共通農業政策（ＣＡＰ）をまとめ上げ、農業生産と農産物輸出の支援強化へ

と向かった。戦後経済の景気拡大の時期、北の諸国での実質所得の上昇は、消

費の拡大や新しい大衆消費文化の普及を支えた。特に、食肉と加工食品やイン

スタント食品の消費が著しく増加したが、このことは「多国籍企業による農業・

食料複合体」で下流部門を占める農業関連工業の重要性が高まったことを意味

した。 

 

＜崩壊＞ 

 1960年代までに展開してきた「農産物余剰レジーム」は、その内部で 4つの

変化を来たし、それらが次第にこのレジームの枠組みや慣行と矛盾を来すよう

になった。第一に、南側諸国は基礎的食料を輸入する必要があるにもかかわら

ず、前のレジームから引き続き依存していた植民地時代からの輸出品の価格暴

落に直面して、窮地に陥っていた513。第二に、企業が商品連鎖のあり方を変え

てしまったことで、農民の数や政治的資源が加速度的に減少し、「ファーム・ロ

ビー」（農業圧力団体）という言葉は農業分野において存在感を強めている企業

のことを指すようにさえなっていった。第三に、多国籍企業は、このレジーム

                                            
512 例えば、オランダの国内家畜セクターは、工業的な飼料穀物を国外の供給者に依存していたが、これ

は見方によっては国内セクターにしか見えなかった。同様に、第三世界では、緑の革命などを通じて輸

入代替が促進されたが、実際には輸入穀物に対する依存の代わりに、掘り抜き井戸や化学肥料など、工

業的投入財への依存が生じた。農業・食料企業が成長し、その活動範囲が国境を越えて広がるにつれて、

農民はますます専門化するようになった。エコロジカルな持続可能性のためには多くの地域で重要であ

ると思われた作物と家畜の混合農業が、単一作物栽培と工場型家畜生産に席を譲った。農業・食料企業

は、商品サプライ・チェーンを拡大することによって、ますます利潤と支配力を得るようになった。と

りわけ消費者の食肉需要（これは文化的に複雑な現象である）に応えるため、飼料用トウモロコシや大

豆の単一栽培が、旧来の移住植民地域の大部分で農業の中心を占めるようになった。米国の農家の場合

は特に、ますます大規模化・モノカルチャー化が進み、戸数も減少し、企業が支配するサプライ・チェ

ーンに統合され、補助金付き輸出に依存し、価格シェアを減少させるようになった（フリードマン 2006、

p. 93）。 
513 中でも最重要な輸出品であった砂糖や熱帯油脂は、工業的原料によって急速に代替されていた。砂糖

は、アスパルテームなどの化学的原料や、米国政府の補助金を受けた高果糖コーンシロップなどの工業

的副産物を含む、さまざまな「甘味料」によって置き換えられてしまった（フリードマン 2006、p. 94）。 
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の重商主義的な貿易ルールや国内補助金によって、自分たちの活動が制約を受

けていると考え始め、貿易の自由化を支持するようになった。そして第四に、

1970年代初めに起こった米国とソ連の間の緊張緩和（デタント）は、冷戦によ

るブロック間の相互貿易禁止というこのレジームで高度に暗黙的であった枠組

みを破壊した。すなわち、資本主義ブロック内の余剰農産物をブロック内で処

理することがこのレジームを駆動させる重要な要素であったから、余剰農産物

やこれを援助（補助金付き輸出）によって市場外で処理することができなくな

れば514、このレジームは存続することができなかったのである515。 

 食料・農業の世界で上記のような変化が起こる中で、1970年代からの資本主

義世界経済は、「グローバリゼーション」と呼ばれる大きな変化の波に入ってい

た。そのいくつかの特徴は、金融市場の規制緩和と経済活動の全面的な「金融

化」、国際貿易の一層の規制緩和、生産や資源調達さらに販売における多国籍企

業へのシフト、情報技術の重要性の拡大などである。この「グローバリゼーシ

ョン」の時代には、同時に米国産業の競争力の低下、そしてマネーの国際的フ

ローの大幅な拡大が起こった。これらのことは、米国の覇権の下で構築された

世界資本主義が、南における「開発主義」を支持し切れなくなったことを表わ

し、それまでの 30年における「開発に優しい」国際対応を一掃し、「資本に優

しい」国際対応をもたらした。そしてこのような変化は、「資本の自由と機動性

を確保」し、「国家の役割を縮小」するような方向性・特徴を持っていた516。 

 「農産物余剰レジーム」の崩壊は、グローバリゼーションの展開と並行して

進行した。崩壊は 1970年代初頭に始まり、その引き金は米国が穀物の対ソ禁輸

措置を解除し、大量の小麦を特恵価格で供与したことであり、それは世界の穀

物市場で前代未聞の供給不足を突然引き起こし、穀物価格を急上昇させた。こ

の背景には、余剰農産物の処分、すなわち価格の安定性を維持するために必要

な政府にとってのコストの高騰という問題があり、それが「農産物余剰レジー

ム」の「重商主義的」側面に強い影響を与えたのである。このようなコストの

高騰に関連する事項としては、例えば、①大豆について米国以外にアルゼンチ

ンやブラジルといった大生産国が出現して米国の地位を脅かしたこと、②グロ

                                            
514 1972～1973 年のソ連とのデタント（緊張緩和）が起こると、米国は余剰農産物をハード・カレンシ

ーで売却する機会を得ることになり、それと同時に地政学的な同盟関係が変化した。このとき米ソが取

引した穀物の量は桁違いだったため、第二次世界大戦以降初めて、余剰農産物の在庫を一掃することが

できた。この米ソ穀物取引のおかげで、小麦その他の穀物及び油糧種子の価格が三倍以上に跳ね上がっ

た。食料援助や、いくつかの商業ベースの契約（特に重要だったのは日本への大豆の販売であった）ま

でもが一時的に中止された。輸入食料に依存し、当時、エネルギー価格の急騰にも直面していた南半球

の諸国は、民間銀行からの借金を始めた。食肉価格が高騰したことに憤慨した米国の消費者たちは、不

買運動を始めた。農民たちは、高価格の恩恵が商社に独占されていたことに激怒し、議会に激しい圧力

をかけた。このようにしてこのレジームは、1970 年代初めに世界食料危機に突入していった（フリー

ドマン 2006、p. 95）。 
515 フリードマン（2006）pp. 94-95。 
516 バーンスタイン（2012）pp. 135-137。 
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ーバルな食料資源の調達や加工・販売に対して、農業投入資本と農業産出物の

両方での多国籍アグリビジネスのパワー、影響力、支配が加速度的に強まって、

彼らにとって以前は恩恵を受けていた「農産物余剰レジーム」の「重商主義的」

な行き方がむしろ障害になってきたこと、③国家に対する企業の相対的な力の

向上の結果として、企業が「主要なグローバル主体として、安定的な生産・消

費条件の策定に携わるようになった」517こと、④冷戦の終結とソ連の崩壊が「農

産物余剰レジーム」の支えの一つであった欧米の政治的戦略目標を失わせたこ

と、そして、⑤頻発する過剰生産に関わる財政コスト高騰の問題に直面した米

国が、それまで農業貿易の問題はガットになじまないとしていた主張を覆し、

農業貿易問題を 1986年からのガット・ウルグァイ・ラウンドで取り上げること

に同意したことである518。 

 以上のようなさまざまな背景と特徴を持ちながら、「農産物余剰レジーム」は

崩壊していったと考えられる。フリードマンもバーンスタインも、この崩壊の

始まりが 1970年代の初めであることでは一致しているが、その終わり、あるい

は次のレジームの始まりについては両者とも明らかにしていない。しかし、「第

一次フード・レジーム」あるいは「移住植民地レジーム」が約 30年519という時

間の中で崩壊したと見られているように、おそらく「農産物余剰レジーム」の

崩壊もかなりの時間的幅をもって崩壊していったと考えられる。 

そのような中で起こったエピソードは数々ある。中でも 1970年代初めの世界

食料危機を受けて 1974年に開催された「世界食糧会議」（World Food Conference）

は、ソ連への米国の余剰食料の販売というそれまでの暗黙の了解を外れた行動

によってもはや農産物余剰レジームを維持できない状況の下で、世界の「食料

安全保障」520を議論し、ＷＦＰ、ＩＦＡＤ、そしてＦＡＯの世界食料安全保障

委員会（ＣＦＳ）の活動をより効果的に組織するための機関として、世界食糧

理事会（ＷＦＣ）を設置した。また、この危機によって世界的、特に開発途上

世界で飢餓の危険が顕在化したことに合わせて、「農産物余剰レジーム」の中で

暗黙の存在であった輸出補助金も、もはや食料援助に隠れた存在ではなくなっ

た。そしてその結果起こったことは、第一に、援助が補助金付き輸出とは別個

の論理、すなわち人道援助か対外政策の一環として理解されるようになったこ

                                            
517 このことによって、企業は投資、農産物原料の調達、市場取引などのプランが立てやすくなった。こ

のことは、実際、米国やＥＵで莫大な農業補助金が支給され続けているにもかかわらず、グローバル食

料経済が民間規制（企業による規制）へとシフトしつつあることを示唆している（バーンスタイン 2012、

p. 139）。 
518 バーンスタイン（2012）pp. 135-139。 
519 すなわち第一次世界大戦が始まった 1914 年から第二次世界大戦が終結した 1940 年代中盤まで。 
520 この食料安全保障という言葉は、農業生産とニーズの充足が自動的に結びつくわけではないという、

「農産物余剰レジーム」の中で暗黙的であった事実に対して名前が付けられたことを意味している（フ

リードマン 2006、pp. 96-97）。 
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と521、第二には、1980年代に輸出補助金が危険なまでに競争的になり、欧州と

米国が貿易戦争寸前の状態にまでなったこと522である。このように顕在化した

主として輸出補助金の問題に対処するため、主要先進国は、1986年に開始され

たガット・ウルグァイ・ラウンド交渉において、農業を貿易協定に組み込むよ

う努力することに合意した。そしてこの変化を支えたのは、穀物メジャーをは

じめとする世界的な食料・農業企業であった。これら企業は、それまで 30年以

上にわたって自らの成長を支えてきた重商主義的な枠組みを、すでに窮屈なも

のと感じるようになっていたからである。その後、冷戦終結に伴ってソビエト・

ブロックが崩壊し、各国で急速な資産の私有化が起こると、農業の貿易協定へ

の組み込みの動きは加速し、その最終的な結果は 1995年、歴史的な農業協定を

備えたＷＴＯの誕生であった523。 

 以上のように、1970年代初めに「農産物余剰レジーム」が大きくぐらついて

から 1990年代に至るさまざまな出来事の中で、「農産物余剰レジーム」は崩壊

していったと考えられる。レジーム崩壊の根拠として挙げられることは、第一

にこのレジームを駆動していた米国の余剰食料が払底し食料援助は次第に譲許

的輸出としてではなく人道援助などとしてより多くが多国間援助機関（ＷＦＰ）

を通じて行われるようになったこと、第二にこのレジームの際立った特徴であ

った国家による重商主義的な貿易慣行、すなわち輸出補助金をはじめとし、国

内補助金と輸入障壁を併せた米国とＥＵなどの諸制度が、最終的にはＷＴＯ農

業協定の下で大幅に削減524され、食料・農業企業がより自由に世界中で活動で

                                            
521 ソ連への穀物売却後は、米国が二国間で行ってきた「譲許的」条件による販売のための在庫も払底し

た。多国間の食料援助機関が勢力を増し、欧州からの援助が増大した。新たに富裕化した石油輸出国機

構（ＯＰＥＣ）は、石油収入を利用して独自の援助を行い始めた。米国でも、援助用の食料が不法にベ

トナム戦争の戦場に送られていたことが発覚したのをきっかけに、米国議会は、譲許的販売ではなく贈

与であることを強調するように援助立法を変更した（フリードマン 2006、p. 97）。 
522 輸出補助金がもはや食料援助に隠れた存在ではなくなり、そのような名前が付けられると、農業を貿

易協定に組み込むべきであるという議論が公式に行われるようになった。また、予想されたように、欧

州でも米国と似たような農産物価格支持制度によって余剰農産物が生み出され、補助金付きで輸出が行

われるようになった。1980 年代の欧州と米国の間の補助金付き輸出競争は危険なまでにエスカレート

し、どちらもこの相互破壊的な競争を終わらせることを望んでいた。他方で、アルゼンチン、カナダ、

オーストラリア、さらにブラジルなどの二番手の輸出諸国は「ケアンズ・グループ」を形成し、米国や

欧州の重商主義的な慣行の停止を求めるようになった。これら諸国の政府は自国の輸出品に補助金を付

ける余裕を持たなかったため、重商主義的な慣行がなくなれば、自分たちも公正な輸出シェアを得られ

るだろうと考えたのである（フリードマン 2006、pp. 97-98）。 
523 フリードマン（2006）pp. 96-98。 
524 このことは、かつて大量の余剰農産物を生み出しそれが重商主義的な形で世界に処分される原因とな

った国内農業補助金について、ＷＴＯ農業協定では「緑」の補助金のカテゴリーを設け、「貿易非歪曲

的」な補助金の方向へと舵を切ったことにも現れている。欧州連合（ＥＵ）などでは、「農業の多面的

機能」を謳い文句にこのような補助金へ移行しつつあり、農業補助金がますます環境保護、景観保全、

農村共同体など、農家によって提供される特定の「サービス」を対象に支給されるようになること、そ

して商品特定的な補助金制度は衰退していくだろうことを意味していた（フリードマン 2006、p. 100）。

このように「貿易を歪曲しない」補助金への移行は、それまでの「重商主義的」な農業補助金の使い方

を撤廃していく方向性を示していたのである。 
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きるような枠組みが合意されたことである。特に、この合意の中で「貿易非歪

曲的」な補助金（換言すれば、重商主義的ではない補助金）への移行が世界的

に合意されたことは、それまでの「農産物余剰レジーム」の駆動力であった余

剰農産物を生み出す国内農業補助金を撤廃していくという大きな意味を持って

いた。フリードマンがこの「農産物余剰レジーム」を「重商主義的・工業的食

料レジーム」と呼んだことは既述したが、上記第一の要因によってこのレジー

ムの駆動力が失われ、また第二の要因によってこのレジームの顕著な特徴であ

った「重商主義的」な政策が転換されたのである。 

 「農産物余剰レジーム」の崩壊過程の中の出来事として、今一つ重要なこと

は、その中で「開発主義」が終焉を迎えたということである。1970年代以降の

米国がこの「開発主義」を支え切れなくなっていた事情については上述したが、

この時代の南の諸国におけるグローバリゼーションの特徴は、貿易自由化、民

営化、そして「国家の役割の縮小」を目標とする政策的な「改革」、すなわち新

自由主義的政策の推進であった。これはこの時代に債務負担の突然の増加に見

舞われた各国に対して、世界銀行やＩＭＦが課した構造調整プログラムの下で

取り組まれた諸課題である。こうしたマクロ経済的な政策目標の登場は、農業

開発にとっての、特に小規模農民への支援を通した政府の財政支援や資金援助

の後退を意味するものであり、国家主導の開発とそれに対する開発援助という

時代の終焉を告げるものと理解される525。このように、「農産物余剰レジーム」

と時代が重なっている「開発主義」の終焉においても、食料援助や貿易などの

面でも見られた「国家主導」の取組みが転換され、食料・農業企業が開発途上

諸国において、より自由に活動できるような環境づくりが重視されていったこ

とがわかるのである。 

 

4.3 第三次国際フード・レジームの可能性（多角的貿易・企業レジーム） 

 重商主義的かつ工業的な特徴を持った「農産物余剰レジーム」は、ＷＴＯ農

業協定が成立した 1995年までに崩壊した。しかし、この古いレジームの中で存

在していた利害関係はそう簡単には消えなかった。米国は貿易赤字が膨れ上が

る中で、相変わらず穀物輸出に躍起になっていたし、日本や欧州は食料安全保

障や食料自給率を重視する有権者や依然として大きな勢力である農民団体を抱

えていたので、重商主義的な貿易慣行も、国内の農業補助金もなくならなかっ

た。農民や農民団体の力が「農産物余剰レジーム」の時代と比べると相当程度

に弱体化していたにもかかわらず、ＷＴＯの「農業に関する協定」は、未だ建

前上の合意に留まっていた526。 

                                            
525 バーンスタイン（2012）pp. 143-144。 
526 「農民団体」は、主要政府が国内補助金や輸出補助金を廃止するのを一応阻止した。先進諸国の農人
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 しかし同時に、レジームが解体するにつれ、農民の利害は一様ではなくなっ

た。農業補助金は高いレベルに達していたが、米国は遺伝子組み換え種子の促

進など、企業の力や農場の大規模集中を推し進める政策をますます多く採るよ

うになった。一方、栽培作物は国内用・輸出用を問わずトウモロコシなどの家

畜飼料用穀物に集中していたが、米国の低迷する穀物価格は家畜生産資本に対

する利益にはなっても穀物農家にとっては利益にならなかった。いずれにせよ、

この時代に米国のファーム・ロビーで最も発言力・影響力をもつ最大のアクタ

ーとなっていたのは、アグリビジネスすなわち農業関連企業であった。彼らは

国際機関での議論では補助金に反対しながら、ますます増加する米国の補助金

によって利益を得ていたのである527。 

 以上のような「農産物余剰レジーム」の崩壊に続く世界的な食料・農業シス

テムの混乱から、第三次国際フード・レジームが生まれてくるかもしれない。

これは、フリードマンによれば「多角的貿易・企業レジーム」528である。これ

は、「農産物余剰レジーム」の崩壊過程以後の流れについてこれまで見てきたと

おり、古いレジームの「重商主義的」側面はＷＴＯ体制の下の「多角的貿易」

に取って代わり、他方その「工業的」側面はそのまま残り、そのような中で農

業の上流部門と下流部門の双方に対する「企業の支配」がますます強まってい

るからである。この「多角的貿易・企業レジーム」が、それに対する規制や抵

抗を伴いながら、以前の二つのレジームと同じ程度の一貫性や安定性を確保で

きるかどうかは、現時点では明らかではない。しかし、2008年に最高潮に達し

た穀物価格の劇的かつグローバルな高騰は、「農産物余剰レジーム」の終焉が始

まった 1970 年代の「世界食料危機」の時と同様の高騰の繰り返しを思わせ529、

第一回の高騰が世界政治におけるデタントと農産物市場の世界大への拡大を意

味したとすれば、2008 年の第二回目の高騰は 1980 年代に新たな装いで登場し

た「新自由主義的グローバリゼーション」、すなわち「資本の自由と機動性の確

保」や「国家の役割の縮小」530を体現したものであったとも見ることができよ

う531。 

                                                                                                                                
団体は、解体しつつある「農産物余剰レジーム」を支えていた柱だった。しかし、1980 年代から 1990

年代にかけては強固だと思われた農民組織の国内政策に対する影響力も、結局は脆弱な社会的基盤に支

えられていたにすぎなかった。農民の数はこの工業的なレジームの成功で、人口のごく一部にまで減少

していた。また、農業の工業化は、農業投入財を供給したり食品加工を行ったりする巨大企業に農民を

従属させた（フリードマン 2006、pp. 98-99）。 
527 フリードマン（2006）pp. 99-100。 
528 Multilateral Trade-Corporate Food Regime。 
529 バーンスタイン（2012）p. 140。 
530 バーンスタイン（2012）p. 137。 
531 このことを示唆するいくつかの事象としては、新自由主義的グローバリゼーションの方向性を持つ、

①貿易の自由化の進展によるグローバルな貿易パターンの変化、②農産物商品の先物取引による世界市

場価格への影響、すなわち投機を煽る「金融化」、③新自由主義が「緊縮財政」を要求することで廃止

に追い込まれる、開発途上諸国の小規模農民への補助金やその他の助成金、④農業投入産業（agri-input 
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 このように、「農産物余剰レジーム」の崩壊過程と崩壊後の展開を観察する中

で、「第三次国際フード・レジーム」として出現する蓋然性の高いレジームの方

向性が次第に明らかになってきているが、新たなレジームが直ちに出現してい

ると言うわけにいかないことも事実である。ＷＴＯによって「多角的貿易」の

新たな枠組みが提供され、農業もその中にしっかりと組み込まれているが、貿

易の実態を見ればまだ重商主義的な国内補助金・輸出補助金は残されており、

ＷＴＯのルールが食料・農業の分野において誰もが認める「規範」の地位を確

立したか否かには、未だ大きな疑問がある532。また、近年ＷＴＯという場にお

ける交渉が難航する中で、その困難性を回避し、合意可能な国同士で新たな貿

易・投資その他の約束を協定する自由貿易協定（ＦＴＡ）あるいは経済連携協

定（ＥＰＡ）というルールを多用するような流れもあり、ＷＴＯのグローバル

なルールの規範性はこの面からみても、まだ確立されているとはいえない。 

 

 

                                                                                                                                
industry）や農産物食品企業（agri-food industry）の両方で進むグローバルな企業集中と、これによっ

て生じた寡占企業の経済力、が挙げられる（ベーンスタイン 2012、pp. 140-141。これらのうち特に②

の先物取引と商品デリバティブによる「金融化」の影響は、2008 年の食料価格高騰の直接的な原因と

して、カウフマンにより詳細に描き出されている（Kaufman 2010）。また、③の開発途上諸国における

補助金・助成金の廃止は、食料価格高騰によって特に輸入食料に依存する開発途上諸国、特にその消費

者や農民が大きな影響を与えることにつながった。それ以外の項目は、むしろ当時の食料価格高騰を導

いた背景として位置づけられるであろう。 
532 実際、ＷＴＯが成立して以来最初の多角的貿易交渉「ドーハ開発ラウンド」は、2015 年の現在でも未

だ終結せず、むしろＷＴＯにおける多角的ラウンドの決着はもはや無理との見方も出る中で、各国が自

らの望む相手との間で自由貿易協定（ＦＴＡ）あるいは経済連携協定（ＥＰＡ）を締結する動きが加速

している。 
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第４章：サブ分野別事例（１）：食料援助 

 

 これまでの各章で、戦後の早い時期から 1970年代の初めまで、米国は「農産

物余剰レジーム」とも呼ばれるシステムを作り、国内政策の結果生じた余剰穀

物を「食料援助」として海外に処理することによって、国内政策の矛盾を解決

するとともに、海外に自国の穀物市場を開拓していったことを概観した。この

章では、本論文における一つ目の事例として、この「食料援助」について、特

に米国とＦＡＯの関係を中心に詳しく見ていくことにより、食料援助を巡って

ＦＡＯをはじめとする国際機構の位置づけがいかに変化し、またそこにどのよ

うな力が働いていたのかを考察する。 

 

 

１．食料援助の発想とその始まり 

 

1.1 食料援助の発想 

 食料援助は、「外国のドナーによって、ある国のうちの個人又は組織に対して

無償又は高度に譲許的な条件で食料が提供されること」と定義されている1。そ

してこの背景の一つとして、世界に蔓延する栄養不足という悲惨を食料の提供

を通じて何とか救いたいという道徳的な動機が存在することは否定できない。 

しかし「栄養」という認識や「援助」という思想のどちらも、元々存在した

わけではなかった。食料援助の概念が出来上がるまでには実際、いくつかの段

階があったのである2。そして「栄養」に関する科学的な動因と「援助」に関す

る倫理的な動因3とが一つになって、「政策によって人間が適正な食料を与えら

れるよう保証する国際社会あるいは先進国の責任」という、その後生まれた観

念の基礎が置かれ、「食料援助政策」が始まったと考えられる4。 

 1930年代の大恐慌による農業への影響は、農産物価格の下落と過剰在庫とい

う形で現れた5。在庫の累積は膨大で、腐りやすい食品は市場を失って農場で大

量に腐敗し、小麦は飼料に使える場合も人の食用防止のため着色され、同時に

                                            
1 Barrett ら（2005）p. 255。 
2 イエーツ(1959) pp. 42-44 。19世紀には「栄養」は僅かな人数の学者によって経済科学の範疇で注目

されるに過ぎなかったが、20世紀初頭にビタミンが発見されてから生気が与えられ、良質の食品が保健

には可欠である具体的な証拠も挙げられるようになったという。1930年代には、国際連盟から『栄養と

公衆保健』（Nutrition and Public Health）、英国ではジョン・ボイド・オアが『食糧、保健、所得』（Food , 

Health and Income）、さらにＩＬＯが『労働者の栄養と社会政策』（Workers’ Nutrition and Social 

Policy）が、それぞれ公表されたほか、各国政府による「学童給乳」などの試みも行われた。 
3 イエーツは、1930年代おいては「同胞の極端な貧困や栄養不良が個々の怠惰とか無気力から生じたもの

ではなく「組織」の崩壊から生じたものである場合は特に、一般大衆はそれを防止するためにある程度

の連帯責任を感じていたことは疑いない」としている（イエーツ 1959、pp. 44-45）。 
4 イエーツ（1959）pp. 44-45。 
5 服部（2010）pp. 47-48。 
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世界中の貧困・失業の人々は適正な食品を十分に摂取出来なかった。このよう

な中で、ロンドンのオーストラリア高等弁務官の経済顧問であったマクドゥー

ガルは、不要な余剰農産物は健康の増進に利用できると考えに立ち至ったとい

う。すなわち、「農村の繁栄は都市の消費者の栄養と景気を増進すれば回復でき

る」（「保健と農業との結婚」）、さらに、「栄養改善に対して世界的な要望があっ

て、それが農産物の市場を拡大するに至れば、農業に対する経済的利得は大き

いであろうし、またこれは世界の農業人口の工業製品に対する需要の増加とな

って跳ね返ってくる」6と考えたのである7。 

さらに 1935 年、ロンドンの高等弁務官であったスタンレー・ブルース8はジ

ュネーブの代表として、国際連盟において保健・農業・経済問題に対する栄養

の関係という一般問題を提起した。そしてこれには非常な関心が喚起され、連

盟理事会は 2つの委員会9、さらにこれらの合同委員会10が設置された。1937年、

この合同委員会は報告を行い、この中で世界中の栄養不良への対処の必要性と

そのための行動の緊急性を訴えた11。この報告は国際連盟刊行物の中でベスト

セラーの一つになり、単に一般の注目を引いたばかりではなく、多くの政府が

栄養政策の樹立を検討開始するなど、行動も呼び起こした。ところが、1937－

1939年には余剰農産物は別の理由、すなわち消費者の購買力の回復と軍備とい

う 2つの理由によって、なくなろうとしていた。 

とはいえ、このような一連の出来事や対応を行ってきたことは、「市場におけ

る価格の動きは生産と消費との間に望ましい均衡を自動的に維持しうるしまた

維持するようになる」という、経済自由主義者の強固な信念を揺るがすことに

つながった。そして世論は、消費に影響を与え、生産を計画し、貿易を統制す

る必要を容易に認めようとはしなかったが、栄養・保健に関する新しい科学的

知識の恩恵を得つつ、「公平な分配」を追求していく何らかの目的的活動、ある

いは栄養・農業政策が必要であると徐々に認める方向へ動いていった12。した

がってこのとき既に、ＦＡＯの舞台、あるいは食料援助の舞台は事実上築かれ

                                            
6 これは、「世界経済の発展に寄与する」という形で、10年後のＦＡＯ憲章の前文に取り入れられた考え

方である。 
7 イエーツ（1959）pp. 45-46。 
8 「ロード・ブルース・オブ・メルボルン」 
9 これらは、①科学者が栄養に関する必要条件の生理学的問題を検討する委員会と、②科学者、農学者及

び経済学者が、各国が栄養政策を採用した場合の保健、農業発展及び国際貿易に対する効果を検討する

委員会であった（イエーツ 1959、p. 47）。 
10 この議長には、先ずチャーチルが打診されたが国防問題で多忙のため断念、その結果アスター卿が任

命された（イエーツ 1959、p. 47）。 
11 この報告書の要約は、「現在あらゆる国に存在する栄養不良は、直ちに我々が対処することを求めてい

るし、また今はその機会である。それはまた経済的繁栄を増大する方法によって、社会悪を根絶するた

めに人類の良心に訴えてきており、今はその好機会である」という言葉で結ばれていた（イエーツ 1959、

pp. 46-49）。 
12 イエーツ（1959）pp. 49-51。 
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ていたとも考えられるが、折しも戦争が始まり、この理想の実現は戦後に持ち

越されることになった。 

 

1.2 戦後の食料援助の始まりとその展開 

 米国が食料援助を外交に活用し始めたのは、第一次世界大戦直後のことであ

り、後に大統領となったフーバー上院議員が主導したこの援助の目的は米国の

余剰穀物の売り込みであった13。また米国は、第二次世界大戦の末期には中国

（蒋介石軍）への支援、イタリア及びフランスへの支援を行ったが、これらは

何れも共産主義の台頭を食い止めるためであり14、この時フーバーは欧州諸国

に対する食料援助機関を設立している15。 

第二次世界大戦後になると、戦争で破壊された欧州の復興のため、米国はマ

ーシャル・プランに基づいて膨大な量の食料を欧州に送り込んだが、これは非

共産主義勢力を強化するために不断に払われた努力の一端であった16。そして

1954年頃までには欧州復興もほぼ達成され、マーシャル・プランは初期の成果

を上げて、欧州は再び米国のよき貿易相手となり、米欧間の農業・食料関係の

基礎が確立される結果となった。 

 上記のようなマーシャル･プランを通じた戦後米欧間の農業・食料経済の確立

は、その後アジア、ラテンアメリカ、そしてアフリカ諸国の食料関係を再編す

る上での基軸となった17。当時の米国は、1950 年代まで実質的に唯一の輸入需

要の源であった欧州の小麦市場を失い、余剰農産物の販路を求めていた。米国

はそれを日本と第三世界に見出した。フーバーのやり方は、金或いは交換性を

持つ通貨で余剰農産物を売り、受け取った代金の一部を貧しい人々のために使

うという方式であったが、1954年当時、世界の通貨で交換性を持つものは極め

て少なかったため考え出されたのが、米国の余剰食料を、交換性を持たない相

手国の通貨で売るという名案であった。売却代金は相手国の中央銀行に米国の

                                            
13 当時、ハーバート・フーバー上院議員は、大食料救済計画のイニシアティブをとったが、この計画は

第一次大戦後の欧州の政局に影響力を行使しようとする米国の努力の中で重要な役割を演じた。フーバ

ーは、食料救済を利用して東欧における反共産主義の勢力を支援しただけでなく、ロシアの内戦を連合

国側に有利な条件で終結させる一手段としてボリシェヴィキに対して食料援助の提案を行おうとした

（バーバックら 1987、pp. 59-60）。 
14 当時、米国は、中国の蒋介石軍を支援するために食料援助ルートを形成して共産主義に対する米国の

戦いの武器とし、更にイタリアとフランスに対する救援食料を活用して､この両国における社会不安と

共産主義台頭を食い止めようとした（バーバックら 1987、pp. 59-60）。 
15 しかし、英国のチャーチルはこれに対して欧州本土の封鎖を行って物資輸入の道を断ち、敵国の食料

利用に障害を設けることに腐心した（ジョージ 1980、pp. 232-235）。 
16  バーバックら（1987）p. 60。 
17 第三世界の諸国は国内経済の発展を至上命題とし、当時の全ての支配的イデオロギー（資本主義や社

会主義、近代化論や従属論）は、工業的発展を支えるものとしてしか農業の重要性を認めず、国家によ

る農業軽視を助長していた。商業的な食料供給に関しては、米国の余剰小麦のおかげで、国内の食料セ

クターを近代化する代わりに輸入品を使用するという、魅力的な代替案が浮上した（フリードマン 

2006、pp. 26-27）。 
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預金として預けられ、その国で米国が認めた政策目的のために使われることに

なった。需要国における外貨の不足にも拘わらず、食料援助を利用することに

よって第三世界の市場が育成されていったのである18。マーシャル・プランの

下では、余剰処理よりも復興の方が重要で、米国当局は余剰農産物の処理を最

小限に抑え、欧州の農業の復興･発展に悪影響を与えないよう配慮した19。しか

し、余剰が食料援助の形で低開発諸国に向けられるようになったとき、欧州に

対するような配慮は働かなくなっていった。1954年に登場した第三世界向け食

料援助のスキームは、農産物貿易促進援助法（Agricultural Trade Development 

and Assistance Act: ＰＬ480）であり、この下で米国の援助食料が世界中に「ダ

ンピング輸出」されるとともに、これを通じて米国穀物の商業市場が世界中に

開発されていくことになる20。 

 

 

２．ＦＡＯによる食料需給問題への挑戦 

 

2.1 余剰問題とＦＡＯの初期の取組み 

  既に第 2 章で見たように、ＦＡＯが創立された背景にある動機のうち最大

のものの一つが、農産物の過剰と不足の問題への対処が期待されたことであっ

た。過剰と不足の問題は､作柄や需給が天候に左右される農産物の特徴を反映し

て、戦前から国際的大問題であった。そこでまず、ＦＡＯの創立に当たってこ

の食料の余剰問題がどのように考えられ、創立間もないＦＡＯがどのように余

剰食料や食料援助の問題に関わっていたのかを見ていくことにする。 

 前述のように、余剰食料を食料不足地域の援助と栄養改善に使うという構想

は第二次世界大戦によって中断されたのであるが、終戦直後には、戦争によっ

て破壊された地域への食料供給と農業生産の回復に向けて世界は食料の増産に

邁進した21。しかし他方、戦前から常に懸念されていた食料の過剰の問題につ

いては、ＦＡＯが創立される以前の 1943年ホットスプリングス会議が既に、戦

争終結時の短い不足時代はいずれ過剰に道を譲るであろうことを、正確に予言

                                            
18 フリードマン（2006）pp. 26-27。 
19 マーシャル基金は米国国内価格の半額で余剰農産物を購入する規定で、つまり援助受け入れ国に持ち

込まれる生産物の量の上限と下限を設定することで、復興と余剰処理という矛盾する利害関係のバラン

スを保つようにされていた。米国担当者たちは当然のように、余剰農産物の処理を最小限に抑え、欧州

向けマーシャル援助の 40％は農業復興のための飼料や肥料の輸入に使われた（フリードマン 2006、pp. 

23-24）。 
20 バーバックら (1987) pp. 59-60。 
21 これは 1941年、米国のローズヴェルト大統領が「4つの自由」演説で、「あらゆる国あらゆる人々に満

足な食料を供給することは、農業の近代化により完全に達成しうる目標である」としたことによっても

裏打ちされていた。米国人はそのために、新しい政府間機関の協力によって、農業革命を世界中におし

ひろげるべきだと固く信じていたのである（イエーツ 1959、p. 60）。 
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し、不足と過剰、そして全般的な需給問題への対応策の必要性を主張していた22。 

 ところが、1945年にＦＡＯが創立され、終戦直後の連合国救済復興機関（Ｕ

ＮＲＲＡ）が 1947年に解消して、ＦＡＯが過剰問題対策を検討する中で議論が

商品協定の方向に向かったとき、諸政府は警告を発した。その理由は、ＦＡＯ

は短期の危機ないし商業政策・商品政策にはタッチすべきでなく、長期の栄養、

生産及び国内分配の問題に集中すべきということであった。1946年に、初代Ｆ

ＡＯ事務局長のボイド・オアは、長期問題を処理する新しい国際的機能への提

案の求めに対し、「世界食糧局」（World Food Board）の案を提示した。これは、

世界の食料問題においては、「制限要素は十分な食料を生産する物理的能力では

なく、適当な生産と分配を行うに必要な、複雑な経済的調節を行う諸国の能力

である」との考えに基づき、①バッファー・ストック計画による価格の安定、

②飢饉に備える世界の食料備蓄、③困窮者に対する財政的余剰処理計画、④（新

設される）信用供与機関との協力、⑤個々の商品の取扱い機関の調整を、その

機能として挙げた。しかしこれらは明らかに諸政府に対して要求が過大、すな

わち各国政府の財政負担や政策実施の自由度の観点から見て実現性が欠けてい

たのである23。1946 年のＦＡＯ第 2 回総会ではこの計画について何らコミット

が得られず、代りにこの提案を検討する準備委員会（Preparatory Committee）

が設けられたが、その検討結果を受けた 1947年のＦＡＯの第 3回総会も実効の

ある決定はほとんどなし得なかった。結局、毎年の検討を行う「ＦＡＯ理事会」

（the Council of FAO）を組織したに留まり、かくして初代事務局長ボイド・

オアの大きな構想、「世界食糧局」は、この総会で米国代表を務めた米国農務省

のノリス・ドッドの反対意見表明などによって丁重に棚上げされ、実現しなか

った24。戦後の覇権国として貿易自由化で世界各国から幅広い支持を得ていた

米国も、ＦＡＯを通じたグローバルな供給管理と食料援助を目指した「世界食

糧局」の設立案を、1948年のワシントンＤＣでの会議で英国とともに反対し否

決する役割を果たしたのであった25。 

                                            
22 不足については過少な供給を割り当てるための国際的代表機関の必要性（決議 13）、過剰については

国際的協議によって組み立てられた国家的農業調整計画の必要性（決議 15）をそれぞれ予言し、国際商

品協定（決議 25）や、より広い食料の分配のための特別の国際方策（決議 27）を提示（イエーツ 1959、

pp.89-90）。また、このような過剰の再現に関する怖れと議論については、ＦＡＯの 40年史の中でも述

べられている（Walton 1985、pp. 18-19）。 
23 この提案の内容は、①緩衝備蓄計画による価格の安定、②飢饉に備える世界の食料備蓄、③困窮者に

対する財政的余剰処理計画、④新設される信用供与機関との協力、⑤個々の商品の取扱機関の調整、と

いうものであった（イエーツ 1959、pp. 90-99）。 
24 イエーツ (1959) pp. 90-99、Walton (1985) pp. 15-17。 
25 フリードマンは、終戦後のこの時期（1945～1949年）に形成されたフード・レジームは、米国が輸入

制限と輸出補助によって国内農業政策を補完するという重商主義的慣行に強いこだわりを持ったため

に、多国間制度を犠牲にすることにつながったとし、その理由は、この時期の世界食料レジームを維持

する鍵が、輸出制限と結び付けて対外援助を行うという米国の革新的な政策だったためとしている（フ

リードマン 2006、pp. 18-22）。 
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 ボイド・オアの後にＦＡＯ事務局長になった米国のノリス・ドッドは、彼が

ＦＡＯ理事会の事務局長であった頃からの課題であった商品問題について、ド

ル地域における余剰の蓄積の一方で、不換通貨国で必要なものを十分に輸入す

ることが困難な事態であるとみて、食料援助の要素を含む「国際商品清算所」

（International Commodity Clearing House）の設立を提案した26。これは、

①輸出国の信用で余剰国から不足国に食料を動かすこと、②それでもなお残る

余剰を特別価格で売却する組織を作ること、③通貨の交換性が確保された後は

バッファー・ストックを保持・操作すること、の三点を内容とし、「余剰処理」

あるいは「食料援助」にかなり近い内容となっていた。しかし、諸政府はこの

提案についても、先のボイド・オアの提案よりも実行可能なものとは見ず、1949

年のＦＡＯ総会でこの提案も否決した。これは、このような通貨問題によって

生じる余剰についてＦＡＯには救済方法がないことを露呈する結果になったの

である。そして代わりにＦＡＯ総会は、国際収支の困難から生ずる農産物余剰

状態に対して勧告するため、理事会の下に 14の加盟国から成る商品問題委員会

（ＣＣＰ）を設立した27。 

 

2.2 多国間食料援助の困難性と米国の姿勢の変化 

 このような中で、1952～1953年頃を境に戦後の食料過剰が出現し、その取扱

いに関する国際的議論が活発化してきた28。戦後の食料生産拡大の努力はこの

頃成果を現し、一人あたり平均の食料供給量は戦前の水準を回復したが、その

生産増加は地域ごとに均一ではなく、北米で過剰が再現してきた一方で、極東

をはじめとする多くの低開発地域では生産の伸びが依然として低かった。この

ような状況下、1953 年のＦＡＯ総会は数々の判断基準（criteria）を提示しつ

つ、個々の国が生産の「選択的拡大」（selective expansion）の政策を採用する

ように勧告した29。世界農業や農産物過剰問題のその後の経過も含めてみれば、

この「選択的拡大」の世界的スローガンは、北米における穀物の過剰を是認・

固定化し、その他の諸国の農業生産を他の産品に向ける方向性を持ったもので

あったとも考えられよう。 

                                            
26 この「国際商品精算所」として提案された諸機能は、①通貨の一般的交換性が回復するまで、輸出国

の信用で不換通貨による支払いを蓄積することによって、余剰国から不足国に食料を動かすこと、②上

記によってなお残る余剰を特別価格で売却する組織を作り管理すること、③通貨の一般的交換性が確保

された後は、バッファー・ストックを保持し操作することであった（イエーツ 1959、p. 90）。 
27 ＣＣＰの機能は、①供給不足国の必要条件を検討してこれを余剰国に伝えること、②余剰国がこれを

特別条件で処分する提案を検討すること、③情報一般を検討し、望ましいとみられるときは国際行動を

おこすこと、とされ、1年後には国際収支問題のみとの付託事項上の制約が取り除かれて、全ての商品

問題を検討する権限が与えられた。 
28 Walton (1985) p. 19。 
29 Walton (1985) pp. 17-18。なお、この「選択的拡大」のスローガンは、我が国においても昭和 36年（1961

年）に制定された農業基本法において基本理念の一つとされたものである。 
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1952年のＦＡＯ総会の要求によってＣＣＰは、飢饉によって脅かされる諸国

が迅速に使用できるような緊急食料備蓄を設けることの可能性を検討し、3 つ

の可能性30を提示した。そして後に、5か国政府の専門家から成るパネルは第 2

提案の「国際機関が管理する中央基金」を勧める意見を表明した。だがまたし

ても、1953年のＦＡＯ総会は何らかの新たな行動をとることには反対であった
31。 

 以上、ＦＡＯの創立以来、農産物の過剰問題に関わる解決策の提案は、初代

事務局長ボイド・オアの「世界食糧局」提案を嚆矢に数々なされたのであるが、

何れも具体的な成果を生まず、その傍らでＦＡＯ理事会や商品問題委員会（Ｃ

ＣＰ）といった検討組織が産み出されてきた。このような経過となった原因に

ついて、ウォルトンの『ＦＡＯ40年史』は、世界食糧局などの提案では実質的

に世界的な食料政策の全ての側面（生産拡大、栄養改善、価格安定、生産者の

所得、飢饉対策）を取り上げていたことを挙げており、その後の同様の試みで

はこれら目的のうちの 1～2 のものに限定して取り上げる傾向となったことを

述べている32。また、後にＦＡＯ事務局長を務めたサウマは、その『開発の最

前線に立つＦＡＯ』の中で、「世界食糧局や飢饉に対応する世界食料備蓄、さら

に価格安定と余剰処理のための国際基金といった諸提案は、ＦＡＯ憲章の最初

の署名国であった強力な先進諸国の政治的思惑や商業的利益と折り合わなかっ

た」と述べており、ここで「強力な先進諸国」が特に米国を暗示していること

は、言うまでもないことであろう33。 

 このように、ＦＡＯの最初の 10年の活動の試みやそれらの結果を見ていくと、

食料の価格の安定や需給調整といった、「先進諸国の政治的思惑や商業的利益」

に深く関わる項目ほど、野心的な試みが失敗に終わっているようにみえる。そ

の理由としては、イエーツが 10年間の反省として述べているように、「現代社

会の機構に深く根ざし・・・、人々の経済的運命を導き統制するために政府に

よって設立された機関が、・・・国際経済政策を導き統制するために国際水準に

おいて同様の機関が設立されることを妨げ、そして多くの場合不能に至らしめ

るというディレンマ」があり、また、「多くの政府が商業政策及び商品政策の点

で行動の自由を束縛されるかもしれないような国際的協約に慎重であることは

不思議ではない。そしてこれらのことは最も統制を受ける産業である農業には

特に強く適用される。諸国政府は農業社会の所得を保護し支持することに特別

                                            
30 これらは、①国際機関によって所有される食料のストック、②食料を購入し分配するため国際機関が

管理する中央基金、③国際的に使用するため各国政府が所有する緊急食料ストック、であった（イエー

ツ（1959）p. 101）。 
31 イエーツ（1959）pp. 101-102。 
32 Walton (1985) p. 17。 
33 Saouma (1993) p. 1。 
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の責任を負わされているために、この保護と支持について修正を必要とするか

もしれないような国際的取極めに参加することは出来ないと感じている」と述

べている34ような事情が､根底にあると思われる。すなわち、食料援助は、「多

くの政府の商業政策及び商品政策」と強く関わり、また特に米国に代表される

「先進諸国の政治的思惑や商業的利益」に深く関わっていることから、国際的

調整や協約といった多国間の枠組み形成が非常に難しい分野だったのである。 

実際、食料援助を開発に活用するという分野において著名なスペシャリスト

であるハンス・シンガー35らは、「多国間の食料援助の効率的なシステムを作り

上げることは、結局二国間の食料援助の枠組みよりも難しく緩慢にしか進まな

いことがわかった」と述べており、戦後の多国間での食料分配を担ったＵＮＲ

ＲＡが食料備蓄の権限を持たないまま活動したことがその計画の実行を妨げ、

また食料の分配を受益国政府に任せたために多くの食料が闇市場に消えたこと

など、その困難性を説明している36。そして、戦中から戦後の混乱期である 1943

～1948年に活動したＵＮＲＲＡが廃止された後、多国間の食料援助が復活した

のは 1963年のＷＦＰ設立であり、この間、多国間の食料援助は存在しなかった。

ＦＡＯはこの空白期間に食料援助の要素を含む上記の 2つの構想を議論したの

であるが、「多国間」という枠組みの困難性と「食料援助」という問題の困難性

のゆえに断念し、以下に述べるように、1954年の米国のＰＬ480によって二国

間の食料援助の方が先行して本格的に始まったのである。この間の米国の考え

方について断定することは難しいものの、特に第 2代ＦＡＯ事務局長ドッドが

自国（農務省）出身であることから考えても、余剰処理や食料援助の要素を色

濃く含む彼の提案の帰趨を、いわば静観しつつ注視していたことが推察される。

そしてこれが失敗に帰した後 5年を経ずして、折しも増大していた穀物在庫を

背景に 1954年にはＰＬ480が制定されていることを見ても、ＦＡＯでの失敗が

明らかになった段階で、本格的な二国間の食料援助の実施に踏み切ったと考え

られるのである。 

その後 1950年代後半にかけて世界の余剰農産物は更に積み上がってゆき、主

として米国からの援助食料も同様に増加していった。1950年代の最後の 3年間、

米国は年平均で 1100 万トンの余剰の小麦及び粗粒穀物を援助の形で処分した

のである。そしてこのような流れの中で、多国間の枠組みで余剰を活用する仕

組み作りに関心が持たれるようになる37。 

 

 

                                            
34 イエーツ（1959）pp. 105-107。 
35 Singer ら（1987）pp. v-vi。 
36 Singer ら（1987）pp. 26-27。 
37 Walton (1985) p. 19。 
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３．ＦＡＯ余剰処理原則と米国の食料援助政策（ＰＬ480） 

 

3.1 ＦＡＯの余剰処理原則 

 ＦＡＯの最初の 2人の事務局長の提案が失敗に終わった後、ＦＡＯの商品問

題委員会（ＣＣＰ）は、1954 年と 1955 年に再び問題となった余剰処理問題に

注意を奪われていくことになる38。ＦＡＯが創立された戦後の食料不足期には、

ＦＡＯは食料の割当てなど食料需給に関わる実質的な活動を担っていた39が、

戦後の農産物過剰は既に 1952～1953年ごろには顕在化し、国際的な議論の主要

課題となっていた。「選択的拡大」の方針を打ち出した 1953年のＦＡＯ総会で

は、これと並行する形で、「余剰に対する主要な救済策は、消費の拡大に向けた

大胆な政策の中にある」ことが明確に表明されている。同時にＦＡＯ総会は、

余剰を活用する計画は通常の貿易に対し、そして援助を受け取る地域内の生産

や経済発展に対して、悪影響を及ぼし得ることも認識していた。このため、余

剰の処理に係わる一連の原則と、それらに関する適切な協議メカニズムを明確

化するように求めたのである40。 

 この結果として 1954年にＣＣＰによって作られたのが、ＦＡＯの余剰処理原

則（FAO’s Guiding Lines and Principles of Surplus Disposal）であり、この

原則は 30年以上にわたって日々、食料援助の国際的行動のガイドライン（code）

として用いられ続けた41。各国政府による自発的な受諾を前提としていたこの

原則は作成後も一定の発展を遂げているが、その目的は 1954年に設定されたま

まで、余剰処理計画を実行する政府が、その計画が生産及び国際貿易の通常の

形態に有害な影響を引き起こさないよう保証するために注意すべき事項を規定

している。そして協議は、通常月に 1回、ワシントンにある余剰処理小委員会

（ＣＳＤ: Consultative Sub-Committee on Surplus Disposal）で行われ、Ｆ

ＡＯ加盟諸国と食料援助計画を有する諸国（ＥＥＣを含む）及びＷＦＰが参加

し、諸政府が、余剰品が現実に動かされる前にそれに係わる懸念と難問題を知

                                            
38 イエーツ（1959）p. 102。 
39 戦後の食料不足期、創立されたばかりＦＡＯは世界の食料の割当に関わった。すなわちＦＡＯは、そ

れまでの米・英・加のみによる合同食料局を拡充して割当物資に利害関係を持つ全ての国をメンバーと

する国際緊急食料理事会（ＩＥＦＣ）を設立（1946年）する母体となり、事務局長は過剰累積の危険を

も含めた長期の問題を処理するための提案を次期ＦＡＯ総会に提案することを求められた。これによっ

て危機感を持った諸政府により割当機構は拡大・民主化された一方、諸政府はＦＡＯを短期の問題には

関与させない政策に依然固執したという。しかし、食料の供給が次第に改善され、割当に係わる委員会

が相次いで解散するようになると、緊急事態と長期問題の区別が次第に曖昧になり、ＩＥＦＣとＦＡＯ

の事業を合併することが経済的と見られるようになった。かくして、1948年に旧ＩＥＦＣが解散すると、

その中央委員会はＦＡＯ理事会の「国際緊急食料委員会」（ＩＥＦＣ：Ｃは Council（旧）→ Committee

（新））となり、事務局は縮小してＦＡＯの分配局となった（イエーツ 1959、p. 102、Phillips 1981, p. 

169）。 
40 Walton (1985) p. 19。 
41 Singer ら（1987）p. 27。 
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らせるという有益な機能をもつ機関となったのである42。 

 ＣＣＰが、それまでのＦＡＯには見られない位に 1954～1955年に余剰処理問

題に注力した背景には、特に、米国がその保有する農産物の大量のストックの

一部を特別条件で輸出しようとした動きがあった。そしてこの原則の作成後、

ＦＡＯ理事会は加盟国がこの原則のステートメントに正式に従うよう勧告を出

し、大多数の国はそれに従った43。これらの背景と併せてみるとき、ＦＡＯが

ほとんど唯一、国際的な食料の需給や取引に大きく影響するこの「ＦＡＯ余剰

処理原則」を作成したことは、米国がＦＡＯに対して作成を要請したとまでは

断定できないものの、少なくとも結果的には、次に見るようなその後の米国の

ＰＬ480 による食料援助の大々的な展開を、国際的なルールという面で支える

機能を果たしたと考えられるのである。 

 実際、ホプキンスら（1978）は、1954年のＰＬ480の開始に伴って食料価格

切り下げ・余剰農産物ダンピングをめぐる熱い議論があり、その結果として

「1954年以降の戦後食料レジームの中で、国内政策と国際計画の双方における

一つの手段として、継続的な食料援助が受容された」こと44、そしてこの受容

は､最終的には 1962年の国連世界食料計画（ＷＦＰ）によって多国間の譲許条

件による食料移転として正当化され、また二国間の譲許条件の移転については、

1960 年代の一連の国際小麦協定に付随する「食料援助規約」（Food Aid 

Conventions）における条件で受容されたとしている。すなわちそれまでは、

食料の譲許条件での移転は緊急事態に限られ、それ以外の場合は輸出者達から

ダンピングとして非難されたのであるが、作り出された自由貿易指向のシステ

ムでは、市場外流通が許されるのはそれ以前に市場流通が行われた場合のみ、

単純に言えば流通業者の収益や市場シェアを減じない限りにおいて許されるこ

ととされたのである。これらは食料レジームにおける商業規範と譲許規範の間

の整合を図るものであるが、ホプキンスらはこの論文の中で、実際は両者の間

に相当の緊張関係が見られ、さらに譲許条件による食料援助を通じて商業市場

を作り出そうというエネルギッシュな努力が見られたことを記述している45。 

世界の食料レジームやこれを構成する規範を規定する上で、米国の影響力は

極めて大きい。これは食料の価格決定パターンや、穀物の国際貿易においても

そうであるが、同時に国際的な食料援助の量と方向を決める上でも同様である。

                                            
42 イエーツ（1959）pp. 102-103。 
43 イエーツ（1959）p. 102。 
44 1978 年の食料問題を特集した International Organization 誌の冒頭論文で、ホプキンスらは、食料

に関する国際関係を規定する規範として 8 つの項目を示し、その第 3 項として、“食料の市場外供給の

チャネルの正当化された受容”を挙げて、「1954 年以降の戦後食料レジームの中で、国内政策と国際計

画の双方における一つの手段として、継続的な食料援助が受容された」ことを述べている（Hopkins ら 

1978､ pp. 581）。 
45 Hopkins ら (1978) pp. 581-616。 
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実際、1960年代においては、世界の食料援助に占める米国のシェアは 90％にも

上っていた46。ホプキンスらは、このような中で、米国の首都ワシントンＤＣ

に置かれたＦＡＯの食料援助小委員会は、食料のダンピング防止という規範に

関して、その違反を監視する役割を果たしていたと論じている47。 

以上のような事実関係をみると、ＦＡＯの余剰処理原則の設定及び余剰処理

小委員会の設立は、米国が 1954年にＰＬ480に基づく大規模・組織的な二国間

の食料援助を開始するに当たって、国際的な議論を展開し、ＦＡＯの場を活用

しながらそれを国際的に受容するような枠組みを作り、更にその枠組みの実施

を監視する機関を、自国の首都であるワシントンに設置したという、極めて米

国の意図に沿うＦＡＯの活用・展開であったと見られるのである。 

 

3.2 食料の恒常的余剰と米国農政 

 上記のように、ＦＡＯは 1954年以降の戦後食料レジームの中で、そのいわば

主役となった米国の食料援助が国際的に「規律」され「受容」される上で極め

て重要な役割を果たす「ＦＡＯ余剰処理原則」を作成するという形でこのレジ

ーム形成に関わった。そしてその結果として、米国の国内農業保護制度がこの

レジームの一部として正当化され、食料援助という形での食料の譲許的輸出が

ＰＬ480 を通じて世界的に展開されていくこととなった。そこで以下数項にわ

たって、このようにＦＡＯが側面からサポートした当時の米国農政の事情と食

料援助政策及びその影響、さらに米国の食料援助政策の背景にあったと考えら

れる米国の世界的戦略を概観し、その中で、この食料援助が米国の世界政策と

して果たした役割の重大さを確認したい。そしてその上で、食料援助の多国間

化が図られ、国際約束（食料援助規約）や国際機構（ＷＦＰ）が作られた次の

展開を見ていくこととする。 

 戦後初期、少なくとも 1960年代までの世界的食料システムが、米国あるいは

北米の農業保護政策とこれによって現出した余剰穀物を軸として形成されてい

たという認識は、この分野の論者の多くに共通してみられる48。なかでもフリ

ードマン（2006）は、戦後 1972年までの世界的食料レジームを、北米における

食料の余剰生産と食料援助を基軸とする「余剰レジーム」と位置づけて詳しく

論じているので、次にその要点を掲げておく。 

 戦後世界の食料・農業関係を暗黙のうちに支配するルールは、終戦直後の数

年間に確立し、以来 25年近く安定的に機能してきた。これを「余剰レジーム」

と呼ぶ。そしてこのレジームを特徴付けるルールは、国家的調整を最優先とし、

                                            
46 Hopkins ら (1978) pp. 605。 
47 Hopkins ら (1978) pp. 610。 
48 例えば、Hopkins ら (1978) pp. 581-616、フリードマン（2006）。 
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国内の農業政策を実施するのに必要な輸入制限と輸出補助を認めるものであっ

た49。「余剰レジーム」の中心は米国である。それは戦後も維持されたニューデ

ィール政策由来の農業プログラムによって大量の余剰農産物が生じたため、そ

れを処分し米国への輸入品の大量流入を防ぐには、重商主義的な政策を実施す

るしかなかった背景がある50。そしてこのレジームは、1945年から 1949年まで

の、輸入制限と輸出補助を守ろうとする米国の決意を反映した一連の意志決定

によって形成された。これは、輸入制限と輸出補助が、米国の国内農業政策を

補完する不可欠な要素だったからである。そして米国のこの農業貿易での重商

主義的な強いこだわりは、多国間制度を犠牲にすることに繋がった51。 

 貿易規制の必要性は、米国国内の国内農業プログラムの性格から生じたもの

であった。すなわち直接的な所得保障ではなく、商品の最低価格設定とこの価

格での国家による買い取りで農家所得を引き上げようというものだったので、

農家による最大限の生産を奨励することを意味したのである。耕作面積の制限

の試みも、却って生産性を高める結果に繋がった52。 

 このレジームを維持する鍵は、輸出制限と結びつけて対外援助を行うという

米国の革新的な政策であった。国内の農産物価格支持は、輸入制限と輸出補助

を必要としていた。制限をしなければ、高い支持価格が輸入を招き、米国政府

機関（ＣＣＣ）は世界中の余剰を買い取らねばならなくなり、政府在庫は価格

下落の圧力になり、余剰農産物の保管費用や処分費用もかかり、かつ廃棄は政

治的に容認できなかった。つまり、生産物価格支持プログラムは、価格を下落

させずに余剰を処分する方法として、結局、外部の「市場」を必要としていた。

そしてこれらは、フードスタンプ（食料配給券）や学校給食という形での国内

の公共的分配、そして「援助」という形での対外輸出補助として実現した。こ

の援助のおかげで、米国は余剰在庫の問題を戦略的・福祉的・経済的な政策に

                                            
49 つまり、米国のニューディール政策を嚆矢とする各国の国内農業政策は慢性的な余剰農産物を生み出

し、この状況の中で国際貿易や生産を自国に有利に再構築するために、余剰農産物の輸出補助という形

で各国のパワーが行使されるような、特定の国際関係を構造的に生み出した（フリードマン 2006、p. 16）。 
50 戦後、支配的な経済大国となった米国は、国際的なルールが自国の国内農業援助プログラムと両立す

ることを強く求めた。しかし、重商主義的な政策は商品や通貨の自由な移動を国際的に促進しようとす

る米国の全体的な政策と対立した（フリードマン 2006、pp. 18-19）。 
51 そもそも多国間制度や貿易自由化を押し進める米国の政策は、戦後の各国政府の幅広い支持を得てい

たが、ＦＡＯを通じたグローバルな供給管理と食料援助を目指した世界食糧局の設立案は、1947年のワ

シントンＤＣでの会議で、米国・英国の反対により否決された。また 1946年に米国国務省のイニシア

ティブで起草された国際貿易機関（ＩＴＯ）の設立を内容とするハバナ憲章は、米国内の農業立法での

重商主義的な条項と矛盾したために議会で頓挫し、ＩＴＯが機能しない間の脆弱な代理機関として存続

したガット（ＧＡＴＴ）すら、米国の強い要請によって、輸入制限と輸出補助の禁止規定から農業を除

外したのである(フリードマン 2006、pp. 19-20)。 
52 そしてこの生産物価格支持プログラムは、農家と農業・食料関連企業の関係を強化し、大規模家族経

営農家に見返りを与え、農業機械業界や化学業界の技術によって生産性を向上させ、集約的な家畜生産

を穀物生産から切り離し、ハイブリッド・トウモロコシと大豆という資本集約的な重要作物を登場させ

て、戦後の米国農業を形成していった（フリードマン 2006、pp. 20-21）。 
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結びつけて実現することが可能になった。援助は、重商主義的な貿易慣行とし

て、それを受ける側にも競争相手にも、一様に農業と貿易の国家的調整を受け

入れさせた。生産や消費における「アメリカモデルの輸出」と呼ばれるものは、

戦後の食料レジームの特殊な慣行の結果だったのである。そして欧州や第三世

界、そして日本は、小麦、家畜飼料、食品加工原料の貿易で、米国との新たな

つながりを形成していった53。 

 この余剰レジームの形成は、欧州、第三世界のそれぞれに対して、次のよう

な影響を及ぼした。第一に、欧州をめぐる余剰レジームの影響である。欧州に

対するマーシャル援助は、米欧間の食料・農業関係の基礎を確立すると同時に、

後に第三世界にも適用されることになる外国援助の特殊なメカニズムを創出し

た。米国はマーシャル・プランの下では欧州に対して、冷戦イデオロギーの関

係もあって余剰処理よりも復興を優先した。1954年以降になると、余剰は食料

援助の形で低開発諸国に向けられるようになっていった。マーシャル援助の後、

欧州の農業にとって、余剰を伴う国家的調整と自由貿易との間の緊張関係は、

共通農業政策に現れた。米国の輸出品は補助金を支給されて効率的に生産され

ていたから、欧州としてはそうした米国産品を閉め出すために非常に高レベル

の保護を農業に対して与えた。欧州が小麦や乳製品の保護政策を採った裏には

かかる事情があったのであり、米国は欧州のこうした政策を支持した。その代

わりに、欧州共同体は、共通農業政策の輸入制限からトウモロコシと大豆を外

した。また、欧州市場の保護にもかかわらず、米国の多国籍企業による直接投

資の道は開かれていた54。しかし欧州では、小麦と乳製品の価格支持メカニズ

ムが結果的に余剰農産物を増大させ、それとともに、その処理のための輸出補

助が肥大化していった。 

 第二に、第三世界をめぐる余剰レジームの影響である。この時期の第三世界

諸国は工業化を急ぐあまり国内農業を軽視し、米国の安価な余剰小麦をはじめ

とする援助食料・輸入食料を好んで使用した。また、1950年代に欧州の小麦市

場を失った米国は、その販路を日本及び第三世界に見出した。1954年に始まっ

た米国のＰＬ480 による第三世界に対する食料援助では、マーシャル・プラン

におけるような地元農業振興の配慮は働かず、終戦時には食料をほぼ自給して

いたこれら諸国は米国産余剰穀物への依存を高め、「余剰レジーム」の中で米国

など食料輸出国の食料輸出市場となっていった55。 

                                            
53 フリードマン（2006）pp. 21-23。 
54 このように、資本の自由と貿易制限が結びついて欧州の農業復興のあり方が決まり、その結果として

欧州と米国との食料・農業セクターの新たな関係が生まれた。以上のようなプロセスを経て、欧州では

小麦部門において米国の国内セクターが「複製」された一方で、専門特化した家畜農家が米国から投入

財を輸入することによって「統合」された大西洋の食料・農業セクターが形成された（フリードマン 2006、

pp. 23-26）。 
55 そしてこのように形成された食料依存は、1970年代前半に突然起こった食料危機によって、第三世界
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 以上のフリードマンの「余剰レジーム」の説明56によれば、米国など食料輸

出先進国の国内農業支持政策による過剰生産が戦後の世界的食料レジームの

「前提」となっていた。すなわち、発生した余剰は国内外の「市場」ではなく

「援助」よって処理し、国外への援助は小麦など安価な余剰農産物を開発途上

諸国57にダンピングし、開発途上諸国の国内農産物市場、ひいては国内農業を

混乱あるいは衰退・壊滅させ、そして米国などが穀物の輸出市場を海外に獲得

していった。このように、食料援助は、開発途上諸国の空腹な人々を救うとい

う表面的な目的とは裏腹に、戦後の世界的な食料･農業システムのあり方を規定

する鍵の役割を果たし、「世界的な農業のあり方の再配置」とまで言えるほどの

極めて重大な影響を世界各所に現出したのである。 

 

3.3 ＰＬ480の背景にある米国の食料戦略：その政治面と経済面 

 食料が政治・外交・経済戦略として、あるいは武器としてさえ使われるとい

う事象は、特に米国について最も多く論じられている。例えばバーバック及び

フリン58や、スーザン・ジョージ59では章立ての上で詳述されている。我が国に

おいても、前述の二書に先立つ 1975年には既に石渡及び持田が、食料武器論を

米国の食料援助政策などとの関係で論じている60。 

 食料が政治的な「武器」として使われた最も劇的な事例は、1980年、ソ連の

アフガニスタン侵攻への報復措置としてカーター大統領が発表した対ソ穀物禁

輸がある。しかし「食料パワー」はそれ以前からも、米国の対外政策において、

対ソ穀物禁輸より幅広い文脈において繰り返し浮上していたテーマである。こ

こでは上記の諸文献などを参照しながら、食料が政治的・経済的その他の形で

戦略的に使われる側面を、食料援助との関連において概観していく。 

 前述したように、ＰＬ480 は米国の余剰食料を、交換性を持たない相手国の

通貨で売るという名案であったが、その背景には、売却代金を相手国の中央銀

行に米国の預金として預け、その国で米国が必要と認めた政策目的、例えば自

国の産品の販売促進などに用いるという商業戦略があった。ＰＬ480 の可決に

際して米国議会は、「この法律は外国における米国農産物消費の拡大、米国との

                                                                                                                                
諸国が大きな悪影響を受けることに繋がった。突然の食料不足で食料価格は高騰し、援助は途絶え、価

格の高騰した食料やエネルギーに対する支払い能力不足は、産油国以外の開発途上諸国に大きな打撃を

与え、これら諸国は食料・エネルギーの輸入資金の借り入れという、危険な道に入り込んでいった（フ

リードマン 2006、pp. 26-30）。 
56 フリードマン（2006）pp. 13-30。 
57 日本など食料輸入国においても同様の事情がある。 
58 バーバックら（1987）（原著 1980年）。 
59 ジョージ（1980）（原著 1977 年）。 
60 石渡ら（1975）（石渡貞雄の編集による『日本農業年報 第ⅩⅩⅣ集：第三の武器－食糧－』の中で、

石渡が「総論 第三の武器－食糧－」、持田恵三が「アメリカ食糧戦略の成立」を、それぞれ執筆してい

る。） 
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外交関係の改善、その他の目的を持つ」との目的を明らかにし、また、米国製

品市場の「開発と拡大」が同法制定の狙いの一つであると言明したという。Ｐ

Ｌ480の主な内容は、次のとおりである61。 

タイトルⅠ：食料が不足している「友好国」へ、その国の通貨で余剰農産

物を売却することに関するもの。こうした形による食料売却の代金は、「見

返資金」として相手国内に積み立てられ、米国もしくは米国の許可を得た

相手国によって使われる。 

タイトルⅡ：食料の緊急援助と無償援助に関するもので、これも「友好国」

が対象。この無償贈与は 20年間の食料援助の中で全体の 5分の 1に過ぎな

い。 

タイトルⅢ：食料と戦略物資のバーターによるもの。米国は長年に亘りこ

の方法を使って鉱物資源、特に原子力エネルギー開発に必要な鉱物資源を

備蓄してきた。 

タイトルⅣ：米国と被援助国との間の長期食料供給契約に関するもの。1959

年に追加された。食料売却代金はドルによって 20年以内に利子付きで支払

われる。 

 このＰＬ480 のうちのタイトルⅠについて、この長期低利信用による輸出は

ＰＬ480 援助物資の 4 分の 3 以上を占め、各国政府に対して自国内での再販売

用に米国農産物を輸入することを認めていたので、これは食料が貧困者のもと

に届かない原因となった62。また、タイトルⅠに基づく見返り資金については、

米国はこれを第三世界の従属的政権に対する重要な経済援助として利用し、多

くの場合この援助は米国の同盟国にとって軍事支出のための資金源であって、

いわゆる「平和のための食料」計画を皮肉な形で歪めていた63。1971 年まで実

施されていたＰＬ480 融資の現地通貨での返済は海外に通貨の巨大なプールを

形成し、米国政府はこれを自己の経済的利益のためだけでなく政治的利益のた

めに活用した64。さらにタイトルⅡは、米国が民間の国際救済機関を通じて行

う「友好国」への食料贈与に対する資金供与であるので、これが政治目的に直

接利用されることは少ないが、やはり米国外交上の利益に役立てられた65。 

 このように、戦後の米国食料援助政策の根幹をなしたＰＬ480 は、米国の農

                                            
61 ジョージ 1980、pp. 237-238。 
62 実際、バングラデシュでは食料の 90％が都市中間層に流れ込んでいた（バーバックら 1987、pp. 60-61）。 
63 実際、1960年代の韓国では食料援助信用の 85％がこの軍事目的に使われた（バーバックら 1987、pp. 

60-61）。 
64 例えば米国がこの通貨を「共同防衛」のための交付金という形で現地政府へ戻すだけで、韓国や南ベ

トナムなど従属的政権の軍事予算は潤った。また、米国の多国籍企業は、その海外拡張助成金としてＰ

Ｌ480で造成された資金を入手した（バーバックら 1987、pp. 60-61）。 
65 これら救済機関を、「公共の政策と民間の慈善との間に隠れる、米国外交の静かな武器」と見る向きも

ある（バーバックら 1987、pp. 60-61）。 
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産物市場拡大を一つの狙いとし、また米国の外交関係の「改善」を別の大きな

狙いとしたのであるが、言うまでもなくこの改善とは冷戦下における友好国へ

の経済援助であったり、隠された軍事援助であったり、更には西側同盟諸国の

拡大といった、きわめて政治的・外交戦略的な目的や手段を有していたりした

ことを、その成立時の経緯や法制度的枠組みからも垣間見ることが出来るので

ある。 

 

【国際政治・外交面】 

 1970年代、とりわけニクソン＝キッシンジャー時代ほど、食料援助政策を実

施するＰＬ480 が米国対外政策で重要な役割を演じた時期はない。その理由の

第一は、1970年代前半の「食料危機」によって世界各国が米国の穀物に依存し

ていることから生まれるパワーを米国政府が一層強く意識したことである66。

第二は、ベトナム戦争や経済危機などで対外支出が世論や議会による制約を受

けるなど、米国外交政策が危機に陥る中で、人道目的を掲げる食料援助が軍事・

同盟国支援の絶好の隠れ蓑となったということである67。第三は、ＰＬ480に係

わる米国内での管理主体の問題、すなわち余剰が解消して食料援助に関心が薄

れた農務省に代わり、外交政策に食料を活用しようとする国務省が前面に出て

きたことである68。 

 このような国際関係における食料の戦略性、特に米国が食料を兵器、石油に

次ぐ「第三の武器」として使うという事実関係やその理由・効用については、

1970 年代半ばに既に我が国の研究者達も論じている69。このうち石渡が論じて

                                            
66 当時の国務長官キッシンジャーのイニシアティブで、1973年に国家安全保障会議は米国食料政策の包

括的研究に着手したが、そこでは第三世界の米国への食料依存がどのような政治的意味を持つかという

問題に、特に関心が向けられていた。ほぼ同じ時期にＣＩＡの秘密報告書が漏洩したが、この中では食

料不足の進展によって「とりわけ食料の乏しい、貧しい諸国に対する米国の支配力や影響力の増大がも

たらされる」ことが推測されていた（バーバックら 1987、pp. 63-65）。 
67 東南アジアにおける米国の敗北や産油国カルテルの成功は第三世界諸国を鼓舞し、世界経済における

不利な立場を克服するための共同戦線結成や米国の政治的覇権に対する挑戦をも意味していた。同時に

米国内ではベトナム戦争に対する国民の反対から「友好」諸国に対する経済・軍事支援がますます困難

になり、さらに米国議会も政府当局による援助資金の使用にますます多くの制限を盛り込むようになっ

ていった。そしてこれらに対する解決策の一つは、米国の援助の大部分を、米国とその同盟国によって

支配される多数国参加の融資機関（例えば世界銀行）経由に転換することであり、今ひとつは、政治的

援助ルートとして、食料援助計画にそれまで以上に依存することだったという。ＰＬ480は表向き人道

目的を掲げており、米国外交にとっては申し分のない隠れ蓑となって、ほとんどの人々は食料援助の政

治的側面に気づかなかった（バーバックら 1987 pp. 63-65）。 
68 ＰＬ480は国務省と農務省の共同管理であったが、1970年代前半には対外政策上の利害が完全に優先

する機が熟した。商業市場での取引が活況を呈し、政府の穀物在庫が底をつくにつれて、農務省はもは

や余剰処理機構としてのＰＬ480に関心を示さず、1970年代半ばに予算要求も行わなくなるなか、国家

安全保障会議とキッシンジャー国務長官が、どの国を食料援助信用相手国にするかについての決定に直

接参加するようになり、ＰＬ480の割当ては米国対外政策の優先順位を映し出すものとなった（バーバ

ックら 1987、pp. 63-65）。 
69 石渡ら（1975）（石渡貞雄の編集による『日本農業年報 第ⅩⅩⅣ集：第三の武器－食糧－』の中で、

石渡が「総論 第三の武器－食糧－」、持田恵三が「アメリカ食糧戦略の成立」を、それぞれ執筆してい
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いるように、米国が食料を「武器」として戦略的に利用する理由・効用につい

ては、三つの理由が挙げられよう。第一は、核を含む本来的兵器を米国は質量

とも持ちすぎるほど持っているが、大国間の戦争は容易に起こし得なくなって

いて、本来的武器以外のものを武器としなければならなかったことである70。

第二は、石油が第二の武器とされたことへの対抗として、すなわち第二の武器

が倫理的にも経済的にも強大な力であったため、これに対抗する武器として、

米国は、食料を新たに付け加えたことである71。さらに第三は、食料が武器と

なったときに期待できる効用であり、①兵器的武器は経済と財政を圧迫するが、

食料の場合はおおむね逆で、米国の場合は特にこれが当てはまるという点72、

②食料の武器化は海外市場への広く深い進出であって、自ずと世界各国との援

助・貿易・外交を通じての結び付きが緊密化し、食料を受け取る側の依存が進

み硬直化していけば食料を通じての従属化が生まれるという点73、さらに、③

倫理・正義の側面をも有する石油という第二の武器に対抗する上で、世界の飢

えを救うという名目を持つ食料援助が、米国に倫理面でも訴える力をもたらし、

逆に非産油国の多くが石油の禁輸や値上げで苦境に陥っているという主張・攻

撃が意味を持つことになったという点がある。これら 3つの理由からもわかる

ように、米国は、食料を武器とすることによって、世界の飢えと闘う格調高い

ナイトの地位と、経済的に米国の地位を浮上させる産業を通しての威信の回復

                                                                                                                                
る。 

70 本来的（第一の）兵器の使用は、ベトナム戦争に見られるように深入りの危険が大きく、また仮に「自

由経済体制」のために断固戦うということであってさえ、その結果は米国の威信低下に繋がった。負け

たということ以外にも、ドルの威信低下・世界経済覇権の危機があり、ベトナム戦争中での非人道的武

器使用があり、戦争によるモラル・精神の荒廃があった。すなわち本来的武器の地位が依然として第一

級であるとしても、その行使は目的獲得上からも有効とはいえなくなった（石渡ら 1975、pp. 9-26）。 
71 石油を中東産油国が武器としたのは、パレスチナ人の復権を目指し、イスラエルとその後ろ盾となっ

ている米国など西側に打撃を与える目的であり、先進諸国の産業の鍵となるエネルギーと産業原料であ

る石油の圧倒的産地である強みを背景に、石油の禁輸と価格の大幅な引き上げを行った。石油は直接的

に戦争上の戦略にも用いられる武器そのものに近いものであり、経済上の影響もはかり知れないほど大

きく、米国指導者達は石油ショックを「自由主義経済体制を破局に追い込むもの」と深刻に受け取った。

さらにこの第二の武器・石油は、開発途上諸国の主権の確立、経済の自立化を基本的目的とし、虐げら

れていた民族や国の正義や公正、格調高い解放の武器という性格を持っていたのである。このように、

第二の武器が倫理的にも経済的にも強大な力であったため、これに対抗する武器として、米国は、食料

を新たに付け加えたのである（1974年 9月、フォード大統領は国連の壇上から、「ＯＰＥＣ諸国は足元

をよく見た方が良い。さもなければ、彼らが石油でやっているように、米国も食料を武器として使わざ

るを得なくなるだろう」を演説した（石渡ら 1975、pp. 9-26）。 
72 当時、米国の産業はそれまで強力で生産性も高かった鉱工業が停滞する中、農業だけは著しい例外で

生産性を大きく上昇させており、米国農産物がますます海外市場での販売に力を入れることは、米国の

威信を経済面で回復させる上で唯一と言っていいほどの期待を受けていた（石渡及び持田 1975、pp. 

9-26）。 
73 人口爆発に食料供給力が追いつかない開発途上諸国で顕著であるばかりでなく、ソ連など対立する体

制の諸国においても食料の飼料化などによって必要量に生産量が追いつかないという事情もあった。こ

うして米国農業の能力は、ソ連など対立する体制に侵入し、その国の自由行動を牽制・制限する効果を

持った。さらに、国連の場における途上国の増大と米国の孤立化傾向の中、食料は開発途上諸国を米国

やその体制にたぐり寄せ、孤立化を緩和する効果も期待された（石渡ら 1975、pp. 9-26）。 
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とを、一度に我が物にしようとした。しかし、かかる米国の政策は従属や経済

的支配を嫌う世界の諸国との虚々実々の闘い・駆け引きを招き、特に食料にか

かる国家の基本姿勢として自給率を高めようとする諸国との摩擦を生み出して

いく。食料自給率を高めようとする諸国に対し、米国は各国における大量の食

料不足を揺さぶりに使い、例えば、①輸出国の農産物が自由に輸出できるよう

に、或いは、②農業保護の政策を採らないように、などの国際分業論の上に立

つ条件を付け、食料の傘の下で「自由経済体制」に絡め取ろうとしたのである。 

 このように、ＰＬ480 の運用のされ方や、この制度の下での食料援助が世界

に対して持った効果の面に関する事実関係を見ていくと、やはりＰＬ480 に基

づく食料援助は米国にとって極めて戦略的に設計され実施されており、特に

1970年代の「食料危機」において、またニクソン＝キッシンジャー時代におい

ては、米国の世界戦略の中で極めて重要な政治的意味、換言すれば覇権国の世

界戦略のパワーの一つとして位置づけられていたと考えられるのである。 

 

【経済面】 

 1966年、ＰＬ480は相手国通貨建ての売却を、徐々にドル建てへ切り替える

よう修正され、1971年にはこの切り替えが完了した（南ベトナムだけ例外）が、

これは、①ベトナム戦争のために米国の国際収支が赤字になったこと、②ＰＬ

480 が実際に輸出市場を開拓する結果をもたらして余剰農産物の処理が大きな

問題ではなくなった（食料が売り手市場になった）からであった74。米国の海

外農産物市場開拓において、ＰＬ480 が果たした役割は極めて重要である。ス

ーザン・ジョージが、1966 年から 1974 年までに大統領から議会に提出された

ＰＬ480年次報告を引用しつつ分析しているように、ＰＬ480計画による経済面

のさまざまな成果は、大要次の四点に整理できよう。 

第一点は、ＰＬ480が米国に、国際収支面での利益をもたらしたことである。

1966年の段階で既に、米国がこの法制度の運用によって利益を得てきたことは

明らかであり、計画開始以来の米国農産物輸出の大幅な伸びが、国際収支に年

平均 15億ドルのプラスをもたらした。この輸出増大は、それ以前の、被援助国

に有利な条件での食料売却や無償供与によって、外国で米国農産物が身近なも

のになったことが大いに役立った。また、食料援助計画に組み込まれた経済開

発は、そのまま米国の輸出を増大させる機会を作った75。 

                                            
74 「平和のための食料」計画（ＰＬ480）に係わってきたマクガバン上院議員は、この計画発足以来の 10

年間、食料援助を受ける側が米国の余剰食料を「譲渡させたり安値で売らせたりすることによって、我々

に恩を着せているかのように見えた」と発言しているが、事実この期間は米国の農産物輸出の 4分の 1

までもがＰＬ480に基づく援助（＝余剰処理）であった。しかしこの計画は徐々に市場開拓という主目

的を達成し、1974年には食料援助は全農産物輸出のわずか 3％にまで縮小した（ジョージ 1980、pp. 

238-239）。 
75 多くの国が「援助」から「貿易」へと移っていった。日本、イタリア及びスペインはその典型的な例
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第二点は、ＰＬ480 が米国農産物の販売市場の開拓に貢献したことである。

販売市場の開拓で成功率が高い方法は、給食制度の中に子供達を組込むことで

あった76。また、米国は、子供達が大きくなって食料贈与の効果が市場に現れ

るまで、あるいは低開発国の人々が食物にもっと金をかけられるまで、米国農

産物の消費促進のためのさまざまな戦略を展開し、このためにＰＬ480 の「見

返り資金」が巧みに利用された。さらに輸出促進のための宣伝活動もそうした

戦略の一環として、多くの農業生産者団体、輸出業者団体がＰＬ480 計画と協

力して貿易見本市や生産品の普及活動などを行った。中でもＰＬ480 から最も

大きな恩恵を受けたのは大手の飼料輸出業者であり、1966年に既に飼料は米国

におけるドルの稼ぎ頭となっていた。 

第三点は、ＰＬ480がアグリビジネスへの援助としても機能したことである。

ＰＬ480 年次報告は、この計画の援助を受けている会社を明らかにしていない

が、この計画の狙いの一つがアグリビジネスへの援助であることはほぼ間違い

ないとみてよい。例えば、韓国における米国アグリビジネスと韓国企業の 4つ

の合弁事業は、米国企業からの投資とともに技術援助を受け、ＰＬ480 の売り

上げから直接融資を受けて飼料・畜産・養鶏・食品加工などの設備資金や運転

資金に使った。そしてその事業がフル稼働するようになれば、米国の飼料穀物

を売り込む市場が大きく開けることになる。また、ＰＬ480 の農産物売却その

ものを取り扱うのも食料輸出業者であって、彼らはその手数料を米国政府から

受け取り、食料価格には船舶運送料まで含まれ、その輸送には原則米国の船舶

を使うなど、米国の食料輸出業者（穀物メジャーなど）は米国農民よりも、Ｐ

Ｌ480の意図にぴったりと寄り添っている77。 

そして第四点は、ＰＬ480 が「緑の革命」の強力な推進役でもあったことで

ある。1966 年、米国農産物が次第にドルで売れ出し、「余剰」という考えがよ

うやく消えかかった段階で、この法律に「自立化政策」として知られるいくつ

かの規定が追加された。これはＰＬ480 の援助協定を結んだ相手国が義務づけ

                                                                                                                                
である。中でも日本は、単なる典型というだけにとどまらず、「平和のための食料」という投資の見事

な成功例である。1954年に援助が始まって以来、日本が受け取った食料は 4億ドル足らず、一方、1974

年までに日本が買い付けた食料は 175億ドルを上回る（ジョージ 1980、pp. 240-249）。 
76 1964年にマクガバン上院議員は「米国がスポンサーになった日本の学校給食でミルクやパンを好きに

なった子供達が、後日、日本を米国農産物の最大の買い手にした。…この手が成功する時代はまだ終わ

っていない。…「平和のための食料」を通して、膨大な数の人々が米国農産物になじんだ地域こそ、将

来の大食料市場である。…もしインドがカナダ（米国のよき得意先）の半分の生産性を達成出来れば、

あらゆる米国製品の巨大な市場が出現するに違いない」と語っている（ジョージ 1980、pp. 240-249）。 
77 ＰＬ480には「相手国通貨による売却収入は、①米国企業またはその出先が外国における事業を開発し、

貿易を拡大すること、②米国企業あるいは進出先の企業が米国農産物市場拡大のための設備投資をする

こと、に使うことが出来る」との規定がある。1966年には既に企業に対する融資が盛んに行われていた

が、1971年以降は「見返り資金」が減少・消滅に向かい、これに代え、企業がＰＬ480売却で得たドル

収入をそのまま企業への融資と見なして事業に使わせるという「私企業貿易関係融資」の新規定が設け

られ、これは相手国通貨による融資よりもアグリビジネスの拡大に直結した（ジョージ 1980、pp. 

240-249）。 
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られるもので、国情による多少の違いはあるものの、「企業投資のための有利な

環境づくり」、「農業用化学薬品、農業用機械設備、輸送その他の関連産業の開

発」、「技術の最大限利用」、「人口調節」など広範囲に亘っていた。そして米国

は、この「自立化政策」の強制78で得た有利な立場をテコに、多収穫品種の採

用や農業機械化を、例えばコートジボアール、インドネシア、ガーナ、インド、

ブラジルといった諸国で推し進めていった79。 

 

 

４．食料援助の多国間化（ＷＦＰ設立）と国際規律 

 

4.1 食料援助政策の転換：目的の変化と多国間化 

戦後初期、少なくとも 1960年代までの世界的食料システムが米国あるいは北

米の農業保護政策に起因する余剰穀物を軸として形成されていたという認識は

一般的なものとなっており、フリードマンの「余剰レジーム」など既述の通り

である。しかし、米国の食料援助にかかる考え方、あるいは食料援助をめぐる

世界情勢は、1960年代に入って徐々に変わり始めた80。 

第一の食料援助にかかる考え方の変化は、ＰＬ480 を通ずる食料援助の目的

や実施方法についての考え方の変化である。ＰＬ480は 1961年、ケネディ政権

のフリーマン農政の下で、それまでの余剰処理中心の考え方から、経済開発を

中心としたものへと変わり始め、1966年ジョンソン政権における「平和のため

の食糧法（Food for Peace Act）」の成立でそれが開花した。このＰＬ480の修

正法における特徴は、第一にその目的については、旧法の中心であった余剰農

産物処理という狙いが表面から姿を消し（「余剰概念の払拭」）、かつては副次的

な位置にあった米国農産物の輸出市場の拡大と、開発途上諸国の食料問題・経

済開発への援助が主眼となったことである。そして第二にその実施方法につい

ては、この援助の供与は受入れ国の自助努力を前提とし、開発途上国が自らの

                                            
78 米国と食料援助協定を結んでいる諸国は全て、協定によって課せられた「自立化政策」の進捗状況報

告を、年 2回、米国に提出しなければならない。そして、例えばこれに基づく 1967年の報告書は、イ

ンドの肥料消費量の 2年で 3倍増と、肥料部門への海外からの投資誘致の動きを誇らしげに指摘し、「従

来障害となっていた投資、価格決定、流通についての制限は緩和された」と書き、また、「被援助国は

どこでも、海外のアグリビジネスの投資を受け入れるための条件作りに力を入れている」と書いている。

このほか、ＰＬ480による「見返り資金」は学術研究に対する援助にも使われ、このような援助契約は、

イスラエル、ポーランド、ユーゴ、インド、チュニジア、パキスタンといった諸国と結ばれていた。そ

してその資金の性格は純粋に科学的なものではなく、米国農産物の販路を広げるような商品開発に提供

されるものであった（ジョージ 1980、pp. 240-249）。 
79 バーバックら（1987）も、上記ジョージとほぼ同内容で「食料の新市場開発」という項をとりまとめ

ている。 
80 持田恵三は、石渡貞雄編『日本農業年報 第ⅩⅩⅣ集：第三の武器－食糧－』（1975年）の中で「アメ

リカ食糧戦略の成立」という章を執筆し、戦後の米国食料戦略を、まずその前半部分で「食料援助戦略」

を軸に記述し、さらにその後半部分で、その「食料援助戦略」が 1960年代に変質を始め、1970年代に

劇的に変化したとしている。 
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農業の発展によって食料問題を解決するまでの過渡的なものとされ、現地国通

貨による支払いは徐々にドルによる延べ払いへと一本化する方向が打ち出され

たことである81。 

 「平和のための食糧法」の成立を促した要因は多岐である。第一の要因は、

米国が世界の人口・食料問題の将来をかなり深刻に考えていたことである。す

なわち、開発途上国の増大する人口と食料供給とのギャップはますます拡大す

るが、これら諸国が食料輸入資金を持つ可能性は少なく、放置すればそれらの

食料援助需要は米国が応えられないほどに増加するので、開発途上諸国が自力

で生産するか、自力で購買力をつけてその食料需要を充足することが食料問題

解決の基本的な道と考えたのである（「自力更生」）。第二の要因は、米国が従来

の援助政策に対して批判を受け、それに対応する必要があったことである。す

なわち、食料援助が受入れ国の食料価格を圧迫し、その国の食料生産が抑えら

れ、増産されないことでまた不足を援助に求めるという悪循環が指摘されてい

たからである。そして第三の要因は、米国が食料援助政策を積極的に捉え直し

たことである。米国は、食料援助そのものに否定的ではなかった。食料援助は

むしろ、かつての余剰処理という消極的な性格から、余剰農産物の有無にかか

わらない、米国の対開発途上国援助政策の一環として、積極的な地位を確立し

た。米国は余剰農産物を援助に回すのではなく、受入れ国が必要とする農産物

で援助を行い、そのためには特定作目の増産も必要になったのである82。 

 このような変化は、大きくは米国農業についての考え方の変化でもあった。

かつては、農業は保護を必要とすることで財政負担を強い、その結果として過

剰生産を生み出し、また財政負担を強いる困りものであった。しかし世界の「飢

餓戦争（War on Hunger）」という立場から見れば、農業は米国の持つ、この

「戦争」のための豊かな資源であり、強力な武器であると考えられるようにな

ったのである83。 

 次に、第二の食料援助をめぐる世界情勢の変化は、「南北問題」の登場と、「ド

ル危機」の深刻化という二つの面を有している。第一の面は、「南北問題」の登

場、すなわち戦後、植民地体制の崩壊とともに登場した「南」、つまり開発途上

諸国が、強力になった社会主義世界を背景として、世界の政治・経済における

発言権を強めたことである。しかし、「南」の経済発展は立ち遅れ、「北」すな

わち先進資本主義諸国との格差は拡大した。こういった南の諸国の経済の自立

と発展の要求は、北の諸国としても放置できない問題となると同時に、開発途

上地域を自らの勢力範囲として組み込む必要もあった。そこで南北問題に対応

                                            
81 持田（1975）pp. 60-61。 
82 持田（1975）pp. 61-62。 
83 持田（1975）p. 62。 
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するものとして、北から南への経済援助が 1960年代に一般化してくるが、北の

指導大国である米国にとっても、南への経済援助はその世界戦略に重要な役割

を占めるようになったのである84。 

第二の面は、「ドル危機」の深刻化である。ドル危機は 1960年代を通じて深

まり、ドル防衛は米国対外経済政策の最重要課題となっていて、米国の食料援

助政策にも大きく影響した。例えば食料援助受け入れ国の支払い方式として、

相手国通貨方式と並んで長期ドル信用方式が登場したのは 1959年、それが主役

の座に就いたのは 1966年であったが、これは長期的な視点に立つドル防衛の一

環であった。さらに、食料援助政策におけるドル防衛のもう一つの方向は、援

助の負担を米国だけではなく先進諸国全体に負わせようというものであった。

当時も米国以外による食料援助も存在はした（例えばカナダ、オーストラリア、

フランス）が、それらの規模は小さく米国が圧倒的だった。そのような中で 1960

年代に、経済援助の必要性についての国際合意が形成され、それが多角的であ

るべきとの考え方も主張されて、食料援助の負担の多数国化はこの主張に沿う

ものであった。特にそれは米国にとってより多くの農産物の商業ベースでの輸

出を意味し、国際収支をプラスにするものだったのである85。 

米国による食料援助の肩代り戦略は、具体的にはケネディ・ラウンドととも

に成立した国際穀物協定の中で実現した。折からの世界的需給ひっ迫を背景と

しての小麦協定価格引き上げが輸出国の主張に沿って行われたのと同時に、穀

物協定とは全く関係のない多角的食料援助問題が米国によって突如提出され、

結局協定参加先進国は３か年間に、開発途上諸国に対して毎年 450万トン相当

を小麦、粗粒穀物又は現金で拠出し、その分担率を米国 42％、ＥＣ23％、カナ

ダ 11％、オーストラリア、英国、日本がそれぞれ 5％とすることになったので

ある。 

1966年を画期とする米国の食料援助政策の転換は、以上のような米国の対外

政策の必要に基づくものであったが、同時に、国内と世界における米国農業の

地位の変化の結果でもあった。すなわち米国の農産物在庫の大幅な減少が、援

助政策の転換の直接の原因となっている。「平和のための食糧法」における余剰

概念の払拭は、1963 年前後におけるソ連・中国の大量穀物輸入を通じて 1967

年にもはや余剰がなくなったという「余剰の実体の喪失」に裏付けられていた。

余剰時代は終りを告げ、不足の時代が始まったと考えられたのである。 

                                            
84 経済援助はそもそも、戦後一貫して米国の世界戦略の最も有力な武器であり、1950年代までそれは、

食料援助を含めて主として先進諸国に向けられたが、1960年代に入ると先進諸国は、食料援助の対象か

らほとんど姿を消し、対象国はインド、パキスタン、極東（韓国、南ベトナムなど）といった食料問題

を抱える開発途上諸国に集中してくる。もっともこの援助は単に経済発展・食料問題のためでなく、軍

事が結びついており、これはイスラエル、ユーゴも同様であった。（持田 1975、pp. 62-64）。 
85 何故なら、米国以外の先進国の援助が食料の現物ではなく資金である場合、被援助国はその資金で米

国の援助食料を買うことになったからである（持田 1975、pp. 64-65）。 
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4.2 国連世界食糧計画（ＷＦＰ）の設立をめぐる経緯 

 米国が戦後、食料援助を自らの国際政治的目的に沿うように使ってきたこと

は既述のとおりであるが、それらは主に二国間援助の形をとっていた。しかし

1960年代になると食料援助をめぐる情勢は変化していき、多国間での食料援助

の枠組みが作られていった。以下に、多国間の食料援助実施機関であるＷＦＰ

（1961年～）、及び食料援助の多国間枠組みとしての食料援助規約（1967年～）

について、その誕生の経緯や背景を概観する86。 

 

【ＷＦＰの活動とその位置づけ】 

 ＷＦＰは 1961年、ＦＡＯと国連総会の双方による並行した決議によって設立

された87。ＷＦＰはこの後 1963年から、試験的な 3年間の活動を開始し、1965

年には国連システムの中の恒久的な一部となった88。ＷＦＰの中心的な役割が

緊急食料援助になったのは比較的最近のことであり89、この機関の創設のそも

そもの目的は、食料援助を経済・社会開発の目的のために活用することであっ

た90。 

 2000年の時点で、ＷＦＰは多国間食料援助機関として抜きん出た組織であり、

多国間食料援助の 95％を配分し、またそれは世界の食料援助の総量のうちの 30

～40％に相当した。ＷＦＰのミッション・ステートメントは、食料援助を経済

的・社会的な開発を支援するように使うこと、難民やその他の緊急的な食料ニ

ーズへの対応とこれに必要なロジスティックスを手助けすること、そして世界

の食料安全保障を増進することとされている。このＷＦＰのミッションから、

輸出市場の拡大や余剰在庫を減らすことといった食料供給者たちの、あるいは

二国間食料援助計画の中心的な関心事項が消え去っていることは顕著な特徴で

ある。すなわち、ＷＦＰの多国間機関という特徴によって、ＷＦＰは相当程度、

食料援助の政治的な性格を消すことが出来ている。しかしそのほぼ全ての財源

                                            
86 Barrett ら（2005）pp. 61-63。 
87 しかしＷＦＰが設立されることを、自らに対する不信任決議であると受け取ったＦＡＯの指導者が猛

反対する中での設立であった。（Barrett ら 2005、pp. 61-63） 
88 1973～1974年の世界食料危機及び 1974年の世界食糧会議は、飢饉を防止するための多国間の努力が顕

著に強化される契機となった。1976年には、ＷＦＰとＦＡＯが共同で監督する国際緊急食料備蓄

（International Emergency Food Reserve: IEFR）が、緊急事態に備えて創設された。（Barrettら 2005、

pp. 61-63） 
89 ＷＦＰがアフリカ及び南アジアの人道危機に比較的良く対応出来たため、緊急事態における国際的な

食料援助対応のフォーカル・ポイントになり、国際的な努力の調整役を果たすことになったのである。

（Barrett ら 2005、pp. 61-63） 
90 この点に関連しては、ＷＦＰは 1993年に、カナダ、オランダ及びノルウエーの共同出資による評価を

受けており、その結果はＷＦＰの開発面における目に見える成果がないことに極めて批判的であった。

また 1990年代の後半には、欧州の農業政策の転換によって食料援助拠出（特に粉乳）が急減したため、

ＷＦＰの開発プロジェクト予算が干上がってしまうという事態も生じた。（Barrett ら 2005、pp. 61-63） 
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を二国間ドナーの現物又は現金での拠出に頼っている事情からして、ＷＦＰは

これら二国間ドナーのあり得べき偏狭な利益追求の関心からは、自らが距離を

置くしかない。この点において重要なのは、ＷＦＰの執行理事会（Executive 

Board）の過半数の構成員が開発途上国出身であって、援助を受ける諸国のニ

ーズが適切に主張される状況が出来ていることである。おそらくこのような委

員構成を反映して、ＷＦＰは緊急人道援助を以前よりはるかに重点的に実施し

ており、また支援物資の調達・配布の方式も、米国など二国間ドナーの場合と

比べて、現地購入（local purchase）や三角取引（triangular transaction）を

多用するようになっている。 

 かくして、ドナー・コミュニティには、多国間援助は目的とする受け取り者

に、よりタイムリーに、しかもよりコスト効率的に届くものであるとの共通認

識が広がっている。たしかに二国間ドナー本国の政治の影響を避ける上での制

約は否定できないが、ＷＦＰは食料援助の配分に関して、二国間の場合と比べ

はるかに政治的制約を逃れているといえよう。 

 

【ＷＦＰ設立の背景と関係者】 

 ＷＦＰ設立の経緯やその後の発展については、ジョン・ショー91の『国連世

界食糧計画と食料援助の発展』（The UN World Food Programme and the 

Development of Food Aid）（2001年）、及び当該書のハンス・シンガー92による

序言に詳しく述べられている。 

 シンガーの記述の中で注目すべきものは、当時、国連の支持の下で金融分野

の多国間援助機関（Special UN Fund for Economic Development: ＳＵＮＦＥ

Ｄ）を作る議論があり93、この構想の中に米国の食料援助プログラム（1954 年

のＰＬ480）を多国間に延長するというアイディアがあったのであるが、これに

ついては当時のアイゼンハワー共和党政権が受容可能だったのみならず、民主

党のケネディ大統領候補もこれを政権公約の一つにしたという事実である。二

                                            
91 本書に序言を寄せているハンス・シンガーによれば、ジョン・ショーはＷＦＰの設立当時から 30 年以

上に亘ってＷＦＰに係わり、数々の高い地位を歴任した後、1994 年に正式に退職しているが、その後

も食料援助全般（特にＷＦＰ）、食料安全保障、経済開発、そして紛争・災害被災者への救援活動に関

心を持ち続けており、戦後の食料援助、とりわけＷＦＰの歴史や運営について、本書で余すところなく

提示している。（Shaw 2001b, p. ix） 
92 ハンス・シンガーはドイツ生まれの英国人で、シュムペーターやジョン・メイナード・ケインズに学

び、戦後の国連創設時にその最初のエコノミストの一人として国連経済局入りし、その後 20年間国連

の要職を務めたほか、戦後のブレトンウッズ諸機関や国際金融体制の創設に深く関わった人物である。

専門分野は国際貿易の分析から始まり、その業績には「プレビッシュ＝シンガー命題」（この延長上に、

開発途上国の一次産品輸出に頼った経済開発は困難であるとする「輸出ペシミズム論」）があり、シン

ガー自身このために、熱烈な開発途上国に対する援助増加論者であった。彼のこのような思想は、世界

銀行の国際開発協会（International Development Association: IDA）、国連開発計画（United Nations 

Development Programme: UNDP）、そして世界食糧計画（ＷＦＰ）の設立に影響を与えたとされてい

る。(Wikipedia 2013.6.1, Hans Singer Biography) 
93 この構想は結局、国連ではなく世界銀行の中にＩＤＡを作ることになった。 
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大政党がともに支持するというこの追い風の政治状況の中で、国連システムの

中の多国間食料援助プログラムによって金食い虫で厄介者の米国の余剰食料を

減らすという構想が実現可能になった。このＳＵＮＦＥＤの中の食料援助機関

という構想は、国連システムにＦＡＯという食料・農業に特化した専門機関が

既に存在する以上、国連システム内に留まるべきものであったのは当然であっ

たとシンガーは述べている。そして当時、ＦＡＯのセン事務局長の強いリーダ

ーシップの下で、国連とＦＡＯの両方が機会を掴んで専門家グループを立ち上

げ、この機関のアイディアと一連のガイドラインを、シンガー自身が議長を務

める中で作成した。その後の交渉の結果、ＷＦＰはまず 3年間（1963～1965）

の実験ベースでの誕生し、後に国連システムの中の主要な実施機関

（operational organization）の一つに成長していった94。 

 一方、ジョン・ショーは本書の導入章の中で、ＷＦＰ設立のいくつかの特徴

に言及している。第一の特徴は、食料援助に経済・社会開発という要素を取り

込んだことである95。第二の特徴は、米国の当時の政策の中で、開発途上国の

援助に対する機運が高まっていたことを反映していることである96。そして第

三の特徴は、食料援助に国連機関を使うという多国間の枠組みが、「ひも」が付

かず多国間で「負担を共有」するものとして、設立当初において有利性を発揮

したことである97。しかしＷＦＰの設立がこのような特徴を持ったことは、既

に国連機関として存在し、同様の機能を持つとされていたＦＡＯのマンデート

と、当然ながら後々鋭く競合することとなった。それではそのようなＷＦＰが、

米国の強い関与の下でいかにして誕生したのかを、以下に見ていくこととする。 

 

 

                                            
94 Shaw (2001b) p. ix-x 
95 国連システムの中に食料援助を専門に取り扱う組織を作り、それまで二国間援助主体であった食料援

助に、多国間という新たなチャンネルを作り出したのが 1961年のＷＦＰ設立の決定であったが、1963

年の活動開始にあたり、ＷＦＰのマンデートは「食料援助を経済及び社会の開発に活用すること」とさ

れた。そしてＷＦＰの活動は、開発と緊急援助という二つの側面を持ちながら空腹・貧困と戦うものと

なった。具体的な狙いとしては、人命を助けること、人々の栄養向上を図ること、そして雇用・所得の

向上を図ることの３つがあった（Shaw 2001b、p. 2）。 
96 ＷＦＰが生まれたのは 1960年頃の国連の「のどかな時代（halcyon days）」であり、ちょうどケネデ

ィ大統領の提案になる第 1回「国連開発の 10年（United Nations Development Decade）」が始まって

いた。そして新たに打ち出された開発協力における「国際連帯」と「負担の共有」の原則が受け入れら

れ、開発途上諸国の援助に対する気運が高まっていた。このような国際環境の下で、米国は超党派の提

案として、国連システムの中に食料援助のための多国間ファシリティを作ることを打ち上げた（Shaw 

2001b、pp. 2-3）。 
97 それまで主要なドナー諸国から直接に提供される食料援助はその多くが批判にさらされていたので、

政治的・商業的な「ひも」の付かない食料援助が求められていた。また、多国間の食料援助は、「負担

の共有」の原則にも合致し、また食料のよりコスト効率的でタイムリーな提供を可能にするマネジメン

トにも繋がるものだった。ＷＦＰは国際援助の中で、新植民地主義や押し付け的な干渉といった諸問題

の、真反対に位置するものであることが期待され、ＷＦＰの食料援助は被援助国の政治や政策に介入せ

ず、彼らの開発計画や政策の実施を支援するものと見られた。（Shaw 2001b、p. 3） 
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【ＷＦＰ設立における米国の強い関与：ケネディとマクガバン】 

 ショーによれば、1961年のＷＦＰの誕生は、個人的な文脈かつ通常にはない

ような形、すなわちジョージ・マクガバンという一人に起因したものだったと

いう。マクガバンは当時、米国のケネディ大統領のオフィスに新たに作られた

「平和のための食料」担当部門の長であり、ケネディ大統領の特別補佐官でも

あった98。 

 1960年、国連総会は余剰食料を、国連システムを通じて食料の足りない人々

に提供することに関する決議を採択し99、ＦＡＯ事務局長に対して、これをど

のように行うことが出来るかに関する研究を行うように要請している100。そし

てこの研究結果については、国連総会への提出の前に、1961年 4月にＦＡＯ政

府間助言委員会（FAO Intergovernmental Advisory Committee）において議

論がなされている101。 

ケネディ大統領は、この会合への米国代表をジョージ・マクガバンが務める

ように要請した102。しかし、このような表の動きの背景では、ケネディ大統領

は選出後まもなくの 1961年 1月には、既にマクガバンに対して、過去の「平和

のための食料」計画の実施について評価を行い、その改善方策を提案・報告す

るように求めており、マクガバンの同年 3月 28日の大統領宛の報告書には、次

のようなことが書かれていた103。 

 我々は、ＦＡＯの役割の拡大を支持すべきである。その役割は、ＦＡＯが多国間の食

料配布計画を開発・実施するという責任を有するというものである。そのような多国間

のアプローチが米国の平和のための食料計画と衝突する恐れはなかろう。反対に、世界

の食料へのニーズは非常に大きいので、これら両方のアプローチがあることが求められ

るのである。 

 マクガバンは、この「平和のための食料」計画の評価104を踏まえて、政府間

助言委員会への米国代表団の他のメンバーに対して、この多国間食料援助のプ

ロセスを前に進めるための具体的な提案を作成するように指示したが、この会

合の助言的な性格や不十分な準備状況から見て、代表団員には政府の具体的な

                                            
98 ショーは、この背景を理解することは、ＷＦＰが如何に、何故、生まれたかを理解する上で重要なこ

とであると述べている（Shaw 2001b, p. 6）。 
99 UN (1960) Provision of Food Surpluses to Food-Deficit People through the United Nations System, 

United Nations General Assembly Resolution 1496 (XV), adopted at the 908th Plenary Meeting, 27 

October 1960 (New York: United Nations). 
100 FAO (1961) ‘Expanded Program of Surplus Food Utilization’, Report by the Expert Group of the 

Director General of FAO, in Development through Food: A Strategy for Surplus Utilization, FFHC 

Basic Study NO. 2 (Rome: FAO) pp. 69-117. Republished in FAO (1985), pp. 223-343 
101 Shaw（2001b）p. 6。 
102 そしてマクガバンの補佐としては、米国の食料援助に関する責任者である農務省（USDA）のレイモ

ンド・ローンズ、そして国務省のシドニー・ジャックが随行した(Shaw 2001b、p. 6)。 
103 Shaw（2001b）pp. 6-7。 
104 特にローンズはこの作成に直接関与した（Shaw 2001b、p. 7）。 
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提案を作成するというのは全くの驚きであった105。しかしマクガバンは自らの

指示にこだわり、他の代表団員に提案を起草させる一方で、自らがワシントン

の了承を得る役割を引き受けることにした。しかもそれは週末にかかるという

異常さであった。マクガバンは「平和のための食料」オフィスの彼の代理であ

るジェームズ・シミントンに電話し、彼からケネディ大統領の特別顧問（special 

counsel to President）であるセオドア・ソーレンセンに提案のドラフトについ

て相談してくれと頼んだ。ソーレンセンはマクガバンの友人で、ケネディ大統

領と最も近しい関係にあった人物の一人であり、程なく彼はマクガバンに自ら

電話して、この方針で進めとの大統領の許可が「24時間以内に」得られたと告

げたのである106。 

ショーはこのエピソードについて、①ケネディ政権の初期のホワイトハウス

直結の迅速な行動とともに、②マクガバンがケネディ大統領から勝ち得ていた

親密さと尊敬を示すものであると解説し、同時に、③マクガバンの側でもケネ

ディ大統領の考え方、すなわち大統領が強く支持していた国連を通じて食料援

助をより広範かつ建設的に使うべきとの考え方を熟知していたが故に、ＷＦＰ

の提案について大統領の支持が得られるだろうとの判断が可能だったこと107、

加えて、④この時点でのマクガバンによるＷＦＰの提案に、多くの点で制限が

かかっていたこと108も成功の要因として挙げられている。 

この提案は同時に、「多国間」という基本的な性格を強調していた。マクガバ

ンは短いステートメントの中で繰り返し「可能な限り広範なメンバー諸国の貢

献」を述べ、米国は開発途上諸国の問題を単独で担う用意はないことを世界に

知らしめた。この「国際的な負担の共有」は、政治的な参加のためにも経済的

なコスト負担のためにも便利なスローガンであった。ＦＡＯに関してはそのマ

ンデート、食料余剰に関するそれまでの活動実績、更にセン事務局長の能力に

対する信頼感があったことから、新しい多国間プログラムの中ではＦＡＯ、と

りわけその事務局長に対して主要な役割が与えられたと、ショーは説明してい

                                            
105 それは、米国代表団がローマに向けて出発する以前には、如何なる提案についての議論もなく、した

がって何らの合意もなかったからである。そしてそもそも、ＦＡＯによる研究自体も何ら具体的な提案

を含むものではなく、助言委員会はただ助言するのみで、政府の立場の提示が求められるような場では

なかったのである。マクガバンの代表団員は、どのような提案を作ったとしてもワシントンの了承を得

るには時間が足りないと考えていた（Shaw 2001b、p. 7）。 
106 Shaw (2001b) p. 7。 
107 Shaw (2001b) p. 7。 
108 例えば、援助額が 1億ドルに限定されていたこと（米国の食料援助全体では年間 13億ドル）、3年間

限定の実験ベースだったこと、その後の継続は実験によって得られた経験についての評価結果次第であ

ったこと、実験期間中の活動が緊急援助とパイロット的な開発プロジェクト（学校給食と労働集約的な

「food-for-work」プロジェクト）に限られ、米国その他のドナー国が行っていた大規模な二国間食料援

助はＷＦＰの実験事業の対象には含まれていなかった。更に、この提案は追加的な資金拠出がほとんど

必要ではなかった。つまりそれは、米国の膨大な余剰食料の形でまかなわれ、二国間食料援助を補足す

る規模には十分であり、他方、米国自身にとってはワシントンで大きな反対が起こるほど大きな額では

なかったからである（Shaw 2001b, p. 7-8）。 
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る109。 

 マクガバンの努力で作られたＷＦＰ設立に向けた提案は、マクガバンという

政治家が生涯を通じて持ち続けた 3つの哲学、即ち、①米国農民を支持するこ

と、②余剰食料を建設的に使うこと、③国連の仲介によって国際的な諸問題を

解決することを反映していた。また、マクガバンの提案の諸要素は、農務省や

ホワイトハウス自体がそれまでに有していた国連や多国間援助に対する敵意を

踏まえて、ワシントンの全ての関係者に政治的判断として受け入れ可能なよう

に注意深く組み立てられていた110。 

 1961 年 4 月 10 日のＦＡＯ政府間助言委員会で、マクガバンの提案は他の諸

国の代表を驚かせ、その対応方針の関係者との協議のために一旦会議が中断さ

れたほどだったが、最終的には受け入れられた。マクガバンは帰国してケネデ

ィ大統領に経過を報告し、大統領は4月21日の記者会見で了承の意を表明した。

この後、1961年 6月に米国は、同提案をＦＡＯ理事会に提出し、最終的には同

年のＦＡＯ総会（11月 24日）及び国連総会（12月 19日）を並行的に通過する

ことによってＷＦＰが（3年間の実験ベースで）誕生したのである111。 

 

4.3 食料援助規約と余剰処理小委員会 

 食料援助はドナーによって利害関心が異なっており、それが食料援助の時期、

取扱機関やさまざまな目的に反映して、食料援助の世界を複雑な様相にしてい

る。そして当然のようにドナーの間では利害対立が起こるので、これを予め回

避し、或いは生起した対立を緩和するために国際的な規制メカニズムが作られ

ている。これは、人道目的又は開発目的のために必要とされる食料援助量を確

保するため、あるいは食料援助を例えば自らの輸出市場開発といった利己的な

目的のために濫用することを防ぐためである。そしてこの国際規制メカニズム

の下にはいくつかの限定的なマンデートをもつ組織が置かれているが、これら

の何れも食料援助に関する包括的な調整権限を持っていない112。 

 このような国際的規制メカニズムの一つである食料援助規約（Food Aid 

Convention: ＦＡＣ）は、ドナーのための食料援助ガイドラインであり、ドナ

ー諸国とＥＣの間の法的な協定で、食料援助に関する国際的な協力を方向付け

るものである。当初は 1967 年に、国際穀物協定（International Grains 

Agreement：ガット・ケネディ・ラウンドの成果）の一部として成立し、1999

                                            
109 Shaw (2001b) pp. 8-9。 
110 Shaw (2001b) p. 8。 
111 Shaw (2001b) p. 9。 
112 このような規制は時間の経過とともに効果を失ってきて、ＷＴＯのドーハ・ラウンドでも偽装された

農業の輸出補助金であるとみられて交渉の焦点の一つになっており、また食料援助への遺伝子組換え作

物の活用をめぐっても、開発途上諸国が輸出・ドナー大国同士の戦いの舞台となっている（Barrett ら 

2005、p. 68）。 
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年と 2012年に改訂されている。このためＦＡＣは、国際的な穀物の商業貿易の

促進を目的とする国際穀物理事会（International Grains Council: ＩＧＣ）の

中に置かれている。なお、被援助諸国はＦＡＣには参加していない113。 

 ＦＡＣの目的には、①適切な水準の食料援助を予測可能な形で入手可能にす

ること、②食料援助が最も脆弱な人々の貧困と空腹を緩和し、当該諸国の農業

の発展に資するようにすること、③食料安全保障を支えるための手段として提

供される食料援助の効果と質を最大限に高めること、そして、④加盟者間の協

力、調整及び情報共有の枠組みを提供することが含まれ、これらを通じて食料

援助とその他の政策手段との間の整合性と効率性が高まることが期待されてい

る114。 

 食料援助規約では、各ドナーが年間の最小拠出量を約束している。食料援助

総量の約束は、当初は増加したがその後徐々に減少して、1999年の規約では 3

回連続の減少によって約 490 万トン（1995 年規約では 550 万トン）となった。

この中では長年の伝統のとおり、米国が約束量の半分以上を占めている。なお、

ＦＡＣは食料援助が特にＷＦＰなど、多国間のチャネルを通じてより多く提供

されるように、明示的に奨励している115。 

 食料援助に関する今ひとつの国際的規制メカニズムは、ＦＡＯの余剰処理小

委員会（ＣＳＳＤ：Consultative Sub-Committee on Surplus Disposal）であ

り、1954年、米国のＰＬ480の成立とともにワシントンに設置され、食料援助

ドナー諸国の余剰農産物処理を監視している。ＣＳＳＤはドナー諸国116と被援

助諸国117の双方を含んでいる。また、これらに加えて、オブザーバー資格を持

つ諸国及び国際諸機関118も含まれる。 

 ＣＳＳＤが設立された主な狙いは、食料援助が被援助諸国の通常貿易必要量

（usual marketing requirements: ＵＭＲ）を浸食しないように輸出業者の利

益を守り保証することである。すなわち、ＵＭＲは食料被援助諸国による「通

常の」レベルの食料の商業輸入を維持するとの約束であり、これによって貿易

が食料援助に取って代わられないようにするのである。ＦＡＣの下でＵＭＲは、

食料援助が通常の商取引による輸入を代替するか否か、また国内農業生産に悪

影響を与えるか否かを判断する尺度として使われている。また、ＣＳＳＤの活

動の指針は、全ての主要な食料援助ドナーによって合意され小委員会のハンド

ブックに収録されている、ＦＡＯの「余剰処理の原則及び加盟諸国の協議義務

                                            
113 Barrett ら（2005）pp. 68-69。 
114 Barrett ら（2005）p. 69。 
115 Barrett ら（2005）p. 69。 
116 例えばオーストラリア、カナダ、日本、米国（Barrett ら 2005、p. 69）。 
117 例えばバングラデシュ、インド、マラウイ、ミャンマー（Barrett ら 2005、p. 69）。 
118 例えば International Federation of Agricultural Producers (IFAP)、IMF（Barrett ら 2005、p. 69）。 
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（Principle of Surplus Disposal and Consultative Obligations of Member 

Nations）」である119。 

 なお、このＦＡＯの余剰処理原則に基づく通報義務は近年ますます無視され

るケースが増えていた120が、ウルグァイ・ラウンド多角的貿易交渉で輸出競争

が熱い議論を呼んだことを受けて再び注目され、近年では再びＵＭＲなど食料

援助をめぐる規律を強化すべきとの議論が起こっている121。なお、ラウンドの

結果として作成された「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」の中の「農

業に関する協定」において、余情処理原則は輸出補助金に関連する第十条 4(b)

に引用されて協定の一部を形成している122。 

 第十条 輸出補助金に関する約束の回避の防止 

４ 国際的な食料援助を供与する加盟国は、次のことを確保する。 

(a) 国際的な食糧援助の供与が、受益国に対する農産品の商業的輸出に直接的にも

間接的にも関連づけられていないこと。 

(b) 資金供与による二国間の食糧援助を含む国際的な食糧援助に係る取引が、国際

連合食糧農業機関の「余剰処理の原則及び協議義務」（適当な場合には通常貿易

必要量の制度を含む。）に従って実施されること。 

(c) そのような援助が、可能な限り、完全に贈与の形で又は千九百八十六年の食糧

援助規約第四条に定める条件よりも受益国にとって不利でない条件で供与され

ること。 

 

 

５．米国による食料援助の武器利用 

 

5.1 食料武器論・対ソ穀物禁輸 

 米国中央情報局（ＣＩＡ）は 1974年 8月、世界食糧会議に備えて秘密報告123

を作成したが、その結論には、世界の穀物不足が将来深刻化すれば、米国はそ

の穀物によって世界に対する政治的・経済的支配力を強め、凶作の年には途上

国のみならず大国であっても、米国に食料を依存する諸国は米国に生殺与奪の

力を握られることになるとの記述が盛り込まれている124。また米国の政界にお

                                            
119 Barrett ら（2005）pp. 69-70。 
120 1991 年～1993 年では世界の食料援助の流れの 80％が通報されていたものが、1997 年までにはこの

比率が 50％を切り、さらに 2000 年と 2001 年では共に 5％未満という事態となった（Barrett ら 2005、

p. 70）。 
121 Barrett ら（2005）p. 70。 
122 外務省経済局監修（1997）pp. 88-91。 
123 CIA 報告は『世界人口・食料生産・気象に関する動向の潜在的意味』。CIA (1974), Potential 

Implications of Trends in World Population, Food Production and Climate,  
124 CIA 秘密報告の結論には、「近い将来、穀物不足は深刻化することが予想されるが、こうした状況は

米国に、かつて持たなかったような力を与えることになろう。それはおそらく、第二次世界大戦直後に
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いても、1957年のヒューバート・ハンフリー上院議員の発言は、米国に対する

他国の食料依存は米国の政治力として率直に歓迎しており、しばしば引用され

る125。 

 このように、米国政府としての表向きの発言とは別の場面では、しばしば米

国が圧倒的な支配力を持つ食料を国際政治におけるパワーとして活用しようと

する考えが表明されており、食料を米国の政治的パワーと捉えて他国に対する

強制力の一つとして使う傾向は、戦後を通じて米国中枢部に存在するように思

われる。そこで本項では、食料あるいは食料援助を、米国が政治的武器として

利用したと思われる具体的事例のいくつかを取り上げ、食料の政治的な意味合

いでの武器利用とはどのようなものかを見ておきたい。もちろん、以下の例は

必ずしも食料「援助」にまつわる武器使用ばかりではなく、商業的輸出の禁止

という、政府としてはより強力な措置も含まれている。しかし、商業的であれ

政府の援助であれ、食料の提供を政治的に制限するという意味では本質は同じ

であるので、あえてここでは両者を掲げておく。 

 食料の、政治的あるいは武器としての利用の最もよく知られた例は、1980年

1 月、当時の米国カーター大統領が、アフガニスタンに侵攻したソ連に対して

発動した対ソ穀物輸出禁止（対ソ穀物禁輸）がある。しかしこれに対しては、

まず制裁対象のソ連はアルゼンチンなど他の国から穀物を調達した。また米国

国内でも、もともと穀物関係業者や農民は、対ソ輸出の増加を当て込んだ投資

をしていたことや、禁輸によって他の穀物生産国が米国に代わって穀物輸出を

することを恐れていたこともあって、輸出禁止政策には反対していた。このよ

うな背景の中、1981年 4月、レーガン新大統領は突如、対ソ穀物禁輸の解除を

発表した。かかる経過を踏まえて、その後多くの論者が、対ソ穀物禁輸の失敗

を教訓として語るようになり、以下に述べるものをはじめとして、そもそも穀

物は政治的武器としては使えないといった論調すら生まれている126、127。 

 そのような論調の一つとして、茅野信行は、第二次世界大戦後に米国が実施

                                                                                                                                
おけるよりも大きな政治力、経済的支配力となるであろう。・・・凶作の年には、米国政府は食料を求

める多数の人々に対し、生殺与奪の力を持つことになり、・・・貧しい低開発諸国のみならず、大国も、

少なくとも部分的には米国からの食料輸入に依存することになろう。」と記述されている（ジョージ 

1980、p. 257）。 
125 ハンフリー上院議員の発言は次のとおり。「私は、多くの人々が食料のために我々に依存するようにな

るということを聞いた。これは喜ばしいニュースと考えるべきではないだろう。だが、私にとってはす

ばらしいニュースだった。なぜなら、人は何かをやろうとすれば、まず食べなければならない。そして、

誰かと協力するとき、その人を自分に頼らせようとすれば、食料で頼らせるのが一番だからだ。」（ジョ

ージ 1980、p. 257）。 
126 山下一仁（2012）戦略物資としての食料、ＮＨＫ第一ラジオあさいちばん「ビジネス展望」（2012 年

5 月 15 日放送原稿）、http://www.canon-igs.org/column/macroeconomics/20120517_1362.html（2013

年 5 月 22 日確認）。 
127 貿易摩擦と世界情勢（1981）、対ソ禁輸、http://www.bouekimasatu.com/1981/007.html（2013 年 5

月 22 日確認）。 

http://www.canon-igs.org/column/macroeconomics/20120517_1362.html
http://www.bouekimasatu.com/1981/007.html
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した穀物禁輸措置を列挙し、それぞれの経過と特徴を大要次のように整理して

いる128。 

最初の食料の外交的利用：ＰＬ480 による食料の分配を外交上の手段として行使し

た最初の事例は、ジョンソン大統領の「短期的な枠組み（short tether）」政策。こ

れは米国の食料援助の割当てと被援助国の開発計画や政治行動の変化を連動させ

ようとする試みで、インドとエジプトがテストケースとされたが、成果は上がらな

かった。 

1回目の穀物禁輸：1973年 6月、ニクソン大統領が発表した一連のインフレ対策の

中に、穀物などの輸出規制が含まれていた。すなわち、海外での異常な需要増加に

伴う輸出の拡大が国内の物価上昇を招くとの判断から、大豆など農産物の輸出を規

制する方針を打ち出したもの。米国の消費者の、食料品価格高騰に対する不満と怒

りを沈静化させなければならない、切羽詰まった事情があった129。 

2回目の穀物禁輸：1975年 7月末、全米港湾労働者組合がソ連向け穀物の船積みを

ボイコットしたことに起因するもので、ソ連向けのみだった。この年は、米国が高

温・干ばつで減産見通しが強まる中、ソ連も不作で米国穀物の大量購入が予想され、

米国の労働者団体ではインフレの再燃を恐れる声が上がった情勢を受け、バッツ農

務長官はソ連向けの輸出商談の停止を 8月に発表。大統領が 9月に米国労組会長と

協議して、米国政府がソ連との間に穀物輸出に関する長期協定を締結すること、対

ソ穀物輸出商談の再開時期を 10 月中旬まで延期することなどを条件に、労組側は

船積み再開で合意し、翌日には国務次官をモスクワに派遣して長期穀物協定の交渉

に入った。この禁輸措置についてはその解除が米ソ長期穀物協定の成立とパッケー

ジになっており、「食料武器論」の文脈でも重要な意味を持つと考えられる130。 

3回目の穀物禁輸：1980年 1月 4日、カーター大統領は全米テレビ放送を通じて対

ソ穀物禁輸を発表。これは前年 12月 24日の、ソ連のアフガニスタン侵攻に対する

報復措置であり、大統領はソ連に即時撤退を要求した。カーター大統領は日頃から

“人権外交”を標榜し、大統領選挙中の 1976年以来、「食料を交渉の武器に使わな

い」方針を堅持してきていたが、この時は「第二次世界大戦後の平和に対する最大

の脅威である」とし、断固として禁輸措置を発動した。彼には、イランでの米国大

使館占拠事件以来の「頼りない大統領」のイメージ払拭の意図とともに、まかり間

違うとキューバ危機と同じく米ソの全面的軍事衝突になりかねないことから報復

に武力を行使することだけは避けなければならなかった事情もあったと見られる。

そしてこの禁輸措置は、米国が外交上の「武器としての穀物」を行使した最初のケ

                                            
128 茅野（2006）pp. 3-13。 
129 大豆輸出の一時的全面停止の発表は輸入国、特に日本に大きなショックを与えた。しかし、大豆の豊

作が確実になった 9月初めに大豆禁輸措置は解除された。ベトナム反戦運動や畜産飼料（大豆）高騰を

背景にしたニクソン大統領の人気回復策との見方も根強い（茅野 2006、pp. 5-8）。 
130 茅野（2006）pp. 8-10。 
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ースとなった。この禁輸措置は、カーター大統領に代わったレーガン大統領が、1981

年 4月に対ソ全面禁輸の解除を発表するまで 1年 3か月余り続けられた131。 

 茅野はこのように米国が発動した 3回に亘る穀物禁輸措置について整理し、

これらを受けて次のような諸点を挙げて穀物武器論は誤りであると論じている。

すなわち、①ソ連という大きな輸出市場を他の輸出国に与え、穀物輸出市場に

おける米国のシェアを急降下させた、②穀物価格を下落させ、農家の収入を減

少させて、農業不況のきっかけを作った、③穀物の流通量を激減させ、エレベ

ーターの施設過剰を招いた、④ソ連だけでなく伝統的な輸入国にまで、米国は

信頼できない供給国だという警戒心を抱かせてしまった、⑤輸入国は、米国か

らの穀物輸入に過度に依存することを避けるため、国内で穀物の増産に走り出

した、というのである。また、対ソ穀物禁輸が誤りであったことは後にレーガ

ン大統領も認め、1982 年の声明の中で、「昨年春、私はカーター前政権の行っ

た対ソ穀物全面禁輸措置を解除した。この措置がソ連のアフガニスタン侵略に

対する制裁として効果的とは認められなかったからである」と述べたことを紹

介している132。 

 「食料武器論」の有効性に疑問を投げかけることについては、上記の茅野の

議論とほぼ同様の議論を、1981年に石川博友が行っている133。石川は、米国政

府が食料戦略を行使できない理由として、①食料は石油と異なり再生産が可能

であり、また世界各国どこでも生産されて食料相互間に代替性があるから短期

的効果しかないこと、②輸出指向の米国農業の構造からみて、穀物輸出の停止

は在庫の増大、国内相場の下落を招き、財政負担の増大ばかりではなく、農民

の反対という政治問題を引き起こす可能性が強いこと、③そして石油輸出国機

構（ＯＰＥＣ）のようなカルテルが存在しないからアウトサイダーによる肩代

り輸出を防止できないこと、そして④直接人命に影響を及ぼすことから、人道

的にも心理的にもマイナスの効果が大きいこと、を挙げている。しかし石川は

更にもっと掘り下げた理由として、⑤米国政府が強大な食料パワーを実質的に

支配していないこと、つまり米国の食料パワーの真の支配者が、世界の穀倉米

国で貯蔵・輸送手段を独占的に支配し、世界にマーケッティングと情報のネッ

トワークを張りめぐらし、国際流通システムを牛耳る穀物メジャーであること

を挙げている。つまり米国政権は、共和党であれ民主党であれ、穀物メジャー

の活動を実質的に規制し、食料パワーを掌握する意図は持っていないと考えて

                                            
131 この禁輸に先立ってカーター大統領は、主要穀物輸出国であるカナダ、アルゼンチンなどにも同調を

求めたが、同意したのはカナダ、オーストラリア、欧州共同体などの先進諸国だけであった。このうち

カナダとオーストラリアは追加輸出にこそ応じなかったが、既契約はキャンセルせず、契約は全て履行

された。他方、アルゼンチンやブラジルは禁輸に同調せず、米国の禁輸分を肩代わりして、逆に対ソ輸

出を拡大した（茅野 2006、pp. 10-13）。 
132 茅野（2006）pp. 13-17。 
133 石川（1981）pp. 189-192。 
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いるのである134。 

 他方、米国の対ソ穀物禁輸が、実は政治的な効果を発揮したという議論もあ

る。森路（1982）は、レーガン政権が対ソ穀物禁輸を解除した際の米国及びソ

連の要人の発言や動きを克明に分析し、当時ソ連は米国の禁輸措置で打撃を被

っていたため首脳が米国に対してその解除を呼びかけ、それに応える形で行わ

れた米ソの秘密協議の結果、米国は穀物禁輸の解除と引き換えに、ソ連からポ

ーランドへの不介入や、エルサルバドルにおけるゲリラ活動の沈静化を勝ち取

ったと指摘している135。 

 以上のように、カーター政権が 1980年に発動し、レーガン政権が 1年 4か月

後に解除した対ソ穀物禁輸は、それが「食料の政治的武器としての使用」とし

て有効であったのか否か、見解が分かれるところである。米国政府の公式発言

としては、たしかに大統領をはじめとして「禁輸は効果がなかった」との趣旨

で統一されているかに見える136 が、森路が論ずるように、禁輸解除にまつわる

取引が「ソ連のポーランド不介入の密約」であるならば、それが公式に明かせ

ないことは容易に推測できる137 。さらに、確かに米国側が禁輸による数々の経

済的損失を被り、禁輸解除の国内的圧力も存在したにせよ、森路が指摘するよ

うに、ソ連側も 2年続きの不作で穀物・飼料が極端に不足していたのは事実で、

1981年 4月にアルゼンチンからの異常ともいえる大量の牛肉輸入協定を結んだ

ことや、同年 4月 25日の禁輸解除声明からわずか数時間後にソ連の担当者が米

国農務省に駆けつけて穀物輸入交渉に入ったことは、ソ連がいかに穀物禁輸の

                                            
134 実際石川は、米誌タイム（1980年 1月 21日号）の「穀物が武器になる」という特集記事を引きつつ、

対ソ禁輸は「戦略」と呼ぶほど用意周到なものではなく、当時のホワイトハウスは穀物については驚く

ほど無知で、少なくともカーター大統領には穀物メジャーと対決し、自由競争と市場体制の国際流通機

構に介入し、実質的に食料パワーを支配し、実効力のある食料戦略を展開しようという意図がなかった

ことは、明白であると述べている（石川 1981、pp. 191-192）。 
135 すなわち、ソ連からの解除の「呼びかけ」は、禁輸から 1年 2 か月後の 1981年 2月 23日にブレジネ

フ書記長が行った演説と、同 2月 27日にチーホノフ首相が行った演説におけるロシアの国内事情への

言及であり、これらに対してすぐさま、レーガン大統領とヘイグ国務長官が「興味深い」、「注目すべき

新機軸がある」と発言し、2か月後の 4月 24日の禁輸解除の発表までの間に、両国間で秘密の交渉が行

われたことを、特に 4月上旬の米ソ政府要人達の慌ただしい動きを追いながら傍証を試みている。森路

によれば、この交渉のポイントは当時民主化運動が激化しソ連が介入を準備していたポーランド情勢

（「ソ連が軍事介入すれば、米ソ関係が重大な結果」：レーガン大統領からブレジネフ書記長に送られた

親書）であり、米国は穀物禁輸の解除と引き換えに、ソ連からポーランドへの不介入や、エルサルバド

ルにおけるゲリラ活動の沈静化を勝ち取ったと論じているのである。そして、それを証拠立てる米国首

脳らの発言として、「アフガニスタン問題もさることながら、現在、より緊迫した問題としてポーラン

ドがある。これに対する見通しがない限り、穀物禁輸解除はできない」（レーガン大統領：81年 3月 3

日、ＣＢＳテレビインタビュー）、「穀物禁輸の解除について、ソ連軍がポーランド内外で待機態勢にあ

る現在、ソ連側に間違った合図を送る恐れがある」（ヘイグ国務長官：禁輸解除反対論者として一貫し

て…）、「もしソ連がポーランドに介入すれば、米国は全面的な対ソ貿易停止措置をとる。その場合、解

除されたばかりの穀物禁輸措置も、疑問の余地なく発動される。これがレーガン大統領の方針でもある」

（ヘイグ国務長官：解除後のＡＰ通信インタビュー）、「（禁輸は）…目的を達したし、今後有用な政策

とは思えない」（ヘイグ国務長官：禁輸解除前日の日本政府宛書簡）。（森路 1982、pp. 3-22） 
136 茅野（2006）p. 17。 
137 森路（1982）p. 22。 
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解除を願望し待ちかねていたかを物語るものであるとも解せよう138。いずれに

せよ、世界の歴史をみても昔から食料は効果的な武器であったので、「武器とし

ての食料」という言葉は目新しいことではない。極めて革命的あるいは反革命

的な要素を持っていた 1980年の「ポーランドの夏」が「プラハの春」にならな

かった大きな理由の一つに対ソ穀物禁輸政策があったとすれば、それは見事な

政策であり、これだけ効果的な「武器としての食料戦略」はそう多く見つける

ことは出来ない、と締めくくっている森路の対ソ穀物禁輸に対する評価139を、

一概に否定し去ることは難しい。 

 

5.2 食料援助の政治的活用 

 上記の政治的な武器としての穀物禁輸に対比して、食料援助を政治的に「活

用」するという例は、かなり一般的に見られると言ってよいであろう。バーバ

ックら（1987）は、食料援助の政治的活用の具体例をいくつか紹介しているの

で、以下にこれらの要点を見ておきたい140。 

 第一の例は、チリにおける食料パワーの利用の例である。チリは、食料援助

がいかに米国の対外政策戦略において中心的役割を演じたかを示す好例である。

1970年、アジェンデ社会主義政権がチリで誕生すると、ホワイトハウスはＣＩ

Ａ及び米国の多国籍企業と組んで、米国の政治的・経済的権益に重大な脅威と

見られるこの政権に対して経済封鎖を開始した。民間及び米国政府による信用

供与がほとんど停止されるともに、ＰＬ480 のタイトルⅠに基づく食料援助信

用も完全に停止された。社会主義政府の再分配政策はチリの労働者の購買力を

高め、これが食料需要の飛躍的増大につながったが、米国によって融資獲得の

道を断たれ、外貨準備がほとんど底をついたアジェンデ政府は、食料輸入が極

めて困難となった。米国産小麦の「現金での」購入さえもがホワイトハウスの

政治的決定によって拒否されたという。 

 そして 1973年にアジェンデ政権が、米国に支持された軍事クーデターによっ

て倒されると、米国国務省は援助の蛇口を全開にし、ピノチェトの臨時政府を

支持する米国は直ちに、ラテンアメリカ最大のＰＬ480 信用受け入れ国に登録

された141。クーデター後の数年間、チリに食料信用が安定的に供与されたこと

                                            
138 森路（1982）pp. 7-10。 
139 森路（1982）p. 22。 
140 バーバックら（1987）pp. 65-71。 
141 アジェンデ政権打倒に際して米国が果たした役割が発覚すると、ピノチェト政権に対する大衆的抗議

が起こり、議会は経済援助・軍事援助の総額を削減しようとした。そこで、他の分野で手を縛られてい

た政府が経済援助の主要な経路をＰＬ480に求めた結果、食料援助信用が急増して、1976年にチリは全

ラテンアメリカに対する食料援助信用の 84％を受け取るまでになった。さらにＰＬ480とは別の、米国

政府高官に自由裁量による支出権限が与えられている、農務省管轄下のＣＣＣの輸出信用販売計画も同

様の目的に使われた。この発動の理由を、当時のバッツ農務長官は“国家安全保障”であると説明して

おり、さらにこれは国務省から“命令が下りた”ものであったという。（バーバックら 1987、pp. 65-67） 
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は、親米独裁政権を存続させるうえで決定的であった。食料信用による食料輸

入面のドル節約は、他の輸入品に充てるドルが自由になることを意味したので、

が臨時政府のひどい外貨不足の緩和に役立った。しかし、チリ国民の大多数は、

タイトルⅠによって政府が入手した食料を買うことは出来なかったという。 

 第二の例は、戦争のための食料とも言うべき例である。東南アジアの共産主

義を封じ込めるために米国が後ろ盾になって起こされた戦争に対する資金援助

に、ＰＬ480、つまり「平和のための食料」計画が利用されたという極めて劇的

な出来事である。すなわち、ベトナム戦争に対する反対が強まり、大規模な援

助計画がますます批判に曝されるにつれて、ＰＬ480 がインドシナにおける米

国同盟国へのドル供給経路として利用されるようになったのである142。 

 そのうえ、ＰＬ480 資金の軍事的利用の可能性を最大にするため、この両国

に対する特例としてドルによる返済の適用除外国とされ、さらにＰＬ480 の見

返り資金を 100％軍事的に使用することが認められた。加えて、ＰＬ480のタイ

トルⅢ「バーター計画」も、議会の詳細な審査から事実上免れる重要な戦争支

援資金の供給経路となった143。 

 しかし、戦争が終わりに近づくにつれ、食料援助を使った国務省の気前の良

いインドシナへの軍事資金供与が露見し、大衆や反戦グループからの抗議・圧

力が高まって、米国議会はついに国連がリストアップしている食料不足「重体

国」に食料援助の 70％を振り向けるよう、ＰＬ480を改正した。南ベトナムも

カンボジアも、このリストには載っておらず、キッシンジャー国務長官は国連

に工作したが拒否された。しかしながら結局、ホワイトハウスは、ＰＬ480 の

予算総額を当初計画の 10億ドルから 16億ドルにあっさり増額することで乗り

切り、インドシナへの援助は絶対額では引き下げずにすんだという。 

 第三の例は、上記のような食料援助の政治利用を防止しようという米国内で

の試みである。ベトナム戦争後、米国が支持する独裁政権の行き過ぎに対する

不満が大きくなり、米国はその対外政策に「人権」という新たな決まり文句を

取り入れた。そして議会も、カーター大統領（ホワイトハウス）も、第三世界

における人権侵害に対して懸念を表明し始めた。議会は食料援助を政治目的に

利用することを制限するいくつかの追加措置を講じたが、これらの措置は大き

な抜け穴を残しており、カーター政権による人権条項の適用は、食料援助計画

が基本的には政治を推し進める道具であるという現実を、いささかも変更する

                                            
142 南ベトナムのチュー政権、カンボジアのロン・ノル政権は食料援助の大規模受け取り国であり、1974

年の米国食料援助信用総額の 4分の 3はこの両国に向けられた。（バーバックら 1987、pp. 67-69） 
143 このタイトルⅢはもともと、米国の余剰農産物と戦略物資を現物交換する仕組みとして創設されたも

のであるが、1960年代半ばまでには、専ら国防総省（ペンタゴン）と国際開発局（ＡＩＤ）の海外活動

への資金供与に使われるようになっていた。バーター計画の予算は 1970年代前半に飛躍的に増大し、

1973年にはもはや食料の余剰が存在しなくなったのに、バーター取引は過去最高、1960年代の 4倍と

いう水準に達していた。（バーバックら 1987、pp. 67-69） 
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ものではなかった144。 

 

 

６．ＦＡＯによるＷＦＰの「実質支配」 

 

6.1 ＷＦＰの設立後 30年の活動145 

 ＷＦＰは、その活動を開始してから30年間で130億ドルを超える援助を、4000

万トン以上の食料を用いて行った。この間にＷＦＰが支援した開発プロジェク

トは 1600を超え、人道援助も 1200回以上の緊急・救援活動を通じて行い、ほ

とんどの開発途上諸国の貧しく食料不安を抱える人々に食料を提供した。また、

ＷＦＰの活動による投資で生み出された仕事や収入は、直接・間接に多くの人々

を潤し、社会資本が建設又は修理され、また多くの人命が救われた。 

 このような過程を通じて、ＷＦＰは国連システムの中で、①開発途上諸国の

貧しい女性を参加させその利益になるような形での開発プロジェクトの最大の

提供者、②開発途上諸国における環境の保護・改善活動に対する無償援助の最

大の提供者、そして、③開発途上諸国における食料及びサービスの最大の購買

者であり南南貿易の主要な支援者、となった。また同時にＷＦＰは、80以上の

国別事務所にスタッフを置き、90 以上の開発途上諸国にサービスを提供する、

最大の世界的食料援助ネットワークを構築した。 

 その後 1990年代に、ＷＦＰによる食料援助は援助の構成と規模、そして世界

全体の食料援助に占めるシェアにおいて劇的な変化を遂げた。すなわち、1980

年代終わりには全体の 3分の 1であった緊急・救援活動の比率が、僅か 5年後

の 1994年では逆転して 3分の 2に急増した。そしてこの緊急支援のうちの大部

分が、自然災害よりは人為災害の被害者に対する提供となった。同時に、ＷＦ

Ｐが行う援助の総量は世界的な食料援助の減少に伴って急減したが、二国間の

食料援助の減少が著しかったことから、世界全体の食料援助のうちのＷＦＰ経

由の比率はむしろ増加した。 

 

                                            
144 例えば 1975年に米国議会は、ＰＬ480タイトルⅠ信用の 4分の 3は、世界銀行が定義した貧困ライン

以下の貧しい国に供与されなければならないという条項を設け、ＰＬ480信用の 25％しか政治目的に使

用できないようにしたが、計画の全体枠の拡大、食料以外の物資への不適用などの抜け穴が残っており、

例えば韓国の朴正煕政権や、フィリピンのマルコス政権はこのような抜け穴を使って支えられた。また、

1977年に議会が試みた大幅な法改正作業においては、国務省は重要な同盟諸国が貧困ラインを超えるか

超えようとしていることを理由に制限緩和を求め、議会は結局貧困ラインを大幅に引き上げて（一人当

たり年間国民総生産 300ドル未満 → 520ドル未満）、エジプトやレバノンなどへの援助を可能にした

（貧困ラインより上位の国は、僅か 33か国となった）。さらに、人権侵害を行っている国には食料を送

ってはいけないという規定については、“人権侵害”政府であっても、食料ないし食料販売代金が貧困

者に直接渡るようにすると約束したなら、それだけで食料援助を受けることができるとしたのである。

（バーバックら 1987、pp. 69-71） 
145 Shaw (2001b) p. 4。 
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6.2 ＷＦＰ設立までのＦＡＯ、国連そして米国の動き 

 前に見たように、ＷＦＰは米国の発意により、ＦＡＯと国連の双方を親とし

て、1961年に設立が決められた。そして最初の 3年間の活動（1963～1965年）

を実験期間とし、1965 年に永続的な機関となったが、その後ＦＡＯとＷＦＰ、

そして米国の三者の間で、ＷＦＰをめぐる「せめぎ合い」が展開されることに

なる。そこでここでは先ず、1961年のＷＦＰ設立決定に先立ち、この三者が食

料援助を巡ってどのように動いていたのかに関して概観し146、その後に設立後

の展開をみていくこととしたい。 

 

【ＦＡＯ】 

 まずＦＡＯであるが、ＦＡＯはその 1945年の創立以来、繰り返しさまざまな

形で、世界的な食料安全保障の仕組みや、余剰農産物を開発途上諸国に対して

積極的に利用することによる開発や緊急事態の救援といったことを唱道してき

たが、これらは実現しなかった147。しかしながら、ＦＡＯ事務局は 1950年代を

通じて、このような諸課題に関して将来の発展を期した諸研究を続け、そのう

ち 3つの研究成果が 1961年のＷＦＰの設立に繋がっていった148。 

 ショーによれば、これらの課題についてＦＡＯの理事会や総会は多くの決議

を採択し、実際の行動を求めてそれらを国連の経済社会理事会や国連総会に送

付したが、行動は何ら起こされなかった。その主な理由は、主として先進諸国

の政府が、国のイニシアティブや制御する能力を弱めてしまうような措置を認

めたがらなかったからである。この時までは、国際世論は多国間の取組として、

助言や情報分野は認めても、実際の行動を認めることには反対だったのである
149。 

しかし、1960 年になってこの空気は変わった。国連総会は 10 月、ＦＡＯの

飢餓解放キャンペーン（Freedom from Hunger Campaign: ＦＦＨＣ）の関連

で、「国連システムを通ずる余剰食料の食料不足の人々への提供」（Resolution 

                                            
146 Shaw (2001b) pp. 19-36。 
147 例えば、創立まもなく 1946年の「世界食糧局」（World Food Board）提案や、「国際商品精算所」

（International Commodity Clearing House: ICCH）提案などがある。しかしこれらは、主要な先進

諸国が中央統制的・多国間の世界的食料管理の枠組みに断固として反対したため、実現しなかった

（Shaw 2001b p. 20）。 
148 第一は、「「ＦＡＯ余剰処理原則」の策定（1954年）であり、米国の余剰食料の増大に対応するため、

法的拘束力のない「原則」と、「協議義務」が定められており、全てのＷＦＰの活動の基本をなしてい

る。余剰処理問題を監視するため、ワシントンに「余剰処理小委員会」（ＦＡＯ商品問題委員会の下部

機関）が置かれている。第二は、経済発展の財源としての余剰食料の活用に関する研究（1955年であり、

後にＷＦＰが採用した食料援助活用における「プロジェクト・アプローチ」の基礎となったものである。

そして第三は、国際緊急食料備蓄の設立提案に結びついた研究（1953年、1956年、1958年）であり、

開発途上諸国で国の食料備蓄を持っているところは少ないことから、緊急事態に迅速に対応するため国

際備蓄が必要と考えられた（Shaw 2001b pp. 20-21）。 
149 Shaw （2001b） pp. 21-22。 
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1496 (XV)）という決議を採択し、ＦＡＯに対してこのための具体策の研究と

提案の提出を求めたのである。ＦＡＯのセン事務局長は、早速ハイレベルの独

立専門家グループを組織し、その議長にハンス・シンガーを据えた。この時期

はケインズ主義が最高潮であり、完全雇用、政府による需要の管理、そして福

祉国家が合い言葉であった。したがってこの研究報告が強いケインズ主義の色

彩を有したのは当然の如くであった。つまり余剰問題は生産の削減によってで

はなく、需要の拡大によって対処するということであり、そのために使われる

べき資源は既に余剰食料の形で存在していて、それを開発途上国の人々の自

助・自立を促し需要拡大に帰着するような援助に使うべきというものであった。

かくして、余剰食料を、厄介者ではなく開発途上諸国の経済発展のために、一

種の「福音」として活用するとのアイディアが生まれたのである。そして食料

援助を追加的な資金供給や技術援助と結びつけるためには、ＦＡＯは国連や世

界銀行（ＩＢＲＤ、ＩＤＡ）、そして後にＵＮＤＰに発展することとなる国連特

別基金（United Nations Special Fund: ＵＮＳＦ）及び拡大援助計画

（Expanded Technical Assistance Programme: ＥＴＡＰ）などと密接な協働

を考慮すべきであるとした150。 

 

【国連】 

 ニューヨークの国連は、ＷＦＰの設立に影響を及ぼした多くのイニシアティ

ブを持っていたが、最も重要なものは、国連特別経済開発基金（UN Special 

Fund for Economic Development: ＳＵＮＦＥＤ）と、ケネディ大統領の提案

になる「国連開発の十年」（1960年代）であった。 

 ＳＵＮＦＥＤは、1950 年代を通じて国連に設立が構想され交渉された「緩や

かな貸付け条件の借款（soft lending＝ソフトローン）」であり、ハンス・シン

ガーもＳＵＮＦＥＤの資金を米国の余剰食料処理プログラム（ＰＬ480）で賄う

ことに大いに関心を持ったと述べているほど食料援助と関連が深い。ソフトロ

ーンのＳＵＮＦＥＤは結局、米国の反対によって実現しなかったが、この提案

は後に世界銀行（ＩＢＲＤ）の国際開発協会（ＩＤＡ）によって実現した。シ

ョーはこの理由を、国連の 1 国 1 票のシステムとは異なり、世界銀行が資金貢

献度に基づく投票制度を有していて米国が最優位に立てたためと解説している。

一方食料援助については 1960年、国連総長ハマーショルドの下でシンガーが、

                                            
150 具体的な使い方として、このＦＡＯの研究報告は、生計基金（A subsistence fund）、経済発展のため

の食料援助（Food aid for economic development）、国家食料備蓄（National food reserves）、国際緊

急食料備蓄（An international emergency food reserve）、社会開発のための食料援助（Food aid for 

social development）などを提示し、また食料援助全体についてはその主要なルートが引き続き二国間

であるにせよ、それらも含めて国際的な枠組みの下に置くことで各国の開発における整合性を確保すべ

きとの考えを示した（Shaw 2001b pp. 22-25）。 
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ＩＢＲＤが開発プロジェクトのための食料援助に責任を持つという内容で提案

を書いているが、当時のブラックＩＢＲＤ総裁の下でこれは却下された。結局

このような経過から、多国間のソフトローンは世界銀行、食料援助は国連傘下

のＷＦＰという仕分けになったのである。この決着についてショーは、一つに

は食料援助が第二級の資源であると見なされたこと、そして二つには世界銀行

がソフトローンを勝ち取った代償として、食料援助が国連に対して「残念賞」

として与えられたのだと解説している。「国連開発の十年」151は、新たにＷＦ

Ｐを設立するという問題に対しても追い風となった。実際、実験ベースでＷＦ

Ｐを設立するという決定がなされた後の 1962年の国連文書には、ＷＦＰの役割

として、緊急事態への対応と開発プロジェクトの支援が挙げられている152。 

 

【米国】 

 米国は、そもそもその極めて高い農業生産力を背景にその農産品を世界に供

給してきたが、国内農業への政策的支持もあって、絶えず農産物の過剰問題と

向き合ってきた歴史がある。農産物の余剰処理としての食料援助が戦後本格的

に制度化されたのは、1954年のＰＬ480（農産物貿易促進援助法、Agricultural 

Trade Development and Assistance Act of 1954）からであった。このＰＬ480

の下で米国の食料援助は急増したが、同時にこれに対する批判も高まった。政

治家としてこの批判をリードしたのは、ハンフリー上院議員（ミネソタ）とマ

クガバン（のち上院議員、サウスダコタ）であり、大改革を提唱して「平和の

ための食料」計画を導いていった153。実際、ＰＬ480 を「平和のための食料」

という名で呼んだのは 1961 年のケネディ大統領であり154、新たな改正によっ

てこの法律の焦点は余剰農産物の処理から、人道的ニーズや増大する食料危機

への需要に応えるためのものに転換された。さらに 1966年には「平和のための

食料法」155が成立し、ＰＬ480 食料援助計画の基本構造を変更して重点を明確

に人道支援に置くこととなり、さらにその政策メッセージも、余剰処理から世

界の食料ニーズに応えるための輸出用食料の計画的生産に移行した156。 

 米国の食料援助の消し難い特徴は、開発途上諸国に対する人道的あるいは開

発のニーズに応えるという表の側面に、もう一つ、米国国内農業と政治と商業

                                            
151 ケネディ大統領が 1961年 9月の国連総会で行った提案によって 1960年代をこのように決めたもので

あり、開発途上諸国の政治的主権の尊重や自決、貧困対応、資本や技術の自由な共有などを目指してい

た（Shaw 2001b p. 28）。 
152 Shaw （2001b）pp. 27-29。 
153 Shaw （2001b）pp. 31-32。Singer ら（1987）pp. 22-23。 
154 ケネディ大統領は、「食料は強さであり、食料は平和であり、そして食料は自由である。食料は世界中

の人々を助けるのであり、我々はその人々の我々に対する好感と友情を欲するのである」と語っている

（http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=74154）。 
155 The Food for Peace Act of 1966, P. L. 89-808。 
156 http:// www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=28025。 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=28025
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の三者間で共有される自己利益という裏の側面が、密接に伴っていることであ

る。すなわち米国農産物市場の開発と、望ましくない米国の余剰農産物の処理

という、2 つの目的が伴うのである。このような事情があるので、ＰＬ480 は

その政策としての高い人気と表裏の関係として、米国の援助政策の中で最も批

判や議論の多いものでもあった。繰り返し問われた一つの問題は、「誰が誰を助

けているのか」ということであった。すなわち、援助食料の量が食料の在庫や

価格によって条件付けられているために、援助がもっとも必要とされていない

時に援助食料が多く、最も必要とされている時に援助食料が少ないという矛盾

を常に抱えていた。別の問題は、食料援助が伝統的に米国国民一般や特に農業

関係者に強く支持されていた一方で、資金援助は納税者には好ましくないとい

う政治的支持のねじれがあったことから、食料援助は常に一般の途上国援助と

は別の農業の議論の場で、また別の論理で動かされていたことである。当然の

ように、このような構造からは途上国への援助方針に齟齬が生じ、援助を受け

る開発途上諸国の側からも、食料援助の意味するものが何かよく分からないな

どの問題が提起されていた157。 

 ショーは、1960年代の始まりまでの食料援助を巡る議論を、次のように整理

している。まず、食料援助のプラス面として、①貧しく空腹の人々の問題に対

処する上での特別の有利性、②労働集約的プロジェクトを通じてインフレを起

こすことなく雇用を創出する優れた能力、③食料供給のタイミングが正しけれ

ば期待できる生産者・消費者価格の安定、④ドナー諸国において政治家や一般

国民の間で得られやすい強い支持による援助資源の獲得の容易さ、を挙げてい

る。次に食料援助のマイナス面として、①援助受け入れ国において、食料価格

の下落、政府の政策の混乱、さらに貿易の攪乱を通じて生み出される国内農業

生産増加へのインセンティブの低下、②食料依存シンドロームの発生、③食料

援助の動機を生み出したドナー諸国における政治的・商業的な力、そして、④

二重に「ひも」の付いた援助資源158であることから来る資金援助との比較上の

劣後性、を挙げている159。 

 

 

 

                                            
157 米国関係者による食料援助の趣旨の説明からして、「米国から食料不足国への気前の良いギフト」であ

ったり、「開発途上国同士が獲得を争う稀少な資源」であったり、「受益国の政治・経済・社会政策を誘

導する道具」であったりしたのである。開発途上諸国から見た米国の顔は、「温かい心の人道主義者と、

仕事熱心なセールスマンと、こわもての交渉者の混合」（セン、1960 年）であったという。（Shaw 2001b 

pp. 19-36）。 
158 文脈からみて、この意味は、第一に米国における余剰農産物の有無に左右されること、第二に米国の

農業コミュニティの意向に左右されることを指すと考えられる（Shaw 2001b pp. 32-33）。 
159 Shaw 2001b p. 35。 
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6.3 ＦＡＯによる「実質支配」 

 

【ＷＦＰのＦＡＯとの制度的関係】 

 創立当初のＷＦＰの憲章は国連システムの中でも最も複雑なものの一つであ

った。ショーはこれを乗り越えて実施機関としての機能を満足なものに改善す

るためにほぼ 10年の歳月と多大の労苦が必要であったとし、またその過程で国

連専門機関、すなわちＦＡＯの長の権力が国際コミュニティによってコントロ

ールできないという国連の否定的側面が露わになったとしている160。 

 ＷＦＰの当初の憲章のユニークな面の第一は、ＷＦＰの実験的活動のプログ

ラムについてニューヨークの国連とローマのＦＡＯという、2 つの「親機関」

の同意が必要であったことである。このような規定ができた背景には、ＷＦＰ

の諸活動が両方の親機関のマンデートに含まれていると見られたことがある161。

ＷＦＰがこのような共同計画として設立された動機は複雑である。そのうちの

一つは、新しい機関のドナー諸国へのアピール、特に北米のドナー諸国が、ロ

ーマのＦＡＯよりはニューヨークの国連における意思決定の方により大きな影

響力を有していると考えていたことへの対応である。もう一つは、国連のウ・

タント事務総長が発言したように、この新しい機関は、ＷＦＰの設立直前の

1961年に発足した「国連開発の十年」の文脈もあって、国連システムの協力と

国際コミュニティの団結の象徴ともなっていたことであった162。さらにＷＦＰ

が共同運営になった背景の一つには、新たなＷＦＰのプログラムによって、国

連とＦＡＯの業務の双方の機関に、相当量の追加的サポート資金・資源がもた

らされるだろうという思惑もあった。このために両機関ともＷＦＰを自らのも

のとしたがって譲らず、その妥協として、ＷＦＰは両機関の共同運営という形

にされた。ＷＦＰの憲章に書き込まれたチェック・アンド・バランスの規定は、

この巣立ち前のプログラムに対してどちらの親機関も覇権を持たないように保

証するため置かれたものである163。さらに人事に関しては、ＷＦＰの事務局長

                                            
160 Shaw（2001b）p. 205。  
161 国連は「経済及び社会開発という一般的な分野」において機能する一方、ＦＡＯは「栄養の改善及び

食料生産・流通の改善」の分野に特別の責任を持つとされていた（Shaw 2001b、p. 205）。 
162 1961年のＦＡＯ総会においては一部に、ＦＡＯのみがＷＦＰのプログラムを指揮監督し、国連とは「必

要に応じて」協力すべきとの意見も表明された。しかしＦＡＯ事務局長のセンは、食料の余剰が農村の

開発や福祉に貢献し得るものであるとしてもなお、経済成長の加速のためには、農業開発の計画は国の

経済開発全体の計画の中の一部でなければならないと発言し、結局、ＦＡＯ総会においても国連とＦＡ

ＯによるＷＦＰの共同運営が全会一致で採択された（Shaw 2001b、pp. 205-206）。 
163 例えば、①ＷＦＰの管理主体（governing body）の 24人のメンバーの半数は国連のＥＣＯＳＯＣ、残

りの半数はＦＡＯ理事会から選出され、②ＷＦＰの活動報告は毎年、ＥＣＯＳＯＣとＦＡＯ理事会の双

方に対して行われ、③ＷＦＰの管理主体の会議の議題案はＷＦＰの事務局長が国連事務総長とＦＡＯ事

務局長の双方と協議の上で作成された。また、ＷＦＰの運営を行うための事務局（ＵＮ／ＦＡＯ合同運

営ユニット）はローマのＦＡＯ本部内に置かれたが、その性格は国連とＦＡＯのどちらかに排他的に属

するものではないことを、当時のセンＦＡＯ事務局長が国連のウ・タント事務総長にレター（1962年 6

月 20日）で書き送っている（Shaw 2001b、pp. 206-207）。 
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は、ＷＦＰの管理主体と協議のうえで、国連事務総長とＦＡＯ事務局長の双方

によって指名され、ＷＦＰの幹部職員は、国連事務総長とＦＡＯ事務局長の同

意取り付けの上で、ＷＦＰの事務局長によって選ばれた。ＷＦＰの事務局は自

己充足的なものとしては作られず、むしろその技術面・財政面・行政面で他の

機関に依存するように作られた。ＷＦＰの設立者達はこの機関を、独立の専門

機関としてではなく、この実験が成功しなかった場合には容易に解体できるよ

うなものとして作るように、強い決意を持っていたのである164。 

 以上のような複雑な憲章は、この機関の将来が不確定な 3年間の実験プログ

ラムの時は適切なものだったかもしれないが、ＷＦＰがその規模においても重

要性においても成長していくにつれ、むしろ制約要因あるいは障害にさえなっ

ていった。ショーは、このＷＦＰの当初の憲章の複雑さを是正するチャンスが、

少なくとも 2 回あったと述べている。その第 1 回目は、1965 年 12 月、ＷＦＰ

の実験期間が終了して正式に永続的機関になった時である。また第 2 回目は

1974 年の世界食糧会議の後、ＷＦＰの当初の管理主体であった政府間委員会

（Intergovernmental Committee: ＩＧＣ）が、食料援助政策・計画委員会

（Committee on Food Aid Policies and Programmes: ＣＦＡ）に改組され、

メンバーが 30（半分がＥＣＯＳＯＣ、半分がＦＡＯ理事会による選出）となっ

た時である。しかしこの後者の時にも、委員会の機能は大幅に拡充されたが、

ＷＦＰの憲章に更に複雑さを加えただけで、例えばＣＦＡが持つとされた 2つ

の機能、すなわち、①ＷＦＰの監督者と、②全ての食料援助政策・計画につい

ての議論と詳細な検討の場という 2つの機能が、どのように相互に関係しなが

ら運営されるのかについても、明らかにされなかった165。そして結局、この 2

回とも当初の憲章の基本的構造には手が付けられずに終わった166。 

 

【ＦＡＯのＷＦＰへの介入と関係機関間の摩擦】 

 ＷＦＰの最初の事務局長であったオランダ出身のボーマは 1967 年にＦＡＯ

事務局長となり、彼はＦＡＯとＷＦＰの間の強い協力関係を促進した。しかし、

ボーマの任期が終了して新しいＦＡＯ事務局長を選出することになったとき、

緊張が起こった。ボーマの推薦はＷＦＰの第 2代事務局長であったエルサルバ

ドル出身のアキノであり、彼はボーマの路線を引き継ごうとしたが、これに対

                                            
164 Shaw（2001b）p. 208。 
165 これに関しては当時 2つの異なる見解があった。一つ目は、ＷＦＰの事務局長のオフィスに特別ユニ

ットを設け、ＣＦＡが食料援助に関する幅広い機能を発揮するように事務局長を助けるべきというもの、

二つ目は、拡大された食料援助全般に関する議論の場としての仕事はむしろ食料援助実施機関であるＷ

ＦＰには属さないもので、ＷＦＰのそれまでの良い評価を危うくするものであり、これらはＦＡＯなど

他の機関が担うべきとの意見であった。そして結局後者の意見が優勢となったため、全ての食料援助に

関する事項についてＣＦＡに貢献する仕事の責任はＦＡＯに譲られた（Shaw 2001b、pp. 210-211）。 
166 Shaw（2001b）pp. 210-211。 
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抗したのがレバノン出身でそれまで約 10年に亘ってＦＡＯの土地・水開発部門

の長を務めたサウマであった。結局この選挙はサウマの勝利に終わり、アキノ

はＷＦＰの事務局長を辞任した。アキノはＷＦＰでの最後の幹部会で、ＷＦＰ

は一層の自立性を獲得すべきことを強調した167。 

 サウマは、ＦＡＯ事務局長就任の直後から、友好的で協力的なボーマのスタ

イルとは大きく異なる、より攻撃的なスタイルを発揮した168。彼は並ぶものの

ない立場を確立し、それが故にまたドナー諸国に敵を作り開発途上世界からの

支持を勝ち得た。そしてこの戦略は、彼の事務局長再選への運動に大きく貢献

し、18 年（1976 年～1993 年）にわたるＦＡＯでは空前の長期政権をもたらし

た169。 

 1976 年にアキノが去ってから 1982 年にジェームズ・イングラムが事務局長

に就任するまでの 6年間、ＷＦＰのリーダーシップは流動的な状況に置かれた
170。この期間、ＦＡＯ事務局長のサウマはその権力を駆使して、ＷＦＰに強力

な事務局長が出現することを妨げた。彼の手法は、ＷＦＰの高級幹部の指名を、

直接に彼のお蔭でなされたと本人達に明確に誇示しつつ暫定的な雇用に保って

おき、彼らが完全に自分に忠誠を尽くすように仕向けるというものであった。

そしてこのサウマの戦術はローマに限らず国際社会でよく知られたものであっ

たが、それを誰も止めようとはしなかったという。こうしてサウマは、1982年、

ＷＦＰにイングラム事務局長が誕生するまで、ＷＦＰをこの管理スタイルの下

で「ＦＡＯの一部」として実質的に支配し続けた171。 

 ＷＦＰをめぐる摩擦が生じたもう一つの原因は、国連とＦＡＯとの間、そし

て両組織の長の間に生まれた不平等な連携で、このような不均衡は、そもそも

                                            
167 アキノの 1976年、ＷＦＰ幹部会における発言は、「ＷＦＰは現在までの活動を通じ、その財政的資源

や人事政策の日々の運営において、政府間組織による財政管理や一般的監督の下、これまでより大きな

自律性を発揮する権利を獲得したと信じている。もちろん、ＷＦＰは国連とＦＡＯの共同プログラムで

あり続け、またサブスタンスの事項について 2つの親機関との最も密接な連携を維持して行くべきでは

ある。しかしながら、私はこの会議に対してはっきりと申し上げる必要があると感じている・・・つま

り、ＷＦＰの諸規則は、もはや実験段階ではなくなった事業実施機関に求められる効率的なマネジメン

トを実現するように、改定される必要がある」というものであった（Shaw 2001b、p. 211）。 
168 彼のリーダーシップについては、「多くの人々から、如何なる手段を使っても事務局長に居座り、個人

的名声を得ることに夢中になり、権力に向けて自己中心的」と評価されたともいわれている（Abbott 

1992）。 
169 Shaw（2001b）pp. 211-212。 
170 Shaw（2001b）p. 212。 
171 アキノの次のトーマス・ロビンソンは米国人で、ＷＦＰの事務局次長からサウマによって暫定的な事

務局長に引き上げられ、彼のキャリアの最後の数か月だけ正式の事務局長を務めた。その次は、カナダ

の小麦ボードの長であったガーソン・ヴォーゲルだったが、彼は既にキャリアの終わりに近く、かつ病

身で、サウマの攻撃的なリーダーシップに大人しく従い、3年後、執務中に亡くなった。その次も事務

局次長のベルナルド・ブリトーが暫定で事務局長になった。彼は元々サウマを強く支持していたブラジ

ルのＦＡＯ代表であり、サウマがＷＦＰに次長として送り込んだ人物で、事務局長の地位は単なる形式

に過ぎなかった。そしてサウマは、ブリトーを数か月待たせた末に今度は別の人間をＷＦＰ事務局長に

推薦する意図を表明し、ブリトーは翌日には辞任した。次にサウマは、自分の特別アシスタントであっ

たウルグァイのフアン・イリアットを暫定事務局長に指名した（Shaw 2001b p. 212）。 
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最初から存在した。ＷＦＰ設立の前提となる概念形成の知的な仕事はＦＡＯ及

びその事務局長がリードしたものであるし、ＷＦＰのトップ人事に関しても国

連とＦＡＯが平等との前提にもかかわらず実際のイニシアティブを持ったのは

ＦＡＯ事務局長であった。更に、ＷＦＰの管理主体の会合はローマ、しかもＦ

ＡＯ本部内で開催されたので、ＦＡＯ事務局長はニューヨークに居て他事にも

忙しい国連事務総長と比べると、何かにつけて影響力を行使しやすかった。そ

してサウマのＦＡＯ事務局長就任後は、この近接の有利性がさらに強力に活用

された。彼はＷＦＰの政策ペーパーやその管理主体で採択が予定されるドラフ

トの全てに事前に目を通すことを強硬に主張したし、ＷＦＰの管理主体の会合

では彼の選んだ開発途上国代表に彼の代理・代弁をさせた。その報奨はＦＡＯ

の幹部ポストであり、逆に彼の意に染まないことが起これば、当該国のＦＡＯ

代表を辞めさせるように本国に要請した。サウマのこのようなやり口はよく知

られていたが、彼の長期政権の間はずっと継続した。そして最後には、これが

余りにも露骨になったために、ＷＦＰへの主要ドナー諸国がＷＦＰ憲章の根本

的な変更を主張し始め、さもなければＷＦＰへの支持を続けることはできない

との意思を表明するに至るのである172。 

 

 

７．米国によるＷＦＰの「奪還」 

 

7.1 ＷＦＰ独立に向けて 

 ＷＦＰ独立に向けた機が熟したのは 1982年、ジェームズ・イングラムが事務

局長になった時だった。米国やカナダもこのポストに関心を示していた中、サ

ウマはオーストラリアのＦＡＯへの継続した支持に対して何がしか恩義に感ず

るところがあった。加えて、他のドナー諸国がＦＡＯへの財政的な貢献を渋り、

減じてＦＡＯの財政危機が現前する中、オーストラリア人をＷＦＰ事務局長に

選ぶことが少なくとも北米や欧州からの候補者を選ぶよりも、サウマにとって

リスクの少ない道であった173。 

                                            
172 このような対立の最初のテストケースは、1978年の国際緊急食料備蓄（International Emergency 

Food Reserve: IEFR）をめぐる議論であった。このファシリティを承認した国連総会の決議は明示的に、

この備蓄のための資源は「ＷＦＰの管理の下に置かれるべき（should be placed at the disposal of WFP）」

とされ、ＷＦＰの事務局はこのＩＥＦＲの利用に関する承認権限は論理的にＷＦＰが持つと考えた。し

かしサウマはこれに反対し、財源の出所に関わらずＷＦＰの行う緊急援助の承認権限は彼のみが持つの

だと主張したのである。その結果、ＩＥＦＲについても従来どおりの手続きが適用されることになった。

これを受けてドナー諸国は、この備蓄に集まるであろう従来よりはるかに大きな資源がＦＡＯ事務局長

の自由になることを嫌ったので、緊急食料備蓄への拠出は予想されたよりもはるかに小さなものに留ま

った。サウマはさらに、ＩＥＦＲを法的拘束力のあるものに変更しようとも試みたが、これも主要ドナ

ー諸国に受け入れられるものではなかった（Shaw 2001b pp. 212-214）。 
173 Shaw（2001b）p. 214。 
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 しかしイングラムは自国の高級外交官で多くの国連組織への代表を務め、ま

たオーストラリア国際開発援助局（Australia’s International Development 

Assistance Bureau: ＡＩＤＡＢ）のトップでもあったので、既に各国の政府関

係者や開発援助関係者のことは十分承知しており、また国連システムがどのよ

うに運営されているかも良く知っていた。そして、オーストラリア出身の最初

の国連機関の長となった彼は、ＷＦＰが機能するように変えなければならない

という強い義務感を持って着任したのである。そしてイングラムはすぐに、自

分の行動がＷＦＰ憲章の文言ではなく、ＦＡＯの事務局長がその憲章をどのよ

うに解釈するかによって縛られていることを見出す。彼の 10年にわたる在任期

間中、彼はそのほとんどの時間をＷＦＰがそのマンデートを実行するのに必要

な機関としての自由を追求することに費やした。具体的には、イングラムは次

のように、ＷＦＰ事務局長の権限と責任に関する法的根拠の確認、政策面での

ＷＦＰの役割の確認、そして人事問題についてのＷＦＰの状況に対する改革の

必要性について、次々と対応していった174。 

 明らかにすべき第一の問題は、ＷＦＰ事務局長の権限と責任、そしてＦＡＯ

との関係に関するＷＦＰ憲章の中の法的根拠であった。彼はこれについて、国

連の中で法的見解を求めた。そしてその結果は、ＦＡＯに権限のある緊急食料

援助の要請以外の事項については、ＷＦＰはＦＡＯの下部にある実施機関では

ないというものであった。それどころか、ＷＦＰは 2つの親機関の平等な共同

計画であり、ＷＦＰの管理主体の承認があればＷＦＰはその資源の配分につい

て自律的な決定権限を持つとされたのである。そして重要なことは、この判断

の中で、ＦＡＯがＷＦＰに対して提供するサービスはＷＦＰがその任務を果た

すことを助けるためであって、ＷＦＰの活動をコントロールする権限を与える

ものと解釈されるべきではないとされたことであった175。 

 上記の国連の法的見解を得た後、イングラムが早速取り組んだ第二の問題は、

ＣＦＡ（食料援助政策・計画委員会）に政策文書を提出する際のＷＦＰの役割

についてであった。それまでに出来上がっていた慣行では、全ての政策文書は

ＦＡＯが、又はＦＡＯとの協力によって作られ、ＦＡＯ事務局長の承認を得て

から提出するというものであった。イングラムは 1984年、ＦＡＯ事務局長に見

せないままＣＦＡに 3つの政策文書を提出して、この歴史的慣行に挑戦した176。

長い議論の末、ＣＦＡは、「今後の委員会会合においては、基本文書に沿った適

切な協議の後にＷＦＰ事務局長によって、各議題について一組の文書のみが提

                                            
174 Shaw（2001b）pp. 214-215。 
175 Shaw（2001b）p. 215。 
176 これに対し、サウマの対応は、同じ問題についての政策文書を同委員会に提出するというものであっ

た。イングラムは、ＷＦＰの一般規則に照らせば、特別の事項以外の一般的政策文書についてＦＡＯに

事前協議する必要はないと主張した。 
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出されることが望ましい」と結論付けた177。 

 第三の問題である人事に関してイングラムは、ＷＦＰの組織としての自由を

追求する上での予期せぬ同盟者を得る。国連の合同査察団（Joint Inspection 

Unit）の査察官、モーリス・ベルトランが彼自身のイニシアティブで、ＷＦＰ

における人事問題の状況について極めて批判的な報告を作成したのである。そ

して彼は、その改善は現状の法的枠組みの下ではまず実現不可能と結論付けた

のである178。 

 ＦＡＯ事務局長はこの合同査察団のレポートの方向や分析や結論を受け入れ

なかった。そして国連とＦＡＯのトップは、国連、ＦＡＯ及びＷＦＰの関係に

まつわる問題は人事のみではないため、全ての側面について、「国連・ＦＡＯ特

別タスクフォース」が詳細なレビューを行うべきであると提案した。ＣＦＡは

このタスクフォース設立を歓迎し、ＷＦＰはその全ての局面で参加すべきであ

ると表明した。このレビューの結果、「ＷＦＰが独立した機関になることには疑

問の余地がなく、ＷＦＰの国連及びＦＡＯとの基本的関係は保全され、改善さ

れるべき」という合意が得られた。この報告書は、1985年 5月にＣＦＡに提出

され、国連及びＦＡＯのトップは、「人事及び運営に関する変更又は調整の必要

を認識し、新たな規則は貴ＷＦＰ事務局長に対し、ＷＦＰに関して、これまで

のどの事務局長よりも大きな柔軟性と管理権限を与える」と述べ、財政、監査、

人事、そして運営やサービスといった多くの機能について、その責任をＦＡＯ

からＷＦＰに移すように勧告している。しかしながら、このような機能の移転

も、問題の生じている多くの分野を含まなかった179。このため主要ドナー諸国

は、特別タスクフォース報告書の実施の進展を見ながら、彼らのＷＦＰへの拠

出の是非を判断するという姿勢を採ったのである180。 

なお、ＷＦＰがＦＡＯから独立する上では、ＷＦＰ本部設置に関するイタリ

ア政府との関係が大きな争点になった。設立当初、ＦＡＯに間借りしながらＦ

ＡＯがイタリア政府から得ていたような本部施設提供の特典がなかったＷＦＰ

は、その業務拡大とともに追加コストがかさんだ。このためＷＦＰとイタリア

政府の本部設置契約の必要性が提起され、イタリア政府も国有施設提供の意図

を示唆し 1988年にＷＦＰ、国連、ＦＡＯの三者とイタリア政府の間の調整で合

                                            
177 Shaw（2001b）p. 215。 
178 ベルトランは、ＷＦＰの憲章の構造は時代遅れであり「合理的でも機能的でもない」と断じて、ＵＮ

ＤＰやＵＮＩＣＥＦのような他の国連諸機関のようなやり方が望ましいとした（Shaw 2001b pp. 

215-216）。 
179 ＷＦＰの管理主体における議論においても、この報告がＦＡＯとＷＦＰ両機関の事務局長間の緊張関

係を終わりにすることを期待しつつ、主要ドナー諸国はＷＦＰの管理主体の役割に関してなお問題があ

り、ＵＮＤＰとその上位機関の関係、あるいはＥＣＯＳＯＣと国連事務総長の関係のようになるべきと

考えていた（Shaw 2001b, pp. 216-217）。 
180 Shaw（2001b）pp. 216-217。 
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意が成立しそうになったとき、ＦＡＯ事務局長がこれを受け入れなかったとい

う問題があり、その後、調整難航の上、1991年にようやくＷＦＰの本部契約が

署名されたのである181。 

 

7.2 ＷＦＰ一般規則の改正 

 ＷＦＰ事務局長への新しい権限の付与によって、ＦＡＯとＷＦＰの間に起こ

っていた争い事は、ＷＦＰの基本となる憲章の改正なしでも解決されることが

期待された。つまり、ＷＦＰが独立機関の立場を獲得せずとも、権力闘争が終

わったかに見えた。しかし実際はそうではなく、緊張の緩和はただ一時的なも

ので、2 つの機関の間の問題の根本解決というよりは、よりＦＡＯにおける選

挙がらみの政治にまつわるものに過ぎなかった182。 

 イングラムが 2期目 5年任期のＷＦＰ事務局長に選出されたのは、ＦＡＯと

ＷＦＰの間の緊張が緩んだ、このような時期であった。ＷＦＰ憲章では、事務

局長の指名は、ＣＦＡに協議した上で国連事務総長とＦＡＯ事務局長が共同し

て行うこととされていたが、このときサウマは自ら積極的にイングラムの再指

名には言及しなかったが、ＣＦＡによるイングラム再指名支持の表明と、これ

に対する国連事務総長の支持を受けて、イングラムの再指名を発表したのであ

る183。 

                                            
181 ＷＦＰの設立が当初、3年間に限定した実験的なものであったことで、ＷＦＰはＦＡＯが享受してい

るような特典、つまりＦＡＯ誘致における米国との競争の中で与えられたイタリア政府による本部施設

提供の特典が、ＷＦＰは受けられなかった。本部はローマに置くとの一般規則により、ＷＦＰはＦＡＯ

の施設の中でその占有スペースに従いＦＡＯに対して家賃を払っていたが、その規模が拡大するにつれ

一部を遠くの別の建物に移さざるを得なくなり、追加的コストがかさんだので、ＷＦＰとイタリア政府

の間の本部設置契約の必要性が提起されるようになった。1987年 4月、イタリア政府は国有施設をＷＦ

Ｐのために永久的に提供する意図を示唆したが、イタリアの法律上これが可能になるのはＷＦＰの親機

関である国連及びＦＡＯとの間の本部設置契約が完了するという条件があった。そこでＦＡＯの法務部

局がＷＦＰの本部計画案を起草し、国連の法務部局の了解を取り、イタリア政府との交渉・調整を経て

1988年に三者間で合意が成立しそうになったとき、ＦＡＯ事務局長がこれを受け入れなかった。その理

由の第一はイタリア政府との間で話し合えば解決しそうなセキュリティ問題、第二は国連、ＦＡＯ、Ｗ

ＦＰの三者の関係にこの本部契約が影響を及ぼすことをＦＡＯ事務局長が懸念したためであった。その

後、1990年 10月にイタリア政府は、ＷＦＰの本部契約が完了するまでその賃貸料をＷＦＰに償還する

という措置をとり、最初の草案からほぼ 4年が経過した 1991年 3月に、最終的にＷＦＰの本部契約が

署名の運びとなった（Shaw 2001b, pp. 218-219）。 
182 Shaw（2001b）p. 219。 
183 1986年 10月のＣＦＡ会合は、イングラムの 1期目の任期中の最後のものであったが、その議題には

次期事務局長の指名に関する件は載せられていなかった。ＷＦＰ憲章では、事務局長の指名は、ＣＦＡ

に協議した上で、国連事務総長とＦＡＯ事務局長が共同して行うこととされていた。この会合の冒頭演

説では、サウマＦＡＯ事務局長も国連事務総長代理もともにイングラムの再指名については言及しなか

ったが、国連事務総長代理はＷＦＰの効率的な運営に対するイングラムの貢献に深い謝意を表明した。

サウマが冒頭演説の後すぐに米国を訪問している間、ＣＦＡメンバー達は自ら、イングラムの再指名の

案件を持ち出して、その目覚ましい結束の中で「ジェームズ・イングラムのリーダーシップに対する全

員一致の信頼と支持を表明し、5年間の任期についての再指名を希求する」とのメッセージを発出した。

この支持のメッセージを受けた国連事務総長はＣＦＡの見解を支持し、サウマは 10月 28日に米国から

帰国した直後、まだ同会合の途中であったＣＦＡに対してイングラムの再指名を発表して、「1982年に

最初に指名された後の、イングラム氏による活動的で効率的なリーダーシップ」を見れば、ＣＦＡの再
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 しかしその後、1988年にサウマがＦＡＯ事務局長に再選されるや、ＦＡＯと

ＷＦＰの間の緊張は再び顕現し、エスカレートさえした。この緊張の再現の中

で議論の焦点となったのは、①ＷＦＰの信託基金の管理人としてのサウマが自

らの地位を脅かすものと考えた「財政管理（financial control）」の件と、②国

連、ＦＡＯ及びＷＦＰの関係を全般に亘って再検討し勧告を作成する「著名人

（eminent person）」の指名の件であった。これらは 1989年 12月にＣＦＡが、

①ＷＦＰの外部評価者（英国の国立監査機関。ＦＡＯの外部評価者でもあった）

に対して会計処理に関する調査・勧告を求めたことと、②国連及びＦＡＯ双方

のトップに対してはＷＦＰ事務局長との協議の上で、「この 3機関の関係全般に

関して調査・勧告する」ことを求めたことに関連していた184。 

 ＦＡＯのサウマ事務局長は、外部評価者の応答を受け取った数日後には早く

もＦＡＯの財政委員会を招集し、ＦＡＯ財政委員会のみがかかる外部評価を要

請しうること、すなわちＣＦＡはＷＦＰの管理主体であるにもかかわらず外部

評価者に対する要請を自らは行い得ないという見解を表明した。しかし国連の

財政委員会（ＡＣＡＢＱ）は異なる見解で、ＷＦＰの会計処理や外部評価に関

することはＣＦＡに提出されなければならなかったことからみて、ＣＦＡが必

要と認めれば、自らが費用を負担する外部評価について、外部評価者に直接要

請することができる権限をＣＦＡが有することは合理的なことであると考えた

のである。そして「著名人」の指名に関する事務局長の非妥協的な態度は、Ｃ

ＦＡを行動に駆り立てるきっかけとなった、おそらく最後の足掻きであった。

1990 年 2 月、国連事務総長はＦＡＯ事務局長に対するレターで、「著名人」を

指名するよう要請するＣＦＡの求めに積極的に応ずること、そしてＦＡＯ事務

局長が適当と思う人物を示すことを提案した。しかし事務局長の返事はその年

のずっと後にしか開かれないＦＡＯ理事会の検討後でなければ無理というもの

で、それでは行動が大きく遅れるのは明白であった185。 

 ＷＦＰ事務局長はここで取られるべきものとして 2つの連続した行動、すな

わち第一段階では、ＣＦＡがＷＦＰの唯一の管理主体（the governing body）

であるというルールを明確に確立すること、第二段階では、ＷＦＰの財政運営

におけるＷＦＰ事務局長の責任を明確にすること、を提案した。この事務局長

提案は結局、ＣＦＡがＷＦＰの一般規則とＦＡＯ／ＷＦＰの関係についての包

括的な見直しを求めていく上での触媒となった。ＣＦＡメンバー達の鬱積した

フラストレーションに火が付き、1 年以内にＷＦＰ憲章の根本的な変更が合意

されるという結果に繋がっていく。最初の変化は 1990年 6月のＣＦＡ会合で、

                                                                                                                                
指名支持は理解できるとし、「ＦＡＯとＷＦＰの協力に新たな時代が訪れることを期待し、イングラム

氏とＷＦＰの今後の成功を心から祈る」と述べた（Shaw 2001b, p. 220）。 
184 Shaw（2001b）pp. 220-222。 
185 Shaw（2001b）p. 221。 



270 

 

カナダ代表が上記 3機関間の関係（ＷＦＰ憲章の変更を含む）の根本的な再構

築を呼びかけ、ＯＥＣＤ諸国がこれを強く支持するという展開となった。そし

てここで米国代表は、自国議会による制約によって、ＦＡＯを含む特定の国連

諸機関において過酷な財政危機が生じていることをＣＦＡメンバー諸国に改め

て注意喚起し、ＷＦＰが同様の窮地に陥らないようにと露骨にその危険を警告

したのである186。 

 この不吉な予告を前にしてＣＦＡは、「著名人」の指名に代えて、「ＷＦＰの

ガバナンスに関するサブコミティー」を設立することを決め、ここで国連・Ｆ

ＡＯ・ＷＦＰの関係にかかわる全ての側面を見直すことに合意した。このサブ

コミティーの検討結果は、1990年 12月のＣＦＡ会合で議論され、1991年 3月

に初めて開催されたＣＦＡの特別会合でＷＦＰ憲章の変更案が検討されて、設

立後 30年を経て、ＷＦＰ憲章の大幅な変更がＣＦＡのコンセンサスで採択され

た。ＷＦＰはその後も国連とＦＡＯの共同組織であり続けるのは従来通りであ

ったが、ＣＦＡは計画の監督に関わる全権限を与えられ、そしてＷＦＰには「権

利能力（legal capacity）」が与えられた187。 

 ＷＦＰの新たな一般規則案は、ＥＣＯＳＯＣとＦＡＯ理事会において承認さ

れ、1991年終わりに国連総会とＦＡＯ総会において是認されて、1992年 1月 1

日に効力が発生した。このようにしてついに、約 10年前から始まったＷＦＰ憲

章改正の物語は終わりを迎えたのである。 

ショーは以上のようなプロセスを総括して、イングラムは 1982年 4月の彼の

最初のＣＦＡ会合以来、ＷＦＰが政策的・計画的問題に関して有している二面

性の問題の大きさ（tremendous ambivalence）を指摘し、その解決のために

管理主体や事務局組織における仕事の仕方、ＷＦＰのスタッフや組織のあり方

について、大きな努力と大きな成果を上げてきたとする。1991 年 12 月のイン

グラムの最後のＣＦＡ会合では、総数 42のうち 26の代表団から賛辞が述べら

れ、その大多数のものは極めて困難な嵐の海を乗り切ってＷＦＰを安全な場所

に導いた事務局長の手腕への尊敬と感謝を述べたものであった。そのようにし

て彼は、この組織の管理主体や事務局のメンバー達が将来の課題に取り組むに

当たって必要な自尊心を取り戻させたというのである。ショーは更に、もしＷ

ＦＰが当初、ローマではなくニューヨークに設立されたとしたならどのような

ことが起こったかという問題を提起しつつ、そうであったならＦＡＯとＷＦＰ

のトップ同士の衝突は避けられ、国連事務総長との間で別の紛争が起こること

も恐らくなく、国連本部の意思決定過程との近接の故に、例えば国連特別基金

（UN Special Fund: 国連特別基金。後のＵＮＤＰ）や世界銀行などとのより

                                            
186 Shaw（2001b）pp. 221-222。 
187 Shaw（2001b）p. 222。 
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緊密な協働が実現する、より望ましい形が実現したであろうと推測している188。 

 

 

８．まとめ 

 

 戦後の米国による食料援助は、欧州復興のためのマーシャル・プランから始

まったが、余剰食料を食料不足地域への援助と栄養改善に使うという戦前から

あった構想は、その後欧州から開発途上地域に向けられた食料援助によって実

現した。創立されたばかりのＦＡＯは、食料の過剰と不足の問題を精力的に取

り上げて、世界的な緩衝在庫や食料備蓄、困窮者に対する財政的余剰処理や食

料援助の要素を含む余剰食料の開発途上地域への移転の問題に取り組んだが、

問題が商業的利益に関わっていたこともあり、いずれもその規制的な手法が米

国を含む加盟諸国の受け入れるところとはならなかった。 

 米国は 1954 年、ＰＬ４８０を制定し、その下で組織的な二国間食料援助を

開始した。そして同年、ＦＡＯは「余剰処理原則」を作成し、同時に米国ワシ

ントンに「余剰処理小委員会」を設置して二国間食料援助の規律とその監視を

行う体制を整えた。これは米国の国内政策上生じた余剰穀物の譲許的輸出（ダ

ンピング）を一定条件の下で許容することを通じて、米国が恒常的な余剰穀物

を活用して作った国際的な「農産物余剰レジーム」を正当化する役割を果たし

た。そしてこのレジームの下での食料援助は、米国穀物の世界的な市場開拓や

米国の開発途上諸国に対する政治的影響力の行使にも役立った。 

 1960 年代に入ると、米国はその食料援助の多国間化を推進した。その一つは

1962 年の多国間食料援助機関としての国連食料計画（ＷＦＰ）の設立であり、

いま一つは 1960 年代の一連の国際小麦協定の下に作られて二国間食料援助の

国際的な枠組みとなった食料援助規約であった。特にＦＡＯとの関係では、Ｗ

ＦＰは当初、米国首脳部の濃密な関与の下でＦＡＯと国連との共同計画として

設立され、ＦＡＯの建物の中に同居する形で発足したが、やがて当時のＦＡＯ

の強権的な体質の下でＦＡＯの実質的な「支配」を受けることになる。そして

その下でも徐々に援助活動を充実させていったＷＦＰを、長期間を要しながら

もＦＡＯから「独立」させたのは 1982 年に就任した豪州出身のイングラム事

務局長であった。彼はサウマＦＡＯ事務局長のＷＦＰ支配の瑕疵を国連と連携

する形で法的に明らかにしてゆき、これを支持する先進諸国がＷＦＰの独立を

提案し、これを最終的に米国が財政的圧力を露骨に示唆する中で実現させ、Ｗ

ＦＰを「奪還」した。そして以後の全てのＷＦＰ事務局長は米国出身者が占め

てきている。 

                                            
188 Shaw (2001b) pp. 223-224。 
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第５章：サブ分野別事例（２）：開発援助 

 

 前章では戦後の食料レジーム形成の要となった「食料援助」についてＦＡＯ

と米国の関係をみた。本章では単に食料・農業分野に留まらず、戦後世界の形

成・発展において極めて重要な役割を果たした「開発援助」について、再びＦ

ＡＯと米国の関係を中心とし、これに関係する他の国際機構も併せてこれらの

関係を詳しく見ていく。そしてこれを通じて、開発援助を巡ってＦＡＯをはじ

めとする国際機構の位置づけがいかに変化し、またそこにどのような力が働い

ていたのかを考察する。 

 

 

１．創立当初のＦＡＯの開発援助における役割 

  

1.1 当初のＦＡＯが推進した技術援助 

ＦＡＯの目的を簡略に述べれば、それは食料・農業という分野で各国民を助

けることである。援助は、第 2章でみたように、ＦＡＯの誕生の過程から既に

ＦＡＯの最も基本的な機能として絶えず認識されてきている。具体的には、Ｆ

ＡＯは援助に関しては、次のような議論の積み重ねの下に誕生している。 

(a) ルーズベルト大統領の「4 つの自由」演説（1941 年）：同大統領は「あらゆる国、

あらゆる人々に満足な食料を供給することは農業の近代化によって完全に達成し

うる目標である」と述べ、新しい政府間機関の協力によって農業革命を世界中にお

し広げる考えを示した1。 

(b) マクドゥーガル覚書（1942年）：連合国が「欠乏からの自由」を達成するには、「あ

らゆる国の行動…及び食料生産…を支援する国際的な行動」が必要であるとし、「食

料と農業のための連合国の機構」を提案して、技術的援助などをその機能とした2。 

(c) ホット・スプリングス会議（1943 年）：戦後ＦＡＯを創立する方向が決められた会

議であるが、この会議での合意事項は、食料増産、技術的知識の活用、購買力の向

上と市場の拡大、他国との協力、そして食料・農業に関する恒久的な国際機構の設

立であった。すなわち、食料・農業に関する国際協力のためのＦＡＯ設立という文

脈であり、ＦＡＯの主要機能としての国際協力あるいは途上国援助は、当初から既

定路線であった3。 

                                            
1 この一般教書演説の「4つの自由」のうちの 3番目、「欠乏からの自由」に関するもの（イエーツ 1959、

p. 60）。 
2 国際小麦協定交渉のオーストラリア代表マクドゥーガルはこの交渉の傍ら、米国農務省の小グループ及

び後に初代ＦＡＯ事務局長となるボイド・オアと折に触れて会合を持ち、「マクドゥーガル覚書」を作成。

この覚え書きはその後大統領夫人に渡り、ホット・スプリングス会議の開催を導いた（Hambidge 1955、

pp. 48-49）。 
3 しかし、イエーツによれば、それは未だ「朧げな希望」が示されているだけであって、ＦＡＯを通じて
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(d) ケベック会議（ＦＡＯ第 1回総会）（1945年）：ＦＡＯを創立したケベック会議では、

ホット・スプリングス会議の時とは異なり、ＦＡＯの設立とその憲章、事業計画、

本部の暫定場所、事務局長及び詳細な活動計画が決められた。ＦＡＯの「教義」に

関しては、「後進国を助けて、今日までただ先進国のみが享受した機会と物質とを

作り与えようという試み」であり、「ＦＡＯなど所謂専門機関なるものは、…同胞

をこえて地上のさいはての地まで助けを送ろうという意欲の表れとみることがで

きる」と解説され、ＦＡＯが各国国民に与える技術援助の性格が、最終的に詳細に

打ち出されている4。 

(e) ＦＡＯ憲章（1945 年）：ＦＡＯの第 1 回総会の議長ピアソンは、その総会報告序文

で、「ＦＡＯは、欠乏からの自由を達成するために各国民を助けるという、この大

いなる目的を持って創立された最初のものである。諸国民がこのような目的のため

に団結したことは今までになかった」と述べ、ＦＡＯが国際協力あるいは途上国援

助の実施機関であるとの認識を明示している5。 

(f) ＦＡＯの機能：ＦＡＯは「実施機関」として、各国政府が自ら活動するための手段

として各国政府に利用され、その活動は、①特定の活動を行うよう自ら又は相互に

対し勧告すること、及び、②各国の国家的計画の進展を助ける専門家及び施設を獲

得すること、の 2種類であるとされた6。 

 

 以上のように、ＦＡＯの創立の過程を通じて、ＦＡＯが各国の取組を助ける

形で技術的な援助を提供することがＦＡＯの主目的の一つとして位置づけられ

ていることが分かる。初代事務局長となったジョン・ボイド・オアは、ＦＡＯ

の最初の主要刊行物となった『世界食料調査』の中で、彼が「問題の核心」と

呼んだ「農業開発も工業開発も含んだ個々人の生産性の増加」について説明し

ているが、そこでは「低開発国における農業の改善」に関する、彼あるいは当

時ＦＡＯを取り巻いていた人々の支配的な考え方が説明されていると考えられ

る。いずれにせよ、初代ＦＡＯ事務局長ボイド・オアの活動がその在任中は貿

                                                                                                                                
各国が何をなすべきかには触れていない。（イエーツ 1959、pp. 130-131） 

4 「ＦＡＯは種子、肥料、農薬、機械、手動器具に関する情報を与え農民に勧告し、優良な方法を展示す

る普及事業を発達させるよう援助して、これら諸国の直接的必要に奉仕しうる。同様に重大ではあるが

発展に長期間を必要とするものに、土壌改善の事業計画、灌漑、畜産、作物の改善、信用制度および協

同組織がある」と書いてあるのである（Ａ委員会の報告（導論））。これは既にその当時において、各国

政府がＦＡＯに対して広範な問題に亘って技術援助の供与を期待していることを示している。（イエーツ 

1959、pp. 131-132） 
5 なお、ＦＡＯ憲章の「目的」規定では、①各国国民の栄養・生活水準の向上、②食料・農産物の生産・

流通の効率改善、③農村住民の生活条件の改善、④以上を通ずる世界経済の拡大及び人類の飢餓からの

自由、という 4つの目的のために、諸国が個別・集合的な行動を進め共通の福祉を推進する旨が示され

ている。そして、ＦＡＯ憲章第一条第三項（a）には「各国政府が要請することあるべき技術援助を供与

することもまた、ＦＡＯの機能たるべきものとする」と記されている。（イエーツ 1959、p. 131） 
6 なおイエーツの整理によれば、戦前の国際機関の場合は、政府間の論議に便宜を供与する一方、具体的

な成果や発見の報告を刊行物にして配布するものであった（イエーツ 1959、pp. 64-65）。 
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易・経済・金融的仕事に偏したにせよ、技術的活動あるいは技術的援助活動は

初めからＦＡＯの構造の中に組み込まれていた7。 

 第二次世界大戦中に枢軸国の侵略を受けた諸国に対する救済援助を目的とし

て 1943 年に設立された連合国救済復興機関（United Nations Relief and 

Rehabilitation Administration: ＵＮＲＲＡ）は、その活動資金の 7割以上を

米国が負担していたが、東欧諸国への援助に米国が反発したことなどから 1947

年にその活動の大半を終了し、それ以後救済復興事業は国連諸機関に継承され

た。このとき農業関係の未完の復興計画はＦＡＯに引き渡され、それはまさに

ＦＡＯの技術援助の最初のものと認められる性格のものであった8。 

 また、この時期には栄養の観点からの食生活の調査、学校給食へのミルクの

使用に関する勧告、そして東南アジアにおける主要問題としての米に関する政

府間の研究グループの設置など、復興とは別の観点からの技術援助の取組みも

開始された9。 

 1949年までにＦＡＯの技術活動は、総会に対する事務局長報告『ＦＡＯの事

業』の 3分の 2を占めるほどに成長した。ＦＡＯに対する援助の要請は急激に

増加したので、ＦＡＯは財政的な窮屈さからその全部には応じられなくなって

いたほどであった。「技術援助」という、ＦＡＯの初期には一切の技術活動を意

味して用いられた言葉は、1950年以降はもっと意味を狭め、後出のＥＴＡＰ事

業によって賄われる特殊な性格の技術的事業、すなわち専門家や一定限度の施

設を各国に送ること、トレーニング・センターの組織化、フェローシップの供

与等を専ら意味するようになった。しかし同時に、ＦＡＯはＥＴＡＰ事業以外

でも、農業、林業、水産、経済、栄養の各部門において、各国政府を糾合して

                                            
7 すなわちこの中では、①世界に供給する食料はもっと労働力を減らしても大量に生産出来る、②生産性

の低い現状から脱却する途は、多数人口のために農業以外の資源を開放して近代科学・技術を応用する

ことであり、この機会を発展させれば土地に踏み留まる人々もその能率を何倍にも出来る、③大規模・

急速な開発には資本と技術の大きな投資が必要であるが、低開発国における農業の改善は消費物資・生

産物資の双方において膨大な需要を生ずる、④世界の大人口と大面積にこのような前進が生ずるために

は、この問題を世界的挑戦と認めて初めて可能であるが、貧しい諸国は単\は応じられない、⑤近代的な

科学知識や用具を経験のない人々の駆使に任せると事態はますます絶望的となり、貧窮愚昧の人口を増

加させることになる、といった欧米側から見た「農業開発援助」の考え方が赤裸々に書かれている。（イ

エーツ 1959、pp. 132-136） 
8 1947年 2月調印の協定によって、ＵＮＲＲＡの農業関係の未完の復興計画は、関係の現業要員及び事業

完成のための資金 113万 5000ドルとともにＦＡＯに引き渡された。これらの事業計画は、復興と開発の

間を厳密に区別することが不可能で、ＦＡＯの技術援助の最初のものと認められる性格のものだった。

（イエーツ 1959、pp. 136-137） 
9 1948年 8月のＦＡＯ総会用の年間事業総括である『ＦＡＯの事業（The Work of FAO）』は、トルーマ

ン大統領のポイント・フォア演説(1949年 1月）、すなわち「開発の時代」の幕開けの約半年前、やがて

国連諸機関がその構想への取組に懸命となった 1年前に出されたものであったが、科学者の間の情報交

換、技術員の訓練、種子やワクチンなど試験資材の配布、研究機関に対する出版物の配布などの記事を

含み、また植物育種、獣医学、食料冷凍、昆虫学、灌漑、造林、農業センサス、家政、栄養、農業機械、

施肥、酪農業、水産業、普及事業のような問題に亘って、専門家が多くの国で作業していることを報告

していた。（イエーツ 1959、pp. 137-138） 
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共同的活動ないし共同政策の樹立、情報交換及び実験作業の新方向の樹立のた

めの専門家の技術会議、技術研究及び報告の作成と刊行を行った10。 

 狭い意味での「技術援助」に立ち返ると、その構想の核心は、トルーマン大

統領のポイント・フォア演説の中に端的に表現されているように、経済的低開

発地域の幾億幾千万の人々の極度の貧困と経済的機会の欠如は世界の最大の挑

戦の一つであり、低開発地域の人々の努力を成功させるには海外からの援助が

不可欠だということである11。 

 このトルーマン大統領の演説に従って、米国の国連代表は技術援助資金につ

いて提案し、もし他国政府にして自らその一部を負担しようというのなら、米

国政府は相当の寄与をそれに対して行うであろうと述べ、また国連及び専門機

関を代表する作業部会はその事業計画の青写真を提出し、若干の修正はあった

ものの、この起案は承認された。これがすなわち「拡大技術援助計画（Expanded 

Technical Assistance Programme: ＥＴＡＰ）」であり、1950年には拠出金も

次々と提出され始めた。この計画による 2000万ドルの国連技術援助基金のうち

の 1330万ドルはＥＣＯＳＯＣ（国連経済社会理事会）によって各機関に割り当

てられ、ＦＡＯはその 29％を与えられた。かくしてＦＡＯの財源はたちまち 2

倍になり、加盟国に対する派遣専門家の増員が履行されたのであった。援助に

対する要請は急速に増加し、ＦＡＯは派遣専門家やサービスの高い水準を維持

したいと希望していて、ＥＴＡＰ基金のＦＡＯ経費は 1951年の 200万ドルから

1955 年の 770 万ドルまで膨張していったのである12。またこのほかに、ＥＴＡ

Ｐと他の専門機関との共同事業活動があって、ＦＡＯと国連諸機関との協力関

係はますます顕著な特色となっていった13。加えて、ＦＡＯの事業計画は、先

進国の行う「二国間の事業計画」を補足するという機能も果たすことが出来た14。

                                            
10 これら技術活動の典型的なものには、国際植物保護会議（International Plant Protection Convention: 

IPPC）と、国際獣疫事務局（International Office of Epizootics: OIE）があった。（イエーツ 1959、pp. 

139-142） 
11 トルーマン大統領のポイント・フォア演説における技術援助構想の該当部分は、「アフリカ、近東、極

東、中南米の特定地域における、経済的低開発地区にある幾億幾千万の人々に対する洗うが如き赤貧と

経済的機会の欠如とが、今日の世界の最大の挑戦の一つを成している…。このような事業計画は性格と

して地域的なものでなければならず、低開発地域の人々の手によって、行われなければならない。しか

し彼らの努力を成功させるのに不可欠なことは、海外からの援助ということである。ある場合には、こ

れら地域の人々には外国からの最初の援助がなければ、この大事業における彼らの役割を始めることが

できないであろう」というもの。（イエーツ 1959、p. 143） 
12 なお、個々の技術援助プロジェクトについては、その何百という実例がガヴ・ハンビッジの『ＦＡＯ

の話』（1955年）に記されているが、技術援助への要請の大部分は農業生産に関するもので、ＦＡＯの

ＥＴＡＰ資金の 60％がこの分野に費やされていた。また、ＦＡＯはその技術援助の仕事を、ラテンアメ

リカや東南アジアといった地域単位で実施した。（イエーツ 1959、pp. 143-145） 
13 このようなものには、ＷＨＯとの共催による栄養講座、ＩＬＯとの共同による協同組合指導者訓練ミ

ッション派遣、ＵＮＩＣＥＦと協力した牛乳加工・殺菌施設運営のための専門家派遣などがあった。（イ

エーツ 1959、pp. 156-157） 
14 例えば米国国際協力局（ＩＣＡ、当時）はイランにおける大規模灌漑計画に施設費・公共事業費の援

助を与えていたが、これに対してＦＡＯは、灌漑水の最も有効な使用法について勧告するために水利・
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このように、技術援助については極めて多くの機関が同時に関係し、互いに常

に連絡を取って互いの活動を補足し合っている場合が極めて多かった。 

 1955年の時点でイエーツは、ＦＡＯの援助のまいた種子のうち、すぐに芽を

出したものは数えるほどしかないが、本当の収穫は将来に亘って用意されてい

ると、やや楽観的な見通しを述べている。また、ＦＡＯの役割として、ＦＡＯ

の援助計画は国別のバランス、技術分野相互のバランス、科学技術的なものと

経済社会的なものとのバランスを考慮に入れて全体計画を進めなければならな

いと述べている。さらに、国際機関によって有効に与え得る技術援助の量は、

要請国が人及び資金の面で自ら提供しうる努力の量に従って加減されなければ

ならないこと、援助計画の運営の改善は常に行われなければならないことなど

を留意点として述べている。そして、技術援助計画はそもそも国際関係におい

て全く新しい試みであって、ＦＡＯの発足以来、援助提供の方法や技術につい

て学ぶところが多かったとしつつ、ＥＴＡＰの残した足跡は偉大であり、ＦＡ

Ｏはその生い立ちから最初の 10年間の活動を通じて、技術援助の運動の中心か

ら遠ざかったことは一度もなく、むしろ技術援助の基礎にある多くの概念や動

機が初めて形作られたのは「食料と農業」においてであったと、ＦＡＯの役割

を高く評価するのである15。 

 

1.2 ＦＡＯの技術援助が対応すべき政策的諸課題 

 イエーツがＦＡＯ創立 10周年記念誌『この大いなるもの』を書いた 1955年

時点において、ＦＡＯは各国の分担金によって、その通常のサービス業務に 550

万ドル、さらにＦＡＯのＥＴＡＰ事業に 500～700万ドルを使っていた。外国の

援助に使われる各国の分担金は、先進諸国の国民一人当たりでは僅かな額でも、

納税者がこのような新たな税金の支出、すなわちＦＡＯに対する投資が如何な

る成果をもたらしたのかを厳しく問うのは当然である。しかしこの時点までＦ

ＡＯは、イエーツが「各国政府はＦＡＯを通して、極めて満足な情報活動や、

国際的経済問題の沢山の下準備と管理運営の行届いた技術援助計画を与えられ

ている」と述べているように、加盟各国にとって極めて満足な成果を挙げてい

たと考えられ、その後のＦＡＯの成果は最初の 10年の成果を取り入れた上でさ

らに発展することが期待されていた16。 

 1955年以後ＦＡＯについて、あるいはＦＡＯに関連して必要とされるであろ

う様々な国際的援助の必要性については、俯瞰的に次の 6点に示されるように

考えられていた。第一は、食料増産のための技術的取組の必要性である。各国

                                                                                                                                
作物の専門家を派遣した。またパキスタンは、ＦＡＯに灌漑の専門家の派遣を要請し、彼らが事業計画

を立案した後にパキスタンは米国から 100万ドルのＩＣＡ資金を獲得できた。（イエーツ 1959、p. 157） 
15 イエーツ（1959）pp. 159-167。 
16 イエーツ（1959）pp. 169-170。 
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政府は食料増産を急速にやり遂げろという国民の圧力を負っているが、各々の

国の自然的、経済的、社会的な条件はまちまちでよく知られておらず、増産事

業を直ちに実施できない17。また研究についても、多くの開発途上諸国は熱帯

にあるため、それまで主に温帯地方で行われてきた農業研究の成果や知識は、

熱帯や亜熱帯ではそのまま活用できないので、国際的援助が必要なのである18。

第二は、生産計画の経済面を担当する「経済技師」の必要性である。これは生

産計画・事業の設計や明細作成を行い、事業に対する各種の必要品の量的な計

算書を作るためである19。第三は、農業政策・制度の必要性である。この中に

はまず普及事業の創設又は拡張が含まれ20、また、農業政策に関する援助が挙

げられる21。第四は、計画の検討や見通しの研究を行う政府間の共同会議の必

要性である22。第五は、商品政策、価格安定、余剰処理等の計画の必要性であ

る23。そして最後に第六は、国際的な開発融資の機関設置の必要性である24。 

 そして以上の必要性を踏まえたＦＡＯの行く末について、イエーツは彼の

1955年（原著。邦訳は 1959年出版）の『この大いなるもの』25の最後にいくつ

かの考えを示している。先ず彼は、ＦＡＯのように国家的経済政策の国際的規

模の総合化をある程度実現しようとする試みは、この 10年間の新機軸であると

し、その 3つの要因である、①相続く科学的革命、②政府指導の発展、③国際

的調整の必要が食料・農業に適用されてＦＡＯの創立とその形成期における成

長を規定したとする。そして①の「科学」については、世界は科学によって人

類の物質的・精神的な幸福に深い意義のあるもの、劇的な胸を躍らせるような

ものに遭遇しようとしているが、危険なことは、人民がその慣習を調整し法律

に対する従順と政治的寛容の習慣を身につけないうちに近代生活の用具を突如

                                            
17 調査、研究、試験、計画、経営技術知識の補足、そして大規模な事業と、一歩一歩進んで行かねばな

らない。（イエーツ 1959、pp. 172-176） 
18 現場での試験研究や増産計画策定のための戸外実験が必要になる。（イエーツ 1959、pp. 172-176） 
19 具体的な事業項目としては農業信用制度、作物融資、作物保険、屠殺場、冷凍倉庫、冷凍貨車、穀物

のバラ積み施設、販売施設、さらに統計業務や消費面（栄養、購買力、需要など）の分析も含まれる。

（イエーツ 1959、pp. 176-178） 
20 指導者の養成やトレーニング、農業団体の組織化奨励などが必要となる。（イエーツ 1959、pp. 179-180） 
21 このようなものとしては、真に耕作能力のある者に土地を取得させ利用させるための土地保有制度の

改革（土地再編成、零細化防止、交換分合）や、伝統的農業から近代的技術の導入・移行に伴う種々の

社会問題への対応策（農村社会生活、女性問題、家政・社会事業）がある。（イエーツ 1959、pp. 179-180） 
22 この場合、先進国側にも開発途上国側同様に、この要請は強い。開発途上諸国には多くの調整問題が

あり、外国市場への依存が強く、自給度が低いほどに、この問題は大きくなる。統計事業の発展や計画

の迅速な発表、簡単な協議の場の提供などへの要請も強くなる。（イエーツ 1959、pp. 181-182） 
23 しかしこれらについては、各国政府は国際的な取極めを行うことに慎重であること、さらに自由貿易

主義と政府統制主義の諸国が半々に分かれていることから、ＦＡＯが行うサービスとしては困難がある

としている。（イエーツ 1959、pp. 183-184） 
24 この点についてはイエーツも、ＦＡＯについての説明の範囲外であると断りつつ、例えば当時提案中

であったＳＵＮＦＥＤのように、優れた構想の開発計画に対する財政援助の額を増加させることで、農

林水産業が近代化される経済環境に大いに役立つと評価している。（イエーツ 1959、pp. 187-190） 
25 P. Lamartine Yates (1955) So Bold an Aim – Ten Years of International Cooperation toward 

Freedom from Want。 
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として取得した諸国にあるとし、社会的態度や倫理の調整が必要であるとの考

えを示している。次に②の「政府の役割」については、科学的改革の成果を機

会均等に拡大するとの倫理的動機から政府は関与を拡大し行政機関を設立しよ

うとするが、この点で条件の揃った先進国に対して、未成熟の開発途上国では

産業的開発を個人企業に委ねないで政府の保護の下に置いているので政府の負

う負担は大きく、技術的・財政的援助を海外からの、そして出来得れば「帝国

主義」を避け広範な熟練者が活用できる国際機関からの援助を望むとの考えを

示している。最後に③の「国際的調整」については、先進国は援助を国の直接

の管理下に置きたがり、実際国際機関を通ずる援助量は比較的小部分でしかな

いことを指摘しつつ、国際的運営管理に移行するまでには国際的世論を高めつ

つ一定の時間がかかると述べている26。 

 ここで特に、最も難しいと考えられる「国際的調整」に関しては、イエーツ

が述べるように世界の現実、すなわち「西側列強」と「東側列強」が資源やイ

デオロギーを巡って開発途上国の自陣営への獲得を争い、あるいは旧植民地に

対する援助を優先し、援助によって市場の拡大を目指し自国内の完全雇用を維

持しようとする現実があった。国際関係では貿易や商品政策で共同行動が難し

く、援助について倫理的動因は働かないで、働くのは自己利益のみだったので

ある27。しかし同時にこの時点で、将来富裕国と貧困国の格差が更に広がれば、

それを平等化する力はいずれ働くこと、そしてそれは市場を通してではなく政

治や立法、政治的機関を通じて働くことが予想されていた。それはイエーツが

述べているように、「地上の富を開発し、恵まれざる国民により多い機会を与え、

国家間の配分を一層公平ならしめるという目標に向かって着実に人々が努力す

る限り、ＦＡＯのような機関が…ますます必要とされるであろうことは、我々

の堅く信じているところ」だったのである28。 

 

 

２．米国の対外援助政策と国際機構 

 

 開発援助に関する本事例において、ＦＡＯと米国、そして世界銀行の関係を

理解するためには、①米国の対外援助政策の目的、②二国間援助及び多国間援

助すなわち国際機構を通ずる援助の使われかた、そして、③これらの時代を追

った変容を理解しておく必要がある。米国の、農業に関わる開発援助政策全般

については既に第 3章で一通り見たところであるので、ここでは特に上記の諸

                                            
26 イエーツ（1959）pp. 187-190。 
27 イエーツ（1959）pp. 190-191。 
28 イエーツ（1959）pp. 194-196。 



279 

 

点に絞って整理しておきたい。 

 まず米国の対外援助政策の位置づけとそのさまざまな在り方である。第一に

理解しておくべきことは、戦後の覇権国として新たな国際システムの創造に中

心的に関与し、かつその維持コストを払った米国が、このシステムを維持する

ことを冷戦期外交の基本としたこともあって、対外援助政策はその手段として

米国にとって最も基本的な外交政策であったということである。そしてこの対

外援助の世界は大きく、第二次世界大戦中の武器貸与法に発する軍事援助と、

マーシャル・プランに発する経済援助があった。本論ではこのうち経済援助を

取り上げている。第二に理解しておくべきことは、対外援助はさまざまな意図

や形態を有するものが区別されるということである。その主要なものとしては、

①軍事援助と経済援助であるが、これらは一応の区別に過ぎず、実際には相互

に混じり合う性格のものであること、②援助の動機や理念としては援助供与国

の安全保障強化と人道的動機があること29、③二国間援助には援助供与国の政

策意図が現れるのに対し、多国間援助には先進資本主義国総体の意図、特に米

国の政治的意思が表現される場合が多いこと30、④対外援助資金の形態には贈

与（grant）、借款（credit）、その他があるが、米国の政府開発援助（ＯＤＡ）

のほとんどは贈与であること、がある31。 

また米国の対外援助政策は、第三章で述べたように三つの時期に区分するこ

とができる。すなわち第一期はトルーマン・ドクトリンを背景としたマーシャ

ル・プランから 1961年対外援助法成立まで、第二期はこれ以降 1990年前後の

冷戦終結までの 30年間、そして第三期は冷戦終結以降である。次に、この分類

にしたがって各時期の特徴、特に米国の対外援助政策の中でＦＡＯを含む国際

機構がどのように取り扱われてきたのかを概観する32。 

 

2.1 第一期：米国対外援助政策の始動 

第一期には、冷戦の発生・激化によって形成された「冷戦コンセンサス」を

背景に、1948年対外援助法、1951年相互安全保障法など、二国間援助を基礎づ

ける法律が次々と制定されていき、結果的には法的根拠や援助実施機関が重複

し、あるいは短期間に法律が統廃合され混乱が生じて政策としての体系性が失

われていった。 

 マーシャル・プランは、共産主義の拡大を阻止し自由と民主主義を防衛して

                                            
29 前者は国家存立・国益追求のリアリズムの立場、後者は非政治的協力関係を重視するリベラリズムの

立場であるが、特に近年は援助供与国が経済援助に「政治的コンディショナリティー」を課すなど経済

問題の政治化がみられる。 
30 これには米国が世界銀行などの資金の大半を負担しそのルール変更に拒否権を有しているという背景

がある。 
31 滝田（1999） pp. 205-207。 
32 滝田（1999） p. 209。 
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いくという強い意思を示したトルーマン・ドクトリンを経済的に実質化するた

めのものであり、米国にある巨大な資本と財に、戦争で荒廃した欧州の膨大な

潜在需要を結び付ける一石二鳥の計画で、米国の欧州に対する経済的主導権を

保障するメカニズムを内包するものであった。マーシャル・プラン実現のため

の本格的な立法は 1948年対外援助法（Foreign Assistance Act of 1948）であ

り、欧州の被援助国は、自国通貨と米ドルとの為替レートを設定し、かつ関税

障壁を撤廃するための米国との双務協定を締結する義務を負わされ、かつこれ

ら諸国が石油を調達する場合は可能な限り米国国外で米ドルに依らねばならず、

逆に農産物の輸入は全て米国国内で行うことが義務付けられていた33。西欧そ

の他の地域に対する緊急経済援助によってこれら地域が経済的危機を脱した後、

トルーマン政権は途上国への技術援助の可能性を探り、1950年対外経済援助法

（Foreign Economic Assistance Act of 1950）、次いでマーシャル・プランとポ

イント・フォアを吸収し経済援助、技術援助と軍事援助を統合した相互安全保

障法（Mutual Security Act of 1951）が制定され、冷戦の激化を背景に軍事援

助をソ連周辺国に供与した34。 

 この時期のＦＡＯは、米国が推進する連合国救済復興機関（ＵＮＲＲＡ）が

行う救済復興事業に参加し、1947年にその活動の大半が終了するとその農業関

係の未完の事業を引き継いだ35。また、トルーマン大統領の「ポイント・フォ

ア」演説を契機に開始された拡大技術援助計画（ＥＴＡＰ）の潤沢な資金の約

3 分の 1 を与えられて活動する36など、米国の多国間援助計画を推進する上で

最も重要な役割を任されていたといってよいであろう。 

 ところで、米国の余剰農産物問題は、第二次大戦以前から国内政治の争点で

あり、大恐慌以降、①作付面積を削減し生産量を抑制することで農業所得を引

き上げるか、②商業輸出のための融資を商品金融公社（ＣＣＣ）を通じて行い

国際需要を拡大することによって処理されてきた。第二次大戦後、この余剰農

産物問題はマーシャル・プランやガリオア援助によって一時的に解決が図られ

たが、両援助が終了しつつある中で農業団体の圧力を受けていた米国議会は

1954 年に相互安全保障法の一部改正で余剰農産物を援助に使用することを可

能にし、その抜本的解決策として、1954 年農業貿易開発援助法（Agricultural 

Trade and Development Assistance Act of 1954：ＰＬ480）を制定した。前章

でもみたように、この法律の目的は第一に、米国の余剰農産物をドル不足の外

                                            
33 なお、マーシャル・プランと前後して連合国占領下の地域に米国が行った援助として、マーシャル・

プランの極東版とも呼ばれ、石炭・鉄鉱石・綿花などの工業原料や機械などを中心に行われた経済援助、

ガリオア・エロア（GARIOA・EROA）がある。（滝田 1999、 pp. 213-215） 
34 滝田（1999） pp. 213-215。 
35 イエーツ（1959）pp. 136-137。 
36 イエーツ（1959）pp. 143-145。 
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国政府に現地通貨による世界市場価格で売却することであり、米国政府が獲得

した現地通貨は主として「互恵主義に基づいた米国農産物の新市場開発」に使

用されることになっていたが、その大半は受入れ国の経済発展のための融資や

贈与あるいは共同防衛のための軍需物資・機材、施設、役務調達に利用された。

ＰＬ480 で米国が取得した現地通貨による資金を活用するために設立された農

務省海外農務局（Foreign Agricultural Service: ＦＡＳ）は、ＰＬ480で具体

化されていなかった「米国農産物の新市場開発」について、行政判断に基づき

民間農業団体との協力プログラムによって実質化していった。全米小麦連合会、

全米大豆協会、全米飼料穀物協会、全米鶏肉鶏卵協会、全米食肉輸出協会など

の団体に、ＦＡＳが資金の一部を提供し（1960 年代末まで現地通貨で）、これ

ら団体に市場開発を委ねた。これら団体は非営利団体と認識されていたが、米

国の農業利益そのものを代表する団体であり、米国国民の税金が農業利益のた

めに使われていた。なぜなら、政府が過剰農産物を買い上げ、世界市場価格で

ドル不足の外国に現地通貨で売却し、その現地通貨の一部がこれら団体の現地

支部の市場開拓資金に充てられていたからである。その後ＰＬ480は 1966年に

大改正され、1970 年代初頭以降における農産物の現地通貨売却は完全停止し、

ＰＬ480 は覇権国米国の外交政策・安全保障政策の手段としての「援助政策」

の一翼を担うことになったのである37。 

 ＦＡＯは、このＰＬ480 に収斂する米国の本格的な対外食料援助の開始に際

しても、同法の施行と同年の 1954年にＦＡＯ余剰処理原則及び余剰処理小委員

会（ＣＳＤ）という国際的な体制を作り38、少なくとも結果的に、米国の大規

模な対外食料援助政策の開始を国際的な規律の面からサポートする役割を果た

しているし、米国もＣＳＤを自国首都のワシントンにおいて運営するなど、Ｆ

ＡＯの下でその後 30 年以上にわたって使い続けられた39この体制を十分に活

用している。このように、米国の対外援助政策第一期において、米国とＦＡＯ

の関係は極めて良好で、互いに支え合う関係であったともいえよう。 

 

2.2 第二期：対外援助政策の体系化 

第二期には、第一期における対外援助政策の混乱を収束させるため、ケネデ

ィ政権が成立させた 1961年対外援助法を基礎に援助政策の体系化が図られ、二

国間援助とともに多国間援助を重視するようになり、多国間開発銀行の設立に

イニシアティブを発揮していった。 

 1950年代の米国の援助政策は、上記の 5つの援助法（1947年対外援助法を含

                                            
37 滝田（1999） pp. 215-217。 
38 イエーツ（1959）pp. 102-103。 
39 Singer ら（1987）p. 27。 
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む）に基づいて展開されたが、ＰＬ480 に象徴的に現れたように援助法相互の

矛盾や重複によって、援助政策の体系性が失われていった。そこでケネディ政

権の初年度である 1961 年に、米国議会は 1961 年対外援助法（The Foreign 

Assistance Act of 1961）を成立させ、それまでのいくつかの援助法を整序し、

体系性のあるものに統合し、この法律はその後長きに亘って、部分的改正を受

けつつ、米国の対外援助政策の根拠として存続している。同法は三部構成であ

り、第一部は 1961年国際開発法（Act of International Development of 1961）

と呼ばれる経済援助に関するものである40。次に第二部は、国際平和安全保障

法（International Peace and Security Act of 1961）と呼ばれる基本的には軍

事援助に関するものである41。そして第三部は、第一部と第二部を執行するに

当たっての総則（General Provisions・Administrative Provisions）について

のものである42。 

 1961年対外援助法は、それまでの援助法を整序し体系性を確保しようとして

統合したものであったにもかかわらず、いくつかの複合的性格を有していた43。

第一に、経済援助と軍事援助を二本柱としつつも、1950年代中葉以降の「雪解

け」を反映し、経済援助の方を重視していることである。第二に、経済援助と

軍事援助をまとめて別の視角から見ると、戦略援助と開発援助という新たなデ

ィメンションが強調されているということである44。第三に、贈与という資金

形態を維持しつつも、借款が重視され始めたことである45。第四に、米国が単

独で行う二国間援助を継続しつつも、世界銀行のＩＤＡ（第二世銀）を含め多

国間援助を調整・執行する国際機関を米国のイニシアティブで設立していった

ことである46。第五に、ＵＳＡＩＤ（United States Agency for International 

                                            
40 開発援助、国際機関への資金提供、経済的政治的安定を目的とした友好国・団体への援助、農業国家

への農業技術援助などを規定し、特に注目されるのは大統領に国連諸機関への自発的資金提供を贈与の

形態で行うことを認めている点である。 
41 米国の安全保障を強化し世界平和を促進する目的で、友好国や国際機関に対し、ローン、リース、売

却、交換、贈与などの手段で防衛物資や防衛サービスを供与する具体的条件を規定した。 
42 私企業（private enterprise）や中小企業（small business）を米国の対外援助政策の実施過程に参加

させることなどを規定した。 
43 滝田（1999） pp. 218-222。 
44 このうち戦略援助は援助供与国が政治的・軍事的に重要と判断した紛争周辺国に重点的に行う軍事

的・経済的援助であり、「雪解け」を反映したいわば「ソフトな軍事援助」であった。また、開発援助は、

アフリカ諸国の独立に象徴される脱植民地化のマクロ・トレンドを認識して、「南」の諸国に対する援助

を米国の対外援助の新たな柱にし始めたものであった。すなわち、1950 年代後半のムード的冷戦緩和＝

「雪解け」とアフリカ地域の政治的独立は、北側の先進国に「南北問題」を発見させたのである。これ

は、国連の場においては、1962 年の「天然資源に関する恒久主権」宣言発表と、1964 年のＵＮＣＴＡ

Ｄ（国連貿易開発会議）の設立という具体的成果を生み、「南」の資源ナショナリズムを高揚させ生産者

同盟を拡大させつつあったため、他のＯＥＣＤ諸国同様、米国も「南」への政治的影響力を増大させる

必要があった。 
45 この理由としては、①それまでの米国の対外援助で日欧諸国が経済復興・発展しつつあったこと、②

米国自体の財政状況が悪化しつつあったこと、③米国議会の援助政策への姿勢が厳しくなってきたこと

があるという。 
46 1961 年対外援助法では、米国大統領が「贈与ベースで国際機関に自発的出資をする権限」や「国際機
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Development ＝ 米国国際開発庁）が「唯一の対外援助機関」として設立され、

関連法の諸条項によって大統領に付与された全ての権限は国務長官に委任され、

国務長官は、国務省内にＵＳＡＩＤを設置するものとされたことである47。 

 この 1960年代は、ＦＡＯにとって自らのマンデートと重複するいくつかの国

際機構の誕生をみた時期であった。その第一は、1961年に国連の食料援助機関

としてＷＦＰが誕生したこと48である。前にみたように、ＷＦＰはＦＡＯと国

連の双方によって設立・管理運営される形で誕生したが、ＦＡＯにとっては少

なくとも形式上、食料援助は自らの判断のみで運営できる事柄ではなくなった。

そして第二は、戦後復興を任務として誕生した世界銀行の中に、途上国に対す

る開発金融を任務とするＩＤＡが 1960年に誕生49し、途上国援助の世界で極め

て重要な役割を果たすようになったことである。これはその後次々と開設され

た地域開発銀行も同様であった。このように 1960年代は、ＦＡＯにとって自ら

の食料や開発という「本来のマンデート」と考えていた諸分野に、「新たなライ

バル」が誕生した時代であった 

一方、1961 年対外援助法を基礎として展開された 1960 年代の米国の対外援

助政策も、1970年代に入って変質を余儀なくされた。それは第一に、冷戦政策

に基づく対外軍事・経済援助の重圧は「双子の赤字」を生み出すとともに、国

際競争力を失わせたからであり、第二に、1960年代までに政治的独立を達成し

た国家群が国連や非同盟諸国会議の場で、新国際経済秩序（ＮＩＥＯ）構築要

求に象徴される自己主張を強力に始めたからである。この新たな秩序は、米国

が軍事力・経済力・政治的意思及び膨大な対外援助によって維持・発展させて

きたと自負していたアメリカ的世界システムを否定しかねないものであった。

更に、限られた原資から新興国家に、自由と民主主義の擁護・促進という国益

実現のために援助を行うためには、選択的にならざるを得なかった。第三に、

当初米国とその同盟国が大多数を占めていた国連諸機関の加盟国は 3 倍になり、

                                                                                                                                
関が実施する援助計画に自発的出資をする権限」が付与され、また、「南」の振興独立国家への援助は極

力、多国間援助機関を通じ、多国間援助計画に沿って、自助と公平の原則に基づいて行われるべきであ

ることが明記されていた。そしてこの権限に基づいて、ケネディ・ジョンソン民主党政権は、国際開発

協会（ＩＤＡ＝第二世界銀行：1960 年設立）や、米州、アフリカ、アジアの地域開発銀行創設に主導的

な役割を果たしたのである。このような多国間援助については、「国際間の協力システムを作り上げ、集

団的連帯感を生み出し、開発途上国の安定に寄与するという点で、長期的には米国の利益と合致するも

のであると認識されてきた」と評価されてもいるが、これはあくまでアメリカ的世界システムを維持・

発展させるために、米国がイニシアティブを握る多国間援助体制であった。 
47 なお、この 1961 年対外援助法が成立するのに先立ち、ケネディ大統領は就任演説で強調したニューフ

ロンティア精神を具体化するために、1961 年 3 月、大統領命令によって「平和部隊」を暫定的に設立し、

同年 9 月には平和部隊法（Peace Corps Act）が議会で成立して予算化の根拠を与えられた。平和部隊は、

教育、保健衛生、農業技術などの分野で開発途上国を援助し、経済発展と民生向上を促すために、大学

生を含む米国の青年を途上国に派遣する組織であったが、その精神・目的においては対外援助法と軌を

一にする、草の根レベルの対外援助であった。 
48 Barrett ら（2005）pp. 61-63。 
49 秋山ら（2002）pp. 56-60。 
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そのほとんどが「南」の第三世界の国家であったため、米国は国連諸機関を、

分担金は払わされるが国益擁護が困難な存在と認識するようになったからであ

る50。 

その結果、米国の対外援助政策は、次の 3 点において変化していった。第一

点は、同盟国にＯＤＡの拡充を強く要請するようになったことである。第二点

は、多国間援助機関への貢献に消極的になったことである。しかしその分、世

界銀行などの多国間援助機関そのものの方が開発援助に積極的になり、リーダ

ーシップを取るようになった。そして第三点は、議会主導によるベーシック・

ヒューマン・ニーズ（ＢＨＮ）アプローチを援助プログラムの中に入れざるを

得なくなったことである。1960年代における米国の財政逼迫は開発援助政策を

一層選択的なものにし、その基準として採用されたものが、開発において貧困

の悪化を防ぐＢＨＮだったのである。しかし、逼迫した財政状況の中ではＢＨ

Ｎを必要としている全ての国家に開発援助を供与することは出来ないという問

題があった。そして、戦略援助も含め、戦後米国の援助政策を正当化する基礎

となっていた「自由と民主主義」は、ＢＨＮが最重要視される環境の中で「人

権」と読み替えられ、援助予定国の人権状況が米国によって判断され、援助が

行われたり、制限されたり、停止されたりと、援助政策が選択的に展開された

のである51。 

こうしたＢＨＮや人権重視の議会の潮流は、結果的には米国のＯＤＡに政治

的コンディショナリティーを課する動きを加速することになり、対外援助法に

は軍事革命や核兵器開発に関連する援助を制限するなどの追加的措置が採られ

ていった。さらに、国際開発金融機関の米国代表に対しては、投票を行う際に

援助予定国の人権状況に十分配慮するよう義務づけがなされた。この最後の点

に関しては、米国が世界銀行やＩＭＦなどの国際金融機関において「構造的パ

ワー」52を有してきたこと、すなわち米国がこれら機関において拒否権を持っ

ていることが前提となっていた。 

このように、1970年代の米国の対外援助政策にとって、国連専門機関である

ＦＡＯは南北問題やＮＩＥＯの関連で厄介な存在となっていき、他方、米国が

「構造的パワー」を有する世界銀行などの援助機関は途上国援助の世界で急速

に力を増し、主流化していったのである。 

1980年代に入ると、レーガン政権は、①新冷戦状況の中で人権と援助のリン

クを緩和し、対外援助の中のＯＤＡに戦略援助的色彩を強化し、②人権と援助

のリンクの緩和後もＢＨＮの充足というアプローチは開発援助政策の基本理念

                                            
50 滝田（1999） p. 222。 
51 滝田（1999） pp. 222-223。 
52 スーザン・ストレンジによる。 
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として踏襲し、さらに、③米国が大きな影響力を行使してきた世界銀行を始め

とする国際援助機関は、コンディショナリティー（融資条件）を重視し始めた。

財政改革・規制緩和・公的企業改革・資本の自由化・金融システム改革・法律

制度改革など、開発途上国の民間部門の発展を促進する構造調整プログラムを

進めることを条件に融資を行うようになっていった53。 

 

2.3 第三期：冷戦終結と米国の援助政策 

 第三期には、冷戦の終結によって援助理念が不明確になるとともに、米国を

含む先進資本主義国の「援助疲れ」が深刻化し、対外援助政策の中のＯＤＡ予

算額が縮小し始めた。 

 1990年代に入ると、1960年代の対外援助政策に見られた理念や楽観主義は消

え、米国のＯＤＡ政策には当時の一貫性や方向性が失われてくる。米国は最大

の援助供与国の地位を日本に譲り、ＯＤＡ援助額の対ＧＤＰ比はＯＥＣＤ加盟

国中最低レベルとなりながらなおも低下していた。米国は 1990年代、その援助

政策において明確な指針や理念を打ち出すことができなかったが、滝田はその

理由として、1960年代の開発援助政策の一貫性を保証していた全ての要因が消

滅してしまったことを挙げている54。 

そしてこの結果、米国議会と大統領は 1985年以来、時代の変化に即応した新

しいＯＤＡ立法を成し得なかった55。1993年1月に成立したクリントン政権は、

1994 年 1 月に議会に送った新対外援助法案の中で対外援助の理念を「再定義」

し、冷戦解体過程で失われたＯＤＡ政策の理念や方向性を回復して対外援助に

対する議会内外の支持を調達しようとした56。これは 1990年にブッシュ政権の

ベイカー国務長官が上院外交委員会で証言した 1990 年代の米国外交の課題57、

                                            
53 滝田（1999） pp. 224-225。 
54 すなわち、①冷戦の終結が、米国経済の後退と結び付いてＯＤＡ予算を増加させる行政府・立法府の

意欲をそいだこと、②世界各地の劇的な状況変化が「第三世界」という概念を無効化したこと、③ＯＤ

Ａは開発途上国政策を遂行するための一つの手段になってしまったこと、④30年以上にわたる開発促進

によっても米国は開発を成功させる鍵を見つける自信を得られなかったことである。（滝田 1999、pp. 

225-226） 
55 米国では、外交権限は基本的に大統領にあり、「上院の助言と同意」との影響を受けつつも、大統領を

頂点とする行政府が外交交渉を行うものとされている。一方、通商政策や対外援助政策の決定権限は議

会にある。それは財政権が議会にあるからであり、前者の通商政策については税収入が財政の構成要素

であるから、後者の対外援助政策については援助計画を策定・提出するのは大統領であっても、その計

画に予算を配分する権限は財政権そのものだからである。したがって、大統領と議会の間に合意が成立

した場合には援助政策はスムーズに立法化・実施されるが、合意が成立しない場合には援助案は成立し

ない。そして強力な理念が欠如したまま、政府各機関が独自のやり方で援助政策を進めるために、援助

政策そのものが混乱することになる。（滝田 1999、p. 226） 
56 その中でクリントン大統領は、援助の目的を、①（被援助国の）持続的発展、②（被援助国の）民主

主義の育成、③平和の追求、④人道的援助の提供、⑤貿易・投資を通じた成長の促進、⑥米国外交の促

進、と規定しようとした。（滝田 1999、p. 227） 
57 すなわち、①民主主義の強化、②市場開放の促進、③平和と安定の実現、④グローバル・イシュー解

決への協調的対応、⑤同盟関係の強化・再編、であると明言していた方向性。（滝田 1999、p. 227） 
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と、基本的に一致しており、民主党・共和党という枠を超えて米国として冷戦

後にも対外援助政策を継続しようとする場合には、議会の支持を調達し得る援

助目的・理念の幅は限定されていたということを示している。クリントン大統

領はこうした援助目的を実現するため、援助政策について３点の具体的変更を

提案した58。これは政権が議会に対し、援助政策の執行に当たって広範な権限

を大統領に付与することを求め、法律自体の複雑化や肥大化を抑制しようとし

たものであった。さらに議会への要請と並行して、議会の要求とも合致する援

助機関のリストラ、すなわち二国間援助の中心的機関であるＵＳＡＩＤの再編

を発表した59。このようにしてＵＳＡＩＤの再編はある程度進んだが、法案の

推進は上院の多数が共和党であったことから断念され、米国の対外援助の中の

ＯＤＡの基本的トレンドは変化せず、特定の例外的部門や地域を除き、全体的

なＯＤＡの減少が続いた。 

冷戦終結後のＯＤＡの地域的配分で特徴的なのは、ロシア、ウクライナをは

じめとする旧ソ連地域やその周辺国のいわゆる「市場経済移行国」への援助が

急増したことである。これら地域への援助の根拠となったものが、1992年、ブ

ッシュ（父）政権下で成立した自由支援法（Freedom Support Act）であった60。 

 以上のように、クリントン政権は、冷戦終結後の国際情勢に対応した対外援

助法の根本的改正に成功せず、部分的改正や援助執行機関の再編によって、い

わばパッチワーク的に援助政策を冷戦後の米国外交の中に位置づけようとして

いた61。 

 2001年 9月の同時多発テロ事件以降、米国の援助は、復興支援を含めて「テ

                                            
58 すなわち、①それまでの国別・分野別の援助予算割当を上記 6つの目的別に変更する、②政府の同一

機関内の異なる援助プログラム間での予算の移転、及び異なる政府機関間の援助プログラム予算の移転

を認める権限を大統領に付与する、③援助非適格国を共産主義国、核拡散国、テロリスト国というカテ

ゴリーで表現し、その分類は大統領権限とする、という 3点。（滝田 1999、p. 227） 
59 この内容は、①持続可能な開発にとって重要な、人口・保健政策、経済成長、環境政策、民主主義と

いう 4分野をＵＳＡＩＤの活動の中心として援助実施のための戦略を作成する、②柔軟かつ効率的な活

動、結果重視の体制、新たな課題への対応、の 3つの目的を実現できるよう部局を新設又は統廃合する、

③（被援助国の）発展段階に対応した援助の必要性、援助目的との整合性、援助の成果に配慮して、分

散しすぎた海外事務所の機能見直し・統廃合を行う、というものであった。（滝田 1999、pp. 227-230） 
60 同法は、ロシア及び旧ソ連地域の 11の共和国における民主主義確立を支援するため、これら地域に 4.1

億ドルの二国間援助と、ＩＭＦへの 123億ドルの拠出を承認した。前者は人道援助、保健衛生、民主化

改革、私企業育成、貿易、教育、環境保護、運輸、通信、ドラッグ教育、難民支援、エネルギー効率化

など広範囲な目的に、政府が予算を使用することを認めていた。しかしそれと同時に同法は、米国のそ

れまでの援助政策展開過程で重視されてきた原則を確認していた。即ち、①人権侵害や軍備管理義務違

反に対しては大統領が援助の停止を判断できることを規定し、②米国企業にビジネス・チャンスを与え

各国における市場経済を促進することを援助の前提としていた。（滝田 1999、p. 230） 
61 滝田はこの視点から、クリントン政権のＯＤＡ政策の特徴を、①（被援助国の）持続的発展を最大の

目的にして、医療・保健衛生、教育などのＢＨＮを充足・促進することを基本にしていること、②コン

ディショナリティーを一層、強調・重視し始めたこと、③ＯＤＡ政策の策定・執行に関して議会からフ

リーハンドを確保しようとする姿勢が強いこと、④市場経済移行国の中でも依然、“核大国”であるロシ

アへの援助に高いプライオリティーを置いているが、ロシアのナショナリズムや不安定化次第でそれは

変化しうること、と集約している。（滝田 1999、pp. 231-232） 
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ロとの戦い」の「前線国家」に重点配分された62。そしてこれと並行して、ブ

ッシュ（子）政権の下で、米国の援助は理念的色彩が突出したものとなった。

これを象徴するのが、2002年に導入された「ミレニアム挑戦会計（Millennium 

Challenge Account: ＭＣＡ）」である。この特別会計は、従来の援助メニュー

に加わった新たな援助であったが、その基本的性格は、サブサハラ・アフリカ

などの「脆弱国家」に対する援助について、「予め定められた基準をクリアした

「健全な」政策を持つ少数の国に傾斜的に援助を投入する」というものであり、

「選択的援助」の潮流を代表する動きでもある。選択の基準は、①グッド・ガ

バナンス、②経済的自由、③人的資源への投資であり、米国の援助は、民主主

義と市場経済を指向する途上国への「報酬」という色彩を強く持つようになっ

た。 

 以上のように、冷戦終結後の米国の対外援助政策は、それ自体が明確な理念

を再定義し得ず、二国間援助機関であるＵＳＡＩＤの再編や、市場経済移行国

への援助、更には 9.11後の「テロとの戦い」前線国家への援助と、時代の流れ

とその必要に応じた政治的意図を持つ選択的援助に終始した。このような中で、

次に述べるように、既に世界銀行などの主流の援助機関に対してマイナーな存

在となってしまっていたＦＡＯは、もはや米国の対外援助政策上もさしたる重

要な存在ではありえず、米国はＦＡＯの組織運営や活動内容に対して、その効

率化や組織の縮小・再編を求めるなどの消極的対応を繰り返したといえよう。 

 

 

３．世界銀行 

 

3.1 世界銀行の登場 

1944 年にブレトンウッズ会議で国際通貨基金（International Monetary 

Fund：ＩＭＦ）とともに設立が合意され、以後、復興や開発のために途上国等

への融資や支援を行っている世界銀行（The World Bank）は、国際復興開発

銀行（International Bank for Reconstruction and Development：ＩＢＲＤ）

と国際開発協会（International Development Association：ＩＤＡ）の 2つの

組織を中心とする、名実ともに世界最大の援助機関である63。このうちＩＢＲ

                                            
62 対象国はイラク、アフガニスタン、パキスタン、ヨルダン、及び以前からの重点対象国であるエジプ

ト、そしてコロンビアであった。（西垣ら 2009、pp. 152-153） 
63 世銀融資の資金供与額は、1997年から 1999年まで年あたり 230億ドルであり、内訳はＩＢＲＤが約 4

分 3を占める。この総額は当時世界一のＯＤＡ供与国であった日本のＯＤＡの 2倍強に当たる。援助機

関としての世銀の強みは、世界全地域を対象とし、プロジェクト採択に際して経済・財務・社会・制度・

技術・環境などの観点から多角的に評価する能力を備え、大規模な資金を動員でき、そして主要セクタ

ーの調査分析に基づき各国政府と政策対話を行う能力を持つことにあるといわれる。そして、国連グル

ープの専門諸機関や地域開発銀行、二国間援助機関などのドナーがしのぎを削る開発援助界にあってリ
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Ｄは市場金利に応じた比較的ハードな条件で融資を行い、第二世銀とも呼ばれ

るＩＤＡは、特に低所得国を対象としてグラント（贈与）に近いソフトな条件

で融資を行う。メンバー（加盟国）は各国政府で、融資を受けられるのは政府

や公的機関であり、政府の債務保証が得られる場合には民間企業も対象となる。

世界銀行とＩＭＦはともに米国のワシントンＤＣにあり、ホワイトハウス近く

の 19番街を挟んで向かい合っている64。 

 このように、近年は巨大な開発援助機関としての顔を持つ世界銀行であるが、

設立時からそうだったわけではなく、この機関の目的や活動も歴史的に変遷し

ているので、これに対する米国の関与も織り交ぜながら、以下に世界銀行の歴

史を簡単に振り返っておく。 

 世界銀行の設立を主導したのは米国であった。設立の主な目的は、妥当な金

利での長期の資金援助を通じて、大戦で産業と農業を破壊された西欧諸国の復

興を促すことであったが、開発途上諸国の長期的な経済開発を支える役割も期

待されていた。西欧復興や途上国開発に必要とされる資金について、米国は民

間投資、世界銀行、米国輸出入銀行のいずれかのルートで米国資本を流入させ

ようとする政策を採ろうとした。しかし、経済界で世界銀行の活動が民間投資

市場を圧迫するとの疑念が持たれていた米国は、公的資金の供給は極度に限定

すべきと主張していた。当時、世界銀行の主たる目的は、通常の投資経路を通

じて行われる民間ローンを保証することであり、世界銀行が融資をするのは、

民間のローンが正規の経路を妥当な金利で流れないときに限定された65。かく

して世界銀行は、援助機関の理念と銀行の行動原理を兼ね備えていたが、当初

の世界銀行は経済発展に直接結びつく投資事業として産業育成や基礎インフラ

の整備に重点を置いており、援助機関の理念よりも「銀行」の行動原理が優先

していたとも言えるのである。そしてその基本方針は、「開発途上国が貧しいの

は資本が不足しているからだ」との考え方に根差していた66。 

 しかし、世界銀行の規模、活動範囲、目標は、1960年のＩＤＡの設立で大き

く変わった。ＩＤＡの設立には本来の銀行としての性格を大きく変えることに

なるため、世界銀行内外から多くの反対意見もあったが、結局、ソ連が強く支

持していた国連機関として途上国支援機関を設立するとの案ではなく、それま

でのＩＢＲＤでは融資が困難であったインドやアフリカなどの途上国向けに融

                                                                                                                                
ーダーシップを発揮してきたのも、これらの強みの総合力によると考えられている。（大野泉 2000、pp. 

23-25）。 
64 大野泉（2000）pp. 23-24。西垣ら（2009）pp. 127-128。 
65 したがって、米国の大きな影響力の下で、公的資金の多国間供給のために設立された世銀は、1950年

頃までのしばらくの間、民間投資を助長するため、多くの融資要請に対し貸し出しを拒否せざるを得な

かった。こうして世銀に対する公的資金供与は抑制され、民間との競合を避けるため、世銀はニューヨ

ーク市場において債券を発行し資金を調達するという行動をとった（秋山ら 2002、pp. 56-57）。 
66 秋山ら（2002）p. 57。西垣ら（2009）pp. 129-130。 
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資できるような機関を世界銀行の一部として設立することとなったのである67。

ＦＡＯも「投資センター」を世界銀行と共同で設立し、開発途上諸国の農業開

発投資促進について世界銀行と協力している68。なおこの背景には、欧州の復

興にその製品の輸出市場としての第三世界を活用し、米国から援助の形で第三

世界に流入させたドルが欧州に蓄積あるいは世界的に循環することを通じて世

界的な自由貿易体制の確立を図った米国の計画があったことも指摘されている
69。 

「エンジニアの時代」とも呼ばれる世界銀行の創立初期、大規模プロジェク

トへの貸し付けが主たる援助手段であったが、多くの途上国では成功しなかっ

た。各国の中央政府が効果的に開発を進めることが出来るという信頼は裏切ら

れ、失望した世界銀行は市場の働きに信頼を置くようになった。しかしこの初

期段階においても、マクナマラ総裁（1968年就任）は、世界銀行の目標は成長

促進とともに、貧困削減・雇用創出であると考えていたので、貧困削減を実現

するため、すべての人の「基本的ニーズ（Basic Human Needs: ＢＨＮ）」を

満たすという戦略が採用された70。なお、近年の世界銀行の融資動向を見ると

ＩＢＲＤの融資額が 1990年代に比べて減少したまま停滞しているのに対し、Ｉ

ＤＡの融資額は増加を続け、低所得国・最貧国へのシフトが認められる71。 

 

3.2 地域開発銀行 

 

【アジア開発銀行】 

 アジア・太平洋地域の途上国の経済開発を支援する目的で 1966年に、フィリ

ピン・マニラに設立された。設立当時は、世銀のアジア向け融資がインドとパ

キスタンに偏る傾向があったので、それを補完するとの認識があった。特徴は、

日本のプレゼンスが高いということであり、日本の議決権は米国とともに最大

でともに 12.8％、歴代総裁は日本から出ている。第一世銀と同様、アジア開発

銀行の通常の資金源も出資金に加えて金融市場からの借入金を含んでおり、途

上国側から見てさほど魅力的な融資条件ではない（返済期間は 15～30年、うち

                                            
67 このような動きとしては、①ＩＤＡのような機関を国連機関として設立する動きがあり、これを旧ソ

連が強く支持していたこと、②世銀の最大融資先であったインドが外貨不足に陥り、世銀の融資条件で

は融資が難しくなったこと、③高所得国への融資が減少しつつあり、世銀をより途上国開発のための機

関として位置づける動きがあったこと、④独立後間もないアフリカ諸国はＩＢＲＤの融資条件では貸し

付けが難しかったこと、がある（秋山ら 2002、p. 58）。 
68 Phillips (1981) pp. 181-183。 
69 本間（2000）pp. 74-76。 
70 秋山ら（2002）p. 58。 
71 例えば 1995～1997 年の平均でＩＢＲＤの融資額は 153 億ドル、ＩＤＡの融資額は 57 億ドル（世銀融

資全体のうち 73％対 27％）であったが、2008 年ではＩＢＲＤが 105 億ドル、ＩＤＡが 92 億ドル（同様

に 53％対 47％）となっている（西垣ら 2009、pp. 130-133）。 
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3～7 年が据置期間）。そこで 1974 年に、「ソフト・ウインドウ」としてのアジ

ア開発基金が設立された72。 

 

【米州開発銀行】 

 1959年に設立され、地域開発銀行の中で最も長い歴史と最大の融資残高を持

っている。この設立は、当時の中南米における地域統合の波の高まりと連動し

ており、多くの国から「地域統合のための銀行」と受け止められていた。同時

に、中南米に圧倒的な影響力を持つ米国の意向が働いていたことも重要で、米

国は最大の出資国（30.0％）で、大きな影響力を持ち続けている。アジア開発

銀行の場合と同様、通常の資金に加えて、ソフト・ウインドウとしての特別業

務基金を持っている73。 

 

【アフリカ開発銀行】 

 第二次大戦後、アフリカ諸国で次々と誕生した諸国の経済基盤の弱さを改善

するためにも、アフリカ独自の開発金融機関を持たねばならないとの声が強ま

り、1963 年のアフリカ首脳会議での合意を経て 1964 年に設立された。当時の

新興国の民族意識の高まりを反映して、この銀行は「アフリカの資本をアフリ

カ人が運営する純粋にアフリカの機構とする」ことが定められた。しかし、ア

フリカ諸国だけでは十分な資金を提供できず、西側資金を導入することとなっ

たが、長年の植民地体験から域外大国への警戒心は強く、長期に亘る議論の末

に 1979年、域外諸国の参加が承認された。これと同時に、総裁はアフリカ人で

あるべきことも確認された。2006年末時点の議決権は、域内国が 60.1％、域外

国が 39.9％であり、日本の比重は域外加盟国としては米国に次ぐ第二位である
74。 

 

3.3 世界銀行の発展 

 上で若干触れたように、1968年に就任した 5代目総裁のロバート・マクナマ

ラ（任期、1968～1981年）は世界銀行の目的を成長促進から貧困削減にも注目

する方向転換を行ったが、これが世銀の第一の転機であった。これは世界銀行

の歴代総裁が、援助をとりまく環境の変化や対象国のニーズに応じて重点支援

分野や機構体制を軌道修正してきた中でも、開発哲学と機構体制の面で大きな

転機をもたらし、世界銀行を世界最大の援助機関に飛躍させたものである。同

氏は 1973年のナイロビにおけるＩＭＦ・世界銀行総会で開発途上国の絶対的貧

                                            
72 西垣ら（2009）pp. 138-139。 
73 西垣ら（2009）p. 140。 
74 西垣ら（2009）pp. 141-142。 
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困の深刻さを訴え、支援アプローチに所得再配分や貧困層への直接支援という

視点を導入し、農村の活性化やＢＨＮの充足に効果があるプロジェクトを増や

すよう世界銀行の方向転換を行った75。貧困撲滅を中心的使命とし、組織の拡

大を図り、理事会で毎年新たに承諾されるプロジェクトの数を重視する文化を

はじめとして、いろいろな意味において、マクナマラ時代に今日の世界銀行の

原型が築かれたのである76。 

 1970年代と 1980年代は、2度のオイルショック、オイルダラーの循環から派

生した債務危機、一次産品価格の変動、ドルの金兌換停止、そして固定為替相

場制の廃止によって多くの途上国のマクロ経済が大混乱に陥った時期であった。

こうした混乱に直面し、世界銀行内部では市場のルールに従うべきであるとい

う考えが強まり、世界銀行での主導権はエンジニアから経済学者に移り、新古

典派理論、特に貿易自由化と成長を伴う構造調整が重視されるようになった。

そして 1986～1987 年にはこの路線の下で大規模な組織改革が行われることと

なる77。 

世界銀行の第二の転機は、このような流れの中での 1970年代末の構造調整融

資の採用であり、これは長い間「実質的なナンバーワン」として世界銀行に君

臨したアーネスト・スターン専務理事のイニシアティブによるものであった78。

この背景には、歴代の世界銀行総裁には米国人が任命されるのが常であり、1980

年代になると、どの総裁も自国、すなわち米国政府や議会に対して世界銀行が

いかに効率的かつ効果的に仕事をしているかを説得するのに腐心するようにな

ったという事情があると考えられる。最大の出資国で強大な発言権を持つ米国

が、自らの財政・国際収支の赤字が深刻化したために国際機関を通じた援助に

寛容でなくなり、構造調整政策を含め、世銀の予算や運営について以前より厳

しい目で監視するようになったからである79。 

潤沢なオイルマネーをあてに 1970年代に借金を続けた一部の開発途上国が、

1980 年代にかけて世界経済の成長鈍化と金利上昇によって､対外債務の増大、

国際収支危機、財政赤字、超インフレなどに見舞われたが、こうしたマクロ経

済不均衡が存在するとき、経済政策を根本的に変革することなしには従来のプ

ロジェクト融資をいくら行っても効果は上がらないとの考えから､世界銀行は

1979年以降、構造調整融資（Structural Adjustment Lending: ＳＡＬ）や、

                                            
75 以来、農村開発・教育・保健・都市の貧困問題を扱う部署が創設され専門スタッフの大幅増員が図ら

れたが、従来のインフラへの融資も減らさない方針が採られたので、世銀の融資規模と職員数は大幅に

拡大した。 
76 大野（2000）pp. 29-32。 
77 秋山ら（2002）pp. 59-60。 
78 西垣ら（2009）pp. 134-135。 
79 とりわけ、7代目総裁のコナブルが 1987年に断行した機構改革とそれに伴う早期退職奨励・大幅な人

員削減は、拡大成長路線に慣れていた世銀職員に大きなショックを与えた。（大野 2000、pp. 32-33）。 
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セクター調整融資（Sector Adjustment Lending: ＳＥＣＡＬ）を導入し、国際

収支の赤字補填を迅速に行う見返りに、途上国に対してマクロ経済やセクター

別の政策改革を融資条件（コンディショナリティ）として課すノン・プロジェ

クト型融資が開始され、借入国において成長を伴う構造調整を実施することが

目標となった80。 

世界銀行とＩＭＦが考え出した革新的な構造調整手段は、深刻な債務問題と

資金不足に苦しむアフリカとラテンアメリカ諸国に向けて設計され、借り入れ

国政府に対して新古典派経済学理論に沿った政策変更を促した。また世界銀行

は、これらの国では政府の市場介入政策が経済を停滞させ民間投資を妨げてい

ると判断したので、主に「政府が経済統制から手を引き、特に農業セクターに

おいて経済活動を開放する」81ことを狙っていた。ＳＡＬやＳＥＣＡＬはクイ

ック・ディスバース型の貸付で、借入国が特定の政策変更を実施するという、

いわゆる「コンディショナリティ（貸付条件）」と引き換えに提供されるもので

あり82、世界銀行と途上国政府が 2～3年の中期の経済あるいはセクターの改革

プログラムに合意し、政府は改革の実施状況に応じ通常 2，3回に分けて世界銀

行から融資を受ける仕組みであった83。 

いずれにしても 1980年代以降、先進工業国と途上国との相互依存関係が増大

するにつれて、世界銀行はその膨大な資金の供給を通じて途上国経済を世界市

場システムに統合させる重要な役割を果たしてきたのであるが、世界銀行が積

極的に採用した構造調整プログラムは途上国の貧困層に利益があるだろうと訴

えられたにもかかわらず、これはむしろ彼らに対して短期的にも長期的にも多

大の損害を与えてきたのである84。 

冷戦後の 1990年代以降になると、世界銀行の重点課題は、体制移行国の市場

経済化支援、ならびに環境・社会・制度といった経済以外の側面や、地球規模

の問題を視野に入れた持続可能な開発などに移ってきた。また、サブサハラ・

アフリカに典型的に見られるように、過去に構造調整政策を実施したにもかか

わらず、依然として「貧困の罠」から脱出できない最貧国に対する支援が強化

                                            
80 大野（2000）pp. 27-28。 
81 Mosley ら（1991）。 
82 秋山ら（2002）pp. 59-60。 
83 伝統的なプロジェクトの場合、事業完了から最終のディスバース（援助資金の支払い）が行われるま

で通常 5年以上かかるが、ノン・プロジェクト型融資ではより速く資金を供与することが可能である。

また、1980年代後半になると、経済危機や構造調整政策からのマイナスの影響を受ける貧困層や社会的

弱者への配慮を積極的に行う必要性が認識されるようになり、ソーシャル・セーフティーネット強化の

ための支援が拡充された。これは、構造調整の導入当初は途上国が数年で経済危機を克服し成長軌道に

戻ると想定して不要と考えられていた貧困層に対する特別措置であり、当初の見込みがあまりにも楽観

的であったことを表している（大野 2000、pp. 28-29）。 
84 本間雅美（2000）p. 12。 
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されている85。この段階で起こった世界銀行の第三の転機は、1995 年に就任し

たジェームズ・ウォルフェンソーン総裁の下での貧困削減への取り組みであり、

「開発哲学のソフト化」とも、「貧困の主流化」とも呼ばれる貧困問題重視の潮

流を作り出し、他方、制度・社会・環境など経済以外の側面も重視し、グッド・

ガバナンス（良い統治）、参加型開発、人間中心の開発、持続的開発、「包括的

開発フレームワーク」などの概念を駆使して、世銀は国際援助社会での指導的

地位を維持してきた86。加えて 1990年代以降に特に注目を浴びてきた金融危機

や経済のグローバル化への対応という観点からも、貧困問題への取組が強化さ

れた87。 

 

3.4 世界銀行とＩＭＦの関係 

 ここで、世界銀行とＩＭＦの関係について若干触れておきたい。ブレトンウ

ッズの姉妹機関である世界銀行とＩＭＦは、1945 年 12 月に誕生して以来、前

者が開発援助、後者が国際金融という形で補完的な役割を果たしてきた。金融

的側面を中心に国際通貨体制の安定と国際収支のスムーズな調整を促進するの

がＩＭＦの使命であり、中長期の開発問題に取り組むのが世界銀行である88。 

 このように元来、世界銀行とＩＭＦの間には明確な棲み分けがあったが、1980

年代に入り両機関の業務に重なる部分が増えてきた。世界銀行がＳＡＬやＳＥ

ＣＡＬといったノン・プロジェクト型融資に積極的に取り組むようになり、経

済政策やセクター政策の改革についても関与するようになったのと並行して、

ＩＭＦの方も、累積債務国の国際収支の赤字が当初想定していたような一時的

なものではなく構造的要因によるもので、その解決には中長期にわたる経済改

革が必要であることが次第に明らかになると、1986年以降、ＳＡＦ（構造調整

ファシリティ：Structural Adjustment Facility）やＥＳＡＦ（拡大構造調整フ

ァシリティ：Enhanced Structural Adjustment Facility）といった新しい融資

スキームを導入し、最貧国向けに低金利で支払期限の長いソフトローンを供与

するようになったからである。このように、一定の領域においてＩＭＦと世界

銀行の業務が似てきたことを踏まえ、1986年に世界銀行とＩＭＦの間で相互の

協力についてのガイドラインが設けられ、その後定期的に見直しが行われるよ

うになった89。 

                                            
85 大野（2000）p. 29。 
86 西垣ら（2009）p. 135。 
87 大野（2000）p. 29。 
88 大野（2000）pp. 33-34。 
89 経済危機に瀕する国の多くは苦しい資金繰りの中で、世銀とＩＭＦの両方に融資を求めるので、融資

を受ける側にとっては、交渉・合意する経済改革プログラムの内容や実施タイミング等が、これら二機

関の間で十分うちあわされていることが大切である。このため、1980年代後半以降、世銀とＩＭＦはよ

り頻繁な情報交換や合同ミッション、最貧国支援における共通の政策枠組み書、「ポリシー・フレームワ
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 このような政策改革を求める際に従来、世界銀行・ＩＭＦが提唱してきた開

発哲学は、財政金融を引き締め総需要を抑制した上で大胆な構造調整を行って

成長を目指すというものであった。その理論的バックボーンは、自由市場の力

による調整・成長回復機能を信奉する新古典派経済学にある。この考え方は両

機関の融資コンディショナリティに反映され、1980年代以降中南米諸国を皮切

りに各国で実施された90。 

 

3.5 世界銀行批判 

 ここまで世界銀行の歴史とその活動を概観してきたが、これは世界銀行に関

する比較的公式な、換言すれば世界銀行自身が自らを評価する場合に見られる

ような受け止め方を反映したものである。特に学界の大半は、関係領域の研究

者に提供される魅力的なコンサルタント料のおかげで、すでに世界銀行に妥協

的になっていたという91。しかし実際には、世界銀行の途上国援助については

極めて厳しい批判も存在する。世界銀行の活動に対する批判的な論調が 1960

年代の末に現われ始めて以来、世界銀行をめぐる議論には賛同と批判が入り乱

れているが、1980 年代末から 1990 年代はじめにかけては環境保護団体や開発

NGO が世銀に容赦ない圧力をかけ、特に構造調整政策及び環境を破壊する巨大

プロジェクトに批判を浴びせるなど、遮ることのできない潮流にまで拡大した
92。 

 

【支援の効果に関して】 

そのような世界銀行批判の第一に挙げられるのは、「支援の効果が上がってい

ない」という批判、すなわち多額の援助にもかかわらず貧困削減が進んでいな

いという苛立ちが国際社会に広がっていることである。この苛立ちは米国政府

サイドにおいても見られ、例えばブッシュ政権のオニール財務長官ですら「最

貧国を訪ねてみれば分かるが、目に見える成果はほとんどない」と世界銀行の

活動を批判したことは、これが国際社会を代表する意見であることをあからさ

まにしたものだと言えよう。また、ブレトンウッズ体制の姉妹機関の組織風土

に対して強力な批判を展開したオピニオン・リーダーの代表例は、世界銀行の

上級副総裁であったジョセフ・スティグリッツで、彼は世界銀行とＩＭＦが途

                                                                                                                                
ーク・ペーパー」の作成などを通じて連携を強めるとともに、途上国に改革を迫る際にも、それぞれの

役割を明確にするようになった。（大野 2000、pp. 42-43） 
90 これはちょうど米英でも、レーガン大統領やサッチャー首相が自由主義市場経済を標榜し、「小さい政

府」の実現に向けて民営化や規制緩和を積極的に推進した時代である。この政策処方箋が別名、「ワシン

トン・コンセンサス」と呼ばれるのも、まさにワシントンに本部を置く世銀とＩＭＦという二つの機関

が強力に支持したことによる。（大野 2000、p. 44） 
91 ジョージら（1996）p. 6。 
92 ジョージら（1996）p. 5。 
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上国にコンディショナリティを押し付ける姿勢や、東アジア危機の際に世界銀

行が採った行動について、途上国の利益に反するものとして厳しく批判してい

る93。このように、世界銀行は最も崇高な存在理由をもち、戦後の世界の人々

の暮らしの改善に貢献する機関であると信じられてきたにもかかわらず、開発

の名の下に行われている世界銀行の事業は物理的にも社会的にも世界中に広大

な荒廃の爪痕を残しているという見方もあるのである。他の例を挙げれば、ス

ーザン・ジョージらは、世界銀行のプロジェクトは開発の名の下に、共同体の

つながりを解体し、多くの人々を住み慣れた土地から移住させ、森林を破壊し、

草地を砂漠に変え、土地と富を一握りの富農と企業家の手に集中させていると

論じている94。また、本間雅美は、「第三世界は「開発の時代」に世界経済のグ

ローバリゼーションから恩恵を受けるどころか、負の遺産を引き継ぐ方が多か

ったために、ＩＭＦと世界銀行中心として唱えられてきた「開発神話」はその

ベールをはぎ取られつつある」と述べている95。 

 

【途上国への最後の貸し手であることに関して】 

 第二に挙げられるのは、世界銀行・ＩＭＦは「ジュビリー2000」に代表され

る途上国債務帳消し運動のターゲットでもあること、すなわち「最貧国支援の

ジレンマ」として、これら諸国に対する最大の資金の貸し手であり最大の債権

者として批判される反面、貧困な諸国に対する最後の貸し手でもあるというこ

とがある。つまり世界銀行・ＩＭＦからの資金が確保されなければこれら貧困

な諸国の資金繰りは持続できないのであり、この両機関の支援メニューが貸し

付けのままでは債務返済負担の持続的な拡大を生んでしまうのである。2000年

3月に米国議会に提出された「メルツァー報告」96は、この難題を解決するため

に世界銀行の資金支援を融資から贈与に変えることを主張した。このような全

面的な贈与化は世界銀行の資金源の構成から見て困難であるとしても、一定の

範囲内で贈与への転換を進めることが必要とみられている97。 

 

【組織運営に関して】 

 第三に挙げられるのは、各方面から厳しい批判が出されている世銀・ＩＭＦ

の組織運営のあり方であり、この中にはトップの選出方法に対する批判と、ト

ップの不祥事に対する批判がある。特に、世界銀行のトップは何故いつも米国

                                            
93 西垣ら（2009）pp. 135-136。 
94 ジョージら 1996、pp. 4-5。 
95 本間（2000）p. (2)、p. 12。 
96 カーネギー・メロン大学教授のアラン・メルツァーを委員長とする委員会の報告書（西垣ら 2009、p. 

137）。 
97 西垣ら（2009）p. 137。 
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人でＩＭＦのトップは何故いつも欧州人なのかという点が、幹部人事の閉鎖性

や密室取引という不透明さを象徴しており、国際機関の中立性・公平性との視

点から国際社会の厳しい視線を浴びている。また、世界銀行のポール・ウォッ

ルフォウィッツ総裁（在任は 2005～2007）と、ＩＭＦのドミニク・ストロスカ

ーン専務理事（在任は 2007～2008）が、それぞれ女性職員との間に「不適切な」

関係を持っていたことは、ブレトンウッズ体制の姉妹機関の不適切なガバナン

スの象徴として受け止められた。途上国のガバナンスの問題点を厳しく指弾す

る世界銀行・ＩＭＦの資格が問われる出来事でもあったのである98。 

 

【構造調整政策に関して】 

 第四に挙げられるのは、世界銀行に対して最も頻繁に見られる、「構造調整」

政策に対する強い批判である。世界銀行の第 5 代総裁となったマクナマラが

1979～1980年に、初めて世界銀行に構造調整融資及びセクター調整融資を導入

して以来、構造調整政策には巨額の資金が導入され、またその影響についての

文献も指数関数的に増加したが、その評価はまちまちである。スーザン・ジョ

ージらがこの論争の特徴について述べているように、構造調整の擁護者が理論

モデルの解説に多くの言葉を割く反面で事実関係に寡黙である一方、批判者は

1980～90 年代の構造調整の不愉快な現象を一つ残さず明らかにしようとして

いる。これらの議論の間の最低限の共通項として、特定の国がその実体経済に

合わせて「構造調整」する必要性は理解できるとしても、なぜその国が収入以

上の生活をしたのか、誰がそれを奨めたのか、国内のどのような政治的・社会

的利益グループが流入してくる低金利融資を利用したのか、誰が調整コストを

払うのか、などに対する理解は必ずしも共通にはなっていない。むしろ、これ

らの疑問点を取り上げつつ、世界銀行の政策が「誤った経済学」に基づく威嚇

的なものであると論ずる見方もあったのである99。スーザン・ジョージらはこ

の「誤った経済学」との論点についていくつかの例示を行っている。 

構造調整に関する例示の一つ目は、1991年、世界銀行の構造調整に対して日

本の外務省系の政府開発援助機関であった海外経済協力基金（ＯＥＣＦ、当時）

のような「驚くべきところ」から批判が起きた100ことである。すなわちＯＥＣ

Ｆは、市場メカニズムへの過度の依存と政府介入の排除、貿易及び金融制度の

過度の自由化、無差別的な民営化という世界銀行のアプローチを批判した。日

本の経済発展の経験を引きながら、世界銀行の構造調整へのアプローチが、市

場メカニズムへの過度の依存と政府介入の排除、貿易及び金融制度の過度の自

                                            
98 西垣ら（2009）p. 138。 
99 ジョージら（1996）pp. 72-73。 
100 海外経済協力基金（1991）「世界銀行の構造調整アプローチの問題点について」（『基金調査季報』no.73, 

1992/2, 所収）。 
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由化、無差別的な民営化に傾斜していることを取り上げ、世界銀行の信念とは

正反対に「資源の最適配分を市場原理だけで達成することは不可能である」と

し、政府は「社会的に利益のある活動」に対してはある種の補助金を、特に優

遇金利を与えるべきであると鋭く論じた。換言すれば日本は、世界銀行が推進

している政策とは違うやり方でうまくやったのだと主張したのである101。 

構造調整に関する例示の二つ目は、アフリカ南部ジンバブエに関する、英国

ヨーク大学のコーリン・ストンマン教授の見解である。すなわち、1980年の独

立から 1987年まで、同国は世界銀行から 9件、ＩＤＡから 4件の融資を受けた

が構造調整を適用されず、どの債権者に対しても返済遅延に陥らず、債務リス

ケジュールを要請する必要がなかった。当時のジンバブエは民族主義的な政策

を採用して、アフリカ諸国の中では良好な国家運営を行っており、ここに「構

造調整国」よりはっきり成功を収めている「非構造調整国」が存在した。ジン

バブエは、幼稚産業と現地の部品生産者を保護し、食料を自給し、工業生産物

の輸出の多様化を図って繁栄していたのである。しかし世界銀行は、ジンバブ

エがこのような「誤った政策」で成功することが許せず、工業生産物輸出の振

興のための融資の審査を遅延し、最終的にはイデオロギー上の理由によってこ

の融資を拒否した。そして後にジンバブエは国際金融界に近い大蔵大臣によっ

て構造調整プログラムを導入し、構造調整の悪影響の直撃を受けることとなっ

たのである102。 

また鷲見一夫は、1960～1970年代にかけて急速に悪化した経済状況に対応す

るためにガーナ政府が 1983年に総合的な経済改革パッケージ「経済復興計画」

（Economic Recovery Programme: ＥＲＰ）に着手し、この実施のために 1983

年から 1987 年まで主として世界銀行のさまざまな融資を受けた103ことを取り

上げ、その評価を試みている。世銀自身の評価はＥＲＰが概ね成功していると

いうものであるが、これに対して各方面から異論が出された。これらにはユニ

セフによる「北部の底辺層の農民の利益を考慮に入れていない」という指摘、

                                            
101 ジョージら（1996）pp. 73-74。 
102 ストンマンは世銀による「比較優位」を利用する論法を取り上げ、「比較優位の利用は、世銀ではイデ

オロギー的な役割を果たしている。・・・比較優位の議論は循環論、すなわち「ジンバブエは、低開発で

あるから、高度技術を要する経済活動では比較劣位にある。だからそれは避けるべきである！という議

論」なのだと述べ、さらに、「世銀とＩＭＦのあらゆる報告書は、彼らが持っているどんな証拠でも、最

終的には標準的な自由市場パッケージの勧告に変えてしまう」と述べている。そしてその勧告は必ずと

言っていいほど、通貨切り下げ、外貨管理と輸入規制の撤廃、補助金の削減ないし廃止、世界市場に合

わせた相対価格体系の採用、政府の経済機能の縮小を含んでいた。（ジョージら 1996、pp. 75-78） 
103 ガーナ政府は、1983 年にはＩＭＦとスタンド・バイ取決めを結び、国際収支の安定化対策に着手する

とともに、世銀からガーナの経済回復プログラムの実施のための農業生産資材などの輸入を賄うため

4000 万ドルのＩＤＡ融資を受けた。次いで 1984 年にはガーナ政府の輸出振興プログラムに対してＩＤ

Ａから 7600 万ドルが提供された。これに続いて 1985 年には第二次復興輸入としてＩＤＡから 6000 万

ドル、さらに 1987 年には構造調整プログラムの支援のために世銀から 1 億 1500 万ドル（うちＩＤＡが

3400 万ドル、アフリカ基金からが 8100 万ドル）の資金供与を受けている（鷲見 1994、pp. 298-299）。 
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ガーナのＮＧＯによる「構造調整プログラムは、ガーナの農民の 18％を占める

ココア農家の更にごく一部の上層農家を潤しているにすぎず、非ココア生産農

家の所得は停滞したままであり、ガーナの食料自給率は徐々に低下している。

さらに外貨獲得源とされた木材産業振興によって森林破壊が進んでおり、さら

に保健と教育で受益者負担が導入されたために学校の中途退学者の増大や保

健・医療水準の低下が進んで社会的影響が際立ってきている」という指摘も含

まれている。このように、ガーナにおけるＥＲＰは一部の富裕層を潤している

にすぎず、却って国内的な貧富の差を拡大させる結果となっていると鷲見は結

論付けている104。 

以上の例を含む数々の実例からみて、いずれにしても、世界銀行の構造調整

政策が、途上国に対して、短期的ばかりでなく長期的にも調整過程から多大な

損害を与えてきており、貧困撲滅といわず貧困軽減という側面からみても構造

調整は失敗であったとの見方105は、多くの専門家によって共有されているとい

えよう。 

ここで特記したいのは、構造調整に関連して食料の問題が非常に重要な影響

を受けているということである。すなわち、構造調整の長期にわたる主要な結

果として産業の衰退が生じやすいが、最初の代償として深刻な食料不足の問題

があるのである。ジンバブエの例でいえば、その穀物流通公社は通常 200万ト

ン近いトウモロコシの在庫を持っていた。しかし構造調整が「効率の悪い」国

営企業を一様に解散させることを要請したので、公社は在庫を低価格で売りさ

ばいてしまった。その直後に長期にわたる大干ばつが同国を襲い、大被害をも

たらし、結局かつては食料を自給していたジンバブエは、世界市場から高い食

料を輸入することを余儀なくされた。スーザン・ジョージらは、これが構造調

整の論理的帰結なのだと結論づけている106。また本間雅美は、構造調整による

第三世界の国内経済の解体と世界市場への統合について、これが資本のグロー

バリゼーションと深くかかわるものであり、「第三世界は古い文化や自給自足的

経済を解体し、市場原理に基づく世界経済に適した価格付けによる自由貿易を

採用するように押し付けられてきたから」であるとしている107。 

 

【市場原理・貿易自由化の重視に関して】 

 第五に挙げられるのは、世界銀行・ＩＭＦが進めてきた市場原理、貿易自由

化を重視するアプローチである。このような世銀の開発モデルは、1991年から

世銀チーフエコノミスト、後に米国財務長官やハーバード大学学長を務めた、

                                            
104 鷲見（1994）pp. 297-304。 
105 本間（2000）p. 12。 
106 ジョージら（1996）pp. 82-83。 
107 本間（2000）p. 16。 
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ローレンス・サマーズの経済観、すなわち自由市場、マネタリスト経済学、自

由（規制の緩和された）貿易、民営化、国家の役割の縮小、公的セクターの「ダ

ウンサイジング」、そして人間の生命を含めたあらゆる対象への費用便益分析の

適用など、標準的な新古典派経済学と言える内容である108。しかしこれに対す

る反論として、スーザン・ジョージらは、確かに市場は、土地や資本を含め稀

少資源を、私たちが「効率的」と呼ぶやり方で配分することが出来るが、しか

し雇用を作り出すことは市場の仕事ではなくて市場機能の副産物でしかない、

さらに市場はあらゆる人に対して食料、衣料、住居を、ましてや保健・医療、

教育、文化を供給することはないと論ずる。そして、市場が社会的な優先順位

を決定したり、適切な順に並べたりすることなど期待できない、どの社会も経

済を持っているけれど、社会が経済であるということにはならないと批判して

いるのである109。このような流れの中で、世界銀行の市場原理・貿易自由化重

視のアプローチは反グローバリゼーション運動の標的となり、構造調整政策に

おいて課される市場原理重視のコンディショナリティ、特に貿易自由化の要求

が途上国の貧困層の生活を脅かすという点を批判され、世銀・ＩＭＦはその総

会のたびにデモ隊に取り囲まれるようになっているのである。グローバリゼー

ションと貧困の関係については激しい意見の対立があるが、グローバリゼーシ

ョンが貧困国にマイナスの影響を与えるという声は非常に強い。ところが世銀

はこうした懸念の声を正面から受け止め、この問題について自らの意見を発信

しているとはいえない。この点をあいまいにしたまま貧困削減を議論してきた

ため、世界銀行の主張は十分な説得力を持ちにくいのである110。 

 

【政治権力の行使に関して】 

 そして第六に挙げられるのは、世界銀行の持つ政治権力の行使の側面である。

そもそも世銀の目的については、ブレトンウッズ憲章で世界銀行は純粋に経済

機関であると謳われているにもかかわらず、実際は極めて大きい政治的権力を

行使しており、ますますグローバル化しつつある世界における「超国家機関」

として、アフリカから旧ソ連に至るまで、国家の政策について当事国よりも強

大な発言権を持つに至っているという見方もある111。そして世界銀行がそれほ

                                            
108 サマーズの発言や著作をみると、彼は経済政策の社会的影響について気にとめていないように見える。

また、第三世界諸国は全て、「攻勢的な市場指向」の東アジアの小竜を真似るべきであって市場に介入し

てもことは思い通りにはならないと主張する。そしてついに、「開発途上国に自由市場経済学を勧める正

真正銘の巡回宣教師」とまで評されるようになった。サマーズのモデル、すなわち世銀の「市場経済ド

クトリン」では、全てのもの（あらゆる人）が市場の決める価格を割り当てられ、人間の生存のあらゆ

る側面を市場が送るシグナルの下に置き、本来ならば経済学から切り離せないはずの社会的あるいは政

治的問題について考えるために立ち止まることはほとんどない。（ジョージら 1996、pp. 121-135） 
109 ジョージら（1996）pp. 121-135。 
110 西垣ら（2009）pp. 136-137。 
111 すなわち、世銀が借り入れ国に適用しようとする政策は、事実上、他の選択肢を認めない最も優勢な
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どまでに批判や議論の対象となる理由について、スーザン・ジョージらは、世

界銀行が戦後、成功を収め繁栄を続け、規模を拡大し、経済力や政治力を増大

させ、何よりも世界銀行は自らの世界観を「規範」にまで高めてきたことに求

め、世界銀行の成功の源泉は大きな経済力もあるが、むしろ文化あるいはイデ

オロギー、さらにはその規範を強制する力に多くを負っているとの見方を示し

ている。そして、開発をはじめ適正な政策を定義づける世界銀行のヘゲモニー、

他の人になりかわって世界を解釈する正統性、服従を迫る力こそ、世界銀行の

成功の証であったとしている112。また、グレアム・ハンコックは、世界銀行の

部門調整融資や構造調整融資は、途上国の重要な資金源を簡易・迅速に提供す

る代わりに、世界銀行が途上国の政策決定過程で中心的な役割を果たそうとす

る願望を端的に表しており、「貧しい国々の強力な当局者を説得して、国家主権

の重要な側面を引き渡させるために用いる賄賂」、すなわち国の永久的利益を売

り渡させているものだと表現している113。 

 

 

４．ＵＮＤＰ及び国連の援助関係機関 

 

4.1 開発援助におけるＵＮＤＰの役割 

 国連開発計画（United Nations Development Program: ＵＮＤＰ）は 1966

年に設立され、国連のシステムを通じた途上国への技術協力を任務としている。

活動内容の中心は途上国の制度能力強化（キャパシティ・ディベロップメント）

で、民主的ガバナンス（活動全体の 41％）、貧困削減とミレニアム開発目標の

達成（33％）を中心に、危機の予防・復興、エネルギーと環境など幅広い分野

の活動を行っている。また、開発事業の準備段階でのマスター・プラン作成や、

企業化調査（フィージビリティ・スタディ）の実施、プロジェクトの進行管理

なども行う。世銀の融資する開発事業にはＵＮＤＰが企業化調査を手がけたも

のが多い。ＵＮＤＰは国際協力の世界で大きな存在感を持っているが、この大

きな理由として『人間開発報告書』（Human Development Report）を発行し、

経済以外の視点も広く含めた形で開発問題を分析し、政策提言を行っているこ

とがある。当該報告書は、国際社会で有力な新古典派経済理論とは異なった視

点から、途上国の貧困問題・開発問題を検討してきており、「人間開発」（Human 

Development）との新しい概念を提示したのはその代表例であるが、グローバ

リゼーションが開発途上諸国に与える影響についても、世銀とはかなり異なっ

                                                                                                                                
政策となっているという。（ジョージら 1996、pp. 3-5） 

112 ジョージら（1996）pp. 5-7。 
113 ハンコック（1992）pp. 105-107。 
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た認識を持つとされる。ＵＮＤＰは全世界に常駐代表事務所を持ち、国連の機

構の中でも最大のネットワークとなっている。常駐代表は、その国でのさまざ

まな機関の活動を総合調整する機能を持つ。ＵＮＤＰの 2007年度の活動規模は

約 31.7億ドルであり、ＵＮＤＰを含めて国連システムの下で開発援助活動を行

っている諸組織の主な財源は、加盟国の分担金による国連の通常予算とは別の

加盟国の自発的拠出金（コア・ファンド）、及び特定信託基金への拠出などのノ

ン・コア・ファンドから構成されている114。なお、実際のプロジェクトの実施

は、多くの組織や団体、機関などとの連携で行われることが多い。国連内にも

ＵＮＤＰから資金を受ける多くの機関があって、かつてはこれら機関が資金配

分を巡って激しく競争する関係にあり、ＦＡＯはその配分の大きな割合を受け

取っていた。しかし、その配分割合は徐々に変化し、ＦＡＯの 10～15ポイント

減を筆頭に専門機関への配分は低下していき、それとは対照的にＵＮＤＰ自身

への配分の割合と途上国自身が活動に取り組む事業（National execution: Ｎ

ＥＸ）の割合が増加していった115。 

 ＵＮＤＰは国連システムの中の最大の無償技術援助機関であり、国連の開発

業務活動（operational activities for development）の主要な調整機関である。

国連総会の補助機関という位置づけで設立され、2000 年時点で 36 か国からな

る執行理事会及び事務局から構成され、事務局の長である総裁（Administrator）

には総じて米国人が就任してきた116。事務局はニューヨーク本部のほか、2000

年時点で 132か国の常駐代表事務所を置き、174か国で援助活動を行っている。

財政規模は、国連の通常予算よりもはるかに多い117。ＵＮＤＰの優先的目的と

しては、持続可能な人間開発及び貧困撲滅が挙げられ、これらに焦点を絞った

任務が与えられている118。 

                                            
114 西垣ら（2009）pp. 142-144。 
115 ＵＮＤＰから専門機関への配分が減少し、ＵＮＤＰとＮＥＸの割合が増加するに至った理由について

は、専門機関による技術協力の質が低いうえに、プロジェクトの実施段階における専門機関間の協力が

欠如しており、そのためにＵＮＤＰが直接実施に関わる余殃になったという指摘がある。ＵＮＤＰ内部

に設置されたＯＰＥによる技術協力は、競争入札に基づいた下請け契約制度を導入し、その結果、専門

機関による技術協力よりも迅速かつ高い専門性を有し、さらに実施期間も延長されることが少ないとい

う点でより好ましい方法であると考えられた。このような経緯から、専門機関による技術協力の割合は

徐々に低下せざるを得なかった（大平 2008、pp. 26-28）。 
116 1999年には世銀の対外関係担当副総裁兼国連問題担当副総裁であった英国人のマーク・マローシュ・

ブラウンが就任し、これは世銀との協力関係を重視する当時のＵＮＤＰの政策の反映と考えられた（秋

月 2000、p. 76）。また、現在（2014年）はニュージーランドの元首相であるクラークが総裁を務めて

いる。 
117 1997年の総収入は約 22.6億米ドル、同年の援助活動への支出（プログラム支出）は約 15.3億米ドル

であり、これらに対して国連の通常予算は約 12.4億米ドルである（秋月 2000、pp. 76-77）。 
118 ＵＮＤＰが目指すべき主要な目標としては、①ＵＮＤＰの力と資産の焦点を被援助国の持続可能な人

間開発に絞り、最大限貢献できるようにする、②持続可能な人間開発のための国際協力を強化し、それ

を達成するための主要な役割を担う、③国連システムが、持続可能な人間開発のための統一された強力

な力となることを助ける、の 3つが挙げられている。また、この 3つの目標を反映したＵＮＤＰの近年

の政策の特徴としては、（a）活動の重点化、（b）活動の現地化、（c）調整機能の強化の 3点が挙げられ
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4.2 無償援助機関としてのＵＮＤＰ 

 ＵＮＤＰは無償技術援助機関として、「持続可能な人間開発」への活動の重点

化、及び「被援助国の能力開発と責任」を重視する活動の現地化を反映する具

体的な取組をしてきている119。 

 

【優先分野での重点的な活動】 

ＵＮＤＰの資金配分（例えば 1998年）は、貧困撲滅、良い統治、持続可能な

人間開発のための公的資源管理、環境資源及び食料安保の 4つのテーマに対し

て、ほぼ均等に 4分の 1ずつ配分されている。このように、ＵＮＤＰの活動は

この 4つの優先テーマに重点を置き、従来行ってきた農林業、労働、保健・衛

生、運輸、教育といった分野別の細かいプロジェクトの実施から、プログラム・

レベルでの活動に移行したのである。このことは、従来、分野別に設立され、

分野別のプロジェクトの実施機関として活動してきた各専門機関の役割の低下

を意味し、国連システム全体として、開発業務活動における専門機関の役割の

見直しの必要が主張されることにもつながった。 

 

【低所得・低開発国への重点的な資金配分】 

ＵＮＤＰ資金の国別、地域別の配分（1995 年）を見ると、全体の 90％を 66

の低所得国に配分しており、これは絶対的貧困の状態にある人々の 90％が居住

する諸国である。また、地域別には、50.8％がアフリカ地域に配分され、その

うちの 88.4％がサブサハラ地域への配分である。このように、ＵＮＤＰのコア

資金は、アフリカを中心とする低所得・低開発国へ重点的に配分されている120。 

 

【能力開発】 

国連の開発業務活動の基本的政策として、開発政策の策定・実施・管理・評

価、及び被援助国に対する国際的援助の調整を担う第一義的な責任は、当該被

援助国にあるとされている。したがって能力開発は、それを行うことが出来る

ように、被援助国政府の行政能力を強化することを指す。これを受けてＵＮＤ

Ｐでは、途上国の自立を達成することを目的に、能力開発に重点を置く政策を

採っている121。 

                                                                                                                                
る。（秋月 2000、p. 77）。 

119 秋月（2000）pp. 80-85。 
120 二国間援助や他の援助機関からの援助があまり行われない地域に対してＵＮＤＰが重点的に援助を与

えることは、ＵＮＤＰの普遍性、中立性、比較優位性の観点から見て、望ましいことと考えられている

（秋月 2000、pp. 80-82）。 
121 これは 4つの優先分野では「良い統治」にあたり、具体的には民主化、統治機構の強化、地方分権化、

人権尊重、市場経済への移行、民間セクター開発、行政改革、危機管理などに関する活動を行っている
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【国内実施】 

ＵＮＤＰの援助活動は、国内実施及び現地化に向けて大きく進展し、1997年

にはプロジェクト総数の 56.3％、総額の 68.1％が国内実施となっており、プロ

ジェクトの国内実施は飛躍的に増加した122。他方、ＩＬＯ、ＦＡＯ、ＷＨＯな

どの主要な専門機関によるプロジェクトの実施は、1997年にはわずか 6％に過

ぎない。このように、プログラム援助への移行のみならず、プロジェクトの国

内実施の面からも、専門機関はＵＮＤＰの援助活動の主要な実施機関ではなく

なってきている123。 

 

【分権化】 

ＵＮＤＰでは、被援助国の個別な優先課題に対処し、援助のインパクトを最

大にするために、ＵＮＤＰ内部の権限を本部から現地事務所に委譲することに

よって、分権化を進めている124。 

 また、これらＵＮＤＰの開発援助活動を国連システムの基本政策の観点から

見た一般的評価として、第一にＵＮＤＰの開発援助活動は総会が採択した開発

業務活動の基本政策と一致しており、国連とは別個の開発援助機関が実施する

より、「被援助国政府自身がプロジェクトを国内実施し、その活動をＵＮＤＰが

管理・調整する」ことで国連として一貫し、効率的・効果的な活動が実施でき

る、第二にアフリカの低開発国重視というＵＮＤＰの重点政策は、他の援助機

関があまり援助を与えない地域向けであり、比較優位の観点からも望ましい、

第三にＵＮＤＰの援助活動の国内実施および現地化政策により、低開発国は別

として、国連の開発業務活動の目的である被援助国の能力開発、及び自助・自

立は促進されつつある、第四にプロジェクトの国内実施の増加及びプログラム

援助への移行の進展につれ、開発業務活動における専門機関の役割が低下して

おり、国連システム全体の見直しが将来必要となってくる、第五に今後は、国

連システムが直面している平和構築、人道援助、緊急援助などの新たな課題と、

これら諸課題と開発問題との関係という複雑な問題にも、ＵＮＤＰはますます

取り組まなければならない、との諸点が挙げられる125。 

 

 

                                                                                                                                
（秋月 2000、p. 82）。 

122 1988年の国内実施比率は、プロジェクト総数で 13.3％、総額で 9.5％であった（秋月 2000、p. 84）。 
123 秋月（2000）pp. 82-85）。 
124 具体的には、現地の常駐代表（Resident Representative: RR）にプロジェクトの承認権や、人事・行

政問題に関する決定権その他の権限を委譲し、また本部の正規ポストを現地事務所に移管するなどによ

って、現地事務所の強化を行っている（秋月 2000、p. 85）。 
125 秋月（2000）pp. 85-86。 
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4.3 国連開発業務活動の調整機関としてのＵＮＤＰ 

 国連システム内の各機関は分野別に設立されており、その活動が細分化され

ているが、開発を効果的に行うためにはより包括的なアプローチが必要との認

識から各機関が活動領域を広げる傾向がある。その結果、各機関の活動が重複

するようになり、国連の開発業務活動の資金の無駄遣いが懸念されるようにな

った。これを避けるためには、特に現地レベルにおいて一貫し、効果的で費用

対効果の高い活動を行うための各機関の協力と活動の調整が必要である。国連

の開発業務活動を担当するＵＮＤＰでは、上記の活動の「重点化・現地化」と

並んで、「調整機能の強化」も目標としており、国連システムの中の主要な調整

機関として、本部レベル及び現地レベルという二つのレベルで調整が行われて

いる。 

 

【本部レベルでの調整】 

本部レベルでは、アナン事務総長の提案に基づき、1997年、国連開発グルー

プ（United Nations Development Group: ＵＮＤＧ）が構成された。ＵＮＤＧ

は開発業務活動に携わる 19の国連機関126からなり、ＵＮＤＰ総裁を議長として

共同の政策、意志決定、プログラム調整、管理効率の増進を支援している。Ｕ

ＮＤＧには、同じくＵＮＤＰ総裁を議長とするＵＮＤＧ執行委員会があって、

ＵＮＤＧの政策の優先順位の決定や、他の国際機構との協力関係推進を行って

いる。またＵＮＤＧ事務局（ＤＧＯ）はＵＮＤＰの管理下に置かれ、ＵＮＤＧ

とその執行委員会の事務局として機能し、さらに常駐調整官制度の管理及び資

金提供を行うＵＮＤＰを支援する役割も果たしている。このようにＵＮＤＰは、

ＵＮＤＧ及びその執行委員会の議長を務め、ＤＧＯを管理することを通じて、

国連各機関の開発業務活動を本部レベルで調整し、総会が採択した開発業務活

動の基本政策を国連機関として一致団結して実施するための主要な役割を担っ

ている127。 

 

【現地レベルでの調整】 

a. 国連常駐調整官制度 

 国連常駐調整官制度（United Nations Resident Coordinator System）は、

1977 年の総会決議に基づき、国連システムの経済社会分野の機構改革の一環

として導入された。国際的な援助を調整する第一義的な責任は本来、被援助

国自身が有するが、常駐調整官制度はこの援助調整の責任を被援助国政府が

                                            
126 現時点（2015 年）で UNDG を構成する国連機関の総数は、世銀などのオブザーバーも含めて 32 を

数えている（Wikipedia: UNDG）。 
127 秋月（2000）p. 87。 
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担えるよう支援し、援助調整を促進しようとする。すなわち、現地レベルで

の開発の効率・効果を高めるため、国連システムの本部レベルでの調整枠組

として、現地レベルの活動の責任及び調整を一人の人に任せ、国連チームと

してのリーダーシップを取らせることを目的とするのである。そして 1979年

にＵＮＤＰの常駐代表が通常、常駐調整官（Resident Coordinator: ＲＣ）と

して任命されることになった。常駐調整官は現地における国連事務総長の代

理であり、国連チームのリーダーである128。 

 

b. 国連開発援助枠組 

 本部レベルでのＵＮＤＧの構成を受けて、現地においては国際開発援助枠

組（United Nations Development Assistance Framework: ＵＮＤＡＦ）の

導入による開発業務活動の調整も試みられている。これは、1996 年総会決議

に基づき、国連各機関の個別の国別援助計画を、国連システム共通の目的及

び時間的枠組みに一致させるための大枠であり、各機関が目的指向

（goal-oriented）な協力を行い、プログラムを一致させ、相互に活動を強化

しようとする129。 

 

 以上のようにＵＮＤＰは、本部及び現地の両方のレベルにおいて、開発業務

活動のみならず国連システム全体の活動を調整するという重要な役割を担って

いる。また常駐調整官制度は一貫して強化され、ＵＮＤＰの任務及び権限も拡

大されてきている。このことに対応する課題としては、幅広い任務に対処でき

る人材の確保や、国連とは実質的に別個の国際機構であるブレトンウッズ機構

との連携強化が挙げられている。 

 

4.3 関連する国連の援助関係機関 

 

【国連食糧農業機関（ＦＡＯ）】  

ＦＡＯは国連の中でも最大規模の専門機関であり、加盟諸国から直接、自発

的拠出及び分担金の拠出を受けている。かつてはＵＮＤＰからその現地プログ

ラムにかなりの資金が出ていたが、近年ではその配分が大きく減ってきている

                                            
128 この制度はＵＮＤＰが資金提供及び管理をしており、常駐調整官の活動はＵＮＤＰ総裁を通じて事務

総長に報告される。常駐調整官制度は導入以来強化され続け、常駐調整官の任務及び権限は拡大し（例

えば人道援助、国際会議のフォローアップ、自然災害対応、平和維持、国連広報他が加えられた）、常駐

調整官は開発業務活動の調整官というよりは、国連システムによる現地関与の代表者という色彩が濃く

なっている(秋月 2000、pp. 88-89)。 
129 ＵＮＤＡＦを作成するためには必然的に、プログラム作成段階での各機関の協力、被援助国政府との

緊密な政策対話、さらに開発に携わる多くの関係者との協議が必要になるため、その試験運用を含め、

常駐調整官を中心に継続的努力が行われている(秋月 2000、pp. 89-90)。 
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130。ＦＡＯは自らを情報センター、国際フォーラム、各国政府への助言者と位

置づけるほか、開発機関であるとも位置づけており、毎年途上国における多数

の農業プロジェクトに参加している131。 

ＦＡＯに関しては、食料と農業に関する国連機関のトップであるとの一般的

認識があるが、ＦＡＯの予算及び人員は長年にわたって縮減を続けており、こ

れに伴ってその任務遂行能力も減退している。設立当時のＦＡＯは平和で安定

した世界の構築のために設立されたのであったが、その途上国寄りの運営は主

要な資金提供者である先進諸国には不満であり、例えば米国は脱退を梃子にＦ

ＡＯに改革を迫りつつＷＦＰをＦＡＯからの独立に導いた。逆に 2011年まで事

務局長を務めたジャック・ディウフは先進国が支配する国際システムを批判し、

小農・農村の貧困者そして開発途上諸国に重点を置いたので、先進諸国の期待

に応える組織運営ではなかった132。 

 

【世界食糧計画（ＷＦＰ）】 

 1963年に 3年間の実験的食料援助プログラムとして設立され、先進諸国から

の余剰食料の分配を行った。以降、ＷＦＰは 1 万人のスタッフとＦＡＯの 10

倍の予算を持つ、世界最大の人道支援機関に成長した。設立当初はＦＡＯの一

部局であったが、1991 年には食料援助の提供に特化した独立機関となった133。 

 同じローマにあるＦＡＯと関連しながら、ＷＦＰは食料の緊急援助を行うほ

か、貧しい諸国の「経済・社会の発展」を促進することを目的とした「フード・

フォア・ワーク」計画も実施する。2014 年度には総額 54 億ドル規模の財源が

主に加盟国から食料あるいは現金・サービスの形で提供されている。 

 ＷＦＰ設立時の（暗黙の）狙いは先進国の余剰農産物を食料援助に使いなが

ら開発途上諸国を食料輸出市場に変えていくことであったため、関心は余剰産

物の分配であり途上国農業の開発はあまり重視しなかった。その運営は米国の

影響下にあるが、援助物資を届ける能力については各国が高く評価している134。 

 

【国際農業開発基金（ＩＦＡＤ）】 

 1974年の世界食糧会議の結果として設立されたこの機関は、農業開発プロジ

ェクトに対する資金提供に特化している。農村の貧困者と小農に重点を置いて

                                            
130 大平（2008）pp. 26-27。 
131 これは主に技術援助の形を取り、実際には「現地の機関を補強し、調査や研修を助け、新技術の開発・

実地教授を行う」専門家が派遣される。ＦＡＯは、ごく小規模のものを除いてインフラストラクチャー

や施設のための投資は行わないが、途上国が農業建設を行うための外資を導入できるよう、投資支援プ

ログラムを行っている。 
132 Mousseau (2008) Revisiting Rome, Development & Cooperation, No. 11 2008, Volume 49, 

November 2008, pp. 416-418。 
133 Mousseau (2008) pp. 416-418。 
134 Mousseau (2008) pp. 416-418。 
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おり、比較的効率がよく尊敬も受けているが、最貧諸国の農村開発のために必

要な資金が国ははるかに及ばない規模135でしか活動できていない。なお、この

機関の設立の発想は既存機関の補完ではなく、設立当時の豊かな産油諸国が開

発金融に貢献する道を開くというものであった136。 

 

4.5 国連の持つ強みと弱み 

 国連は他の国際機関に見られない独特の優位性を持っている一方で、多くの

専門家によって組織体としての国連の基本的問題点が指摘されており、それら

が国連システムの各機関による途上国支援活動の有効性を制約するとの見方も

強い。 

 国連の持つ強みとしては、①一国一票制という仕組みが途上国の声を反映し

やすいため、世界銀行・ＩＭＦなど先進国が圧倒的な影響力を行使する他の国

際機関に比べて、開発途上地域で受け入れられやすいこと、②グローバルなネ

ットワークという資産、③長く豊富な経験を持つ多数の専門家を擁し、途上国

のニーズに的確に対応することが可能なことである。その反面、組織体として

の国連が深刻な問題点を抱えていることも否定できず、国連職員として長い経

験を持つ多くの専門家が指摘するように、①極めて弱体な事務局機能、②縦割

り主義による機動性の欠如、③既得権益による人事の硬直性など、多様な弊害

が顕在化している。途上国にとって非常に重要な役割をになう国連の改善・再

生は急務であるが、その進捗は遅い137。 

 このような国連システム内の組織的問題点の典型として指摘されているのが、

いずれもローマにその本部を置き、同様の目的を持つ食料・農業関係の国連 3

機関の連携・調整の不足である。そしてその原因は上記のような、これら 3機

関の設立経緯や支持国の意向などのパワー・ダイナミックスであり、それぞれ

別々の管理主体を持つこれらの機関を調整する法的権限は、国連事務総長です

ら持っていない。このような状況下で世界的な食料価格高騰やこれに起因する

開発途上国・最貧国の食料危機が起こる中、これら 3機関を整合化し世界レベ

ルで重要な意思決定がなし得るような改革が必要と強く主張されている138。 

 

 

 

 

                                            
135 ＩＦＡＤの活動規模は、2011 年には年間貸付額で約 10 億ドル（うち 5％程度の無償を含む）である

（外務省資料。2015 年 1 月確認）。 
136 Mousseau (2008) pp. 416-418。 
137 西垣ら（2009）pp. 146-147。 
138 Mousseau (2008) pp. 416-418。 
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５．途上国開発ビジネス 

 

5.1 国際的巨大ビジネスとしての「開発」 

 途上国援助が現在、巨大な国際的事業、あるいはビジネスに育っているとい

う認識がある139。それによれば、この巨大国際事業又はビジネスの構造は、ま

ず資金を提供する二国間140、多国間141その他の「ドナー」があり、それらの資

金を受け取る「開発途上諸国」があり、その間の「仲介役」142としてＮＧＯ143、

コンサルタント、専門家、そして国際機関及びそれらに所属する「国際公務員」

などが活動しているというものである144。 

このように 3つに大別される途上国援助をめぐる国際社会のステイクホルダ

ーをやや詳細に見れば、第一の「ドナー」には、援助国政府・政府機関とこれ

らの集まりであるＯＥＣＤの開発援助委員会（ＤＡＣ）、国際援助機関である国

連、世界銀行、地域開発銀行などが含まれ、さらに援助国内には議会・政党・

政治家、世論やオピニオン・リーダー、さらに経済団体などの利益集団が存在

する。第二の「開発途上諸国」には、政府部門として中央政府・地方政府・政

府機関、一般国民・地域住民、そして市民社会組織やオピニオン・リーダーが

存在する。そして第三の「仲介役」としては、民間企業、国際ＮＧＯ、学界、

マスメディアなどの非国家主体が重要な役割を果たしている。そして第一のド

ナーと第三の仲介役を含めて「国際援助コミュニティ」と整理する考え方もあ

る145。 

そして、このような途上国援助の世界は、援助資金の使い方、援助の副作用、

                                            
139 グレアム・ハンコック（1992、原著 1990）『援助貴族は貧困に巣喰う』、あるいは伊勢崎賢治（2010）

『国際貢献のウソ』がある。 
140 例えば米国国際開発局（ＵＳＡＩＤ）や日本の国際協力機構（ＪＩＣＡ）のような機関を通じて提供

される二国間ベースの援助資金である。 
141 例えば世界銀行やアジア開発銀行などの地域開発銀行による資金提供はこれに当たる。 
142 伊勢崎はＮＧＯを、ドナーと被援助者を仲介する位置にあって、例えば開発ＮＧＯは先進国のドナー

からもらったお金を活動資金にして発展途上国で開発援助事業を実施するとし、更に「このとき、ドナ

ーと被援助者との距離が遠いことは、強みにもなるのです。距離が遠ければ、ドナーと被援助者は直接

コミュニケーションすることができない。そういうギャップがあるから、業界はいくらでも現場を美化

することができる。どんなに悲惨な場所かということを一方的に描写できる。自分たちの活動もＰＲし

やすい。逆にいえば、ＮＧＯ業界がいちばん恐れるのは、ドナーと被援助者が直接コミュニケーション

できてしまうこと。そうなったら、仲介者の存在する意味が薄れてしまいます」と述べている（伊勢崎

2010、pp. 17-18）。 
143 例えば英国のＯＸＦＡＭその他民間の非営利団体（ＮＰＯ）のような「民間援助組織」がある。 
144 このビジネスは、開発という重大な任務を帯び、特権的なライフスタイルを享受し、公的な資金供与

を受けた「企業」で、公衆の目から内部の仕組みを遮断することが許されているばかりか、自分で目標

を設定し、目標達成の手法も自分だけで決め、自分の業績評価も自分で下すことを許されている公的企

業なのだという。各国の軍事、教育、保健などさまざまな予算が削られる中で、対外援助予算だけは費

用対効果分析の対象から逃れ、被援助国でどういう事態が起ころうとも、つまり被援助国が進歩すれば

それは援助の効率が上がったとして援助を増やせという議論になり、進歩が起こらなければ援助額が少

なすぎ援助が不十分なので援助を増やす理由になるという（ハンコック 1992、pp. 11-16）。 
145 下村（2011）pp. 91-103。 
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関係者間の連携不足などさまざまな面で矛盾を抱えている146。特に関係する国

際機関の多さについては、それぞれの機関が専門分野を持っていて、緊急事態

の破局的状況に対して主観的に、すなわち自分が得意な仕事を基準にして対応

するといった矛盾が指摘されている147。 

このように国際的な巨大産業、「開発株式会社」にも譬えられる開発援助の世

界の中核には貧困な途上国向けの資金調達と支出に中心的役割を果たしている

二つの国際機関、すなわち世界銀行とＩＭＦがあり、この「開発株式会社」の

存在を象徴するかのように、世界銀行・ＩＭＦ年次総会には、援助団体と受け

入れ側、商業ベースで第三世界に資金を貸し付けている西側金融業者、学者、

研究者、国連官僚、企業経営者、専門家、あらゆる種類の傍観者や同伴者など

が世界中から集まる148。そしてこの巨大産業、「開発株式会社」が依って立つ論

理の土台となるのが、「開発（ディベロップメント）」という概念である149。 

 富める国の公的援助を財源とし、広範な経済的・人道的目標を達成しようと

する「開発ビジネス」は、貧しい国の「開発」を委任され、世界中で膨大な人々

を雇用しているとハンコックは述べているし、同様の意味で、ウォールストリ

ート・ジャーナル紙はかつてこれを「国際的善行に従事する史上最大の官僚組

織」と説明した150。さらに伊勢崎は、「開発」とは外国資本が行う公共事業であ

ると述べている151。これら巨大な資金の使い道のうち、食料などの緊急援助用

                                            
146 例えば、援助資金の使途の曖昧さ、援助を行う先進国の二重基準、無償援助による現地市場の破壊、

途上国の悲惨さを誇張した資金集め、援助関連国際機構の過多などである。災害に対する援助に関して

は、具体的に、①援助の根底には慈善の衝動があり、それ自体は緊急事態などで大きい力になるのだが、

逆に慈善の衝動があることによってお金が何に使われているかという質問を抑えてしまうように働く

こと、②欧州共同体（ＥＣ）の食料援助では、1986年のソ連チェルノブイリの原発事故による放射性降

下物で汚染され、欧州で販売が非合法となった食料の一部が援助用食料に加えて積み出されていたこと、

③1988年のモザンビークなどでは、無料の援助食料がばらまかれることで援助を受けた地方の農産物市

場が崩壊し、困難と闘ってようやく収穫を上げた農民たちを破産させたこと、④民間の援助組織のみな

らず国際機関さえもが、途上国の災害をどぎつく誇張し、多額の資金を集める一方で、受益者の人々を

何もできない受動的な犠牲者として描くことで屈辱を与えること、そして、⑤第三世界の破局に際して

救援活動に携わる国際機関が多すぎ（国連機関だけで 15以上）、これら組織が互いに足の踏みつけ合い

や罵り合い、みっともない優位の競い合いをしていること、などの矛盾が指摘できる（ハンコック 1992、

pp. 21-48）。 
147 例えば、現地に空腹な者がおらず栄養が足りていても、栄養が専門の団体が「援助」にやってくれば

給食センターを建てるといった類のこと（ハンコック 1992、p. 49）。 
148 これはいわゆる「貧困産業」に関わる者にとって、開発問題に関する議論の重要なフォーラムである

と同時に、国際的債権者と債務者との一種の取引市であり、彼らの活力回復源であるという。普段は訪

問者から隔てられている立派な身なりの要人たちが、この短い期間にはひとところに集まって酒食を共

にし、近づきやすくなるのだという。（ハンコック 1992、pp. 73-82） 
149 この言葉はさまざまに使われるが、その各々の意味が何らかの仕方で成長の概念を含んでいる。すな

わち、「よく成長した状態」、「進歩した段階」、「成長、進歩、もしくは発展する行為ないし課程」などで

ある。「低開発国」は何らかの意味で成長が止まっている、遅れているということであり、「先進国」と

は十分に成長した、進んでいるということになる。そして、低開発であるよりは進んでいる方がいいの

は明らかという論理が前提となっている（ハンコック 1992、pp. 73-82）。 
150 ハンコック（1992）p. 82。 
151 現地の巨大なインフラ事業を直接、海外のドナーからもらった資金で賄う開発援助事業は、動くお金

も非常に大きい。また、欧米で生まれた国際ＮＧＯは組織も財政もしっかりした基盤を持っていて、活
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に充てられるのは全体の比率からすれば僅かであり、ほとんどが第三世界向け

の長期プロジェクト、プログラムへと投資される152。そしてその国が貧しけれ

ば貧しいほど、これらの事業のほとんどが、政府開発援助（ＯＤＡ）によって

支払われる傾向となる153。 

1970年、国連総会は第二次国連開発の10年に向けて「先進諸国は政府開発援

助を増額するという進歩的な姿勢をとり、…1975年までにその額を…ＧＮＰの

最低0.7％に近づけるよう、最大限の努力を行う」との戦略を採択した154。しか

し結果的には、1980年代中葉までに目標を達成した国は、ノルウエー、オラン

ダ、デンマーク、スゥエーデン、フランスと僅かな数に留まり、英国（0.33％）

や米国（0.23％）をはじめ、日本や西ドイツ、カナダ、オーストラリアなども

0.7％水準をかなり下回っていた155。このように、国際経済秩序において全く些

細な一部だとも見られうる援助の資金ではあるが、違う見方をすれば極めて巨

額である。「開発株式会社」を一つの企業とみるならば、それは飛び抜けて世界

最大かつ強力な多国籍企業に相当するのである156。 

 

5.2 途上国援助の資金ルート 

 前述の「途上国開発ビジネス」の資金供給に関しては、先進諸国の公的援助

資金を受け取るルートとして、大別して二国間援助と多国間援助の２ルートが

あり、それぞれについて大小の援助機関が多額の資金を仲介している。 

                                                                                                                                
動内容も例えば貧困層の子供を対象にしたコミュニティ総合開発など、教育、医療保健、居住など幅広

い分野をカバーする複数のプロジェクトを同時並行で動かしていく。これらの事業は被援助国では大規

模な予算であり、国家の政策にも影響を及ぼすし、現地から見れば「お上」が実施する公共事業に見え

る（伊勢崎 2010、pp. 24-27）。 
152 こうして、ダム、幹線道路、発電所といった巨大インフラストラクチャーの建設や、公衆衛生、農薬

散布、灌漑、校舎建設、放牧地管理、家畜センター、難民定住計画、家族計画、農村識字プログラム、

種子の供給、専門家の派遣、債務救済、技術援助、国家計画の立案、病院建設などのプログラムが進行

中の貧しい国ではどこでも、この「開発株式会社」が登場する（ハンコック 1992、pp. 82-84）。 
153 ＯＤＡは公金であり、租税収入まかなわれるため、ＯＤＡに分類されるためには、①途上国の経済発

展及び社会福祉の増進を主目的とし、②無償援助を最低 25％含んで相手国に有利なものであることが条

件となり、かくして第三世界向けの融資は、それが「ソフト」な（ゆるやかな）条件で行われる限りに

おいて、ＯＤＡであると分類できた。商業レートに近い金利の融資や軍事援助はＯＤＡから外れるが、

公的機関による人道的援助や、食料援助を含む緊急援助は、その目的が必ずしも「開発」でなくてもＯ

ＤＡに含まれた（ハンコック 1992、pp. 82-84）。 
154 また、1980年の総会は、「全ての先進国は、ＧＮＰの 0.7％という国際的に合意された目標を達成し、

可能なところではそれを超えるべく、政府開発援助の速やかで実質的な増額を行う。これに向けて、上

記の目標をまだ達成していない先進国は、1985年までに達成すべく最大限の努力を行い、いずれにして

も 1980年代末までには達成するようにする」と決議した（ハンコック 1992、pp. 86-88）。 
155 この目標は現在も「ミレニアム開発目標」の一部として、DAC ドナー諸国の ODA 純量の対 GNI 比

0.7%という目標が掲げられているが、2004年時点でも対 GNI比 0.7％以上を達成したのは北欧 4カ国と

ルクセンブルクだけとなっている（monthly Jica 2006 June）。 
156 資金額から見れば、これは当時のスタンダード石油やＩＢＭ、ユニリーバよりもかなり大きかった。

しかもこの「開発株式会社」は全収益をその使命追求のために使うことが出来、収益を内部留保する必

要もなく、株主配当もなく、その資金は絶えず補充され、満たされ、還流されるので、破産するはずの

ないビジネスといえる。（ハンコック 1992、pp. 86-88） 
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【二国間ルート】 

 まず二国間援助では、英国の国際開発庁（ＤＦＩＤ）、米国の国際開発局（Ｕ

ＳＡＩＤ）、日本の国際協力機構（ＪＩＣＡ）、その他、オーストラリア、ベル

ギー、フランス、ノルウエー、オランダ、フィンランド、カナダ、ドイツ、ス

ゥエーデン、スイスなどにそれぞれ国の公的援助機関が存在し、この 1992年の

時点で西側の主要援助供与国は 18か国あり、これら全てが「援助供与国クラブ」

であるＯＥＣＤの開発援助委員会（ＤＡＣ）に加盟していた。援助機関は、英

国、米国などのように外務を担当する省の中にあることも、オランダやフラン

スのように独立した省になっているところもあり、またこれらの中間の形態も

あるが、例外なく官僚組織であり、たいていの場合かなり巨大な機構である157。

政府系の援助機関は、各々の国の納税者から受け取った金額の大半を直接的な

「二国間援助」として支出し、その際には歴史的関係が深い国やその他の理由

で重要な国が優先されてきた158。また最近では中国の、特にアフリカに対する

資金投入が際立っており、2006年の中国アフリカ協力フォーラム（ＦＯＣＡＣ）

北京サミットにおける北京宣言では、2009年までの 3年間で対アフリカ援助を

倍増することが約束された159。 

 

【国連機関ルート】 

 多国間援助の多くは国連システムに属する機関を経由している160。ＯＤＡを

受け入れる国連の諸機関は、幅広くさまざまな機能を果たしているが、それら

のうちでも「世界最大の開発サービスのネットワーク」を自称し、「国連全体が

行う技術協力において、財政及び調整の中心的役割を果たしている」のが、国

連開発計画（ＵＮＤＰ）である161。 

 多国間援助の中で、国連ファミリーの援助執行機関あるいは専門機関の中で、

食料・農業に関する機関としては、国連食糧農業機関（ＦＡＯ）と、食料援助

を行う世界食料計画（ＷＦＰ）、そして農業金融を行う国際農業開発基金（ＩＦ

ＡＤ）という、いずれもイタリア・ローマに本拠を置く諸機関がある。まずＦ

ＡＯは国連ファミリーの中でも最大規模で、その現地プログラムにはかつてＵ

ＮＤＰからかなりの資金が出、ＦＡＯ自体も加盟諸国から直接、任意拠出金及

                                            
157 ハンコック（1992）pp. 88-89。 
158 ハンコック(1992) p. 89。 
159 この内容は、30 億ドルのソフトローン（優遇貸付）と 20 億ドルの特恵バイヤーズ・クレジット（輸

入業者への優遇貸付）であった（平野 2013、p. 18）。 
160 国連は、全加盟国がその資力に応じてその財政に貢献しているが、その資金の 30％を三大富裕国（米

国、西ドイツ、日本）から、資金全体の 80％をわずか 27か国から得ていた（ハンコック 1992、pp. 90-91）。 
161 ＵＮＤＰ資金はほとんど自発的献金で賄われており、年間資金量は約 8億ドルであった。そしてこの

資金の配分をめぐって、国連内の多くの執行機関が競争していた（ハンコック 1992、pp. 91-92）。 
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び分担金を受けていた。自らを開発機関でもあると位置づけるＦＡＯは、毎年

第三世界で数千件の農業プロジェクトに参加し、これらは技術援助の形をとっ

て、さまざまな専門家を派遣していた162。ＷＦＰは食料の緊急援助を行うほか、

貧しい諸国の「経済・社会の発展」の促進を目的とした「フード・フォア・ワ

ーク」計画（援助食料を活用した途上国開発事業）も実施していた163。また、

ＩＦＡＤは 1977年に設立され、その財源はＯＥＣＤ及びＯＰＥＣ加盟国の自発

的拠出金で賄われて、多くの途上国のプロジェクトに対する長期ソフト融資を

行った164。そしてこれらローマに本拠を置く 3 つの機関（ＦＡＯ、ＷＦＰ、Ｉ

ＦＡＤ）については、その設置目的が同様なことから、より緊密な連携が求め

られている165。 

 そしてこれらいかなる二国間及び多国間機関よりも多額の資金を自由に使え

る世界最大の開発資金源が、世界銀行である。世界銀行も国連専門機関として

登録されているが、国連との関係は極めて希薄であった166。世銀の下には 4 つ

の機関167があるが、例えば 1978年度には世界銀行の融資のうちの 9割以上がＩ

ＢＲＤ（約 142億ドル）とＩＤＡ（約 35億ドル）を通じて行われており、この

2機関が開発の主要リーダーとなってきた。 

 

【世界銀行ルート】 

 ＩＤＡは世銀の「ソフトローン部門担当機関」といわれるが、それはＩＤＡ

が無利子の融資を行い、10年間は元金の返済が猶予され、50年分割払いという

軽い条件が設定されているためである。このような融資条件なので、ＩＤＡの

融資は全てＯＤＡに分類され、1987年には約 35億ドルの融資のうち 90％以上

が後発開発途上国である 35か国に向けられた168。 

                                            
162 ＦＡＯは極小規模のものを除いてインフラストラクチャー施設のための投資は行わず、代わりに途上

国農業建設のための外資導入を容易にするよう、投資支援プログラムを行っていた（ハンコック 1992、

p.92）。 
163 ハンコック（1992）p. 92。 
164 6年間に 80の途上国で 135のプロジェクト。ほぼ 16億ドル相当。その後 1986年に資本金補填を行っ

た。その名のとおり、ＩＦＡＤは農業に特化して融資するのが特徴である。これに対し、特定の地域に

焦点を絞って融資を行う開発銀行として、アジア開発銀行、アフリカ開発銀行などの地域開発銀行があ

る。これら開発銀行が利用できる資金のごく一部がＯＤＡであり、典型的には裕福な先進諸国がこれら

銀行に拠出し、定期的に資本補充しているが、他方国際資本市場でも巨額の資金が調達されていた（ハ

ンコック 1992、pp. 95-96）。 
165 Mousseau (2008) pp. 416-418。 
166 国連機関の予算の統計には世銀分は含まれず、また運営については国連には報告せず加盟国の蔵相か

らなる世銀自身の理事会に報告するのみである。さらに重大なのは、国連は平等主義、すなわち一国一

票の投票権に則った決定を特徴としてきたが、対照的に世銀における投票権は完全に、各加盟国の世銀

財政への貢献度によって決まり、「平等の素振りさえない」。（ハンコック 1992、pp. 97-98） 
167 これらは国際復興開発銀行（ＩＢＲＤ）、国際開発協会（＝第二世銀、ＩＤＡ）、国際金融公社（ＩＦ

Ｃ）、そして多国間投資保証機関（ＭＩＧＡ）であり、この 4機関を通じて世銀が供与する融資額は 1987

会計年度で 192億ドル余であった。（ハンコック 1992、pp. 97-98） 
168 ＩＤＡは世銀加盟国の多国間援助予算から資金を受けているが、1960年の設立以来、加盟国の投票権
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 ＩＢＲＤの融資は、ＩＤＡとは異なり、ＯＤＡに分類できるほど十分に条件

が緩くない。したがってＩＢＲＤは、加盟国の多国間援助予算から資金を集め

るというよりは、むしろ国際資本市場から大部分の資金を調達しなければなら

ない。実際、ＩＢＲＤは主権国家を別とすれば世界最大の借り手である。しか

しＩＢＲＤは商業レートの利子を支払うにもかかわらず、扱い量が大きい上に

「トリプルＡ」の信用度があることから、極めて有利な商売をしているのであ

る169。他方、ＩＢＲＤこそは、銀行家たちから「リスクが大きい」と見なされ

ている最貧国にとって、商業金融からは決して手に入らない資金を入手できる

財源である。多くの場合、ＩＢＲＤは返済開始までに 5年の猶予を設け最大 20

年までの支払期限を定めており、ＩＢＲＤの融資は厳密には「援助」と言えな

くとも、市中銀行が供給する貸付とは全く違った種類の開発金融なのである。

しかし、ＩＢＲＤは途上国政府に対し返済期日の繰り延べを絶対に認めない。

この点では如何なる融通も利かず、返済できないと借り手の途上国政府は債務

不履行を宣言されるのであるが、ＩＢＲＤの融資において債務不履行は全く起

こっていなかった。すなわち債務者たちは、このように強大な機関と対立する

のを嫌い、また将来も融資してもらえるようにと、公約を果たすのに必死にな

る。かくしてＩＢＲＤは、他の第三世界向けの貸し手達が債務棚上げに巻き込

まれる中、ひとり活発に通常の商売を続けることが出来たのである。ここにあ

るのは、「援助めいた」機能を持ち、最も貧しく最もリスクが大きい諸国へ金を

貸す国際機関である。だが同時にそれは、首尾一貫して利益を計上し、ウォー

ル街やシティで金融業者達から信用が高いと見なされている機関でもあった170。 

 ＩＢＲＤがこのような互いに矛盾することを一度にやりおおせる理由は、Ｉ

ＢＲＤが膨大な資本基盤で守られており、いろいろな圧力や激動によってもそ

の地位が揺らぎがたいことにある。世銀の資本には 2種類のものがあり、一つ

は「払込」資本、もう一つは「払込請求可能」資本である。前者は加盟諸国が

ＩＢＲＤに拠出する金のことでその規模は小さく（72億ドル）単年度貸付金の

半分程度にすぎない。しかし後者は 779億ドルと巨額で、何か重大な不首尾が

生じたときに加盟国に請求できる財源となっている。つまり、払込資本はＩＢ

ＲＤの手の内にあって使うことのできる資金であり、払込請求可能資本の方は

銀行の債権者への保証として実によく考えられた、約束としてだけ存在する手

                                                                                                                                
の分布はかなり変化し、特に日本と西ドイツ（当時）の地位の向上が顕著であった。しかし、米国はそ

のずば抜けた貢献度によって終始支配的な発言権を有しており、1987年度では 18.47％、それに次ぐの

が日本（8.81％）、西ドイツ（7.09％）、英国（6.33％）、フランス（3.82％）であった（ハンコック 1992、

pp. 98-99）。 
169 例えば 1987年で 7.73％という金利で借り入れ、8，78％という高い金利で途上国に又貸しした(ハン

コック 1992、p. 100)。 
170 ハンコック（1992）pp. 99-101。 
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に取ることのできぬ資産なのである171。こうして世界銀行メンバーのうちの富

める国は世銀にわずかの元手を与え、どんな借金でも保証人になることで、い

くらか危ない事業にでも手を出せるようにしていた。そしてこの富める国（特

に米国）が手に入れるのは、この影響力のある多国間開発機関を牛耳ることで

もたらされる、現実の政治経済的権力ということなのである172。 

 ＩＢＲＤを通じるにせよ、ＩＤＡを通じるにせよ、世界銀行は伝統的に途上

国の特定のプロジェクトを支援（「プロジェクト融資」）して来ており、融資動

向に変化が生じていた中でも、この方針は依然として支配的であった173。また、

世界銀行が援助するプロジェクトのおよそ 5分の 2は「協調融資」、つまり他の

二国間または多国間援助団体もそのプロジェクトに融資する方式で行われてい

たが、協調融資する国際機関がない場合でも世銀が必要資金の 3分の 1以上を

融資することはまれで、残りのほとんどは借り入れ国政府が負担するのである
174。 

 前述のプロジェクト方式に比べてより迅速に支出されるのが「部門調整融資」

である。そのうちほんの一部はプロジェクト費用に使われるのであるが、残り

は関連部門の政策変更を支援するために使われる175。このように露骨な、部門

全体にわたる政策変更をさせるやり方には、途上国の重要な資金源となるばか

りでなく、政策決定過程でも中心的な役割を果たそうという世界銀行の願望が

見て取れるのである176。 

 さらに別のタイプの融資である「構造調整融資（ＳＡＬ）」は、世界銀行のこ

のような願望を最も純粋に表現しているとみられている。この融資の特徴は、

プロジェクトから完全に切り離されていること、そして国政レベルでの経済政

策変更への見返りとして迅速に支払われることである。そしてそのような政策

変更は、「分析に関して世界銀行による多大の支援を得て」行われ、かつ「政策

対話」の結果実施される。そしてこの道をとることに同意する途上国政府は、

受け取った金をほぼ何でも好きなことに使える、という報酬を受けるのである

                                            
171 例えば 1987年に米国は、それまでの払込資本の累計が約 15億ドルに対して約 159億ドルの払込請求

に応じる義務があり、日本は約 4億ドルの払込資本に対して 45億ドルの義務、といった具合である(ハ

ンコック 1992、p. 102)。 
172 ハンコック（1992）pp. 101-102。 
173 例えば、1987年の融資額（ＩＢＲＤとＩＤＡ）の 21％に相当する約 34億ドルがエネルギー部門へ向

けられ、巨大な水力発電用ダムや発電所、石油や天然ガス、石炭採掘プロジェクトなどが行われた。同

じく農業や農村開発には 16.6％、道路など運輸部門が 9.9％、都市開発が 8.3％、上下水道が 5.5％、

通信が 3.9％などであった。なお、各年の部門別シェアは必ずしも一定ではない（ハンコック 1992、p. 

104）。 
174 ハンコック（1992）p. 105。 
175 例えば 1985年のパキスタン政府に対するエネルギー部門への融資では、プロジェクト用の資金もあっ

たが、残りは政府から取り付けた、①天然ガス価格を値上げする、②電気料金への補助金を減額する、

③国産炭の代わりに輸入石炭を使用して発電する、という約束に対して支払われたのである(ハンコッ

ク 1992、p. 105)。 
176 ハンコック（1992）、pp. 105-106。 
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177。そしてさらに、この資金は特定の購入に対して支払われるのではなく、さ

まざまな目的に自由に使えるので、外国からの商品購入、古い対外債務の返済、

さらにはそのつもりになれば腐敗した大臣たちのポケットを満たすこともでき

るものでもあった178。 

 最後に、以上のような世界銀行のさまざまな融資、とりわけ構造調整融資に

関連する国際通貨基金（ＩＭＦ）の役割である。すなわち、世界銀行は援助産

業の中で構造調整という「メッセージ」を広めている主力であるが、この構造

調整というコンセプト自体はＩＭＦが考え出したもので、これは両機関に共通

する価値観を示すものなのである。ＩＭＦは援助機関ではないが、第三世界向

けの多額の融資を行っており、「途上国開発ビジネス」の不可分の、枢要な部分

となっているのである。ＩＭＦの使命は加盟国が短期の国際収支の悪化を乗り

越えられるように援助することであるが、被援助国は経済政策の変更、つまり

構造調整に合意して初めて資金を利用でき、そして全面的改革になることの多

い構造調整の実行をＩＭＦが事細かに監督することが、この取引の不可欠な部

分である。そしてこの監督を受ければ、世界銀行の莫大な開発資金を受けるに

も有利であるし、他の貸し手の目にも「信用度が高い」と映ることを期待して、

途上国はこれを受けがちなのである。実際、世界銀行とＩＭＦの密接な関係は、

世界銀行への加盟、すなわちＩＢＲＤやＩＤＡの融資を受ける資格を得るには、

ＩＭＦ加盟国であることが条件となっていることからもわかるのである179。 

 

 

６．ＦＡＯの開発援助活動の変容 

 

6.1 初期の技術援助の進展 

既に第 2 章で見たように、技術援助については、ＦＡＯ憲章はその第 1 第 3

項(a)において、「各国政府が要請することあるべき技術援助を供与することも

また、ＦＡＯの機能たるべきものとする」180と特記されている。そしてこの憲

章が定められた 1945年のケベック会議では、ＦＡＯが各国国民に与えるべき技

術援助の性格が詳細に打ち出され、低開発国に対してＦＡＯが、種子、肥料、

農薬、機械、手動器具に関する情報を与え、優良な方法を展示する普及事業を

                                            
177 例えば世銀は、コスタリカの「経済復興プログラム」支援としてＳＡＬを提供し、これも経済政策の

変更と抱き合わせになっていたが、ここでは前述のパキスタンの例でのエネルギー部門といった一部門

にとどまらず、マクロレベルで政策が変更されるという約束であった。具体的には、関税の引き下げ、

非関税障壁の削減、平価切り下げを含めた為替管理、政府の財政債策、そして経済における公共部門の

規模などという多くの問題にわたっていた(ハンコック 1992、p. 106)。 
178 ハンコック（1992）、p. 106。 
179 ハンコック（1992）、pp. 108-110。 
180 3. It shall also be the function of the Organization: (a) to furnish such technical assistance as 

governments may request; …（ＦＡＯ憲章第 1条 3項（a）） 
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発達させるように援助することや、土壌改善の事業、灌漑、畜産、作物の改善、

信用制度及び協同組織に関して援助することも掲げられている181。これは当時、

各国政府がＦＡＯに対して広範な問題に亘る技術援助の供与を期待していたこ

とを示しているといえよう。 

他方、初代事務局長ボイド・オアは 1946年のＦＡＯ刊行物の中で、技術援助

にかかる「問題の核心」は、個々人の生産性を増加すること、もっと労働力を

減らしてもっと大量に生産すること、近代科学や技術を応用して機会を発展さ

せること、そしてその目的のためには資本と技術の両方で大きな投資が必要で

あると説いている182。このボイド・オアの発言を見ると、創立当初の目論みど

おり、ＦＡＯの目指す技術援助が、米国流の近代農業技術の世界的普及のため

であることを見て取ることができる。 

1955 年にＦＡＯ創立 10 周年の記念出版を行ったイエーツは、技術的活動は

最初からＦＡＯの構造の中に組み込まれる予定であったとし、初期の技術援助

活動の例として、技術援助計画のための調査団派遣、穀物貯蔵事業、農業関係

の復興計画の引き継ぎ、栄養のトレーニング・コースの実施などを挙げている183。

また、同じくＦＡＯ創立 10周年に当たって『ＦＡＯの話』（The Story of FAO）

を刊行したハンビッジは、個々のプロジェクトの多数の実例を生き生きと描き

出している184が、これら技術援助要請の大部分は農業生産に関するもので、専

門家の派遣、先進国での研究への援助、トレーニング・センターの設置、地域

の事業計画立案などが含まれていた185。 

このように、ＦＡＯの初期の技術援助活動は、1949年までに、総会に対する

「ＦＡＯの事業」報告の 3分の 2を占めるまでに成長し、その後、米国の提案

になる技術援助資金（ＥＴＡＰ）の最大の利用機関としての諸活動の拡大を含

めて、着実に進展していったのである186。 

 

6.2 開発援助資金の統合の動きと開発におけるＦＡＯの独自性の問題 

1940年代の技術援助の進展と援助要請の急激な増加を受けて、1949年頃のＦ

ＡＯは財政的な窮屈さを感じるようになっていた。このような背景の下で米国

のトルーマン大統領が 1949年に行った演説が「ポイント・フォア」演説であり、

ここで低開発地域に対する海外からの援助の重要性を説いたことが、技術援助

に係わる戦後の国際的な財源設立に繋がっていく。具体的には､同演説を受けた

                                            
181 イエーツ（1959）pp. 131-132。 
182 イエーツ（1959）pp. 132-135。 
183 イエーツ（1959）pp. 135-139。 
184 Hambidge (1955) pp. 73-78。 
185 イエーツ（1959）pp. 146-156。 
186 イエーツ（1959）pp. 139-140。 
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米国の国連代表が技術援助資金について提案し､他国政府の一部負担を条件に

米国政府が相当の寄与をすることを明らかにしたことで「拡大技術援助計画（Ｅ

ＴＡＰ）」の設立が合意され、拠出金も続々と集まり始めて 1950年に発足し、

ＦＡＯはその資金の大きな部分を与えられて援助活動において中心的な役割を

占めたのである187。 

更にこのＥＴＡＰに続いて 1958年には、途上国に長期資金の融資を行うため

に「国連特別基金（ＵＮＳＦ）」が開始され188、さらに 1966 年にはこれら 2 つ

の機関の統合によって「国連開発計画（ＵＮＤＰ）」が作られる189。このように、

技術援助、あるいは開発融資を含む開発援助全体について、この頃には国連を

中心として、様々な分野の援助を統合し資金源を一体化するダイナミックな動

きが見られている。 

このような米国を中心とする国連の開発援助財源統合の動きの中で、ＦＡＯ

を含む国連専門機関は次第に、自前の財源をほとんど持たない状況となってい

った190。統合されたＵＮＤＰから提供される膨大な資金の流れの中で、ＦＡＯ

は自らの裁量では加盟諸国への具体的なサービスが出来ず、フィールドにおい

てもＵＮＤＰがほとんど全てを決定し、ＦＡＯは自立的なプレゼンスを全く発

揮出来ない状況に陥っていったのである。 

このような流れのさなか、ＥＴＡＰが発足した 6年後の 1956年からＵＮＤＰ

が設立された1年後の1967年までＦＡＯ事務局長を務めたのがセン事務局長で

あった。ＦＡＯが独自の財源を失っていくこの時期に、初めて途上国インド出

身で事務局長を務めることとなったのである。彼はそれまで危機に際してのイ

ンドでの緊急援助に携わっていたこともあってか、「飢餓解放キャンペーン」の

開始、ＦＡＯ組織の脱中央化、そして世界食料計画（ＷＦＰ）の創設という 3

つの方面でそれぞれ成果を出した。 

これらのうち第一の「飢餓解放キャンペーン」は、ＦＡＯが自律的に行った

最初の取組であり、ＮＧＯを含む人々の自覚を促しその参加の下に具体的な行

動を喚起するもので、これを契機に「信託基金」による現場での活動を可能に

することができた191。また第二の「脱中央化」は、ＦＡＯの地域総会の開催や

地域事務所の設立を通じて、地域レベルの課題に取り組み､地域レベルでのプレ

ゼンスを強化しようとした192。さらに第三のＷＦＰ設立は、当時問題になって

いた世界的な食料余剰を、緊急援助のみならず開発の目的に対しても活用する

                                            
187 イエーツ（1959）pp. 139-145。 
188 1958 年の国連総会決議 1240（ⅩⅢ）による。 
189 大平（2008）pp. 10-11。 
190 大平（2008）pp. 26-28。 
191 Saouma (1993) p. 5。 
192 Saouma (1993) p. 6。 



318 

 

との狙いを持ったものであった193。 

このように、セン事務局長の考えは、ＦＡＯ創立者達の考え、すなわちＦＡ

Ｏは直接的に栄養あるいは農業の問題に介入すべきとの考えに､新たな勢いを

与え、「開発」と「不正義・不公平に対する戦い」に新たな光が投げかけられ、

ＦＡＯに形成された新たな多数派から大幅な予算（セン事務局長の在任中に 4

倍）の増額が与えられ、開発に携わる国際機構としてＦＡＯがその独自性を獲

得しようとしたセン事務局長の試みは、成功したかに見えた。しかし同時にこ

のことが、ＦＡＯにおいて北と南の深刻な対立を招く､最初の兆候となったので

ある194。 

 

6.3 「途上国のＦＡＯ」とドナー諸国・国際金融機関の対立 

セン事務局長の時代は、ＦＡＯにとって二重の意味でその後の大変動の予兆

が現れた時代だったと言って良かろう。その一つ目は、1966年には既に加盟国

のうちで開発途上国が多数を占めていた195ことが持つ意味であり、二つ目は前

述のように、ＵＮＤＰなど国連全体による開発援助資金統合の流れによってＦ

ＡＯの援助活動が無力化されていったことが持つ意味である。 

そしてこれら二つの変化が持つ統合的な意味は、ＦＡＯをして自立的な開発

援助の国際機構として機能させるべきか否かという問題であったと考えること

が出来よう。何故ならこの問題は､以下に述べるような、ＦＡＯの開発援助ある

いは技術援助のあり方をめぐって起こった数々の出来事の根底に常にあって、

「途上国のＦＡＯ」とドナー諸国・国際金融機関との対立・せめぎ合いを表し

ていたと考えられるからである。 

 

【ボーマ事務局長の現場遊離政策】 

セン事務局長の後任として 1968年に選就任したオランダ人の農業経済学者、

ボーマ事務局長は、前任者の方針を根底から覆すようなＦＡＯの方向転換を図

った。前任者が開発途上国の現場における開発を重視したのに対し、ボーマは

技術や研究を重視して、逆に現場遊離の傾向を強めたのである。ボーマの考え

は、食料・農業に係るさまざまな問題は、「緑の革命」に象徴される技術の進歩

によって十分な食料が生産されれば、環境や社会に対して懸念される悪影響も

避けることができるという楽観的なものであった。その結果、ボーマ事務局長

の重点政策は研究と新技術の普及に置かれ、ＦＡＯの仕事は技術的調査研究の

分野に整理統合されていった196。 

                                            
193 Saouma (1993) p. 6。 
194 Saouma (1993) p. 6。 
195 Saouma (1993) p. 2。 
196 Saouma (1993) pp. 6-7。 
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ボーマの次の事務局長となったサウマは、ボーマのこのような方針について、

「ボーマはマスタープラン作りや数理経済学研究といった仕事を優先したが、

いかにこれらを素晴らしく作ったにせよ、せいぜい大学の研究者の役に立つも

のに過ぎず、実践家の役には立たない」と、ＦＡＯが開発援助において果たす

べき機能を擁護する立場から厳しく批判している197。 

 

【世界食糧会議の開催とＦＡＯの軽視】 

1972 年に発生した世界的な食料危機を受けて国連が急遽開催を決定した

1974年の世界食糧会議は、ＦＡＯにとっては極めて理解しがたい会議であった

と思われる。深刻な食料危機に際して、国際社会は本来であればＦＡＯをリー

ダーとしてこれと戦い、また将来の発生防止策を練って然るべきであった。と

ころが 1973年に国連は、既に 30年も食料・農業問題に関わってきたＦＡＯが

あたかも存在しないかのように、食料に係る全般的な問題を検討する世界会議

の開催を大急ぎで決定してしまった198。そしてこの背景では、米国のキッシン

ジャー安全保障担当補佐官（当時）が活発に動いたと指摘されている199。当時、

既にＦＡＯに在籍しており、2 年後に事務局長となったサウマによれば、この

ときＦＡＯは完全に辺境に追いやられ、格下げされ、死文化機関と見なされて

いたという。彼によれば、会議のために準備された諸提案は、単にＦＡＯの活

動領域（開発援助を含む）に「不法侵入」したに留まらず、最初からＦＡＯを

完全に置き換える「世界食糧機関」の創設を目的とするもののようであったと

述べている200。 

このように、米国の強いイニシアティブで開催された世界会議において、Ｆ

ＡＯの存在を否定するかのような強引な開催決定や提案が米国サイドからなさ

れたという事実は、ＦＡＯの最も重要で革新的な機能と考えられていた食料・

農業分野における開発援助の機能を、米国自身が否定したに等しいものと考え

られる。 

 

【「サウマのＦＡＯ」と先進諸国の対立】 

1976年に就任したサウマ事務局長は、その後 18年の長きに亘って 1993年ま

で在任した。この間の事情については、サウマ本人がＦＡＯのクレジットを使

って 1993年に出版した『開発の最前線に立つＦＡＯ』（FAO in the front line of 

development）に詳しいが、ここではその記述の大半を占め、書名そのものに

も端的に表れている開発問題に関してのサウマの「苦闘」、すなわち主に先進諸

                                            
197 Saouma (1993) p. 7。 
198 Saouma (1993) p. 8。 
199 Weiss and Jordan (1976) p. 11。 
200 Saouma (1993) p. 8。 
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国との対立の要点を拾うことを通じて、開発問題におけるＦＡＯの位置づけや

その変容の流れを見ることとしたい。 

就任当初のサウマは、明らかに前任者ボーマの現場遊離の路線を再び反転す

る意図を持っていたと考えられる。サウマが就任直後に、既に策定されていた

2年分の事業計画予算を徹底的に見直す中で打ち出した多岐に亘る新機軸201は、

基本的な方向として、ＦＡＯの自律性を高め、開発途上国の現場に直接的に貢

献することを目指していた。そのいくつかの例を挙げれば、開発途上国の貧困

対応として農業に弾みを付けるための投資促進策、ＵＮＤＰ資金の獲得のため

に必要な長い期間を不必要とするような軽量・柔軟で迅速に実施できる技術協

力プログラム（ＴＣＰ）の創設、そしてＵＮＤＰの軛を抜け出すべく各国にＦ

ＡＯ事務所を建設する脱中央化などがあった。 

一方、サウマは実際の開発事業レベルでも、1974年に開発途上国サイドから

打ち出された新国際経済秩序（ＮＩＥＯ）の路線を受けた食料安全保障対策を

実施した。彼は就任直後から、食料備蓄の造成や貯蔵庫インフラの建設を内容

とする「食料安全保障援助スキーム（ＦＳＡＳ）」、作物収穫後のロスを減らす

ための「特別行動計画」、そして食料の国内生産や貯蔵の能力を高め国家備蓄の

造成を助け、全体として食料輸入や援助への依存を軽減するための「食料安全

保障行動計画」など、具体的な行動を次々と開始している202。 

サウマの 2 期目は 1982 年からであったが、1980 年代は、世界の国際化・グ

ローバル化が進む中で、アフリカ危機が起こった時代であった。すなわちアフ

リカでは当時、一次産品の価格低迷や穀物を含む先進国産品の輸入増大が深刻

な問題となり、国際収支と経済は低迷していた。アフリカ諸国の累積債務は膨

大にのぼり、そのような中で世界銀行・ＩＭＦの構造調整政策が実施されたが、

その新自由主義的政策は却って、アフリカの最も貧しく脆弱な人々を直撃する

こととなった203。そして 1983年末には空前のアフリカ飢饉が発生した。食料援

助も増加したが､それまでの厳しい状況を堪えてきた数 10か国が飢饉に陥って

しまった。この状況は歴史上初めてテレビなどのメディアで世界に報道され、

ＦＡＯはその助けもあって食料などの援助物資を集めて必要量を満たした。し

かしその後、アフリカで将来、同様の危機を起こさないためにＦＡＯが作成し

た小規模プロジェクト中心の計画に対しては、ドナー諸国からの支援はほとん

ど集まらなかったのである204。 

なお、これに先立つ 1980年にサウマが開始したサヘル地帯の 8か国の食料安

                                            
201 第 2 章 6.1 に既述したように、事業計画予算の修正、スリム化、投資、技術協力プログラム、脱中央

化、その他様々な取り組みの開始を含んでいた（Saouma 1993 pp. 15-28）。 
202 Saouma (1993) pp. 81-82。 
203 Saouma (1993) pp. 70-71。 
204 Saouma (1993) pp. 74-75。 
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全保障のための政策協力計画は、穀物倉庫や食料安全保障備蓄センターの設立

を内容としていたが、これに対してもドナー諸国や国際金融機関は、優先すべ

きは農業生産増大のための融資であるとしてＦＡＯが主張する穀物価格政策や

備蓄の意義を理解せず、結局拒絶してしまっていた205。 

このように、サウマが企図した、特にアフリカにおける現場指向の諸事業は、

ドナー諸国や国際金融機関などの理解が得られず、失敗に帰していったのであ

る。 

なお、開発援助と同様に途上国の食料・農業問題に関して重要な貿易関係に

ついては、創立当初からの経緯のとおり、ＦＡＯの役割は厳しく制限されたも

のとなっており、ＦＡＯとして出来ることには自ずと限界があった。ＦＡＯの

貿易に関するミッションは、基本的に農業国である開発途上諸国が食料の自給

を目指す事情や、食料純輸入国や食料不足国の重荷や困難な事情に精通したパ

ートナーとして、貿易交渉や貿易問題に責任を持つガットやＵＮＣＴＡＤのよ

うな機関に対して､より良い認識や理解を促進し、可能な解決方法を示唆し、最

も貧しい諸国の利益に対して然るべき認識を求めることに過ぎなかったのであ

る206。 

 

 

７．開発援助におけるブレトンウッズ機構の役割と国連システム 

 

 多国間の開発援助の分野におけるＩＭＦ・世銀、すなわちブレトンウッズ機

構の存在感・役割は極めて大きく、このことは周知のとおりである。これら機

関は国連の専門機関として位置づけられているにもかかわらず、意志決定のメ

カニズムをはじめとして国連本体からの独立性が高い。また、構造調整政策や

融資条件が厳しすぎる、あるいは当該国の経済実態を十分把握していないとい

った批判が途上国サイドを中心に繰り返されてきた。そして近年は、世銀の開

発分野での積極的な姿勢が強まるにつれ、開発に携わる他の機関、特に国連の

開発プログラムとの競合の問題、あるいは調整の必要性が認識されるようにな

っている207。この問題にかかる歴史的な流れと今後の展望の概略を以下に述べ

る。 

 

7.1 国連システムの 4つの柱：ブレトンウッズ 2機構、ＩＴＯと国連機関 

第二次世界大戦中、国連システムが準備されていた段階で、戦後の世界経済

                                            
205 Saouma (1993) p. 82。 
206 Saouma (1993) pp. 101-102。 
207 山本和（2000）p. 61。 
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の安定をもたらすシステムとして、4 つの柱が明確に認識されていた。専門分

野の違いから別々の準備体制がとられたが、明らかに相互に関連したシステム

として意識されていた。これら異なった専門性ないし役割を持つ機関が全体と

して整合性を持って機能してはじめて経済・社会面の安定と発展がもたらされ

るというビジョンが、ケインズをはじめ国連システムの構築に向けて働いた創

設者達の意識にあった208ことは、重要である。 

4 つの柱の第一は、国際通貨金融システムの安定化とその背景となる健全な

マクロ経済政策の確立を任務とするＩＭＦである209。第二の柱は、大戦後の復

興と途上国の開発のための長期融資を主たる任務とする世界銀行である210。第

三の柱は、貿易やサービスの国際間の取引を促進する役割を持つ国際貿易機関

（InternaOrganization: ＩＴＯ）である211。そして第四の柱として、国連機関

による技術協力、技術援助など開発面における国連の役割が想定されており、

これらは後にＵＮＤＰをはじめとする国連の開発プログラムとして継承されて

いく212。 

 

7.2 冷戦構造と南北問題：開発での国連機関とブレトンウッズ機構の二元化 

 第二次大戦終了後、実際に国連が発足するとすぐに、準備段階では想定して

いなかった環境の変化が生じた。その第一は東西冷戦構造の表面化であり、第

二は多くの植民地の独立とそれに伴う南北対立の顕現化である。そして開発援

助・協力の問題は、この冷戦構造と南北問題の対立の構図の中で進められるこ

とになり、ここに一国一票の国連機関と、西側先進諸国の意思が反映されやす

いブレトンウッズ機構との実質的な分化、二元化が定着していくこととなった
213。 

 この間、ブレトンウッズ機構の側には 1960年、途上国の経済援助を担う機関

として、最貧国問題を扱うＩＤＡが設立され、最貧国の開発問題に深く関与す

るメカニズムが作られた。一方、多国間援助を通じて途上国問題に対処する国

連開発計画（ＵＮＤＰ）が、1965年に国連の側に設立されて他の組織と並んで

南北問題に取り組むことになり、ここに開発援助政策の立案と実施の両面にお

                                            
208 山本和（2000）pp. 11-12。 
209 当初の固定平価制度は 1970年代初めに崩壊し、その後世界は変動相場制に移行したが、上記のＩＭＦ

の主要な任務は今日においても変わっていない（山本和 2000、p. 62）。 
210 発足当初の関心は復興にウエートがあったが、1960年代には第二世銀（ＩＤＡ）も設立されて途上国

に長期低利のプロジェクト資金を提供するなど、開発に関わる主要な機関としての役割を担っている

（山本和 2000、p. 62）。 
211 ＩＴＯはブレトンウッズ会議時には協定草案が準備されていたが、東西冷戦が表面化する中で結局批

准されず、その一部のみがＧＡＴＴとして発足し、現在ＷＴＯに引き継がれている。当初の計画には、

途上国の安定に繋がる一次産品市況の安定化など、途上国開発も展望した仕組みが盛り込まれていた

（山本和 2000、pp. 62-63）。 
212 山本和（2000）pp. 62-63。 
213 山本和（2000）p. 63。 
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いて、開発組織の二元化が進むことになった。さらに、開発問題の重要性が高

まるにつれて、ＩＭＦは長期の構造調整融資を途上国に対して超低金利（譲許

ベース）で行うようになり、社会主義経済体制の崩壊後には体制移行融資を取

り入れて行うようになった。ここに、実際の世界経済システムの運営は、当初

の構想とは違って、ブレトンウッズ機構と国連の開発プログラムが別の土俵で

途上国開発に携わるという構図が定着していったのである214。 

この関連で、変動相場制移行後のＩＭＦの業務の多様化、機能の変化は特に

注目に値する。すなわち、変動相場制への移行後の 1970年代には 2度のオイル

ショック、1980年代初めの途上国の累積債務問題、1990年代初めの社会主義国

の市場経済移行問題、そして 1994年のメキシコ通貨問題や 1997年のアジア通

貨危機など、相次いで発生した国際通貨・金融の危機的状況に対応して、その

都度金融を通じて広義の開発問題に中心的な役割を演じてきたのである。そう

した中でＩＭＦは、最貧国向けの構造調整融資や累積債務の軽減など、途上国

開発の面でも積極的な役割を果たした。これは世銀の関与拡大と並んで、途上

国開発の分野におけるブレトンウッズ機構の存在感の大きさが際立つことにつ

ながり、その国連システム全体の中での位置づけが課題とされるに至った215。 

この段階で、開発分野に関与する国際機構・機関が狭義の国連機関とブレト

ンウッズ機構に二元化したといえるが、そればかりではなく、すでにブレトン

ウッズ機構の側が、その圧倒的な資金力216と構造調整政策の世界的拡大などの

影響力217を以て、この分野の中心的役割を果たすようになったといえよう。 

 

7.3 冷戦終了後の環境変化とブレトンウッズ機構の対応 

1980年代後半、ＩＭＦや世銀の構造調整プログラムが弱者への影響などの社

会問題に十分配慮していないという、途上国の現場で活動する国連機関やＮＧ

Ｏからの批判218は、ＩＭＦ・世銀のトップマネジメントの注目を引くところと

                                            
214 山本和（2000）p. 63。 
215 山本和（2000）pp. 63-64。 
216 世界銀行（ＩＢＲＤとＩＤＡ）は世界最大の援助機関である。2009 年度の融資総額は 469 億ドルで

あり、設立以来の累積融資総額は 6860 億ドルに達する。また、ＩＢＲＤとＩＤＡの業務を担当する正

規職員は約 9000 名である（下村 2011、pp. 123-124）。 
217 世界銀行は規模だけでなく、開発援助の領域での影響力という角度から見ても極めて大きな存在であ

る。世界銀行の「知的リーダーシップ」の代表例（その源流）としては 1979 年に打ち出された「構造

調整融資」がある。その基本的な性格の一つは支援対象国の「選別」であり、国際援助潮流に選別の要

素が濃厚になった契機は、世界銀行による構造調整融資の導入であった。また、この流れをくんで長期

にわたって強力な影響を与えてきた知的リーダーシップとしては「政策支援型融資」の仕組みが挙げら

れる。これは援助受入国に対して①改革プログラムの立案・実施を求め、②事前又は事後の達成目標（コ

ンディショナリティ）を設定し、①及び②に関する援助受入国側のパーフォーマンスに対応して援助規

模を増減させ、必要ならば援助を中断・停止することも辞さないという特徴を持つ。この融資の考え方

は、多様な形式をとりつつ受け継がれ、重要な援助供与方式となってきた（下村 2011、pp. 124-125）。 
218 1980 年代には、構造調整貸付に対する痛烈な批判が噴出した。これらの中には調整貸付の理論的根拠

を疑問視したものもいれば、明確な結果が出ていないことを批判した者もいた。コンディショナリティ
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なり、トップが音頭を取る形で軌道修正が行われた。それらの見直しは、最貧

国のベーシック・ヒューマン・ニーズ（ＢＨＮ）の充足を配慮したプログラム

の重視、子どもや女性など弱者保護のメカニズム（セーフティーネット）の構

築、ＩＭＦ・世銀間の協力・協調体制の緊密化、他の開発パートナーとの連携

強化などであった。そしてこうした状況を踏まえて、構造調整プログラムの策

定に当たっては、ＩＭＦ・世銀及び相手国政府は共同でポリシー・フレームワ

ーク・ペーパー（ＰＦＰ）を作成し、公表するようになり、そこにはマクロ経

済の安定、金融・財政改革、国営企業改革・民営化、市場の自由化・規制緩和、

貧困層への支援策等が包括的に盛り込まれるようになった219。 

 東西冷戦の終了後、1990年代に入ると、世界の経済及び開発をめぐる環境や

前提条件は大きく変化した。最も顕著な変化としては、第一に市場経済化、経

済のグローバル化が急速に進む中で開発の問題を位置づけていかなければなら

ないことが明確になったこと、第二に開発の概念が人間中心の開発、すなわち

グラスルーツの人々の生き方に関する選択肢が増えるような参加型の開発でな

ければならないという考え方が、国連を中心とする一連の会議やＵＮＤＰの「人

間開発報告書」などによって、次第にはっきりと認識されるようになったこと

である220。 

これら二つの流れは簡単に両立するものではないが、この二つの条件を何ら

かの形で満たさない限り、経済・開発の世界的発展は図れないことが次第に明

らかになっていた。そしてそのような考えから、途上国の開発では、民主的で

効率的な政府、法体系や健全な金融システムなどのインフラ整備、環境問題へ

の配慮など包括的な条件整備が必要であることも認識されるようになり、貧困

の軽減や開発の問題をブレトンウッズ機構も他のパートナーと同じ土俵で考え

ざるを得なくなった。市場経済化やグローバル化の進展が世界のトレンドであ

り、それが市場の効率化その他さまざまなメリットをもたらすこと自体は広く

認められているが、同時にそれらは弱者や貧困層に各種のしわ寄せをもたらし、

特に人間中心の開発・参加型開発といった新しい開発の概念とは矛盾しがちで

あるので、いかにこのような開発を実現していくかは、ブレトンウッズ機構に

とっても極めて大きな課題となったのである221。 

こうして 1990年代以降は制度・社会・環境などの非経済的側面にも配慮した

開発アプローチへの指向、すなわち「開発哲学のソフト化」が急速に優勢とな

                                                                                                                                
は非常に広範なものとなり、時には 1 件のＳＡＬに 100 項目以上の条件が付されることもあった。批判

の矛先は、ＳＡＬが要求する徹底的な政策変更が生み出す社会的なコストにも向けられた（秋山ら 2002、

p. 62）。 
219 山本和（2000）p. 65。 
220 山本和（2000）p. 64。 
221 山本和（2000）pp. 64-65。 
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り、グッド・ガバナンス、参加型開発、人間中心主義、社会開発、環境と開発

の調和が開発援助界のキーワードとなった222。ただし、この潮流223が「ワシン

トン・コンセンサス」の根底にある、グローバル・スタンダードの画一的な適

用という思想を根底から変えるかどうかについては疑問も提起されている224。 

 

7.4 世界銀行と国連の関係 

1999 年、世銀のウォルフェンソーン総裁は、包括的開発のフレームワーク

（Comprehensive Development Framework: ＣＤＦ）を提唱した。この提案

は、持続的な経済成長と貧困撲滅のために、開発に携わる全ての開発当事者（当

該国政府、援助国、国際機関、民間セクター、市民社会・ＮＧＯ）がパートナ

ーシップを組んで、包括的に取り組む枠組みを作ることを提唱している。また

その枠組みは、マクロ経済的な側面と、社会的・構造的・人間的側面を同じコ

インの両面として扱うことを強調している。この提案は、包括的協力ができれ

ば効率的に実施できるというごく当たり前の内容であるが、枠組み作りの具体

的呼びかけを行っているのが目新しく、それが世銀総裁から出てきたことは、

開発がブレトンウッズ機構、特に世銀の存在意義の中心をなすものであること

を示している。またこのように、世銀の側から国連に接近しているのは貧困削

減や開発のアジェンダが世界経済の運営にとって極めて大切であること、さら

                                            
222 このような流れの中で、経済理論においても新古典派に代わり新制度学派が台頭した。また、「ワシン

トン・コンセンサス」というリベラルな改革処方箋に異を唱えていたジョセフ・スティグリッツが 1997

年 2 月に世銀のチーフ・エコノミストとして迎えられ、1998 年秋以降、「包括的な開発フレームワーク」

を構想し、途上国の主体性のもとでさまざまなプレーヤーを巻き込んだ参加型の開発戦略づくりが推進

された（大野 2000、pp. 8-9）。 
223 秋山らはこの流れを、「ポスト・ワシントン・コンセンサス」の形成過程として、開発援助分野におけ

る一連の出来事を取りまとめている。すなわち、第一に 1980 年代における新古典派及び調整貸付に対

する痛烈な批判、第二に 1992 年の世銀元副総裁による『ワッペンハウス・レポート』による世銀プロ

ジェクトの 3 分の 1 以上が失敗という衝撃的な報告、第三に環境と開発に関する世界委員会による 1987

年の『我ら共有の世界』（Our Common Future）報告書が喚起した成長アプローチや市場アプローチを

見直すべきとの考え、第四にドナーの一部に生じた新古典派アプローチが極端な自由主義に偏りがちと

の考え方、第五に日本が提起した政府による有効な介入という考え方とこれに沿った 1993 年の世銀の

報告書『東アジアの奇跡』による政府の介入が経済発展に重要な役割を果たし得るとの考え方、第六に

援助機関の貸し付け以外に海外直接投資（ＦＤＩ）が経済発展に重要な役割を果たしているという知見、

第七に 1990 年代のさまざまな世界会議におけるＮＧＯなどの活発な活動が貧困者などの状況に大きな

関心を寄せたこと、第八にＯＥＣＤの 1996 年の調査に始まる「国際開発目標（ＩＤＴ）」の発展とこれ

を認めた世銀による 1998 年からの貧困削減プログラムの開始、第九に貧困、教育、ジェンダー、死亡

率、医療及び環境などにまたがるＩＤＴを包括する 2000 年の「ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）」の採

択という流れである。秋山らは、ポスト・ワシントン・コンセンサスはこのようにして形成され、開発

の重点は明らかに成長から貧困削減へと移行したと論じている（秋山ら 2002、pp. 62-67）。 
224 大野はこの点について、「筆者には従来のコンディショナリティーのメニューを拡大したに過ぎないよ

うにも感じられる。たとえば、ガバナンスなど開発の制度的側面の重視が叫ばれているが、欧米の先進

国が何世紀もかけて築いてきた政治社会制度を短期間に途上国に移植できるのだろうか。また、貧困削

減のためには低所得者層への直接支援が不可欠なのは言うまでもないが、それが経済成長自体を軽視あ

るいは否定するものになってはならない。企業活動を支えるハード・ソフト両面の支援や成長の果実を

適切に再分配するメカニズムがあってこそ、貧困削減も持続可能になるからだ」と述べている（大野 2000、

p. 10）。 
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に世銀の融資機能とＵＮＤＰのもつ技術協力機能の両方を併せ持つことで、開

発に向けた包括的なアプローチが可能になるとの考え方があるとも推察される
225。しかしながら、以上のようなブレトンウッズ機構と国連の、あるいは具体

的には世銀とＵＮＤＰの連携強化で包括的なアプローチを目指す場合、留意し

なければならないこととしては、市場原理重視のワシントン・コンセンサスの

影響が強まり、ＵＮＤＰの開発に関する規範設定（norm setting）の機能が弱

まることがないようにすることであろう226。 

より一般的に、近年国際通貨・金融情勢が緊迫し、全体としてブレトンウッ

ズ機構の役割の見直しが進む中で、経済・開発の分野における国連機関の役割

をどのように位置づけるかという問題がある。換言すれば、国連として力を発

揮すべき分野は何かを明確にする必要があるということである。このような論

点に関して注目すべき考え方としては、①従来、貧困の解消、人間中心の開発

など国連が主張し、方向付けを行ってきたような、開発に関する考え方や規範

の設定227、②紛争、平和、難民、民主的選挙といった分野での国連の実績を生

かした、安全保障の確保にかかわるもの228、③ＩＭＦ・世銀や二国間の援助が

行き届かない国についての、本来の開発援助プロセスへの参加229、④市場経済

の枠組みだけでは対応出来ない問題を扱うのに最もふさわしい国連の特長を生

かして、開発に関わる全てのアクターのパートナーシップの中核として国連が

もっと機能するようになること230、が挙げられている231。 

たしかに国連全体としてフィールドにおける開発活動を包括的に把握し実施

する総合力を持っているかは疑問な点もある。しかし反面、基本的に市場メカ

                                            
225 山本和（2000）pp. 66-68。 
226 山本和（2000）p. 68。 
227 国連は、貧困の解消、人間中心の開発、貧困・人口・環境の悪循環の解消、人間の安全保障を重視し

た開発戦略の必要などを主張し、たとえば二国間ＯＤＡの 20％及び被援助国財政支出の 20％をそれぞ

れ基本的人間開発ニーズのための基礎的支出に充当すべきであるとする 20/20イニシアティブなどの具

体的提案を行ってきた。今後とも、国連機関は環境・開発・貧困などの分野での政策の方向付けや基準

設定の面で中心的な役割を担っていくべき（山本和 2000、p. 69-70）。 
228 国連は、紛争、平和、安全保障、難民、民主的選挙などの分野で多くの実績を持っており、安定した

開発の前提条件として、今後とも国連が役割を果たすべき（山本和 2000、p. 70）。 
229 ＩＭＦ・世銀を中心とする国際金融機関は市場経済化の枠組みの中で、セーフティーネットの構築に

も配慮した積極的な開発協力体制を整えつつあるが、構造調整融資の条件はかなり厳しく、なお取り残

されている国も少なくない。しかし開発は全ての人々が享受すべき普遍的な権利であるという、ＵＮＤ

Ｐ「人間開発報告書」などに盛り込まれた人間中心の開発という考え方に立てば、国連の開発機関は、

ＩＭＦ・世銀や二国間援助が行き届かない国についても、有効なプロジェクトを用意して関与していく

という考え方を積極的に打ち出して、援助機関としての役割分担を明確にしていくことが望ましい（山

本和 2000、p. 70）。 
230 本来国家という枠組みを超越した立場に立ち、しかも市場経済の枠組みだけでは対応できない問題を

扱うのに最もふさわしいのは国連であり、それが中核となってパートナーシップの形成を図っていくこ

とが最も望ましい姿であろう。そのように考えれば、ＣＤＦによって提示された包括的な協力体制や、

ＴＩＣＡＤプロセスにおけるアフリカ開発体制の構築も、やはり国連を中心にして形成されるのが本来

あるべき姿であろう（山本和 2000、p. 70）。 
231 山本和（2000）pp. 69-70。 
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ニズムを重視するブレトンウッズ機構に開発の包括的な調整を任せるには問題

がある。これまでも国連機関がリードして（例えばＵＮＤＰの『人間開発報告

書』）基本的な視点から市場経済原理の行き過ぎに警鐘を鳴らした例はあるが、

そのような問題提起を世銀やＩＭＦが行えるかについては大きな疑問がある。

また、世銀の多項目のチェックリストが要求するような、ガバナンスがうまく

いき、自助努力もし、インフラもセーフティーネットも整備できる国ばかりで

はないことを考えれば、それらの条件を満たせない国々の開発の問題の解決こ

そ国連が関わるべき重要分野とも考えられる。更に、紛争解決と持続可能な開

発の問題のギャップを埋める仕事、それぞれ専門性のある分野を包括的に検討

する国際的な場を提供する仕事などをより公平な立場から果たし得るのは、創

設時のビジョンからすればやはり国連が適していると考えられるのである232。 

しかしながら、以上のような国連の適性を考慮したとしても、世銀に対して

大きな存在感を持ちうる国連機関はやはりＵＮＤＰと考えられ、そこにＦＡＯ

のような個別分野の専門機関がどのような存在感を発揮しうるかについては、

資金規模や組織体制、現在の国連体システムにおけるＦＡＯの位置づけなどさ

まざまな面から、なお難しい問題があろう。 

 

 

８．まとめ 

 

 開発援助は、おそらくＦＡＯの創立目的の中でも最大の重要性を有する機能

であり、ＦＡＯの創立を主導した米国もこれには強くコミットしていた。しか

し米国は 1960 年代にその対外援助法を整備する中で多国間援助を重視する姿

勢を打ち出し、特に世界銀行の中に途上国援助を行うＩＤＡ（多国間開発銀行）

を設立し、また国連には多国間食料援助機関としてＷＦＰを設立し、それらを

通じた開発援助あるいは開発金融の拡充を図るようになったが、ＦＡＯと協働

する姿勢は維持していた。 

 その後、1970年代に入って米国の開発援助に関する姿勢は変質する。冷戦政

策の重圧によって生まれた「双子の赤字」という国内事情や、1960年代までに

次々と独立を達成した開発途上諸国が主張する新国際経済秩序（ＮＩＥＯ）な

どを背景に、米国は国連諸機関を、分担金は払わされるが国益擁護が困難な存

在と認識するようになったからである。この結果米国は、同盟国に対してＯＤ

Ａの拡充を要請するようになり、自らは多国間機関への貢献に消極的になると

同時に世界銀行などの方が逆に開発援助に積極的になり、米国の援助政策は従

来の「自由と民主主義」重視に加えて議会主導でベーシック・ヒューマン・ニ

                                            
232 山本和（2000）pp. 69-70。 
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ーズ（ＢＨＮ）重視や人権重視などの要素を強めていく。そして米国は、世界

銀行に対して持っていた圧倒的な影響力（構造的パワー）を用いて、1960年代

に急拡大した世界銀行がコンディショナリティー（融資条件）を使いながら開

発途上諸国に対して推進する新自由主義的な構造調整政策を支援していった。 

 このように財政面でも規範面でも強大化していった世界銀行のほかに、ＦＡ

Ｏの開発援助活動に影響を与えた国際機構としてＵＮＤＰがあった。ＵＮＤＰ

は国連システム最大の無償援助機関であり、国連の開発業務活動の主要な調整

機関であって、開発途上国現地における国連チームのリーダーとして調整に当

たる国連常駐調整官の活動を受け持っている。これは米国を中心とする国連の

開発援助財源統合の動きによるものであり、このためにＦＡＯを含む国連専門

機関は次第に、自前の財源をほとんど持たず、現場で自立的なプレゼンスを発

揮できない状況に陥っていった。 

 このように、開発活動については国連諸機関とブレトンウッズ機構が二元化

するという状況が定着しているが、中でも圧倒的資金力と規範力を持つブレト

ンウッズ機構の側が中心的な役割を果たすようになった。 
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第６章：サブ分野別事例（３）：国際フォーラム 

 

 前の 2つの章でそれぞれ、「食料援助」と「開発援助」の機能を見てきたが、

本章ではＦＡＯの食料・農業に関する「国際フォーラム」としての機能を 3つ

目の事例として取り上げる。第 1章でも触れたように、この機能は本論文にお

いて特別に設定した機能の束としての概念であり、国際的な食料・農業という

分野に関して、(i)統計データや技術・政策などの情報を収集・分析・配布する

機能、(ii)生ずる問題を議論する場としての機能、そして(iii)特定の諸問題に

ついて世界的な規範を設定したりガイドラインを作成し順守を促したりする機

能、の少なくとも 3つの機能を総称したものである。以下、この「国際フォー

ラム」について、ＦＡＯ創立時の考え方を概観した後に、上記 3つの機能を巡

ってＦＡＯがどのように国際的に位置づけられ発展してきたのか、そこにどの

ような力が働いていたのかを考察する。そしてその後に、この「国際フォーラ

ム」機能に関する米国の関与としてＷＦＣをめぐる経緯を見、さらに最近の関

係するいくつかの出来事を見ていく。 

 

 

１ 創立時の構想と初期の「国際フォーラム」機能 

 

1.1 ＦＡＯ以前の国際的情報活動 

ＦＡＯに先立つ国際組織、特に戦前にこの分野における情報活動を行ったも

のの代表格は、万国農事協会（International Institute of Agriculture: ＩＩＡ）

である。これは 1905 年、米国人のデイビッド・ルービンによってローマに設立

されたもので、農民が技術的知識の獲得や経済的な取引の能力に欠けるという

農業の弱点を考慮して、当時としては大胆な以下のような会議の開催や資料の

刊行を行った。ＩＩＡは第一に会議招集機関であることをその役割とし、一連

の科学的会議の事務局を務めた。また一部の国際問題、例えば病害虫防除計画、

土壌の分類や呼称、農業統計における標準度量衡などに関する会議は、各国政

府の国際的共同活動に持っていくように招集された。さらに、各会議は技術情

報の交換や弘布の場として役立ち、会議によってはその目的に資する刊行物を

発刊することもあった1。 

ＩＩＡの出版活動、情報資料の収集・発刊・配布は、前記のような会議開催

に係わるものにとどまらず、より幅広かった。それは、農業に係わる各種年鑑、

月報や時々の農業問題に関する論考などを含んでいた2。さらに 1930 年には第

                                            
1 イエーツ（1959）pp. 33-35。 
2 例えば、国際農業立法年鑑、農業統計の年鑑及び月報、農業や農法の月報類、農業経済学・農業社会学
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一回世界農業センサスを始め、それを組織化したが、この伝統を受け継いで第

二回の完全なセンサスを 1950年に実現したのがＦＡＯだったのである3。 

しかしＩＩＡの運営には種々の困難が伴い、事業は制約や欠陥を避けること

ができなかった。会員は欧州諸国が圧倒的で、アジア、アフリカ、ラテンアメ

リカの諸国は極めて僅かであったため、ＩＩＡが行う研究は当然のように欧州

の会員国の関心事項に集中した。また、会員からの財政的援助も公式の援助も

途絶えることや遅れることが多かったため、慢性的に資金難に悩まされた。さ

らにＩＩＡの会議や会合に対する政府代表のレベルの低さやＩＩＡに対して提

供される情報の質の低さも、大きな問題であった4。このためＩＩＡは、会議や

訪問、また説得や主張によって、国際的な編集事業や比較を行う目的での各国

レベルでの改善に、大きな貢献を行った5。 

 

1.2 ＦＡＯの創立と「国際フォーラム」機能の位置づけ 

ＦＡＯが 1945年 10月、カナダ・ケベックでの第一回総会で創立されたとき、

その議長を務めたカナダ前外務大臣のレスター・ピアソンはＦＡＯの大目標、

すなわち「大いなる目的」を、「欠乏からの自由を達成するために各国民を助け

る」ことと述べたが、同時に具体的な活動については、①科学の成果を至ると

ころの食料・農林水産業の従事者に与え、至るところにおいて彼らの現実的問

題について科学者の注意を喚起すること、②政策の樹立の基礎として役立つよ

うな情報を収集・消化しそれを伝達すること、③実行方法について示唆を与え

るが、その目的は究極的には各国政府自身の活動によって達成されるべきこと、

と述べている。このように、ＦＡＯの創立時から、情報の収集・伝達はＦＡＯ

の大目的を達成する手段として確固たる地位を与えられていた6。 

ＦＡＯが戦前のＩＩＡと異なる点は、政府間の議論に便宜を供与し情報を収

集・配布するという従来の機能に加えて、各国政府が自ら活動するための手段

として各国政府に利用されることであった7。後者の新たに加わった機能・活動

                                                                                                                                
の月報、各種問題に亘る国際文献集、各種部門の機関・研究所の国際案内書、農家家計統計の調整及び

比較、国際植物保護の公報、国際林業年鑑等であった。また、農産物別の諸問題、農業信用、農業共同

組合、重要商品販売、農業改革、農家経営、離農、農村衛生、その他各種の問題についての論文を整理

し、表に作成した（イエーツ 1959、p. 35）。 
3 1940年のセンサスは戦争のため一部実施に留まった（イエーツ 1959、pp. 35-36）。 
4 各国の中には責任のある政府の要員を送る代わりに、本国政府との連絡もなくなったようなローマ常駐

代表を出席させる場合もあった。加えて、協会は刊行物用の情報を収集することにおいても非常な困難

に直面した。それは当時、農業統計の収集と科学的調査・報告は大多数の諸国でまだ初歩的段階だった

からである（イエーツ 1959、pp. 36-37）。 
5 イエーツ（1959）pp. 36-37。 
6 イエーツ（1959）pp. 63-64。 
7 新たに加わった機能の第一は、ある特定の活動を行うよう自らあるいは相互に対して行われる勧告であ

り、第二は各国家の計画の進展を助ける専門家及び施設の獲得であった。すなわちこれらは、従来と比

べて極めて積極的にＦＡＯという国際機構を利用しているところが新しいのである。（イエーツ 1959、

pp. 64-65） 



331 

 

の基礎となるよう、ＦＡＯは食料・農業に関する確固とした国際的議論の場と

して、及び情報収集・分析・配布のセンターとしての地位を、このとき獲得し

たのである。 

創設当初、ＦＡＯの利用の仕方について各国政府間に一致がなかったことは、

既に第 2章で見たとおりである。すなわち、ＦＡＯは一つの情報機関に過ぎず、

情報を収集・消化・刊行すればそれで事足りるという見解に立っているものも

あったし、別の極端な例は立法機関と交易所を組み合わせたものにしようとい

う意見もあり、これらの中間にはあらゆる意見があった8。しかしこの事実は逆

の見方をすれば、ＦＡＯが持つべき情報機能についてはほとんど完全な一致が

あったということに他ならない。ＦＡＯの創立から間もない 1946～1947年、Ｆ

ＡＯの活動は国際貿易問題に大いに集中されたのであるが、それにも拘わらず

農業、栄養、水産、林業の分野での広範な技術活動の端緒も開かれ、また各種

国際会議の組織化や情報サービスの充実も、着々と進められていった9。 

 

 

２ 統計・技術等に関する情報の収集・分析・配布の機能  

 

 1948年にＦＡＯ第二代の事務局長に就任したノリス・ドッドは、ＦＡＯの役

割を大きく 2つ、すなわち第一は情報活動、第二は各国の実施計画に対する支

援と整理している10。またイエーツは、ＦＡＯ創立 10周年記念誌においてＦＡ

Ｏの 10年間の活動を国際経済、技術援助、情報活動の 3分野に分けて記述して

いるが、そのうち情報活動については、刊行物や各国政府あるいは専門家会合

などからの情報を収集し、年報、月報、アブストラクト、会合、公式発表、各

種報道、専門家や手引書などによって広く伝えられると説明している11。 

 歴史的に見ると、ホット・スプリングスの会議では、特に食料・農業分野で

                                            
8 イエーツ（1959）p. 66。 

9 イエーツ（1959）、p. 71。 
10 すなわち、(i) 加盟各国政府及び、実施計画に従事しているその職員に対して常に情報活動を行うこ

と、(ii)各国政府が着手した実施計画のうち、これら政府の要請により、ＦＡＯが参加しているものに

ついて、それを補足するよう立案し、発展させること、の二つである（イエーツ 1959、p. 109）。 
11 「情報」と一言でいっても、ＦＡＯが取り扱う情報は、当時にしてすでにさまざまなものがあった。

ドッドの言葉によれば、「情報は、印刷された刊行物、質問書に対する政府の回答、専門家の会合、専門

職員の加盟国への訪問などのいろいろな手段によって、収集することができ、そしてこれらの情報は各

種の年報、月報、アブストラクト、会合、公式発表、新聞、映画、ラジオ、専門家や使節団などの手引

書などによって広く伝えられる」ものとされている。この説明が示すように、情報と実地活動の間に厳

密な区別は出来ず、双方は入り組んでいる。例えばＦＡＯ事務局は、牛疫ワクチンの製法についての報

告書を発行することもあれば、ある国に人を派遣してその方法を口頭で説明、あるいは実演することも

ある。さらに、ある政府がＦＡＯを通じてある種の問題を調査し報告書を作成する使節団を派遣しても

らうことも出来るし、あるいは専門家チームの派遣を要請しその意見や助言を求めることも出来る。こ

れらの場合、前者は「情報活動」、後者は「技術援助」に分類されるのである。一方、統計年鑑やアブス

トラクトなどのＦＡＯ刊行物は直接「活動」的な要素は含まない（イエーツ 1959、pp. 109 -110）。 
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の国際的情報活動の規定に関して決議は行われなかった。しかし、ＦＡＯ第一

回総会となったケベックにおいては、各国政府が行うべき情報活動について規

定することに、特別な注意が払われた。 

第一に、この総会で設けられた「統計に関する委員会」は、栄養と食料の消

費、農村福祉、農業生産、水産、林業と林産物及び販売に関する統計が備える

べき必要条件を規定した。その内容は、「国際農業統計のほか、以前ＩＩＡ、国

際造林センター及び国際造林委員会などの諸機関が収集し、刊行していた一連

の統計刊行物を復刊することは、最も緊急を要することである」というもので

あった12。 

 第二に、栄養、農業、水産及び林業などの各専門分野の活動に携わっていた

各委員会でも、事務局に対して各部門における広範な技術刊行物を出すように

要請した。例えば農業の技術委員会報告は、ＦＡＯは食料及び農業の分野にお

ける技術やその他の情報の国際的精算所の役割を果たすべきものであると記述

している13。 

 第三には、ＦＡＯ事務局は、特にその資格や経験が詳細に記してある専門家

のリストを保存し、更に専門家達の会合を招集して情報の交換を行い、科学者、

教育者、学生などの交流について各国政府を援助し、講習用、研究用の専門的

計画を作成するよう促進しなければならないとされた14。 

 以上のようなＦＡＯ創立時の諸決議の意図に対応して、その後の 10年間、Ｆ

ＡＯは情報活動について何をどのように実現していったのかについて、以下に

「統計的・経済的情報」、「技術的・科学的情報」、そして「アブストラクト・摘

要・図書館活動」に分けてその概略を整理する。 

 

2.1 統計的・経済的情報 

 統計的及び経済的情報の供与については、ＦＡＯ事務局の成果発出は遅く、

最初の 2 年間は何も出されなかった15。統計年鑑（農業生産・貿易、林業、水

                                            
12 イエーツ（1959）、pp. 110-111。 
13 ＦＡＯ刊行物中には、特定の地域又は広く世界的な諸問題についての調査成果や重要な科学技術のサ

マリー等が含まれねばならない。また、ＦＡＯは食料や農業に関する法規や政策についての世界中のサ

マリーを集め、各国が利用できるようにしなければならない。さらに、解題文献集やアブストラクトな

どを刊行したり、刊行できるように準備したりするとともに、要求に応じて重要な記録類の写真複写や

マイクロフィルムが提供利用できるようにしなければならない（イエーツ 1959、pp. 111 -112）。 
14 イエーツ（1959）p. 112。 
15 1946年に作成された世界食料調査（World Food Survey）は、70か国について戦前の食料消費の数字

を収めたが、これは戦時中に米国や英国が配給や救済計画のために作った資料を用いた統計であった。

これに次ぐ 2年間の統計事業は、事実上、供給不足の食料の国際的割当促進を目的として 1946年に設立

された国際緊急食料理事会(ＩＥＦＣ) の事務局が専ら取扱っていた。ＦＡＯの統計諸機関が活動を始め

たのは、このＩＥＦＣの活動が次第に下火になり始めた 1940年代終わり頃からであった（イエーツ 1959、

pp. 92-93、p. 113）。 
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産）、統計月報、商品公報・年報、「世界食料農業白書」（ＳＯＦＡ16）などが定

期的に出されるようになったのは、それ以後のことである。ケベックの第一回

ＦＡＯ総会では、多くの政府はＦＡＯがＩＩＡの事業を受け継ぎ吸収して統計

に関する業務をそのまま引き継ぐことを想定していたが、実際にはＩＩＡの業

績・知識及び職員は旧式であるとして不評を買い、結局ワシントンで最新の情

報収集、分析・編集、刊行の技術を長時間かけて習得した英米人の事務員達が

この仕事を行うことになった17。 

 ＦＡＯのこの分野の活動が遅れたもう一つの原因は、憲章第 11条に規定され

た報告書18であった。当初はこれら全ての情報を各国政府から 1 年に 1 度一括

して入手する計画であったが、2 年間の経験からこれが非常に煩雑であること

が分かったので、統計をこれから抜き出し、月間及び年間の質問書を作成して

データを収集することとされた。また、加盟各国の計画等を事務局で把握する

ためには、憲章第 11条によるよりも、定期的に各国の国内刊行物の送付を受け

たり、職員が訪問したりする方がよいことも後に明らかになった19。 

 このようなことを経ながらやがて統計部門が整備され、財源の許す限り加盟

各国の諸要求に応ずることが出来るようになった。このようなもののいくつか

を挙げれば、第一にケベック総会で要請された「1950年世界農業センサス」が

ある。この実施についてはその準備として、長時間をかけて定義、区分及び方

法論に関する一致した方法を見出すための専門家会合を開いて、高度の国際比

較性をもつセンサスを行うことが出来た。第二には、全世界での農業生産量の

統計的測定である。これについても巨大な方法論的諸問題があり、その克服の

ために部外の専門家集団を集め、結果として共通の基準に基づく世界各国の農

業生産を、価額的にも数量的にも計算して各国間の比較を可能にした。第三に

は、経済面における新事業「アウトルック報告書」である。これは総会や各地

域の経済会議での計画検討に資するためのもので、次年度もしくは向こう 5年

間の生産、貿易、価格、消費の各面を予想、換言すれば「最も事情に通暁した

上での推測」を行うものであった20。 

 それではＦＡＯ創立 10年以後のＦＡＯの統計的・経済的情報に関する活動は

どのように展開したであろうか。まず言及すべきことは、上記の統計年鑑・月

報類や「世界食料農業白書」、さらに「世界農業センサス」及び「アウトルック

                                            
16 The State of Food and Agriculture。 
17 イエーツ（1959）pp. 11。 
18 憲章は「加盟各国はＦＡＯに対して憲章の前文に明らかにされているこの機関の目的を達成するため

に、各自が行った成果や総会の勧告や約定にもとづく活動について、定期的に報告を行わねばならない

…。加盟各国は、要請に応じて、この機関に対して栄養、食料及び農業に関する全ての法律、規則、公

式報告書及び統計を通報しなければならない」としている（イエーツ 1959、pp. 114-115）。 
19 イエーツ（1959）pp. 115。 
20 イエーツ（1959）、pp. 115-117。 
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報告書」などは全て、ＦＡＯの基幹的・定常的業務としてその後も粛々と継続

されているということである21。そしてこれらに加え、ＦＡＯの統計的・経済

的情報提供の役割は、時代と共に拡充されてきている。 

 その第一に挙げられるのが、1974年の世界食糧会議を機に、世界の基礎的食

料の供給状況や見通しの最新情報を収集・供給すべく整備された「世界食料情

報・早期警報システム」（ＧＩＥＷＳ22）である。確かに世界食糧会議の開催に

おいてＦＡＯの役割は極めて軽視されたと言えるのであるが、それでも同会議

を契機に作られた新たなメカニズムのうちで当然のようにＦＡＯの役割に落ち

着いたものの一つがこのシステムの新設であった23。 

 また、第二に挙げられるのが、1996年の世界食料サミットを契機に新設され

た「食料安全保障に関する情報・地図化システム」（ＦＩＶＩＭＳ24）である。

これは同食料サミットが世界の栄養不足人口の半減を目標とする宣言と行動計

画を取りまとめたという成果以外で具体的に開始した数少ない取組みで、単に

生産・供給面に留まらず、世界の食料安全保障達成に関わる多面的な脆弱性の

観点を取り入れて分析・地図化し、政策立案にも役立つようにするシステムと

される。そしてこのシステムの作成はＦＡＯ主催のサミットでもあったことか

らＦＡＯ自身が取り組むこととされ、その後世界的・地域的な当該情報を編集

して提供し続けている25。 

 そして第三に挙げられるのが、ＦＡＯの統計的・経済的情報の提供の仕方の

近代化である。すなわち、昨今の世界的なネット情報化の流れの中で、ＦＡＯ

が提供する情報についても逐次精力的にネット情報の整備が図られており、Ｆ

ＡＯＳＴＡＴをはじめとしてその統計などの情報は世界中で迅速に取得あるい

は分析できる状況となっている。 

 

2.2 技術的・科学的情報 

 ＦＡＯが行ってきた技術的・科学的な情報活動の範囲は著しく広く、また資

料の形式も多種多様である。各種ペーパー、研究、報告書などをリスト化する

と膨大なものになる。それらには刊行物、技術的会議の報告書、ＦＡＯ理事会

や総会のために作成された資料、ＦＡＯと他機関の共同機関あるいはその他の

諸機関に提出された文書など大量の印刷資料が含まれている26。これら刊行物

                                            
21 なお、これらのうち「アウトルック報告書」は、現在はＯＥＣＤとの協力の下で、『ＯＥＣＤ－ＦＡＯ

農業アウトルック』（OECD-FAO Agricultural Outlook）の形で継続されている。 
22 Global Information and Early Warning System for Food and Agriculture。 
23 Saouma (1993) pp. 41-46。 
24 Food Insecurity and Vulnerability Information and Mapping Systems。 
25 なお、この関連で定期刊行物『世界の食料不安の現状』（ＳＯＦＩ：The State of Food Insecurity in the 

World）が毎年出版されている。 
26 これらの例をいくつか挙げれば、世界で最も重要な作物である小麦とコメの「世界原種カタログ」、栄
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は多種多様な形式と読者対象を有しているが、概して言えるのは大部分の専門

的な刊行物は開発途上諸国の科学者や行政官を対象として作成されているとい

うことである27。 

ＦＡＯが技術的情報を発信する場合、刊行物と同様に重要な手段となったの

は、各種会議や研究部会であり、これらは先進諸国及び開発途上諸国の技術者

や行政官が互いの知識や経験を交流させる場となってきた28。 

以上のＦＡＯ創立後 10年間の技術的・科学的情報に関する活動を受けて、そ

の後この分野でのＦＡＯの活動はどのように変化したであろうか。結論から言

えば、その後のＦＡＯにおいても多種多様の技術的・科学的情報が作成・提供

され続け、さらに情報技術などの進展を受けて質・量ともに充実していったの

である。 

ウォルトンのＦＡＯ40周年記念誌からいくつかの例を挙げれば、第一に、新

たな情報技術を活用して、食料・農業のさまざまな分野について各種のデータ

ベースが作成され、加盟諸国の活用に供されている29。第二に、1970 年代には

総合的なデータベースとして、世界的な農林水産関係科学技術情報データベー

ス（ＡＧＲＩＳ30）と、同じく世界的な農林水産関係研究情報データベース（Ｃ

ＡＲＩＳ31）が加盟諸国及び国際諸機関の分担協力の下で運営されている32。第

三に、1960年代以来さまざまな科学技術情報が地図化されて提供されている33。 

以上のように、ＦＡＯの技術的・科学的情報提供の役割は、創立 10年以後少

なくとも半世紀にわたって着実に近代化・拡充されて加盟諸国や食料・農業関

                                                                                                                                
養学的研究である「コメと米食」や「トウモロコシととうもろこし食」、加盟国の緊急な要請に応えて作

成された「牛疫ワクチン」や「インド及びパキスタンのゼブ牛」、「農村経済における養魚と内水面水産

経営」がある。また、他の機関の発議や決議に端を発するものとしては、1950年のＥＣＯＳＯＣの決議

に関する 2つのＦＡＯの研究「農地改革、共有地保有制度」と「農業改革と農業開発との関係」があり、

共同事業の成果を報告するものとしては「欧州及び地中海諸国雑種とうもろこし共同試験」がある。さ

らに計画的・継続的に刊行されるものの例としては、土壌に関する諸問題についての一連の刊行物があ

る。これらは、まずＩＥＦＣの肥料委員会における世界的な肥料の消費需要及び供給可能量に関する調

査報告に始まり、「世界の肥料生産と消費及び今後の目標」、「肥料の有効利用法」、「土壌保全－国際的研

究」、「ラテンアメリカの土壌浸食研究」、「土地開発のための土壌調査」、「土壌科学各国語彙」と、互い

に関係をもちながら次々と刊行されたものである（イエーツ 1959、p. 118-121）。 

27 イエーツ（1959）pp. 121-122。 
28 ＦＡＯの初期に毎年開催されていたこのようなものとしては、「地中海牧野飼料開発作業部会」、「カリ

ブ地域農業普及開発センター」、「アジア極東土地問題センター」、「近東灌漑排水会議」が挙げられる（イ

エーツ 1959、pp. 122-123）。 
29 このような分野別データベースの例としては、熱帯林資源データベース、土地資源データベース、植

物栄養データバンク、種子情報システム、動物遺伝資源データバンク、土地利用計画のための地理情報

システムなどが挙げられる（Walton 1985、p. 111）。 
30 International Information System for the Agricultural Science and Technology（Walton 1985、pp. 

111-112）。 
31 Current Agricultural Research Information System（Walton 1985、pp. 112-113）。 
32 Walton（1985）pp. 111-113。 
33 このような中には、世界的な土壌地図、農業生態学的地域（agro-ecological zones）の研究、さらに地

域的な人口扶養力（potential population-supporting capacity）の研究などが含まれる（Walton 1985、

pp. 115-117）。 
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係者によって活用されてきているといえよう。 

 

2.3 アブストラクト・摘要・図書館活動 

 ＦＡＯが行ってきた情報活動の 3つめのカテゴリーには、アブストラクト、

文献集、ダイジェスト、定期刊行物、図書館、そして広報事業などが含まれる。 

アブストラクトについてはＦＡＯ創立当初、どの程度この活動に重きを置く

か多くの議論がなされたが、結果として創立 10年の時点では水産業分野のみで

行われた34。文献目録についてはＦＡＯ事務局が他の団体に委ねる形で、林業、

土地保有制度、漁具・漁法といった分野のものが作られた。ダイジェストにつ

いてはＩＩＡが「農業法」について行ってきた長い歴史があり、ＦＡＯになっ

てから拡充して「食料農業法」35が年 4 回刊行された。技術的な定期刊行物又

は公報類は、情報を広く普及し、その分野の世界の研究者達が連携を保つのに

適切な手段であることが明らかになり、林業・林産物（Unasylva）、水産（FAO 

Fisheries Bulletin）、植物保護（FAO Plant Protection Bulletin）などが作成

された。また、ＦＡＯはローマに図書館36を保有しており、もとのＩＩＡの蔵

書と、ＦＡＯがローマに移る前ワシントンで集めたもの、そして「ジュネーブ

林業図書館」の３つのコレクションを合併したうえで、引き続き追加して収集

活動を行って、その食料・農業分野における所蔵書の範囲及び完全さから独自

の存在となっている。最後に広報事業は、一般大衆、民間団体及び全ての種類

の協会などに対して新聞記事、ラジオのスクリプト、映画、講演、展覧会用資

料などの資料を供給した。また、ＦＡＯと連携する各国の農業団体、民間機関

などとの連絡を保ち、トレーニングセンターに視覚資料を、学校や大学には講

義の資料などを提供した37。 

 以上のように、ＦＡＯの情報事業は多岐に亘り、またこれら情報は公用語の

それぞれについて出す必要に迫られることから、多額の費用を要した38。ＦＡ

Ｏの出す情報のうち統計的・経済的情報については先進諸国及び開発途上諸国

の両方が有用として満足を示したが、ＦＡＯの技術刊行物は主として開発途上

国向けであった39し、またＦＡＯは技術的専門刊行物については必要以上に米

国を範とし米国の資料をよりどころとしなければならなかった40。しかしいず

                                            
34 これは人員と資金が多くかかり、また各国においては既に多くの分野についてこれが行われていたか

らである（イエーツ 1959、pp. 123-124）。 
35 Food and Agriculture Legislation（イエーツ 1959、p. 124）。 
36 デイビッド・ルービン記念図書館（イエーツ 1959、pp. 125-126）。 
37 イエーツ（1959）pp. 123-126。 
38 各国政府代表達が総会などで要求してくる刊行物を全て出す訳にもいかず、この活動は自ずと妥協の

産物となった（イエーツ 1959、p. 127）。 
39 高度な技術情報については、先進諸国は自らが対応する状況であった(イエーツ 1959、p. 127)。 
40 この段階から解放されるのに相当の時間を要した（イエーツ 1959、pp. 127-128）。 
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れにせよ、ＦＡＯが提供する情報の水準は、ＩＩＡが達した業績の水準をはる

かに超えていた41。 

 その後のＦＡＯは、この文献情報・広報活動の分野でもさまざまな形で活発

な活動を続けている。それらの中には、1980 年から 2000 年までの世界的な食

料・農業事情を詳細に研究・予測した『西暦 2000年に向けた世界農業』42の出

版や、広報・啓発事業として世界各国で開催された「世界食料デー」43などが

含まれる。このように、文献情報・広報活動の分野でのＦＡＯの活動は、創立

以来現在に至るまで活発に続けられているといえよう。 

 

 

３ 議論の場としての機能 

 

第二次世界大戦以前においては、国際的な、あるいは世界的な食料・農業問

題全般に関する議論の場は存在しなかった44。しかし戦後すぐに、戦後の世界

体制の中心となる国際連合の専門機関の最初のものとしてＦＡＯが誕生したと

き、これは単に一つの分野の国際的・世界的な議論の場であるに留まらず、他

のあらゆる分野にも波及し得る、分野別国際フォーラムの最初のモデルでもあ

った。以下では、ＦＡＯがその組織の中に持つさまざまな会議や、ＦＡＯが関

係して開催された主要な会議を取り上げて、ＦＡＯがもつ食料・農業問題に関

する議論の場（国際フォーラムとしての機能の一つ）としての側面を概観する。 

 

3.1 総会 

 ＦＡＯの創立は 1945年 10月 16日で、この日はカナダのケベックで開始され

た第 1 回ＦＡＯ総会の初日でもあり、また国際連合本体が作られたのはこの 8

日後のことであった45。 

 ＦＡＯ総会はＦＡＯの最高管理・審議機関（the supreme governing and 

deliberative body）であり、各加盟国政府はそれぞれ 1票の投票権を持つ。総

会の機能には、ＦＡＯへの加盟に関すること、理事会のメンバーを選定するこ

と、ＦＡＯの事業計画を審議し了承すること、予算額を決めること、加盟国の

分担金の配分を定めること、組織運営や憲章に関すること、事務局長を選任す

                                            
41 イエーツ（1959）p. 128。 
42 Agriculture: toward 2000 (AT 2000)、（Walton 1985、p. 114 及び Saouma 1993、pp. 53-56）。 
43 World Food Day （Saouma 1993、pp. 57-59） 
44 たしかに、万国農事協会（ＩＩＡ）のような、科学的会議の事務局を務め、国際的情報交換の結節点

となる組織はあったが、加盟国は欧州諸国中心であり、活動範囲もこれら諸国の関心事項に偏り、かつ

財政基盤も弱く、真に世界的な食料・農業分野の議論の場としての機能は、到底果たし得なかった（イ

エーツ 1959、pp. 33-38）。 
45 Walton (1985) p. 9。 
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ることなど、組織運営に係る事項を決定する機能のほか、世界の食料・農業情

勢をレビューすること、特別のトピックについて議題に挙げて議論することと

いった、食料・農業に関する実質的な議論を行う機能もある46。ＦＡＯ総会は、

創立当初は毎年開催されていたが、1949年に憲章を改定して以降、2年に 1回

の開催となった47。 

 

3.2 理事会 

 ＦＡＯ理事会の設立は、初代事務局長ボイド・オアの発案になる「世界食糧

局（World Food Board）」構想が加盟諸国の賛同を得られず、結局 1946年の第

2 回総会で挫折したことに発するもので、いわば世界食糧局の代替の意味合い

も有した48。創設当初の 1947 年、理事会のメンバーは 18 か国であったが、現

在は 49か国となっている49。 

 ＦＡＯ理事会の機能は、1950年に最初に設定されて以来、大きく変更されて

いない。すなわち、世界の食料と農業の状況を絶えず監視し、加盟諸国の諸計

画を検討するということである。更に詳しく言えば、これは諸政府や、品目に

関する協議会や国際組織に対して助言を提供すること、十分な食料供給に影響

が及びそうなケースで品目に関する協定の需給動向を検討すること、食料備蓄

を飢饉の救援に活用すること、生産動向や価格政策そして空腹な人々の状況を

見守ることなどである。このような点からみても、ＦＡＯ理事会は世界的な食

料政策を目指したＦＡＯの探求を支える上で、十分な能力が与えられている50

といえよう。 

 ＦＡＯ理事会は、総会に次ぐ第二レベルのＦＡＯ管理主体であり、総会と総

会の間においてＦＡＯの代理的な管理主体としての機能を果たす。このため、

理事国とともに、理事会の独立議長もＦＡＯ総会において選出されることとな

っている51。 

 

3.3 商品問題委員会（ＣＣＰ） 

 ＦＡＯ理事会の下に置かれている商品問題委員会（ＣＣＰ）の設立も、理事

会同様、初期のＦＡＯにおける野心的な提案の挫折が契機となっている。1949

年のＦＡＯ理事会では、国際的な通貨の交換性の問題のため食料の余剰を食料

不足地域が十分な輸入を出来ないという問題を背景に、ＦＡＯ第 2代事務局長

                                            
46 Phillips (1981) p. 19. 
47 ただし、例えば 1948年や 1956年などのように、非常の事態やその他緊急を要する事項の審議のため

に特別セッションを招集することができる(Phillips 1981、p. 19)。 
48 このため、当初合意されたときの呼称は「世界食糧理事会（World Food Council）」であった（）。 
49 Phillips (1981) p. 19。農林水産省国際協力課（2011）pp. 12-13。 
50 Walton (1985) pp. 15-17. 
51 Phillips (1981), pp. 22-23. 
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ドッドが「国際商品精算所」を提案したが、加盟国の賛同が得られず、挫折し

た52。しかしこのときＦＡＯ総会は、国際収支の困難から生じる農産物余剰状

態に対して勧告するため、理事会の下に商品問題委員会（ＣＣＰ）を設立した。

その機能は、①供給不足国の必要条件を検討してこれを余剰国に伝えること。

②余剰国がこれを特別条件で処分するという提案を検討すること、③情報一般

を検討し、望ましいとみられる時には国際行動を起こすこと、とされていわば

「検討の場」の位置づけを与えられ、一年後には国際収支問題のみとの制約を

外されて、全ての商品問題を検討する権限を与えられたのである53。 

 その後 1957年の第 9回ＦＡＯ総会において、ＣＣＰは理事会の常設委員会の

位置づけを与えられ、関心を持つ全ての諸国が参加可能な委員会として継続し

ている。設立の経緯から理解されるように、ＣＣＰの設置は「世界食糧局」や

「国際商品精算所」の構想が拒絶されたことに発して、妥協の産物として行わ

れたものである54。このような判断の背景には、ガーハードセン（1950）が言

及しているように、ＦＡＯメンバー諸国の多くに、当時のＦＡＯのような若い

組織には荷が重すぎるので、組織が存続していく中でより自然で無理のない成

長・拡大が望ましいという支配的な考えがあったのである55。 

 ＣＣＰの下には多くの産品ごとの政府間グループが置かれ、活動のほとんど

はこれらを通じて行ってきた。政府間グループが取り上げてきた個別の産品は、

米穀、ココア、穀物、かんきつ、ジュート・ケナフ類、油糧種子・油脂、バナ

ナ、硬質繊維、ワイン・ぶどう製品、茶、食肉である。 

そしてＣＣＰの 12番目の付属機関が米国・ワシントンに置かれた余剰処理小

委員会であった56。ＣＣＰは、国際的な余剰食料の処理に関する原則として「余

剰処理原則」を策定し、その下で上記の「余剰処理小委員会」を運営するなど

の活動を行った。この原則には各国政府が自主的に従い、その後も活用されて

いて、国際的な行動準則として、現在はＷＴＯ協定にも取り込まれる形で機能

している57。 

 

                                            
52 1949年のＦＡＯ理事会では、国際的な通貨の交換性の問題のため食料の余剰を食料不足地域が十分な

輸入を出来ないという問題を背景に、ＦＡＯ第 2代事務局長ドッドが「国際商品精算所」を提案したが、

加盟国の賛同が得られず、挫折した(イエーツ 1959、pp. 99-100)。 
53 イエーツ（1959）pp. 100-101。 
54 Phillips (1981) pp. 30-31。 
55 ＦＡＯに好意的な者たち（Those friends of FAO）が、「世界食糧局」がＦＡＯ総会で承認されなかっ

たこと、及び「国際商品精算所」も成功しなかったことを幸いなことと捉えたのは、根拠のないことで

はなかった。歴史的な観点から見れば、これら提案が対象とした分野はこの若い組織にとってはあまり

に冒険的過ぎたのである。おそらく最も重要だったのは、この現実の世界の中では、ＦＡＯの背後にあ

る基本的な思想が生きながらえて、より自然な成長を遂げていくことだった（Phillips 1981、p.31 及び

Garhardsen 1950、pp. 3-23）。 
56 Phillips (1981) pp. 30-31。 
57 イエーツ（1959）pp. 101-102。 
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3.4 農業委員会ほか 

 ＦＡＯ理事会の下には分野別に、農業、林業、水産の各委員会が設置された。

歴史的に見ると、最も早く設置されたのは水産委員会で、委員会設置問題の提

起は 1963年になされ、その第 1回会合は 1966年に開催された。次いで林業委

員会でそのアドホックな第 1回会合は 1969年に、正式な会合は 1972年に開催

された。最も遅く立ち上がったのは農業委員会で、1970年に水産・林業とのバ

ランスの問題が提起されて 1971 年の総会で設置が決められ、1972 年に第 1 回

の会合を開催している。これら 3委員会はいずれも、ＦＡＯ加盟国であれば参

加できるものとして設置されている58。 

 これら 3委員会のうちで、農業委員会の設置が最も多くの困難に遭遇したと

いう。この背景には、「農業」が水産や林業と比べてはるかに広範で複雑な問題

を内包しているために、一つの常設委員会で取り扱いきれるものではないとい

う認識があり、このために当初は農業委員会の下に 3つの小委員会を作るとの

提案がなされた59。この問題は結局、小委員会を設けず 1 回の農業委員会会合

で取り扱う議題数を数議題に制限するということで解決を図られたが、いずれ

にせよ、農業委員会の統合性や仲間意識は、水産、林業、そして食料供給や貿

易という共通の関心事項で繋がった商品問題のいずれの委員会におけるよりも、

弱かったという60。 

 

3.5 世界食料安全保障委員会（ＣＦＳ） 

 1972 年から 1973 年の世界的な穀物不作とソ連の国際穀物市場への参入など

に伴う穀物情勢の世界的な緊張を受けて、1973 年のＦＡＯ総会や 1974 年のＦ

ＡＯ理事会、そして同年 11月に開かれた世界食糧会議は、世界の食料安全保障

の問題への関心を掻き立てた。これらの場を通じて「世界食料安全保障に関す

る国際的取極め（International Undertaking on World Food Security）」が作

られるとともに、「世界食料情報・早期警報システム」（Global Information and 

Early Warning System: ＧＩＥＷＳ）や「食料安全保障援助スキーム」（Food 

Security Assistance Scheme: ＦＳＡＳ）、さらに「国際肥料供給スキーム」

（International Fertilizer Supply Scheme: ＩＦＳＳ）などが作られた。これ

らに合わせて、1975年にＦＡＯの常設委員会の一つとして設置されたのが、世

界食料安全保障委員会（Committee on World Food Security: ＣＦＳ）であっ

た。これは、世界食糧会議の結果として特にＦＡＯに設置された国際メカニズ

ムとして重要であり、世界の食料安全保障に関する議論の場としてのＦＡＯの

                                            
58 Phillips (1981) pp. 31-33。 
59 すなわち①農業開発計画、②農業・農村開発の組織・制度的枠組み、そして③農業科学技術の 3小委

員会を設ける案が検討された（Phillips 1981、p. 32）。 
60 Phillips (1981) pp. 32-33。 
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優先的な役割を再確認するものであったと評価できよう。その設立当時の具体

的な任務は、「世界食料安全保障に関する国際的取極め」の原則・目的及びガイ

ドラインの実施を検討し、必要な勧告を行うことであった。この委員会は、食

料安全保障問題の普遍的な性格に鑑みて、ＦＡＯの全ての加盟諸国に開放され

ると同時に、ＦＡＯの加盟国ではない国連の加盟国に対しても開放され、最初

の会合は 1976年に開催された61。ＣＦＳはその後も世界食料安全保障に関する

重要な議論を行う場であり続けており、1995～1996年には「世界食料サミット」

（1996 年 11 月）の準備のための世界的議論を行う主要な場となった62。また、

その後もＣＦＳは、世界の食料安全保障問題について議論する主要な場として、

年 1回の会合を続けている63。 

 

3.6 課題別の会議招集 

 ＦＡＯは、上記のような常設の諸委員会において食料、農村や農林水産業に

関する諸事項を議論してきたに留まらず、その時々の世界的な食料・農業関連

の課題について、世界的な会議を主催、あるいは共催してきた。次に掲げるの

はそれらのうちの、いくつかの例である。 

 

【農地改革・農村開発64】 

 「世界農地改革・農村開発会議」（ＷＣＡＲＲＤ）65は、ＦＡＯの理事会及び

総会においてサウマ事務局長が提案したラインで全てが準備された世界会議で

あった。ハイレベル専門助言者委員会と準備委員会が設立され、国別レビュー

ペーパーと 115の事例研究が準備され、国連システムの諸機関間の連携体制が

整えられた。 

 会議は 1979年 7月にＦＡＯ本部で開催され、4か国の国家元首、89か国の大

臣、25か国の副大臣が参加して、原則宣言（Declaration of Principles）と行

動計画（Programme of Action）が採択されるという、ＦＡＯのみならず開発

政策全般にかかわる「歴史記念碑的」成果が得られた。その内容は、テーマと

しての「公平で参加的な成長」が表す目的を掲げ、その達成手段として貿易、

途上国間協力、外国からの投資と開発援助が必要とされた。行動計画には、土

                                            
61 Phillips (1981) p. 33. 
62 鵜戸口（1995）pp. 36-37。 
63 ただし、2004年に作成された「食料の権利に関する任意のガイドライン」に至る議論はＦＡＯ理事会

の下に政府間作業部会を設けて行われた（FAO 2004）。また、2007～2008年頃の世界的食料価格高騰時

における世界的な食料安全保障確保をテーマとした議論は、ニューヨークの国連に設けられたハイレベ

ルタスクフォース（ＨＬＴＦ）、ＦＡＯの「世界の食料安全保障に関するハイレベル会合」（2008年 6月）、

Ｇ８洞爺湖サミット（2008年 7月）、スペイン主催の「食料安全保障に関するハイレベル会合」（2009

年 1月）、Ｇ２０ソウル・サミット（2010年 11月）など、さまざまな場において行われた（農水省資料）。 
64 Walton (1985) pp. 83-85. 
65 World Conference on Agrarian Reform and Rural Development: WCARRD。 
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地・水その他の資源に対するアクセスの改善と同時に、投入資材・市場及びサ

ービスに対するアクセスの改善が盛り込まれ、人々の参加、女性の農村開発に

おける役割の重視、農業以外の農村活動の促進が強調され、さらに教育・訓練・

普及活動に対する一連の勧告がなされた。しかし、4年後の 1983年にこの行動

計画の進捗状況がＦＡＯ総会に提出されたとき、農村の貧困者に対する土地配

分の改善で顕著な政策変更を行った国はわずか 5か国と、はかばかしい成果は

見られなかった。 

 このように、ＷＣＡＲＲＤの宣言と行動計画は、ＦＡＯが世界の公平を求め

る点において一つの高みを示すものではあったが、同時に何が望ましいのかに

関する国際的なコンセンサスの形成と、何がなし得るのかという現実との間に、

大きな亀裂があるということをも如実に示していた。ＦＡＯは「目標を設定す

るフォーラム」の役割を果たしたが、その目標の達成への努力はほとんどすべ

て、当該国の政府の行動に委ねられたからである。 

 

【環境（天然資源の保全、砂漠化防止）】 

 環境は、自然の中で営まれる農業にとって極めて重要な要素であり、1970年

代以降の環境に対する世界的な意識の高まりとともに、環境関連の会議が多く

開かれた。これらの中で、ここでは 1970年代に国連の枠組みで開かれた 2つの

世界会議、すなわち 1972 年にストックホルムで開催された国連人間環境会議

（いわゆるストックホルム会議）66、及び 1977年にナイロビで開催された国連

砂漠化防止会議の 2つを、ＦＡＯとの関係で概観しておく。 

 まずストックホルム会議は、その早い段階では国連環境計画（ＵＮＥＰ、1972

年正式に設立）のイニシアティブで計画されたものであるが、その優先事項に

はいくつか、ＦＡＯが直接に大きな関心を有する分野が含まれていた。それら

は土地・水資源、草地・森林資源、遺伝資源、野生動植物、水産資源、廃棄物

処理及び循環利用、食物汚染管理、農薬に関する環境モニタリングであった。

そしてこのような背景から、ＦＡＯとＵＮＥＰは早い段階から緊密に協力して

この会議を準備し、会議の結果として作成された108の勧告のうち36の勧告は、

ＦＡＯ単独又はＦＡＯを含む諸機関に向けられたのである。しかしそれら勧告

のほとんどは目新しい内容ではなく、むしろ当時進行中・実施中であった計画

の強化を謳ったものであった67。 

 次に国連砂漠化防止会議は、サハラ以南のアフリカをはじめとして世界各地

で問題となっていた土壌劣化や砂漠化に対応して、ＦＡＯ、ＵＮＥＰ、そして

世界気象機関（ＷＭＯ）などの関係国連諸機関が 1977年にケニア・ナイロビで

                                            
66 United Nations Conference on the Human Environment: UNCOD。 
67 Walton (1985) p. 95。 
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開催したものである。砂漠化の原因はさまざまであるが、その主要なものは森

林伐採、過放牧及び不適切な農業技術である。ＦＡＯはこの会議に、他の諸機

関と協力して「世界砂漠化地図」を提出した。このとき初めて行われたような、

砂漠に関する地図情報を統合する努力はその後も続けられ、1979年にはこれら

諸機関と国際土壌学会の共同による砂漠化評価・図化プロジェクトが開始され

た。またＦＡＯ独自にも、そのフィールド・プロジェクトとして土地利用計画、

土壌保全、草地管理の改善などに取り組んできた68。 

 

【食料安全保障（世界食料サミット）】 

 食料安全保障は、ＦＡＯ創立以来のこの機関の最大の使命の一つである。こ

の食料安全保障に関して、「2015 年までに世界の栄養不足人口を半減する」こ

とを目指す政治的意思を宣言した 1996年の「世界食料サミット」については、

既に第 2章でその準備から開催、結果、そしてフォローアップまで詳しく見た

ところであるが、ここでは今一度、ＦＡＯのもつ課題別の会議を招集する機能

という面から概観する。 

 ＦＡＯのディウフ事務局長が 1996年に「世界食料サミット」を開催したいと

の提案を（1994年の）ＦＡＯ理事会で行い、各方面にその趣旨の説明を開始し

た頃、当時すでに「地球サミット」69、「国際人口開発会議」70、「国連社会開発

サミット」71、「第 4 回世界女性会議」72などさまざまな「サミット」が目白押

しに開催されていたことや、先進諸国はこれを契機にまた援助資金を求められ

るのではないかと警戒したこともあって、加盟各国にはこの提案に対する少な

からぬ戸惑いがあった。しかし、確かにディウフ事務局長の提案には、アフリ

カをはじめとする低所得食料不足国の食料安全保障確保に取り組む強い意思と、

この問題を首脳レベルで取り上げて 1974年以来で再び「食料」を世界の中心的

課題に位置付けたいとの意図があり、途上国を中心にこれを支持する国も多か

ったのである。そして、初めは他の先進国同様に懐疑的であった日本も、1994

年に終結したガット・ウルグァイ・ラウンド交渉の中で農業問題は貿易面を中

心に議論されてきたが、食料の将来の需給や開発途上国における飢餓の問題な

ど、世界の食料問題それ自体についての議論は十分に行われておらず、世界食

料サミットにおいてそれらの問題に取り組むことは重要と考えるに至った。か

くして、世界食料サミット開催に反対していた先進諸国の中で、食料輸入国の

                                            
68 Walton (1985) pp. 97-99。 
69 1992 年 6 月、ブラジルのリオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国際連合会議」(United 

Nations Conference on Environment and Development; UNCED)。 
70 1994 年 9 月、エジプトのカイロで開催された International Conference on Population and 

Development: ICPD。 
71 1995 年 3 月、デンマークのコペンハーゲンで開催された World Summit for Social Development。 
72 1995 年 9 月、中国の北京で開催された the 4th World Conference on Women。 
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食料安全保障を重視する日本がまず開催に賛成に回り、1995年 6月のＦＡＯ理

事会の段階ではサミット開催に異論を唱えた国はないという状況となった。 

 このような展開を経て、1995 年 10 月のＦＡＯ総会で世界食料サミットの開

催が正式に決定され、「飢餓と栄養不良の撲滅及び世界の食料安全保障（Food 

Security for All）の達成」を目的とする「政策文書」と「行動計画」の採択

が目指された。その後のさまざまなレベルでの準備会合における議論を経て、

世界食料サミットが多くの新機軸を生み出したことは注目に値する。それらの

中には、「食料の権利」が国際的な公式サミットの文書で初めて採択されたこと、

「食料安全保障の多面的性格」、すなわち食料安全保障の問題は開発途上国の飢

餓・栄養不良の問題のみではなく日本のような先進輸入国の食料問題を含めた

包括的な問題として取り上げるべきということ、持続可能な農業・農村開発の

文脈での「農業の多面的機能」への配慮が盛り込まれたこと、さらに「食料安

全保障に対する貿易の役割」については貿易自由化の役割を最優先するのでは

なく「貿易も食料安全保障の一つの重要な要素である」との取りまとめが行わ

れたこと、などが含まれていた。 

 この世界食料サミットの開催及びその結果がＦＡＯにとってどのような意味

を持ったのかについては、第一に、ＦＡＯが食料・農業に関する国際的・世界

的な問題を議論する場としての存在を再び世界に示したことであろう。当時、

国際的な農業問題が専ら「貿易問題」という切り口で取り上げられてきた中で、

世界食料サミットは食料・農業の問題を終結したガットや設立されたばかりの

ＷＴＯ体制という国際的な貿易の枠組みよりも広い視野から、国際的な共通認

識を形成し合意した点で極めて意義深いものであったと考えられる。第二に、

このサミットによって再び、開発途上諸国の飢餓・栄養不良という問題が世界

的な注目を集めたのである。そして第三には、食料・農業問題に関するそれま

での貿易一辺倒の考え方を、ある程度修正する契機になったことである。 

 確かにＦＡＯの場での議論の結果が直ちに貿易偏重という状況の改善につな

がるほど、ことは単純ではない。しかし少なくとも、世界食料サミットは、そ

れまでの食料輸出国の論理一辺倒の議論を修正し、「食料安全保障の多面的性格」

や「農業の有する多面的な機能」、更には「貿易は食料安全保障を達成するため

の一つの重要な要素」といった文言が、世界食料サミットというＦＡＯの場で

の世界的な議論の成果として生み出されたことには、大きな意義があるといえ

よう。 
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４．規範・ガイドラインの設定機能 

 

4.1 余剰処理 

 終戦直後の食料難は、1952～1953年頃から一転して食料過剰に変わり、世界

の食料事情は北米において穀物が過剰になる一方、極東をはじめとする開発途

上地域では食料生産の停滞し国際市場の穀物に対する購買力も不足していると

いう状況になった。この問題の解決策を巡って、既に見たとおり、初代ボイド・

オア事務局長の「世界食糧局」提案や、第 2代ドッド事務局長の「国際商品精

算所」提案がなされたが、それぞれ加盟諸国によって拒絶された73。そしてそ

の後 1950年代半ばから後半にかけて、世界の余剰農産物と米国からの食料援助

が更に積み上がり、多国間の枠組みでの余剰活用の仕組み作りに関心が持たれ

るようになっていく74。このような中、ＦＡＯの商品問題委員会（ＣＣＰ）は

余剰処理問題に大きな注意を払うようになった75。 

 この背景の下で 1954年、ＣＣＰによって作られたのがＦＡＯの余剰処理原則
76である。この原則は、サウマ事務局長も述べているように、ＦＡＯが有して

いるガイドライン設定機能77の最初の成果ともいえるものであり78、以後現在ま

で使い続けられてきた。もともと各国政府による自発的な受諾を前提としてい

たこの原則は、この間に一定の発展を遂げているが、その目的は 1954年に設定

されたままである79。 

 このようにＦＡＯが余剰処理問題に特別に力を入れて取り組んだ背景には、

当時米国がその保有する農産物の大量のストックの一部を特別条件で輸出しよ

うとした動きがあった。そしてこの原則の作成後、ＦＡＯ理事会は加盟国がこ

の原則に正式に従うよう勧告を出し、大多数の国はそれに従った。この 1954

年は、米国の公法 480 号（ＰＬ480）による食料援助の開始と同じ年であったこ

と、この原則の実施状況を監視し必要な協議を実施するための余剰処理小委員

会80が米国の首都、ワシントンＤＣに置かれたことなど81から推測できるのは、

この余剰処理原則をＦＡＯという中立な国連専門機関が作成し、これに則った

形でＰＬ480 を開始することによって、貿易の攪乱や途上国農業への悪影響と

いった観点から批判の多かった米国の食料援助に国際的な根拠を与えるととも

                                            
73 イエーツ（1959）pp. 90-99。 
74 Walton (1985) pp. 17-19。 
75 イエーツ（1959）p. 102。 
76 FAO’s Guiding Lines and Principles of Surplus Disposal。 
77 normative function。 
78 Saouma (1993) p. 3。 
79 すなわち、「余剰処理計画を実行する政府が、その計画が生産及び国際貿易の通常の形態に有害な影響

を引き起こさないよう保証するために注意すべき事項を規定」している（Walton 1985、p.19）。 
80 Consultative Sub-Committee on Surplus Disposal: CSD。 
81 イエーツ（1959）pp. 102-103。 
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に、他国の同様な取組に対してはそれらを牽制するという、二重の狙いを持っ

ていたものと考えられる。 

 

4.2 農業調整82 

 国際的な農業調整という概念は、1969年のＦＡＯ総会でのボーマ事務局長の

開会演説の中で初めて打ち出されたものである。その中心的な考えは、豊かな

先進諸国も、貧しい開発途上諸国も、それぞれの野心や計画や生産を、国際貿

易の現実に照らして調整し合うというもので、その後 6年間にわたって続けら

れた作業の結果、1975 年のＦＡＯ総会において「国際農業調整ガイドライン」

が採択された83。この考えが出された当初、貿易の文脈のみにおいて語られた

この調整という考えは、次第に農業政策全体にわたって適用されるようになり、

1975 年のＦＡＯ総会において語られたその目的は、「世界農業の望ましい変化

に向けて各国の国内政策や行動を調和させる努力を促進する世界的な枠組みを

作る」というものとなった。 

 作成された国際農業調整ガイドラインは、世界食糧会議、国連の国際開発戦

略、そしてＦＡＯの総会その他の場で作成されたテキストを基礎として、農業

生産、農産物消費、貿易、食料援助、そして農業に対する援助に関する最も顕

著な国際的合意を反映したものであった。1983年の改訂では、1979年の世界農

地改革・農村開発会議（ＷＣＡＲＲＤ）の成果が盛り込まれた。このガイドラ

インの実施状況はその後もＦＡＯ総会の度にモニターされ、「世界食料政策

（world food policy）」に向けた多くの要素を世界的に統合する上で、大きな意

義を持ったとされている。 

 

4.3 世界食料安全保障 

 世界食料安全保障（World Food Security）は、ＦＡＯの任務のうち最も重要

なものと言えるであろう。このことは、ＦＡＯ憲章の前文にある「各国国民の

栄養水準及び生活水準の向上」や、「食料及び農産物の生産及び流通の改善」、

さらに「人類の飢餓からの解放」といった目的に照らせば自ずと明らかである。

しかし、1950 年代から 1970 年代のはじめにかけては、北米における大量の穀

物在庫の存在はいわば当然視されていた84。このため、世界食料安全保障とい

う問題はグローバルな懸念を基にした国家間の世界規模での協力体制や方策と

して議論されたわけではなかった。1963年に米国・ワシントンで第一回、1970

年にオランダ・ハーグで第二回がそれぞれ開催された「世界食糧大会」（World 

                                            
82 Walton (1985) p. 21。 
83 その後これは、1983年のＦＡＯ総会で改訂されている。 
84 Walton (1985) p. 21. 
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Food Congress）は、たしかに世界の「空腹と栄養不良」（hunger and 

malnutrition）の問題を世界レベルで議論しているが、これらはあくまで政府

間会議ではなく「人々の間」（people to people）の会議であり、また「空腹と

栄養不良」の問題もあくまで極東など一部の後進諸国の困った問題という捉え

方であり、それは第一回会議における米国ケネディ大統領の開会演説中の「我々

は空腹を地球の表面から一掃するための手段も、能力も有しており、必要なの

はその意思だけ」という言葉によく表れている85 。 

 しかし、1972年から世界各地で同時に穀物生産が減少し、ソ連をはじめとす

る穀物輸入ニーズが高まって在庫が消滅し、穀物不足・穀物価格高騰のパニッ

クが起こり、世界はかくして、大規模な世界食料危機を経験することとなった。

この危機に対応して、世界的な意味合いでの短期的・長期的な食料の確保、す

なわち「世界食料安全保障」（world food security）の重要性が認識され、ＦＡ

Ｏの任務には世界食料安全保障に向けた施策の展開が含まれることになった。

この文脈でＦＡＯは、国際的肥料供給スキームの設立や、1974年に国連の枠組

みで開催された世界食糧会議に向けたほとんどの技術的準備を行った。また、

ボーマ事務局長は世界食糧会議の開催期間中に、主要な穀物輸出入国との緊急

世界穀物需給会議を開いたが、穀物輸出国はその際、物理的供給は十分にある

ので課題は金融、食料援助、そして商業輸入の増加だという見解を示した。多

くのアジア諸国はこの危機の苦い経験から、基礎的食料の自給政策や、危機的

状況に備えた備蓄政策を採用したので、当初は長く続くと思われた食料の危機

状況は解消されたが、世界的な備えとして、例えば早期警報システムのような

多くの制度的整備が行われた86。 

 世界食料安全保障の達成に向けた国際ガイドラインの最初のものとしては、

1974年にＦＡＯ理事会と世界食糧会議の場で検討された上、世界各国間で作成

された「世界食糧安全保障に関する国際的取極め」が該当しよう87 。この国際

的取極めは、各国政府が自発的に遵守することが求められるという性格のもの

であり、作成後 5年間で 75の政府とＥＥＣがこれに従った。その主要な内容は

一連の一般原則であり、在庫の保持、開発途上諸国に対する特別の援助（生産

増加に向けた協力を含む）、情報交換、そして協議の手続き設定などが定められ

た88。 

 そして 1976年に就任したＦＡＯのサウマ事務局長は、世界食料安全保障の発

展を自らの最重要課題の一つとして追求していくことになる。ＵＮＣＴＡＤと

国際小麦理事会（International Wheat Council）の後援の下で 1979年まで追

                                            
85 Walton (1985) pp. 127-130. 
86 Walton (1985), pp. 21-22。 
87 農林省（監修）（1975）pp. 443-453。 
88 Walton (1985), pp. 22-24。 
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求され結局成立しなかった国際穀物協定交渉や、食料安全保障のための援助と

食料援助規約の強化の取組はこのような例であり、これらを通じて開発途上諸

国全体としての自助体制や、国単位での備蓄体制の確立が追求された。また、

1983 年のＦＡＯ総会では食料安全保障の定義として、「全ての人が、あらゆる

時に物理的及び経済的に、自らの必要とする基礎的食料を入手できる（have 

access）こと」が定められた。こうした取組を通じて世界の食料安全保障シス

テムを構成する諸要素として作られていったものとしては、①開発途上諸国が

自ら策定する食料安全保障のための国家行動計画、②世界的レベルでの最低限

の安全在庫水準の保持、③世界的な食料安全保障情報・早期警報システム、④

災害時の緊急食料援助体制（二国間（食料援助規約）及び多国間（ＷＦＰ）ベ

ース）、⑤ＩＭＦの特別穀物ファシリティ（Special Cereal Facility）、⑥最貧諸

国の最も貧しい人々の食料購買力向上のための貿易・外貨獲得上の配慮、⑦こ

れらの施策の進展や世界の食料事情をモニターし、必要な議論・協議を行う場

としてのＦＡＯ世界食料安全保障委員会、などが挙げられる89。 

 上記のような諸要素を背景に、1983年にサウマ事務局長の下で新たにＦＡＯ

によって定められた食料安全保障の国際ガイドラインともいえるものが、「世界

食料安全保障コンパクト」90であった。これは何ら新たな資金的・法的な義務

を課するものではなく、世界中の政府、諸機関及び個人が世界の食料安全保障

の達成に向けて倫理的なコミットメントを行うという性格のもので、1985年の

ＦＡＯ総会で採択された91。 

 その後、ＦＡＯの下ではさまざまな場面で食料安全保障の達成に向けた「宣

言」、「ガイドライン」、あるいは「行動計画」が作成され、内容面でも進展がみ

られているが、いずれも上記の「食料安全保障コンパクト」同様に各国による

任意のコミットメントという性格を出ていない。それらのいくつかを挙げれば、

1996 年の世界食料サミットにおける「ローマ宣言」及び「行動計画」92、2002

年の世界食料サミット 5年後会合宣言「飢餓撲滅のための世界的連帯」93、2004

年に作成された「食料の権利に関する任意のガイドライン」94、2008 年の世界

的食料価格高騰に対応して緊急に作成された「世界の食料安全保障に関するハ

イレベル会合95宣言」などがある。 

 

 

                                            
89 Walton (1985), pp. 24-25。 
90 World Food Security Compact。 
91 Walton (1985) p. 25. 
92 国際食糧農業協会 (1998a) pp. 3-54。 
93 農林水産省国際協力課 (2002b) pp. 310-320。 
94 FAO (2005)。 
95 High Level Conference on World Food Security。農林水産省国際協力課 (2011) pp. 81-91。 
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4.4 その他の国際的基準・ガイドライン 

 上記以外にも、ＦＡＯの下で作成された国際的基準・ガイドラインは多数あ

る。それらのうち主要なものとしては、年代順に、国際植物防疫条約（1951）、

植物遺伝資源に関する国際的申し合わせ（1983）、農業・農村開発の女性参加（Ｗ

ＩＤ）のための行動計画（1983）、農薬の流通及び使用に関する国際行動規範

（1985）、熱帯森林行動計画（1985）、国際貿易に関する植物検疫の原則（1993）、

公海上の漁船による国際保護・管理措置の遵守を推進するための協定（1993）、

食料と農業に関する国際植物遺伝資源条約（2001）などが挙げられる96。 

 

 

５．世界食糧会議と世界食糧理事会（ＷＦＣ）をめぐる経緯  

 

5.1 ＷＦＣの誕生と消滅 

世界食糧理事会（World Food Council: ＷＦＣ）は 1974年に世界食糧会議の

勧告に基づいて設立され、その本部をローマに置いた。その目的は、「世界の栄

養不良と空腹の緩和を助け、農業生産の増加のために新たな農業技術の発展に

資するため、各国の農業担当省が調整を行うことのできる機関となること」で

あった。またこの機関は、「国連食糧農業機関（ＦＡＯ）における開発途上諸国

の力を制約（check the power）するために作られたもの」でもあったが、その

活動は 1993年に休止した97。 

ＷＦＣの設立から消滅までの歴史的経過を概観すれば、次の通りである98。 

1970 年代はじめの世界的食料危機を受けて、国連総会は 1974 年、国連世界

食糧会議をローマで開催し、この結果として、その下部機関として 36か国の閣

僚メンバーによるＷＦＣを創設した。その任務は、この会議における決定事項

の実施の閣僚レベルでの「見張り番」であり、世界の食料情勢に影響を与える

主要な問題と政策課題について毎年レビューを行うこと、そしてその政治的影

響力を各国政府及び関係国連諸機関に対して及ぼすことであった。しかしこの

ＷＦＣの 2つの恒久ポストに不必要に性急に米国人が任命されたことに対して

開発途上諸国から大きな不満が提起される「波乱の船出」でもあった99。 

 

ＷＦＣは 1992 年まで毎年、そのメンバー国の一つの招きで全体会議を開催

                                            
96 農林水産省国際協力課（2011）p. 23。 
97 オンライン・ブリタニカ百科事典 Britannica Online Encyclopedia (2013)「World Food Council 

(WFC)」。 
98 諸国家百科事典 Encyclopedia of the Nations (2013)。国連の歴史や発展、及び世界各国の情報を記載

している。 
99 Weiss ら（1976）p. 78。 
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し、経済社会理事会を経る形で国連総会に対し結果の報告を行った。 

その初期におけるＷＦＣの世界食料問題解決へのアプローチは、開発途上諸

国が各々の国家食料戦略を策定するように勧めることであった100。1980年代初

めに入ると、このやり方は世界銀行が採用するものとなった。 

1989年にエジプト・カイロで開催された第 15回会合では、10年以内に国連

加盟諸国が達成することを目指した 4つの目標（飢饉による飢餓・餓死の撲滅、

幼児の慢性的栄養不良の大幅削減、慢性的空腹の大幅削減、主要な養分欠乏病

の撲滅）を掲げる協力的行動計画（Programme of Co-operative Action）が策

定された101。 

1990 年にタイ・バンコクで開催された第 16 回会合では、ほとんどの国がこ

の行動計画に沿った各々の具体的目標を未設定であることが明らかになった102。

加えてこの時、ＷＦＣは自らの役割を空腹問題の焦点となるべきものとして、

空腹の問題に関係を有する 35もの国際機関の活動を調整することも検討し、ロ

ーマにある 4機関（ＦＡＯ、ＩＦＡＤ、ＷＦＣ、ＷＦＰ）の間の事務局間協議

メカニズムの創設を勧告した。 

1991 年にデンマーク・ヘルシンゲアで開催された第 17 回会合では、国際諸

機関の事務局間協議メカニズムの創設が再び支持されたが、同時に、これら国

際諸機関が直面している深刻な財政難に懸念が表明された。 

1992年にケニア・ナイロビで開催された第 18回会合では、1980年代に他の

諸地域で空腹や栄養不良の削減が進んだ反面、アフリカでは干ばつや国内政情

不安などによって深刻な事態になっていることに懸念が表明された103。この年

はまた、東欧や旧ソ連諸国への対応の必要性も強調された。 

そしてこの同じ年、ＷＦＣの将来のあり方についても、国連の諸活動の整合

化という国連総会の努力の文脈で議論が行われた。そしてその報告は非常に率

直に、「我々は、1974 年のＷＦＣの創設者たちが期待していた、政治的リーダ

ーシップと調整の役割を達成出来たかという観点から見て、ＷＦＣは到底それ

に応え得ていないことで合意した」と述べ、結論として、「急速に変化する世界

の中で、ＷＦＣ及び国連全体の双方とも、現状のまま存続し続けることは不可

                                            
100 すなわち各国は、現在の食料情勢（ニーズと供給を含む）、食料生産増加の潜在力、貯蔵、加工、運搬、

流通、市場、そして緊急事態への対応能力を評価することを勧められた。 
101 そしてこの達成のための即時行動として、雇用機会のない農村におけるフード・フォア・ワーク事業

や、貧しい人々への特別の食料の配布が提言された。また長期行動としては農村と都市部の双方におけ

る生産と雇用機会の創出のための諸施策（コミュニティ主導のプロジェクト、職業訓練、フード・スタ

ンプ事業、緊急時の子どもへの食料補給プログラム、基礎的ヘルスケア、保健衛生事業、家族計画事業

など）が提言された。 
102 しかし翌年には、「第 4次国連開発の 10年」の文脈での国際開発戦略の一部として、これらの目標が

全ての国連加盟国において採択されていた。 
103 このため、技術移転の強化による「新たな緑の革命」の実現と、このための特にアフリカに対する投

資（研究、普及、訓練）の増加が求められた。 



351 

 

能」であるとしたのである。 

これを受けてＷＦＣは、自身の任務と将来の役割を検討するためのアドホッ

ク委員会を立ち上げ、その報告を同年の国連総会に対して行ったが、その内容

はこの委員会がＷＦＣの将来の役割について、廃止、強化、他の国際機関への

吸収の 3つの意見に分かれて結論を得られなかったというものであったため、

国連総会は更に検討して結論を得るよう、この問題をＷＦＣに差し戻した。さ

らに 1993年の 1月から 5月にかけて行われた非公式の諸会合を経てＷＦＣから

国連総会に提出された報告においても、「ＷＦＣメンバーは、世界の食料及び空

腹の問題に対する国連の対応原則については合意したが、これら諸原則の実現

のための最も効果的な組織体制がいかにあるべきかについては、引き続き意見

の相違が存在する」とされて、解決されなかった。 

1993年にはついにＷＦＣの公式会合は開催されず、その事務局も何ら内容の

あるペーパーは作成しなかった。さらに同年 12月には、ローマのＷＦＣ事務局

が、国連リストラの中で廃止されてしまった。このような経過を経て、1996年

5 月の国連総会は、ＷＦＣを廃止し、ＷＦＣの諸機能をＦＡＯとＷＦＰの両機

関に引き継ぐことを勧告するに至り、国連の組織や活動の重複を排除するとの

文脈で、ＷＦＣはついに消滅したのである。なお、このＷＦＣの廃止は、国連

総会が資源の効率的な利用に向けて舵を切った象徴と見なされ、全般的に歓迎

された。 

 

5.2 ＦＡＯから見たＷＦＣ 

1974年の世界食糧会議の後にＦＡＯ事務局長となったサウマは、既に見たよ

うにＦＡＯの運営を開発途上諸国寄りの姿勢で運営し、その回顧104の中で、世

界食糧会議とその結果できたＷＦＣなどの体制について、極めてはっきりとし

た論評をしている。そこでこの項では、彼の考え方、すなわち当時のＦＡＯか

らみて世界食糧会議とＷＦＣが如何なるものだったのかを概観しておく105。 

 まず、世界食糧会議の開催の意図については、その開催決定に至るプロセス

と、この会議の内容がＦＡＯのマンデートを侵害している点との双方において、

「ＦＡＯに対する攻撃」であると見ている。第一の理由は、開催決定のプロセ

スについて、国連がＦＡＯの存在を無視するかのようにこの会議の開催を決定

したことである106。この会議の開催には、米国のキッシンジャー国務長官（当

                                            
104 『開発の最前線に立つＦＡＯ（FAO in the front line of development）』（1993） 
105 Saouma (1993) pp. 8-10。 
106 サウマは、「国連は、もう 30年近くもこの問題に関わってきたＦＡＯがあたかも存在すらしていない

かのように、食料に係る全般的な問題を検討する世界会議の開催を大急ぎで決定してしまった。ＦＡＯ

はかくして、完全に辺境に追いやられ格下げされた自らを見出すことになった。この会議の準備は数か

月の期間で大急ぎに、整然と進められた」と語っている（Saouma 1993、p. 8）。 
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時）が中心人物として関与していることは、当時のさまざまな記録から明らか

であることから、このようにＦＡＯを実質上「無視」してことを進めたことに

は、米国の意図が強く反映されていると考えられる。また第二の理由は、会議

の内容に関してもＦＡＯの活動領域を侵害し、ＦＡＯに代わる機関を設立しよ

うとしているように見えたことである107。 

そしてこの会議の結果として創設されたものの一つが、世界食料理事会（Ｗ

ＦＣ）だったのである。サウマによれば、ＷＦＣはＦＡＯに対する信頼が失わ

れた時機に生まれ、明らかにＦＡＯに対する「戦争マシン」として考え出され

たもので、ＦＡＯを破壊することまでは出来なかったが、その信用を大きく傷

つける役割は果たしたという108。このことは、表現の強さはともかくとして、

前掲したように、「ＷＦＣは、ＦＡＯにおける開発途上諸国の力を制約するため

に作られたもの」とのエンサイクロペディア・ブリタニカの記述によっても傍

証される。そして当時ボーマ事務局長に率いられたＦＡＯ事務局は、その立場

の弱さから、自らのマンデートを侵害するような組織の創設に反対することが

出来なかった109。 

こうしてＷＦＣは、ＦＡＯと並ぶ食料・農業問題についての議論の場、さら

に主要国の閣僚レベルによる政策調整の場として創設され、そのマンデートの

上でＦＡＯと鋭く対立することとなった。ただし反面、ＦＡＯから見たとき、

ＷＦＣの存在が自らの改革を促す契機となったことも認められている110。いず

れにせよ、その後の経過も含めて考えれば、サウマのいうように、ＦＡＯは食

料・農業について新たに設定されたもう一つの国際フォーラム、すなわち議論

などの場であったＷＦＣの創設にも拘わらず、食料・農業に関する極めて秀で

た人材などの資産111を生かして、この分野における第一の国際フォーラムとい

う地位を守り通したと言えるであろう。 

 

 

 

                                            
107 サウマは、「会議のために用意された諸提案は、単にＦＡＯの活動領域に不法侵入（trespassing）し

たに留まらず、この会議の性格があたかも、最初から（ab ovo）既存の機関を完全に置き換える「世界

食糧機関（world food organization）」の創設を目的とするもののようであった」としている（Saouma 

1993、p. 8）。 
108 Saouma (1993) p. 9。 
109 ボーマ事務局長はこの問題に立ち向かうよりは妥協することを選んだとサウマは批判し、この前任の

事務局長の妥協的な態度の最たるものとして、ＦＡＯがＷＦＣに対して、自らの施設を無料で使用させ、

さらに 1976～1977年予算では補助金まで出していたことを指摘している（Saouma 1993、p. 9）。 
110 サウマ事務局長もＷＦＣの創設がＦＡＯのその後の発展のためにプラスになった面もあるとして、例

えば、ＦＡＯがこのＷＦＣによる攻撃に勇気を持って耐え抜いたこと、ＷＦＣで技術や科学に留まらず

社会的要素の重要性を強調した課題設定をしたことがより広い視点を持つことに繋がったこと、そして

ＦＡＯ改革の機会をもたらしたことを挙げている（Saouma 1993、p. 9）。 
111 Saouma (1993) p. 10。 
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６．ガット・ＷＴＯ体制下における分野代表としてのＦＡＯの機能  

 

 1994年にガット・ウルグァイ・ラウンドが終結し、新たに発足したＷＴＯの

下で、「農業に関する協定」及び「衛生植物検疫措置の適用に関する協定」がス

タートしたとき、ＦＡＯにもこの協定の下で新たな役割が与えられた。この項

では、それらの根拠になる諸規定を、ＷＴＯ協定の文言に沿って概観し、それ

らが世界の食料・農業レジームの上でいかなる意味を持ったのかについて考察

する。 

 

6.1 食料援助に関するＦＡＯの役割 

食料援助は、ＷＴＯ協定上は「農業に関する協定」の輸出補助金に関する約

束の回避の防止（第 10 条）112において取り扱われている。この条文の中では、

ＦＡＯが定めた「余剰処理の原則及び協議義務」が引用され、約束の回避防止

のためにこのＦＡＯの原則等が用いられることが規定された。このことは、食

料援助に関するＦＡＯのガイドラインが、より強い強制力を持つＷＴＯの傘の

下に収められ、ＷＴＯ協定の一部として機能することを意味している。このよ

うに、ＦＡＯにおいてはガイドラインの位置づけであったこの原則等は、強力

な紛争処理手続きを持つＷＴＯの枠組みに収められることによって強化された

とも考えられるが、逆にＦＡＯの規定がＷＴＯ協定の「入れ子」になり、ＷＴ

Ｏ協定の下位におかれたと理解することもできる。 

 

6.2 植物防疫及び食品衛生に関するＦＡＯの役割 

「衛生植物検疫措置の適用に関する協定」は、ＷＴＯの発足時に、「農業に関

する協定」と並んで、食料・農業分野において成立した国際協定である。この

協定は、「人及び動物の健康並びに植物の衛生状態が向上すること」を目的とし

ており、ＦＡＯに置かれている「食品規格委員会」及び「国際植物防疫条約」、

さらにＦＡＯの外の「国際獣疫事務局」が作成した「国際的な基準、指針及び

勧告」に基づいて加盟国間で調和のとれた衛生植物検疫措置が採られること（同

                                            
112 条文は次の通りである（下線は筆者）（外務省経済局 1997、p. 90）。 

第 10 条 輸出補助金に関する約束の回避の防止 

4 国際的な食糧援助を供与する加盟国は、次のことを確保する。 

(a) 国際的な食糧援助の供与が、受益国に対する農産品の商業的輸出に直接的にも間接的にも関連付け

られていないこと。 

(b) 資金供与による二国間の食糧援助を含む国際的な食糧援助に係る取引が、国際連合食糧農業機関の

「余剰処理の原則及び協議義務」（適当な場合には通常貿易必要量の制度を含む。）に従って実施さ

れること。 

(c) そのような援助が、可能な限り、完全に贈与の形で又は 1986 年の食料援助規約第 4 条に定める条件

よりも受益国にとって不利でない条件で供与されること。 
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協定前文）を目指している113。 

具体的には、同協定第 3条114は、「国際的な基準、指針又は勧告」への適合を

正当なものと見なすことを規定し、同附属書Ａ115ではこの「国際的な基準、指

針及び勧告」がＦＡＯを含む国際諸機関で制定されることを規定している。 

 ここで、ＷＴＯの「衛生植物検疫措置の適用に関する協定」で定められてい

る「国際的な基準、指針及び勧告」を作成する国際機関として、「食品規格委員

会」と「国際植物防疫条約事務局」が指定されているが、これらはＦＡＯの傘

下116にある組織である。したがってこれらの場合も、食料援助の場合と同様に、

ＦＡＯのもつ「基準、指針及びガイドライン」はＷＴＯの傘の下に収められ、

ＷＴＯ協定の一部として機能している。そしてこれらの「基準、指針及びガイ

ドライン」がＷＴＯによって強化されたとも、あるいはＷＴＯの下位におかれ

たとも考えられる事情は前述の食料援助の場合と同様である。 

 

6.3 ＦＡＯの「分野代表機能」 

以上のように、ＷＴＯのような機能別の国際機構が国際協定を作成するとき、

その国際協定が多岐に亘る分野を含むのであれば当然に各々の分野に関する専

                                            
113 外務省経済局（1997）p. 126。 
114 条文は次の通りである（下線は筆者）（外務省経済局 1997、pp. 128-130）。 

第 3 条 措置の調和 

1 加盟国は、衛生植物検疫措置をできるだけ広い範囲にわたり調和させるため、・・・国際的な基準、指

針又は勧告がある場合には、自国の衛生植物検疫措置を当該国際的な基準、指針又は勧告に基づいて

とる。 

2 得衛生植物検疫措置は、国際的な基準、指針又は勧告に適合する場合には、人、動物又は植物の生命

または健康を保護するために必要なものとみなすものとし、この協定及び千九百九十四年のガットの

関連規定に適合しているものと推定する。 

3 加盟国は、科学的に正当な理由がある場合又は・・・には、関連する国際的な基準、指針又は勧告に

基づく措置によって達成される水準よりも高い衛生植物検疫上の保護の水準をもたらす衛生植物検疫

措置を導入し又は維持することができる。ただし・・・ 

4 加盟国は、関連国際機関及びその補助機関、特に食品規格委員会及び国際獣疫事務局並びに国際植物

防疫条約の枠内で活動する国際機関及び地域機関において、・・・国際的な基準、指針及び勧告の作成

及び定期的な再検討を促進するため、能力の範囲内で十分な役割を果たすものとする。 

5 ・・・衛生植物検疫措置に関する委員会は、国際的な措置の調和の過程を監視する手続きを作成し、

及び関連国際機関とこの点について相互に協力する。 
115 条文は次の通りである（下線は筆者）（外務省経済局 1997、pp. 142-144）。 

附属書Ａ 定義 

3 「国際的な基準、指針及び勧告」とは、次のものをいう。 

(a) 食品の安全については、食品規格委員会が制定した基準、指針及び勧告であって、食品添加物、動

物用医薬品及び農薬の残留物、汚染物質、分析及び試料採取の方法並びに衛生的な取扱いに係る基

準及び指針に関するもの 

(b) 動物の健康及び人畜共通伝染病については、国際獣疫事務局の主催の下で作成された基準、指針及

び勧告 

(c) 植物の健康については、国際植物防疫条約事務局の主催の下で同条約の枠内で活動する地域機関と

協力して作成された国際的な基準、指針及び勧告 

(d) （省略） 
116 ただし、前者の「食品規格委員会」はＦＡＯとＷＨＯの合同で設立された機関であり、正式には「Ｆ

ＡＯ・ＷＨＯ合同食品規格委員会」という。 
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門的知識を必要とする場合が生ずる。このような場合において、ＦＡＯは食料・

農業に関する専門的知見を提供することでＷＴＯに貢献し、食料・農業という

分野を代表する国際機構という位置づけに収まったのである。このような位置

づけとなったＦＡＯが、その専門知識を生かしてＷＴＯ協定又はＷＴＯそのも

のに対して独自の視点や知見を以て積極的な影響を与えるのか、あるいはＷＴ

Ｏの貿易自由化規範や国際政治上の圧力の強さの影響を受けて事実上の従属機

関となるのかは、今後の個別・現実の事案の処理がどのようになされていくか、

その蓄積の内容如何にかかっていると言えよう。 

 

 

７．2008年前後の食料価格高騰時にＦＡＯが果たした中核的役割  

 

 ＦＡＯが食料・農業分野の世界的なフォーラムとしてその期待される機能を

果たしたと考えられる最近の事例として、2008 年及び 2010 年の 2 回に亘る世

界的な食料価格の高騰という事態の中で、関係国際諸機構が対応策の作成と実

施のために緊密な協力を行った際に、ＦＡＯが果たした中核的な役割がある。 

 第 1 回目の食料価格高騰は 2007 年に価格上昇が始まり、2008 年に入ると加

速度的に高騰した。このとき、先ず動いたのはニューヨークの国連であった。

具体的には 2008年 4月 28日、バン・キムン国連事務総長は自らの下に「国連

食料問題ハイレベルタスクフォース」（ＨＬＴＦ）117を設置し、国連その他の国

際諸機構が総力を挙げてこの問題に対処する体制を作った。その計画は、グロ

ーバルな食料問題にこれらの機構が一致して取り組み、優先順位を付けた行動

計画を作成し、その実施について調整を行うというものであった。そしてこの

議長はバン事務総長自身が務めたが、副議長にはＦＡＯのディウフ事務局長が

就任したのである118。 

この国連ＨＬＴＦとは別個に、ＦＡＯにおいても 2008年 6月 5日、加盟諸国

の最高首脳レベルで「世界の食料安全保障に関するハイレベル会合」119が開催

された。この会合は、ＦＡＯが中心となって企画し、ＷＦＰ、ＩＦＡＤ、ＣＧ

ＩＡＲ、そして国際植物遺伝資源研究所という農業関係の国際諸機構とともに

主催する形を取り、食料価格高騰問題、気候変動及びバイオエネルギーのもた

らす課題への対処を通じて世界の食料安全保障を達成するための方途を模索す

                                            
117 The Secretary-General’s High-Level Task Force on the Global Food Security Crisis。 
118 ＨＬＴＦのメンバーにはこの他の国際機構として、ＩＦＡＤ、ＩＭＦ、ＯＥＣＤ、ＵＮＣＴＡＤ、Ｕ

ＮＤＰ、ＵＮＥＰ、ＵＮＨＣＲ、ＵＮＩＣＥＦ、ＷＦＰ、ＷＨＯ、世界銀行、ＷＴＯほかの諸機関が参

加し、国際機構代表以外のメンバーは国連事務局などから選ばれた（United Nations 2008）。 
119 High-Level Conference on World Food Security (2008)。 
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ることを目的とした120 。このように、この 2008 年の第 1 回目の食料価格高騰

において、ＦＡＯは国連をはじめとする関係諸機構の中核となって、その対応

策の検討を行ったのである。 

第 2回目の食料価格高騰は、2010年に発生した。これは、2008年の価格高騰

がようやく終息した 1 年あまり後のことであり、2008 年から 2009 年にかけて

策定されたさまざまな世界的対応策の実効性が問われる状況となった。2008年

の価格高騰以来、ＨＬＴＦの設立（2008年 4月）とＨＬＴＦによる包括的行動

枠組み（ＣＦＡ）の策定（同年 7月）、ＦＡＯハイレベル会合（同年 6月）、Ｇ

８洞爺湖サミット（同年 7月）、スペインが国連と共同で主催したマドリード・

ハイレベル会合（2009 年 2 月）、イタリアのチソン・ディ・バルマリーノでの

Ｇ８農業大臣会合（同年 4月）、同年イタリアのＧ８ラクイラ・サミット（同年

7 月）、ＦＡＯ世界食料安全保障サミット（同年 11 月）など、多くの国際的な

対応策検討や宣言・行動計画の策定が行われてきただけに、価格高騰の再発は

各国に、危機感を募らせるものであった。 

そしてこの 2010年の食料価格高騰のときの国際的対応は、世界的な新興諸国

の台頭という情勢を受けて急速に力を得てきたＧ２０の場が中心となった。

2010年 7月以降に再び上昇した食料価格について取り上げたのは、まずＧ２０

ソウル・サミット（2010 年 11 月）であった。ここで食料安全保障については

「開発」アジェンダにおいて取り上げられ、食料安全保障の政策一貫性と調整

の強化、責任ある農業投資の促進、食料の価格変動リスクの軽減・管理による

農業の生産性と食料供給力の向上、そして「複数年の開発行動計画」の実施と

その監視が首脳宣言に盛り込まれた121。さらに首脳会議では、食料価格乱高下

への政策対応について、関係国際諸機構が共同で報告書を作成するよう､要請が

なされた122。 

この共同報告書は、翌 2011年 6月、パリで開かれたＧ２０農業大臣会合に提

出され、さらに同年 11月のＧ２０カンヌ・サミットにも提出されて議論に供さ

れた。ソウルにおけるＧ２０首脳の要請で作られたこの報告書は、ＦＡＯ、Ｏ

ＥＣＤ（経済協力開発機構）、世界銀行グループ、ＩＦＡＤ（国際農業開発基金）、

ＵＮＣＴＡＤ（国連貿易開発会議）、ＷＦＰ（国連世界食糧計画）、ＷＴＯ（世

界貿易機関）、ＩＭＦ（国際通貨基金）、ＩＦＰＲＩ（国際食料政策研究所）、Ｕ

Ｎ ＨＬＴＦ（国連食料問題ハイレベルタスクフォース）が初めて共同で作成し

たものであり、「食料及び農産物市場における価格乱高下：政策対応」と題する

                                            
120 農林水産省国際協力課（2011）pp. 81-91。 
121 「複数年の開発行動計画」では、ＦＡＯ、世界銀行及びＯＥＣＤが「ラクイラ食料安全保障イニシア

ティブ」と協力して、食料安全保障と持続可能な農業開発に関するＧ２０の既存のコミットメントの執

行状況を、フランスでのサミットで報告することも要請された。 
122 農林水産省国際協力課（2011）pp. 158-172。 
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ものであった。そしてこの報告書作成の調整役は、ＦＡＯ及びＯＥＣＤだった

のである。 

この年、フランスが議長を務めたＧ２０カンヌ・サミットでは、その最終宣

言に「食料価格変動への対処並びに農業生産及び生産性の増大」との項目が設

けられ、95 パラにわたるサミットの最終宣言のうちの 12 パラに亘って、食料

価格変動問題に係る合意の目的と内容が記述され、Ｇ２０首脳はこれらの目的
123に向かって行動することを決意したのである。この首脳宣言のうちで本論に

とって重要なものは、この検討の過程で関係する国際諸機構が行った上記の共

同の取組を賞賛し、これらが引き続き緊密に共同して取り組むことを要請する､

としている部分である（第 50パラ）124。 

以上のように、2008 年と 2010 年をピークとする 2 回の食料価格高騰におい

て、ＦＡＯはさまざまな国際機構をとりまとめる重要な役割を果たした。2008

年はＨＬＴＦの副議長として、2010年はＯＥＣＤとともに国際諸機構の調整役

としてであった。2010 年の国際諸機構の共同報告書が､このような取組の最初

の例であったことでも明らかなように、食料・農業問題でこれだけ多数の国際

機構が共同行動を取ることは、画期的なことであった。その中でＦＡＯが鍵と

なる役割を果たし、2010年のＧ２０では首脳のメッセージとしてこの「共同の

取組を賞賛」しているのであるから、そこにはＦＡＯの存在を価値あらしめる

重要な意味があると捉えて良いであろう。 

もっとも、これだけ多数の、しかもそれぞれ向いている方向が異なるものさ

えある国際諸機構をとりまとめて共同報告書を作ったということには、相当の

無理があったとも考えられる。ＦＡＯと世界銀行が開発について、あるいはＷ

ＴＯとＵＮＣＴＡＤが貿易について、同じ考えであるとは到底考えられない。

そして例えば、米国が重視するバイオ燃料についての評価や、近年とみに顕在

化している食料・農業市場の「金融化」現象がどれだけ食料価格高騰に影響し、

どれだけ各国の共同行動で対処しうるのかという問題について、共同報告書の

取扱いには踏み込み不足といわざるを得ない面がある。しかしそれでもなお、

ＦＡＯが食料・農業の危機に対して、これらの難問にも「分野代表」として向

き合い、一定の調整の実を上げ得たということには、やはり大きな意味がある

と考えられるのである。 

 

 

                                            
123 合意内容の中心は、上記農業大臣会合で採択された「食料価格の変動及び農業に関する行動計画」で

ある。そしてカンヌ・サミット首脳宣言（42パラ）にも掲げられたこの 5つの目的は、(1) 農業生産及

び生産性の改善、(2) 市場の情報及び透明性の増大、(3) 最も脆弱な人々への価格変動の影響の削減、

(4) 国際的な政策協調の強化、そして(5) 農産品デリバティブ市場の機能改善であった（外務省 2010）。 
124 G20 カンヌ・サミット最終宣言（2011 年 11 月 4 日）。 
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８．まとめ 

 

 食料援助や開発援助のサブ分野と比較すると、この国際フォーラムのサブ分

野はＦＡＯの創立時からＦＡＯの持つべき機能として確固たる位置づけを与え

られていた。創立時のＦＡＯの機能をめぐる議論においても、ＦＡＯが統計・

技術の情報を収集・提供することや議論の場を提供しガイドラインを設定する

機能を持つことについては、疑問は全く出されなかった。そしてＦＡＯはその

創立以来、これらの機能を順調に果たし、発展させてきた。 

 ＦＡＯの国際フォーラム機能を持つことに関して起こった波乱は、1974 年の

世界食糧会議において設立された世界食糧理事会（ＷＦＣ）であった。ＷＦＣ

の設立については、その直後にＦＡＯ事務局長になったサウマは「ＦＡＯ理事

会の複製」であり、「ＦＡＯにおける開発途上諸国の力を制約するために作られ

た」と述べており、世界食糧会議開催の主役が米国（キッシンジャー国務長官）

であったことから見ても、米国がＦＡＯの機能を代替するために作ったものと

見るのが適当であろう。しかしＷＦＣはその後、18 年 18 回の会合を開催した

後の 1993 年に消滅し、国際フォーラム機能はＦＡＯのものが維持された。 

 1995 年にＷＴＯが設立されて以来、ＦＡＯはこの体制の中でＷＴＯ協定の中

に位置づけられて、食料援助や植物検疫・食品衛生の分野で専門的な役割を担

っており、多岐にわたる分野をカバーするＷＴＯの中で食料・農業という分野

における代表のような役割を果たしている。また、2008 年前後に起こった世界

的な食料価格高騰の際には、多数にわたる関係国際諸機構の中核となって事態

を分析する共同報告書を作成し、また包括的な対応策の検討を行った。このよ

うに現在のＦＡＯには、食料・農業分野の専門的な部分を国際舞台において代

表し、また食料・農業分野で世界的な行動が必要な際にその要となって活動す

るといった新たな側面がみられる。 
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第７章：結論：食料・農業レジームにおけるＦＡＯの位置づけと米国の関与 

 

 ここまで本論文では、ＦＡＯの歴史及び米国の食料・農業政策（併せて穀物

メジャーと食料・農業レジーム）についての戦後史を概観し、さらに 3つのサ

ブ分野におけるＦＡＯの機能、特にその変容についての事例分析を進めてきた。

本章は、これらの結果を総合した上で、ＦＡＯの機能面での変容とこれに対す

る米国の関与について、その過程の特徴・原因や意味を探り、そこから本論文

の問題関心に係わる結論を導き、さらにその政策的含意を述べる。 

 以下ではそれらを、次のように六つの部分に分けて説明する。 

 第一の部分では、食料・農業レジームの変遷と米国の戦略・政策の関係につ

いて述べる。第 3章で見たように、戦後の食料・農業レジームは、戦後 10年間

程度のレジームのない時期を経て、「農産物余剰レジーム」、その崩壊期、そし

て次の「多角的貿易・企業レジーム」の準備期という流れで推移しているので、

この推移に米国の農業や外交に関する戦略・政策がどのように関係しているか

を明らかにする。 

 第二の部分では、第 4章から第 6章までで取り上げた三つの事例を比較しつ

つ、ＦＡＯにおいて見られた変容がサブ分野ごとに起こり又は起こらなかった

機能移転の結果であること、そしてこれに米国がいかに関与し、ＦＡＯがいか

に抵抗し、全体として何が起こったといえるのかを明らかにする。 

 第三の部分では、三つの事例で起こり又は起こらなかったＦＡＯの機能移転

について、その時代背景と米国及び穀物メジャーの意図について考察する。 

 第四の部分では、第三の部分までの結果を総合的に見て、ＦＡＯにおける機

能移転が食料・農業レジームにおいてどのような意味をもったのかを、ＦＡＯ

のレジームの中での位置づけの側面、及びレジームを成立させている規範の変

化という側面から考察する。 

 第五の部分では、ＦＡＯをめぐって行った本論文の事例研究の結果として明

らかになったことが、国際機構とこれに対する覇権国の影響力行使というより

広い文脈で、どのように理解・説明できるかについて考察する。 

 そして第六の部分では、第五の部分で得られた知見がもつ政策的含意につい

て述べる。 

 

 

１．食料・農業の国際レジームの変遷と米国の戦略・政策の関係 

 第 3章で見たように戦後の食料・農業レジームの流れは、「農産物余剰レジー

ム」（1940年代から 1970年代初期まで）、次いでその崩壊過程（1970年代から

1990 年代中盤まで）、そして次に予想される「多角的貿易・企業レジーム」の
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準備過程（1990年代中盤以降）という一連の流れで捉えられる。そしてこの半

世紀以上にわたるレジームの変遷において、最も強くこれに関係したのは、言

うまでもなく戦後の覇権国の米国であった。これまで米国に関する第 3章やサ

ブ分野別事例の第４～６章で見てきたように、米国はその農業戦略・政策上の

理由からのみならず、外交政策上あるいは世界戦略上の理由からも、この食料・

農業レジームの変遷に関わっている。 

 食料・農業レジームの変遷に従って、これらレジームと米国の政策・戦略と

の関係を整理すると、次のようになろう。 

 

1.1 「農産物余剰レジーム」及びその崩壊と米国 

 「農産物余剰レジーム」の成立に最も強く関係した米国の政策は、農業保護

政策であった。ニューディール政策以来の農産物価格支持政策は、米国の農民

を保護し生産意欲を高め、大量の余剰農産物を恒常的に作り出したので、これ

を海外に補助金付きで安値で処理する政策、すなわち食料援助政策が必要とな

った。折しも、1940年代後半に始まった冷戦は、米国を中心とする西側諸国の

結束とその拡大を必要としたので、食料援助はこのような政策目的のためにも

活用された。また食料援助は単に余剰穀物を処分1するだけではなく、米国穀物

の輸出市場の拡大に貢献し、さらにドルの世界的な流通のためにも貢献した。

このように、自国の農業保護と結びついた食料援助政策は、戦後の米国覇権下

で作られた「農産物余剰レジーム」を駆動する中核となる政策だったのである。

世界の輸出国・輸入国、先進国・開発途上国は、米国の余剰農産物が安価に世

界に流通することを当然の前提として期待し、その上で自らの食料・農業に関

わる行動を決めるという状況が生まれ、援助を規範とし、補助金付き輸出が許

容され、安い食料の国際的流通に諸アクターの期待が収斂する「レジーム」が

成立した2のである。 

さらに、「農産物余剰レジーム」と同じ時代に展開された「開発主義」政策も、

食料・農業に関する限りこの「農産物余剰レジーム」を構成した諸政策に含ま

れていると考えられるが、この政策もこの時期の米国にとっては、開発途上諸

国を味方につけ、自らの影響力を高めるための重要な国家戦略であった。米国

産の安い穀物は開発途上諸国が工業化開発路線をとる助けになった。また、特

に主要産業が農業であった当時の開発途上世界に対する対外政策として、この

時代の食料・農業に係わる開発政策は極めて重要な位置づけを持ったのである。 

 「農産物余剰レジーム」の下で食料援助、すなわち農産物の譲許的あるいは

                                            
1 余剰穀物の譲許販売を途上国の不換通貨との引き換えで行うという名案によって、米国は余剰穀物を、

これらドルを持たない途上国向けに処分することができた。 
2 Hopkins ら（1978）、フリードマン（2006）、バーンスタイン（2012）。 
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補助金付き輸出の実務を行っていたのは穀物メジャーであったが、彼らは 1960

年代まで目立たないように活動した。彼らが世界の表面に出てきたのは 1970

年代のデタントの流れの中、大規模な対ソ穀物輸出（米国では「大穀物強盗事

件」とも呼ばれた）が実現したときであった。この突然の対ソ穀物輸出は世界

的な食料危機を引き起こしたが、これを契機に米国の余剰穀物は一掃され、「農

産物余剰レジーム」はその駆動力を失って崩壊に向かった。以後穀物メジャー

は、農業に関する米国政府をはじめとする保護や規制の束縛を離れて、より自

由な穀物などの取引を世界的に展開しうる流れになっていった。 

また、特に 1980年代以降にガット・ウルグァイ・ラウンドや世界銀行などの

構造調整政策を通じて進められた貿易自由化、規制緩和のグローバルな推進も、

この流れをさらに助長した。そのような新たな環境の中で、穀物メジャーは、

経営の多角化、供給地の多元化などの戦略を展開して米国に依存しない経営を

確立し、米国政府に対する力関係を強めていった。また、このような穀物メジ

ャーの力の拡大の中で、開発途上諸国は彼らの取扱う輸入穀物への依存を強め

た。さらに、米国の財政的な困難という状況の中での開発主義の後退の影響や

1980年代の途上国の債務危機もあって、開発途上諸国の食料・農業に関する困

難な状況は一層深刻となっていった。 

 このように、「農産物余剰レジーム」の崩壊過程では、穀物メジャーに対して

相対的にも弱体化していた米国は、背後から穀物メジャーの影響力を受けなが

ら、世界銀行やＩＭＦの諸政策を通ずる 1980年代の「ワシントン・コンセンサ

ス」の推進など、「企業のより自由な活動」を世界的に実現させるような環境づ

くりを進めていったと考えられる。 

 

1.2 「多角的貿易・企業レジーム」に向けた進展と米国 

 農業に関する保護の大幅な削減と農産物貿易の自由化の世界的な約束を達成

して迎えた 1995年のＷＴＯの誕生とともに、「農産物余剰レジーム」は崩壊し

た3。そしてその状況下でおそらく新たに形成されつつある食料・農業レジーム

があるとすれば、その方向性は、第 3章で見たように、「企業のより自由な活動」

を担保し、グローバル化すなわち「国家の役割を削減」した「多角的貿易・企

業レジーム」であると考えられる。このような方向性はそれまでも穀物メジャ

ーが将来的に実現することを望んでいたものであった4が、1980 年代の構造調

整政策の推進やガット・ウルグァイ・ラウンド農業交渉などを通じて現実の世

                                            
3 ただし、第 3 章で言及したように、1998 年の「市場損失補償」の導入や 2002 年の「新たな不足払い」

の導入によって農業保護を復活させようとする動きはみられる。 
4 このような方向性は、「農産物余剰レジーム」の下では穀物メジャーが、当面は政府の計画や規制に従

いつつ将来的な展望として望んでいた方向性であり、また 1970年代に初めて農産物市場が世界的に拡

大したことを契機にその実現が大きく近づいた方向性であった。 
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界に定着していった。加えて冷戦の終結に続く一連のグローバル経済化の動き5

はこの流れを加速し、戦後穀物メジャーが自らにとって望ましいと考えてきた

「多角的貿易・企業レジーム」の成立はさらに接近したとも捉えられよう。 

そしてそれらの後景には、補助金削減や規制緩和、国営事業の民営化、貿易・

投資の自由化など、いわゆる「ワシントン・コンセンサス」の世界的な実現を

進めてきたＩＭＦ・世界銀行の活動をバックアップし、さらにＷＴＯの誕生を

強力に推進した米国の姿がある。しかし同時にこのことは、穀物メジャーなど

多国籍アグリビジネスによって政治的な力関係を逆転され、食料・農業分野に

おける国際的な影響力を既に大幅に落とした米国が、食料を国家戦略のために

使うよりは、逆に穀物メジャーの望む方向へ世界戦略の舵を切っている姿とも

見えるのである。 

 

1.3 レジームの変遷と米国の戦略・政策の関係 

 上で検討してきた食料・農業レジームの変遷と米国の戦略・政策の関係をま

とめると、次のようになるであろう。 

 米国が戦後作り出した「農産物余剰レジーム」は、米国の保護的な国内農業

政策によって生まれる余剰穀物を開発途上国への援助として処理することで駆

動し、米国はこの下で国内農業の振興とともに、海外の穀物市場の開拓や、開

発途上諸国への政治的・経済的な優位も獲得できた。したがってこのレジーム

は食料農業面及び外交面で米国国家に奉仕するものであった。一方穀物メジャ

ーは、この中で米国の援助輸出の実務を行いながら力を蓄え、より自由な商取

引の実現に向けた態勢を整えていった。 

 1970年代からの「農産物余剰レジーム」の崩壊過程に入ると、穀物メジャー

は世界大に拡大した穀物市場でのより自由な取引の中で、次第に米国の戦略や

政策への依存から脱却し、ついには米国国家を超えるほどの政治的実力を持つ

に至った。そしてこの「農産物余剰レジーム」の崩壊過程の中、あるいは 1990

年代中盤以降の「多角的貿易・企業レジーム」の準備過程でも、穀物メジャー

は米国国家の背後にあって、世界銀行やガット・ＷＴＯなどを通じ、自らの望

む「企業のより自由な活動」や「国家の役割の削減」に向けた地ならしも進め

ていったのである。このようなことから見て、次のレジームにおける米国は、

力関係を逆転された穀物メジャーなど多国籍アグリビジネスの意向に沿った政

策を実施する傾向を持つであろう。 

 

                                            
5 1990年代の旧ソ連・東欧の民主化・市場経済化、中国の市場経済移行と経済の躍進、ＢＲＩＣＳと呼

ばれる新興諸国の経済成長、ＷＴＯドーハ・ラウンドの停滞の傍らで急速に進んだ世界のＦＴＡ・ＥＰ

Ａ網の緊密化などが挙げられよう。 
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２．三事例の比較 

 前項では、戦後の食料・農業レジームが、米国及びその背後の穀物メジャー

によって大きく影響を受けながら変遷してきたことを述べた。それではこのレ

ジームに含まれていたＦＡＯは、レジームの変遷の中でどのように変容してき

たであろうか。 

 

表：参考年表 

 

 

 上に掲げた表は、本論文に関係する時代背景や食料・農業レジームの変遷、

ＦＡＯ及び米国に関わる主要な出来事、更に食料援助、開発援助及び国際フォ

ーラムの三サブ分野におけるさまざまな出来事を参考年表として整理したもの

である。本項ではこれも参照しながら、第 4章から第 6章までで見てきた三つ

の事例を比較し、ＦＡＯが辿ってきた変容をいくつかの側面から特徴づける。

 

年代 

食料・

農業レ

ジーム 

 

米国 

（世界） 

 

ＦＡＯ 

（事務局長） 

 

食料・農業 

 三事例  

 食料援助 開発援助 国際 

フォーラム 

  国際諸機構創設 創設   世銀設立 FAO 総会 

1945 無 マーシャル援助 需給の取組失敗 欧州復興援助 欧州復興援助 ＥＴＡＰ開始 理事会設置 

1950  食料在庫急増  農産物過剰出現 途上国援助へ FAO 技術援助  

 農産物 ＰＬ４８０ (セン・途上国）  余剰処理原則   

1960 余剰レ 対外援助法整備  現場指向 「緑の革命」 ＷＦＰ設立 第二世銀設立  

 ジーム ベトナム戦争 (ﾎﾞｰﾏ・先進国）  食料援助規約 ＵＮＤＰ設立 農業委設置 

1970  大穀物強盗事件  現場遊離へ 世界食糧会議  世銀の拡大 食料安保委設置 

 (その 輸出市場拡大 (ｻｳﾏ・途上国）   構造調整政策 ＷＦＣ設置 

1980 崩壊期) 農業不況 現場指向･独裁   UNDP 調整官  

  (ウルグァイＲ)  財政危機 ＵＲ農業交渉  世銀批判  

1990  (新自由主義拡大) (ﾃﾞｨｳﾌ・途上国）  ＷＦＰ独立 市場・貿易重視 ＷＦＣ消滅 

 多角的 (ＷＴＯ設立)  世界食料ｻﾐｯﾄ ＷＴＯ農業協定   FAO 食料ｻﾐｯﾄ 

2000 貿易・ 同時多発テロ     WTO 農業委 

 企業レ (食料価格高騰)  食料価格高騰    

2010 ジーム (Ｇ２０体制出現)      

 準備期       
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その第一には、三つのサブ分野の米国にとっての重要性を比較する。第二には、

各々のサブ分野でのＦＡＯの機能移転について、その有無や内容を比較する。

第三には、各々のサブ分野で米国がどのように機能移転に関与したかについて

比較する。第四には、機能移転の過程で米国の関与に対してＦＡＯ側がどのよ

うに抵抗したのかについて比較する。そして第五には、これらの比較を総合的

に見て、食料・農業レジームの変遷の中でＦＡＯに起こった変容がどのような

ものであったのかをまとめたい。 

 

2.1 サブ分野の重要性の比較 

三つのサブ分野のうち、まず食料援助政策は、「農産物余剰レジーム」の中核

となる米国の政策であり、米国の食料・農業に係る戦略・政策上極めて重要で

あった6。第 4章の事例の中で詳しく見たように、米国の食料援助は冷戦下で自

由・民主主義陣営に属する諸国の結束や拡大、ドルの世界的流通のために役立

ったのみならず、その内実は余剰穀物の世界中へのダンピング輸出であり、開

発途上諸国の農業を著しく弱体化させ、これら諸国に米国からの輸入穀物への

依存を作り出した7。さらに米国政府上層部が作成したＮＳＳＭ 200 文書に見

られるように、この輸入食料依存は、米国が世界で政治的な優位を確保すると

いう世界戦略の上でも、極めて重要な役割を果たした8。したがって、食料援助

                                            
6 第 3章で見たホプキンスとプチャラの論文は、1980年に米国の外交問題評議会（ＣＦＲ）に対して作

成された研究報告を基にしており、彼らのいう「グローバルな食料レジーム」の原則・規範の主要なも

のとしては、a) 自由な市場の尊重、b) 米国及びカナダによる国際市場の調整、c) 一定条件下での食

料援助などの市場外流通の許容が挙げられている。すなわち、実際の米国外交と不可分とも考えられて

いるこのシンクタンクにおいて、食料援助は「グローバルな食料レジーム」を特徴づける最大の要素の

一つに位置づけられているのである。 

 さらに、第 3章及び第 4章の事例で取り上げたフリードマンらの論文（邦訳 2006年）では、終戦直後

に確立して以来 1970年代まで機能してきた食料・農業関係の安定した暗黙的国際システムを「余剰レ

ジーム」と呼んでいるが、これは、米国のニューディール政策を嚆矢とする各国の国内政策が慢性的な

余剰農産物を生み出す中で、国際貿易や生産を自国に有利に再構築するために，「余剰農産物の輸出補

助という形で各国のパワーが行使されるような特定の国際関係」が構造的に生み出されたものであると

する。換言すれば、このレジームを維持する鍵は、輸入制限と結びつけて対外援助を行うという米国の

革新的な政策であった。すなわち、国内の農産物価格支持は，輸入制限と輸出補助を必要とし、価格を

下落させずに余剰を処分する方法として，外部の市場を必要としていた。このような外部の市場として、

国内の公共的分配である「フードスタンプ」などと並んで、「援助」という形の対外輸出補助政策が実

施され、食料輸入国や開発途上諸国がこの外部市場として活用された。米国はこの援助のおかげで、余

剰在庫の問題を戦略的・福祉的・経済的な政策に結びつけて実現することが出来たのである。 
7 第 4章の事例で見たように、米国が開発途上国向けの食料援助を制度として本格的に開始したのは､

1954年のＰＬ480によってであった。ここではマーシャル援助の仕組みや経験が活用されたが、異なっ

ていたのは、欧州に対してはその農業復興への悪影響を懸念して米国産小麦の投げ売りをしなかったの

に対して、開発途上国向けのＰＬ480においてはそのような配慮が働かず、米国の食料援助が世界中に

「ダンピング輸出」され、この結果として多くの開発途上諸国が恒常的な食料の輸入によって安価な世

界的小麦供給に依存するようになったことである。開発途上諸国にとって､小麦は最も伝統的な基礎的

食料の代替品であると同時に、国内農家が生産して市場に出していた作物に代わる代替品であった。こ

のため、第二次大戦終了までは食料をほぼ自給していたこれら諸国においては、食料援助・食料輸入の

政策を通じて 20年も経たないうちに輸入食料依存が作り出されたのである。 
8 第 3章では、米国の食料戦略を理解する上で非常に参考となる、NSSM 200と呼ばれる秘密文書を見た。
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は単なる国際的な慈善活動などではなく、米国の農業政策、ひいては米国の政

治的・経済的な世界戦略9に直接繋がる，極めて重要な位置づけを持つ政策であ

ったと考えられる10。米国のこの食料援助というサブ分野に対する関心は、極

めて高かったのである。 

次に、開発援助政策は、食料援助政策と同様に、戦後米国が冷戦の中で自由

主義陣営を統率する上で極めて重要な外交戦略の一環11であり、またドルを世

界に流通させ西側世界の経済的繁栄を図る極めて重要な経済戦略でもあった。

                                                                                                                                
この文書はニクソン政権のキッシンジャー国家安全保障問題担当大統領補佐官（当時）の下で作成され

た世界の人口問題に関するものであるが、この中で米国の世界戦略、とりわけ世界の食料･農業問題に

関する米国の戦略が極めて率直に述べられている。この報告の結論は、世界の人口増加が続くと、(a) 後

発開発途上諸国（LDCｓ）で大規模飢饉が起こり、あるいは過剰人口が自然環境に圧力をかけて長期的

な食料生産を脅かす、(b) 開発途上諸国が不安定になれば世界が依存する鉱物資源の供給が危うくなる、

(c) その結果、経済成長が阻害される、(d) ひいては米国が利害関係をもつ諸国の国内の安定や国際関

係に悪影響が及び、米国の政治上・国家安全保障上の問題となり､各国への投資環境も損なわれる、と

いうものであった。つまり、開発途上諸国の人口問題に多大の影響を及ぼす食料・農業問題が、米国の

世界戦略上極めて重要な位置づけとされていたのである。 

 NSSM 200文書に食料・農業に関する記述は多々あるが、その政治的な政策勧告には、(i) 開発途上諸

国に人口抑制などの米国の意向を受け入れさせるために食料という手段を使うことが書かれ、他方、経

済的な政策勧告には、(ii) 米国の農産物を売る市場を開拓するために食料援助や貿易自由化を追求す

ること、(iii) 米国の農業技術や農業用投入資材（種子、肥料、農薬）を世界に拡大・普及することが、

書かれている。このように、本文書は米国の政治的優位を確保するためにも、経済的な利益を得るため

にも、食料あるいは食料援助が大きく位置づけられているのである。 
9 第 3章ではまた、学界やシンクタンクなど、政府以外の専門家による米国の食料・農業戦略を見たが、

ここでも食料あるいは食料援助が、政治的武器として、又は経済的利益追求の手段として、大きく位置

づけられていることが分かった。第一には「食料トリアージ」、すなわち食料の世界的な供給不足があ

る中で、優越的な供給国である米国が、何らかの優先順位付けの下で､その食料の世界的配分を行うこ

とであり、このような状況下での食料援助は米国の政治的立場を極めて強くするものとなる。また同様

のものとして「武器としての食料の利用」もあり、開発途上諸国が食料輸入に依存し、あるいは不作な

どで食料不足に陥った時、政治判断によって食料供給の是非や提供先が決定される。武器としての真骨

頂は、食料供給の拒絶、つまり飢饉を起こすことにあったのである。 
10 この食料援助が米国にとって極めて重要であったことは、1961年の世界食料計画（ＷＦＰ）、すなわち

初めての多国間食料援助機関の誕生の際に、当時のケネディ大統領と、後に大統領候補にもなったマク

ガバン氏（上院議員）という米国のトップレベルの 2人が決定的な役割を果たしたという、第 4章で取

り上げたエピソードによっても、十分に示唆されている。 
11 途上国に対する開発援助は、第 3章で見た米国の外交理念や国家戦略の中での位置づけに関しては、

先ず戦後構想としての理念を謳いあげたヘンリー・ルースの 1941年の「アメリカの世紀」に、「飢えた

世界を援助する「良きサマリア人」として，米国は指導力を発揮しなければならない、そして自由や平

等、独立といったアメリカ的な価値や、正義・真実・慈愛といった西欧文明の理念を掲げて，歴史を担

わなければならない」という記述があることが重要である。このように「飢えた世界への援助」は、米

国の価値そして西欧文明の理念を実現する具体的な目標となったのである。そしてそれは有賀（2002年）

が指摘するように、「豊かな物質文明に支えられたアメリカ的生活様式が、自由と民主主義の理念とと

もに世界に広がること」という形で、戦後の米国覇権の下でその価値の拡大につながっていく。 

 また、食料・農業の分野に関していえば、戦後米国にとって最重要の戦略は、第 3章で見たように「自

由な国際主義」であろう。このリベラリズム（自由主義）に基礎づけられている戦略は、世界中に民主

主義と自由を拡大していく推進役であるとともに、道徳的な義務でもあり、また実際に米国の安全保障

を改善する戦略でもあった。具体的には民主主義体制を拡大することで自らの利益を追求し、また安全

保障上の脅威を減らすことであり、さらに自由貿易を推進することによって相互依存的な繁栄を作り出

し戦争・紛争の確率を軽減することでもあった。そして戦後米国覇権の戦略では、国際機構及び国際規

範が作られることは、相互依存関係が深まる世界の中で生起するさまざまな政治的･経済的、あるいは

環境上の諸問題に取り組むための最善のメカニズムの一つと見られていた。 
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またこれは、ルーズベルト大統領の「4 つの自由」演説に見られるような米国

の博愛主義的な開発援助政策とも合致していた12。一方、ＦＡＯの創立過程で

も食料・農業に関する途上国援助・協力はその中心思想として位置づけられ、

この過程で米国が圧倒的なイニシアティブを取ったことからみて、少なくとも

当初のＦＡＯが実施する開発援助活動は米国にとって重要であったとみられる。

しかしその後の米国の開発援助政策は、ＦＡＯの途上国重視路線とは一線を画

し、戦後米国の最重要戦略の一つである「自由な国際主義」の推進、すなわち

貿易・投資の自由化の推進や規制緩和、国有企業の民営化などをＩＭＦ・世界

銀行の融資条件（コンディショナリティ）とする形で進められるようになる。

前出のＮＳＳＭ 200文書にも明示されているように、米国の途上国への「支援」

の裏には「帝国主義的動機」が隠されており13、これはとりもなおさず、開発

援助が米国政府にとって、開発途上諸国に自らの強い影響力を及ぼす14ために

非常に重要な政策であったことを強く示唆しているのである。 

                                            
12 ＦＡＯが創立されたとき、あるいはその以前から、開発援助はＦＡＯの中心的な任務として想定され

ていたと考えられる。第 2章でみたように、ＦＡＯ創立の元々の発想を提供したマクドゥガルの「保健

と農業の結婚」という言葉には、農村の繁栄は都市の消費者の栄養と景気の増進によって回復できると

の考えが含まれており、世界的な栄養改善が農産物市場の拡大に至れば農村の経済的利得は大きく、こ

れは農業人口の工業製品に対する需要の増加となって跳ね返ってくるので、「世界経済の発展に寄与す

る」（後のＦＡＯ憲章の前文）と考えられたのである。また、ＦＡＯの最初の 10年史を書いたイエーツ

は、ＦＡＯの創立すなわち国際的組織化についての 2つの動機として、(i) 科学的知識や能率の高い方

法の国際的な採用を促進すること、及び、(ii) 先進国は後進国を助け、経済的その他の恩恵を「持た

ざる者」に与え、国際的に公平な分配を行う倫理的な善を追求することを挙げている。農業部門は低所

得、技術・知識面の不利、小規模な農場などの特殊性があるので、他のどの部門よりも特別の援助や支

持の必要が痛感されているとしたのである。さらにＦＡＯ創立の淵源となっているフランクリン・ルー

ズベルト大統領の「4つの自由」演説は、「あらゆる国、あらゆる人々に満足な食料を供給することは、

農業の近代化により完全に達成しうる目標である」と述べ、新しい政府間機関の協力によって農業革命

を世界中におし広げるべきだという信念を表明したのである。 
13 前出の NSSM 200文書においても、米国政府のトップレベルで秘密裏に、食料援助のみならず、開発援

助を活用することを通じて世界の開発途上諸国に対し，米国の利益や政治的意向に沿った政策変更を求

め、あるいは強要するアプローチが提言されている。加えてその中では、開発途上諸国の人口問題に対

処するための米国の行動に関して、援助の形や活用すべきチャネル（二国間、多国間、民間）を含めた

提言がなされている。NSSM 200文書の驚くべきところの一つは、「人口活動に対する支援の背後の帝国

主義的動機への非難を最小限に抑える」べきという記述であるが、このような帝国主義的動機を持った

「支援」の具体例としては、①いつでも停止という強硬手段の行使が可能な「食料援助」、②食料関係

多国籍企業への資材面での依存を強めさせる「近代的な農業技術の援助」、さらに、③貿易自由化その

他の経済的開放措置を条件とした「財政・金融援助」といった諸々の開発援助政策が含まれている。 
14 戦後史の経過の中で、多国間の開発援助の世界では国連システム以上に、世界銀行（世銀）とＩＭＦ

というブレトンウッズ機関が圧倒的な力を持つに至ったことは、第 5章で見たとおりである。この背景

には、世銀とＩＭＦが戦後の国際金融システムの形成を通じて、戦後世界秩序（当初は西側陣営のみ）

に不可欠な装置であったことが挙げられる。具体的には基軸通貨としてのドルを世界に広め、世界的に

自由貿易と民主主義を拡大していく推進力として大きく貢献した。そしてこれら両機関は、上記 NSSM 200

に記されている開発援助に係わるさまざまな「支援」の手段、すなわち「農業技術の援助」、「貿易自由

化」、「その他の経済的開放措置」、さらに「財政・金融援助」などを実施に移す上で、中心的な役割を

担ったとも考えられる。そしてこのことは、これら機関が 1980年代以降に推進した、いわゆる「ワシ

ントン・コンセンサス」に沿って対途上国政策を強力に推進したことにも現れている。これら機関に対

して圧倒的な発言力を有していた米国の対途上国戦略は、開発援助に係わるこれら国際機関を通じて極

めて徹底して実施に移されたと見ることができよう。 
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翻って、食料・農業に関する国際フォーラムという機能は、世界の食料・農

業に関する情報収集・提供や議論の機能であるが、これは食料援助や開発援助

のサブ分野と比べて、米国にとってさほど重要ではなかったと考えられる。そ

の理由は、第一に、米国は世界の食料･農業関連情報については衛星、穀物メジ

ャー、自国の世界各国の出先などを通じて世界最高水準のものを自ら収集でき

たこと、第二に、ＦＡＯにおけるさまざまな議論についても、仮にそれが自ら

の望まない方向に進んだとしても、ＦＡＯの歴史が示すように拘束力のあるよ

うな国際ルールは出来ず15、ＦＡＯが国際フォーラムの機能を持ち続けること

について特段問題視する必要はなかったこと、第三に、ＦＡＯ以外に食料・農

業の国際フォーラム機能を果たせる既存機関がなかったことが挙げられる。 

以上のように、三つのサブ分野の米国にとっての重要性は、食料援助と開発

援助において高く、国際フォーラムにおいて低かったのである。 

 

2.2 サブ分野における機能移転の比較 

 そして実際に起こったＦＡＯの変容は、多国間の食料援助機能のＷＦＰへの

移転16であり、食料・農業分野における開発援助機能のＵＮＤＰ及び世界銀行

への移転17であった。すなわち、食料援助と開発援助という、米国にとって極

めて重要であった二つのサブ分野では、ともに他の国際機構への機能移転が起

こっているのである。これに対して、食料・農業の国際フォーラムという米国

                                            
15 ＦＡＯが作成してきた国際的合意は、一部の技術的分野における条約（例えば、国際植物防疫条約

（International Plant Protection Convention: IPPC）や食料及び農業のための植物遺伝資源に関する

国際条約（International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture: ITPGR））を除

けば、おしなべて自発的な遵守を促すガイドライン止まりであった。 
16 第 4 章で見たように、ＦＡＯは米国の途上国向けの本格的食料援助が PL480 によって始まった 1954

年に「余剰処理原則」及び「余剰処理小委員会」という枠組みを作り、食料援助の世界的展開の基礎作

りに参画した。その後、食料援助を多国間の枠組み中心で行うとの米国の方針もあって、このためのＷ

ＦＰが米国の首脳レベル（ケネディ大統領）の関与を受けながら 1961 年に設立された。しかし、その

組織体制が国連とＦＡＯの共同計画という形をとり、かつ物理的な設置場所がＦＡＯの内部であったこ

ともあって、1970 年代から 1980 年代にかけＦＡＯの、特にサウマ事務局長による強い介入を受け、実

質ＦＡＯの下部組織であるかのような状況におかれた。この状況を反転し、ＦＡＯを独立に導いたプロ

セスは長期間を要しているが、1982 年にＷＦＰ事務局長となったイングラムを中心に、ＦＡＯの国連と

の関係における法的位置づけを確認し、ＦＡＯによって歪められたＷＦＰのマンデートを確認する形で

ＷＦＰの「独立」への流れが作られた。そして最終的には、カナダなどの先進諸国がＷＦＰの「独立」

を提起し、米国がＦＡＯに対する財政的圧力をかけつつ押し切る形で 1991 年に「独立」の諸手続きを

完了し、1992 年に独立機関としてのＷＦＰが発足したのである。 
17 第 5 章で見たように、開発援助（当初は「技術援助」と称されていた）はＦＡＯの創設当初からその

中心的な役割とみられていたものであり、ＦＡＯは連合国の救済復興機関（UNRRA）の農業関係の事

業を引き継ぎ、トルーマン大統領の「ポイント・フォア」演説を受けて設置された拡大技術援助計画

（ETAP）の多くの資金を受け取りながら、農業分野の開発援助の中心として活躍した。しかしその後

米国の対外援助政策が1961年の対外援助法の整備などの流れの中で1960年に世界銀行の中に設立され

た国際開発協会（IDA＝第二世銀）や、さらに 1966 年に設立され国連システム内の開発援助を統合す

べく活動を強化していったＵＮＤＰが出現した。これら両機関は、1960 年代から 1980 年代にかけて財

政規模を大幅に拡大し、開発に関する規範面や国連システム内の権限面などでその影響力を拡大してい

ったので、開発援助におけるＦＡＯの役割は、その財政規模面も含めて相対的に大幅に縮小していった。 
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にとってさほど重要ではなかったサブ分野では、やや波乱はありつつも結局、

機能移転は起こっていない18。このように、本論文で取り上げた三事例からＦ

ＡＯの変容の有無や内容といった事実関係を特徴づければ、米国にとって重要

であったサブ分野に係るＦＡＯの機能は、米国が自らの意思を反映させ易い他

の国際機構に移転され、さほど重要でなかった機能は移転されなかったという

ことになろう。 

 なお、本論文の事例としては取り上げなかったが、第 2章で見たように、Ｆ

ＡＯの創設当初の出来事の中で、食料の国際的需給調整や農産物貿易に関わる

機能についても、これらをＦＡＯに持たせるとの初代及び第 2代ＦＡＯ事務局

長による提案が米国を含む加盟国の反対によって否決19される形でＦＡＯが持

つ機能とならなかった20。これらの出来事についても、期待されていたＦＡＯ

の諸機能が否定され、それらが他の国際機構（需給調整については民間）に担

わせられたという意味で、上記食料援助と開発援助のサブ分野に係る機能移転

と同様のものと見ることができよう。 

  

それでは、この機能移転の過程の特徴はどのように整理できるであろうか。 

まず、三つの事例のそれぞれで明らかなように、ＦＡＯの機能の移転は食料

援助も開発援助も、ともに何十年という長い時間をかけて起こり、また結局機

能移転が成功しなかったフォーラム機能においてもその結果が出るまでには同

様に長い時間がかかっていることが特徴的である。ＦＡＯの機能移転の最初の

契機となったのは、食料援助については 1961年のＷＦＰ設立、開発援助につい

ては 1960年の世界銀行ＩＤＡの設立と 1966年のＵＮＤＰ設立であり、またフ

                                            
18 第 6 章で見たように、食料・農業に関する国際フォーラムの機能は、ＦＡＯの創設時からＦＡＯの果

たすべき役割として誰も疑わない、確固としたものであり、ＦＡＯの歴史とともにその多岐にわたる内

容も充実されていった。この機能が米国によって他の国際機関に移転されそうになったのは、1974 年の

世界食糧会議を契機とした世界食糧理事会（ＷＦＣ）の設立であった。これは実質的にＦＡＯ理事会の

機能と重複し、世界の食料・農業に関する議論を行う機能を有して、18 年にわたる活動を行ったが、結

局 1993 年に廃止された。この結果、ＦＡＯの持つ食料・農業に関する国際フォーラムの機能は、他機

関に移転されなかった。 
19 1945年の創立間もないＦＡＯにおいて起こった米国の方針変更は、ＦＡＯが世界の食料需給の問題に

取り組む機能を持つべく作成された初代事務局長の提案（この提案には最低限の栄養と農業の安定を図

る「福祉国家」の取組みが反映され、国際的な商品協定によって各国政府に輸出入の量を決定する権限

が与えられ、ＦＡＯもこのようなメカニズムを通じて大きな役割と権限を有するはずであった）を、実

質的な立案者であった米国と英国（労働党政権）を含む加盟国が反対して、1947年に否決したことであ

った。すなわちＦＡＯの農産物需給調整の機能がまず否定されたのである。これが結果的に「重商主義

的」な特徴を有することになった「農産物余剰レジーム」の、「福祉国家的」な失われた代替案であっ

た。この否決の背景には、ニューディール政策による農業保護を受けてきた米国農民層が、戦後秩序の

構築に当たってこのような手厚い農業保護の継続を強く望んだことがあった。すなわち、「農産物余剰

レジーム」が形成される以前に、既にＦＡＯに対して期待されていた農産物需給調整の機能は除外され

てしまったのである。 
20 周知のように、その後、農産物貿易に関する機能はガット・ＷＴＯが世界的な中心となり、農産物需

給調整の機能は現在に至るまで民間の自由な取引に任されている。 
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ォーラム機能については 1974年のＷＦＣ設立であるが、これらの決着がつくま

でにはいずれも長年月を要している21。 

次に、サブ分野ごとの具体的な機能移転過程の特徴については、第一に食料

援助については、ＦＡＯは米国の本格的な食料援助の開始に際して「余剰処理

原則」の策定を行い、ＰＬ480 に基づく米国の大規模な食料援助、換言すれば

補助金付き農産物輸出を国際的に正当化する機能を果たした。この意味でＦＡ

Ｏは、「農産物余剰レジーム」において重要な役割を担ったと言え、レジームに

おける位置づけは大きかった。しかしその後、1967年の国際穀物協定の一部と

して成立した「食料援助規約」は主要ドナーを中心に構成されＦＡＯの外に設

置された。このＦＡＯの排除については、最大の食料援助国であった米国の意

思が当然働いていたと考えられる。また、1961年に米国の強い関与を受けなが

ら設立された多国間食料援助機関ＷＦＰは、当初はＦＡＯによる強いコントロ

ールを受けながら、次第に米国の影響力の強い食料援助機関としての態勢を整

えていった。この間、ＷＦＰは、援助食料を途上国の開発のために活用すると

いう路線を強めており、この面でも一部ＦＡＯの「開発」に関するマンデート

を侵食する動きも見せている。既に見たように、ＷＦＰは 1992年にＦＡＯから

完全に独立した国際機関となったが、こののちのＷＦＰの歴代事務局長が全て

米国人22であることも「農産物余剰レジーム」におけるＦＡＯの位置づけが下

がり、ＷＦＰの位置づけが上がったことを示唆している。 

第二に開発援助については、1950年代から 1970年代の「開発主義」、すなわ

ち国家主導の開発路線の最盛期は「農産物余剰レジーム」の時代に包含されて

いる。そしてこの時期の途上国の農業開発は余剰農産物の受け入れと密接に関

係していたので、この時期の開発援助は「農産物余剰レジーム」における一つ

の側面と捉えることができる。この時期には植民地を脱した多くのアジアとア

フリカの新興独立国が、国内の穀物生産の代わりに安価な輸入小麦を用いるこ

とによって、農業よりも工業化を優先したのであるが、それでも農業近代化は、

大部分が農業社会であったこれら諸国の国内開発の中心的要素であった23。そ

                                            
21 食料援助についてはＷＦＰがＦＡＯから独立した 1992年までかかり、開発援助については現時点まで

に世界銀行がＦＡＯをはるかに凌駕しているのは事実であるが、ＦＡＯも量的に少ないとはいえ未だに

開発援助の機能の一部を維持している。 
22 1992 年以後の歴代事務局長（Executive Director）は、1992 年から 2002 年がキャサリン・バーティ

ーニ（Catherine Bertini）、2002 年から 2007 年がジェームズ・モリス（James T. Morris）、2007 年か

ら 2012 年がジョゼット・シーラン（Josette Sheeran）、そして 2012 年からアーサリン・カズン（Ertharin 

Cousin）と、全て米国人である。 
23 安価な輸入小麦を用いつつ工業化に優先権を与えることは、国内工業の発展が近代的な投入資本を農

業に供給できるようになるまで、農業近代化を後回しにすることであった。このような発想は、緑の革

命が始まる以前の、独立後 20 年間、インドを支配した開発計画の支配的な考え方であった（バーンス

タイン 2012、pp. 126-127）。 



370 

 

してこの農業近代化の中核的論理は、「商品関係の深化24に基づくより生産的な

農業25の推進」であり26、そのサクセス・ストーリーの最大のものは、短期間で

穀物生産の自給自足を達成したインドの「緑の革命」であった27。既述のよう

にＦＡＯは自らの最大の役割を農業に関する開発あるいは技術援助であると認

識してきた国際機構であり、「緑の革命」において重要な役割を果たしたことは

事実である28。しかしながら、この時代の農業に係る開発援助活動は、ますま

すＦＡＯ以外の国際機構を中心として進められていったのである。具体的には、

1961 年までに体系化された米国の二国間援助政策の充実とＵＳＡＩＤを中心

とする援助の実施であり、1960年の第二世銀（ＩＤＡ）の設立以来の世界銀行

の援助機関としての急速な拡大であり、1966年に設立されたＵＮＤＰによる国

連システム内の開発援助の資源・権限の集中29であり、農業技術面では 1960年

代の「緑の革命」の原動力となったＣＧＩＡＲによる小麦、トウモロコシ、コ

メなど主要作物の改良・普及であった。加えて、国連システムの中の個別機関

としても、農業融資専門のＩＦＡＤが 1970年代に設立されており、また元々食

料援助機関であったＷＦＰもその援助食料を農業開発のために活用するという

方向性を強めている。確かにこの間、ＦＡＯは単独でも、あるいはドナー諸国

や他の国際諸機構との連携の下で多くの開発援助活動に関与しているのである

が、予算規模や活動の範囲、そして援助活動における権限や規範的リーダーシ

ップなどいくつかの重要な諸側面で、もはや農業分野の開発援助活動の中心と

は言えなくなっていったのである。 

                                            
24 「商品関係の深化」には、市場への農民の一層の統合が含意されている。このことは具体的には、農

民は市場で大量の生産手段を購入・使用し、食料を含む消費手段を購入・使用するとともに、販売用の

特定の商品の生産に特化するということである。この目的のための手段としては、生産費用や固定資本

投資のための公的な信用制度、肥料や灌漑用電力への補助金、輸送インフラの整備、協同組合や準国営

の農業機構（農産物マーケッティング・ボードなど）、政府が決めた「管理」価格などが挙げられる（バ

ーンスタイン 2012、pp. 128-129）。 
25 「生産的な農業」とは、農耕の技術的条件の改善のこと、具体的には品種改良や栽培方法の改善、肥

料の大量使用、普及サービスを通じて奨励された農民へのソフト・クレジットの供与や技術的アドバイ

スの提供で、その典型は、トウモロコシ、小麦、コメという三大作物の高収量品種の種子を用いて 1960

年代から始まった「緑の革命」であった。パッケージは高収量品種の種子と肥料を合わせて提供された

が、北インドの例に見られるように、より多くの収穫物を生産するためには十分な灌漑が必要であった

（バーンスタイン 2012、p. 128）。 
26 これを追求したのは、世銀とパートナーシップを結んだ南の諸政府であり、特に米国、英国及びフラ

ンスなど二国間援助の提供国であり、そして民間の農業ビジネス資本（国内資本と国際資本）で、彼ら

の全てが近代化のための構想策定に参加した（バーンスタイン 2012、pp. 127-128）。 
27 バーンスタイン（2012）pp. 129-130。 
28 それらのＦＡＯの活動は、ウォルトンのＦＡＯ40周年記念誌にも詳述されているように、灌漑事業の

実行可能性調査や計画策定さらに小規模灌漑プロジェクトの実施、土壌肥沃度向上のための国際肥料供

給スキームの設立、種子改良のためのキャンペーンやプログラムの実施、農村における動力や機械化の

推進、作物保護、ポストハーベスト処理や加工・流通に至る、さまざまな側面からの開発途上諸国の農

業発展のための活動である（Walton 1985、pp. 35-46）。 
29 現地レベルではＵＮＤＰの常駐代表が開発における国連チームのリーダーとして「常駐調整官」が任

命されたのが 1979 年、また、ニューヨークの本部レベルで「国連開発グループ」が構成されてＵＮＤ

Ｐ総裁がその議長となったのが 1997 年であった。 
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第三に国際フォーラムの機能については、既に見たように、そもそも機能移

転の試みはほとんどなく、唯一の例外と考えられるＷＦＣの設立も、18年後に

ＷＦＣが消滅するという形で機能移転に至らず、この機能に関する限りＦＡＯ

の果たす機能は食料・農業レジームの中で維持された。 

 以上のような三つのサブ分野におけるＦＡＯの変容を総合的に捉えると、米

国にとって戦略的な重要度が高かった食料援助及び開発援助の 2つのサブ分野

ではＦＡＯから他機関への機能の移転が起こり、重要度が低かった国際フォー

ラム分野では移転が起こらず、結果として米国が形成した「農産物余剰レジー

ム」におけるＦＡＯの位置づけは低下したと見ることができる。 

 

2.3 米国の関与の比較 

 前項では、三つのサブ分野における機能移転を比較しつつ、それに伴うＦＡ

Ｏの変容の有無や内容がどのようなものであったのかについて整理したが、本

項ではこれら機能移転についての米国の関与がいかになされたのかを、サブ分

野間の比較をしつつ整理したい。 

 食料援助の事例における米国の主要な関与は、ＷＦＰの設立とそのＦＡＯか

らの独立に関わるものである。ＷＦＰの設立は、米国のマクガバン（後に上院

議員、大統領候補）が多国間の食料援助機関を作るべきとＦＡＯの場において

設立を提案し、当時のケネディ大統領とも連絡を取りつつ各国の同調を引き出

して、結局 1961年に国連とＦＡＯの共同計画として暫定的に発足させた30もの

であり、米国中枢が濃密に関与したものであった。しかしＷＦＰは発足後、共

同計画という形式とは裏腹に、ＦＡＯのサウマ事務局長の強引な運営手法の下

で、政策面でも人事面でもＦＡＯの下部機関であるかのような立場に立たされ

る31。このことは、設立において大きく関与した米国にとって、極めて不愉快

な推移であったことは想像に難くない。この流れが変わったのは設立から 20

年以上が経った 1882年、豪州人のイングラムがＷＦＰ事務局長になってからで

あり、法的側面などから国連の支援32も受けつつ、ＦＡＯから独立するための

                                            
30 米国内に食料援助の多国間化、さらに食料援助の多国間機関を作るという動きが出てくると、この実

現に大きく関与したのが米国で後に上院議員、さらに大統領候補にもなった、当時の「平和のための食

料」（食料援助）担当のマクガバンであった。第 4章の事例で詳しく見たように、彼はＦＡＯにおける

検討の場で米国の多国間食料援助機関設立案を提起し、当時のケネディ大統領と連絡を取りながらこの

実現に向けて各国に対し働き掛けた。当初この提案に驚いた各国も、結局米国の提案に同調することに

なり、結局、世界食料計画（ＷＦＰ）が国連とＦＡＯの共同計画として 1961年に暫定的に、そして後

に正式に発足した。 
31 当時のＦＡＯ事務局長であったサウマは、ニューヨークの国連と比較して地理的にＷＦＰと近接して

いる（ＷＦＰをＦＡＯの建物の中に包摂していた）利点も生かしつつＷＦＰに対する圧力をほしいまま

にし、人事や計画の決定権を握り、自らが望むような、また開発途上国寄りの運営を続けた。 
32 彼はＷＦＰとＦＡＯの関係について、その法的根拠に関する見解をニューヨークの国連本部に求め、

ＷＦＰ政策文書案のＦＡＯへの事前協議（検閲）を拒否し、また国連合同査察団からのＷＦＰ人事制度

に関する批判的な報告書という応援も得た。 
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準備を進めていった。そして最終的にＷＦＰがＦＡＯから分離・独立する決定

打になったのは、ＷＦＰの唯一の管理主体と法的に確認された食料援助政策・

計画委員会（ＣＦＡ）の 1990年会合で、ＷＦＰと国連、ＦＡＯの関係の再構築

をカナダ代表が呼びかけ、ＯＥＣＤ諸国がこれを強く支持する中で、最後に、

既にＦＡＯの分担金を滞納していた米国がＦＡＯやＷＦＰに対する財政的締め

付けを示唆33しつつ、露骨に警告を行ったことであった。そしてこの流れの中、

翌 1991年のＣＦＡ会合でＷＦＰ憲章の変更案が検討され、これがＣＦＡのコン

センサスで採択されて、ＷＦＰのＦＡＯからの独立が決定づけられたのである。

このように、食料援助の事例では、ＷＦＰの設立当初はＦＡＯとの共同計画と

いう形で一定程度ＦＡＯの立場を尊重し、またサウマの横紙破りともいえる行

動に対しても長年静観を保つなど、米国のＦＡＯに対する対応はソフトなもの

であった。しかし最終的にＷＦＰがＦＡＯから独立、すなわちＦＡＯの食料援

助機能をＷＦＰに移転する際の米国の行動は、露骨な財政的圧力の行使であり、

覇権国の意思として有無を言わせない形でＦＡＯを屈服させたのである。 

開発援助の事例における米国のＦＡＯへの関与には、大きく世界銀行を通ず

る関与と、ＵＮＤＰを通ずる関与の二つがあるが、ＷＦＰの場合とは異なり、

双方とも間接的な関与である。そもそもＦＡＯの創設者たちが最も重要なＦＡ

Ｏの機能と考えていたものは、開発途上国に対する技術援助や政策援助などを

内容とする開発援助であった34。既述のようにＦＡＯは開発援助思想の萌芽と

さえ言え、当然のようにＦＡＯ創立に最も深く関与した米国は、少なくともＦ

ＡＯ創立当初にはＦＡＯが食料・農業の分野における開発援助の機能を果たす

ことを想定していたはずである。しかし、このような状況は 1960年代に変化し

ていく。そのうちの一つは 1960年に第二世銀（ＩＤＡ）ができて以来、投票権

の上で構造的に米国の影響力の大きいブレトンウッズ機関の一つである世界銀

行35が途上国援助を任務とする機関に変貌し急速にその活動や財政規模を拡大

させて、同様に途上国融資機関に変貌したＩＭＦ36とともに、開発援助活動の

中心的な存在としての地位を確固としたものとした37のである。このように、

                                            
33 米国は、「自国議会の制約によって、ＦＡＯを含む特定の国連機関において過酷な財政危機が生じてい

ることをＣＦＡメンバー諸国に改めて注意喚起し、ＷＦＰが同様の窮地に陥らないように」と露骨に警

告を行った。 
34 国際的な情報の収集や関係分野における会議の開催は、既に 20世紀初頭に作られた万国農事協会など

で実施されており、ＦＡＯ10周年記念誌を書いたイエーツが戦後のＦＡＯ創立の特徴として賞賛してい

るのは、まさに技術や産業を通じて途上国を助けるという国際協力（開発援助）の思想であり、ＦＡＯ

がそれを初めて体現する国際機関と考えたからであった。 
35 欧州の戦後復興などを手掛けてきた世界銀行は、戦後復興がほぼ終了した 1960年頃から途上国援助を

任務とする機関に変貌していく。1960年に途上国向け援助を行うために第二世銀（ＩＤＡ）が世銀グル

ープの一つとして設立されたのは、その最大の契機であった。 
36 戦後の通貨管理を任務としてきたＩＭＦも固定相場制度の崩壊と時を同じくして、1972年ごろから対

途上国融資機関へとその性格を変化させていった。 
37 戦後、さまざまな形で始められた国際的援助活動が、1960年代に「開発援助」として一つのシステム
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多国間の開発援助については、ＦＡＯのように分野特定的な国連専門機関でも

なく、ＵＮＤＰが代表する国連システムでもなく、分野横断的な開発援助機関

としてブレトンウッズ機関の世界銀行が、その圧倒的な「財政力」と「規範力」

で主導権を握るようになった。ＦＡＯはこの段階で、第一に、第 5章で見たよ

うに国連システムの中においてＵＮＤＰによる監督を受ける形になって開発援

助における実権を大きく削がれているのであるが、第二に、その国連システム

自体も、ブレトンウッズ機関によって凌駕される状況になっていて、この意味

でＦＡＯは二重に、開発援助政策を実施する上でマイナーな存在になっていた

のである38。このように、開発援助のサブ分野における米国のＦＡＯへの関与

は、ＷＦＰのＦＡＯからの独立におけるような財政的圧迫という直接的な関与

ではなく、ＦＡＯの外部に作られた世界銀行などの諸機関が、財政力や規範力

などの面で力を増しＦＡＯを凌駕してゆくことによる、間接的な関与であった。 

国際フォーラムの事例における米国のＦＡＯへの関与は、上記食料援助と開

発援助の 2サブ分野とは異なり、最終的にＦＡＯの機能の他機構への移転を果

たしていない。そもそもこのフォーラム機能をＦＡＯから移転させるとの狙い

での米国の関与は少ないのであるが、この背景事情としては、米国を含めＦＡ

Ｏ加盟諸国が一様に、ＦＡＯが有するこの国際フォーラム機能については肯定

的であったことが挙げられよう。もともと、この国際フォーラム機能39は、Ｆ

ＡＯのような国際的な専門機関にとって、戦前の国際機構の時代から果たされ

てきた、古典的で当然のような機能であったが、ＦＡＯは創立以来このような

情報40の整備や分析・配布、さらに各種会合41の開催において、着実にそれらの

                                                                                                                                
を形成するものと見られるようになって以来、ＯＤＡ総額は 1960年から 1990年までに約 16倍に増加

し、ＯＤＡ全体に占める多国間援助の比率も約 5％から約 22％にまで増加し、さらに多国間援助の中で

の「国連システム」による援助と「世界銀行グループ」による援助の相対的役割も変化した。つまり、

ＵＮＤＰをはじめとし、ＦＡＯやＷＦＰの援助を含む国連システムの援助総額を、1970年代末には世界

銀行グループが追い抜き、さらにアジア開発銀行などの地域開発銀行によるＯＤＡも増大していった

（城山英明（2007 年）『行政学叢書７ 国際援助行政』、pp. 21-25。）。 
38 財政面では、開発援助予算の額において圧倒的な差が生じて、ＦＡＯの援助は色褪せていった。また

規範面でも、ＦＡＯやＵＮＤＰを含む国連システムは、世銀・ＩＭＦが 1980年代に推進し強力に開発

途上諸国に強制して政策変更を迫った、いわゆるワシントン・コンセンサスの新自由主義政策に主導権

を奪われていった。米国を先頭として先進諸国が新自由主義政策を自らも推進し、開発途上諸国にも強

制する中、ＦＡＯは開発途上諸国の立場や利益を守ろうとするサウマ事務局長を筆頭にして、例えば技

術協力プログラム（ＴＣＰ）などの事業を使いながら援助や協力というＦＡＯの伝統的・基本的な価値

観あるいは規範を守ることに汲々とする状況に陥った。 
39 本論では、食料・農業に関する「国際フォーラム」の機能の中に、統計情報、技術情報、政策情報、

各種問題に関する議論、そしてガイドライン設定の各機能を含めて議論している。これらの機能のうち

で、ガイドラインの設定を除く各機能は、既にＦＡＯ以前の万国農事協会などの国際組織で取り扱われ

ており、ＦＡＯが同様の機能を有することに何ら不自然さもなく、逆に目新しさもなかった。 
40 情報関係については、統計面では情報の範囲の拡大や精度の向上、「世界食料農業白書」の毎年の編集

や、「世界農業センサス」といった大規模な統計編纂、「アウトルック報告書」など将来予測も含めた質

の向上など、技術面では各種農作物や病害虫、土壌・肥料、農地や灌漑排水といったさまざまな分野の

カバーなど、また文献・広報でも定期刊行物、図書館、広報事業など、それぞれ多岐に亘る活動が進展

した。 
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質や量を充実させていった42。ＦＡＯの国際フォーラム機能にまつわる米国の

ほぼ唯一ともいえる関与、あるいは最大の攪乱は、1974年に開催された世界食

糧会議における「世界食糧理事会（ＷＦＣ）」の設立であった。ＷＦＣの任務は

「世界の食料情勢に影響を与える主要な問題と政策課題について毎年レビュー

を行うこと、そしてその政治的影響力を各国政府及び関係国連諸機関に対して

及ぼすこと」であり、ＦＡＯの国際フォーラム機能のいわば代替として提起さ

れたのがＷＦＣだったと見ることが出来る43。しかしその後、ＷＦＣはＦＡＯ

の諸活動と並行する形で 18年 18回にわたり開催されたが、1993年にその活動

を休止するに至った。だが米国はこの活動休止に至る過程で、既述の食料援助

や開発援助の事例に匹敵するほどには、自らの強い力をＷＦＣの存続のために

行使する動きを見せていない。ＷＦＰも世界銀行・ＩＭＦも、それぞれの分野

で米国の影響力によって着実に実力を付けていったと見られるのに対し、ＷＦ

Ｃの場合にはそれが継続した 18年の間に、協議機関として米国が強化を図って

いったようには見えない44のである。以上のように、1970 年代からのＷＦＣに

よる挑戦を受けつつも根強く維持されてきたのがＦＡＯの国際フォーラム機能

なのである。ただし、1980年代からのガット・ウルグァイ・ラウンド及び 1995

年に成立したＷＴＯ農業協定によって、ＦＡＯの国際フォーラム機能は新たな

挑戦を受けているともいえる面がある。それはウルグァイ・ラウンドで農業交

渉が、米国とＥＵの対立を軸とする多角的貿易交渉全体の焦点となったことも

あって、農産物貿易や農業自体に関する包括的かつ国際的な議論が、ガットを

中心に展開されたからである。無論、この議論にはＦＡＯも参加したのである

が、議論の中心課題は貿易の自由化であり、農業の支持・保護の削減であった

                                                                                                                                
41 各種会議については、創立当初は総会における議論が毎年行われていたが、1949年以降は 2年に 1回

の開催となった。一方、1947年に設立された理事会は理事国による議論の場で、総会に次ぐ第二の管理

主体となった。その他、課題別の委員会としては商品問題委員会（1949～）、農業委員会（1972～）、林

業委員会（1969～）、水産委員会（1966～）、さらに世界食糧安全保障委員会（1975～）などが順次設立

された。さらに、ＦＡＯが核となって招集された課題別の国際会議としては、「農地改革・農村開発」、

「環境（天然資源の保全、砂漠化防止）」、「世界の食料安全保障」などの分野のものが代表的である。 
42 ただし、現在ＦＡＯの下にある常設の会議体のいくつかの起源を見るとき、これらが単純にＦＡＯの

もつ国際フォーラム機能が充実していったことを表すものではなく、むしろ「実施機関」になろうとし

たＦＡＯが加盟諸国の抵抗に遭ってやむなく「協議機関あるいは情報機関」に留まったことを表すもの

と見るのが適当なものもある。例えばＦＡＯ理事会は初代事務局長ボイド・オアが提案した「世界食糧

局」が否決された結果その議論を受け継ぐ形で設立されたもの、更に商品問題委員会は同様に第二代事

務局長が提案した「国際商品精算所」が挫折した代わりに設立されたものと、それぞれＦＡＯが「実施

機関」たらんとした努力の末に、その代替として設立された協議体という生い立ちを持っている。 
43 世界食糧会議の開催過程においてキッシンジャーをはじめとする米国サイドがＦＡＯを極めて軽視す

る形で構想し、この会議を国連の主催の下で強引に開催したことに象徴されるように、このとき米国は

ＦＡＯの国際フォーラム機能を含めてＦＡＯをほぼ全否定しようとした。 
44 このことは、例えば 1989年の第 15回会合で策定された「協力的行動計画」に関して、翌年の会合で

はほとんどの国がその具体的目標を未設定であったことに象徴的に現れている。もし米国が本気でＷＦ

Ｃを擁護しようとするならばこのようなことは起こらないであろうし、逆にこのようなことが起こった

ことが、このＷＦＣという協議体の形骸化を表していたと考えられる。 
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ため、ＦＡＯが従来から重視してきた開発や途上国への技術的援助などはあく

まで、副次的な論点にしかならなかった。このような背景もあって、ＦＡＯは

ＷＴＯ成立の翌年、「世界食料サミット」を開催し、世界の栄養不足人口の半減

と世界の食料安全保障の達成を議論し、宣言・行動計画を採択してその食料・

農業に関する国際フォーラム機能をアピールしたのである。しかしＦＡＯのこ

のような機能が今後とも引き続き安定的に果たされるか否かについては、特に

ＷＴＯとの関係も考慮すれば、やや不透明なところも否定できないであろう。 

 

以上、三つのサブ分野における米国の関与の概略を整理したが、それではこ

れら関与において見られる共通点と相違点はどのように整理できるであろうか。

まず共通点であるが、第一に挙げられる共通点は、機能移転プロセスの始まり

においては、米国が慎重なアプローチ、すなわち既設のＦＡＯに対してその役

割を十分に配慮するような手法を採っていることである。ＦＡＯの機能の移転

に結局成功した 2つの事例では、米国が機能移転につながる関与を始めたのが

いずれも 1960年代である45。そしてこのような早い段階においては、米国はＦ

ＡＯに対し、一定の配慮をしている。具体的には、多国間食料援助機関として

設立したＷＦＰは、ＦＡＯと国連の共同計画という位置づけとしてＦＡＯに対

する配慮をしているし、ＩＤＡについてもＦＡＯは食料・農業に関する専門機

関として世界銀行と協力して「投資センター」を作り、農業開発のための投資

促進活動を共同で行っている46。また、ＵＮＤＰについても、その前身のＥＴ

ＡＰの時代から、ＦＡＯはその資金の大きな比率の配分を受ける重要な機関で

あった。ただし例外的に国際フォーラム機能についての移転の動きの始まりは

ソフトではなく、1970年代のＷＦＣの設立は、世界食糧会議の開催同様、ＦＡ

Ｏに敵対的な形で進められた。 

第二に挙げられる共通点は、ＦＡＯの機能の移転に、何れの事例でも極めて

長い時間をかけていることである。食料援助に関しては、ＷＦＰはＦＡＯと国

連の共同計画とは言いつつ、その居場所はニューヨークではなくローマのＦＡ

Ｏの建物の中を容認し、さらにその後のＦＡＯサウマ事務局長の露骨なＷＦＰ

への介入にも米国は忍耐を続け、最終的には 1992年のＷＦＰのＦＡＯからの独

立にこぎつけた。また、開発援助に関しては、米国は最初、世銀やＵＮＤＰの

活動の中にＦＡＯを取り込んで重用しつつ、予算規模などで徐々にＦＡＯの位

置づけが低下するように誘導していった。さらに、結局ＦＡＯの機能移転を果

たせなかった国際フォーラム機能についても、ＷＦＣを発足させてから 18年に

                                            
45 食料援助におけるＷＦＰの設立は 1961年であり、開発援助におけるＩＤＡの設立は 1960年、ＵＮＤ

Ｐの設立は 1966年であった。 
46 Phillips (1981) pp. 181-183。 
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わたって毎年の会合開催を続けた。このように、ＦＡＯの機能移転に関する米

国の関与は、何れも極めて長いタイムスパンの中で行われたのである47。 

以上のように、3 つの事例から導かれるＦＡＯの機能移転の成功例に関する

米国の関与の共通的特徴は、関与の当初はＦＡＯに対する配慮をしつつ、長い

時間をかけて機能移転に至らしめたということであると考えられる。 

 次に、3 つの事例における米国のＦＡＯへの関与においてみられる事例ごと

の相違点としては、どのようなことが挙げられるだろうか。第一に挙げられる

相違点は、機能移転に成功した 2つの事例の間に見られる関与の方法の相違点、

すなわち食料援助の事例で見られた「対決型」の方法と、開発援助の事例で見

られた「凌駕型」の方法の違いである。すなわち食料援助では、ＦＡＯ事務局

長サウマの強権的なＷＦＰ支配に対し、米国をはじめとする先進諸国側からは、

ＦＡＯのマンデートに関する法的観点からの攻撃、サウマの組織運営の瑕疵を

つく攻撃を行い、最終的には米国が財政的な圧力を使ってＦＡＯ側の抵抗を押

し切ったのである。この対決型の関与手法が採られたことについては、ＦＡＯ

とＷＦＰが同じ食料・農業分野の国際機構として併存しつつ、ＷＦＰがＦＡＯ

に実質取り込まれるような形で存在していたことに原因があろう。つまり、次

の開発援助で見るような、分野横断的な国際機構を強大化させて凌駕するとい

う方法を採り得ず、ＦＡＯ側の瑕疵を突きつつ最後は財政力で屈服させるとい

うこの方法に依らざるを得なかったものと考えられる。一方、開発援助では、

世界銀行の圧倒的な財政規模を使って、あるいはＵＮＤＰの組織的な上下関係

と予算の一本化という財政圧力を使っての、いずれも緩慢な「凌駕型」の方法

が有効であった。米国の最も重要な覇権装置の一つとして作られたと考えられ

る世界銀行については、分野横断的な開発援助・開発金融を任務とするＩＤＡ

が作られた時点で、既にＦＡＯなど開発をその任務の一部としてもつ国連専門

機関は、国際機構としての任務の総合性・包括性や財政規模の面から見て、い

ずれ凌駕される運命にあったとも考えられる。また、ＵＮＤＰについても、世

界銀行同様に国連システムの中での分野横断的な開発援助機関として作られた

ため、その後の展開にみられるような、国連システムとしての統一性や効率性

などの観点からの国連専門機関の機能の統合という大義名分を通じて、国際機

構としての上下関係を使ったＦＡＯなど専門機関を凌駕することができたので

ある。 

第二に挙げられる相違点は、機能移転に成功した 2つの事例と機能移転に失

敗した事例との間に見られる関与の相違点、すなわち食料援助と開発援助の事

                                            
47 米国が、安全保障など他の分野でしばしば見られるような性急な対応を食料・農業分野（ＦＡＯ）に

対して行わなかった理由については、米国の国内事情や分野の特性などによるとも考えられるが、本論

文ではこれらの問題について本格的な検討は行わなかった。 
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例で見られた「実力突破の成功」と、国際フォーラムの事例で見られた「実力

突破の失敗」の違いである。すなわち、「実力突破の成功」の事例である食料援

助と開発援助では、上記のような「対決型」と「凌駕型」の相違はありつつも、

結局覇権国である米国が最終的にはその巨大な財政力などに物を言わせてＦＡ

Ｏを押し切り、あるいは凌駕するプロセスで実力突破を成功させている。これ

に対して国際フォーラムの事例では、ＷＦＣというＦＡＯの国際フォーラム機

能に対抗する機関を作ったうえで 18年にわたりその運営を行ったものの、最終

的にはＷＦＣの方が消滅し、機能移転は失敗に終わった。この背景の理由とし

ては、米国自身にとってこの機能移転がさして戦略的に重要ではなかったと考

えられることに加え、世界の諸国の大勢もＦＡＯに国際フォーラム機能が置か

れることを支持していたことが挙げられよう。 

以上のように、ＦＡＯの機能移転に関する 3つの事例の主要な相違点として

は、機能移転の 2つの成功例の間での「対決型」手法と「凌駕型」手法の相違、

そして 2 つの「実力突破の成功」の事例と、1 つの「実力突破の失敗」の事例

の相違が挙げられる。 

 

2.4 ＦＡＯの抵抗 

 米国がＦＡＯの機能移転を狙って行ったと考えられるＦＡＯへの関与は、そ

れらの機能移転が長い時間を要していることでもわかるように、ＦＡＯ側から

の抵抗を惹起した。そして米国側とＦＡＯ側の双方からの作用の結果として、

ＦＡＯの機能移転が起こり、あるいは起こらなかったと考えられる。そこで、

前項でみた米国の関与に対し、この項ではＦＡＯ側の抵抗がどのように行われ

たのかを整理したい。 

 一つ目は、食料援助サブ分野のＷＦＰをめぐるＦＡＯ側の抵抗である。もと

もとＷＦＰ設立に当たって、これをＦＡＯと国連の共同計画というアレンジメ

ントとしたことは、以後多くの確執を作り出す原因になった。しかしＷＦＰ設

立当初は、ＷＦＰの初代事務局長であった先進国オランダ出身のボーマがＦＡ

Ｏ事務局長に転身し、以後 1975年までＦＡＯのＷＦＰとの関係を友好的・協力

的なスタイルで進めた48のである。ところが、ボーマが自らの後任に推したＷ

ＦＰ第 2代事務局長アキノは、ＦＡＯ事務局長選挙でサウマとの争いに敗れ、

1976年にＦＡＯ事務局長となったサウマは、ＷＦＰに対してより攻撃的な統治

スタイル49を発揮した50。ＦＡＯサウマ事務局長の強引かつ強権的な行動は、米

                                            
48 この時点で、米国主導で生まれたＷＦＰはＦＡＯという傘の下で、しかしＦＡＯのみに従属するので

はない形で、米国にとっては順調にその業務を拡大・発展させていったのである。 
49 例えば、1978年の国際緊急食料備蓄（ＩＥＦＲ）の運営について、このファシリティを承認した国連

総会の決議が明示的に、「この資源はＷＦＰの管理下に置かれるべき」としていたにも関わらず、サウ

マはこれに反対し、自身すなわちＦＡＯ事務局長のみが緊急援助の承認権限を持つと主張した。 
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国など先進諸国のＦＡＯに対する反発を強める作用も持ったが、それ自体がい

わば米国のＷＦＰ独立への意向に対する最初の抵抗であったとも位置づけられ

よう。サウマのＦＡＯによる抵抗はその後、ＷＦＰの事務局長人事やその管理

主体であるＣＦＡの議題設定への干渉、配布資料の事前検閲などにまで及び、

1976 年から 1982 年まで、ＷＦＰのリーダーシップは、サウマの「傀儡」のよ

うな実権のない事務局長が代わる代わる就任する流動的な状況に置かれた。ボ

ーマの時代に築かれたＦＡＯとＷＦＰの友好的・協力的な関係はサウマによっ

て反転され、ＦＡＯによるＷＦＰの「実質支配」が、1992 年まで 18 年に及ん

だサウマの時代の最終盤にＷＦＰがＦＡＯから独立を果たすまで続いたのであ

る。このような対立状況は、食料援助あるいはＷＦＰを米国農産物の市場開拓

のため、あるいは開発途上諸国に対する圧力のために使いたいとの戦略を持っ

ていたであろう米国と、ＷＦＰを使って先進諸国の資源を開発途上諸国の利益

や発展につなげたいというＦＡＯあるいはサウマ事務局長の間の、非常に長期

に亘る主導権争いであったと見ることができよう。しかし、このようなＦＡＯ

側の抵抗も、1980 年代にＷＦＰ事務局長を務めたイングラム51の、法的側面を

中心とした国連との連携プレー52を通じてその根拠を切り崩され、次第に劣勢

に陥ってゆく。そのような出来事の一つは、当時、国連の合同査察団に所属す

る査察官が個人の資格で出した、ＷＦＰの人事状況への極めて批判的な報告書

であった。この合同査察団報告書の内容を受け入れなかったサウマは、国連事

務総長と共に、「国連・ＦＡＯ特別タスクフォース」を提案し、人事問題に限ら

ない総合的かつ詳細なレビューを受ける方向に進んだが、1985年 5月にＣＦＡ

に提出されたこのタスクフォースの報告書の内容は、多くの機能についてＷＦ

Ｐ事務局長の管理権限を大幅に認めるもの53であった。また、同様の出来事の

二つ目は、ＷＦＰの財政管理に関する外部評価を、ＷＦＰの管理主体たるＣＦ

ＡがＦＡＯの財政委員会の意向に拘わらず、自らの権限として要請し得るかと

いう問題であり、サウマの「要請し得ない」との見解を国連の財政委員会が「要

                                                                                                                                
50 このためドナー諸国は、大きな資源がＦＡＯ事務局長の自由になることを嫌い、食料備蓄への拠出が

予想を大きく下回るという事態に展開した。 
51 彼はオーストラリアの経験豊富な高級外交官出身で、諸政府や開発援助に詳しく、ＷＦＰがそのマン

デートを実施するのに必要な自由を回復し本来の機能を果たせるように変えてゆくという強い義務感

と決意を有していたと言われる。 
52 彼は先ず、ＷＦＰが、一部の事項を除いてＦＡＯの下部機関ではないという法的根拠を明らかにし、

ＷＦＰが本来持っているにもかかわらずＦＡＯが強権的に代行していた政策文書の作成機能や、それら

政策文書をＷＦＰの管理主体たるＣＦＡへＦＡＯに干渉されないで提出できる機能を確認することを

通じて、サウマの「慣行」に挑戦した。 
53 この報告書の内容には、(i) 国連及びＦＡＯのトップは、人事及び運営に関する変更又は調整の必要

を認識し、新たな規則はＷＦＰ現事務局長に対し、ＷＦＰに関するこれまでのどの事務局長よりも大き

な柔軟性と管理権限を与えること、そして、(ii) 財政、監査、人事、そして運営やサービスといった

多くの機能について、その責任をＦＡＯからＷＦＰに移すように勧告すること、が含まれていた。この

ため、主要ドナー諸国は、このタスクフォース報告書の実施の進展状況を見ながら、彼らのＷＦＰへの

拠出の是非を判断するという姿勢をとった。 
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請し得る」として否定したのであった。そしてこのようなＦＡＯ側の抵抗を法

的・論理的に否定してゆくという過程を通じて、ＷＦＰのＦＡＯからの独立の

道筋が作られていったのである。 

二つ目は、開発援助サブ分野をめぐるＦＡＯ側の抵抗である。このサブ分野

における米国の関与の最大のものは、間接的ではあるものの、1970 年代から

1990 年代にかけて開発援助の世界で強大な力54を持つに至った世界銀行の成長

である。援助機関としての世界銀行の強みは、世界全地域を対象とし、プロジ

ェクト採択に際してさまざまな専門分野を多角的に評価する能力を備え、大規

模な資金を動員でき、そして調査分析に基づいて各国政府と政策対話を行う能

力を持つことにあるといわれ、これらの強みの総合力として、世界銀行は開発

援助界のリーダーとなり得たのである。そして世界銀行に対する米国の影響力

は極めて大きく、例えばこれら国際開発金融機関の米国代表に対しては、投票

を行う際に援助予定国の人権状況に十分配慮するよう義務づけがなされた。こ

れは米国が世銀やＩＭＦにおいて、出資額に応じた加重投票制という構造によ

って、米国のみが有することとなった「拒否権」にも相当する「構造的パワー」
55を持っていることを前提とした義務づけであり、世界銀行・ＩＭＦの政策そ

のものを人権重視という米国の政策に従わせたに等しかった。また、1980年代

に世界銀行の主導権がエンジニアから新古典派経済学者に移って特に貿易自由

化が重視される中、借入国において成長を伴う構造調整56を実施することが世

界銀行等の目標57となり、借入国が新自由主義的政策変更を実施する条件、す

なわち「コンディショナリティ」付きで迅速な貸付58が行われるようになった

のであるが、ここでも新自由主義的政策に傾斜し、歴代世界銀行総裁を出して

いた米国の強い影響が及ぼされた。 

それでは、このような状況に対応するＦＡＯ側の抵抗はどのようなものであ

っただろうか。実際、ＦＡＯはその創立から約 10年の間は、米国からの潤沢な

資金供給59を受けて、開発援助あるいは技術援助の活動を活発に行った。しか

し、1960年代以降に世界銀行やＵＮＤＰなど開発に関わる他の国際機構の体制

                                            
54 世界銀行の融資の資金供与額は、例えば 1997年から 1999年まで 230億ドル／年に上り、この額は当

時世界一のＯＤＡ供与国であった日本のＯＤＡの 2倍強に当たる。 
55 スーザン・ストレンジによる。 
56 この構造調整政策に関しては、「構造的な問題は自然には解決しない。したがって構造調整政策が必要

であり、政策ベースの貸付が望ましい」という信条に基づいて援助が行われた。世界銀行は深刻な債務

問題と資金不足に苦しむアフリカやラテンアメリカの開発途上諸国については、これら諸国の政府の市

場介入政策が経済を停滞させ、民間投資を妨げていると判断して、新古典派経済学理論にそって政策を

変更するように促した。 
57 「政府が経済統制から手を引き、特に農業セクターにおいて経済活動を開放する」ことが一つの目標

となっていた。 
58 具体的には、「構造調整貸付」（1980年～）や「セクター構造調整貸付」（1984年～）が導入された。 
59 例えば米国が中心となって設立した「拡大技術援助計画」（ＥＴＡＰ）のＦＡＯへの割り当て比率は他

の国際機構よりもかなり高かった。 
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が整えられる中で、1980年代までに在任した 3人の事務局長の下のＦＡＯは開

発援助に関する姿勢をめまぐるしく変化させる。第 4代センはＦＡＯが自律的

に開発援助活動を行えるよう努力した60が、第 5 代ボーマは開発援助活動に後

ろ向きで現場遊離の傾向を強めた61。そして第 6 代サウマの時代になって、再

び開発援助に力を入れようとした彼は、ついに開発をめぐって米国及びその影

響を受ける世界銀行などとの対決状況を招くことになった。彼は就任当初の

1976年に、前任者が編成した予算を徹底的に見直し、開発途上国の現場に直接

貢献するための新機軸62を打ち出し、世界的規範・ガイドラインの設定も含め

て、途上国の農業や食料安全保障についての各種施策を着々と進めていった。

しかし 1980年代になると、ＦＡＯではその運営方法や活動の資源・財源に関し

て、ＦＡＯ予算の大宗を供給する先進諸国と加盟国の大勢を占める開発途上諸

国の間の対立が際立ってきた63。1985 年のＦＡＯ総会では、予算の増額を数の

力で勝ち取ろうとする途上国グループの強硬な動きに対抗して、12の先進諸国

が棄権するという事態になった64。そしてこれが後に、ＦＡＯにとって最大の

分担金負担国である米国の滞納65を引き起こし、ＦＡＯは運営費不足に陥って

事業活動の削り込みと加盟諸国に対するサービスの削減を余儀なくされ、組織

として必要不可欠な機能の実行さえ危ぶまれる財政危機の状況となった66。そ

してこのＦＡＯの財政危機を背景に、先進諸国を中心として、1987年のＦＡＯ

                                            
60 第 4代事務局長のセン（在任 1956～1967）は、ＦＡＯの自律的な取組として「飢餓解放キャンペーン」

を開始し、これを契機に各国などからの信託基金（トラストファンド）による現場での活動を可能にす

るとともに、ＮＧＯの役割を認め、更に開発における人間の要素の重要性を強調した。また、彼はＦＡ

Ｏの活動の「脱中央化」を進め、ＷＦＰの創設にも先導的な役割を果たした。 
61 第 5代ボーマ事務局長（1968～1975）は、現場を見据えた開発に関しては極めて後ろ向きで、ＦＡＯ

の仕事は技術的調査研究の分野に整理統合され、現場における開発からは遊離する傾向を強めた。 
62 この中には、ＦＡＯが開発途上国への農業投資を促進する「投資センター」の拡充や、ＵＮＤＰ資金

獲得の長い手続きを必要とせず軽量で柔軟・迅速に実施できる「技術協力プログラム（ＴＣＰ）」、さら

にＵＮＤＰの組織体制を迂回するかのような「ＦＡＯ国別事務所」のネットワークの設置などが含まれ

た。 
63 先進諸国はＦＡＯの活動に関して、世界的な経済危機や国連・多国間主義に対する不満の増大もあっ

て、後に一つの教条となっていく「実質ゼロ成長」、さらには「ゼロ成長」という考え方を主張し始め

た。これに対し、ＦＡＯ加盟諸国の大勢、すなわち開発途上諸国の考え方は、援助の必要量の増大に伴

ってＦＡＯの活動の実質ベースでの増大が必要というものであった。 
64 この 1985 年の総会では、先進諸国の「実質ゼロ成長」あるいは「ゼロ成長」の主張に対抗して、サウ

マは活動量の 1.1％純増を提案し、この予算案に大勢を占める開発途上諸国が同調して「実質ゼロ成長」

は結局拒絶された。 
65 この運営費不足は、1985年の 2500万ドルから 1987年には 9400万ドルと急増しており、この不足分の

大半がただ 1か国、すなわち最大の分担金負担国である米国の滞納分であった。米国はこの年の総会で、

滞納金問題の解決を望むＦＡＯ側の思惑を真っ向から否定するように、「滞納金の支払いは極めて困難」

との声明すら発している。 
66 サウマによれば、このような財政的困難と決定的な対立を生んだ背景には、これに先立つ 10年の間に、

ＦＡＯの役割や方向性に関する不信感が生まれてきたことがあるという。それは 1985年以後、加盟諸

国の一部でＦＡＯが将来に亘って保有すべき役割について本格的に再検討すべきとの考えが生まれた

ことにも表れた。 
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総会に向けてＦＡＯの役割に関する徹底的なレビューが行われる67こととなっ

た。このように、米国の分担金滞納という圧力を受けながら開始された検討で

はあったが、その報告書はＦＡＯの開発援助における役割や正当性を認める、

一見ＦＡＯすなわち途上国側の全面勝利のように見えるものとなった。しかし

この結果はあくまでＦＡＯの内部のものにすぎず、このＦＡＯの勝利宣言のよ

うな報告書の文言の背景で実際に起こっていたことは、開発援助の領域におい

て世界銀行・ＩＭＦが、圧倒的な資金力を持ち、構造調整貸付のコンディショ

ナリティを武器として開発途上諸国に自由化・民主化／人権重視政策を強制す

る強い規範力を持つという、二つの面で並ぶもののない実力を持つに至ってい

たという現実であった。世界銀行は、ＦＡＯはおろかＵＮＤＰさえ大きくしの

ぐ、開発援助における世界の中心としての確固たる主導権を握っていた。これ

ら諸機関から提供される技術援助資金の膨大な流れの中で、ＦＡＯは自前の資

金をほとんど持たない状況に置かれ、加盟諸国への具体的なサービスが出来ず、

また国連システムの開発現場おいてもＵＮＤＰがほとんど全てを決定し、ＦＡ

Ｏは自律的なプレゼンスをほとんど発揮出来ないという状況に陥っていたので

ある68。 

三つ目は、国際フォーラム・サブ分野をめぐるＦＡＯ側の抵抗である。既に

見たように、このサブ分野における機能移転の主要な動きとしては、1974年の

世界食糧会議の後に設立された世界食糧理事会（ＷＦＣ）の例が挙げられ、Ｗ

ＦＣの設立に関して世界食糧会議の提案国であった米国が大きく関与している

ことは明らか69と言って良い。これに関して、直後に就任したサウマ事務局長

は、世界食糧会議の結果創設された様々な組織についてそのＦＡＯとの類似性

を列挙する中で、「世界食糧理事会（ＷＦＣ）はＦＡＯ理事会の複製に過ぎない」

とし70、さらに「ＷＦＣは世界食料危機よってＦＡＯに対する信頼が失われた

時期に生まれ、明らかにＦＡＯに対する「戦争マシン」として考え出されたも

ので、ＦＡＯを破壊までは出来なかったが、ＦＡＯの信用を大きく傷つける役

                                            
67 先進諸国の提案した議題案「ＦＡＯの目的と運営に関する見直しの検討」を巡って激しく議論された

結果、妥協として「ＦＡＯの役割、優先事項、目的そして戦略」について、計画委員会と財政委員会と

専門家による議論がなされることとなった。 
68 サウマはこの状況を、「我々は従属し、服従し、そしてしばしば加盟諸国との間で全く直接的な接触を

持たないまま、単純に限られた範囲の仕事をこなすという状況に押し込められた。責任を持つのはＵＮ

ＤＰだったからだ」と、絶望的なまでのＦＡＯの立場を振り返りつつ、「もし開発途上国自身が旧植民

地時代の強国に保護されるという立場から逃れることを望むならば、彼らは自らの開発政策を編み出し、

二国間ルート以外の資金調達の手段を見つけねばならず、これら途上国経済の 80％が農業であることに

鑑みれば、ＦＡＯがこのために役立つべき機関であることは明白」であると述べている。 
69 このＷＦＣの設立に至った世界食糧会議は、そもそも米国ニクソン政権下のキッシンジャー国家安全

保障担当大統領補佐官（当時）が開催のキーマンとなったものである。 
70 確かに、ＷＦＣは 36か国というＦＡＯ理事会類似のメンバー数の閣僚を構成員とし、その任務は「世

界の食料情勢に影響を与える主要な問題と政策課題について毎年レビューを行うこと」であって、ＦＡ

Ｏ理事会の機能と類似している。ただし、「その政治的影響力を各国政府及び関係国連諸機関に対して

及ぼすこと」という任務は、ＦＡＯ理事会の任務には含まれていないものであった。 
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割は果たした」と述べている71。しかし実際に 20年弱というＦＡＯとの併存期

間を経た後に起こったことは、ＷＦＣの方が消滅するという結果であった。そ

れでは、この国際フォーラムというサブ分野の機能が結局ＷＦＣに移転されな

かったのは何故であろうか。第一に挙げられることは、食料援助、開発援助と

いう他の二つのサブ分野と比較して、このサブ分野に関する米国の関心が低か

ったことである。そして第二に挙げられるのは、ＷＦＣにはＦＡＯほどのサポ

ート体制がなかったことである。つまり、ＷＦＣの目的である世界の食料情勢

や主要な問題・課題のレビューは、もとよりＦＡＯが毎年行ってきたことであ

り、メンバー国にとってはＦＡＯとＷＦＣという別々の場で同じ課題を取り扱

うという煩雑さがあり、しかもＷＦＣにはＦＡＯほどの情報収集・分析体制や

会議のサポート体制がなかったため、会議の設定や検討資料の作成などにおい

てＦＡＯに劣後するのは必然的であったとも言えるのである。そして第三に、

情報収集・分析や食料・農業に係わるあらゆる問題を議論する機能をＦＡＯが

有するべきとの考えは、開発途上諸国のみならず先進諸国においても幅広く見

られ、これは創立以来、確固たるコンセンサスに近かったのである。以上のう

ち第二のサポート体制と第三の加盟諸国の支持という要素は、明示的な抵抗の

動きとまでは言えなくとも、米国がＦＡＯの国際フォーラム機能を移転しよう

とした動きに対してＦＡＯ側がその実力で対抗することを通じてＷＦＣの挑戦

を排除し得たという意味では、ＦＡＯによる抵抗の成功であったと評価できる

であろう。 

  

2.5 三つのサブ分野で起こったこととは 

 以上、三つのサブ分野を取り上げて行った事例研究の結果を総合すると、Ｆ

ＡＯにおいて起こったことは何だったと言えるであろうか。それは、極めて短

く言えば、「三つのサブ分野のうち米国の戦略上重要であった二つのサブ分野

（食料援助と開発援助）では、米国はＦＡＯのそれら機能を移転するために関

与を行い、ＦＡＯの長期にわたる抵抗にもかかわらず、結局財政的圧力を含め

た強い関与によってそれら機能をＷＦＰや世界銀行に移転させた」ということ

である。そしてこの裏返しとして、「残りの一つのサブ分野（国際フォーラム）

では、米国による機能移転に向けた関与はあったが、このサブ分野の重要性は

米国にとっては低く、加えてこのサブ分野をＦＡＯが担当することについて、

加盟各国の幅広い支持があったことから、結局このサブ分野での機能移転は起

こらなかった」ということである。 

 

                                            
71 これらサウマの発言は、ＷＦＣが継続していたほぼ全期間について、彼がＦＡＯ事務局長としてこれ

と対峙したことを考えれば、ＷＦＣの本質に関する評価として重みのある発言と見るべきであろう。 
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３．米国の意図と穀物メジャー 

 

3.1 時代的背景 

 上記のようなＦＡＯの機能の他の国際機構への移転が、米国の強い関与を伴

って起こった理由を考察するためには、この戦後期に米国が置かれていた時代

的背景を考慮する必要があろう。ここでは、ＦＡＯの機能移転に関連するもの

として、以下の二つの時代背景を特記しておきたい。 

第一の時代的背景として挙げられることは、1947年の冷戦勃発による戦後世

界あるいは戦後構想の根本的な変更であり、この影響は特に食料面や開発面で

の援助を重要な戦略にしたという意味で極めて大きかった。東西二陣営に分か

れた世界の中で、米国は自由と民主主義を唱導する陣営のリーダーとして、こ

の陣営が民意と自由を尊重し、そして何よりも経済的繁栄をもたらすものであ

ることを実証しなければならなかった。そしてこのため、自由主義陣営に与す

る諸国に対して食料援助や開発援助が強化され、東西両陣営は各々の仲間づく

りのために「援助競争」を繰り広げた。冷戦という緊迫した情勢の中で重要な

戦略的意味合いを持った援助の機能を、まして食料という重要分野でどの機関

が担うかということは、米国にとって極めて重要な問題だったのである。さら

にこれら援助は、米国覇権の要となるドルの世界的流通、あるいは米国産品の

市場開拓につながる政策措置でもあった。第 4章の事例でみたとおり、食料援

助は現地国のソフト・カレンシー（不換通貨）で米国の余剰食料を途上国に譲

許販売するという名案であり、現地に積み立てられた「見返り資金」は米国の

意図する用途、例えば米国産食料販売の宣伝のために現地で活用され、このよ

うに育成された現地の市場はやがてドルで取引される市場に変貌していった。

また、開発援助を通じた現地市場の育成も、やはりドルの世界的流通を助ける

手段の一つになった。さらにこのような米国の食料援助、開発援助の実施は、

開発途上諸国に米国の食料への依存、あるいは米国の農業生産資材などへの依

存を作り出し、米国の商業的利益につながっていった。 

第二の時代的背景として挙げられることは、旧植民地諸国の独立を通じて

1960年代に実現した、国連諸機構における開発途上諸国の数の上での優位の確

立である。覇権国である米国は、国連諸機構で開発途上諸国が数の優位を持つ

中で、世界の秩序を維持・安定させるとともに自らの利益も追求しなければな

らなかった。創立当初には先進国主導であったＦＡＯも 1960年代半ば以降、1

国 1票という投票制度の下で開発途上諸国が主導権を握る国際機構に変化した
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72。ＦＡＯには国連本部の安全保障理事会のような仕組み、すなわち大国の意

向が最終的に完遂出来る体制はなく、その総会や理事会は極めて「民主的」な

構造で設計され、米国は自らの意向を「民主的手続き」によって実現すること

が困難な状況に置かれていたのである。これが後に米国が最大の拠出国として

ＦＡＯの分担金を滞納し、これをＦＡＯに対する圧力として活用するといった

行動73に出る背景となったと考えられる。 

 

3.2 機能移転における米国の意図 

上で見たように、1960年代半ば以降の米国は、ＦＡＯにおいて自らの意向を

その運営に反映することが次第に困難になっていた。この時期に確立した開発

途上諸国の優勢の下では、まして 1970年代半ば以降にサウマという強力な途上

国寄りの事務局長が出現して「君臨」する中では、もはや民主的な手段を以て

してはＦＡＯに自らの意図するところを実施させることは不可能に近くなって

いたであろう。 

ところがＦＡＯは創立当初から少なくとも 10～20年の間、米国にとって極め

て重要な「食料援助」と「開発援助」という 2つのサブ分野について、国際的

な影響力を発揮し得る立場にあったのである。米国にとってのこれらサブ分野

の重要性は、第一に、食料援助は米国の国内農政や国際戦略にとって極めて重

要な鍵であった74。また第二に、開発援助は戦後の米国の理想主義を体現する

「良きサマリア人」として世界の人々を助け、世界中に自由と民主主義を拡大

することと結びついていた75。そしてさらに、食料援助や開発援助を通じて世

界の開発途上国に対し、米国の利益獲得や政治的意向に沿った政策変更を求め、

あるいは強要するといったアプローチも、米国中枢部になるＮＳＳＭ 200の秘

密政策報告書に記載されるほど、米国にとって戦略的重要性を持っていたので

ある。 

                                            
72 このことは、第 2章で詳しく見たように、1990年代初頭までＦＡＯ事務局長として君臨したサウマが、

主要ドナーすなわち先進諸国の意向をいわば無視する形で、極めて強権的に開発途上国寄りの運営をし

たことでも明らかである。事実、1991年にＷＦＰが最終的にＦＡＯを離脱するまで、あるいは 1980年

代に世界銀行が途上国開発の世界でコンディショナリティを活用したワシントン･コンセンサスの世界

的な推進で猛威を振るうまでの間、ＦＡＯには途上国出身で徹底した途上国中心の運営をしたサウマ事

務局長が君臨していた。サウマ事務局長は、自らの強引ともいえる組織運営とともに、ＦＡＯにおける

途上国の多数という有利性をフルに活用し、しばしば先進諸国（すなわち主要ドナー、あるいは主要分

担金負担国）の意向を無視する形でＦＡＯ予算の増額を繰り返し、米国をはじめとする先進諸国の不信

を買ったのである。 
73 米国はレーガン政権下においてユネスコを脱退するに至ったが、ＦＡＯにおいては脱退には至らなか

った。 
74 食料援助という形での国内農産物の余剰処理は、国内の農業補助金による高価格支持政策のつけの海

外への捌け口として重要であったし、それはまた米国産農産物のダンピングによって海外の市場を獲得

し、またこれら海外市場となる諸国において米国農産物への依存を作り出す戦略としても重要であった。 
75 援助を通じて開発途上諸国が民主化され安定することは、米国の利益追求にとっても国の安全保障上

も望ましいことであった。 
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このように、食料援助も開発援助も、それぞれの文脈において米国にとって

は極めて重要な国際戦略をなすものだった。したがって、このような分野を開

発途上諸国が実権を握るＦＡＯの采配に委ねることは、食料援助や開発援助の

政策を通じて開発途上諸国に影響力、あるいは強い強制力を持ちたいと考えて

いた米国にとっては、当然のように許容しがたい戦略上の矛盾であった。終戦

直後に設計されたＦＡＯの 1国 1票の意思決定方式はいわば過剰に民主的であ

り、さらに南北問題やＮＩＥＯといった思想が国連で多数を占める開発途上諸

国を活気づける中、「開発途上諸国の巣窟」と化した感のあったＦＡＯにこれら

の重要サブ分野の舵取りを任せることは到底できなかったのである。 

そしてその後のこれらサブ分野における事の推移を見るとき、これらサブ分

野におけるＦＡＯから他の国際機構への機能の移転を実現することを通じて、

米国は各々のサブ分野における自らの戦略を実行しており、それらはＦＡＯが

実権を握っていたならば、決して米国にとって好都合には進まなかったと考え

られる76。そして米国が強い影響力を持つ世界銀行・ＩＭＦによる「ワシント

ン・コンセンサス」の推進は、グローバルに拡大した世界市場の中で、多国籍

企業が国家の壁を越えて存分に利益を追求する下地をも作り出したと考えられ

る。 

これに対して、国際フォーラムのサブ分野は、ＦＡＯが拘束力のある国際ル

ールを作ったりしない限り、米国や多国籍企業にとっては無害であり、したが

って米国にとってさほど重要なサブ分野ではなかった。加えて、世界各国がＦ

ＡＯを、食料・農業分野の国際フォーラムとしての機能を発揮すべき国際機構

であると、ほとんど一致して認めていた。したがって、一度は米国の意向を体

して作られたＷＦＣも長続きせず、結局消滅して、ＦＡＯの国際フォーラム機

能は維持されたと考えられる。 

以上のように米国は、本論文が取り上げた３つのサブ分野に関する限り、食

料援助と開発援助という２つのサブ分野を戦略的に重視し、その故にこれら２

つのサブ分野について極めて強い関与を行いつつ、開発途上国中心で自らの意

思を反映し難いＦＡＯから、自らの意思を反映し易いＷＦＰや世界銀行など別

の国際機構にそれら機能を移転したと考えられる。 

 

 

                                            
76 食料援助のサブ分野では、ＷＦＰによって二国間の食料援助につきまとう途上国農業への悪影響とい

った批判を避けつつ、米国以外からのリソースも獲得する形で、独立後の歴代事務局長を輩出した米国

がその食料戦略を存分に実施できたと考えられる。また開発援助のサブ分野では、強大化した世界銀行

と開発金融を担うＩＭＦが共同して、新自由主義の諸政策を「コンディショナリティ」を使いつつ開発

途上諸国に強制するという、現在に至るまで開発途上諸国において、全般的に極めて評判の悪い世界戦

略を実施し得たのである。 
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3.3 穀物メジャー 

 「穀物メジャー」あるいは「多国籍アグリビジネス」については第３章で詳

しく見たところであるが、第４章から第６章で取り上げた３つの事例の中でも、

少なからずこれら多国籍企業の影響が観察できたところである。それらの影響

の典型的なものとしては、例えば戦後の米国による食料援助の実務を担う者と

して、あるいはデタントの時代に世界の食料市場を爆発的に拡大する担い手と

して、さらには食料・農業の世界をグローバル化するために貿易や投資を自由

化していく世界的なトレンドの陰の立案者の一つとしてのものがあり、穀物メ

ジャーが戦後の食料・農業レジームで果たしてきた役割は極めて大きいと考え

られる。そして穀物メジャーの典型的な行動様式は、三つの事例から見ても、

おそらく表立たないように米国など主要国政府の背後に控えて、国家を主要構

成要素とする現在の世界の中で自らの意思を国家、あるいはその最大のもので

ある米国を通じて実現してきたということになろう。第３章で見たように、穀

物メジャーの一つの特徴は秘密主義であり、その活動に関する情報も少ないの

であるが、本項では食料・農業に係わる穀物メジャーあるいは多国籍アグリビ

ジネスが、ＦＡＯあるいは食料・農業レジームをめぐる国際政治の中でどのよ

うな役割を果たしてきたのかについて考察したい。 

 歴史を順に見ていくならば、戦後初期にまず観察される穀物メジャーの姿は、

米国のマーシャル・プランやその後の途上国食料援助の実務を米国の国策の下

で着実にこなしつつ、利潤をあげ実力を蓄えていったという雌伏の姿77である。

第３章で米国との関連を見たように、例えば 1940年代後半に米国は世界の小麦

輸出の約半分を供給したが、援助を含めてこの実務を行ったのは、政府に寄り

添って活動していた穀物メジャーであり、輸出入の現場や穀物流通・加工とい

ったあらゆる側面で穀物メジャーの実力は高まっていった。政府の規制や計画

の下の活動であったので、彼らにとっては満足のできる商取引の自由はなかっ

たが、その中で穀物メジャーは経営の多角化や多国籍化、情報の駆使といった

重要な経営戦略を発展させていった。食料援助を中心として成立していたこの

「農産物余剰レジーム」の時代、米国の穀物輸出市場は援助を梃子に世界に広

がっていったが、それは同時に穀物メジャーにとっての世界市場の拡大でもあ

ったのである。 

 そのような穀物の世界市場の拡大が最も劇的に起こったのが 1970 年代初頭

の「大穀物強盗事件」、あるいはソ連による米国穀物の秘密裏の大量買い付けを

契機とする東側市場の「開放」であった。このデタント（東西緊張緩和）の時

                                            
77 カーギルをはじめとするこの時期の穀物メジャーは、米国政府の政策に寄り添い、政府の補助金によ

る援助を受けながら、米国の豊富な穀物生産を背景に世界に雄飛する時を待ち、世界市場に関する知識

を蓄え経験を積んでいったのであろう。 
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代を境に、世界の穀物余剰は解消し、穀物メジャーの世界的な商取引は大規模

かつ自由になり、米国政府もそれを政治的・政策的にバックアップした。それ

は当時の米国を悩ませていた経済不振の中で、農産物が赤字対策の切り札にな

るという期待をワシントンの政策立案者たちが持っていたからでもあった。こ

のように、1970年代に米国の穀物メジャーは、それまでの食料援助による市場

開拓路線から、農産物市場開放・輸出拡大路線へと戦略を転換しながら、国家

の最重要課題として米国政府とともに農産物の増産と輸出拡大に取り組んだの

である。このような中で、世界ではかつての穀物輸出国の多くが輸入国となり78、

穀物メジャーが取り仕切る穀物貿易の世界システムの中に次々と巻き込まれて

いった。 

 このような穀物の消費市場の世界的な拡大に加えて、穀物メジャーが調達す

る穀物の供給地も世界的な拡大を見せるようになった。古くは 1975年の米国の

対ソ穀物禁輸措置に際して穀物メジャーが豪州やアルゼンチンなどから穀物を

ソ連に輸出し、米国が穀物を政治的パワーとして使おうとする意図の無力さを

露わにしたが、本格的な供給地の分散は 1980年代の米国レーガン政権のドル高

政策を契機に始まった。すなわち、ドル高によって国際市場で米国産の農産物

が割高となったことを受け、穀物メジャーは米国産の取扱量を縮小し、競って

もっとうまみのある諸国の農産物を買い付け、加工し、自在に有利販売できる

体制を築いていったのである。そして、この穀物の生産・輸出拠点の多元化が

果たされた時点で、穀物メジャーは米国の制約から離れ、事業の多角化戦略と

併せて、グローバル・ソーシング（原料供給）、グローバル・プロセッシング（加

工）、グローバル・マーケッティング（販売）とつながる戦略を展開していった。

このことは米国政府と穀物メジャーの力関係を大きく変え、穀物メジャーはか

つてのように政府の政策によって利益を出す立場から、米国の穀物を世界に対

して売る労を取る代わりに、米国の政策に対して強い発言権を持つという立場

に変化していったのである。 

 このように穀物メジャーが長期間をかけて作り出してきた世界的な食料・農

業のシステムは、まさに「第三次国際フード・レジーム」として出現する可能

性の高い「多角的貿易・企業レジーム」の方向、すなわち「資本の自由と機動

性の確保」あるいは「国家の役割の縮小」という方向を向いているとみられる

のである。このことを示唆する第一の事実関係としては、1970年代に起こった

対ソ穀物輸出を通ずる世界市場の劇的拡大を演出したのが、米国政府との「回

転ドア」で米国政府の要となる高官の地位にいた穀物メジャーの幹部であった

                                            
78 かつて農産物輸出国であったソ連やインドといった諸国が大輸入国になったことに加え、アジア、ア

フリカ、ラテンアメリカの多くの諸国も大規模に小麦を輸入し始めた。豊かな諸国では米国式の食事を

真似て穀物飼料で育てた牛、豚、鶏などの肉類を多く摂り、ジャガイモやパンやコメなどの消費を減ら

していった。 
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ことが挙げられる。この時は、米国の消費者が穀物の高値で被害を受け、また

納税者の税金がソ連に輸出される穀物に対する輸出補助金として穀物メジャー

に流れたのであり、これらのことを以てしても、米国政府の政策は既に、国民

よりは穀物メジャーの望む「グローバルで自由な取引」の方向を向いていたと

考えられるのである。また第二の事実関係としては、貿易交渉や構造調整が新

自由主義を推し進めた 1980年代に、政府の重要なポストがアグリビジネスの要

となるポストとの間でやりとりされていたことが挙げられる。例えばレーガン

政権の時期に農務次官としてガット・ウルグァイ・ラウンド農業交渉で中心的

な役割を果たしたアムスタッツがカーギル社出身であった79ことに典型的に現

われているように、穀物メジャーやアグリビジネスの利益が政府の政策を通じ

て追求されたことは想像に難くない。 

 以上のように、穀物メジャーは、戦後の米国あるいは米国農政の背後に絶え

ず存在し、当初は米国の政策に寄り添いながら実力を蓄え、1970年代からは世

界市場の拡大を背景に取引を世界的に拡大する中で米国政府との力関係を逆転

し、1980年代には米国政府や世界銀行などの背後にあって新自由主義、あるい

は世界的な貿易と投資の自由化路線を進めていった「陰の主役」のひとつと考

えられるのである。そしてこれは同時に、戦後の食料・農業レジームの変遷の

方向がまさに穀物メジャーの望んだ方向であったことも物語っている。 

 

 

４．ＦＡＯにみられた機能移転の意味 

 これまで見てきたように、戦後まず、国連機関の最初のものとして食料・農

業分野を総合的に守備範囲とすることも想定されつつ作られたＦＡＯは、その

後の歴史の中でその期待された役割の多くを失ってきている。それは何故であ

ろうか。ここではそのような流れの全体像を今一度俯瞰的に眺めつつ、ＦＡＯ

から移転されていった諸機能と、ＦＡＯに残された諸機能の違いを明らかにし、

その上でＦＡＯに起こったこれらの出来事の意味を探りたい。また加えて、今

後のＦＡＯが担っていくことが可能なサブ分野あるいは機能についても考察し

たい。 

 

4.1 ＦＡＯから失われた機能と維持された機能 

 創立当初のＦＡＯに対して期待されていた諸機能のうち、後の歴史の中でＦ

ＡＯから他の国際機構に移転され、ほとんどが失われたものとして挙げられる

のは、農産物の貿易や需給調整に関する機能、食料援助に関する機能、そして

                                            
79 またブロック農務長官は食品卸売業者団体会長に、さらにヤイター農務長官はシカゴ商品取引所会長

にそれぞれ転出した。 



389 

 

開発援助に関する機能である。加えてさらに、農業技術の研究・開発機能、農

業政策に関する研究・助言機能、農業開発金融昨日といった諸機能も、上記と

同様に失われた諸機能として挙げることができる。 

 これらのうち、最も早い段階で失われたものは、農産物の貿易や需給調整に

関する機能であった80。この背景には、まず 1947年に成立したガットが国際貿

易を分野横断的に律する国際協定として成立し、農業を含めた貿易分野の国際

規律はガットの下で設定される流れとなったことがあった。また、最初の 2人

の事務局長の提案に含まれていた国際的な備蓄操作や商品協定の構想も、政策

的自由を確保しようとする米国などの各国や、その背後にいて商取引の自由を

確保しようとする穀物メジャーなど多国籍アグリビジネスの反対に遭って頓挫

したものと考えられる。 

 次に失われたものは、第４章及び第５章の事例で詳しく見たように、食料援

助の機能及び開発援助の機能であった。すなわち食料援助については、多国間

の食料援助実施機関であるＷＦＰがＦＡＯから完全に独立する形で確固たる地

位を占め、二国間の食料援助の量を確保しその規律を確保する役割は食料援助

規約が果たすようになった。また、開発援助については、かつて米国を中心に

提供されていたＥＴＡＰなどの援助資金から農業に関する多くの部分を受取り

ながら活動していたＦＡＯは、1960年代に国連内での援助活動の主導権をＵＮ

ＤＰに奪われ、更に援助活動全体については、ＵＮＤＰを含む国連システムさ

えもが 1970年代から 1980年代にかけて財政規模の面でも規範の面でも巨大化

した世界銀行にその主導権を奪われて、かつてのＦＡＯの開発援助機能は著し

く縮小した81。このように、食料援助に関する機能も、開発援助に関する機能

も、ＦＡＯはその創立以来の長い歴史の過程で、共にその大部分を失ったと理

解できよう。 

 ＦＡＯの創立までに想定されたその活動領域は非常に多岐にわたり、また実

際にＦＡＯが創立された時点で制定されたＦＡＯ憲章などの文書も、なお曖昧

さが残るものであった。ＦＡＯ創立に際しての重要な議論として、ＦＡＯは「実

施機関」であるのか、それとも単なる「情報収集・提供機関」に過ぎないのか

というものがあったことは、この曖昧さを端的に表している。結果から見れば、

上記の農産物貿易や需給の調整、食料援助、開発援助などの諸機能は「実施機

                                            
80 農産物貿易や需給調整に関する機能は、ＦＡＯの初代ボイド・オア事務局長及び第二代ドッド事務局

長の提案を、1947年と 1948年に米国をはじめとするＦＡＯ加盟諸国が相次いで否決したことによって

失われた。 
81 例えば、ＦＡＯにおける 1994－1995 年の 2 年間の通常事業（regular programmes）予算は 6 億 7300

万ドルであり、世界銀行（ＩＤＡを含む）の 1993 年中盤までの総貸出金額（農業・農村、肥料関係の

み）は 725 億ドルであった（Tansey ら 1995、pp. 235-236）。また、1980 年代終盤のＵＮＤＰの財源

総額は年間約 11 億ドルであり、農林水産業分野（ＦＡＯ）への配分率は約 20％であった（大平 2008、

pp. 28-29）。 
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関」としての典型的なものだったのであり、それらはＦＡＯ創立後の過程の中

で結局失われていったのである。 

上記のように、ＦＡＯにはさらに多くの機能が期待されていた。まず挙げら

れるのは、統計や技術的・政策的な情報を収集・分析・提供するという情報収

集・提供機能であり、さらにさまざまなテーマについての国際的議論の場とし

ての機能、技術の研究・開発・普及を行う機能、政策研究・政策助言を行う機

能、さらには国際的規範を作成する機能などが数えられよう。しかし、これら

のうち、事例には取り上げなかった技術の研究・開発・普及の機能に関しては

ＣＧＩＡＲがあり82、政策研究・政策助言についてはＩＦＰＲＩがあり83、農業

専門の国際開発金融についてはＩＦＡＤがあり、これらの領域においてもＦＡ

Ｏの存在感は薄いと言わざるを得ない。 

他方、本論文では、当初のＦＡＯに期待されていた諸機能のうちの「情報収

集・提供機能」、「国際的議論の場としての機能」、さらに「国際規範作成機能」

を併せて食料・農業に関する「国際フォーラム」というサブ分野を設定して議

論を進めてきたが、このサブ分野の機能は若干の攪乱を経ながらも現在までＦ

ＡＯにおいて維持されている。そしてこのように維持されている最大の理由は、

覇権国米国の意向に関わらず、国際社会を構成する諸国、あるいはＦＡＯ加盟

諸国の大多数がこの機能の置き場所としてＦＡＯが最も適していると支持して

いたことであった。 

以上の俯瞰的な整理を総合すれば、戦後の食料・農業レジームの中でのＦＡ

Ｏの位置づけは、レジームの変遷の中で低下してきたということになろう。1945

年のＦＡＯの創設から 1954年の「農産物余剰レジーム」形成までの間に、早く

も農産物貿易や農産物需給調整などに関する機能が失われた。1961年に設立さ

れたＷＦＰや 1960年に創設された世界銀行のＩＤＡを契機として、その後長期

間にわたるプロセスを経て、食料援助と開発援助のサブ分野におけるＦＡＯの

機能が失われた。加えて、国際的な農業技術研究・開発、国際的な農業開発金

融、国際的な政策研究・助言といった領域においてもＦＡＯ以外の諸機関の活

動が発展しており、ＦＡＯの食料・農業レジームにおける位置づけを低下させ

ている。 

 

 

                                            
82 「技術の研究・開発・普及」に関する国際的機能は、開発援助に係わる二国間・多国間の諸機関が技

術援助の形で数多く実施しているほか、多国間のメカニズムとしては既にＣＧＩＡＲ（国際農業研究協

議グループ）が多岐にわたる国際研究機関を擁して活動を行っており、ＦＡＯにはこのような活動を行

う資源や人材はほとんどないといってよいであろう。 
83 「政策研究・政策助言」の機能に関しても、ＣＧＩＡＲの枠内にあるＩＦＰＲＩ（国際食糧政策研究

所）や世界銀行が食料・農業に関する国際的政策研究を進めており、ＦＡＯも政策研究・助言の活動を

行ってはいるものの、これら機関に対しては大きく見劣りするのが現状である。 
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4.2 ＦＡＯをめぐる規範の対立 

 ここで、ＦＡＯにおいて見られた機能移転を、ＦＡＯ及びこれを含む食料・

農業レジームをめぐって生じた「規範の対立」という視点から整理してみたい。

これは三つの事例のうち機能移転が起こった食料援助と開発援助の両サブ分野

においてそれぞれに観察され、いずれも今後形成される可能性の高い「多角的

貿易・企業レジーム」の方向への規範の変化とも見られるものである。 

第一に食料援助サブ分野についての規範の対立である。第 4章の事例で見た

ように、戦後の世界的な食料・農業システムの中で継続的な食料援助が多国間

食料援助機関であるＷＦＰの設立によって受容されるまでには、価格切り下

げ・ダンピングを巡る熱い議論があった。それは、自由な市場や貿易を作り出

そうとする「商業規範」と、開発途上国に対する援助を重視する「譲許規範」

の間の高い緊張関係を反映していた。換言すればそれは、食料援助を通じて商

業市場を作り出そうとする勢力と、食料援助を政治的に活用し開発途上諸国に

対する影響力を強めようとする勢力の間のせめぎ合いであったともいえよう。

その結果として、あるいは妥協の産物として最終的にＷＦＰが行う多国間の譲

許条件による食料移転が正当化されたのであり、この意味でＷＦＰは、戦後成

立した「農産物余剰レジーム」の、まさに要となる国際組織といえる84。した

がって、米国にとってはその後、このＷＦＰの実権を握った上でいかに政治的

利益あるいは商業的利益につなげていくかが重要になったが、同時にこのよう

な努力は、途上国への援助や開発協力という世界的に受け入れられる美しい外

形を保って行われる必要もあった。 

この「商業規範」と「譲許規範」の対立は、米国の国内勢力間の緊張関係の

みならず、ＷＦＰをめぐる米国と開発途上諸国（あるいはそれを代表する形の

ＦＡＯ）との緊張関係にも現れていると考えられる。米国の食料援助は、1966

年のジョンソン政権におけるＰＬ480修正法85において、それまでＰＬ480が依

って立っていた余剰処理概念が払拭され、米国農産物の輸出市場の拡大と開発

途上諸国の食料問題・経済開発への援助を主眼とするようになった。つまりこ

の時点で米国は、食料援助について「譲許規範」から「商業規範」に大きく舵

を切ったのであり、これは米国による「開発主義」に期待していた多くの開発

途上諸国の米国への期待感を裏切る影響を与えたであろう。米国が強く関与し

ながらＷＦＰがＦＡＯから独立していったプロセス、すなわちＦＡＯの食料援

助機能のＷＦＰへの移転の過程は、規範面から表現すれば、援助を重視する「譲

許規範」に対して、自由な市場や貿易を重視する「商業規範」が勝利したもの

であったとも言えるであろう。 

                                            
84 Hopkins ら (1978)。 
85 「平和のための食糧法」の成立。 
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 第二に開発援助サブ分野についての規範の対立である。米国の開発援助の起

源は、共産主義の拡大を阻止し、自由と民主主義を防衛していくという強い意

思を示した 1947年のトルーマン・ドクトリンに遡り、実際の援助の始まりはト

ルーマン・ドクトリンを経済的に実質化したマーシャル･プランであった。そし

て1950年代までに5つの援助法に基づいて展開された援助を体系性のあるもの

に統合したのが 1961年対外援助法であり、この第一部の経済援助に関する規定

の中に開発援助、国際機関への資金提供、友好国・団体への援助、農業技術援

助などが含められた。米国はここに、「南」の途上国への援助を、自国のＵＳＡ

ＩＤや世界銀行をはじめとする多国間機関を通じて行うという方針を定めたの

であり86、この時点で米国を中心とする開発援助をめぐる規範は「譲許規範」

であったと言えよう。しかし 1970年代になると米国の援助政策も変質を余儀な

くされた。それは、米国経済の不振の中で国連は開発途上諸国を中心とした勢

力が拡大し、米国は国連を分担金は払わされるが国益擁護が困難な存在と認識

するようになったからである87。この結果、米国は、同盟諸国にＯＤＡの拡充

を求める一方で自らは多国間援助機関への貢献に消極的になり、さらに議会主

導によってベーシック・ヒューマン・ニーズ（ＢＨＮ）アプローチを援助プロ

グラムの中に入れざるを得なくなった。そして、戦後米国の援助政策を正当化

する基礎となっていた「自由と民主主義」は、ＢＨＮが最重要視される環境の

中で「人権」と読み替えられ、援助予定国の人権状況が米国によって判断され

て援助が行われたり、制限されたり、停止されたりと、援助政策が選択的に展

開された88。このような援助政策の背後にある規範を、「自由化・民主化／人権

規範」と呼ぶこととすれば、米国のＯＤＡにおいては、この「自由化・民主化

／人権規範」に基づく政治的コンディショナリティを課する動きが加速された

のである。 

 このような米国の状況の中で、逆に開発援助に積極的になったのは世界銀行

などの多国間開発援助機関の方であった。当初復興機関であった世界銀行の設

立を主導したのは米国であったが、1960年のＩＤＡ設立に続き、1968年に世界

銀行総裁に就任したマクナマラは、農村活性化やＢＨＮの充足への方向転換を

行うとともに事業規模の大幅拡大を実現し、開発援助機関としての世界銀行を

飛躍的に発展させた89。これに続く 1970 年代と 1980 年代は、オイルショック

                                            
86 この援助法の特徴は、①脱植民地化のトレンドを受けて「南」の諸国に対する援助を米国対外援助の

新たな柱にしたこと、②多国間援助を調整・執行する世銀のＩＤＡなど国際機関を米国のイニシアティ

ブで設立し、「南」への援助を極力、多国間援助機関を通じて行うとしたこと、であった。 
87 具体的には、①軍事・経済援助の重圧が米国の「双子の赤字」を生み出し、②新興独立諸国が国連や

非同盟諸国会議の場で新国際経済秩序（ＮＩＥＯ）構築などを主張して米国的世界システムを危うくし

かねなくなり、さらに、③国連における新興途上国の勢力が拡大したことが原因となっていた。 
88 滝田（1999）p. 223。 
89 彼は、支援アプローチに所得再配分や貧困層への直接支援という視点を導入し、農村の活性化やＢＨ
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や債務危機、一次産品価格の変動、固定為替相場制の廃止などによって多くの

途上国のマクロ経済が大混乱に陥った時期であったが、かかる事態に直面した

世銀内部では市場のルールに従うべきとの考えが強まり、世界銀行はワシント

ン・コンセンサスとも呼ばれる新自由主義的政策への転換を条件（コンディシ

ョナリティ）としながら、開発途上諸国に対する開発資金の貸し付け（構造調

整融資）を行うようになっていった。ここで留意すべきことは、歴代の世界銀

行総裁には米国人が任命されるのが常であり、1980年代になるとどの総裁も自

国、すなわち米国政府や議会に対して世銀がいかに効率的・効果的に仕事をし

ているかを説得するのに腐心するようになったことである90。このような米国

と世界銀行の関係の中で、世界銀行の構造調整政策やコンディショナリティに、

上記のような米国の「自由化・民主化／人権規範」が持ち込まれ、色濃く反映

されたのである。 

 反面、世界銀行に対しては多くの厳しい批判も存在した。最も典型的には、

1997年からほぼ 3年に亘って世界銀行のチーフエコノミスト兼上級副総裁を務

めたジョセフ・スティグリッツ91の批判があり、さらにスーザン・ジョージ92、

グレアム・ハンコック93らも厳しい世界銀行批判を展開している。これら 3 つ

の批判は、いずれも世界銀行が実施した「政策」の結果、開発途上諸国の現場

が改善するよりもむしろ悪くなっているという認識に基づくものである。彼ら

                                                                                                                                
Ｎの充足に効果のあるプロジェクトを増やすような方向で、世界銀行の融資規模と職員数を大幅に拡大

した。 
90 これは最大の出資国で強大な発言力を持つ米国が、自らの財政・国際収支の赤字が深刻化したために

国際機関を通じた援助に寛容でなくなり、世界銀行の予算や運営について以前よりも厳しい目で監視す

るようになったからであった。 
91 スティグリッツは世界銀行を批判して 2000年 1月に、世界銀行チーフエコノミストを辞職した。彼の

批判の主旨はまず、グローバリゼーションを進める世界銀行のやり方が、開発途上諸国、特にその貧困

層に及ぼした破壊的な影響であり、その過程で開発途上諸国に押し付けられた各種の政策が根本的に再

考を要すると確信したことであった。 
92 世界銀行に対するスーザン・ジョージ（1996年）の批判は、第一に、世界銀行は純粋に経済機関であ

ると謳われているにもかかわらず、実際は強大な政治的権力を行使していて、ますますグローバル化が

進む世界における超国家機関として、アフリカから旧ソ連に至るまで、国家の政策について当事国より

も強大な発言権を持っているという点、そして世銀が借入国に適用しようとする政策は、事実上、他の

選択肢を認めない最も優勢な政策となっているという点であった。また第二には、世界銀行は世界の

人々の暮らしの改善という最も崇高な存在理由を持つと信じられてきたが、世界銀行の事業は逆に物理

的・社会的に広大な荒廃の爪痕を残しているという論、スティグリッツと同様の点であった。彼女は、

「世銀のプロジェクトは開発の名の下に、共同体のつながりを解体し、多くの人を住み慣れた土地から

移住させ、森林を破壊し、草地を砂漠に変え、土地と富を一握りの富農と企業家の手に集中させている」

と述べている。 
93 今一つの世界銀行批判の例としては、グレアム・ハンコック（1990年）の視点がある。彼は、開発援

助の世界を国際的な巨大企業「開発株式会社」に譬えており、その中核には貧困な途上国向けの資金調

達と支出に中心的役割を果たしている二つの国際機関、すなわち世界銀行とＩＭＦがあるとする。すな

わち富める国の公的援助を財源とし、貧しい諸国の「開発」を委任されている「開発ビジネス」は世界

中で膨大な人々を雇用し、広範な経済的・人道的目標を達成しようとする国際的巨大ビジネスになって

いるとする93。そしてこのビジネスは全収益をその使命追求のために使うことが出来、収益を内部留保

する必要もなく、株式配当もなく、資金は絶えず補充され、満たされ還流するので、破産するはずのな

いビジネスなのだというのである。 
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は「開発」現場での人々の暮らしを注視しながら、貿易の自由化や政府の市場

介入の削減・撤廃などの新自由主義的政策を強引なまでに進める世界銀行の方

針、すなわち「自由化・民主化／人権規範」に対して反旗を翻し、途上国への

援助を重視する「譲許規範」を掲げる側に立つ主張であると言えよう。 

 以上のように、世界銀行に好意的であろうが批判的であろうが、開発の分野

における世界銀行・ＩＭＦというブレトンウッズ機構の存在感や役割は、ＦＡ

Ｏをはじめとする国連の専門機関などと比べて極めて大きい94。これを規範と

いう捉え方で見れば、ブレトンウッズ諸機構の「自由化・民主化／人権」規範

と、開発途上諸国が期待する「譲許規範」とが鋭く対立する構図の中で、「自由

化・民主化／人権」規範の側が実力の上で優っていった過程であるということ

が出来よう。 

このように、3 つのサブ分野に関して規範面から見た結果は、次のようにま

とめられよう。すなわち、米国の関心度が高かった食料援助と開発援助の両サ

ブ分野については、「譲許規範」を重視するＦＡＯから、米国の戦略上重要な「商

業規範」（食料援助サブ分野）や「自由化・民主化／人権規範」（開発援助サブ

分野）をもつ別の国際機構に動かすことが米国にとって極めて重要であった。

このためこの両分野では、長期間をかけながらも、米国は財政力や政治力など

主に力を以て、これら機能をＦＡＯからＷＦＰや世界銀行に移転させたのであ

る。 

 

4.3 ＦＡＯに残された役割及び今後の展望 

 本論文の事例で取り上げた 3つのサブ分野に限って言えば、現在ＦＡＯに残

されている機能は食料・農業に関する「国際フォーラム」機能だけである。も

ちろんこの機能は複合的なものであって、統計編纂、会議開催、情報収集・分

析、情報発信などを含んでおり、現在のＦＡＯが果たしている役割は依然、多

岐にわたっている。問題は、これら現在残されている「国際フォーラム」機能

を以て、食料・農業分野の第一の国際機構として十分な役割を果たしていると

言えるかどうかであろう。この問いに対する答えは、非常に難しい。それは、

ＦＡＯという分野別の国際機構に対して、そもそもどのような機能を期待する

かという点にかかっているからである。この点に関しては第 2章で、ＦＡＯの

創設当初にＦＡＯが「実施機関」たるべきか、あるいは単なる「情報収集・提

供機関」に留まるべきかという議論があった95ことに触れたが、歴史の中で実

                                            
94 世界銀行・ＩＭＦは表向き国連の専門機関として位置づけられているにも拘わらず、意思決定のメカ

ニズムをはじめとして国連からの独立性が高く、米国の影響力が極めて大きく、構造調整政策や融資条

件が厳しすぎるといった批判が開発途上国サイドを中心に繰り返されてきた。 
95 ＦＡＯの創立時の思想は従来になく大きく、科学技術の世界的普及や低開発国援助といった活動の想

定は当時としては極めて積極的なものであった。戦前の国際機関は、政府間の論議に便宜を供与する一
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際に起こったことを見ると、農産物の需給調整、食料援助、開発援助などの「実

施機関」としての側面が否定され、あるいは別の国際機構に次々と移転され、

結局「情報収集・提供機関」としての側面のみがＦＡＯに残留したのが現実で

ある。これは言わば、ひとたびＦＡＯに託された実施機関になるという壮大な

夢96がことごとく潰えて、情報収集・提供機関としてのＦＡＯのみが残ったと

いうことなのであるが、「国際フォーラム」機能をめぐるＦＡＯの将来の役割に

ついては、どのように見通せるであろうか。 

 

【ＦＡＯの「国際フォーラム」機能をめぐる不安定要因】 

加えて、世界食糧会議が開催された 1970年代から 1990年代までの時代の顕

著な特徴は、ＦＡＯに残されたかに見えた実質上最後の分野、すなわち食料・

農業に関する「国際フォーラム」としてこの分野のあらゆる問題を議論する場

を提供するということにおいてさえ、1970年代のＷＦＣの設立や、1990年代の

ＷＴＯ農業協定の成立などによって、食料・農業分野における第一の国際機構

としてのその立場を脅かされてきたということである。そのような背景から考

えると、1996年の「世界食料サミット」のＦＡＯによる開催は、新たに誕生し

たＷＴＯによって席巻されたかに見えるこの分野の主導権を、ＦＡＯが奪い返

そうとする動きであったかもしれない。このような最近の動きを踏まえて考え

れば、現在ＦＡＯに残されているかに見える「国際フォーラム」機能でさえ、

その機能移転が潜在的にはあり得ないことではないというのが、食料・農業分

野の今後のレジームにおけるＦＡＯの現実といえよう。 

 

【将来のレジームに対するＦＡＯの適合性】 

それではこれまでの食料・農業レジームの変遷の流れの中で、今後「多角的

貿易・企業レジーム」が形成されるならば、その中でＦＡＯが果たすべき役割

にはどのようなものがあり得るであろうか。 

まず、直前の「農産物余剰レジーム」の崩壊の方向性が、「資本の自由と機動

性の確保」や「国家の役割の縮小」であったことから推定して、これらの流れ

                                                                                                                                
方、具体的な成果の発見や報告を刊行物にして配布するといった活動が常であったが、戦後の新機関Ｆ

ＡＯには各国政府が自ら活動するための手段として各国政府によって活用されるという特徴があった。

ＦＡＯはこのような意味で「実施機関（action agency）」であるべきと考えられた。しかし、設立総会

議長のピアソンが危惧したように、ＦＡＯの利用方法について諸政府間には一致がなかった。一方には、

ＦＡＯは一つの情報収集・提供機関に過ぎないとの見解もあったし、他方にはっ立法機関と交易所を組

み合わせたような強力な実施権限を有するものにしようとの考えもあった。そしてこれらの間には、あ

らゆる傾向の意見が並んでいた（イエーツ 1959、p. 66）。 
96 イエーツはＦＡＯ創立 10 周年記念出版『この大いなるもの』の中で、ＦＡＯが持った画期的な意味は、

この国際機構が従来の国際機構の枠を超えて、科学の成果を技術援助活動を通じて同国人の枠を超えて

地上の最果ての地まで助けを送るという「科学における革命」と「思想における革命」にあるとし、そ

れをこの書名である『この大いなるもの』という書名に託している（イエーツ 1959、p. 11）。 
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に沿った形で新レジームが形成されるとの前提で見ると、将来のＦＡＯの役割

はどのように見通せるであろうか。まず考えられることは、資本や企業との直

接的な関係が薄く、かつ国家を主要メンバーとして構成される国際機構である

ＦＡＯは、おそらく新しいレジームには親和性が低いであろうということであ

る。第一に、「資本の自由と機動性の確保」については、これまでその主要な役

割を果たしてきたのは、米国に強く支持された世界銀行やＩＭＦの構造調整政

策などの新自由主義的な政策であり、その開発途上諸国に対する普及あるいは

強制であった97。そのような中で、構造調整政策・新自由主義路線が世界的に

強力に推進された 1980年代以来のＦＡＯは、その機能の一つとされる政策助言

の世界においてもこれらの路線に対する有効な対案を提示し得ず、むしろ結果

的にこれらの政策を追認し開発途上諸国の適応を助長するような役割を演じる

ようになっている98。また、貿易・投資面での「資本の自由と機動性の確保」

に関しては、1995年に成立したＷＴＯが貿易・投資の自由化を進める役割を果

たすこととなり、さらにＷＴＯドーハ・ラウンドが先行き不透明になって以来

世界的に進展した二国間あるいは複数国間での自由貿易協定（ＦＴＡ）あるい

は経済連携協定（ＥＰＡ）もその役割を果たすようになっている。以上のよう

に、新しいレジームの一つの中心的規範となり得る「資本の自由と機動性の確

保」については、世界銀行、ＩＭＦ、ＷＴＯ、そしてＦＴＡ・ＥＰＡなどの国

際機構・メカニズムがその役割を担う体制となっており、ＦＡＯがその中で果

たしうる役割は極めて小さいと言わざるを得ない。また第二に、「国家の役割の

縮小」については、国家による制度や規制が経済のグローバル化を推進する上

で「資本の自由と機動性の確保」の障害となっている場合が多いことから上記

の議論と並行関係にあり、その達成手段は上記と同様に世界銀行、ＩＭＦなど

の国際的メカニズムであったと言えるであろう。すなわち国家による貿易や資

本、さらに人や技術の移動の制限が撤廃あるいは最小化されるように、さらに

は国家の規制や補助金による資本の自由への不透明性が低下するように、世界

的な新自由主義政策を推進してきた中心は、米国によって強く支持され米国が

強い影響力を持つ世銀、ＩＭＦなどの米国が意思決定上の優位性を持つ国際機

構だったのである。この点、ＦＡＯは国家を主要なメンバーとする国際機構で

あり、近年ＦＡＯでもＮＧＯなど非国家主体が参加する議論の場などが増加し

ているとはいえ、最終的な投票権などの面でやはり国家が主体であることに変

                                            
97 しかしその他にも、例えば 1980 年代以来の一連の日米間の協議あるいは対話による規制改革・規制撤

廃への二国間での推進が挙げられよう。これらを外務省資料に従って例示すれば、市場志向型分野別協

議（1985～）、日米構造協議（1989～）、日米包括経済協議（1993～）、日米規制緩和対話（1997～）、

成長のための日米経済パートナーシップ（2001～）などである。 
98 例えば Sarris ら (2010)『アフリカにおける食料安全保障：東部及び南部アフリカにおける基礎的食料

に関する市場・貿易政策』（Food Security in Africa: Market and Trade Policy for Staple Foods in 

Eastern and Southern Africa）、FAO がある。 
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わりはない。これらの点に鑑みれば、ＦＡＯがその意思決定方式、すなわち国

家主体のメンバー構成や一国一票という投票方式を堅持している限りは、「国家

の役割を縮小」するという方向での役割は到底果たし得ないであろう。 

それでは視点を変えて、フリードマンのように次のレジームが「多角的貿易・

企業」という特徴を持つレジームであろうという立場から見ると、将来のＦＡ

Ｏの役割はどのように見通せるであろうか。このうち第一に、「多角的貿易」に

関しては、既にＷＴＯが世界貿易を多角的につかさどる国際機構として確固た

る地位を構築している。そこにはＷＴＯ農業協定があり、かつて「農産物余剰

レジーム」時代に農業補助金など農業に対する特別扱いを認めていたガットの

貿易自由化規律は大幅に強化され、国内支持、国境措置、そして輸出補助金の

3分野にわたって大幅な支持・保護の削減が約束・実施されている。かつて「国

際貿易」のみを管理するものとして捉えられていたガットなどの国際貿易メカ

ニズムは、ＷＴＯが成立して以来、貿易の範囲を超えて、貿易に影響を与える

国内支持政策（国内補助金）との観点から、世界各国の「国家主権」さえ超え

るような形で深く「国内政策」にまで立ち入って規律し、さらに各国の政策の

是非をその紛争処理手続きを通じて判断できるところまで強大化している。こ

のように強大なＷＴＯが存在する中で、「多角的貿易」に関してＦＡＯが持ちう

る役割の範囲は非常に限定されたものにならざるを得ず、その内容は勢い、世

界の開発途上国に対してＷＴＯ体制に順応するにはどのようにしたらよいかを

助言すること、あるいは高々ＷＴＯに対して開発途上国が持つ特別な事情につ

いて理解を促すことなどに留まらざるを得なくなっている。第二に「企業」に

関しては、前述したようにＦＡＯはもともと国家を主体に構成されていて企業

とは国家を通しての関係とならざるを得ず、企業の利益を直接的に反映し難い

立場99にある。加えて、新自由主義が盛んに唱道された 1980年代に、サウマＦ

ＡＯ事務局長が開発途上国の利益や開発途上諸国の特にアフリカの小農への支

援などの路線を強硬に主張して、米国や主要先進国、そして世界銀行・ＩＭＦ

などのドナーからの反感を買った100ように、ＦＡＯの政策は大方が開発途上国

の国家政策や小農保護に向いていたので、「企業の利益」とは概して相反するも

のであった。現在のＦＡＯも、この伝統的な立場と大差なく、その大勢を占め

る開発途上諸国の考え方は欧米の多国籍企業の利益とは一線を画する101ところ

が大きい。このように、今後ＦＡＯにおいて企業に対する姿勢が劇的に変化し

                                            
99 ＦＡＯの主要な企業とのつながりとして挙げられるのは、まず農業投資プロジェクトの案件作成や計

画作成について各国政府を支援する「投資センター」の設置とその拡充（1964～）があり、また技術協

力に関しては軽量で迅速・柔軟に実施できる「技術協力プログラム」（1976～）が挙げられよう。 
100 Saouma (1993) pp. 69-79。 
101 当然ながら、アフリカの開発途上諸国の中で欧米の食料・農業関係、あるいは鉱物資源関係の多国籍

企業と、腐敗も含めて密接な関係にある諸国がないわけではない。 
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ない限り、ＦＡＯの多国籍などの「企業」に対する親和性は依然として低いま

まであろう。 

以上、次のレジームの主要な特徴となることが想定されるさまざまな要素ご

とに考察を行ったが、どの要素から考えても、ＦＡＯがそのレジームの中で主

要な役割を果たすことは想定し難く、これは「多角的貿易・企業」レジームお

いても現在のようなＦＡＯが果たし得る役割は極めて小さいであろうことを示

している。 

 

【ＦＡＯの「国際フォーラム」機能の意義】 

しかし、ＦＡＯに最後に残されている、食料・農業に関する「国際フォーラ

ム」の機能というものは、意義の低いものであろうか。確かに、米国はＦＡＯ

から、いわば自らの覇権戦略に関わる重要分野を途上国中心のＦＡＯから切り

離し、自らの意思を反映しやすい国際機構に機能移転をした。それは「多国間

主義」を一時は標榜した米国の「本音」が出た行動であり、国際的な民主主義

を推進するかに見えた米国の「多国間主義」は、いわば米国自身によって破ら

れたのである。しかしだからこそ、ＦＡＯのような場に世界のほとんどすべて

の国が集い、食料・農業に関係するどのような問題でも議論の俎上に上げ、す

べての国が平等に議論できるということは、極めて貴重だとも言えるであろう。 

ＦＡＯの外に目を移してみれば、主として国際フォーラム機能を果たす国際

機構の最も典型的なものとしては、国連総会の例が挙げられよう。周知のよう

に、国際連合の最も主要な組織は安全保障理事会であり、拒否権を持つ 5つの

常任理事国とその他の非常任理事国によって、世界の平和・安全保障問題につ

いて拘束力のある決定を行うことができる。これに対して国連総会は、国連加

盟諸国がそれぞれ 1票を持ち、ありとあらゆる国際問題が議論され、国連総会

決議を行うことができる。無論、世界の平和を達成・維持するための実行力・

強制力という意味では、安全保障理事会は国連総会よりもはるかに力が強い。

しかし、世界のどのような国がどのような問題を持ち込んでも平等な立場で世

界的な議論ができる国連総会は、たとえ強制力がなくとも国際社会における極

めて有用な装置として機能しているという考え方もある102。同様にＦＡＯも、

たとえ「国際フォーラム」機能しか持たなくとも、国連総会におけると同様に

極めて有用・有益な国際機構たりうるのではないかと考えられる。その第一の

理由は、食料・農業に関する世界的な「情報の収集・分析・提供」を「中立的」

に行うという機能は他にはなく、貴重なものだということである。また第二の

理由としては、国連総会と同様に、たとえ強制力のある決定ができなくとも、

食料・農業という分野に係わるあらゆる問題をここに持ち込んで議論し、「ガイ

                                            
102 最上（2006）pp. 110-112。 
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ドライン」のような形であれ世界的な合意を形成し、その実現に努力できると

いうことは稀有なことであり、この機能は国際社会として守り育てられるべき

と考えられることである。このような機能は実際に、最近の例としては 2008

年前後の食料価格の国際的高騰時、その対策を練るうえでＦＡＯが果たした中

核的な役割に現れていると言えよう。このことは第 6章の事例の中で取り上げ

たが、ＦＡＯは 2008年に世界的に組織された国連を中心とする包括的行動枠組

みの中核となり、また 2010年の食料価格再高騰に当たってＧ２０の場に設定さ

れた議論のために、多くの関係国際機構の協力体制を作り、政策対応のための

共同報告書を作成する中心的な役割を果たしたのである。 

このことは、今後ＦＡＯのような「分野を代表する国際機構」が果たし得る

役割に関して重要な示唆をしていると言えよう。確かに、貿易や開発など分野

横断的なテーマについては、それぞれＷＴＯや世界銀行などの国際機構が存在

し、世界の中で極めて大きな力を有しているのであるが、これらの国際機構は

分野横断的であるだけに、逆に食料・農業などの分野別の特別な事情を考慮し

難い欠点を持っているとも考えられる。覇権国たる米国の意向を汲んだＷＴＯ

や世界銀行などの国際機構が、分野横断的に世界的な「政策」を実行すること

がますます多くなる情勢の中で、個別の「分野」の特性に関する考えを世界的

に取りまとめて主張し得るＦＡＯのような国際機構の存在は貴重なものだと考

えられるのである。このような観点から、将来ともＦＡＯが食料・農業の分野

の世界的な情報が得られる場であり、世界的な議論が展開できる場であり、世

界的な「ガイドライン」が設定できる場であり続けることができれば、ＦＡＯ

のような分野別の国際機構が今後とも存在する意義があり、今後の食料・農業

の国際レジームにおいても一定の重要な役割を果たし得ると考えられる。 

 

 

５．国際機構の組織形態と機能との適合性 

 ここまで、ＦＡＯの 3つの機能を事例に取り上げる中で、それぞれの機能の

ＦＡＯから他の国際機構への移転の成功あるいは失敗を、米国の関与という観

点から観察し分析してきた。それではこれらの結果は、全体としてどのような

意味を持つのであろうか。以下ではこの問題に関して、国際機構の組織形態と

機能との適合性という観点から考察を進めていきたい。 

 

5.1 さまざまな国際機構の併存 

 国際機構の時代とさえ言われる戦後の国際社会の中では、さまざまな組織形

態で、さまざまな分野・機能の多くの国際機構が活動している。組織形態とし

ては、農業や保健、教育などの分野別に成立している国際機構もあれば、貿易、
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開発、金融など分野横断的に活動する機能別の国際機構もある。また、国連総

会やＦＡＯ、ＵＮＥＰなど 1国 1票の票決制度を持つものもあれば、世界銀行

やＩＭＦなど、加重投票制度のものもある。 

このようなさまざまな国際機構が、時としてその活動を重複させながら併存

しているのは何故なのであろうか。本論文で見てきたＦＡＯは食料・農業とい

う分野をカバーする国連専門機関であるが、当初はＦＡＯに期待されていた食

料援助や開発援助という機能を、長い期間はかかりつつも機能別の国際機構に

移転された。また、一度は他の国際機構に移転されようとしたＦＡＯの国際フ

ォーラム機能は、同様に長期間の推移の中で結局移転されなかった。これらの

差異はどのように解釈・説明され、どのような意味を持つのであろうか。 

 本論文では、ＦＡＯの上記のような変化に対して、米国が極めて濃密に関与

していたことも明らかになった。言うまでもなく、米国は戦後の世界を形成し

た最重要なアクターであり、多数の国際機構を生み出し、それらの活動を重要

なツールとして戦後世界を運営してきた国家である。したがって、米国が関与

したＦＡＯの変容の中には、世界を運営する上で米国が持った意図や行った判

断が反映されているはずである。さらに言えば、ＦＡＯと機能移転先となった

他の国際機構との間に、何らかの重要な差異があったために、米国が他の国際

機構を使うことを選択したということを意味するのではないだろうか。 

以下では、ＦＡＯと他の国際機構との間のどのような差異が米国に機能移転

という行動を取らせたのか、また、そもそも国際機構の中にそのような差異が

あるならば、どのような国際機構がどのような機能を持つことが望ましいのか

といった問題について、順次検討していく。 

 

5.2 ＦＡＯの機能移転と変容は何故起こったのか：組織形態と機能の適合性を

めぐる修正 

 

【機能移転への米国の関与の意味】 

 本論文で明らかになったことの第一は、当初ＦＡＯに期待された機能のうち、

米国にとって重要な意味を持つもののいくつかが、米国の関与の下に他の国際

機構に移転され、その結果、世界の食料・農業レジームの中でのＦＡＯの位置

づけが大きく低下したということである。そして移転先の国際機構は、いずれ

も米国の影響力が強く及ぶ国際機構、すなわち加重投票制度をもつ世界銀行や、

米国出身の事務局長をトップにもつＷＦＰであった。そしてこのことは、ＦＡ

Ｏあるいは国連システム一般における米国の影響力の減退、すなわち数的優位

を獲得した開発途上諸国の国連システムの中での発言力の増大と並行する形で

起こったのである。このような一連のＦＡＯをめぐる機能移転の事実関係や動
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きは、米国が自らの意思をＦＡＯにおける意思決定に反映しづらくなったため

に、ＦＡＯを活用しようとしていた当初の方針を変更して、自らにとって重要

なＦＡＯの諸機能を、自らが有利な他の国際機構に移転したと考えれば、説明

しうるのである。 

 しかし本論文で明らかになったことの第二は、米国が企てたと考えられる機

能移転については何れもＦＡＯ側の強い抵抗を受け、実現したものはいずれも

極めて長い時間を要しており、さらに実現しなかったものもあるということで

ある。これらの事実が意味することは何であろうか。このことは、上記第一の

説明、すなわち国際機構をめぐる覇権国の強大な支配力という考えを補足・修

正する意味を持つと考えられる。すなわち、いかに覇権国といえども、米国が

企図した既設の国際機構からの機能移転は何れも容易なことではなく、最終的

には財政力や政治力を使った強い手段を以て実現させており、米国にとって重

要度が低いサブ分野で多くの加盟諸国の支持が得られなかった場合には実現し

なかったということである。 

 

 これまで「米国」という国家によるＦＡＯへの関与という見方で考察を進め

てきたのであるが、ここで翻って考えると、戦後世界の食料・農業レジームの

変遷を起こさせ、その中のＦＡＯの位置づけの低下を起こしてきたのは、国家

としての米国だけなのかという問題が残されている。第 3章及び本章で見たよ

うに、食料・農業レジームの形成や変容に関しては、穀物メジャーに代表され

るような多国籍アグリビジネスが、米国の力を借りる形で極めて濃密に関与し

ていることが示唆されている。そして同じく第 3章と本章で見たように、戦後

の食料・農業レジームの形成やその変容、さらにその崩壊や今後のレジームの

準備過程とみられる流れの中で、少なくとも結果的には、世界の食料・農業レ

ジームは戦後一貫して穀物メジャーが望んできた方向、すなわち「企業のより

自由な活動」を担保し、「国家の役割の削減」を進める方向に進んできていると

見られるのである。 

 無論この論文の中では、穀物メジャーが米国の食料・農業に係る国際的な政

策やその世界戦略に直接的に影響を及ぼしている、あるいはその影響を増して

いるということを論ずるだけの十分な材料も分析も提示していないのであるが、

ここではそのような可能性が、本論文で見てきたさまざまな資料や場面から強

く示唆されることだけに言及しておきたい。 

 

【「国家平等型」の国際機構と「大国優先型」の国際機構：米国による修正】 

 次に、」ＦＡＯで観察されたような、既設の国際機構からの機能移転の成功・

不成功の差異はなぜ生じたのかという問題について考察する。 
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既にみたように、ＦＡＯの機能の移転を意図した米国の大きな動機として、

国際機構への自らの意思の反映の困難さあるいは容易さがあり、具体的にはそ

の国際機構の意思決定における票決制度の差異が大きかったと見られる。この

点でＦＡＯは国連総会などと同様、1 国が 1 票を持つ「国家平等型」103の国際

機構である。他方、移転先の一つとなった世界銀行の票決制度は加重投票制で

あり、これは、形態は異なるが国連の安全保障理事会などと同様に、米国をは

じめとする大国が有利な「大国優先型」104の国際機構である。ここで想起した

いのは、米国によるＦＡＯの機能移転が起こったのが、米国の戦略上重要な食

料援助と開発援助という分野であり、起こらなかったのは国際フォーラムとい

うそれほど重要ではない分野だったという観察である。このことは、票決制度

など国際機構の組織形態と、援助や国際フォーラムなどその果たす機能との間

に存在する、重要な関係あるいは重要な制約を示唆しているのではないだろう

か。 

この問題をＦＡＯに限って説明すれば、それはＦＡＯが 1国 1票の「国家平

等型」の国際機構として創立されたにもかかわらず、大括りで 2種類の機能、

すなわちさまざまな国家が情報を共有し共通の問題を議論する場としての「国

際フォーラム」機能と、世界的な問題を解決するための意思決定をし、世界的

な行動や事業を決定しあるいは実施する「決定・実施」機能の両方とも果たす

国際機構として出発したことがそもそも矛盾をはらんでおり、その矛盾が後の

機能移転という形で解決されたものであると解釈できるのである。換言すれば

これは、戦後真っ先に米国が中心となって創設したＦＡＯに内在していた組織

形態と機能の適合性の選択における米国の過誤の、米国自身による修正であっ

たともいえるであろう。覇権国米国の戦略は当然ながら米国自身のものであり、

米国の国内農業政策上の事情や世界の穀物市場の獲得という野心を秘めた、食

料援助を軸とするレジームの在り方は、多国間で議論し多数決で決定できるよ

うな性格のものではなかったのである。あるいは米国の対途上国戦略という強

い意図を秘めた開発援助政策を、途上国が優位を持つ国際機構で議論し決定す

ることには、もともと無理があったのである。これらに対比して、「国際フォー

ラム」機能については既に戦前の国際機構から存在し、それが何らかの重大な

決定や実施に関わるものでない限り、米国はこの機能を途上国優勢のＦＡＯに

置いてもさして困ることはなかったのである。 

                                            
103 1 国１票の票決方式のほか、「コンセンサス方式」の意思決定システムを持つ国際機構も「国家平等型」

といえよう。 
104 特定の大国が拒否権を持つ国連安全保障理事会や、米国などが出資額に応じて加重投票権を持つ世界

銀行などのほか、ＦＡＯの食料援助機能の移転先となったＷＦＰについても、援助食料という資源の提

供において他国に優り、事務局長を継続的に出し続けてきた米国が強い影響力を持つという意味で、「大

国優先型」の国際機構であるといえよう。 
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5.3 国際機構の型と機能の適合性 

このことは、国際機構の組織形態とその果たす機能の間の、あるべき関係を

示唆している。すなわち、「国家平等型」の国際機構には「国際フォーラム」機

能が適しており、「大国優先型」の国際機構には「決定・実施」の機能が適して

いるという、一般的な適合性の傾向が存在していると見られるのである。ＦＡ

Ｏは、「国際フォーラム」機能に適した「国家平等型」の国際機構として創立さ

れたにもかかわらず、食料援助や開発援助という「決定・実施」機能が混入し

ていたため、やがて米国の戦略との矛盾105が生じ、結局米国は強い介入によっ

てＦＡＯからＷＦＰや世界銀行に、これらの「決定・実施」機能を移転せざる

を得なかったと説明できるのである。一方、もともとＦＡＯの「国家平等型」

の組織形態に適合していた「国際フォーラム」機能が、紆余曲折の末とはいえ

ＦＡＯの下に維持されることになったのも、上と同様の説明によって理解でき

るのである。 

戦前の国際諸機構を振り返ると、食料・農業分野のものを含め、それらはお

おむね「国際フォーラム」機能を主体とするものであった。その点、戦前最大

の国際機構ともいえる国際連盟といえども例外ではなく、全会一致の票決制度、

すなわち「国家平等型」の意思決定方式を持った106。しかし、戦後構想上真っ

先に問題となった国連の安全保障理事会の組織形態については、これが単なる

国際フォーラムではありえず、世界的に重要な「決定・実施」をしなければな

らなかったこともあって、結局 5つの大国が常任理事国として拒否権を持つと

いう「大国優先型」の方式が選択された。このことは、戦後の国際諸機構のい

くつかが「決定・実施」という、それまでになかった重要な機能を持つことと

なった事情を、強く反映した選択であったと言えよう。国際的な諸行動を「決

定・実施」するという機能を、「国家平等型」の国際機構が担うことは、そもそ

も極めて困難であった107とも考えられるのである。 

以上のように、ＦＡＯにおいてみられたいくつかの機能の他の国際機構への

移転という現象は、国際機構の組織形態と機能との不適合に起因するものであ

                                            
105 戦後の食料・農業レジームにおいては、食料援助や開発援助という「実施」の機能が米国の戦略上極

めて重要だったので、米国にとってはこれらの機能を「大国優先型」の国際機構に果たさせることが不

可欠であったと考えられる。 
106 国際連合とは異なり、最高決定機関は「理事会」ではなく「総会」であった。総会の決定方法は多数

決ではなく「全会一致」すなわちコンセンサス方式を原則としていた。このため国際紛争において仲裁

を行うための強制力を持つことが出来ず、紛争解決に独自の指導力を発揮できなかったと指摘される。

ただ、世界における現実の紛争に必ずしも有効な解決策を提示できなかったとしても、史上初めて、国

際機関として参加国の総意を以て意見を集約するという理念は、評価されるべきものと考えられている。 
107 ただし、このことについては、コヘインに代表されるように、覇権国の強いリーダーシップが失われ

た後にも、それまでに作られた国際機構など国際的協調のメカニズムが維持され得るという見解もある

（山田ら 2011、p.69）。 
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り、その矛盾を覇権国である米国が修正したものであると解釈することができ

る。 

 

 

６．政策的含意 

 上記のように、本論文では、国際機構の投票制度などの「組織形態」とその

国際機構が果たすべき「機能」との間に一定の適合性の傾向があることが明ら

かになった。それではこの知見は、国内的・国際的な諸政策に対して、どのよ

うな含意を持つであろうか。以下では、多数の国際機構が並立し、多くの場合

にその対象分野や機能を重複させ、競合や混乱さえみられる現状を改善してい

くために活用される可能性を持つ、いくつかの政策的含意について述べたい。 

 

6.1 国際機構の意思決定方式と機能の整合化 

 上記のような「組織形態と機能の間の適合性の傾向」があるとすれば、そこ

から導き出される第一の政策的含意としては、当然のようであるが、国際機構

における票決制度などの意思決定方式は、その国際機構が目的とする機能に応

じて選択されるべきであると言えるであろう。 

例えば国連をとって考えれば、その最大の目的である世界の平和維持・安全

保障のための諸措置の「決定」を行うのは安全保障理事会であり、その意思決

定方式は５つの常任理事国が拒否権を持つ「大国優先型」であるので、上記の

「適合性の傾向」に合致しており、実際に安全保障理事会は世界の平和維持等

に関する重要な諸決定を行うことができている108。 

また世界銀行やＩＭＦは復興援助や開発途上国援助、国際通貨管理という極

めて重要な諸活動を「実施」してきたが、その意思決定方式は米国が圧倒的な

優位を持つ加重投票制であり、これも上記の「適合性の傾向」に合致していて、

さまざまな批判はあるものの、戦後の国際秩序形成に決定的な役割を果たして

きた。 

これに対して、戦後の自由貿易秩序の在り方を「決定・実施」するという最

重要課題の一つを担ったガット・ＷＴＯにおいては、その意思決定方式はコン

センサス方式又は１国１票の票決方式109であって、上記の分類でいえば「国家

                                            
108 ただし、周知のように冷戦期には、５大国が東西陣営に分かれたことから機能不全が生じた。 
109 世界貿易機関（ＷＴＯ）を設立するマラケシュ協定では、その第九条「意思決定」の１において、「世

界貿易機関は、千九百四十七年のガットの下でのコンセンサス方式による意思決定の慣行を維持する。

コンセンサス方式によって決定することができない場合には、問題となっている事項は、別段の定めが

ある場合を除くほか、投票によって決定する。世界貿易機関の各加盟国は、閣僚会議及び一般理事会の

会合において一の票を有する。・・・閣僚会議及び一般理事会の決定は、この協定又は関連する多角的

貿易協定に別段の定めがある場合を除くほか、投じられた票の過半数による議決で行う。」と定められ

ている（外務省 1997、pp. 12-15）。 
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平等型」の組織であり、これは上記の「適合性の傾向」に合致していない。こ

のような意思決定方式が採用された背景には貿易を巡って各国の事情を配慮せ

ざるを得ない困難な事情があったにせよ、この意思決定方式が戦後の累次の貿

易自由化交渉を一層困難化させ、かつ長期化させる一因になったと考えられる
110。 

さらに、国連気候変動枠組み条約及びその締約国会議は、国際的な温室効果

ガス削減の具体的実施方法を「決定」し、各国が温室効果ガスの削減を「約束」

し「実施」するという目的を持っているが、その意思決定はコンセンサス方式

と 1国 1票の票決制度の併用111という「国家平等型」で行われ、「適合性の傾向」

に合致していない。そしてこの国際会議も京都議定書以降、やはり重要な削減

約束の決定を成し得ないまま実質的な機能停止の状態が続いている。 

以上のように、「決定・実施」の機能を持つことが必要とされる国際機構・国

際会議における意思決定方式は、善悪はともかくとしても、何らかの形で「大

国優先型」の要素を組み込んでいることが、重要な決定やその実施を担保でき

る鍵となるファクターであると考えられるのである。 

 

6.2 「分野別フォーラム」機能を持つ国際機構の意義 

 前記の政策的含意は、ある意味では「物事を押し通すには大国優先の意思決

定方式を国際機構に組み込んでおくことが必要」という、非常に乱暴な議論に

つながりかねない。ここで重要と考えられる第二の政策的含意は、「大国優先型」

の国際機構の欠点を補う意味で、ＦＡＯのような「分野別」の「国際フォーラ

ム」機能を持つ国際機構が重要な役割を果たし得るということである。 

上記では既に「大国優先型」の国際機構が「決定・実施」機能と適合性を持

ち、「国家平等型」の国際機構が「国際フォーラム」機能と適合性を持つという

傾向を対比して見たのであるが、いま一つ国際機構を特徴づける捉え方として

は「分野別」国際機構と「分野横断的」国際機構の対比があろう。そして上記

のように米国が重要視してきた国際機構には「大国優先型」のものが多いが、

それらの多くは同時に「分野横断的」な国際機構でもあるのである。本論文に

おけるＦＡＯの機能移転の観察は、食料・農業という「分野別」に設立された

                                            
110 例えば、ウルグァイ・ラウンド交渉で困難を極めた農業分野の交渉においては、最終的合意に至る際

に、最大のアクター同士、すなわち米国とＥＵとの間で交渉をまとめ、それを全体の合意の基礎とする

という、一種の「大国優先型」の交渉手法が採用された。また、現在も中断しているドーハ・ラウンド

交渉は、「開発」ラウンドという特徴の下で開発途上諸国の重要性が高まり、大国間の「裏合意」を基

礎とするという合意手法さえも困難な事情があると推察される。 
111 例えば、枠組条約第十五条の３．では、「締約国は、この条約の改正案につき、コンセンサス方式に

より合意に達するようあらゆる努力を払う。コンセンサスのためのあらゆる努力にもかかわらず合意に

達しない場合には、改正案は、最後の解決手段として、当該会合に出席しかつ投票する締約国の四分の

三以上の多数による議決で採択する。」と規定されている。 
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ＦＡＯの重要な諸機能が、これら「分野横断的」な国際機構に移転されたとも

見ることができる。確かに、戦後米国の世界戦略の中で、「分野別」の国際機構

の役割は小さいように見受けられる112。戦後米国の国際戦略の多くは、「分野横

断的」な枠組みの中で進められたのである。その典型としては、ＩＭＦが担っ

た通貨政策があり、世界銀行が担った援助政策があり、ガット・ＷＴＯが担っ

た貿易政策も挙げられる。これらに比べ、教育、労働、保健、そして食料・農

業などの分野別の政策は、米国の世界戦略の少なくとも中心ではなかったであ

ろう。米国の戦後の国際戦略に立ち返って考えてみても、その大きな戦略の一

つ、すなわち「自由な国際主義」を進めるのに適したアプローチは、この言葉

がまさに示す通り、分野別ではなく、貿易や援助や貿易など「分野横断的な機

能」という側面からの一括的な対応であったことは、効率性や一貫性の観点か

ら考えても十分に理解できることである。 

以上のような分野に関する考察を加味して考えてみると、世界的な戦略を実

行しやすい国際機構の典型は、先に見た「大国優先型」の意思決定方式を持ち、

かつ「分野横断的」に「決定・実施」の機能を果たす国際機構であるというこ

とになろう。そして本論文で見てきたＦＡＯは「国家平等型」の意思決定方式

であり、かつ「分野別」の「国際フォーラム」機能を果たす国際機構と整理で

きる。つまり結局、ＦＡＯは世界的な戦略を実施する上では最も適さないタイ

プの国際機構であるとも見られるのである。 

それでは国際フォーラム機能しか持たず、決定・実施機能の弱い国際機構は、

存在意義が薄いのであろうか。この「国際フォーラム」機能の意義に関する典

型的な議論は、国連総会の存在意義に関する議論に見ることができる。国際連

合のシステムの中で、国連総会は安全保障理事会より重要度の低い組織とみら

れており、総会決議はそれなりの重みは持ちつつも、法的拘束力などの面から

みて、その国際的な規範設定能力や決定・実施力が弱いことは否めない。しか

し、そのような国連総会であっても、世界中のさまざまな問題がこの場に持ち

込まれ、各国対等の立場で議論や決議がなされるということそのものの中に、

重要な意義があるとも考えられているのである113。 

                                            
112 その数少ない重要な例の一つが、食料援助であったろう。それは「農産物余剰レジーム」形成の中心

となり、米国にとって重要な穀物の余剰処理や穀物の海外市場の獲得という役割を果たした。 
113 例えば最上は、国連安全保障理事会の機能の「麻痺」状態の発生を契機に「総会中心的な国連」が生

まれ、それがたとえ法的拘束力を持たないにしても、総会における決議が国際的な「基準設定」面にお

いて重要な意義を持ったことを論じている。これを彼は同時に、規範構想的あるいは規範定立的な国連

とも呼んでいる。たしかに国連総会は世界最大の討議場であり、中小国にも発言の機会を設け、「国際

社会の正統な関心事項」が何であるかを析出することに役立ったとする。たしかに開発途上諸国が多数

を占める国連総会が「弱者連帯」を表出する場となって一部先進国が強い不満を抱くようになったこと

も事実である。しかし最上は、多国間主義とはそういう不一致があるにもかかわらず国々が同席し協力

することを意味しているとし、国連（総会）のような世界機構は、国際社会の行き場のないあらゆる問

題がその解決のために流入する場であり、問題解決能力の有無は別としても、その存在そのものに意味
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 同様のことは、現在はほとんど国際フォーラム機能しか残されていないと見

られるＦＡＯに関しても言えよう。例えば「大国優先型」の世界銀行が進める

典型的な農業開発事業は、米国などに見られる大規模単作農業の世界的普及が

中心であり、市場を世界に求める商業的農業である。しかしそのような中で、

開発途上国の農業の事情に精通している専門機関ＦＡＯは、世界銀行などとは

異なる視点、例えば生活の場あるいは生活の手段としての農業・農村の重要性

といった視点から、「小農の事情に配慮した農業開発」、あるいは国際資本や特

定の国家による途上国の農地争奪に対して警鐘を鳴らす「責任ある農業投資」

などの重要性を問題提起する機能を実際に果たしている。 

 このように「分野」に関する「国際フォーラム」機能を持つ国際機構は、「大

国優先型」の国際機構が持ち得るいくつかのリスクの軽減に貢献することが可

能であろう。すなわち、「大国優先型」の国際機構がその実力に任せて弱者を顧

みないような政策を強行したり、あるいは分野横断的に一律な政策を導入した

りすることに対して、一定の歯止めの機能を果たし得るであろう。戦前のよう

に国際フォーラム機能を果たす国際機構が大多数であった時代と比べると、現

代は世界銀行、ＩＭＦ、ＷＴＯをはじめとする強力な実行力を有する国際機構

が増えており、これとバランスを取る意味で分野別などの国際フォーラム機能

を有する国際機構がこのような役割114をきちんと果たすことが重要である。 

そのためには、このような「国家平等型」の国際機構が持つ「分野別」の「国

際フォーラム」機能の特長を、「大国優先型」あるいは「分野横断的」国際機構

がもつ「決定・実施」機能とうまく組み合わせることによって、二つの型の国

際機構が互いに補い合い、長所を生かし合うような工夫を、国際社会の中に仕

組んでおくことが重要となるであろう。それらの仕組みとしていくつかの例を

挙げれば、「分野別の国際フォーラム」で議論され決議されたことが国際社会に

きちんと発信される仕組み、そしてそれらが「大国優先型」の国際諸機構にお

いて尊重されるための一定の義務的ルールの設定、さらに双方の国際機構の間

で相手側からの会議などへの参加を認めることなどがあり得よう。 

 いずれにせよ、今後の国際社会においても本論文の中で見てきた「国家平等

型」と「大国優先型」の国際機構が併存していくことは確実であろう。そして

「大国優先型」は実行力があるが独善に陥りやすく、「国家平等型」は民主的で

はあるが決定力・実行力に欠けるといった長所と欠点を持つ以上、国際社会と

して重要なことは、これらを効果的に組み合わせ、国際システムに仕組んで活

                                                                                                                                
があるとの見解を示している（最上 2006、pp. 86-89、pp. 110-112）。 

114 これは、いわば「多数決を原則とする」民主主義制における「少数意見の尊重」に相当する機能であ

り、大小を問わずどのような国家であってもこのようなフォーラムに参加して問題提起をし、あるいは

意見を述べ、そこでの決議を「大国優先型」の国際機構にフィードバックすることができるということ

が重要な意義を有すると考えられる。 
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用していくことであろう。 

 

 以上、本論文ではＦＡＯという戦後最初に創立された国際機構を舞台とする

70年に近い歴史の中で、覇権国である米国とＦＡＯの間でみられたせめぎ合い

を 3つのサブ分野に焦点を当てながら描いた。その中では、覇権国米国の国際

機構に対する自国優先の考え方や力ずくの行動がみられた一方、ＦＡＯを根拠

に米国の意図に抵抗する開発途上諸国などの行動によって必ずしも覇権国の意

のままにはならない国際機構の根強さといったものも見ることができた。そし

てこのような相互作用の結果として、食料・農業分野のレジームが変容してい

たのである。本論文が、制度的リベラリズムにおける覇権国と国際機構との関

係という一つの問題について、ささやかな光を当てることができたならば幸い

である。 
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参考図：戦後の食料・農業レジームの変容と FAO・米国 
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